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� 日本学術会議においてࡣ、科学⪅ࡀ、♫会のಙ頼㈇クをᚓて、యⓗかつ⮬ᚊⓗに科

学研究を進め、科学の健全࡞Ⓨ㐩をಁすࡓめ、平成��年（����年）��月３日に、すて

の学術分㔝にඹ㏻するᇶ本ⓗ࡞つ⠊࡛࠶るኌ᫂「科学⪅の行動つ⠊について」をỴᐃ、බ

をཷけ、⮬ᚊⓗにࢀࡇࡣᶵ関ྛ、ࡋ▱学等の研究ᶵ関に࿘、ࡣኌ᫂についてྠࠋࡓࡋ⾲

対応を行ࡗて࠶࡛ࢁࡇࡓࡁるࠋ�

� ࡋ⏕Ⓨࡀ研究活動における不正行為の案ࡓࡗい⏝┐ㄽ文ࡸつ㐀ࡡのࢱーࢹ、の後ࡑ

、ࡇࡓࢀࡉࣉࢵࢬーࣟࢡࡀて科学⪅の㈐௵の問題ࡋᮾ日本㟈⅏をዎᶵ、ࡸࡇࡓ

いࡺࢃるࣘࣝࣗࢹーࢫ問題について議ㄽࡀ行ࡇࡓࢀࢃから、今⯡、ྠኌ᫂のᨵゞを行

�ࠋࡓࡋࡇ࠺

㸰� ᨵゞࡢෆᐜ�

� ௨ୗのⅬについてᨵゞを行ࠋࡓࡗᨵゞのヲ⣽についてࡣ、ཧ⪃㈨ᩱ「ࠗ 科学⪅の行動つ⠊࠘

᪂ᪧ対↷⾲」をཧ↷ࡓࢀࡉいࠋ

（1）�上グの⫼ᬒを㋃࠼ࡲ、๓文及び本文中に、♫会ⓗᮇᚅに応࠼る研究、科学研究の

⏝の୧⩏性、බ正࡞研究、♫会の中の科学、ἲ௧の㑂Ᏺに関するグ㏙をຍ➹ࠋࡓࡋ

の上࡛、ɔࡑ�（2） 成を「Ϩ㸬科学⪅の㈐ົ」、「ϩ㸬බ正࡞研究」、「Ϫ㸬♫会の中の科学」、

「ϫ㸬ἲ௧の㑂Ᏺ࡞」にᩚ⌮ࡋ、グ㏙のᩚ⌮文ゝのຍ➹ಟ正を行ࠋࡓࡗ
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平成 18 年（2006 年）10 月３日ไᐃ

平成 25 年（2013 年）１月 25 日ᨵゞ

⛉ Ꮫ ⪅ ࡢ ⾜ ື つ ⠊
日 本 学 術 会 議

� 科学⌮ྜ、ࡣᐇドを᪨ࡋてႠࠎ⠏かࢀる▱㆑のయ⣔࡛ࡾ࠶、ே㢮ࡀඹ᭷するかけ࠼ࡀの࡞い㈨

࠼いฟす行為ࡳ⏕㆑を▱࡞ࡓて᪂ࡋᮍ㋃の㡿ᇦにᯝᩒにᣮᡓࡀே㢮、ࡣ科学研究、ࡓࡲࠋる࠶ࡶ࡛⏘

るࠋ

� ୍方、科学科学研究ࡣ♫会ඹに、ࡋࡑて♫会のࡓめに࠶るࡗࡀࡓࡋࠋて、科学の⮬⏤科学⪅の

యⓗุ᩿࡞にᇶ࡙ࡃ研究活動ࡣ、♫会からのಙ頼㈇クを๓ᥦࡋて、ึめて♫会ⓗ認▱をᚓるࡇࠋ

をໟྵするす࡛ࡲே文・♫会科学から⮬↛科学、ࡎらࢃᡤᒓするᶵ関に関、ࡣ「⪅科学」࠺い࡛ࡇ

ての学術分㔝において、᪂࡞ࡓ▱㆑を⏕ࡳฟす活動、࠶るいࡣ科学ⓗ࡞▱㆑の活⏝にᚑする研究⪅、

ᑓ㛛⫋ᴗ⪅をពするࠋ  

� て⮬らࡋ❧⊃のᐖから⧊⤌ࡸ学問の⮬⏤のୗに、≉ᐃのᶒጾ、ࡣ⪅科学࠺ⓗ活動をᢸ▱࡞࠺ࡼのࡇ

のᑓ㛛ⓗุ᩿࡞にࡾࡼ┿⌮を᥈究するい࠺ᶒをாཷするඹに、ᑓ㛛ᐙࡋて♫会の㈇クに応࠼る

㔜࡞㈐ົを᭷するࠋ≉に、科学活動ࡑの成ᯝࡀᗈ࡛῝㐲࡞ᙳ㡪をே㢮に࠼る⌧௦において、♫

会ࡣ科学⪅ࡀᖖに⌮ⓗุ᩿࡞行動を為すࡇをồめているࡓࡲࠋ、政策ࡸୡㄽのᙧ成㐣⛬࡛科学ࡀ

ᯝࡓすࡁ役割に対する♫会ⓗせㄳࡶᏑᅾするࠋ

� 平成 23 年 3 月 11 日にⓎ⏕ࡓࡋᮾ日本㟈⅏及びᮾி㟁ຊ⚟ᓥ第୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡣ、科学⪅ࡀ┿

に♫会からのಙ頼㈇クに応࠼てࡓࡁかについて省を㏕るඹに、⿕⅏ᆅᇦの⯆日本の⏕に向

けて科学⪅ࡀ⥲ຊをࡆ࠶てྲྀࡁࡴ⤌ࡾㄢ題をᥦ♧ࡉࠋࡓࡋらに、科学ࡑࡀの健全࡞Ⓨ㐩・Ⓨᒎにࡗࡼ

て、ࡾࡼ㇏か࡞ே㛫♫会のᐇ⌧にᐤするࡓめにࡣ、科学⪅ࡀ♫会に対するㄝ᫂㈐௵をᯝࡋࡓ、科学

♫会、ࡋࡑて政策❧案㺃Ỵᐃ⪅の健全࡞関ಀのᵓ⠏⥔ᣢに⮬ぬⓗにཧ⏬するྠに、ࡑの行動を⮬

らཝ正にᚊするࡓめの⌮つ⠊を☜❧するᚲせ࠶ࡀるࠋ科学⪅の⌮ࡣ、♫会ࡀ科学への⌮ゎを♧ࡋ、

対ヰをồめるࡓめのᇶ本ⓗᯟ⤌࠶ࡶ࡛ࡳるࠋ  

� ての学術分㔝に科学⪅ಶேの⮬ᚊ性に依ᣐする、す、ࡣらのᇶ本ⓗ認㆑のୗに、日本学術会議ࢀࡇ

ඹ㏻するᚲせ᭱ᑠ㝈の行動つ⠊を௨ୗのおࡾ♧すࢀࡇࠋらの行動つ⠊の㑂Ᏺࡣ、科学ⓗ▱㆑の㉁をಖ

ドするࡓめ、ࡋࡑて科学⪅ಶே及び科学⪅ࡀࢸࢽ࣑ࣗࢥ♫会からಙ頼ᑛᩗをᚓるࡓめに不ྍḞ࡛࠶

るࠋ  

Ϩ㸬科学⪅の㈐ົ

（科学⪅のᇶ本ⓗ㈐௵）

１ 科学⪅ࡣ、⮬らࡳ⏕ࡀฟすᑓ㛛▱㆑ࡸ技術の㉁をᢸಖする㈐௵を᭷ࡉ、ࡋらに⮬らのᑓ㛛▱㆑、技術、

⤒㦂を活かࡋて、ே㢮の健ᗣ⚟♴、♫会のᏳ全Ᏻᑀ、ࡋࡑてᆅ⌫⎔ቃのᣢ⥆性に㈉⊩するい࠺
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㈐௵を᭷するࠋ  

（科学⪅のጼໃ）

２ 科学⪅ࡣ、ᖖに正┤、ㄔᐇにุ᩿、行動ࡋ、⮬らのᑓ㛛▱㆑・⬟ຊ・技ⱁの⥔ᣢ向上にດめ、科学研

究にࡗࡼて⏕ࡳฟࢀࡉる▱の正☜ࡸࡉ正ᙜ性を科学ⓗに♧す᭱ၿのດຊをᡶࠋ࠺

（♫会の中の科学⪅）

３ 科学⪅ࡣ、科学の⮬ᚊ性ࡀ♫会からのಙ頼㈇クの上に成ࡾ❧つࡇを⮬ぬࡋ、科学・技術♫会・

⮬↛⎔ቃの関ಀをᗈいど㔝から⌮ゎࡋ、㐺ษに行動するࠋ  

（♫会ⓗᮇᚅに応࠼る研究）

４� 科学⪅ࡣ、♫会ࡀᢪࡃ┿⌮のゎ᫂ࡸᵝ࡞ࠎㄢ題の㐩成へ向けࡓᮇᚅに応࠼る㈐ົを᭷するࠋ研究⎔

ቃのᩚഛࡸ研究のᐇに౪ࢀࡉる研究㈨㔠の⏝にࡗࡓ࠶てࡓࡋ࠺ࡑ、ࡣᗈࡃ♫会ⓗ࡞ᮇᚅࡀᏑᅾす

るࡇをᖖに⮬ぬするࠋ

（ㄝ᫂බ開）

５ 科学⪅ࡣ、⮬らࡀᦠࢃる研究のព⩏役割をබ開ࡋて✚ᴟⓗにㄝ᫂ࡑ、ࡋの研究ࡀே㛫、♫会、⎔ቃ

に及ࡋࡰᚓるᙳ㡪ࡸ㉳ࡋࡇᚓるኚをホ౯ࡑ、ࡋの⤖ᯝを中❧性・ᐈほ性をࡗࡶてබ⾲するඹに、

♫会のᘓタⓗ࡞対ヰを⠏࠺ࡼࡃにດめるࠋ

（科学研究の⏝の୧⩏性）

６ 科学⪅ࡣ、⮬らの研究の成ᯝࡀ、科学⪅⮬㌟のពᅗにࡋて、◚ቯⓗ行為にᝏ⏝ࢀࡉるྍ⬟性࠶ࡶる

方ἲを選ᢥすᡭẁ࡞る㐺ษࢀࡉ会にチᐜ♫、ࡣてࡗࡓ࠶研究のᐇ、成ᯝのබ⾲に、ࡋを認㆑ࡇ

るࠋ

ϩ㸬බ正࡞研究

（研究活動）

７ 科学⪅ࡣ、⮬らの研究の❧案・ィ⏬・⏦ㄳ・ᐇ・ሗ࿌࡞の㐣⛬において、本つ⠊の㊃᪨にἢࡗて

ㄔᐇに行動するࠋ科学⪅ࡣ研究成ᯝをㄽ文࡛࡞බ⾲するࡀ⮬ྛ、࡛ࡇᯝࡓࡋࡓ役割に応ࡌてຌ⦼

の認▱をᚓるࡶに㈐௵を㈇࡞ࢃけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ研究・ㄪᰝࢹーࢱのグ㘓ಖᏑࡸཝ正ᢅྲྀ࡞いを

ᚭᗏࡡ、ࡋつ㐀、ᨵ࡞⏝┐、ࢇࡊの不正行為を為ࡓࡲ、ࡎࡉຍᢸ࡞ࡋいࠋ

（研究⎔ቃのᩚഛ及びᩍ⫱ၨⓎのᚭᗏ）

８ 科学⪅ࡣ、㈐௵࠶る研究のᐇ不正行為の㜵Ṇをྍ⬟にするබ正࡞⎔ቃの☜❧・⥔ᣢࡶ⮬らの㔜せ

らび࡞、及び⮬らのᡤᒓ⤌⧊の研究⎔ቃの㉁ⓗ向上ࢸࢽ࣑ࣗࢥ⪅科学、ࡋを⮬ぬࡇる࠶㈐ົ࡛࡞

に不正行為ᢚṆのᩍ⫱ၨⓎに⥅⥆ⓗにྲྀࢀࡇ、ࡓࡲࠋࡴ⤌ࡾを㐩成するࡓめに♫会の⌮ゎ༠ຊࡀᚓ

らࢀる࠺ࡼດめるࠋ

（研究対㇟࡞への㓄៖）

９ 科学⪅ࡣ、研究への༠ຊ⪅のே᱁、ேᶒをᑛ㔜ࡋ、⚟に㓄៖するࠋ動≀࡞に対ࡋてࡣ、┿ᦸ࡞ែ

ᗘ࡛ࢀࡇをᢅࠋ࠺  
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（⪅の関ಀ）

１㸮 科学⪅ࡣ、⪅の成ᯝを㐺ษにᢈุするྠに、⮬らの研究に対するᢈุにࡣㅬに⪥をഴけ、

ㄔᐇ࡞ែᗘ࡛ពぢを࠼るࠋ⪅の▱ⓗ成ᯝ࡞のᴗ⦼を正ᙜにホ౯ࡋ、ྡࡸ▱ⓗ㈈⏘ᶒをᑛ㔜す

るࡓࡲࠋ、科学⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥ、≉に⮬らのᑓ㛛㡿ᇦにおける科学⪅┦互のホ౯に✚ᴟⓗにཧຍするࠋ

Ϫ㸬♫会の中の科学

（♫会の対ヰ）

１１� 科学⪅ࡣ、♫会科学⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥのࡾࡼⰋい┦互⌮ゎのࡓめに、ᕷẸの対ヰὶに✚

ᴟⓗにཧຍするࡓࡲࠋ、♫会のᵝ࡞ࠎㄢ題のゎỴ⚟♴のᐇ⌧をᅗるࡓめに、政策❧案㺃Ỵᐃ⪅に対ࡋ

て政策ᙧ成に᭷ຠ࡞科学ⓗຓゝのᥦ౪にດめるࡑࠋの㝿、科学⪅のྜពにᇶ࡙ࡃຓゝを目ᣦࡋ、ពぢ

の┦㐪ࡀᏑᅾするࢀࡇࡣࡁをゎࡾ᫆ࡃㄝ᫂するࠋ

（科学ⓗຓゝ）

１２� 科学⪅ࡣ、බඹの⚟♴に㈨するࡇを目ⓗࡋて研究活動を行い、ᐈほⓗ࡛科学ⓗ࡞᰿ᣐにᇶ࡙

௵㈐ࡉるᙳ㡪の㔜࠼てࡋୡㄽ及び政策ᙧ成に対ࡀの㝿、科学⪅のⓎゝࡑࠋ࠺ຓゝを行࡞බ正ࡃ

を⮬ぬࡋ、ᶒጾを℃⏝࡞ࡋいࡓࡲࠋ、科学ⓗຓゝの㉁の☜ಖに᭱㝈ດめ、ྠに科学ⓗ▱ぢにಀる

不☜ᐇ性及びぢゎのከᵝ性について᫂☜にㄝ᫂するࠋ

（政策❧案㺃Ỵᐃ⪅に対する科学ⓗຓゝ）

１３� 科学⪅ࡣ、政策❧案㺃Ỵᐃ⪅に対ࡋて科学ⓗຓゝを行࠺㝿にࡣ、科学ⓗ▱ぢࡀ政策ᙧ成の㐣⛬にお

いて༑分にᑛ㔜ࢀࡉるࡶࡁの࡛࠶るࡀ、政策Ỵᐃの၏୍のุ᩿᰿ᣐ࡛࡞ࡣいࡇを認㆑するࠋ科学

て政策❧案㺃Ỵᐃ⪅に♫会へのࡌሙྜ、ᚲせに応ࡓࢀࡉ為ࡀる政策Ỵᐃ࡞␗ࡣのຓゝࢸࢽ࣑ࣗࢥ⪅

ㄝ᫂をせㄳするࠋ

ϫ㸬ἲ௧の㑂Ᏺ࡞

（ἲ௧の㑂Ᏺ）

１４ 科学⪅ࡣ、研究のᐇ、研究㈝の⏝等にࡗࡓ࠶てࡣ、ἲ௧ࡸ関ಀつ๎を㑂Ᏺするࠋ  

（ᕪูの㝖）

１５ 科学⪅ࡣ、研究・ᩍ⫱・学会活動において、ே✀、࢙ࢪンࢲー、ᆅ、ᛮ・ಙ᮲、᐀ᩍ࡞に

  ࠋே᱁をᑛ㔜する⏤⮬て、ಶேのࡋබ平に対応ࡁ科学ⓗ方ἲにᇶ࡙、ࡎࡏてಶேをᕪูࡗࡼ

（┈┦）

１６ 科学⪅ࡣ、⮬らの研究、審ᰝ、ホ౯、ุ᩿、科学ⓗຓゝ࡞において、ಶே࠶、⧊⤌るい࡞␗ࡣ

る⤌⧊㛫の┈の⾪✺に༑分にὀពをᡶい、බඹ性に㓄៖ࡋつつ㐺ษに対応するࠋ  
（௨上）�
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の
ᙧ
成
㐣
⛬
࡛
科
学
ࡀ
ᯝ
ࡓ
す

ࡁ
役
割
に
対
す
る
♫
会
ⓗ
せ
ㄳ
ࡶ
Ꮡ
ᅾ
す
る
ࠋ

�
平
成

23
年

3月
11

日
に
Ⓨ
⏕
ࡋ
ࡓ
ᮾ
日
本

㟈
⅏
及
び
ᮾ
ி
㟁
ຊ
⚟
ᓥ
第
୍
ཎ
Ꮚ
ຊ
Ⓨ
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（
科
学
⪅
の
ጼ
ໃ
）

２
科
学
⪅
ࡣ
、
ᖖ
に
正
┤
、
ㄔ
ᐇ
に
ุ
᩿
、
行
動
ࡋ
、
⮬
ら
の
ᑓ
㛛
▱
㆑
・
⬟
ຊ
・
技
ⱁ

ࡼ
ࡾ
㇏
か
࡞
ே
㛫
♫
会
の
ᐇ
⌧
に
ᐤ

す
る
ࡓ
め
に
ࡣ
、
科
学
⪅
ࡀ
♫
会
に
対
す
る
ㄝ
᫂
㈐

௵
を
ᯝ
ࡓ
ࡋ
、
科
学

♫
会
の
健
全
࡞
関
ಀ
の
ᵓ
⠏

⥔
ᣢ
に
⮬
ぬ
ⓗ
に
ཧ
⏬
す
る

ྠ


に
、
ࡑ
の
行
動
を
⮬
ら
ཝ
正
に
ᚊ
す
る
ࡓ
め
の

⌮
つ
⠊
を
☜
❧
す
る
ᚲ
せ
ࡀ
࠶
る
ࠋ
科
学

⪅
の

⌮
ࡣ
、
♫
会
ࡀ
科
学
へ
の
⌮
ゎ
を
♧
ࡋ
、
対
ヰ
を
ồ
め
る
ࡓ
め
の
ᇶ
本
ⓗ
ᯟ
⤌
ࡳ
࡛

ࡶ
࠶
る
ࠋ

  

�
ࡇ
ࢀ
ら
の
ᇶ
本
ⓗ
認
㆑
の
ୗ
に
、
日
本
学
術
会
議
ࡣ
、
科
学
⪅
ಶ
ே
の
⮬
ᚊ
性
に
依
ᣐ
す

る
、
す

て
の
学
術
分
㔝
に
ඹ
㏻
す
る
ᚲ
せ
᭱
ᑠ
㝈
の
行
動
つ
⠊
を
௨
ୗ
の

お
ࡾ
策
ᐃ
ࡋ

ࡓ
ࠋ
ࡇ
ࢀ
ら
の
行
動
つ
⠊
の
㑂
Ᏺ
ࡣ
、
科
学
ⓗ
▱
㆑
の
㉁
を
ಖ
ド
す
る
ࡓ
め
、
ࡑ
ࡋ
て
科
学

⪅
ಶ
ே
及
び
科
学
⪅
ࢥ
࣑
ࣗ
ࢽ
ࢸ

ࡀ
♫
会
か
ら
ಙ
頼

ᑛ
ᩗ
を
ᚓ
る
ࡓ
め
に
不
ྍ
Ḟ
࡛

࠶
る
ࠋ

  

（
科
学
⪅
の
㈐
௵
）

１
科
学
⪅
ࡣ
、
⮬
ら
ࡀ
⏕
ࡳ
ฟ
す
ᑓ
㛛
▱
㆑
ࡸ
技
術
の
㉁
を
ᢸ
ಖ
す
る
㈐
௵
を
᭷
ࡋ
、
ࡉ

ら
に
⮬
ら
の
ᑓ
㛛
▱
㆑
、
技
術
、
⤒
㦂
を
活
か
ࡋ
て
、
ே
㢮
の
健
ᗣ

⚟
♴
、
♫
会
の
Ᏻ

全

Ᏻ
ᑀ
、
ࡑ
ࡋ
て
ᆅ
⌫
⎔
ቃ
の
ᣢ
⥆
性
に
㈉
⊩
す
る

い
࠺
㈐
௵
を
᭷
す
る
ࠋ

  

（
科
学
⪅
の
行
動
）

9



10
 

の
⥔
ᣢ
向
上
に
ດ
め
、
科
学
研
究
に
ࡼ
ࡗ
て
⏕
ࡳ
ฟ
ࡉ
ࢀ
る
▱
の
正
☜
ࡉ
ࡸ
正
ᙜ
性
を
科

学
ⓗ
に
♧
す
᭱
ၿ
の
ດ
ຊ
を
ᡶ
࠺
ࠋ

（
♫
会
の
中
の
科
学
⪅
）

３
科
学
⪅
ࡣ
、
科
学
の
⮬
ᚊ
性
ࡀ
♫
会
か
ら
の
ಙ
頼

㈇
ク
の
上
に
成
ࡾ
❧
つ
ࡇ

を
⮬

ぬ
ࡋ
、
科
学
・
技
術

♫
会
・
⮬
↛
⎔
ቃ
の
関
ಀ
を
ᗈ
い
ど
㔝
か
ら
⌮
ゎ
ࡋ
、
㐺
ษ
に
行

動
す
る
ࠋ

  

（
♫
会
ⓗ
ᮇ
ᚅ
に
応
࠼
る
研
究
）

４
�
科
学
⪅
ࡣ
、
♫
会
ࡀ
ᢪ
ࡃ
┿
⌮
の
ゎ
᫂
ࡸ
ᵝ
ࠎ
࡞
ㄢ
題
の
㐩
成
へ
向
け
ࡓ
ᮇ
ᚅ
に
応
࠼

る
㈐
ົ
を
᭷
す
る
ࠋ
研
究
⎔
ቃ
の
ᩚ
ഛ
ࡸ
研
究
の
ᐇ

に
౪
ࡉ
ࢀ
る
研
究
㈨
㔠
の

⏝
に

࠶
ࡓ
ࡗ
て
ࡣ
、
ࡑ
࠺
ࡋ
ࡓ
ᗈ
ࡃ
♫
会
ⓗ
࡞
ᮇ
ᚅ
ࡀ
Ꮡ
ᅾ
す
る
ࡇ

を
ᖖ
に
⮬
ぬ
す
る
ࠋ

（
ㄝ
᫂

බ
開
）

５
科
学
⪅
ࡣ
、
⮬
ら
ࡀ
ᦠ
ࢃ
る
研
究
の
ព
⩏

役
割
を
බ
開
ࡋ
て
✚
ᴟ
ⓗ
に
ㄝ
᫂
ࡋ
、
ࡑ

の
研
究
ࡀ
ே
㛫
、
♫
会
、
⎔
ቃ
に
及
ࡰ
ࡋ
ᚓ
る
ᙳ
㡪
ࡸ
㉳
ࡇ
ࡋ
ᚓ
る
ኚ

を
ホ
౯
ࡋ
、
ࡑ

の
⤖
ᯝ
を
中
❧
性
・
ᐈ
ほ
性
を
ࡶ
ࡗ
て
බ
⾲
す
る

ඹ
に
、
♫
会

の
ᘓ
タ
ⓗ
࡞
対
ヰ
を

⠏
ࡃ
ࡼ
࠺
に
ດ
め
る
ࠋ

（
科
学
研
究
の

⏝
の
୧
⩏
性
）

６
科
学
⪅
ࡣ
、
⮬
ら
の
研
究
の
成
ᯝ
ࡀ
、
科
学
⪅
⮬
㌟
の
ព
ᅗ
に

ࡋ
て
、
◚
ቯ
ⓗ
行
為

に
ᝏ
⏝
ࡉ
ࢀ
る
ྍ
⬟
性
ࡶ
࠶
る
ࡇ

を
認
㆑
ࡋ
、
研
究
の
ᐇ

、
成
ᯝ
の
බ
⾲
に
࠶
ࡓ
ࡗ

て
ࡣ
、
♫
会
に
チ
ᐜ
ࡉ
ࢀ
る
㐺
ษ
࡞
ᡭ
ẁ

方
ἲ
を
選
ᢥ
す
る
ࠋ

ϩ
㸬
බ
正
࡞
研
究

２
科
学
⪅
ࡣ
、
科
学
の
⮬
ᚊ
性
ࡀ
♫
会
か
ら
の
ಙ
頼

㈇
ク
の
上
に
成
ࡾ
❧
つ
ࡇ

を
⮬

ぬ
ࡋ
、
ᖖ
に
正
┤
、
ㄔ
ᐇ
に
ุ
᩿
ࡋ
、
行
動
す
る
ࠋ
ࡲ
ࡓ
、
科
学
研
究
に
ࡼ
ࡗ
て
⏕
ࡳ
ฟ

ࡉ
ࢀ
る
▱
の
正
☜
ࡉ
ࡸ
正
ᙜ
性
を
、
科
学
ⓗ
に
♧
す
᭱
ၿ
の
ດ
ຊ
を
す
る

ඹ
に
、
科
学

⪅
ࢥ
࣑
ࣗ
ࢽ
ࢸ

、
≉
に
⮬
ら
の
ᑓ
㛛
㡿
ᇦ
に
お
け
る
科
学
⪅
┦
互
の
ホ
౯
に
✚
ᴟ
ⓗ
に

ཧ
ຍ
す
る
ࠋ
�

（
⮬
ᕫ
の
研
㛑
）

３
科
学
⪅
ࡣ
⮬
ら
の
ᑓ
㛛
▱
㆑
・
⬟
ຊ
・
技
ⱁ
の
⥔
ᣢ
向
上
に
ດ
め
る

ඹ
に
、
科
学
技

術

♫
会
・
⮬
↛
⎔
ቃ
の
関
ಀ
を
ᗈ
い
ど
㔝
か
ら
⌮
ゎ
ࡋ
、
ᖖ
に
᭱
ၿ
の
ุ
᩿

ጼ
ໃ
を

♧
す
ࡼ
࠺
に
ᘱ
ࡲ
ࡎ
ດ
ຊ
す
る
ࠋ

（
ㄝ
᫂

බ
開
）

４
科
学
⪅
ࡣ
、
⮬
ら
ࡀ
ᦠ
ࢃ
る
研
究
の
ព
⩏

役
割
を
බ
開
ࡋ
て
✚
ᴟ
ⓗ
に
ㄝ
᫂
ࡋ
、
ࡑ

の
研
究
ࡀ
ே
㛫
、
♫
会
、
⎔
ቃ
に
及
ࡰ
ࡋ
ᚓ
る
ᙳ
㡪
ࡸ
㉳
ࡇ
ࡋ
ᚓ
る
ኚ

を
ホ
౯
ࡋ
、
ࡑ

の
⤖
ᯝ
を
中
❧
性
・
ᐈ
ほ
性
を
ࡶ
ࡗ
て
බ
⾲
す
る

ඹ
に
、
♫
会

の
ᘓ
タ
ⓗ
࡞
対
ヰ
を

⠏
ࡃ
ࡼ
࠺
に
ດ
め
る
ࠋ
�

10
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（
研
究
活
動
）

７
科
学
⪅
ࡣ
、
⮬
ら
の
研
究
の
❧
案
・
ィ
⏬
・
⏦
ㄳ
・
ᐇ

・
ሗ
࿌
࡞

の
㐣
⛬
に
お
い

て
、
本
つ
⠊
の
㊃
᪨
に
ἢ
ࡗ
て
ㄔ
ᐇ
に
行
動
す
る
ࠋ
科
学
⪅
ࡣ
研
究
成
ᯝ
を
ㄽ
文
࡞

࡛

බ
⾲
す
る
ࡇ

࡛
、ྛ

⮬
ࡀ
ᯝ
ࡓ
ࡋ
ࡓ
役
割
に
応
ࡌ
て
ຌ
⦼
の
認
▱
を
ᚓ
る


ࡶ
に
㈐

௵
を
㈇
ࢃ
࡞
け
ࢀ
ࡤ
࡞
ら
࡞
い
ࠋ
研
究
・
ㄪ
ᰝ
ࢹ
ー
ࢱ
の
グ
㘓
ಖ
Ꮡ
ࡸ
ཝ
正
࡞
ྲྀ
ᢅ
い
を

ᚭ
ᗏ
ࡋ
、
ࡡ
つ
㐀
、
ᨵ
ࡊ
ࢇ
、
┐
⏝
࡞

の
不
正
行
為
を
為
ࡉ
ࡎ
、
ࡲ
ࡓ
ຍ
ᢸ
ࡋ
࡞
い
ࠋ

（
研
究
⎔
ቃ
の
ᩚ
ഛ
及
び
ᩍ
⫱
ၨ
Ⓨ
の
ᚭ
ᗏ
）

８
科
学
⪅
ࡣ
、
㈐
௵
࠶
る
研
究
の
ᐇ


不
正
行
為
の
㜵
Ṇ
を
ྍ
⬟
に
す
る
බ
正
࡞
⎔
ቃ

の
☜
❧
・
⥔
ᣢ
ࡶ
⮬
ら
の
㔜
せ
࡞
㈐
ົ
࡛
࠶
る
ࡇ

を
⮬
ぬ
ࡋ
、
科
学
⪅
ࢥ
࣑
ࣗ
ࢽ
ࢸ


及
び
⮬
ら
の
ᡤ
ᒓ
⤌
⧊
の
研
究
⎔
ቃ
の
㉁
ⓗ
向
上
、
࡞
ら
び
に
不
正
行
為
ᢚ
Ṇ
の
ᩍ
⫱
ၨ

Ⓨ
に
⥅
⥆
ⓗ
に
ྲྀ
ࡾ
⤌
ࡴ
ࠋ
ࡲ
ࡓ
、
ࡇ
ࢀ
を
㐩
成
す
る
ࡓ
め
に
♫
会
の
⌮
ゎ

༠
ຊ
ࡀ
ᚓ

ら
ࢀ
る
ࡼ
࠺
ດ
め
る
ࠋ

（
研
究
対
㇟
࡞

へ
の
㓄
៖
）

９
科
学
⪅
ࡣ
、
研
究
へ
の
༠
ຊ
⪅
の
ே
᱁
、
ே
ᶒ
を
ᑛ
㔜
ࡋ
、
⚟

に
㓄
៖
す
る
ࠋ
動
≀

࡞

に
対
ࡋ
て
ࡣ
、
┿
ᦸ
࡞
ែ
ᗘ
࡛
ࡇ
ࢀ
を
ᢅ
࠺
ࠋ

  

（

⪅

の
関
ಀ
）

１
㸮

科
学
⪅
ࡣ
、

⪅
の
成
ᯝ
を
㐺
ษ
に
ᢈ
ุ
す
る

ྠ

に
、
⮬
ら
の
研
究
に
対
す
る

ᢈ
ุ
に
ࡣ
ㅬ

に
⪥
を
ഴ
け
、
ㄔ
ᐇ
࡞
ែ
ᗘ
࡛
ព
ぢ
を

࠼
る
ࠋ

⪅
の
▱
ⓗ
成
ᯝ
࡞


の
ᴗ
⦼
を
正
ᙜ
に
ホ
౯
ࡋ
、
ྡ

ࡸ
▱
ⓗ
㈈
⏘
ᶒ
を
ᑛ
㔜
す
る
ࠋ

ࡲ
ࡓ
、
科
学
⪅
ࢥ
࣑

ࣗ
ࢽ
ࢸ

、
≉
に
⮬
ら
の
ᑓ
㛛
㡿
ᇦ
に
お
け
る
科
学
⪅
┦
互
の
ホ
౯
に
✚
ᴟ
ⓗ
に
ཧ
ຍ
す

る
ࠋ

Ϫ
㸬
♫
会
の
中
の
科
学

（
研
究
活
動
）

５
科
学
⪅
ࡣ
、
⮬
ら
の
研
究
の
❧
案
・
ィ
⏬
・
⏦
ㄳ
・
ᐇ

・
ሗ
࿌
࡞

の
㐣
⛬
に
お
い

て
、
本
つ
⠊
の
㊃
᪨
に
ἢ
ࡗ
て
ㄔ
ᐇ
に
行
動
す
る
ࠋ
研
究
・
ㄪ
ᰝ
ࢹ
ー
ࢱ
の
グ
㘓
ಖ
Ꮡ
ࡸ

ཝ
正
࡞
ྲྀ
ᢅ
い
を
ᚭ
ᗏ
ࡋ
、
ࡡ
つ
㐀
、
ᨵ
ࡊ
ࢇ
、
┐
⏝
࡞

の
不
正
行
為
を
為
ࡉ
ࡎ
、
ࡲ

ࡓ
ຍ
ᢸ
ࡋ
࡞
い
ࠋ

  

（
研
究
⎔
ቃ
の
ᩚ
ഛ
）

６
科
学
⪅
ࡣ
、
㈐
௵
࠶
る
研
究
の
ᐇ


不
正
行
為
の
㜵
Ṇ
を
ྍ
⬟
に
す
る
බ
正
࡞
⎔
ቃ

の
☜
❧
・
⥔
ᣢ
ࡶ
⮬
ら
の
㔜
せ
࡞
㈐
ົ
࡛
࠶
る
ࡇ

を
⮬
ぬ
ࡋ
、
科
学
⪅
ࢥ
࣑
ࣗ
ࢽ
ࢸ


及
び
⮬
ら
の
ᡤ
ᒓ
⤌
⧊
の
研
究
⎔
ቃ
の
㉁
ⓗ
向
上
に
✚
ᴟ
ⓗ
に
ྲྀ
ࡾ
⤌
ࡴ
ࠋ
ࡲ
ࡓ
、
ࡇ
ࢀ

を
㐩
成
す
る
ࡓ
め
に
♫
会
の
⌮
ゎ

༠
ຊ
ࡀ
ᚓ
ら
ࢀ
る
ࡼ
࠺
ດ
め
る
ࠋ

（
ἲ
௧
の
㑂
Ᏺ
）

７
科
学
⪅
ࡣ
、
研
究
の
ᐇ

、
研
究
㈝
の

⏝
等
に
࠶
ࡓ
ࡗ
て
ࡣ
、
ἲ
௧
ࡸ
関
ಀ
つ
๎
を

㑂
Ᏺ
す
る
ࠋ

  

（
研
究
対
㇟
࡞

へ
の
㓄
៖
）

８
科
学
⪅
ࡣ
、
研
究
へ
の
༠
ຊ
⪅
の
ே
᱁
、
ே
ᶒ
を
ᑛ
㔜
ࡋ
、
⚟

に
㓄
៖
す
る
ࠋ
動
≀

࡞

に
対
ࡋ
て
ࡣ
、
┿
ᦸ
࡞
ែ
ᗘ
࡛
ࡇ
ࢀ
を
ᢅ
࠺
ࠋ

  

（

⪅

の
関
ಀ
）

９
科
学
⪅
ࡣ
、

⪅
の
成
ᯝ
を
㐺
ษ
に
ᢈ
ุ
す
る

ྠ

に
、
⮬
ら
の
研
究
に
対
す
る
ᢈ

ุ
に
ࡣ
ㅬ

に
⪥
を
ഴ
け
、
ㄔ
ᐇ
࡞
ែ
ᗘ
࡛
ព
ぢ
を

࠼
る
ࠋ

⪅
の
▱
ⓗ
成
ᯝ
࡞

の

11



12
 

（
♫
会

の
対
ヰ
）

１
１
�
科
学
⪅
ࡣ
、
♫
会

科
学
⪅
ࢥ
࣑
ࣗ
ࢽ
ࢸ


の
ࡼ
ࡾ
Ⰻ
い
┦
互
⌮
ゎ
の
ࡓ
め
に
、

ᕷ
Ẹ

の
対
ヰ


ὶ
に
✚
ᴟ
ⓗ
に
ཧ
ຍ
す
る
ࠋ
ࡲ
ࡓ
、
♫
会
の
ᵝ
ࠎ
࡞
ㄢ
題
の
ゎ
Ỵ


⚟
♴
の
ᐇ
⌧
を
ᅗ
る
ࡓ
め
に
、
政
策
❧
案
㺃Ỵ

ᐃ
⪅
に
対
ࡋ
て
政
策
ᙧ
成
に
᭷
ຠ
࡞
科
学

ⓗ
ຓ
ゝ
の
ᥦ
౪
に
ດ
め
る
ࠋ
ࡑ
の
㝿
、
科
学
⪅
の
ྜ
ព
に
ᇶ
࡙
ࡃ
ຓ
ゝ
を
目
ᣦ
ࡋ
、
ព
ぢ

の
┦
㐪
ࡀ
Ꮡ
ᅾ
す
る

ࡁ
ࡣ
ࡇ
ࢀ
を
ゎ
ࡾ
᫆
ࡃ
ㄝ
᫂
す
る
ࠋ

（
科
学
ⓗ
ຓ
ゝ
）

１
２
�
科
学
⪅
ࡣ
、
බ
ඹ
の
⚟
♴
に
㈨
す
る
ࡇ

を
目
ⓗ

ࡋ
て
研
究
活
動
を
行
い
、
ᐈ
ほ

ⓗ
࡛
科
学
ⓗ
࡞
᰿
ᣐ
に
ᇶ
࡙
ࡃ
බ
正
࡞
ຓ
ゝ
を
行
࠺
ࠋ
ࡑ
の
㝿
、
科
学
⪅
の
Ⓨ
ゝ
ࡀ
ୡ
ㄽ

及
び
政
策
ᙧ
成
に
対
ࡋ
て

࠼
る
ᙳ
㡪
の
㔜

ࡉ

㈐
௵
を
⮬
ぬ
ࡋ
、
ᶒ
ጾ
を
℃
⏝
ࡋ
࡞

い
ࠋ
ࡲ
ࡓ
、
科
学
ⓗ
ຓ
ゝ
の
㉁
の
☜
ಖ
に
᭱

㝈
ດ
め
、
ྠ

に
科
学
ⓗ
▱
ぢ
に
ಀ
る
不

☜
ᐇ
性
及
び
ぢ
ゎ
の
ከ
ᵝ
性
に
つ
い
て
᫂
☜
に
ㄝ
᫂
す
る
ࠋ

（
政
策
❧
案
㺃Ỵ

ᐃ
⪅
に
対
す
る
科
学
ⓗ
ຓ
ゝ
）

１
３
�
科
学
⪅
ࡣ
、
政
策
❧
案
㺃Ỵ

ᐃ
⪅
に
対
ࡋ
て
科
学
ⓗ
ຓ
ゝ
を
行
࠺
㝿
に
ࡣ
、
科
学
ⓗ

▱
ぢ
ࡀ
政
策
ᙧ
成
の
㐣
⛬
に
お
い
て
༑
分
に
ᑛ
㔜
ࡉ
ࢀ
る

ࡁ
ࡶ
の
࡛
࠶
る
ࡀ
、
政
策
Ỵ

ᐃ
の
၏
୍
の
ุ
᩿
᰿
ᣐ
࡛
ࡣ
࡞
い
ࡇ

を
認
㆑
す
る
ࠋ
科
学
⪅
ࢥ
࣑
ࣗ
ࢽ
ࢸ

の
ຓ
ゝ


ࡣ
␗
࡞
る
政
策
Ỵ
ᐃ
ࡀ
為
ࡉ
ࢀ
ࡓ
ሙ
ྜ
、
ᚲ
せ
に
応
ࡌ
て
政
策
❧
案
㺃Ỵ

ᐃ
⪅
に
♫
会
へ

の
ㄝ
᫂
を
せ
ㄳ
す
る
ࠋ

ϫ
㸬
ἲ
௧
の
㑂
Ᏺ
࡞


（
ἲ
௧
の
㑂
Ᏺ
）

１
４

科
学
⪅
ࡣ
、
研
究
の
ᐇ

、
研
究
㈝
の

⏝
等
に
࠶
ࡓ
ࡗ
て
ࡣ
、
ἲ
௧
ࡸ
関
ಀ
つ
๎

を
㑂
Ᏺ
す
る
ࠋ

  

ᴗ
⦼
を
正
ᙜ
に
ホ
౯
ࡋ
、
ྡ

ࡸ
▱
ⓗ
㈈
⏘
ᶒ
を
ᑛ
㔜
す
る
ࠋ
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（
ᕪ
ู
の

㝖
）

１
５

科
学
⪅
ࡣ
、
研
究
・
ᩍ
⫱
・
学
会
活
動
に
お
い
て
、
ே
✀
、
ࢪ
࢙
ン
ࢲ
ー
、
ᆅ

、

ᛮ

・
ಙ
᮲
、
᐀
ᩍ
࡞

に
ࡼ
ࡗ
て
ಶ
ே
を
ᕪ
ู
ࡏ
ࡎ
、
科
学
ⓗ
方
ἲ
に
ᇶ
࡙
ࡁ
බ
平
に

対
応
ࡋ
て
、
ಶ
ே
の
⮬
⏤

ே
᱁
を
ᑛ
㔜
す
る
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┈
┦
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１
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科
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⪅
ࡣ
、
⮬
ら
の
研
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、
審
ᰝ
、
ホ
౯
、
ุ
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科
学
ⓗ
ຓ
ゝ
࡞

に
お
い
て
、

ಶ
ே

⤌
⧊
、
࠶
る
い
ࡣ
␗
࡞
る
⤌
⧊
㛫
の

┈
の
⾪
✺
に
༑
分
に
ὀ
ព
を
ᡶ
い
、
බ
ඹ

性
に
㓄
៖
ࡋ
つ
つ
㐺
ษ
に
対
応
す
る
ࠋ

  
（
௨
上
）

（
ᕪ
ู
の

㝖
）

１
㸮

科
学
⪅
ࡣ
、
研
究
・
ᩍ
⫱
・
学
会
活
動
に
お
い
て
、
ே
✀
、
性
、
ᆅ

、
ᛮ

・
᐀

ᩍ
࡞

に
ࡼ
ࡗ
て
ಶ
ே
を
ᕪ
ู
ࡏ
ࡎ
、
科
学
ⓗ
方
ἲ
に
ᇶ
࡙
ࡁ
බ
平
に
対
応
ࡋ
て
、
ಶ
ே

の
⮬
⏤

ே
᱁
を
ᑛ
㔜
す
る
ࠋ

  

（

┈
┦

）

１
１

科
学
⪅
ࡣ
、
⮬
ら
の
研
究
、
審
ᰝ
、
ホ
౯
、
ุ
᩿
࡞

に
お
い
て
、
ಶ
ே

⤌
⧊
、

࠶
る
い
ࡣ
␗
࡞
る
⤌
⧊
㛫
の

┈
の
⾪
✺
に
༑
分
に
ὀ
ព
を
ᡶ
い
、
බ
ඹ
性
に
㓄
៖
ࡋ
つ

つ
㐺
ษ
に
対
応
す
る
ࠋ

  
（
௨
上
）

13



 

 

2．研究不正行為への実効性ある対応に向けて 
 

 

  



◊✲ṇ⾜Ⅽࡢᐇຠᛶࡿ࠶ᑐᛂ࡚ࡅྥ

ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸷᭶㸯㸷᪥

⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ議

㸯㸬ࡵࡌࡣ

࣭ ㏆ᖺᡃࠊ ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡎࡽ࡞ᑡࡀሙ࡛◊✲ṇ⾜Ⅽ⌧ࡢ✲◊ࡢ⾡Ꮫᢏ⛉ࡢᅜࡀ

୰ࡣᡃࡀᅜࡢ◊✲ᡂᯝ࡚࠸ࡘ⩏ࢆᢞ࡞࠺ࡼࡿࡅࡆࡶⓎ⏕ࠊࡾ࠾࡚ࡋᨵ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀᑐᛂࡢṇ⾜Ⅽ✲◊ࠊ࡚ࡵ
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㸰㸬⛉Ꮫᢏ⾡✲◊ࡢ㛵ྛࡿࢃయồࡿࡵ㡯

ձ◊✲⪅ཬࢸࢽ࣑ࣗࢥ⪅✲◊ࡧ

࣭ ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㈇ࢆ㈐ົࡿࡍᣢ⥔ࢆබṇᛶ㸦Research integrity㸧ࡢ✲◊ࡣ⪅✲◊

Ꮫⓗ⥆⥅ࢆ⌮✲◊࡚ࡌ㏻ࢆάື✲◊ࡢࠎ᪥ࡸಟ◊ࠊࡶࡿࡍㄆ☜࡚ࡵᨵࢆ

ࡇࡿࡍ⾜㐙ࢆ✲◊බṇ࡚࠸ᇶ࡙ࢀࡇࠊࡧ

࣭ ⩦ᚓࡓࡋ◊✲⌮ࠊࢆ᪥ࡢࠎ◊✲άືࢆ㏻࡚ࡌᚋ㐍ఏࠊࡾࡼ࡞ࡿ࠼㧗࠸◊

ࡇࡿࡵດ㔊ᡂࡢ㢼ᅵࡿࢀࡉᣢ⥔ᚊⓗ⮬ࡀබṇᛶࡢ✲

ղ◊✲ᶵ㛵

㸦ண㜵㸧

࣭ ◊✲ศ㔝ࡢ⪅✲◊ࠊᆅࡸᙺ⫋࣭㈐௵➼ࡢከᵝᛶᛂྛࠊࡌᶵ㛵ࡀᐇຠᛶࡿ࠶◊

✲⌮ᩍ⫱ࢆ⥅⥆ⓗᐇࡢࡑࠊࡋᐇຠᛶୖྥࡢດࡇࡿࡵ

࣭ ⓗ⥆⥅ࠊ࠺ࡼࡿࡵ㧗ࢆᐇຠᛶࡢ⏝㐠ࠊࡋᵓ⠏ࢆࡳ⤌ࡿࡍᣢ⥔ࢆබṇᛶࡢ✲◊

ホ౯࣭ᨵၿࡇࡃ࠸࡚ࡋ

㸦ᚋ㸧

࣭ Ⓨ⏕ࡓࡋ◊✲ṇ⾜Ⅽࡢᝨᑐࡋ㎿㏿ࡘⓗ☜ᑐᛂ࡛ࠊ࠺ࡼࡿࡁ᪥㡭ࡽഛ

ࡇࡃ࠾࡚࠼

࣭ ◊✲ṇ⾜ⅭㄆᐃྠࠊࡣࡁࡓࢀࡉᵝࡢࡀⓎࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࡢࡇࡿࡍⓎ⏕

ࡇࡿࡆ࡞ࡘ⟇ᑐࡿ࠶ᐇຠᛶࠊ࠸⾜ࢆド᳨ᚭᗏⓗ࡚࠸ࡘせᅉ࣭⫼ᬒࡓࡗ⮳
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ճ◊✲資㔠㓄ศᶵ㛵

࣭ ◊✲資㔠ࡢ⏦ㄳཷ⌮➼㝿࡚ࡋ◊✲⌮ᩍ⫱ཷࡢㅮࢆ☜ㄆࡢ✲◊ࠊ࡞ࡿࡍබṇ

ᛶࢆ㧗ࡿࡵᥐ⨨ດࡇࡿࡵ

մ㛵ಀᗓ┬

࣭ ᡤ⟶ྛࡿࡍ◊✲ᶵ㛵ࡢ✲◊ࡿࡅ࠾බṇᛶࢆ⥔ᣢࡢ⤌ྲྀࡿࡍᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡓࡿࡵ

ࡇ࠺⾜᩿ࢆホ౯ࡢࡑㄆ☜ࡢෆᐜ⤌ྲྀࠊ

յ⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ議

࣭ ◊✲ᶵ㛵࣭㛵ಀᗓ┬➼ࢆ⤌ྲྀࡢಠ▔ࡓࡋయ≧ἣࡢᢕᥱࠊ࠸⾜ࢆᚲせ࡞ሙྜࡣ

㐺ษ࡞㛵ࡇ࠺⾜ࢆ

࣭ ྛయ୍ࡀ⤌ྲྀࡿࡅ࠾యⓗᶵ⬟ࠊ࠺ࡼࡿࡍᵝ࡞ࠎ◊✲ศ㔝ඹ㏻ࡿࡍ◊✲

⌮ᩍ⫱ࡴྵࢆࢫࢸࢡࣛࣉࢻࢵࢢࡸከᵝ࡞ሗࡢ㞟࣭ඹ᭷ࠊ࡚ࡅྥᶓ᩿ⓗ࡞ሙ

ࡇࡿᅗࢆྜᩚࡾࡼࡇࡿࡍᥦ౪ࢆ

３㸬⛉Ꮫᢏ⾡ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ❧ᅜ࡚ࡅྥ

࣭ ྛయࠊࡣ࡚࠸࠾⛉Ꮫᢏ⾡ࡾྲྀࢆ✲◊ࡢᕳࡃ⎔ቃࡢኚࢆ✚ᴟⓗᤊࠊࡘࡘ࠼

ᅜࡓࡋ㐺ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀࡶ࡛᭱⏺ୡࠕ ࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⤌ྲྀࡓࡅྥ⌧ᐇࡢࠖ

ࠋࡿ࠶

࣭ ࡀࡇࡿࡏࡉ⦰ጤࢆሙ⌧✲◊ࡀ⨨ᥐࡢ過ᗘࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶ࡿࡵ㐍ࢆ⤌ྲྀࡢࡽࢀࡇ

ṇ⾜Ⅽ✲◊ࠊྠࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ༑ศ㓄៖ᙳ㡪ࡿ࠼ሙ⌧ࠊ࠺ࡼ࠸࡞

ᑐࠊࡣ࡚ࡋ◊✲⌮ࡢ⩦ᚓࡸᩍ⫱➼ࢆ㏻ࡢࡑ࡚ࡌⓎ⏕ࡢ㜵Ṇດࠊࡶࡿࡵᐈ

ほⓗ࡞᰿ᣐᇶ࡙࡚࠸ཝṇᑐฎࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ㔜せ࡛ྛࠋࡿ࠶యࠊࡣ◊✲

ṇ⾜Ⅽᑐࡿࡍ᩿ࡢᑐᛂࡀ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ✲◊ࡢ♫ⓗ࡞ಙ㢗ࡸ㈇クᛂࡇࡿ࠼

༑ศࢆࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࡉୖྥࢆάຊࡢ✲◊ࡢ⾡Ꮫᢏ⛉ࡣ࡚࠸ࡦࠊࡾࡀ⧄

ㄆ㆑࡚ࡋᑐᛂࢆࡇࡿࡍồࠋࡿࡵ
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ㄆ㆑࡚ࡋᑐᛂࢆࡇࡿࡍồࠋࡿࡵ

2

（ู⣬）

１㸬研究不正行為に関するᇶ本ⓗ認㆑

・ 科学技術の研究ࢀࡑ、ࡣに関ࢃるከࡃのே㛫ࡳ⏕ࡀฟࡓࡋ成ᯝの㞟成࡛ࡾ࠶、

ࡋてᮍ᮶へཷけΏࡏࡉをⓎᒎࢀࡑ、ࡂ⥅をཷけࡡ㔜ࡳ✚㐣ཤからの研究成ᯝのࡓࡲ

ていࡃい୍࠺㐃のႠ࠶࡛ࡳるࢀࡇࠋらࡣಶࠎの研究⪅の㐀性ࡸ▱ⓗዲወ心にᇶ

࡙いて行ࢀࢃるࡶの࡛࠶るࡇから、研究⪅の⮬性、⮬ᚊ性ࡣᑛ㔜ࢀࡉるࡶࡁ

の࡛࠶るࡋࠋかࡀ࡞ࡋら、研究不正行為ࡣ、ഇの成ᯝをⓎಙするࡇ、ࡾ࠶࡛ࡇ

の࡞࠺ࡼ研究成ᯝの✚ࡳ㔜ࡡい࠺Ⴀࡑࡳのࡶのを◚ቯࡋか࡞ࡡいࠋ

・ ୍方、科学技術の研究ࡣே㢮のᮍ▱へのᣮᡓ、ඹ᭷ࢀࡉるࡁ▱の✚・ఏ承、

♫会ⓗ࡞ㄢ題のゎỴ、ᅜẸ⏕活の㉁の向上࡞に㈉⊩するࡶのࡋて、♫会・ᅜẸ

からの࡞ࡁಙ頼の上に成ࡾ❧つࡶࡁの࡛࠶るࠋᚑࡗて、研究⪅ࡣ、♫会・ᅜẸ

からの᭷ᙧ・↓ᙧの㈇クに対ࡋて応࠼るᚲせࡑ、ࡾ࠶ࡀの役割をᯝࡓす㈐௵࠶ࡀるࠋ

研究不正行為ࡓࡋ࠺ࡇࡣᅜẸの♫会ዎ⣙に⫼ࡶࡃの࡛ࡾ࠶、科学技術の研究の᰿

ᖿを࡞す♫会ⓗ࡞ಙ頼ࡸ㈇クをኻࡇ࠺にࡶつࡾࡀ࡞か࡞ࡡいࠋ

・ ௨上から研究不正行為にࡣཝ正に対ฎするᚲせ࠶ࡀるࡑ、ࡀのࡓめにࡣ、対㇟ࡓ

る研究不正行為のᐃ⩏ࡑ、の㈐௵のᡤᅾを᫂☜にࡋておࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ

・ ㄽ文、学会Ⓨ⾲、成ᯝሗ࿌᭩࡞のᙧ࡛Ⓨ⾲ࡓࢀࡉ研究成ᯝ、及び研究㈨㔠⋓ᚓ

のࡓめの研究ィ⏬᭩におけるពᅗⓗ࡞「ࡡつ㐀」、「ᨵࢇࡊ」、「┐⏝」ࡀ研究不正行

為࡛࠶るࡑࠋのにࡶ、研究活動をᙅయࡏࡉる不㐺ษ・↓㈐௵࡞行為ࡋてࡣ、

研究ࢹーࢱの⟶⌮不㊊にࡼる㐓ኻ、༴㝤࡞研究方ἲの᥇⏝、不㐺ษ࢜࡞ーࢧーࢵࢩ

ㄽ文ᩘを不㐺ษにቑす行為、ㄽ文・研究ᥦ案᭩のᰝㄞにおける࡞ㄽ文の分割、ࣉ

不㐺ษ行為（ពᅗⓗ࡞㐜ᘏ、研究上のほⅬから㐓⬺ࡓࡋ㐣࡞せồ）ࡀᅜ㝿ⓗにࡶ

ᣦࢀࡉているࠋ研究ࡀ㧗い研究⌮にᇶ࡙いて行ࢀࢃるࡇ、༶ࡕ研究のබ正性

（Research integrity）を⥔ᣢするࡓめにࢀࡇࡣらの行為にࡶὀពをᡶ࠶࡛ࡁ࠺るࠋ

・ 研究のබ正性を⥔ᣢする୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࡣ研究⪅ࡀ㈇ࡶ࠺の࡛࠶るࠋ研究ᶵ関の

関ಀにࡼらࡎ研究⪅ࡣ㧗い研究⌮を㌟につけ、研究のබ正性を⥔ᣢする㈐ົを㈇

ࠋているࡗ

・ 研究⪅ࡀᡤᒓする研究ᶵ関ࡸ、学会等の研究⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥ、研究㈨㔠㓄分ᶵ関、

関ಀᗓ省ࡶ、研究⪅をྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃをᩚഛするయࡋて、研究のබ正性を⥔ᣢす

る㔜せ࡞役割をᢸࡗているࡇを認㆑するᚲせ࠶ࡀるࠋ

２㸬ᅜෆእにおける࡛ࡲࢀࡇのྲྀ⤌

・ ᡃࡀᅜ࡛ࡣ、平成 18 年に⥲ྜ科学技術会議（ᙜ）ࡀ「研究上の不正に関する

㐺ษ࡞対応について」をྲྀࡲࡾめ、研究⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥ、関ಀᗓ省及び研究ᶵ関

等ࡀᣦ㔪、つ⛬を策ᐃする࡞の対応を行࠺ࡼ࠺ồめࠋࡓ

・ 研究⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥ、関ಀᗓ省及び研究ᶵ関等ྠࡣ文᭩をཷけࡓ対応を行い、ࡲ

にྲྀࡾసࡳ⤌研究のබ正性を⥔ᣢする࡞ᣦ㔪、つ⛬、⌮つ⠊、ࡶⓗに⮬ࡓ

3
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ࠋࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾ

・ ᅜ㝿ⓗにࡶ研究不正行為ࡣ㔜どすࡁㄢ題ࡗ࡞ておࡾ、「研究බ正に関するୡ

⏺会議（World Conference on Research Integrity）」ࡀ開催ࢀࡉ、平成 22年にࡣ「研究

බ正に関するࢩンガ࣏ーࣝᐉゝ」ࡀ᥇ᢥࢀࡉる࡞、ୡ⏺ⓗ࡞ᣦ㔪等ࡲࡾྲྀࡶめ

らࢀてྛࠋࡓࡁᅜにおいてࢀࡒࢀࡑ、ࡶの≧ἣに応ࡀ⤌ྲྀࡓࡌ行ࢀࢃているࠋ

３㸬科学技術の研究をྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃのኚ

・ ᅜෆ、ࡎらࢃかかࡶにࡓࡁてࢀࢃ行ࡀ⤌ྲྀ࡞ࠎに研究不正行為にಀるᵝ࡛ࡲࢀࡇ

እにおいて依↛ࡋて研究不正行為ࡣᑡ࡞からࡎⓎ⏕ࡋているࡑࠋの⫼ᬒにࡣ科学

技術の研究をྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃの࡞ࡁኚ࠶ࡀるゝࢀࢃているࠋලయⓗにࡣ、ձ研

究㈝ࡸ研究⫋ࢺࢫ࣏をᕠる➇தの⃭、ղ研究分㔝の⣽分・ᑓ㛛、ճ研究ࢳー

ムのᵓ成員のከᵝ等、ࡀᣲࡆらࢀるࠋ

・ ձ研究⪅ࡣ、研究㈝ࡸ研究⫋ࢺࢫ࣏の⋓ᚓをᕠࡗてᅜෆの࡞ࡳらࡎᅜ㝿ⓗ࡞➇த

に᭚ࢀࡉているࡓࡋ࠺ࡇࠋ⎔ቃୗ࡛ࡣ、♫会ⓗにࡶ学術ⓗにࡶ㢧ⴭ࡞成ᯝを、▷ᮇ

㛫にከࡳ⏕ࡃฟ࡞、ࡋおかつᗈࡃⓎಙするࡀࡇᮇᚅࢀࡉておࡀࢀࡇ、ࡾ研究⪅に

対するࣕࢩࢵࣞࣉ࡞ࡁーࡗ࡞ているゝࢀࢃているࡑࠋの⤖ᯝࡋて、ᐈほⓗ

にࢹーࢱを⢭ᰝする、⌧性を㔜ࡡて検ドする、研究⪅㛫࡛議ㄽをࡋࢃフード

い認する☜ࡋ㏉ࡾ⧞研究ᡭἲ・⤖ㄽのጇᙜ性を、ࡳを㋃ࢫࢭࣟࣉする等のࢡࢵࣂ

ࡇࡓࡲࠋているࢀࡉᣦているࡗ࡞ᕼⷧにࡀするព㆑࠺ࢁែᗘをྲྀ࡞ៅ㔜ࡓࡗ

┤ーからࢲࣝ࣍ࢡーࢸࢫ࡞研究成ᯝをⓎಙする㝿に、ከᵝ、ࡣーࣕࢩࢵࣞࣉࡓࡋ࠺

࠼る⠊ᅖを㉸ࡁ科学ⓗにチᐜ࡛、ࡾࡲ࠶ព㆑するࡃをᙉࡇ㈶ྠをᚓる࡞☜に᫂ࡕ

ࠋᚓるࡾ࡞ࡶㄝ᫂のㄏᅉࡓࡋᣑゎ㔘をࡸ成ᯝのᙇࡓ

・ ղ科学のⓎᒎにకࡗて研究分㔝の⣽分・ᑓ㛛ࡀ進ࡓࡓࡁ࡛ࢇめ、ಶࠎの研究

ࡇᯝのጇᙜ性をᑓ㛛ⓗぢᆅからぢᴟめる⤖、ࡋேの研究のෆᐜを༑分⌮ゎࡀ⪅

ࢳ研究ࡣるい࠶、研究ᶵ関ෆ、ࡣてࡗ࠶中に࡞࠺ࡼのࡑࠋているࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡾࡼࡣ

ームෆの研究⪅ྠኈ࡛ࡗ࠶てࡶ⪅の研究ෆᐜに㋃ࡳ㎸ࡔࢇ議ㄽを῝めるࡀࡇ

ᅔ㞴にࡾ࡞、⤖ᯝࡋて研究⪅┦互にࡼるࢡࢵ࢙ࢳᶵ⬟のపୗࡀぢらࢀるのᣦ

ࠋる࠶ࡶ

・ ճ」ྜⓗ࡞ㄢ題にࣞࣕࢳンࢪするࡓめに、分㔝の⼥ྜ、研究ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉのᅜ㝿

、ࡉらにᅜෆ࡛の⏘学ᐁの㢌⬻ᚠ⎔ࡸୡ⏺ⓗ࡞ேᮦのὶ動ࡀ進ࡴ中、ᡃࡀᅜの

研究ᶵ関ࡸ研究ࢳームに␗࡞る分㔝・文ࡸᩍ⫱ࢸࢫࢩム࡛ࣞࢺーࢽンࢢをཷけࡓ

研究⪅ࡀᵓ成員࡞るᶵ会ࡀቑ࠼つつ࠶るࡑࠋの࡞࠺ࡼ⎔ቃୗ࡛ࡣ研究㐙行上のࣝ

ー୍ࣝࡣ⩦័ࡸே࡞␗࡛ࡾࡦるࡶࡇ༑分ࡾ࠶ᚓるࢀࡇࠋらの⤖ᯝ、ᚑ᮶࡛ࢀ࠶

ࡸめのつ⠊ࡓの研究のබ正性を⥔ᣢするࡎࡣࡓࢀࡉẚ㍑ⓗᐜ᫆にᬯ㯲⿹にඹ᭷ࡤ

ࣝーࣝࡶ、⌧ᅾࡣព㆑ⓗ・య⣔ⓗに⩦ᚓするࡀࡇᚲせࡗ࡞ているࠋ

・ ୍方、ࡓࡋ࠺ࡇ⎔ቃኚの中、⌧性の検ドを☜ᐇに行ࡓ࠺めのヲ⣽࡞ᐇ㦂ᡭ㡰

のබ開、Ⓨ⾲๓のᰝㄞに㝈⏺࠶ࡀるࡇを㋃ࡓ࠼ࡲ、Ⓨ⾲後の研究成ᯝに対するᑓ

㛛ᐙにࡼるᰝㄞ、ᐇ㦂関㐃ࢹーࢱの࢜ーࣉン等、上グのㄢ題に対応すࡃ᪂࡞ࡓ

4
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ࠋࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾ

・ ᅜ㝿ⓗにࡶ研究不正行為ࡣ㔜どすࡁㄢ題ࡗ࡞ておࡾ、「研究බ正に関するୡ

⏺会議（World Conference on Research Integrity）」ࡀ開催ࢀࡉ、平成 22年にࡣ「研究

බ正に関するࢩンガ࣏ーࣝᐉゝ」ࡀ᥇ᢥࢀࡉる࡞、ୡ⏺ⓗ࡞ᣦ㔪等ࡲࡾྲྀࡶめ

らࢀてྛࠋࡓࡁᅜにおいてࢀࡒࢀࡑ、ࡶの≧ἣに応ࡀ⤌ྲྀࡓࡌ行ࢀࢃているࠋ

３㸬科学技術の研究をྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃのኚ

・ ᅜෆ、ࡎらࢃかかࡶにࡓࡁてࢀࢃ行ࡀ⤌ྲྀ࡞ࠎに研究不正行為にಀるᵝ࡛ࡲࢀࡇ

እにおいて依↛ࡋて研究不正行為ࡣᑡ࡞からࡎⓎ⏕ࡋているࡑࠋの⫼ᬒにࡣ科学

技術の研究をྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃの࡞ࡁኚ࠶ࡀるゝࢀࢃているࠋලయⓗにࡣ、ձ研

究㈝ࡸ研究⫋ࢺࢫ࣏をᕠる➇தの⃭、ղ研究分㔝の⣽分・ᑓ㛛、ճ研究ࢳー

ムのᵓ成員のከᵝ等、ࡀᣲࡆらࢀるࠋ

・ ձ研究⪅ࡣ、研究㈝ࡸ研究⫋ࢺࢫ࣏の⋓ᚓをᕠࡗてᅜෆの࡞ࡳらࡎᅜ㝿ⓗ࡞➇த

に᭚ࢀࡉているࡓࡋ࠺ࡇࠋ⎔ቃୗ࡛ࡣ、♫会ⓗにࡶ学術ⓗにࡶ㢧ⴭ࡞成ᯝを、▷ᮇ

㛫にከࡳ⏕ࡃฟ࡞、ࡋおかつᗈࡃⓎಙするࡀࡇᮇᚅࢀࡉておࡀࢀࡇ、ࡾ研究⪅に

対するࣕࢩࢵࣞࣉ࡞ࡁーࡗ࡞ているゝࢀࢃているࡑࠋの⤖ᯝࡋて、ᐈほⓗ

にࢹーࢱを⢭ᰝする、⌧性を㔜ࡡて検ドする、研究⪅㛫࡛議ㄽをࡋࢃフード

い認する☜ࡋ㏉ࡾ⧞研究ᡭἲ・⤖ㄽのጇᙜ性を、ࡳを㋃ࢫࢭࣟࣉする等のࢡࢵࣂ

ࡇࡓࡲࠋているࢀࡉᣦているࡗ࡞ᕼⷧにࡀするព㆑࠺ࢁែᗘをྲྀ࡞ៅ㔜ࡓࡗ

┤ーからࢲࣝ࣍ࢡーࢸࢫ࡞研究成ᯝをⓎಙする㝿に、ከᵝ、ࡣーࣕࢩࢵࣞࣉࡓࡋ࠺

࠼る⠊ᅖを㉸ࡁ科学ⓗにチᐜ࡛、ࡾࡲ࠶ព㆑するࡃをᙉࡇ㈶ྠをᚓる࡞☜に᫂ࡕ

ࠋᚓるࡾ࡞ࡶㄝ᫂のㄏᅉࡓࡋᣑゎ㔘をࡸ成ᯝのᙇࡓ

・ ղ科学のⓎᒎにకࡗて研究分㔝の⣽分・ᑓ㛛ࡀ進ࡓࡓࡁ࡛ࢇめ、ಶࠎの研究

ࡇᯝのጇᙜ性をᑓ㛛ⓗぢᆅからぢᴟめる⤖、ࡋேの研究のෆᐜを༑分⌮ゎࡀ⪅

ࢳ研究ࡣるい࠶、研究ᶵ関ෆ、ࡣてࡗ࠶中に࡞࠺ࡼのࡑࠋているࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡾࡼࡣ

ームෆの研究⪅ྠኈ࡛ࡗ࠶てࡶ⪅の研究ෆᐜに㋃ࡳ㎸ࡔࢇ議ㄽを῝めるࡀࡇ

ᅔ㞴にࡾ࡞、⤖ᯝࡋて研究⪅┦互にࡼるࢡࢵ࢙ࢳᶵ⬟のపୗࡀぢらࢀるのᣦ

ࠋる࠶ࡶ

・ ճ」ྜⓗ࡞ㄢ題にࣞࣕࢳンࢪするࡓめに、分㔝の⼥ྜ、研究ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉのᅜ㝿

、ࡉらにᅜෆ࡛の⏘学ᐁの㢌⬻ᚠ⎔ࡸୡ⏺ⓗ࡞ேᮦのὶ動ࡀ進ࡴ中、ᡃࡀᅜの

研究ᶵ関ࡸ研究ࢳームに␗࡞る分㔝・文ࡸᩍ⫱ࢸࢫࢩム࡛ࣞࢺーࢽンࢢをཷけࡓ

研究⪅ࡀᵓ成員࡞るᶵ会ࡀቑ࠼つつ࠶るࡑࠋの࡞࠺ࡼ⎔ቃୗ࡛ࡣ研究㐙行上のࣝ

ー୍ࣝࡣ⩦័ࡸே࡞␗࡛ࡾࡦるࡶࡇ༑分ࡾ࠶ᚓるࢀࡇࠋらの⤖ᯝ、ᚑ᮶࡛ࢀ࠶

ࡸめのつ⠊ࡓの研究のබ正性を⥔ᣢするࡎࡣࡓࢀࡉẚ㍑ⓗᐜ᫆にᬯ㯲⿹にඹ᭷ࡤ

ࣝーࣝࡶ、⌧ᅾࡣព㆑ⓗ・య⣔ⓗに⩦ᚓするࡀࡇᚲせࡗ࡞ているࠋ

・ ୍方、ࡓࡋ࠺ࡇ⎔ቃኚの中、⌧性の検ドを☜ᐇに行ࡓ࠺めのヲ⣽࡞ᐇ㦂ᡭ㡰

のබ開、Ⓨ⾲๓のᰝㄞに㝈⏺࠶ࡀるࡇを㋃ࡓ࠼ࡲ、Ⓨ⾲後の研究成ᯝに対するᑓ

㛛ᐙにࡼるᰝㄞ、ᐇ㦂関㐃ࢹーࢱの࢜ーࣉン等、上グのㄢ題に対応すࡃ᪂࡞ࡓ

4

ࡼるࢀ等の関ಀయを中心にぢら（ࣝࢼーࣕࢪ）学術ㄅࡸ研究㈨㔠㓄分ᶵ関ࡀ⤌ྲྀ

ࠋるࢀࡉὀ目ࡀ今後の動向、ࡾ࡞に࠺

・ のᐇ⌧に向けて、ⱝ「ᅜࡓࡋンに㐺ࣙࢩー࣋ࣀイࡶ࡛᭱⏺ୡ」、ࡣᅜ࡛ࡀᡃࡓࡲ

ᡭのⓏ⏝ࡸ分㔝⼥ྜ研究の᥎進、࣏ࢫࣟࢡイン࣓ࢺンࢺไᗘ等、᪂ྲྀ࡞ࡓ⤌を᥎

進ࡋているࡇから、㢧ᅾࡋつつ࠶る上グのㄢ題への対応ࡣႚ⥭のࡶの࡛࠶るࠋ

４㸬研究不正行為への対応に関するᇶ本ⓗどⅬ

・ 研究⪅ࡀ研究⌮を㌟にけるࡀࡇ㔜せ࡛࠶るࡣࡇ、ྂ今・ὒのᮾすを㏻ࡌ

てኚࢃるࡶの࡛࡞ࡣいࡋࠋかࡀ࡞ࡋら、３㸬にグ㍕ࡓࡋ㏆年の科学技術の研究をྲྀ

研究⌮の㔜せࡾࡼࡣࢸࢽ࣑ࣗࢥ⪅研究⪅及び研究、࠼ࡲቃのኚを㋃⎔ࡃᕳࡾ

性をព㆑ࡋ、研究を㐙行するࡀࡇồめらࢀるࡓࡲࠋ、研究ᶵ関をጞめする科学

技術の研究に関ࢃるࡑののྛయにおいてࡶ研究のබ正性を⥔ᣢするࡇへの

認㆑をࡾࡼᙉࡃᣢつᚲせ࠶ࡀるࡣ࡛ࡇࡇࠋ、㏆年の研究不正行為に関するᅜ㝿ⓗ࡞

ඹ㏻認㆑を㋃࠼ࡲつつ、ྛ యࡀ研究不正行為に対応する㝿に␃ពすࡁ項をᣲ

ࠋるࡆ

・ 研究不正行為への対応ࡋて、研究⪅ࡣ研究のබ正性を⥔ᣢするࡓめの⮬ᕫ研㛑

めのᶵ会ᥦ౪ࡓて、研究⪅の⮬ᕫ研㛑のࡋ௵の㈐⧊⤌ࡣ研究ᶵ関、ࡾ࠶ᚲせ࡛ࡀ

及び研究不正行為への㐺ษ࡞後対応を㏻ࡌて研究のබ正性を⥔ᣢする⎔ቃをᵓ

⠏ࡋていࡀࡇࡃᚲせ࡛࠶るࠋ᭦に、ࡑののయࡀ、研究分㔝ࡸ研究ᶵ関のከᵝ

性、ࢀࡒࢀࡑ᭷するつ⠊・㈐௵に応ࡌてண㜵・後対応策をᩚഛࡋていࡣࡇࡃ、

研究活動全యのබ正性のᗏ上ࡆにつࡀ࡞るࡓめ㔜せ࡞るࠋ

・ ࡀࡇるࡏࡉ⦰研究⌧ሙを委ࡀ⨨㐣ᗘのᥐ、ࡣてࡗࡓらのྲྀ⤌を進めるにᙜࢀࡇ

ࠋる࠶ࡀるᙳ㡪に༑分㓄៖するᚲせ࠼ሙに⌧、࠺ࡼい࡞

（１）研究⪅及び研究⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥ

・ 研究⪅ࡣ研究のබ正性を⥔ᣢする㈐ົを㈇ࡗておࡾ、⮬ら研究⌮を⩦ᚓࡇ、ࡋ

Ᏺる、ࡣࢸࢽ࣑ࣗࢥ⪅研究ࡓࡲࠋる࠶࡛ࡁ研究を㐙行す࡞にᇶ࡙いてබ正ࢀ

ࠋる࠶ࡀᚲせࡃていࡋつ⠊・ࣝーࣝを⮬ら検討の上、策ᐃ・㑂Ᏺࡁ

・ 研究⪅ࡣ、研究活動を㏻ࡌて研究⌮を⩦ᚓするࡔけ࡛ࡃ࡞、య⣔ࡓࢀࡉ▱㆑

ࠋる࠶せ࡛⫢ࡀࡇて⩦ᚓするࡋ

・ 研究⪅ࡣ、研究ࣜࣕ࢟の᪩ᮇẁ㝵に研究⌮を⩦ᚓするᚲせ࠶ࡀるྠに、

ࠋる࠶ࡀᚲせࡃていࡋて⥅⥆ⓗに⩦ᚓࡌの研究活動を㏻ࠎ日ࡸ研ಟࡶの後ࡑ

・ 研究⪅ࡣ、⮬ら㌟にけࡓ研究⌮を日ᖖの研究活動を㏻ࡌて後進の研究⪅にࡶ

ఏ࠼てい࡞ࡃ、㧗い研究のබ正性ࡀ⥔ᣢࢀࡉるࡓめにᑟⓗ役割をᯝࡓす࡛ࡁ

ࠋる࠶

・ 研究⪅ࡣࢸࢽ࣑ࣗࢥⓎ⏕ࡓࡋ研究不正行為を㋃࠼ࡲ、ྛ 分㔝のᐇែに応ࡌつつ、

つ⠊・ࣝーࣝの⿵・ᨵᐃをඛᑟすࡓࡲ、ࡾ࠶࡛ࡁ研究⪅ࢀࡇ、ࡣらを研究活動

に⋡ඛࡋてྲྀࡾධࢀていࡀࡇࡃ㔜せ࡛࠶るࠋ
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（２）研究ᶵ関

・ 研究⪅ࡀᡤᒓする研究ᶵ関ࡣ、研究のබ正性を⥔ᣢする⤌ࡳをసࡾ、୍ࡀ、

研究不正行為のᝨࡓࡌ⏕ࡀሙྜに㎿㏿・㐺ษに対応࡛ࡁるᩚ࠺ࡼഛࡋておࡃᚲせ

、ࡣているሙྜࡋᙧᘧ・ᙧ㧁ࡀ⏝㐠、ࡾࡓࡗ࠶ࡀ不ഛ࡞に᫂ⓑࡳ⤌ࠋる࠶ࡀ

、後࡛ࡓࡗࡇ㉳ࡀ研究不正行為ࡓࡲࠋる࡞にࡇⓎ⏕するࡀ௵て୍ᐃの㈐ࡋ⧊⤌

ࡇᐇຠ性を㧗める、ࡃࡋ㞴ࡣ対応࡞᰿本ⓗࡣるの࡛ࢃ⤊けにࡔの㒔ᗘಶู対応ࡑ

࠶ᐇຠ性ࡀ⏝の㐠ࡳ⤌らのࢀࡇ、ࡋに␃ពࡇࡓࡋ࠺ࡇࡣ研究ᶵ関ࠋい࡞ࡁ࡛ࡶ

るࡶの࡞る࠺ࡼ、⥅⥆ⓗにホ౯・ᨵၿࡋていࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ

・ 研究のබ正性を⥔ᣢする⤌ࡳをᩚഛ・㐠⏝するにᙜࡗࡓてࡣ、ᡃࡀᅜにおいて

እᅜே研究⪅ࡀቑຍࡋている⌧≧を㋃࡞␗、࠼ࡲるࢢࢡࢵࣂラ࢘ンド（研究㐙行上

の័⩦、研究のබ正性に対する認㆑）をᣢࡓࡗ研究⪅への㐺⏝の方にࡶ༑分㓄៖

するᚲせ࠶ࡀるࠋ

ࠔ⨨ண㜵ⓗᥐࠓ

・ 研究不正行為をண㜵するࡓめにࡣ、研究⌮ࡸᇶ本ⓗ࡞研究సἲを⩦ᚓするࡓめ

の研究⌮ᩍ⫱ࡀ全てのᇶ┙࡛࠶るࠋලయⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜ・ᩍᤵ方ἲについてࡣ、ࣔ

ࡲ研究ᶵ関の≉性を㋃ࡸつつ、研究分㔝ࡋཧ⪃にࡶているᩍᮦ等ࢀࡉⓗに開Ⓨࣝࢹ

ࠋる࠶ࡀᚲせࡃにດめてい࠺ࡼる࡞のࡶࡓ࠼

・ 研究⌮ᩍ⫱ࡣ、ⱝᡭࡸ中ሀの研究⪅、研究ᐊのᐓ⪅࡞ᑟⓗ❧ሙに࠶る研

究⪅いࡓࡗ㐪いを㋃ࡑ、࠼ࡲのᶒ㝈㈐௵にぢྜࡓࡗෆᐜ࡛࠶るࡀࡇ㔜せ࡛࠶

るࡓࡲࠋ、⤌⧊に╔௵ࡓࡋⅬ及び᪼௵࡞にࡾࡼ᪂࡞ࡓ役⫋にᑵいࡓⅬ࡛ࡣ、

ࠋいࡋࡲᮃࡀࡇ研究⌮ᩍ⫱をᐇするࡓࡌに応ࢀࡒࢀࡑ

・ 研究⪅ࡀබ正に研究を行ࡀࡇ࠺ᙜࡾࡓ๓ᛮ࠼る㢼ᅵを㔊成するࡀࡇᮃࡋࡲ

いࡑࠋのࡓめにࡣ、研究ᶵ関ࡀࡤ࠼⌧性の検ドࡸ研究ࢹーࢱの⟶⌮いࡓࡗ活

動をࡶ㐺ษにホ౯するࡀࡇ、≧ἣのᨵၿにࡃࡁᐤするࠋ

ࠔ⨨後ⓗᥐࠓ

・ 研究⌮ᩍ⫱をᚭᗏࡾࡓࡋ⨩๎をタけࡋࡓてࡶ、ே㛫のႠ࠶࡛ࡳる௨上、研究

不正行為の᰿⤯ࡀ㞴ࡋいのࡣ、⌧ᐇⓗにྰࡣめ࡞いࠋᚑࡗて、研究活動全యへのಙ

頼をኻࡇ࠺の࡞い࠺ࡼ、ᐇ㝿に研究不正行為のᝨࡓࡌ⏕ࡀ㝿に、㎿㏿࡛ⓗ☜࡞

対応をྲྀるࡁ࡛ࡀࡇる⤌ࡳをணめᩚഛࡋておࡀࡇࡃ㔜せ࡛࠶るࠋ

・ 研究不正行為のᝨをㄪᰝするࡓめのࣝーࣝについてࡣ、ձᐇ㝿に対応する㝿に

ㄗゎࡸ不ഛ࡞ࡌ⏕ࡀい࠺ࡼ、⏝ㄒのᐃ⩏ࡸㄪᰝの対㇟⠊ᅖ・ㄪᰝෆᐜ等ࡀ᫂☜࡛࠶

るࡇ、ղㄪᰝᡭ㡰ࡀ㐣ᗘに↹㞧に࡞ら࡞いࡇ、ճࡃࡼ࿘▱ࢀࡉているࡇ、に

␃ពするࡀࡇ㔜せ࡛࠶るࠋ

・ 研究不正行為のᝨࡓࡌ⏕ࡀ㝿に、㐺・ⓗ☜࡞対応ࡁ࡛ࡀる࠺ࡼに、日㡭から

カ⦎を行࠺等、ഛ࠼ておࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ
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（２）研究ᶵ関

・ 研究⪅ࡀᡤᒓする研究ᶵ関ࡣ、研究のබ正性を⥔ᣢする⤌ࡳをసࡾ、୍ࡀ、

研究不正行為のᝨࡓࡌ⏕ࡀሙྜに㎿㏿・㐺ษに対応࡛ࡁるᩚ࠺ࡼഛࡋておࡃᚲせ

、ࡣているሙྜࡋᙧᘧ・ᙧ㧁ࡀ⏝㐠、ࡾࡓࡗ࠶ࡀ不ഛ࡞に᫂ⓑࡳ⤌ࠋる࠶ࡀ

、後࡛ࡓࡗࡇ㉳ࡀ研究不正行為ࡓࡲࠋる࡞にࡇⓎ⏕するࡀ௵て୍ᐃの㈐ࡋ⧊⤌

ࡇᐇຠ性を㧗める、ࡃࡋ㞴ࡣ対応࡞᰿本ⓗࡣるの࡛ࢃ⤊けにࡔの㒔ᗘಶู対応ࡑ

࠶ᐇຠ性ࡀ⏝の㐠ࡳ⤌らのࢀࡇ、ࡋに␃ពࡇࡓࡋ࠺ࡇࡣ研究ᶵ関ࠋい࡞ࡁ࡛ࡶ

るࡶの࡞る࠺ࡼ、⥅⥆ⓗにホ౯・ᨵၿࡋていࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ

・ 研究のබ正性を⥔ᣢする⤌ࡳをᩚഛ・㐠⏝するにᙜࡗࡓてࡣ、ᡃࡀᅜにおいて

እᅜே研究⪅ࡀቑຍࡋている⌧≧を㋃࡞␗、࠼ࡲるࢢࢡࢵࣂラ࢘ンド（研究㐙行上

の័⩦、研究のබ正性に対する認㆑）をᣢࡓࡗ研究⪅への㐺⏝の方にࡶ༑分㓄៖

するᚲせ࠶ࡀるࠋ

ࠔ⨨ண㜵ⓗᥐࠓ

・ 研究不正行為をண㜵するࡓめにࡣ、研究⌮ࡸᇶ本ⓗ࡞研究సἲを⩦ᚓするࡓめ

の研究⌮ᩍ⫱ࡀ全てのᇶ┙࡛࠶るࠋලయⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜ・ᩍᤵ方ἲについてࡣ、ࣔ

ࡲ研究ᶵ関の≉性を㋃ࡸつつ、研究分㔝ࡋཧ⪃にࡶているᩍᮦ等ࢀࡉⓗに開Ⓨࣝࢹ

ࠋる࠶ࡀᚲせࡃにດめてい࠺ࡼる࡞のࡶࡓ࠼

・ 研究⌮ᩍ⫱ࡣ、ⱝᡭࡸ中ሀの研究⪅、研究ᐊのᐓ⪅࡞ᑟⓗ❧ሙに࠶る研

究⪅いࡓࡗ㐪いを㋃ࡑ、࠼ࡲのᶒ㝈㈐௵にぢྜࡓࡗෆᐜ࡛࠶るࡀࡇ㔜せ࡛࠶

るࡓࡲࠋ、⤌⧊に╔௵ࡓࡋⅬ及び᪼௵࡞にࡾࡼ᪂࡞ࡓ役⫋にᑵいࡓⅬ࡛ࡣ、

ࠋいࡋࡲᮃࡀࡇ研究⌮ᩍ⫱をᐇするࡓࡌに応ࢀࡒࢀࡑ

・ 研究⪅ࡀබ正に研究を行ࡀࡇ࠺ᙜࡾࡓ๓ᛮ࠼る㢼ᅵを㔊成するࡀࡇᮃࡋࡲ

いࡑࠋのࡓめにࡣ、研究ᶵ関ࡀࡤ࠼⌧性の検ドࡸ研究ࢹーࢱの⟶⌮いࡓࡗ活

動をࡶ㐺ษにホ౯するࡀࡇ、≧ἣのᨵၿにࡃࡁᐤするࠋ

ࠔ⨨後ⓗᥐࠓ

・ 研究⌮ᩍ⫱をᚭᗏࡾࡓࡋ⨩๎をタけࡋࡓてࡶ、ே㛫のႠ࠶࡛ࡳる௨上、研究

不正行為の᰿⤯ࡀ㞴ࡋいのࡣ、⌧ᐇⓗにྰࡣめ࡞いࠋᚑࡗて、研究活動全యへのಙ

頼をኻࡇ࠺の࡞い࠺ࡼ、ᐇ㝿に研究不正行為のᝨࡓࡌ⏕ࡀ㝿に、㎿㏿࡛ⓗ☜࡞

対応をྲྀるࡁ࡛ࡀࡇる⤌ࡳをணめᩚഛࡋておࡀࡇࡃ㔜せ࡛࠶るࠋ

・ 研究不正行為のᝨをㄪᰝするࡓめのࣝーࣝについてࡣ、ձᐇ㝿に対応する㝿に

ㄗゎࡸ不ഛ࡞ࡌ⏕ࡀい࠺ࡼ、⏝ㄒのᐃ⩏ࡸㄪᰝの対㇟⠊ᅖ・ㄪᰝෆᐜ等ࡀ᫂☜࡛࠶

るࡇ、ղㄪᰝᡭ㡰ࡀ㐣ᗘに↹㞧に࡞ら࡞いࡇ、ճࡃࡼ࿘▱ࢀࡉているࡇ、に

␃ពするࡀࡇ㔜せ࡛࠶るࠋ

・ 研究不正行為のᝨࡓࡌ⏕ࡀ㝿に、㐺・ⓗ☜࡞対応ࡁ࡛ࡀる࠺ࡼに、日㡭から

カ⦎を行࠺等、ഛ࠼ておࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ

6

・ 研究不正行為のᝨに対応するࡓめにࡣ、研究の≉㉁を༑分に認㆑ࡓࡋᑓ㛛ⓗ・

య⣔ⓗ࡞▱㆑・⤒㦂ࡀせồࢀࡉるࠋ᪤に㉳ࡓࡗࡇ案への対応からᩍカを学ࡇࡪ

のᩚഛにつࡳ⤌に✚する࠺ࡼるࡁ࡛↷ཧࡶ⪅らのሗをࢀࡇ、ࡾ࠶࡛┈᭷ࡣ

いて、今後、研究ᶵ関の࡞ࡳらࡎ、研究⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥ、研究㈨㔠㓄分ᶵ関、関ಀ

ᗓ省࡞の科学技術の研究に関ࢃるయࡀ全య࡛検討ࡋていࡃᚲせ࠶ࡀるࡓࡲࠋ研

究不正行為に関ࡋてᑓ㛛ⓗぢᆅから┦ㄯ࡛ࡁる❆ཱྀをᩚഛするࡶࡇ㔜せ࡛ࡾ࠶、

ྠᵝに検討ࡋていࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ

・ 研究不正行為認ᐃࡓࢀࡉሙྜࡣ、ྠᵝの案ࡀⓎするࡇの࡞い࠺ࡼ、Ⓨ⏕

に⮳ࡓࡗཎᅉ・⫼ᬒについてᚭᗏⓗに検ドࡋ、ᐇຠ性࠶るᨵၿ策を講ࡌていࡇࡃ

ࠋる࠶㔜せ࡛ࡀ

・ ฎ⨩を行࠺㝿にࡣ、研究不正行為のෆᐜに༶ࡋてᐈほ性、බ平性、୍㈏性をᣢࡓ

ࠋる࠶㔜せ࡛ࡀࡇるࡏ

・ 研究不正行為を行ࡓࡗ研究⪅ࡀᅾ⡠する研究ᐊにおいて、研究不正行為に関ಀࡋ

てい࡞い研究⪅ࡸ学⏕࡞に研究上のᨭ㞀࡞ࡌ⏕ࡀい࠺ࡼಖㆤ策をணめᩚഛࡋて

おࡶࡇࡃ㔜せ࡛࠶るࠋ

・ ᅜ㝿ඹྠ研究を進めるにᙜࡗࡓてࡣ、研究不正行為の⠊ᅖࡸ研究㐙行上のࣝー

ࣝ・័⩦にᅜࡈのᕪ␗࠶ࡀるࡇを認㆑ࡋ、研究ᶵ関㛫のぬ᭩等に研究不正行為

ࠋる࠶ࡀᚲせࡃておࡋ研究のබ正性☜ಖのほⅬをணめつᐃࡸ㝿の対応ࡓࡗࡇ㉳ࡀ

（３）研究㈨㔠㓄分ᶵ関、関ಀᗓ省等

・ 研究㈨㔠㓄分ᶵ関ࡶ、研究のබ正性を㧗めるయࡋて࡞ࡁ役割をᢸࠋ࠺࠼

ࡸ⤖⥾ዎ⣙、ࡾࡓ研究㈨㔠を⏦ㄳする研究⪅に研究⌮ᩍ⫱のཷ講を⩏ົけ、ࡤ

☜ᐃ検ᰝ等の㝿に研究⌮ᩍ⫱のᐇを☜認ࡾࡓࡋする࡞にࡾࡼ、研究⪅に研究

⌮のᚭᗏをᅗるᶵ会をቑࡸすࡸࡇ、研究ィ⏬᭩の審ᰝの㝿に、⏦ㄳࡓࢀࡉ研究

研究のබ、࡞る࠼ᇶ‽にຍࡶᐈほ性ࡓࡋㄔᐇにグ㏙ࡶ࡞⏺㝈ࡸෆໟするไ⣙ࡀ

正性の⥔ᣢのほⅬをྵめてい、ࡃいࡀ⤌ྲྀࡓࡗᣲࡆらࢀるࠋ

・ ࡓࡋ⏕においてⓎࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ研究ࡓࡋ㈨㔠を、ࡀ研究㈨㔠㓄分ᶵ関、ࡓࡲ

研究不正行為に関するሗを✚ࡋ、の研究ᶵ関のཧ⪃࡞るᙧ࡛ᩚ⌮・య⣔

するࡣࡇ㔜せ࡛࠶るࢀࡇ、ࡓࡲࠋらの動ࡀࡁᅜ㝿ⓗ࣡ࢺࢵࢿ࡞ーࢡのୗにᒎ開ࡉ

ࠋる࠶ࡀ検討を進めるᚲせ࠺ࡼるࢀ

・ 関ಀᗓ省ࡣ、ᡤ⟶するྛ研究ᶵ関の研究のබ正性を⥔ᣢするྲྀ⤌にᐇຠ性をᣢࡓ

め、ᙜヱ研究ᶵ関におけるྲྀ⤌について、研究⌧ሙの≧ἣࡓのࡇࠋ࠺る㈐௵を㈇ࡏ

をᢕᥱࡋつつ、ෆᐜの☜認ホ౯を不᩿に行࠺ᚲせ࠶ࡀるࠋ

・ ⥲ྜ科学技術・イ࣋ࣀーࣙࢩン会議ࡣ、ྛ研究ᶵ関における研究不正行為への対

応ࡸ研究のබ正性の⥔ᣢに関する⌧≧、関ಀᗓ省のྲྀ⤌等を全యࡋてᢕᥱࡋ、ᅜ

㝿ⓗ動向ࡶ㋃࠼ࡲつつ、ᚲせ࡞ሙྜにࡣ㐺ษ࡞関をࡋていࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ

・ ྛయにおけるྲྀ⤌୍ࡀయⓗにᶵ⬟する࠺ࡼ、⥲ྜ科学技術・イ࣋ࣀーࣙࢩン会

議ࡣ、ಶࠎのྲྀ⤌のಠ▔に␃ࡲるࡃ࡞ࡇ、ᵝ࡞ࠎ研究分㔝にඹ㏻する研究⌮ᩍ

7
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ሙをᥦ࡞ሗの㞟・ඹ᭷に向けて、ᶓ᩿ⓗ࡞ከᵝࡴをྵࢫࢸࢡラࣉドࢵࢢࡸ⫱

౪するࡇにྜᩚࡾࡼをᅗるᚲせ࠶ࡀるࠋ

・ 学術ㄅ（ࣕࢪーࣝࢼ）ࡣ、ᰝㄞを⤒ࡓ研究成ᯝをᮍ᮶へཷけΏࡋていࡃ፹యࡋ

て、研究不正行為への対応を行ࡀࡇ࠺㔜せ࡛࠶るࠋᚑ᮶のㄽ文ᰝㄞ࡛ࡣ対応に㝈

及びⓎ⾲後におࢫࢭࣟࣉている、Ⓨ⾲๓ࢀࢃる中࡛行࠶ࡀのᣦࡃのከる࠶ࡀ⏺

いて研究不正行為をࢡࢵ࢙ࢳする᪂ࡋいྲྀ⤌、ࡤ࠼┐⏝・ᨵࢇࡊをᶵᲔⓗに࢙ࢳ

ᐇ㦂ᡭ㡰のබ開、Ⓨ⾲後の研究成ᯝに対するᰝㄞ、研究࡞ヲ⣽、ࡸーࣝࢶするࢡࢵ

活動にಀるࢹーࢱの࢜ーࣉン・ࢹーࢱ࡞の検討をὀどࡓࡋいࠋ

５㸬科学技術イ࣋ࣀーࣙࢩン❧ᅜに向けて

・ ３㸬にᥖࡓࡆ科学技術の研究をྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃのኚࡀ今後ࡶ進ࡴ中、科学技術の

研究に関ࢃるྛయにおいてࢀࡒࢀࡑ、ࡣの❧ሙからኚを✚ᴟⓗにᤊ࠼つつ、「ୡ

ࠋる࠶ࡀを進めるᚲせ⤌ྲྀࡓᅜ」のᐇ⌧に向けࡓࡋンに㐺ࣙࢩー࣋ࣀイࡶ࡛᭱⏺

・ ࡀࡇるࡏࡉ⦰研究⌧ሙをⴎࡀ⨨㐣ᗘのᥐ、ࡣてࡗࡓらのྲྀ⤌を進めるにᙜࢀࡇ

に、研究不正行為にྠࠋる࠶ࡀるᙳ㡪に༑分㓄៖するᚲせ࠼ሙに⌧、࠺ࡼい࡞

対ࡋてࡣ、研究⌮の⩦ᚓࡸᩍ⫱等を㏻ࡌてࡑのⓎ⏕の㜵Ṇにດめるࡶに、ᐈ

ほⓗ࡞᰿ᣐにᇶ࡙いてཝ正に対ฎࡋていࡀࡇࡃ㔜せ࡛࠶るྛࠋయにࡣ、研究不

正行為に対する不᩿の対応ࡀ科学技術の研究への♫会ⓗ࡞ಙ頼ࡸ㈇クに応࠼るࡇ

を༑分ࡇる࠶の࡛ࡶるࡏࡉ科学技術の研究の活ຊを向上ࡣいてࡦ、ࡾࡀ࡞につ

に認㆑ࡋてྲྀࡇࡴ⤌ࡾをᮃࠋࡴ

8
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研究活動にࡅ࠾る不正行為の対ᛂ等に関するࣛࢻ࢞ン

ᖹ成２㸴ᖺ㸶᭶２㸴日

文 部 ⛉ 学  ⮧ 決 定

はࡵࡌに

（ᮏࣛࢻ࢞ンの目的と策定の⫼ᬒ）

本ガイドラインは、研究活動の不正行為に対するᇶ本的考え᪉を᫂らかにした

ୖで、研究活動における不正行為をᢚṆする研究者、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥཬࡧ研究

機関のྲྀ組をಁしつつ、文部科学省、配分機関ཬࡧ研究機関が研究者による不正

行為に適切に対応するため、それࡒれの機関が整備すࡁ㡯等について指㔪を

♧すものであるͤ 1。

科学研究における不正行為は、┿実の᥈ồを✚ࡳ㔜ࡡ、᪂たな▱を㐀してい

くႠࡳである科学の本㉁にするものであり、ேࠎの科学のಙ㢗をᦂるがし、

科学のⓎᒎをጉࡆ、ෑᾨ
ࡰ う と ࡃ

するものであࡗて、チすことのでࡁないものである。こ

のような科学に対する⫼ಙ行為は、研究者のᏑᅾព⩏を⮬らྰ定することをព

し、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥとしてのಙ㢗をኻࢃせるものである。

科学研究の実施は♫会からのಙ㢗と㈇クのୖに成り❧ࡗており、もし、こうし

たಙ㢗や㈇クがⷧれたりኻࢃれたりすれࡤ、科学研究そのものがよࡗて❧つᇶ┙

がᔂれることになることを研究に携ࢃる者はⓙ⮬ぬしなけれࡤならない。ཝしい

㈈ᨻ情にもかかࢃらず、ᮍ᮶のඛ行ᢞ㈨として、ᅜẸのಙ㢗と㈇クをཷけて

ᅜ㈝による研究㛤Ⓨを進めていることからも、研究活動の公正性の確ಖがより୍

ᒙᙉくồめられる。

また、日の科学研究が㝈りなく専門を῝め」㞧かつ多様な研究᪉ἲ・ᡭẁ

を㥑して行ࢃれる結果、科学的成果・▱見が㣕㌍的にቑしていく面、研究

者ྠኈでさえ、いに研究活動の実ែを把握しにくい状況となࡗていることから

も、研究者が公正に研究を進めることがᚑ᮶௨ୖに㔜要になࡗてࡁている。

このため、ࠕ研究活動の不正行為の対応のガイドラインについて 㸫研究活

動の不正行為に関する特ูጤဨ会ሗ࿌書㸫 㸦ࠖᖹ成 18 ᖺ㸶᭶㸶日科学ᢏ術・学術

ᑂ議会研究活動の不正行為に関する特ูጤဨ会。௨ୗࠕ特ูጤဨ会ሗ࿌書ࠖとい

う。㸧が⟇定され、文部科学省では、関ಀ機関に対して特ูጤဨ会ሗ࿌書を踏ま

えたཝ᱁な対応をồめてࡁた。

しかしながら、研究活動における不正行為のがᚋを⤯たず、、これら

の不正行為が♫会的にࡁくྲྀりୖࡆられるែとなࡗていることを⫼ᬒに、文

部科学省では、ᖹ成 25 ᖺ㸶᭶、ࠕ研究における不正行為・研究㈝の不正⏝に関

するࢡࢫࢱフォーࠖࢫを設⨨し、ᚋの対応⟇について㞟୰的に検討を行い、ྠ

ᖺ㸷᭶にྲྀりまとめを公表した。

ͤ 1公的研究㈝の適正な管理についてはࠕ研究機関における公的研究㈝の管理・┘査のガイド

ライン㸦実施ᇶ準㸧ࠖ㸦ᖹ成 19 ᖺ㸰᭶ 15 日文部科学⮧Ỵ定。ᖹ成 26 ᖺ㸰᭶ 18 日改正㸧

をཧ↷のこと。
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研究活動にࡅ࠾る不正行為の対ᛂ等に関するࣛࢻ࢞ン

ᖹ成２㸴ᖺ㸶᭶２㸴日

文 部 ⛉ 学  ⮧ 決 定

はࡵࡌに

（ᮏࣛࢻ࢞ンの目的と策定の⫼ᬒ）

本ガイドラインは、研究活動の不正行為に対するᇶ本的考え᪉を᫂らかにした

ୖで、研究活動における不正行為をᢚṆする研究者、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥཬࡧ研究

機関のྲྀ組をಁしつつ、文部科学省、配分機関ཬࡧ研究機関が研究者による不正

行為に適切に対応するため、それࡒれの機関が整備すࡁ㡯等について指㔪を

♧すものであるͤ 1。

科学研究における不正行為は、┿実の᥈ồを✚ࡳ㔜ࡡ、᪂たな▱を㐀してい

くႠࡳである科学の本㉁にするものであり、ேࠎの科学のಙ㢗をᦂるがし、

科学のⓎᒎをጉࡆ、ෑᾨ
ࡰ う と ࡃ

するものであࡗて、チすことのでࡁないものである。こ

のような科学に対する⫼ಙ行為は、研究者のᏑᅾព⩏を⮬らྰ定することをព

し、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥとしてのಙ㢗をኻࢃせるものである。

科学研究の実施は♫会からのಙ㢗と㈇クのୖに成り❧ࡗており、もし、こうし

たಙ㢗や㈇クがⷧれたりኻࢃれたりすれࡤ、科学研究そのものがよࡗて❧つᇶ┙

がᔂれることになることを研究に携ࢃる者はⓙ⮬ぬしなけれࡤならない。ཝしい

㈈ᨻ情にもかかࢃらず、ᮍ᮶のඛ行ᢞ㈨として、ᅜẸのಙ㢗と㈇クをཷけて

ᅜ㈝による研究㛤Ⓨを進めていることからも、研究活動の公正性の確ಖがより୍

ᒙᙉくồめられる。

また、日の科学研究が㝈りなく専門を῝め」㞧かつ多様な研究᪉ἲ・ᡭẁ

を㥑して行ࢃれる結果、科学的成果・▱見が㣕㌍的にቑしていく面、研究

者ྠኈでさえ、いに研究活動の実ែを把握しにくい状況となࡗていることから

も、研究者が公正に研究を進めることがᚑ᮶௨ୖに㔜要になࡗてࡁている。

このため、ࠕ研究活動の不正行為の対応のガイドラインについて 㸫研究活

動の不正行為に関する特ูጤဨ会ሗ࿌書㸫 㸦ࠖᖹ成 18 ᖺ㸶᭶㸶日科学ᢏ術・学術

ᑂ議会研究活動の不正行為に関する特ูጤဨ会。௨ୗࠕ特ูጤဨ会ሗ࿌書ࠖとい

う。㸧が⟇定され、文部科学省では、関ಀ機関に対して特ูጤဨ会ሗ࿌書を踏ま

えたཝ᱁な対応をồめてࡁた。

しかしながら、研究活動における不正行為のがᚋを⤯たず、、これら

の不正行為が♫会的にࡁくྲྀりୖࡆられるែとなࡗていることを⫼ᬒに、文

部科学省では、ᖹ成 25 ᖺ㸶᭶、ࠕ研究における不正行為・研究㈝の不正⏝に関

するࢡࢫࢱフォーࠖࢫを設⨨し、ᚋの対応⟇について㞟୰的に検討を行い、ྠ

ᖺ㸷᭶にྲྀりまとめを公表した。

ͤ 1公的研究㈝の適正な管理についてはࠕ研究機関における公的研究㈝の管理・┘査のガイド

ライン㸦実施ᇶ準㸧ࠖ㸦ᖹ成 19 ᖺ㸰᭶ 15 日文部科学⮧Ỵ定。ᖹ成 26 ᖺ㸰᭶ 18 日改正㸧

をཧ↷のこと。

2

これをཷけ、科学ᢏ術・学術ᨻ⟇ᒁに設⨨されたࠕࠕ研究活動の不正行為の

対応のガイドラインࠖの見直し・㐠⏝改善等に関する༠ຊ者会議ࠖでは、研究機

関が組⧊をᣲࡆて、研究活動における不正行為に対応し、特にその๓㜵Ṇにດ

め、公正な研究活動を推進することが、ᡃがᅜの研究活動の㉁のᢸಖや科学に対

するಙ㢗のྥୖにも㈨する、という認識に❧ࡕ、特ูጤဨ会ሗ࿌書の見直し・㐠

⏝改善のᅾり᪉や、研究倫理教育のᙉを図るୖでの᪉⟇を୰ᚰに検討を㔜ࡡ、

ᖹ成 26 ᖺ㸰᭶㸱日にᑂ議の結果をྲྀりまとめたとこࢁである。

本ガイドラインは、これらの検討等を踏まえ᪂たに⟇定するものであり、研究

活動における不正行為の対応は、研究者⮬らのつᚊや研究機関、科学ࢽ࣑ࣗࢥ

ものである、との特ูጤဨ会ሗ࿌書のᇶࡁの⮬ᚊにᇶ࡙く⮬ί作⏝によるࢸ

本認識を踏くしたୖで、これまでಶࠎの研究者の⮬ᕫ㈐௵のࡳにጤࡡられている

ഃ面がᙉかࡗたことを踏まえ、ᚋは、研究者⮬㌟のつᚊや科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥの

⮬ᚊをᇶ本としながらも、研究機関が㈐௵をᣢࡗて不正行為の㜵Ṇに関ࢃること

により、対応のᙉを図ることをᇶ本的な᪉㔪としている。

本ガイドラインにἢࡗて、研究機関においては、研究活動の不正行為に対応す

る適切な組ࡳを整えること、また、配分機関においては、➇த的㈨㔠等の公ເ

要㡿やጤクዎ⣙書等に本ガイドラインの内容をᫎさせること等により、研究活

動における不正行為の対応等について実効あるྲྀ組が୍ᒙ推進されることをᙉ

くồめるものである。

（㐺用）

本ガイドラインはᖹ成 27 ᖺ㸲᭶㸯日から適⏝する。➨㸱⠇ཬࡧ➨㸲⠇について

は、ᖹ成 27 ᖺᗘ当ึண⟬௨㝆㸦⥅⥆をྵࡴ。㸧における文部科学省のண⟬の配分

又はᥐ⨨により行ࢃれるての研究活動を対㇟とする。

なお、ᖹ成 27 ᖺ㸱᭶ 31 日までを本ガイドラインの適⏝のための㞟୰改㠉期㛫

とし、関ಀ機関において実効性のある㐠⏝にྥけた準備を㞟୰的に進める。

（用ㄒの定⩏）

本ガイドラインにおいて⏝いる⏝ㄒの定⩏について♧す。

（㸯）競争的資金等

文部科学省又は文部科学省がᡤ管する⊂❧行ᨻἲேから配分される➇த的

㈨㔠を୰ᚰとした公ເᆺの研究㈨㔠

（２）研究機関

ୖグ㸦㸯㸧の➇த的㈨㔠等、ᅜ❧学ἲேや文部科学省ᡤ管の⊂❧行ᨻἲ

ேに対する㐠Ⴀ㈝付㔠、⚾学助成等のᇶ┙的⤒㈝そのの文部科学省のண

⟬の配分又はᥐ⨨により、ᡤᒓする研究者が研究活動を行ࡗているての機

関㸦学、高等専門学ᰯ、学ඹྠ⏝機関、⊂❧行ᨻἲே、ᅜཬࡧ地᪉公

ඹᅋ体のヨ㦂研究機関、ᴗ、公┈♫ᅋἲே、公┈㈈ᅋἲே、୍⯡♫ᅋἲே、

୍⯡㈈ᅋἲே、特Ẹἲἲே等㸧

（㸱）㓄分機関

ୖグ㸦㸰㸧の研究機関に対して、ୖグ㸦㸯㸧の➇த的㈨㔠等の配分をする
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機関㸦文部科学省ͤ 2、文部科学省がᡤ管する⊂❧行ᨻἲே㸧

（㸲）研究・㓄分機関

ୖグ㸦㸰㸧の研究機関ཬୖࡧグ㸦㸱㸧の配分機関

（㸳）㓄分機関等

ୖグ㸦㸰㸧の研究機関に対して、➇த的㈨㔠等、ᇶ┙的⤒㈝そのの文部

科学省のண⟬の配分又はᥐ⨨をする機関㸦文部科学省ͤ 3、文部科学省がᡤ管

する⊂❧行ᨻἲே㸧

（㸴）管理᮲௳

文部科学省が、調査の結果、研究機関の体制整備等の状況について不備を

認める場合、当該研究機関に対し、改善㡯ཬࡧその履行期㝈を♧した➇த

的㈨㔠の付⥅⥆の条件

（␃ពⅬ）

各⠇に♧す内容は、それࡒれの機関の性᱁やつᶍ、ࢺࢫࢥやࣜࢯーࢫ等を考៖

して実効性のある対⟇として実施されることが必要である。また、ᴗにおいて、

会♫ἲ㸦ᖹ成 17 ᖺἲᚊ➨ 86 ྕ㸧等にᇶ࡙く内部⤫制ࢸࢫࢩムの整備の୍⎔とし

てつ⛬等が᪤に設けられ、対⟇が実施されている場合や、学等において、ࢥン

プライアンࢫ関連のつ⛬等により、本ガイドラインの内容をໟᣓする体制等が整

備されている場合は、本ガイドラインにおける対⟇をそれらに᫂確に⨨付けた

ୖで本ガイドラインを適⏝することをྍ⬟とする。

ͤ 。れの➇த的㈨㔠等をᡤ管するㄢᐊを♧すࡒ配分機関ࠖにおける文部科学省は、それࠕ2
ͤ れの➇த的㈨㔠等又はᇶ┙的⤒㈝をᡤ管すࡒ配分機関等ࠖにおける文部科学省は、それࠕ3

るㄢᐊを♧す。
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機関㸦文部科学省ͤ 2、文部科学省がᡤ管する⊂❧行ᨻἲே㸧

（㸲）研究・㓄分機関

ୖグ㸦㸰㸧の研究機関ཬୖࡧグ㸦㸱㸧の配分機関

（㸳）㓄分機関等

ୖグ㸦㸰㸧の研究機関に対して、➇த的㈨㔠等、ᇶ┙的⤒㈝そのの文部

科学省のண⟬の配分又はᥐ⨨をする機関㸦文部科学省ͤ 3、文部科学省がᡤ管

する⊂❧行ᨻἲே㸧

（㸴）管理᮲௳

文部科学省が、調査の結果、研究機関の体制整備等の状況について不備を

認める場合、当該研究機関に対し、改善㡯ཬࡧその履行期㝈を♧した➇த

的㈨㔠の付⥅⥆の条件

（␃ពⅬ）

各⠇に♧す内容は、それࡒれの機関の性᱁やつᶍ、ࢺࢫࢥやࣜࢯーࢫ等を考៖

して実効性のある対⟇として実施されることが必要である。また、ᴗにおいて、

会♫ἲ㸦ᖹ成 17 ᖺἲᚊ➨ 86 ྕ㸧等にᇶ࡙く内部⤫制ࢸࢫࢩムの整備の୍⎔とし

てつ⛬等が᪤に設けられ、対⟇が実施されている場合や、学等において、ࢥン

プライアンࢫ関連のつ⛬等により、本ガイドラインの内容をໟᣓする体制等が整

備されている場合は、本ガイドラインにおける対⟇をそれらに᫂確に⨨付けた

ୖで本ガイドラインを適⏝することをྍ⬟とする。

ͤ 。れの➇த的㈨㔠等をᡤ管するㄢᐊを♧すࡒ配分機関ࠖにおける文部科学省は、それࠕ2
ͤ れの➇த的㈨㔠等又はᇶ┙的⤒㈝をᡤ管すࡒ配分機関等ࠖにおける文部科学省は、それࠕ3

るㄢᐊを♧す。

�

➨㸯⠇ 研究活動の不正行為に関する基ᮏ的考え方

㸯 研究活動

研究活動とは、ඛே㐩が行ࡗた研究のㅖᴗ⦼を踏まえたୖで、ほᐹや実㦂等

によࡗて▱りᚓた実やࢹーࢱを⣲材としつつ、⮬分⮬㌟の省ᐹ・Ⓨ・アイ

。ア等にᇶ࡙く᪂たな▱見を㐀し、▱の体⣔をᵓ⠏していく行為であるࢹ

その㝿、科学研究とは、そもそも௬ㄝと検ドのᚠ⎔によりⓎᒎしていくもので

あり、௬ㄝがᚋにྰ定されるものであࡗたとしても、当該௬ㄝそのものが科学

的౯್をᣢࡕᚓるものであるということをᛀれてはならない。

２ 研究成果の発表

研究成果のⓎ表とは、研究活動によࡗてᚓられた成果を、ᐈほ的で検ドྍ⬟

なࢹーࢱ・㈨ᩱをᥦ♧しつつ、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥにྥかࡗて公㛤し、その内容

についてྫྷ・ᢈ判をཷけることである。科学研究によるே㢮ඹ㏻の▱的㈨⏘

のᵓ⠏がに行ࢃれるには、研究活動に対する研究者のㄔ実さを๓ᥦとした、

研究者㛫┦のྫྷ・ᢈ判によࡗて成り❧つ࢙ࢳッࢸࢫࢩࢡムが不ྍḞである。

研究成果のⓎ表は、この࢙ࢳッࢸࢫࢩࢡムのཧධのពをᣢつものであり、

多くがㄽ文Ⓨ表というᙧで行ࢃれ、また、ㄽ文の書ࡁ᪉㸦ࢹーࢱ・㈨ᩱの㛤♧、

ㄽ理のᒎ㛤、結ㄽのᥦ♧等の᪉㸧に୍定の作ἲが要ồされるのはその表れで

ある。

㸱 研究活動にࡅ࠾る不正行為

研究活動における不正行為とは、研究者倫理に⫼㥅
は い ࡕ

し、ୖグ㸯ཬࡧ㸰におい

て、その本㉁ないし本᮶の㊃᪨をṍ
がࡺ

め、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥの正ᖖな科学的࣑ࢥ

やࢱーࢹかならない。ල体的には、ᚓられたる行為にࡆンをጉࣙࢩーࢣࢽࣗ

結果のᤐ㐀
ࡡ つ ࡒ う

、改ࢇࡊ、ཬࡧ者の研究成果等の┐⏝が、不正行為に該当する。

このか、の学術ㄅ等に᪤Ⓨ表又はᢞ✏୰のㄽ文と本㉁的にྠじㄽ文をᢞ✏

する㔜ᢞ✏、ㄽ文ⴭ作者が適正に公表されない不適切な࢜ーࢧーࢩップなど

が不正行為として認識されるようになࡗてࡁている。こうした行為は、研究の

❧・ィ⏬・実施・成果のྲྀりまとめの各㐣⛬においてなされるྍ⬟性がある。

このうࡕ、えࠕࡤ㔜ᢞ✏ࠖについては、科学のಙ㢗を⮴的にയつけ

るࠕᤐ㐀
ࡡ つ ࡒ う

、改ࢇࡊཬࡧ┐⏝ࠖとは␗なるものの、ㄽ文ཬࡧ学術ㄅのཎⴭ性をᦆ

ない、ㄽ文のⴭ作ᶒのᖐᒓに関するၥ㢟や研究実⦼の不当なỈቑしにもつなが

りᚓる研究者倫理にする行為として、多くの学༠会や学術ㄅのᢞ✏つ⛬等に

おいて⚗Ṇされている。このような状況を踏まえ、ල体的にどのような行為が、

㔜ᢞ✏や不適切な࢜ーࢧーࢩップなどの研究者倫理にする行為に当たるの

かについては、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥにおいて、各研究分野において不正行為が疑

れたやᅜ㝿的な動ྥ等を踏まえて、学༠会の倫理つ⛬や行動つ⠊、学術ࢃ

ㄅのᢞ✏つ⛬等で᫂確にし、当該行為がⓎぬした場合の対応᪉㔪を♧していく

ことがᙉくᮃまれる。

なお、᪂たな研究成果によりᚑ᮶の௬ㄝや研究成果がྰ定されることは、研

究活動の本㉁でもあࡗて、科学的に適切な᪉ἲにより正当にᚓられた研究成果

が結果的にㄗりであࡗたとしても、それは不正行為には当たらない。
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㸲 不正行為に対する基ᮏጼໃ

研究活動における不正行為は、研究活動とその成果Ⓨ表の本㉁にするもの

であるというពにおいて、科学そのものに対する⫼ಙ行為であり、また、ே

るものであることから、研究ࡆのಙ㢗をᦂるがし、科学のⓎᒎをጉの科学ࠎ

㈝の多ᐻやฟᡤのዴఱをၥࢃず⤯対にチされない。また、不正行為は、研究者

の科学者としてのᏑᅾព⩏を⮬らྰ定するものであり、⮬ᕫ◚ቯにつながるも

のでもある。

これらのことをಶࠎの研究者はもとより、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥや研究機関、配

分機関は理ゎして、不正行為に対してཝしいጼໃで⮫まなけれࡤならない。

なお、不正行為の対応のྲྀ組がཝ正なものでなけれࡤならないことは当↛

であるが、学ၥの⮬⏤をすものとなࡗてはならないことはもとより、⫹な

௬ㄝのⓎ表がᢚ制されるなど、研究をⴎ⦰させるものとなࡗてはならず、ࡴし

の対応が研究を活性させるものであるという本᮶の㊃᪨をᛀれては不正ࢁ

ならない。

㸳 研究者、⛉学ࢸࢽ࣑ࣗࢥ等の⮬ᚊ・⮬ᕫ規ᚊと研究機関の管理責任

（㸯）研究者、⛉学ࢸࢽ࣑ࣗࢥ等の⮬ᚊ・⮬ᕫ規ᚊ

不正行為に対する対応は、研究者の倫理と♫会的㈐௵のၥ㢟として、その

㜵Ṇとేせ、まずは研究者⮬らのつᚊ、ཬࡧ科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥ、研究機関の

⮬ᚊにᇶ࡙く⮬ί作⏝としてなされなけれࡤならない。

⮬ᚊ・⮬ί作⏝のᙉは、えࡤ、学で言えࡤ研究ᐊ・教ᐊ༢から学

科・専ᨷ、᭦に学部・研究科などあらࡺるࣞࣝ࣋において㔜要なㄢ㢟として

認識されなけれࡤならない。

このような研究者の⮬ᕫつᚊを๓ᥦとしつつ、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥは体と

して、各研究者から公表された研究成果をཝ正にྫྷ・ホ౯することを㏻じ

て、ே㢮ඹ㏻の▱的㈨⏘の✚㐣⛬に対して、ရ㉁管理をᚭᗏしていくとい

う、ᴟめて㔜い㈐ົを㐙行しなけれࡤならない。

その㝿、若ᡭ研究者を育てる指導者⮬㌟が、この⮬ᚊ・⮬ᕫつᚊというこ

とを理ゎし、若ᡭ研究者や学生にࢇࡕࡁと教育していくことが㔜要であり、

このこと⮬体が指導者⮬㌟の⮬ᕫつᚊでもある。このように指導者、若ᡭ研

究者ཬࡧ学生が⮬ᚊ・⮬ᕫつᚊを理ゎすることは、研究活動を㏻じたே材育

成・教育を行うୖでの๓ᥦになることをての研究者はᚰに㖭グすࡁで

ある。また、」ᩘの研究者等によるඹྠ研究の実施やㄽ文作成の㝿、ಶࠎの

研究者㛫のᙺ分ᢸ・㈐௵をいに᫂確すࡁことは、研究活動を行う

๓ᥦのၥ㢟、かつ研究者の⮬ᕫつᚊのၥ㢟としてての研究者に認識される

必要がある。

（２）研究機関の管理責任

研究者は研究活動の本㉁を理ゎし、それにᇶ࡙く作ἲや研究者倫理を㌟に

付けていることが当↛の๓ᥦとされているが、研究者を┠指す学生や若ᡭ研

究者の୰には、これらがどういうものであるかということについて十分な教

育をཷけていない、又はそのことについて研究指導に当たるࡁ研究者の୰

には、その㈐ົを十分に⮬ぬしていない者がᑡなからずあるように見ཷけら

れる。また、不正行為が㉳ࡁる⫼ᬒには、➇த的⎔ቃのᛴ㏿な進ᒎ、研究分
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㸲 不正行為に対する基ᮏጼໃ
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このこと⮬体が指導者⮬㌟の⮬ᕫつᚊでもある。このように指導者、若ᡭ研

究者ཬࡧ学生が⮬ᚊ・⮬ᕫつᚊを理ゎすることは、研究活動を㏻じたே材育

成・教育を行うୖでの๓ᥦになることをての研究者はᚰに㖭グすࡁで

ある。また、」ᩘの研究者等によるඹྠ研究の実施やㄽ文作成の㝿、ಶࠎの

研究者㛫のᙺ分ᢸ・㈐௵をいに᫂確すࡁことは、研究活動を行う

๓ᥦのၥ㢟、かつ研究者の⮬ᕫつᚊのၥ㢟としてての研究者に認識される

必要がある。

（２）研究機関の管理責任

研究者は研究活動の本㉁を理ゎし、それにᇶ࡙く作ἲや研究者倫理を㌟に

付けていることが当↛の๓ᥦとされているが、研究者を┠指す学生や若ᡭ研

究者の୰には、これらがどういうものであるかということについて十分な教

育をཷけていない、又はそのことについて研究指導に当たるࡁ研究者の୰

には、その㈐ົを十分に⮬ぬしていない者がᑡなからずあるように見ཷけら

れる。また、不正行為が㉳ࡁる⫼ᬒには、➇த的⎔ቃのᛴ㏿な進ᒎ、研究分
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野の⣽分や専門性の῝、研究活動体制の」㞧・多様の結果、科学ࢥ

ている、との指ࡗにくくなࡁにおけるၥ㢟として⮬ί作⏝がാࢸࢽ࣑ࣗ

もある。

このような指等の⫼ᬒには、これまで不正行為の㜵Ṇにಀる対応が専ら

ಶࠎの研究者の⮬ᕫつᚊと㈐௵のࡳにጤࡡられているഃ面がᙉかࡗたことが

考えられる。ᚋは、研究者⮬㌟のつᚊや科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥの⮬ᚊをᇶ本と

しながらも、研究機関が㈐௵をᣢࡗて不正行為の㜵Ṇに関ࢃることにより、

不正行為が㉳こりにくい⎔ቃがつくられるよう対応のᙉを図る必要があ

る。特に、研究機関において、組⧊としての㈐௵体制の確❧による管理㈐௵

の᫂確や不正行為を๓に㜵Ṇするྲྀ組を推進すࡁであるͤ 4。

また、研究者や研究支援ே材、学生、እᅜேといࡗた研究活動を行うே材

の多様、ඹྠ研究体制の」㞧が進ᒎしていることを踏まえ、研究機関に

おいては、ඹྠ研究におけるಶࠎの研究者等がそれࡒれのᙺ分ᢸ・㈐௵を

᫂確することや、」ᩘの研究者による研究活動の容を把握・管理する❧

場にある௦表研究者が研究活動や研究成果を適切に確認していくことをಁす

とともに、若ᡭ研究者等が⮬❧した研究活動を㐙行でࡁるよう適切な支援・

助言等がなされる⎔ቃ整備㸦࣓ンࢱーの配⨨等㸧を行うことがᮃましい。研

究機関においては、このような適切な研究体制が確ಖされるよう、実効的な

ྲྀ組を推進すࡁである。

ͤ 4研究活動の不正行為に対する研究者、研究機関の㈐௵については、本ガイドラインにῧ付

したࠕཧ考㈨ᩱ㸯ࠖをཧ↷のこと。
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➨２⠇ 不正行為の事๓防止のたࡵの取⤌

㸯 不正行為をᢚ止する⎔ቃ整備

（㸯）研究理ᩍ⫱の実にࡼる研究者理のྥୖ

不正行為を๓に㜵Ṇし、公正な研究活動を推進するためには、研究機関

において、研究者等にồめられる倫理つ⠊をಟᚓ等させるための教育㸦௨ୗ

研究倫理教育ࠖという。㸧を確実に実施することなどにより、研究者倫理ࠕ

をྥୖさせることがまず㔜要である。研究倫理教育の実施に当たࡗては、研

究者のᇶ本的㈐௵、研究活動に対するጼໃなどの研究者の行動つ⠊のࡳなら

ず、研究分野の特性に応じ、えࡤ、研究ࢹーࢱとなる実㦂・ほᐹࣀーࢺ等

のグ㘓፹体の作成㸦作成᪉ἲ等をྵࡴ。㸧・ಖ管や実㦂ヨᩱ・ヨ⸆のಖᏑ、

ㄽ文作成の㝿の各研究者㛫におけるᙺ分ᢸ・㈐௵関ಀの᫂確など、研究

活動に関してᏲるࡁ作ἲについての▱識やᢏ術を研究者等にಟᚓ・⩦⇍さ

せることが必要である。

研究倫理教育の実施に当たࡗては、各研究機関では、それࡒれᡤᒓする研

究者にຍえ、ᑗ᮶研究者を┠指すே材や研究支援ே材など、ᗈく研究活動に

関ࢃる者を対㇟に実施する必要がある。えࡤ、ㅖእᅜやẸ㛫ᴗからの研

究者や␃学生などが研究機関において୍時的にඹྠ研究を行う場合であࡗて

も、当該研究機関において研究倫理教育をཷㅮでࡁるよう配៖する必要があ

る。

さらに、㏆ᖺ、⏘学ᐁ連携の῝にకい、学生等がඹྠ研究やᢏ術⛣㌿活

動にཧ⏬する機会もቑえてࡁていることから、学の教⫋ဨや研究者のࡳな

らず、研究活動に関ࢃる学生等が、実㝿に㉳こりᚓるㄢ㢟に対応でࡁるよう

な判断ຊを㣴うために、┈┦の考え᪉やᏲ⛎⩏ົについても▱識として

ಟᚓすることが㔜要である。

このため、研究機関においては、ࠕ研究倫理教育㈐௵者ࠖの設⨨ͤ 5などの

必要な体制整備を図り、ᡤᒓする研究者、研究支援ே材など、ᗈく研究活動

に関ࢃる者を対㇟に定期的に研究倫理教育を実施することにより、研究者等

に研究者倫理に関する▱識を定╔、᭦᪂させることがồめられる。このよう

な⮬ᚊ性を高めるྲྀ組は、学生や若ᡭ研究者の研究活動を指導する❧場の研

究者が⮬ら✚ᴟ的にྲྀり組ࡁࡴである。研究機関体として、研究倫理教

育をᚭᗏし研究者としてのつ⠊ព識をྥୖしていくため、このような指導的

❧場の研究者に対しても、୍定期㛫ࡈとに研究倫理教育に関するプログラム

を履ಟさせることが適切である。

特に、学においては、研究者のࡳならず、学生の研究者倫理に関するつ

⠊ព識をᚭᗏしていくため、各学の教育研究ୖの┠的ཬࡧ専ᨷ分野の特性

に応じて、学生に対する研究倫理教育の実施を推進していくことがồめられ

る。ල体的には、学㝔生に対しては、専ᨷ分野の特性に応じて、研究者倫

ͤ 㸱⠇➨ࠕ研究倫理教育㈐௵者ࠖの設⨨についてはࠕ5 㸰 研究・配分機関におけるつ⛬・

体制の整備ཬࡧ公表ࠖをཧ↷のこと。
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➨２⠇ 不正行為の事๓防止のたࡵの取⤌

㸯 不正行為をᢚ止する⎔ቃ整備

（㸯）研究理ᩍ⫱の実にࡼる研究者理のྥୖ

不正行為を๓に㜵Ṇし、公正な研究活動を推進するためには、研究機関

において、研究者等にồめられる倫理つ⠊をಟᚓ等させるための教育㸦௨ୗ
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ㄽ文作成の㝿の各研究者㛫におけるᙺ分ᢸ・㈐௵関ಀの᫂確など、研究

活動に関してᏲるࡁ作ἲについての▱識やᢏ術を研究者等にಟᚓ・⩦⇍さ

せることが必要である。

研究倫理教育の実施に当たࡗては、各研究機関では、それࡒれᡤᒓする研

究者にຍえ、ᑗ᮶研究者を┠指すே材や研究支援ே材など、ᗈく研究活動に

関ࢃる者を対㇟に実施する必要がある。えࡤ、ㅖእᅜやẸ㛫ᴗからの研

究者や␃学生などが研究機関において୍時的にඹྠ研究を行う場合であࡗて

も、当該研究機関において研究倫理教育をཷㅮでࡁるよう配៖する必要があ

る。

さらに、㏆ᖺ、⏘学ᐁ連携の῝にకい、学生等がඹྠ研究やᢏ術⛣㌿活

動にཧ⏬する機会もቑえてࡁていることから、学の教⫋ဨや研究者のࡳな

らず、研究活動に関ࢃる学生等が、実㝿に㉳こりᚓるㄢ㢟に対応でࡁるよう

な判断ຊを㣴うために、┈┦の考え᪉やᏲ⛎⩏ົについても▱識として

ಟᚓすることが㔜要である。

このため、研究機関においては、ࠕ研究倫理教育㈐௵者ࠖの設⨨ͤ 5などの

必要な体制整備を図り、ᡤᒓする研究者、研究支援ே材など、ᗈく研究活動

に関ࢃる者を対㇟に定期的に研究倫理教育を実施することにより、研究者等

に研究者倫理に関する▱識を定╔、᭦᪂させることがồめられる。このよう

な⮬ᚊ性を高めるྲྀ組は、学生や若ᡭ研究者の研究活動を指導する❧場の研

究者が⮬ら✚ᴟ的にྲྀり組ࡁࡴである。研究機関体として、研究倫理教

育をᚭᗏし研究者としてのつ⠊ព識をྥୖしていくため、このような指導的

❧場の研究者に対しても、୍定期㛫ࡈとに研究倫理教育に関するプログラム

を履ಟさせることが適切である。

特に、学においては、研究者のࡳならず、学生の研究者倫理に関するつ

⠊ព識をᚭᗏしていくため、各学の教育研究ୖの┠的ཬࡧ専ᨷ分野の特性

に応じて、学生に対する研究倫理教育の実施を推進していくことがồめられ

る。ල体的には、学㝔生に対しては、専ᨷ分野の特性に応じて、研究者倫

ͤ 㸱⠇➨ࠕ研究倫理教育㈐௵者ࠖの設⨨についてはࠕ5 㸰 研究・配分機関におけるつ⛬・

体制の整備ཬࡧ公表ࠖをཧ↷のこと。
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理に関する▱識ཬࡧᢏ術を㌟に付けられるよう、教育ㄢ⛬内እをၥࢃず、適

切な機会を設けていくことがồめられる。また、学部ẁ㝵からも、専ᨷ分野

の特性に応じて、学生が研究者倫理に関するᇶ♏的⣲㣴をಟᚓでࡁるよう、

研究倫理教育をཷけることがでࡁるように配៖することがồめられる。

配分機関においては、ᡤ管する➇த的㈨㔠等の配分により行ࢃれる研究活

動にཧ⏬するての研究者に研究倫理教育に関するプログラムを履ಟさせ、

えࡤ履ಟド᫂などをᥦฟさせることで研究倫理教育のཷㅮを確実に確認し

ていくこと、研究倫理教育㈐௵者の▱識・⬟ຊのྥୖのための支援そのの

研究倫理教育のᬑཬ・定╔や高ᗘに関するྲྀ組がồめられる。

㸺㸺研究機関が実する事項㸼㸼

○「研究理ᩍ⫱責任者」の設置なの必要な体制整備をᅗり、ᗈࡃ研究活動に

関わる者を対象に定期的に研究理ᩍ⫱を実すること

㸺㸺学が実する事項㸼㸼

○学生の研究者理に関する規⠊ព識をᚭᗏしていࡃたࡵ、各学のᩍ⫱研究ୖ

の目的及びᑓᨷ分㔝の特ᛶにᛂࡌて、学生に対する研究理ᩍ⫱の実を᥎㐍

すること

㸺㸺㓄分機関が実する事項㸼㸼

○所管する競争的資金等の㓄分にࡼり行われる研究活動に参⏬するての研究者

に研究理ᩍ⫱に関するࣟࣉグ࣒ࣛをᒚಟさࡏ、研究理ᩍ⫱責任者の▱識・

能ຊのྥୖのたࡵの支そのの研究理ᩍ⫱のᬑ及・定╔や㧗度に関する

取⤌を実すること

（２）研究機関にࡅ࠾る୍定期間の研究データのಖᏑ・開♧

㸯⠇➨ࠕ 㸰 研究成果のⓎ表ࠖのとおり、研究成果のⓎ表とは、研究活

動によࡗてᚓられた成果を、ᐈほ的で検ドྍ⬟なࢹーࢱ・㈨ᩱをᥦ♧しつつ、

科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥにྥかࡗて公㛤し、その内容についてྫྷ・ᢈ判をཷける

ことである。したがࡗて、ᨾពによる研究ࢹーࢱの◚Რや不適切な管理によ

る⣮ኻは、㈐௵ある研究行為とは言えず、Ỵしてチされない。研究ࢹーࢱを

୍定期㛫ಖᏑし、適切に管理、㛤♧することにより、研究成果の➨୕者によ

る検ドྍ⬟性を確ಖすることは、不正行為のᢚṆや、研究者が୍不正行為

の疑いをཷけた場合にその⮬ᕫ㜵⾨に㈨することのࡳならず、研究成果をᗈ

く科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥの㛫でඹ有するୖでも有┈である。

このことから、研究機関において、研究者に対して୍定期㛫研究ࢹーࢱを

ಖᏑし、必要な場合に㛤♧することを⩏ົ付ける᪨のつ⛬を設け、その適切

かつ実効的な㐠⏝を行うことが必要である。なお、ಖᏑ又は㛤♧するࡁ研

究ࢹーࢱのල体的な内容やその期㛫、᪉ἲ、㛤♧する┦ᡭඛについては、ࢹ

ーࢱの性㉁や研究分野の特性等を踏まえることが適切である。
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㸺㸺研究機関が実する事項㸼㸼

○研究者に対して୍定期間研究データをಖᏑし、必要な場合に開♧することを⩏

ົ付ࡅる規程を整備し、その㐺ษつ実ຠ的な運用を行うこと

２ 不正事の୍ぴබ開

㸱⠇➨ࠕ 㸲 特定不正行為の࿌Ⓨにಀるの調査ࠖのとおり、特定不正

行為㸦ḟ⠇でつ定するࠕ特定不正行為ࠖをいう。௨ୗࠕ㸰 不正の୍ぴ

公㛤ࠖにおいてྠじ。㸧が行ࢃれたとの認定があࡗた場合は、㏿やかに調査結

果が公表されることになる。文部科学省では、特定不正行為が行ࢃれたと確認

されたについて、そのᴫ要ཬࡧ研究・配分機関における対応などを୍ぴ

して公㛤する。これにより、㜀ぴした者が不正行為のᢚṆや不正行為がⓎぬし

た場合の対応にいかすことが期ᚅでࡁる。

㸺㸺文部⛉学┬が実する事項㸼㸼

○特定不正行為が行われたと☜認された事について、その概要及び研究・㓄分

機関にࡅ࠾る対ᛂなを୍ぴしてබ開すること
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㸺㸺研究機関が実する事項㸼㸼

○研究者に対して୍定期間研究データをಖᏑし、必要な場合に開♧することを⩏

ົ付ࡅる規程を整備し、その㐺ษつ実ຠ的な運用を行うこと

２ 不正事の୍ぴබ開

㸱⠇➨ࠕ 㸲 特定不正行為の࿌Ⓨにಀるの調査ࠖのとおり、特定不正

行為㸦ḟ⠇でつ定するࠕ特定不正行為ࠖをいう。௨ୗࠕ㸰 不正の୍ぴ

公㛤ࠖにおいてྠじ。㸧が行ࢃれたとの認定があࡗた場合は、㏿やかに調査結

果が公表されることになる。文部科学省では、特定不正行為が行ࢃれたと確認

されたについて、そのᴫ要ཬࡧ研究・配分機関における対応などを୍ぴ

して公㛤する。これにより、㜀ぴした者が不正行為のᢚṆや不正行為がⓎぬし

た場合の対応にいかすことが期ᚅでࡁる。

㸺㸺文部⛉学┬が実する事項㸼㸼

○特定不正行為が行われたと☜認された事について、その概要及び研究・㓄分

機関にࡅ࠾る対ᛂなを୍ぴしてබ開すること

��

➨㸱⠇ 研究活動にࡅ࠾る特定不正行為の対ᛂ

㸯 対象とする研究活動及び不正行為等

本⠇で対㇟とする研究活動、研究者ཬࡧ不正行為は、௨ୗのとおりとする。

（㸯）対象とする研究活動

本⠇で対㇟とする研究活動は、➇த的㈨㔠等、ᅜ❧学ἲேや文部科学省

ᡤ管の⊂❧行ᨻἲேに対する㐠Ⴀ㈝付㔠、⚾学助成等のᇶ┙的⤒㈝その

の文部科学省のண⟬の配分又はᥐ⨨により行ࢃれるての研究活動である。

（２）対象とする研究者

本⠇で対㇟とする研究者は、ୖグ㸦㸯㸧の研究活動を行ࡗている研究者で

ある。

（㸱）対象とする不正行為（特定不正行為）

本⠇で対㇟とする不正行為は、ᨾព又は研究者としてࡁࢃまえるࡁᇶ本

的なὀព⩏ົをⴭしくᛰࡗたことによる、ᢞ✏ㄽ文などⓎ表された研究成果

の୰に♧されたࢹーࢱや調査結果等のᤐ㐀
ࡡ つ ࡒ う

、改ࢇࡊཬࡧ┐⏝である㸦௨ୗࠕ特

定不正行為ࠖという。㸧ͤ 6。

① 捏造
ࡡ つ ࡒ う

Ꮡᅾしないࢹーࢱ、研究結果等を作成すること。

② 改ざん

研究㈨ᩱ・機ჾ・㐣⛬をኚ᭦する᧯作を行い、ࢹーࢱ、研究活動によࡗ

てᚓられた結果等を┿正でないものにຍᕤすること。

ճ 盗用

の研究者のアイࢹア、分ᯒ・ゎᯒ᪉ἲ、ࢹーࢱ、研究結果、ㄽ文又

は⏝ㄒを当該研究者のゎ又は適切な表♧なくὶ⏝すること。

なお、研究機関における研究活動の不正行為の対応に関するࣝー࡙ࣝく

りは、ୖグ㸦㸯㸧から㸦㸱㸧までの対㇟に㝈定するものではない。えࡤ、

研究活動に関してはᗓ省又はᴗからのཷク研究等による研究活動など研

究㈝のいかࢇをၥࢃず対㇟にすࡁである。

ͤ த的㈨㔠の適正なᇳ行に関する指㔪ࠖ㸦ᖹ成➇ࠕ6 17 ᖺ㸷᭶㸷日➇த的㈨㔠に関する関ಀ

ᗓ省連⤡会⏦し合ࢃせ。ᖹ成 24 ᖺ 10 ᭶ 17 日改正㸧では、研究ୖの不正行為の対応に関

して、➇த的㈨㔠による研究ㄽ文・ሗ࿌書等にࠕᤐ㐀、改ࢇࡊཬࡧ┐⏝ࠖがあࡗたと認定さ

れた場合、➇த的㈨㔠の㏉㑏ཬࡧ応ເ㈨᱁の制㝈等のᥐ⨨をㅮずることとしている。このこ

とから、本⠇で対㇟とする不正行為㸦特定不正行為㸧は、特ูጤဨ会ሗ࿌書とྠ様にࠕᤐ㐀、

改ࢇࡊཬࡧ┐⏝ࠖに㝈定している。
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２ 研究・㓄分機関にࡅ࠾る規程・体制の整備及びබ表

研究・配分機関においては、本⠇を踏まえて、研究活動における特定不正行

為の疑ᝨが生じたとࡁの調査ᡭ⥆や᪉ἲ等に関するつ⛬や組ࡳ・体制等を適

切に整備することがồめられる。つ⛬や体制の整備の㝿、特に、研究活動にお

ける不正行為に対応するための㈐௵者を᫂確にし、㈐௵者のᙺや㈐௵の⠊ᅖ

を定めること、࿌Ⓨ者をྵࡴ関ಀ者の⛎ᐦಖᣢのᚭᗏや࿌Ⓨᚋのල体的なᡭ⥆

を᫂確にすること、研究活動における特定不正行為の疑ᝨが生じたについ

て本調査の実施のỴ定そののሗ࿌を当該にಀる配分機関等ཬࡧ文部科学

省に行うようつ定すること、特定不正行為の疑ᝨに関し公表する調査結果の内

容㸦㡯┠等㸧を定めることがồめられる。つ⛬や体制の整備の状況については、

当該研究・配分機関の内እに公表するものとする。

研究機関においては、不正行為に対応するための体制整備の୍⎔として、୍

定のᶒ㝈を有するࠕ研究倫理教育㈐௵者ࠖを部ᒁ༢で設⨨し、組⧊をᣲࡆて、

ᗈく研究活動に関ࢃる者を対㇟として研究倫理教育を定期的に行うことがồめ

られる。

㸺㸺研究・㓄分機関が実する事項㸼㸼

○研究・㓄分機関は、特定不正行為のᝨが生ࡌたときの調査手⥆や方法等に関

する規程等を㐺ษに整備し、これをබ表すること

○その㝿、

・研究・㓄分機関は、研究活動にࡅ࠾る不正行為に対ᛂするたࡵの責任者を᫂

☜にし責任者のᙺや責任の⠊ᅖを定ࡵること

・研究・㓄分機関は、告発者を含む関係者の⛎ᐦಖᣢのᚭᗏや告発ᚋの具体的

な手⥆を᫂☜にすること

・研究・㓄分機関は、特定不正行為のᝨが生ࡌた事についてᮏ調査の実

の決定そのの報告を当該事に係る㓄分機関等及び文部⛉学┬に行うࡼう

規定すること

・研究・㓄分機関は、特定不正行為のᝨに関しබ表する調査結果の内容（項

目等）を定ࡵること

・研究機関は、「研究理ᩍ⫱責任者」の設置なの必要な体制整備をᅗり、

ᗈࡃ研究活動に関わる者を対象に定期的に研究理ᩍ⫱を実すること࠙再

ᥖࠚ

㸱 特定不正行為の告発のཷ付等

㸱㸫㸯 告発のཷ付体制

ձ 研究・配分機関は、特定不正行為に関する࿌Ⓨ㸦当該研究・配分機関の⫋

ဨによる࿌Ⓨのࡳならず、እ部の者によるものをྵࡴ。௨ୗྠじ。㸧をཷけ

付け、又は࿌Ⓨのពᛮを᫂♧しない┦ㄯをཷける❆ཱྀ㸦௨ୗཷࠕ付❆ཱྀࠖと

いう。㸧を設⨨しておくものとする。なお、このことは必ずしも᪂たに部⨫

を設けることをពしない。また、ཷ付❆ཱྀについて、ᐈほ性や㏱᫂性をྥ

ୖするほⅬから、እ部の機関にᴗົጤクすることもྍ⬟とする。

ղ 研究・配分機関は、設⨨するཷ付❆ཱྀについて、そのྡ⛠、場ᡤ、連⤡ඛ、

ཷ付の᪉ἲなどを定め、当該研究・配分機関内እに࿘▱する。
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２ 研究・㓄分機関にࡅ࠾る規程・体制の整備及びබ表

研究・配分機関においては、本⠇を踏まえて、研究活動における特定不正行

為の疑ᝨが生じたとࡁの調査ᡭ⥆や᪉ἲ等に関するつ⛬や組ࡳ・体制等を適

切に整備することがồめられる。つ⛬や体制の整備の㝿、特に、研究活動にお

ける不正行為に対応するための㈐௵者を᫂確にし、㈐௵者のᙺや㈐௵の⠊ᅖ

を定めること、࿌Ⓨ者をྵࡴ関ಀ者の⛎ᐦಖᣢのᚭᗏや࿌Ⓨᚋのල体的なᡭ⥆

を᫂確にすること、研究活動における特定不正行為の疑ᝨが生じたについ

て本調査の実施のỴ定そののሗ࿌を当該にಀる配分機関等ཬࡧ文部科学

省に行うようつ定すること、特定不正行為の疑ᝨに関し公表する調査結果の内

容㸦㡯┠等㸧を定めることがồめられる。つ⛬や体制の整備の状況については、

当該研究・配分機関の内እに公表するものとする。

研究機関においては、不正行為に対応するための体制整備の୍⎔として、୍

定のᶒ㝈を有するࠕ研究倫理教育㈐௵者ࠖを部ᒁ༢で設⨨し、組⧊をᣲࡆて、

ᗈく研究活動に関ࢃる者を対㇟として研究倫理教育を定期的に行うことがồめ

られる。

㸺㸺研究・㓄分機関が実する事項㸼㸼

○研究・㓄分機関は、特定不正行為のᝨが生ࡌたときの調査手⥆や方法等に関

する規程等を㐺ษに整備し、これをබ表すること

○その㝿、

・研究・㓄分機関は、研究活動にࡅ࠾る不正行為に対ᛂするたࡵの責任者を᫂

☜にし責任者のᙺや責任の⠊ᅖを定ࡵること

・研究・㓄分機関は、告発者を含む関係者の⛎ᐦಖᣢのᚭᗏや告発ᚋの具体的

な手⥆を᫂☜にすること

・研究・㓄分機関は、特定不正行為のᝨが生ࡌた事についてᮏ調査の実

の決定そのの報告を当該事に係る㓄分機関等及び文部⛉学┬に行うࡼう

規定すること

・研究・㓄分機関は、特定不正行為のᝨに関しබ表する調査結果の内容（項

目等）を定ࡵること

・研究機関は、「研究理ᩍ⫱責任者」の設置なの必要な体制整備をᅗり、

ᗈࡃ研究活動に関わる者を対象に定期的に研究理ᩍ⫱を実すること࠙再

ᥖࠚ

㸱 特定不正行為の告発のཷ付等

㸱㸫㸯 告発のཷ付体制

ձ 研究・配分機関は、特定不正行為に関する࿌Ⓨ㸦当該研究・配分機関の⫋

ဨによる࿌Ⓨのࡳならず、እ部の者によるものをྵࡴ。௨ୗྠじ。㸧をཷけ

付け、又は࿌Ⓨのពᛮを᫂♧しない┦ㄯをཷける❆ཱྀ㸦௨ୗཷࠕ付❆ཱྀࠖと

いう。㸧を設⨨しておくものとする。なお、このことは必ずしも᪂たに部⨫

を設けることをពしない。また、ཷ付❆ཱྀについて、ᐈほ性や㏱᫂性をྥ

ୖするほⅬから、እ部の機関にᴗົጤクすることもྍ⬟とする。

ղ 研究・配分機関は、設⨨するཷ付❆ཱྀについて、そのྡ⛠、場ᡤ、連⤡ඛ、

ཷ付の᪉ἲなどを定め、当該研究・配分機関内እに࿘▱する。
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ճ 研究・配分機関は、࿌Ⓨ者が࿌Ⓨの᪉ἲを書面、㟁ヰ、㹄㸿㹖、㟁Ꮚ࣓ー

ࣝ、面ㄯなど⮬⏤に選ᢥでࡁるようにཷ付❆ཱྀの体制を整える。

մ 研究・配分機関は、࿌Ⓨのཷ付や調査・実確認㸦௨ୗ༢にࠕ調査ࠖとい

う。㸧を行う者が⮬ᕫとのᐖ関ಀをᣢつに関しないようྲྀりィらう。

յ ࿌Ⓨのཷ付から調査に⮳るまでの体制について、研究・配分機関はその㈐

௵者としてえࡤ理、学㛗等適切な地にある者を指定し、必要な組⧊

をᵓ⠏して⏬・整備・㐠Ⴀする。

㸱㸫２ 告発の取ᢅい

ձ ࿌Ⓨは、ཷ付❆ཱྀに対する書面、㟁ヰ、㹄㸿㹖、㟁Ꮚ࣓ーࣝ、面ㄯなどを

㏻じて、研究・配分機関に直接行ࢃれるࡁものとする。

ղ ཎ๎として、࿌Ⓨは㢧ྡにより行ࢃれ、特定不正行為を行ࡗたとする研究

者・グࣝープ、特定不正行為のែ様等、の内容が᫂♧され、かつ不正と

する科学的な合理性のある理⏤が♧されているもののࡳをཷけ付ける。

ճ ղにかかࢃらず、༏ྡによる࿌Ⓨがあࡗた場合、研究・配分機関は࿌Ⓨの

内容に応じ、㢧ྡの࿌Ⓨがあࡗた場合に準じたྲྀᢅいをすることがでࡁる。

մ ࿌Ⓨがあࡗた研究・配分機関が調査を行うࡁ機関に該当しないとࡁは、

㸲㸫㸯ࠕ 調査を行う機関ࠖにより調査機関に該当する研究・配分機関に当

該࿌Ⓨをᅇ付する。ᅇ付された研究・配分機関は当該研究・配分機関に࿌Ⓨ

があࡗたものとして当該࿌Ⓨをྲྀりᢅう。また、ࠕ㸲㸫㸯 調査を行う機関ࠖ

により、࿌Ⓨがあࡗた研究・配分機関にຍえ、かにも調査を行う研究・配

分機関が定される場合は、࿌Ⓨをཷけた研究・配分機関は該当する研究・

配分機関に当該࿌Ⓨについて㏻▱する。

յ 書面による࿌Ⓨなど、ཷ付❆ཱྀがཷけ付けたかྰかを࿌Ⓨ者が▱りᚓない

᪉ἲによる࿌Ⓨがなされた場合は、研究・配分機関は࿌Ⓨ者㸦༏ྡの࿌Ⓨ者

を㝖く。ただし、調査結果がฟる๓に࿌Ⓨ者のẶྡが判᫂したᚋは㢧ྡによ

る࿌Ⓨ者としてྲྀりᢅう。௨ୗྠじ。㸧に、࿌Ⓨをཷけ付けたことを㏻▱す

る。

ն ࿌Ⓨのពᛮを᫂♧しない┦ㄯについては、┦ㄯをཷけた機関はその内容に

応じ、࿌Ⓨに準じてその内容を確認・⢭査し、┦当の理⏤があると認めた場

合は、┦ㄯ者に対して࿌Ⓨのពᛮがあるかྰか確認するものとする。

շ 特定不正行為が行ࢃれようとしている、又は特定不正行為をồめられてい

るという࿌Ⓨ・┦ㄯについては、࿌Ⓨ・┦ㄯをཷけた機関はその内容を確認

・⢭査し、┦当の理⏤があると認めたとࡁは、⿕࿌Ⓨ者に㆙࿌を行うものと

する。ただし、࿌Ⓨ・┦ㄯをཷけた機関は、当該機関が⿕࿌Ⓨ者のᡤᒓする

研究機関でないとࡁは、⿕࿌Ⓨ者のᡤᒓする研究機関にをᅇ付すること

がでࡁる。⿕࿌Ⓨ者のᡤᒓする研究機関でない機関が㆙࿌を行ࡗた場合は、

当該機関は⿕࿌Ⓨ者のᡤᒓする研究機関に㆙࿌の内容等について㏻▱する。

㸱㸫㸱 告発者・⿕告発者の取ᢅい

ձ ࿌Ⓨをཷけ付ける場合、ಶᐊで面ㄯしたり、㟁ヰや㟁Ꮚ࣓ーࣝなどを❆ཱྀ

のᢸ当⫋ဨ௨እは見⪺でࡁないようにしたりするなど、࿌Ⓨ内容や࿌Ⓨ者

㸦ࠕ㸱㸫㸰 ࿌Ⓨのྲྀᢅいࠖնཬࡧշにおける┦ㄯ者をྵࡴ。௨ୗࠕ㸱㸫㸱

࿌Ⓨ者・⿕࿌Ⓨ者のྲྀᢅいࠖにおいてྠじ。㸧の⛎ᐦをᏲるため適切な᪉ἲ
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をㅮじなけれࡤならない。

ղ 研究・配分機関は、ཷ付❆ཱྀにᐤせられた࿌Ⓨの࿌Ⓨ者、⿕࿌Ⓨ者、࿌Ⓨ

内容ཬࡧ調査内容について、調査結果の公表まで、࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者のព

にして調査関ಀ者௨እに₃えいしないよう、関ಀ者の⛎ᐦಖᣢをᚭᗏする。

ճ 調査が₃えいした場合、研究・配分機関は࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者のゎ

をᚓて、調査୰にかかࢃらず調査について公にㄝ᫂することがでࡁる。

ただし、࿌Ⓨ者又は⿕࿌Ⓨ者の㈐により₃えいした場合は、当ேのゎは不

要とする。

մ 研究・配分機関は、ᝏព㸦⿕࿌Ⓨ者を㝗れるため、又は⿕࿌Ⓨ者が行う研

究をጉᐖするためなど、専ら⿕࿌Ⓨ者にఱらかのᦆᐖをえることや⿕࿌Ⓨ

者がᡤᒓする機関・組⧊等に不┈をえることを┠的とするពᛮ。௨ୗྠ

じ。㸧にᇶ࡙く࿌Ⓨを㜵Ṇするため、࿌Ⓨはཎ๎として㢧ྡによるもののࡳ

ཷけ付けることや、࿌Ⓨには不正とする科学的な合理性のある理⏤を♧すこ

とが必要であること、࿌Ⓨ者に調査に༠ຊをồめる場合があること、調査の

結果、ᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨであࡗたことが判᫂した場合は、Ặྡの公表やᠬᡄ

ฎ分、ฮ࿌Ⓨがありᚓることなどを当該研究・配分機関内እにあらかじめ

࿘▱する。

յ 研究・配分機関は、ᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨであることが判᫂しない㝈り、༢に

࿌Ⓨしたことを理⏤に、࿌Ⓨ者に対し、ゎ㞠、㝆᱁、ῶ⤥その不┈なྲྀ

ᢅいをしてはならない。

ն 研究・配分機関は、┦当な理⏤なしに、༢に࿌Ⓨがなされたことのࡳを

もࡗて、⿕࿌Ⓨ者の研究活動を部分的又は面的に⚗Ṇしたり、ゎ㞠、㝆᱁、

ῶ⤥その不┈なྲྀᢅいをしたりしてはならない。

㸱㸫㸲 告発のཷ付にࡽࡼないࡶのの取ᢅい

ձ 㸱㸫㸰ࠕ ࿌Ⓨのྲྀᢅい նࠖによる࿌Ⓨのពᛮを᫂♧しない┦ㄯについて、

࿌Ⓨのពᛮ表♧がなされない場合にも、研究・配分機関の判断でそのの

調査を㛤ጞすることがでࡁる。

ղ 学会等の科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥやሗ㐨により特定不正行為の疑いが指された

場合は、当該特定不正行為を指された者がᡤᒓする研究機関に࿌Ⓨがあࡗ

た場合に準じたྲྀᢅいをすることがでࡁる。

ճ 特定不正行為の疑いがインࢱーࢿッୖࢺにᥖ㍕されている㸦特定不正行為

を行ࡗたとする研究者・グࣝープ、特定不正行為のែ様等、の内容が᫂

♧され、かつ不正とする科学的な合理性のある理⏤が♧されている場合に㝈

る。㸧ことを、当該特定不正行為を指された者がᡤᒓする研究機関が確認

した場合、当該研究機関に࿌Ⓨがあࡗた場合に準じたྲྀᢅいをすることがで

。るࡁ

㸲 特定不正行為の告発に係る事の調査

㸲㸫㸯 調査を行う機関

ձ 研究機関にᡤᒓする㸦どの研究機関にもᡤᒓしていないが専ら特定の研究

機関の施設・設備を⏝して研究する場合をྵࡴ。௨ୗྠじ。㸧研究者にಀ

る特定不正行為の࿌Ⓨがあࡗた場合、ཎ๎として、当該研究機関が࿌Ⓨされ
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をㅮじなけれࡤならない。

ղ 研究・配分機関は、ཷ付❆ཱྀにᐤせられた࿌Ⓨの࿌Ⓨ者、⿕࿌Ⓨ者、࿌Ⓨ

内容ཬࡧ調査内容について、調査結果の公表まで、࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者のព

にして調査関ಀ者௨እに₃えいしないよう、関ಀ者の⛎ᐦಖᣢをᚭᗏする。

ճ 調査が₃えいした場合、研究・配分機関は࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者のゎ

をᚓて、調査୰にかかࢃらず調査について公にㄝ᫂することがでࡁる。

ただし、࿌Ⓨ者又は⿕࿌Ⓨ者の㈐により₃えいした場合は、当ேのゎは不

要とする。

մ 研究・配分機関は、ᝏព㸦⿕࿌Ⓨ者を㝗れるため、又は⿕࿌Ⓨ者が行う研

究をጉᐖするためなど、専ら⿕࿌Ⓨ者にఱらかのᦆᐖをえることや⿕࿌Ⓨ

者がᡤᒓする機関・組⧊等に不┈をえることを┠的とするពᛮ。௨ୗྠ

じ。㸧にᇶ࡙く࿌Ⓨを㜵Ṇするため、࿌Ⓨはཎ๎として㢧ྡによるもののࡳ

ཷけ付けることや、࿌Ⓨには不正とする科学的な合理性のある理⏤を♧すこ

とが必要であること、࿌Ⓨ者に調査に༠ຊをồめる場合があること、調査の

結果、ᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨであࡗたことが判᫂した場合は、Ặྡの公表やᠬᡄ

ฎ分、ฮ࿌Ⓨがありᚓることなどを当該研究・配分機関内እにあらかじめ

࿘▱する。

յ 研究・配分機関は、ᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨであることが判᫂しない㝈り、༢に

࿌Ⓨしたことを理⏤に、࿌Ⓨ者に対し、ゎ㞠、㝆᱁、ῶ⤥その不┈なྲྀ

ᢅいをしてはならない。

ն 研究・配分機関は、┦当な理⏤なしに、༢に࿌Ⓨがなされたことのࡳを

もࡗて、⿕࿌Ⓨ者の研究活動を部分的又は面的に⚗Ṇしたり、ゎ㞠、㝆᱁、

ῶ⤥その不┈なྲྀᢅいをしたりしてはならない。

㸱㸫㸲 告発のཷ付にࡽࡼないࡶのの取ᢅい

ձ 㸱㸫㸰ࠕ ࿌Ⓨのྲྀᢅい նࠖによる࿌Ⓨのពᛮを᫂♧しない┦ㄯについて、

࿌Ⓨのពᛮ表♧がなされない場合にも、研究・配分機関の判断でそのの

調査を㛤ጞすることがでࡁる。

ղ 学会等の科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥやሗ㐨により特定不正行為の疑いが指された

場合は、当該特定不正行為を指された者がᡤᒓする研究機関に࿌Ⓨがあࡗ

た場合に準じたྲྀᢅいをすることがでࡁる。

ճ 特定不正行為の疑いがインࢱーࢿッୖࢺにᥖ㍕されている㸦特定不正行為

を行ࡗたとする研究者・グࣝープ、特定不正行為のែ様等、の内容が᫂

♧され、かつ不正とする科学的な合理性のある理⏤が♧されている場合に㝈

る。㸧ことを、当該特定不正行為を指された者がᡤᒓする研究機関が確認

した場合、当該研究機関に࿌Ⓨがあࡗた場合に準じたྲྀᢅいをすることがで

。るࡁ

㸲 特定不正行為の告発に係る事の調査

㸲㸫㸯 調査を行う機関

ձ 研究機関にᡤᒓする㸦どの研究機関にもᡤᒓしていないが専ら特定の研究

機関の施設・設備を⏝して研究する場合をྵࡴ。௨ୗྠじ。㸧研究者にಀ

る特定不正行為の࿌Ⓨがあࡗた場合、ཎ๎として、当該研究機関が࿌Ⓨされ
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たの調査を行う。

ղ ⿕࿌Ⓨ者が」ᩘの研究機関にᡤᒓする場合、ཎ๎として⿕࿌Ⓨ者が࿌Ⓨさ

れたにಀる研究活動をに行ࡗていた研究機関を୰ᚰに、ᡤᒓする」ᩘ

の研究機関が合ྠで調査を行うものとする。ただし、୰ᚰとなる研究機関や

調査にཧຍする研究機関については、関ಀ研究機関㛫において、の内容

等を考៖してูの定めをすることがでࡁる。

ճ ⿕࿌Ⓨ者が現にᡤᒓする研究機関と␗なる研究機関で行ࡗた研究活動にಀ

る࿌Ⓨがあࡗた場合、現にᡤᒓする研究機関と当該研究活動が行ࢃれた研究

機関とが合ྠで、࿌Ⓨされたの調査を行う。

մ ⿕࿌Ⓨ者が、࿌Ⓨされたにಀる研究活動を行ࡗていた㝿にᡤᒓしてい

た研究機関を᪤に㞳⫋している場合、現にᡤᒓする研究機関が、㞳⫋した研

究機関と合ྠで、࿌Ⓨされたの調査を行う。⿕࿌Ⓨ者が㞳⫋ᚋ、どの研

究機関にもᡤᒓしていないとࡁは、࿌Ⓨされたにಀる研究活動を行ࡗて

いた㝿にᡤᒓしていた研究機関が、࿌Ⓨされたの調査を行う。

յ ୖグձからմまでによࡗて、࿌Ⓨされたの調査を行うこととなࡗた研

究機関は、⿕࿌Ⓨ者が当該研究機関に現にᡤᒓしているかどうかにかかࢃら

ず、ㄔ実に調査を行ࢃなけれࡤならない。

ն ⿕࿌Ⓨ者が、調査㛤ጞのとࡁཬࡧ࿌Ⓨされたにಀる研究活動を行ࡗて

いたとࡁの᪉の時Ⅼでいかなる研究機関にもᡤᒓしていなかࡗた場合や、

調査を行うࡁ研究機関による調査の実施がᴟめて困難であると、࿌Ⓨされ

たにಀる研究活動のண⟬を配分した配分機関が特に認めた場合は、当該

配分機関が調査を行う。この場合、本᮶調査を行うࡁ研究機関は当該配分

機関から༠ຊをồめられたとࡁは、ㄔ実に༠ຊしなけれࡤならない。

շ 研究機関はの機関や学༠会等の科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥに、また、配分機関は

࿌Ⓨされたにಀる研究活動の分野に関連がある機関や学༠会等の科学ࢥ

に、調査をጤクすること又は調査を実施するୖでの༠ຊをồめるࢸࢽ࣑ࣗ

ことがでࡁる。このとࠕ、ࡁ㸱㸫㸱 ࿌Ⓨ者・⿕࿌Ⓨ者のྲྀᢅいࠖձからճ

までཬࠕࡧ㸲 特定不正行為の࿌Ⓨにಀるの調査ࠖはጤクされた機関等

又は調査に༠ຊする機関等に準⏝されるものとする。

㸲㸫２ 告発に対する調査体制・方法

（㸯）ண備調査

ձ 㸲㸫㸯ࠕ 調査を行う機関ࠖにより調査を行う機関㸦௨ୗࠕ調査機関ࠖと

いう。㸧は、࿌Ⓨをཷけ付けたᚋ㏿やかに、࿌Ⓨされた特定不正行為が行ࢃ

れたྍ⬟性、࿌Ⓨの㝿♧された科学的な合理性のある理⏤のㄽ理性、࿌Ⓨさ

れたにಀる研究活動の公表から࿌Ⓨまでの期㛫が、生ࢹーࢱ、実㦂・ほ

ᐹࣀーࢺ、実㦂ヨᩱ・ヨ⸆など研究成果のᚋの検ドをྍ⬟とするものにつ

いての各研究分野の特性に応じた合理的なಖᏑ期㛫、又は⿕࿌Ⓨ者がᡤᒓす

る研究機関が定めるಖᏑ期㛫を㉸えるかྰかなど࿌Ⓨ内容の合理性、調査ྍ

⬟性等についてண備調査を行う。調査機関は、ୗグ㸦㸰㸧ղの調査ጤဨ会を

設⨨してண備調査に当たらせることがでࡁる。

ղ ࿌Ⓨがなされる๓にྲྀりୗࡆられたㄽ文等に対する࿌Ⓨにಀるண備調査を

行う場合は、ྲྀୗࡆに⮳ࡗた⤒⦋・情をྵめ、特定不正行為のၥ㢟として

調査すࡁものかྰか調査し、判断するものとする。
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ճ 調査機関は、ண備調査の結果、࿌Ⓨがなされたが本᱁的な調査をす

、ものと判断した場合、本調査を行う。調査機関は、࿌Ⓨをཷけ付けたᚋࡁ

本調査を行うかྰかỴ定するまでの期㛫の┠Ᏻ㸦えࡤ、┠Ᏻとして㸱㸮日

௨内㸧を当該調査機関のつ⛬にあらかじめ定めておく。

մ 本調査を行ࢃないことをỴ定した場合、その᪨を理⏤とともに࿌Ⓨ者に㏻

▱するものとする。この場合、調査機関はண備調査にಀる㈨ᩱ等をಖᏑし、

そのにಀる配分機関等ཬࡧ࿌Ⓨ者のồめに応じ㛤♧するものとする。

（２）ᮏ調査

① ㏻▱・報告

㸦ア㸧本調査を行うことをỴ定した場合、調査機関は、࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者に

対し、本調査を行うことを㏻▱し、調査の༠ຊをồめる。⿕࿌Ⓨ者が調

査機関௨እの機関にᡤᒓしている場合は、そのᡤᒓ機関にも㏻▱する。࿌

Ⓨされたの調査に当たࡗては、࿌Ⓨ者がᢎしたとࡁを㝖ࡁ、調査関

ಀ者௨እの者や⿕࿌Ⓨ者に࿌Ⓨ者が特定されないよう࿘฿に配៖する。

㸦イ㸧調査機関は、当該にಀる配分機関等ཬࡧ文部科学省に本調査を行う

᪨ሗ࿌する。

㸦࢘㸧調査機関は、本調査の実施のỴ定ᚋ、実㝿に本調査が㛤ጞされるまでの

期㛫の┠Ᏻ㸦えࡤ、┠Ᏻとして㸱㸮日௨内㸧を当該調査機関のつ⛬にあ

らかじめ定めておく。

② 調査体制

㸦ア㸧調査機関は、本調査に当たࡗては、当該調査機関にᒓさないእ部有識者

をྵࡴ調査ጤဨ会を設⨨する。この調査ጤဨ会は、調査ጤဨの༙ᩘ௨ୖが

እ部有識者でᵓ成され、ての調査ጤဨは、࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者と直接の

ᐖ関ಀ㸦えࡤ、特定不正行為を指された研究活動がㄽ文のとおりの

成果をᚓることにより特チやᢏ術⛣㌿等にᐖがあるなど㸧を有しない者

でなけれࡤならない。

㸦イ㸧調査機関は、調査ጤဨ会を設⨨したとࡁは、調査ጤဨのẶྡやᡤᒓを࿌

Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者に♧すものとする。これに対し、࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者は、

あらかじめ調査機関が定めた期㛫内に␗議⏦❧てをすることがでࡁる。␗

議⏦❧てがあࡗた場合、調査機関は内容をᑂ査し、その内容がጇ当である

と判断したとࡁは、当該␗議⏦❧てにಀる調査ጤဨを௦させるとともに、

その᪨を࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者に㏻▱する。

㸦࢘㸧調査ጤဨ会の調査機関内における⨨付けについては、調査機関におい

て定める。

ճ 調査方法・ᶒ限

㸦ア㸧本調査は、࿌Ⓨされたにಀる研究活動に関するㄽ文や実㦂・ほᐹࣀ

ーࢺ、生ࢹーࢱ等の各✀㈨ᩱの⢭査や、関ಀ者のࣄアࣜング、実㦂の要

ㄳなどにより行ࢃれる。この㝿、⿕࿌Ⓨ者のᘚ᫂の⫈ྲྀが行ࢃれなけれࡤ

ならない。

㸦イ㸧࿌Ⓨされた特定不正行為が行ࢃれたྍ⬟性を調査するために、調査ጤဨ

会が実㦂などにより現性を♧すことを⿕࿌Ⓨ者にồめる場合、又は⿕

࿌Ⓨ者⮬らのពᛮによりそれを⏦しฟて調査ጤဨ会がその必要性を認める

場合は、それに要する期㛫ཬࡧ機会㸦機ჾ、⤒㈝等をྵࡴ。㸧に関し調査
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ճ 調査機関は、ண備調査の結果、࿌Ⓨがなされたが本᱁的な調査をす

、ものと判断した場合、本調査を行う。調査機関は、࿌Ⓨをཷけ付けたᚋࡁ

本調査を行うかྰかỴ定するまでの期㛫の┠Ᏻ㸦えࡤ、┠Ᏻとして㸱㸮日

௨内㸧を当該調査機関のつ⛬にあらかじめ定めておく。

մ 本調査を行ࢃないことをỴ定した場合、その᪨を理⏤とともに࿌Ⓨ者に㏻

▱するものとする。この場合、調査機関はண備調査にಀる㈨ᩱ等をಖᏑし、

そのにಀる配分機関等ཬࡧ࿌Ⓨ者のồめに応じ㛤♧するものとする。

（２）ᮏ調査

① ㏻▱・報告

㸦ア㸧本調査を行うことをỴ定した場合、調査機関は、࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者に

対し、本調査を行うことを㏻▱し、調査の༠ຊをồめる。⿕࿌Ⓨ者が調

査機関௨እの機関にᡤᒓしている場合は、そのᡤᒓ機関にも㏻▱する。࿌

Ⓨされたの調査に当たࡗては、࿌Ⓨ者がᢎしたとࡁを㝖ࡁ、調査関

ಀ者௨እの者や⿕࿌Ⓨ者に࿌Ⓨ者が特定されないよう࿘฿に配៖する。

㸦イ㸧調査機関は、当該にಀる配分機関等ཬࡧ文部科学省に本調査を行う

᪨ሗ࿌する。

㸦࢘㸧調査機関は、本調査の実施のỴ定ᚋ、実㝿に本調査が㛤ጞされるまでの

期㛫の┠Ᏻ㸦えࡤ、┠Ᏻとして㸱㸮日௨内㸧を当該調査機関のつ⛬にあ

らかじめ定めておく。

② 調査体制

㸦ア㸧調査機関は、本調査に当たࡗては、当該調査機関にᒓさないእ部有識者

をྵࡴ調査ጤဨ会を設⨨する。この調査ጤဨ会は、調査ጤဨの༙ᩘ௨ୖが

እ部有識者でᵓ成され、ての調査ጤဨは、࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者と直接の

ᐖ関ಀ㸦えࡤ、特定不正行為を指された研究活動がㄽ文のとおりの

成果をᚓることにより特チやᢏ術⛣㌿等にᐖがあるなど㸧を有しない者

でなけれࡤならない。

㸦イ㸧調査機関は、調査ጤဨ会を設⨨したとࡁは、調査ጤဨのẶྡやᡤᒓを࿌

Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者に♧すものとする。これに対し、࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者は、

あらかじめ調査機関が定めた期㛫内に␗議⏦❧てをすることがでࡁる。␗

議⏦❧てがあࡗた場合、調査機関は内容をᑂ査し、その内容がጇ当である

と判断したとࡁは、当該␗議⏦❧てにಀる調査ጤဨを௦させるとともに、

その᪨を࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者に㏻▱する。

㸦࢘㸧調査ጤဨ会の調査機関内における⨨付けについては、調査機関におい

て定める。

ճ 調査方法・ᶒ限

㸦ア㸧本調査は、࿌Ⓨされたにಀる研究活動に関するㄽ文や実㦂・ほᐹࣀ

ーࢺ、生ࢹーࢱ等の各✀㈨ᩱの⢭査や、関ಀ者のࣄアࣜング、実㦂の要

ㄳなどにより行ࢃれる。この㝿、⿕࿌Ⓨ者のᘚ᫂の⫈ྲྀが行ࢃれなけれࡤ

ならない。

㸦イ㸧࿌Ⓨされた特定不正行為が行ࢃれたྍ⬟性を調査するために、調査ጤဨ

会が実㦂などにより現性を♧すことを⿕࿌Ⓨ者にồめる場合、又は⿕

࿌Ⓨ者⮬らのពᛮによりそれを⏦しฟて調査ጤဨ会がその必要性を認める

場合は、それに要する期㛫ཬࡧ機会㸦機ჾ、⤒㈝等をྵࡴ。㸧に関し調査
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機関により合理的に必要と判断される⠊ᅖ内において、これを行う。その

㝿、調査ጤဨ会の指導・┘╩のୗに行うこととする。

㸦࢘㸧ୖグ㸦ア㸧、㸦イ㸧に関して、調査機関は調査ጤဨ会の調査ᶒ㝈につい

て定め、関ಀ者に࿘▱する。この調査ᶒ㝈にᇶ࡙く調査ጤဨ会の調査に対

し、࿌Ⓨ者ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者などの関ಀ者はㄔ実に༠ຊしなけれࡤならない。

また、調査機関௨እの機関において調査がなされる場合、調査機関は当該

機関に༠ຊを要ㄳする。༠ຊを要ㄳされた当該機関はㄔ実に༠ຊしなけれ

。ならないࡤ

մ 調査の対象となる研究活動

調査の対㇟には、࿌Ⓨされたにಀる研究活動のか、調査ጤဨ会の判

断により調査に関連した⿕࿌Ⓨ者のの研究活動もྵめることがでࡁる。

յ ドᣐのಖ措置

調査機関は本調査に当たࡗて、࿌Ⓨされたにಀる研究活動に関して、

ドᣐとなるような㈨ᩱ等をಖするᥐ⨨をとる。この場合、࿌Ⓨされた

にಀる研究活動が行ࢃれた研究機関が調査機関となࡗていないとࡁは、当該

研究機関は調査機関の要ㄳに応じ、࿌Ⓨされたにಀる研究活動に関して、

ドᣐとなるような㈨ᩱ等をಖするᥐ⨨をとる。これらのᥐ⨨にᙳ㡪しない

⠊ᅖ内であれࡤ、⿕࿌Ⓨ者の研究活動を制㝈しない。

ն 調査の୰間報告

調査機関が研究機関であるとࡁは、࿌Ⓨされたにಀる研究活動のண⟬

の配分又はᥐ⨨をした配分機関等のồめに応じ、調査の⤊๓であࡗても、

調査の୰㛫ሗ࿌を当該配分機関等にᥦฟするものとする。

շ 調査にࡅ࠾る研究又はᢏ⾡ୖの報のಖㆤ

調査に当たࡗては、調査対㇟における公表๓のࢹーࢱ、ㄽ文等の研究又は

ᢏ術ୖ⛎ᐦとすࡁ情ሗが、調査の㐙行ୖ必要な⠊ᅖእに₃えいすることの

ないよう十分配៖する。

㸲㸫㸱 認定

（㸯）認定

ձ 調査機関は、本調査の㛤ጞᚋ、調査ጤဨ会が調査した内容をまとめるまで

の期㛫の┠Ᏻ㸦えࡤ、┠Ᏻとして㸯㸳㸮日௨内㸧を当該調査機関のつ⛬に

あらかじめ定めておく。

ղ 調査ጤဨ会は、ୖグձの期㛫を┠Ᏻとして調査した内容をまとめ、特定不

正行為が行ࢃれたかྰか、特定不正行為と認定された場合はその内容、特定

不正行為に関した者とその関のᗘ合い、特定不正行為と認定された研究

活動にಀるㄽ文等の各ⴭ者の当該ㄽ文等ཬࡧ当該研究活動におけるᙺを認

定する。

ճ 特定不正行為が行ࢃれなかࡗたと認定される場合であࡗて、調査を㏻じて

࿌Ⓨがᝏពにᇶ࡙くものであることが判᫂したとࡁは、調査ጤဨ会は、ేせ

てその᪨の認定を行うものとする。この認定を行うに当たࡗては、࿌Ⓨ者に

ᘚ᫂の機会をえなけれࡤならない。

մ ୖグղ又はճについて認定を⤊したとࡁは、調査ጤဨ会は直ࡕにその

設⨨者たる調査機関にሗ࿌する。
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（２）特定不正行為のᝨのㄝ᫂責任

調査ጤဨ会の調査において、⿕࿌Ⓨ者が࿌Ⓨされたにಀる研究活動に

関する疑ᝨをᬕらそうとする場合には、⮬ᕫの㈐௵において、当該研究活動

が科学的に適正な᪉ἲとᡭ⥆にのࡗとࡗて行ࢃれたこと、ㄽ文等もそれにᇶ

࡙いて適切な表現で書かれたものであることを、科学的᰿ᣐを♧してㄝ᫂し

なけれࡤならない。

（㸱）特定不正行為ྰの認定

① 調査ጤဨ会は、ୖグ㸦㸰㸧により⿕࿌Ⓨ者が行うㄝ᫂をཷけるとともに、

調査によࡗてᚓられた、≀的・科学的ドᣐ、ド言、⿕࿌Ⓨ者の⮬認等のㅖド

ᣐを⥲合的に判断して、特定不正行為かྰかの認定を行う。ドᣐのド᫂ຊは、

調査ጤဨ会の判断にጤࡡられるが、⿕࿌Ⓨ者の研究体制、ࢹー࢙ࢳࢱッࢡの

なされ᪉など様ࠎなⅬからᐈほ的不正行為実ཬࡧᨾព性等を判断すること

が㔜要である。なお、⿕࿌Ⓨ者の⮬認を၏୍のドᣐとして特定不正行為と認

定することはでࡁない。

ղ 特定不正行為に関するドᣐがᥦฟされた場合には、⿕࿌Ⓨ者のㄝ᫂ཬࡧそ

ののドᣐによࡗて、特定不正行為であるとの疑いがそされないとࡁは、特

定不正行為と認定される。

また、⿕࿌Ⓨ者が生ࢹーࢱや実㦂・ほᐹࣀーࢺ、実㦂ヨᩱ・ヨ⸆等の不Ꮡ

ᅾなど、本᮶Ꮡᅾするࡁᇶ本的な要⣲の不㊊により、特定不正行為である

との疑いをそすに㊊るドᣐを♧せないとࡁもྠ様とする。ただし、⿕࿌Ⓨ者

が善Ⰻな管理者のὀព⩏ົを履行していたにもかかࢃらず、その㈐によらな

い理⏤㸦えࡤ⅏ᐖなど㸧により、ୖグのᇶ本的な要⣲を十分に♧すことが

でࡁなくなࡗた場合等正当な理⏤があると認められる場合はこの㝈りではな

い。また、生ࢹーࢱや実㦂・ほᐹࣀーࢺ、実㦂ヨᩱ・ヨ⸆等の不Ꮡᅾなどが、

各研究分野の特性に応じた合理的なಖᏑ期㛫や⿕࿌Ⓨ者がᡤᒓする、又は࿌

Ⓨにಀる研究活動を行ࡗていたとࡁにᡤᒓしていた研究機関が定めるಖᏑ期

㛫を㉸えることによるものである場合についてもྠ様とする。

ճ ୖグ㸦㸰㸧のㄝ᫂㈐௵の⛬ᗘཬୖࡧグղの本᮶Ꮡᅾするࡁᇶ本的要⣲に

ついては、研究分野の特性に応じ、調査ጤဨ会の判断にጤࡡられる。

（㸲）調査結果の㏻▱及び報告

ձ 調査機関は、調査結果㸦認定をྵࡴ。௨ୗྠじ。㸧を㏿やかに࿌Ⓨ者ཬࡧ

⿕࿌Ⓨ者㸦⿕࿌Ⓨ者௨እで特定不正行為に関したと認定された者をྵࡴ。

௨ୗྠじ。㸧に㏻▱する。⿕࿌Ⓨ者が調査機関௨እの機関にᡤᒓしている場

合は、そのᡤᒓ機関にも当該調査結果を㏻▱する。

ղ ୖグձにຍえて、調査機関は、そのにಀる配分機関等ཬࡧ文部科学省

に当該調査結果をሗ࿌するͤ 7。

ճ ᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨとの認定があࡗた場合、調査機関は࿌Ⓨ者のᡤᒓ機関に

も㏻▱する。

ͤ 7調査結果を配分機関等ཬࡧ文部科学省にሗ࿌する㝿、そのሗ࿌書に┒り㎸ࡁࡴ㡯を

。ཧ考㈨ᩱ㸰ࠖに♧すࠕ
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（２）特定不正行為のᝨのㄝ᫂責任

調査ጤဨ会の調査において、⿕࿌Ⓨ者が࿌Ⓨされたにಀる研究活動に

関する疑ᝨをᬕらそうとする場合には、⮬ᕫの㈐௵において、当該研究活動

が科学的に適正な᪉ἲとᡭ⥆にのࡗとࡗて行ࢃれたこと、ㄽ文等もそれにᇶ

࡙いて適切な表現で書かれたものであることを、科学的᰿ᣐを♧してㄝ᫂し

なけれࡤならない。

（㸱）特定不正行為ྰの認定

① 調査ጤဨ会は、ୖグ㸦㸰㸧により⿕࿌Ⓨ者が行うㄝ᫂をཷけるとともに、

調査によࡗてᚓられた、≀的・科学的ドᣐ、ド言、⿕࿌Ⓨ者の⮬認等のㅖド

ᣐを⥲合的に判断して、特定不正行為かྰかの認定を行う。ドᣐのド᫂ຊは、

調査ጤဨ会の判断にጤࡡられるが、⿕࿌Ⓨ者の研究体制、ࢹー࢙ࢳࢱッࢡの

なされ᪉など様ࠎなⅬからᐈほ的不正行為実ཬࡧᨾព性等を判断すること

が㔜要である。なお、⿕࿌Ⓨ者の⮬認を၏୍のドᣐとして特定不正行為と認

定することはでࡁない。

ղ 特定不正行為に関するドᣐがᥦฟされた場合には、⿕࿌Ⓨ者のㄝ᫂ཬࡧそ

ののドᣐによࡗて、特定不正行為であるとの疑いがそされないとࡁは、特

定不正行為と認定される。

また、⿕࿌Ⓨ者が生ࢹーࢱや実㦂・ほᐹࣀーࢺ、実㦂ヨᩱ・ヨ⸆等の不Ꮡ

ᅾなど、本᮶Ꮡᅾするࡁᇶ本的な要⣲の不㊊により、特定不正行為である

との疑いをそすに㊊るドᣐを♧せないとࡁもྠ様とする。ただし、⿕࿌Ⓨ者

が善Ⰻな管理者のὀព⩏ົを履行していたにもかかࢃらず、その㈐によらな

い理⏤㸦えࡤ⅏ᐖなど㸧により、ୖグのᇶ本的な要⣲を十分に♧すことが

でࡁなくなࡗた場合等正当な理⏤があると認められる場合はこの㝈りではな

い。また、生ࢹーࢱや実㦂・ほᐹࣀーࢺ、実㦂ヨᩱ・ヨ⸆等の不Ꮡᅾなどが、

各研究分野の特性に応じた合理的なಖᏑ期㛫や⿕࿌Ⓨ者がᡤᒓする、又は࿌

Ⓨにಀる研究活動を行ࡗていたとࡁにᡤᒓしていた研究機関が定めるಖᏑ期

㛫を㉸えることによるものである場合についてもྠ様とする。

ճ ୖグ㸦㸰㸧のㄝ᫂㈐௵の⛬ᗘཬୖࡧグղの本᮶Ꮡᅾするࡁᇶ本的要⣲に

ついては、研究分野の特性に応じ、調査ጤဨ会の判断にጤࡡられる。

（㸲）調査結果の㏻▱及び報告

ձ 調査機関は、調査結果㸦認定をྵࡴ。௨ୗྠじ。㸧を㏿やかに࿌Ⓨ者ཬࡧ

⿕࿌Ⓨ者㸦⿕࿌Ⓨ者௨እで特定不正行為に関したと認定された者をྵࡴ。

௨ୗྠじ。㸧に㏻▱する。⿕࿌Ⓨ者が調査機関௨እの機関にᡤᒓしている場

合は、そのᡤᒓ機関にも当該調査結果を㏻▱する。

ղ ୖグձにຍえて、調査機関は、そのにಀる配分機関等ཬࡧ文部科学省

に当該調査結果をሗ࿌するͤ 7。

ճ ᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨとの認定があࡗた場合、調査機関は࿌Ⓨ者のᡤᒓ機関に

も㏻▱する。

ͤ 7調査結果を配分機関等ཬࡧ文部科学省にሗ࿌する㝿、そのሗ࿌書に┒り㎸ࡁࡴ㡯を

。ཧ考㈨ᩱ㸰ࠖに♧すࠕ
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（㸳）不᭹⏦❧て

ձ 特定不正行為と認定された⿕࿌Ⓨ者は、あらかじめ調査機関が定めた期㛫

内に、調査機関に不᭹⏦❧てをすることがでࡁる。ただし、その期㛫内であ

。ないࡁても、ྠ୍理⏤による不᭹⏦❧てを⧞り㏉すことはでࡗ

ղ ࿌Ⓨがᝏពにᇶ࡙くものと認定された࿌Ⓨ者㸦⿕࿌Ⓨ者の不᭹⏦❧てのᑂ

査のẁ㝵でᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨと認定された者をྵࡴ。この場合の認定につい

ては、ୖグ㸦㸯㸧ճを準⏝する。㸧は、その認定について、ୖグձのによ

り不᭹⏦❧てをすることがでࡁる。

ճ 不᭹⏦❧てのᑂ査は調査ጤဨ会が行う。その㝿、不᭹⏦❧ての㊃᪨が᪂た
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ጤဨの௦若しくは㏣ຍ、又は調査ጤဨ会に௦えての者にᑂ査をさせる。

ただし、調査機関が当該不᭹⏦❧てについて調査ጤဨ会のᵓ成のኚ᭦等を必

要とする┦当の理⏤がないと認めるとࡁは、この㝈りでない。

մ 特定不正行為があࡗたと認定された場合にಀる⿕࿌Ⓨ者による不᭹⏦❧て

について、調査ጤဨ会㸦ୖグճの調査ጤဨ会に௦ࢃる者をྵࡴ。௨ୗࠕ㸦㸳㸧

不᭹⏦❧てࠖにおいてྠじ。㸧は、不᭹⏦❧ての㊃᪨、理⏤等を຺し、そ

のの調査を行うかྰかを㏿やかにỴ定する。当該の調査を行う

までもなく、不᭹⏦❧てを༷ୗすࡁものとỴ定した場合には、直ࡕに調査

機関にሗ࿌し、調査機関は⿕࿌Ⓨ者に当該Ỵ定を㏻▱する。このとࡁ、当該

不᭹⏦❧てが当該のᘬࡁᘏࡤしや認定にకう各ᥐ⨨のඛ㏦りをな┠的

とすると調査ጤဨ会が判断するとࡁは、調査機関は௨ᚋの不᭹⏦❧てをཷけ

付けないことがでࡁる。

ୖグձの不᭹⏦❧てについて、調査を行うỴ定を行ࡗた場合には、調査

ጤဨ会は⿕࿌Ⓨ者に対し、ඛの調査結果をそすに㊊る㈨ᩱのᥦฟ等、当該

の㏿やかなゎỴにྥけて、調査に༠ຊすることをồめる。その༠ຊがᚓ

られない場合には、調査を行ࢃず、ᑂ査をᡴࡕ切ることがでࡁる。その場

合には直ࡕに調査機関にሗ࿌し、調査機関は⿕࿌Ⓨ者に当該Ỵ定を㏻▱する。

յ 調査機関は、⿕࿌Ⓨ者から特定不正行為の認定にಀる不᭹⏦❧てがあࡗた

とࡁは、࿌Ⓨ者に㏻▱する。ຍえて、調査機関は、そのにಀる配分機関

等ཬࡧ文部科学省にሗ࿌する。不᭹⏦❧ての༷ୗཬࡧ調査㛤ጞのỴ定をし

たとࡁもྠ様とする。

ն 調査ጤဨ会が調査を㛤ጞした場合は、当該調査ጤဨ会を⨨く調査機関の

つ⛬にあらかじめ定める期㛫㸦えࡤ、┠Ᏻとして㸳㸮日㸧内に、ඛの調査

結果をそすかྰかをỴ定し、その結果を直ࡕに調査機関にሗ࿌し、調査機関

は当該結果を⿕࿌Ⓨ者、⿕࿌Ⓨ者がᡤᒓする機関ཬࡧ࿌Ⓨ者に㏻▱する。ຍ

えて、調査機関は、そのにಀる配分機関等ཬࡧ文部科学省にሗ࿌する。

շ ୖグղのᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨと認定された࿌Ⓨ者から不᭹⏦❧てがあࡗた場

合、調査機関は、࿌Ⓨ者がᡤᒓする機関ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者に㏻▱する。ຍえて、

調査機関は、そのにಀる配分機関等ཬࡧ文部科学省にሗ࿌する。

ո ୖグղの不᭹⏦❧てについては、調査ጤဨ会は当該調査ጤဨ会を⨨く調査
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査を行い、その結果を直ࡕに調査機関にሗ࿌するものとする。調査機関は、

当該結果を࿌Ⓨ者、࿌Ⓨ者がᡤᒓする機関ཬࡧ⿕࿌Ⓨ者に㏻▱する。ຍえて、

調査機関は、そのにಀる配分機関等ཬࡧ文部科学省にሗ࿌する。
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（㸴）調査結果のබ表

ձ 調査機関は、特定不正行為が行ࢃれたとの認定があࡗた場合は、㏿やかに

調査結果を公表する。

ղ 調査機関は、特定不正行為が行ࢃれなかࡗたとの認定があࡗた場合は、ཎ

๎として調査結果を公表しない。ただし、調査がእ部に₃えいしていた

場合ཬࡧㄽ文等にᨾពによるものでないㄗりがあࡗた場合は、調査結果を公

表する。ᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨの認定があࡗたとࡁは、調査結果を公表する。

ճ ୖグձ、ղの公表する調査結果の内容㸦㡯┠等㸧は、調査機関の定めると

こࢁによる。

（㸵）告発者及び⿕告発者に対する措置

ձ 特定不正行為が行ࢃれたとの認定があࡗた場合、特定不正行為の関が

認定された者ཬࡧ関したとまでは認定されないが、特定不正行為が認定さ

れたㄽ文等の内容について㈐௵を㈇う者として認定されたⴭ者㸦௨ୗࠕ⿕認

定者ࠖという。㸧のᡤᒓする機関は、⿕認定者に対し、内部つ⛬にᇶ࡙ࡁ適

切なฎ⨨をとるとともに、特定不正行為と認定されたㄽ文等のྲྀୗࡆを່࿌

するものとする。

ղ ࿌Ⓨがᝏពにᇶ࡙くものと認定された場合、࿌Ⓨ者のᡤᒓする機関は、当

該者に対し、内部つ⛬にᇶ࡙ࡁ適切なฎ⨨を行う。

48



��

（㸴）調査結果のබ表

ձ 調査機関は、特定不正行為が行ࢃれたとの認定があࡗた場合は、㏿やかに

調査結果を公表する。

ղ 調査機関は、特定不正行為が行ࢃれなかࡗたとの認定があࡗた場合は、ཎ

๎として調査結果を公表しない。ただし、調査がእ部に₃えいしていた

場合ཬࡧㄽ文等にᨾពによるものでないㄗりがあࡗた場合は、調査結果を公

表する。ᝏពにᇶ࡙く࿌Ⓨの認定があࡗたとࡁは、調査結果を公表する。

ճ ୖグձ、ղの公表する調査結果の内容㸦㡯┠等㸧は、調査機関の定めると

こࢁによる。

（㸵）告発者及び⿕告発者に対する措置

ձ 特定不正行為が行ࢃれたとの認定があࡗた場合、特定不正行為の関が

認定された者ཬࡧ関したとまでは認定されないが、特定不正行為が認定さ

れたㄽ文等の内容について㈐௵を㈇う者として認定されたⴭ者㸦௨ୗࠕ⿕認

定者ࠖという。㸧のᡤᒓする機関は、⿕認定者に対し、内部つ⛬にᇶ࡙ࡁ適

切なฎ⨨をとるとともに、特定不正行為と認定されたㄽ文等のྲྀୗࡆを່࿌

するものとする。

ղ ࿌Ⓨがᝏពにᇶ࡙くものと認定された場合、࿌Ⓨ者のᡤᒓする機関は、当

該者に対し、内部つ⛬にᇶ࡙ࡁ適切なฎ⨨を行う。

2�

➨㸲⠇ 特定不正行為及び管理責任に対する措置

㸯 特定不正行為に対する研究者、研究機関の措置

๓⠇の特定不正行為について、配分機関等は、調査機関から本調査の実施の

Ỵ定そののሗ࿌をཷけた場合は、௨ୗのとおり、そのにಀる配分機関等

が、当該調査機関に対して当該の㏿やかな容ゎ᫂を要ㄳし、当該調査機

関からᥦฟされる調査結果等を踏まえ、関ಀ機関に対して必要な改善をồめる。

配分機関等は、๓⠇の対㇟とする研究活動における特定不正行為を確認した場

合は、研究者ཬࡧ研究機関に௨ୗのᥐ⨨をㅮじる。

ձ 配分機関等は、調査機関から本調査の実施のỴ定そののሗ࿌をཷけた場

合は、当該調査機関における調査が適切に実施されるよう、必要に応じて指

♧を行うとともに、㏿やかにそのの容をゎ᫂し、調査をさせるよ

う要ㄳする。

ղ 配分機関等は、調査の㐣⛬であࡗても、調査機関から特定不正行為の୍部

が認定された᪨のሗ࿌があࡗた場合は、必要に応じ、⿕認定者が関ࢃる➇த

的㈨㔠等について、᥇ᢥ又は付Ỵ定のಖ␃、付Ṇ、関ಀ機関に対する

ᇳ行Ṇの指♧等を行う。

ճ 配分機関等は、調査機関から特定不正行為を認定した調査結果がᥦฟされ、

それを確認した場合は、当該調査結果の内容を踏まえ、௨ୗのᥐ⨨をㅮじる

ものとする。

㸦ア㸧ᥐ⨨の対㇟となる研究者

・特定不正行為があࡗたと認定された研究にಀるㄽ文等において、特定

不正行為に関したと認定されたⴭ者㸦ඹⴭ者をྵࡴ。௨ୗྠじ。㸧

・特定不正行為があࡗたと認定された研究にಀるㄽ文等のⴭ者ではない

が、当該特定不正行為に関したと認定された者

・特定不正行為に関したとは認定されないものの、特定不正行為が

あࡗたと認定された研究にಀるㄽ文等の内容について㈐௵を㈇う者と

して認定されたⴭ者

㸦イ㸧特定不正行為にಀる➇த的㈨㔠等の㏉㑏等

特定不正行為が確認された研究活動にಀる➇த的㈨㔠等において、配分

機関は、ୖグ㸦ア㸧のᥐ⨨の対㇟となる研究者ཬࡧ研究機関に対し、

に応じて、付Ỵ定のྲྀᾘし等を行い、また、当該➇த的㈨㔠等の配分の

୍部又は部の㏉㑏をồめる。

なお、㐠Ⴀ㈝付㔠や⚾学助成等のᇶ┙的⤒㈝は、特定の研究活動又は

研究者ではなく、研究機関を対㇟にᥐ⨨されるものであり、その管理は研

究機関にጤࡡられている。このため、ᇶ┙的⤒㈝のᥐ⨨により行ࢃれた研

究活動における特定不正行為に関し、研究㈝の㏉㑏に関するྲྀᢅいは、本

ガイドラインでは୍ᚊに対応を定めておらず、研究機関において適切な対

応がồめられる。

㸦࢘㸧➇த的㈨㔠等の⏦ㄳཬࡧཧຍ㈨᱁の制㝈

配分機関等は、ୖグ㸦ア㸧のᥐ⨨の対㇟となる研究者に対し、に応

じて、➇த的㈨㔠等の⏦ㄳཬࡧཧຍ㈨᱁を制㝈する。

➇த的㈨㔠の配分により行ࢃれた研究活動における特定不正行為につい
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ては、ࠕ➇த的㈨㔠の適正なᇳ行に関する指㔪 㸦ࠖᖹ成 17 ᖺ㸷᭶㸷日➇த

的㈨㔠に関する関ಀᗓ省連⤡会⏦し合ࢃせ。௨ୗࠕ指㔪ࠖという。㸧にᇶ

ཧຍ㈨᱁もࡧの⏦ㄳཬᥐ⨨をㅮじるとともにそのの➇த的㈨㔠等ࡁ࡙

指㔪に準じて制㝈する。

また、そのの研究活動における特定不正行為㸦➇த的㈨㔠の配分によ

り行ࢃれた研究活動にಀるものを㝖く。㸧についても、ྠ様に、➇த的㈨

㔠等の⏦ㄳཬࡧཧຍ㈨᱁を指㔪に準じて制㝈する。

㸺㸺㓄分機関等が実する事項㸼㸼

○調査機関ࡽᮏ調査の実の決定そのの報告をཷࡅた場合は、関係機関に対

して必要なᣦ♧等を行うこと

○特定不正行為に対する研究者、研究機関の措置をㅮࡌることができるࡼう、

㓄分機関等の規程等を整備すること、及び㓄分機関等がㅮࡌる措置の内容や措

置の対象となる研究者の⠊ᅖについて、競争的資金等のබເ要㡿や委託契約書

（付属資料を含む。）等に記載し、研究者及び研究機関がそれをあࡵࡌࡽᢎ

▱してᛂເ又は契約するࡼうに取りィࡽうこと

２ ⤌⧊としての管理責任に対する研究機関の措置

研究活動における不正行為を๓に㜵Ṇするとともに、不正行為の疑いのあ

るがⓎぬした場合に適切に対応することにより、公正な研究活動を推進す

ることが㔜要である。本ガイドラインでは、研究機関が㈐௵をᣢࡗて不正行為

の㜵Ṇに関ࢃることで、不正行為が㉳こりにくい⎔ቃがつくられるよう対応の

ᙉを図ることをᇶ本としており、組⧊としての㈐௵体制を᫂確して研究活

動における不正行為に適切に対応するためのつ⛬や体制の整備をồめている。

これを踏まえ、文部科学省ཬࡧ配分機関は、組⧊として研究機関の管理㈐௵が

果たされるよう、௨ୗのᥐ⨨をㅮじる。なお、ᥐ⨨の実施に当たࡗては、あら

かじめ研究機関からのᘚ᫂の機会を設けるものとする。

（㸯）⤌⧊としての責任体制の☜ಖ

① 管理᮲௳の付与

文部科学省は、௨ୗにᥖࡆる場合において、研究機関に対し、体制整備等

の不備について改善㡯ཬࡧその履行期㝈を♧した管理条件を付す。また、

文部科学省は、管理条件の履行状況についてẖᖺᗘ確認を行う。

㸦ア㸧ࠕ➨㸳⠇ 㸰 履行状況調査の実施ࠖでᥖࡆた研究機関に対する履行状

況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された場合

㸦イ㸧研究活動における特定不正行為が確認された研究機関において、体制整

備等に改善をồめる必要があることが確認された場合

② 間᥋経費の๐ῶ

文部科学省が管理条件の履行状況について行う確認の結果において、管理

条件の履行が認められないと文部科学省が判断した場合、➇த的㈨㔠の配分

機関は、その研究機関に対する➇த的㈨㔠における⩣ᖺᗘ௨㝆の㛫接⤒㈝ᥐ

⨨㢠を୍定合๐ῶする。
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条件の履行が認められないと文部科学省が判断した場合、➇த的㈨㔠の配分

機関は、その研究機関に対する➇த的㈨㔠における⩣ᖺᗘ௨㝆の㛫接⤒㈝ᥐ

⨨㢠を୍定合๐ῶする。
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㛫接⤒㈝ᥐ⨨㢠の๐ῶ合については、文部科学省による確認の結果に応

じて、ẁ㝵的にᘬࡆୖࡁ、そのୖ㝈を㛫接⤒㈝ᥐ⨨㢠の㸯㸳㸣とする。㛫接

⤒㈝ᥐ⨨㢠の๐ῶ合のᇶ準については、文部科学省がูに定めることとす

る。

ճ 㓄分の停止

㛫接⤒㈝をୖ㝈まで๐ῶするᥐ⨨をㅮずることをỴ定したᚋも、文部科学

省が管理条件の履行が認められないと判断した場合は、➇த的㈨㔠の配分機

関は、その研究機関に対する⩣ᖺᗘ௨㝆の➇த的㈨㔠の配分をṆする。

なお、ୖグձからճまでのᥐ⨨のゎ㝖は、௨ୗによるものとする。

・ձのᥐ⨨は、研究機関において管理条件を╔実に履行していると文部科

学省が判断した時Ⅼで、文部科学省がゎ㝖する。

・ղのᥐ⨨は、研究機関において管理条件を╔実に履行している、又は管

理条件の履行に進ᒎがあると文部科学省が判断した場合、配分機関がそ

の⩣ᖺᗘにゎ㝖する。

・ճのᥐ⨨は、研究機関において管理条件を╔実に履行している、又は管

理条件の履行に進ᒎがあると文部科学省が判断した時Ⅼで、配分機関が

ゎ㝖する。

（２）㎿㏿な調査の☜ಖ

➇த的㈨㔠の配分機関は、当該➇த的㈨㔠の配分により行ࢃれた研究活動

において特定不正行為の疑いがあるがⓎぬしたにもかかࢃらず、正当な

理⏤なく研究機関による調査が㐜れた場合は、当該➇த的㈨㔠における⩣ᖺ

ᗘ௨㝆の㸯かᖺᗘの㛫接⤒㈝ᥐ⨨㢠を୍定合๐ῶする。

㛫接⤒㈝ᥐ⨨㢠の๐ῶ合については、ୖ㝈を㛫接⤒㈝ᥐ⨨㢠の㸯㸮㸣と

し、配分機関がಶูに定めるものとする。

㸺㸺㓄分機関が実する事項㸼㸼

○⤌⧊としての管理責任に対する研究機関の措置をㅮࡌることができるࡼう、

㓄分機関の規程等を整備すること、及び㓄分機関がㅮࡌる措置の内容について、

競争的資金のබເ要㡿や委託契約書（付属資料を含む。）等に記載し、研究機

関がそれをあࡵࡌࡽᢎ▱してᛂເ又は契約するࡼうに取りィࡽうこと

㸱 措置内容のබ表

文部科学省ཬࡧ配分機関等は、ୖ グ㸯ཬࡧ㸰にᥖࡆるᥐ⨨をỴ定したとࡁは、

これを㏿やかに公表する。
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➨㸳⠇ 文部⛉学┬にࡼる調査と支

㸯 研究活動にࡅ࠾る不正行為の⥅⥆的な対ᛂ

文部科学省は、有識者による検討の場を設け、本ガイドラインの実施等に関

してフォローアップするとともに、必要に応じて本ガイドラインの見直し等を

行う。

２ ᒚ行状況調査の実

文部科学省は、各研究機関における本ガイドラインを踏まえた体制整備の状

況等を適切に把握するため、研究機関に対し定期的に履行状況調査を実施し、

その結果を公表する。履行状況調査は、書面、面接若しくは現地調査又はその

組合せにより行う。履行状況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認

された場合、当該研究機関に対し管理条件を付すなどにより指導・助言を行う。

㸱 研究理ᩍ⫱に関するࣟࣉグ࣒ࣛの開発᥎㐍

文部科学省は、日本学術会議や配分機関と連携し、研究倫理教育に関する標

準的なプログラムや教材の作成を推進する。研究現場の実情や研究活動の多様

性、研究分野の特性等も踏まえつつ、実効性の高い研究倫理教育に関するプロ

グラムとするために支援を行い内容の改善を図る。

㸲 研究機関にࡅ࠾る調査体制の支

特定不正行為の疑いが生じた場合には、まず研究機関において調査を行うこ

とになるが、当該研究機関だけでは十分な対応が困難な場合も考えられる。こ

のため、文部科学省は、研究機関において十分な調査を行える体制にないと判

断する場合は、研究機関に対し適時助言を行うとともに、日本学術会議や配分

機関と連携し、専門家の選定・派遣を行うなど調査を適切かつ円滑に進めるた

めに必要な支援を行う。
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（参考資料㸯）
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（参考資料２）

調査結果の報告書に盛り込むべき事項

□ 経緯・概要

○ 発覚の時期及び契機（※「告発」の場合はその内容・時期等）

○ 調査に至った経緯等

□ 調査

○ 調査体制（※調査機関に属さない外部有識者を含む調査委員会の設置）

○ 調査内容

・調査期間

・調査対象（※対象者、対象研究活動、対象経費〔競争的資金等、基盤的経費〕）

・調査方法・手順（例：書面調査〔当該研究活動に係る論文や実験・観察ノート、

生データ等の各種資料の精査等〕、関係者のヒアリング、

再実験を行った場合は、その内容及び結果等）

・調査委員会の構成（氏名・所属を含む。）、開催日時・内容等

□ 調査の結果（特定不正行為の内容）

○ 認定した特定不正行為の種別（例：捏造、改ざん、盗用）

○ 特定不正行為に係る研究者（※共謀者を含む。）

①特定不正行為に関与したと認定した研究者（氏名（所属・職（※現職））、研究者番号）

②特定不正行為があったと認定した研究に係る論文等の内容について責任

を負う者として認定した研究者（氏名（所属・職（※現職））、研究者番号）

○ 特定不正行為が行われた経費・研究課題

〈競争的資金等〉

・制度名

・研究種目名、研究課題名、研究期間

・交付決定額又は委託契約額

・研究代表者氏名（所属・職（※現職））、研究者番号

・研究分担者及び連携研究者氏名（所属・職（※現職））、研究者番号

〈基盤的経費〉

・運営費交付金

・私学助成金

○ 特定不正行為の具体的な内容（※可能な限り詳細に記載すること）

・手法

・内容

・特定不正行為と認定した研究活動に対して支出された競争的資金等又は

基盤的経費の額及びその使途

○ 調査を踏まえた機関としての結論と判断理由

□ 調査機関がこれまで行った措置の内容

（例）競争的資金等の執行停止等の措置、関係者の処分、論文等の取下げ勧告等

□ 特定不正行為の発生要因と再発防止策

○ 発生要因（不正が行われた当時の研究機関の管理体制、必要な規程の整

備状況を含む。）（※可能な限り詳細に記載すること）

○ 再発防止策
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ᓊᮏ ႐ஂ㞝 㸦㐃 ᦠ  ဨ 㸧 ᮾிᕤᴗᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ

ᕷᕝ ᐙᅧ 㸦≉௵㐃ᦠဨ㸧 ಙᕞᏛ་Ꮫ㒊≉௵ᩍᤵ

ᕝ⏿ ⚽᫂ 㸦≉௵㐃ᦠဨ㸧 ᠕⩏ሿᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ

ᮏᅇ⟅ࡢసᡂᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ௨ୗࡢ⫋ဨࡀົཬࡧㄪᰝࢆᢸᙜࠋࡓࡋ  

 ົ ྜྷఫ ၨస ⏬ㄢㄢ㛗

┒⏣ ㅬ 参ᐁ㸦審議➨ᢸᙜ㸧

ྜྷ⏣ ⌮Ꮚ ⏬ㄢㄢ㛗⿵బ

ᯇᐑ ᚿ㯞 参ᐁ㸦審議➨ᢸᙜ㸧参ᐁ⿵బ

▼ᶫ ஂ ⏬ㄢ審ᰝಀ㛗

ኴ⏣ ⤮㔛 参ᐁ㸦審議➨ᢸᙜ㸧ᑓ㛛⫋

ㄪ ᰝ ㎷  ᫂Ꮚ ୖᖍᏛ⾡ㄪᰝဨ

i 

せ       ᪨

㸯 సᡂࡢ⫼ᬒ

研究健全性問題について、文部科学省ࡣ、ᚑ᮶、「研究活動の不正行為への対応のガイド

ラインについて」（平成 18年８月）にᇶ࡙いて対応ࡋてࡑ、ࡀࡓࡁの後ࡶ᪂࡞ࡓ研究不正

に関ࢃる案ࡀ㉳ࡓࡓࡁめ、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライ

ン」（平成 26年８月、文部科学⮧Ỵᐃ）をබ⾲ࢀࡇࠋࡓࡋにకい、平成 26年７月 26日

に文部科学省科学技術・学術政策局長から日本学術会議会長宛てに審議依頼（ཧ⪃㈨ᩱ１）

ࠋࡓࢀらࡏᐤࡀ

㸰 審議ࡢ経過

文部科学省からの審議依頼をཷけ、検討すࡁ項ࡋて௨ୗのⅬについて審議ࠋࡓࡋ

ࠐ ≉ᐃ不正行為（ᤐ㐀、ᨵࢇࡊ、┐⏝）௨እの不正行為の⠊ᅖ（㔜ᢞ✏・࢜ーࢧーࢩ

（方等ࡾのᅾࣉࢵ

ࠐ 研究⪅ࡋて࠼ࡲࡁࢃるࡁᇶ本ⓗ࡞ὀព⩏ົ、୪びにᐇ㦂ࢹーࢱ等のಖᏑのᮇ㛫及

び方ἲ（研究分㔝の≉性に応ࡓࡌ検討）

ࠐ の研究健全に関する項ࡑ

ࠐ 研究⌮ᩍ⫱に関するཧ↷ᇶ‽

ࠐ ྛ学の研究不正対応に関するつ⛬のࣔࣝࢹ

日本学術会議科学研究における健全性の向上に関する検討委員会研究健全性問題検討分

科会࡛７、ࡣ回の分科会を開催するࡶに、学術フォーラム「科学研究における健全性

の向上－研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインへの対応－」を開催

らにฟᖍ⪅にࡉ、㉁応答を行い⪅研究ᶵ関関ಀ⪅、୪びに研究ࡓࡗࡲて全ᅜから㞟ࡋ

ࠋࡓࢀධࡾて、㐺ᐅ᥇ࡋពぢをྫྷࡓࢀらࡏᐤ、ࡾをࢺーࢣン

３ ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࠊᨵࠊࢇࡊ┐⏝㸧௨እࡢṇ⾜Ⅽࡢ⠊ᅖ㸦㔜ᢞ✏࣭ࢩ࣮ࢧ࣮࢜

᪉➼㸧ࡾᅾࡢࣉࢵ

ձ ᪉ࡾᅾࡢࣉࢵࢩ࣮ࢧ࣮࢜

研究成ᯝのⓎ⾲≀（ㄽ文）の「ⴭ⪅」࡞るࡁ࡛ࡀࡇるせ௳ࡣ、ᙜヱ研究の中࡛㔜

せ࡞㈉⊩をᯝࡋࡓている࠶࡛ࡇるࢀࡇ、ࡋࡔࡓࠋらのせ௳についてࡣ研究分㔝にࡗࡼ

てゎ㔘にᖜ࠶ࡀるࡇから、ྛ研究分㔝の研究⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥのྜពにᇶ࡙いてุ᩿ࡉ

ห行する学術ㄅにࡀて、ྛ研究ᶵ関及びྛ学会ࡋ上グの㊃᪨に๎ࠋる࠶の࡛ࡶࡁるࢀ

おいて࢜ࡣーࢧーࣉࢵࢩに関するつ⛬をᐃめてබ⾲す࠶࡛ࡁるࠋ

ղ 㔜ᢞ✏ࡢ⚗Ṇ

㔜ᢞ✏ࡣ、不ᚲせ࡞ᰝㄞにࡾࡼの研究⪅の㛫を↓㥏にするࡔけ࡛ࡃ࡞、≉ᐃの

ࡉཝに⚗Ṇ、ࡾ࡞にࡇらすࡓࡶードをࣜࢫ࣑るࡼにࡇるࡏぢࡃを♧すㄽ文をከ࠼⪄

ห行する学術ㄅにおいࡀて、ྛ研究ᶵ関及びྛ学会ࡋ上グの㊃᪨に๎ࠋる࠶࡛ࡁるࢀ

てࡣ㔜ᢞ✏に関するつ⛬をᐃめてබ⾲す࠶࡛ࡁるࠋ

ii
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㸲 ᮇ㛫ཬࡢಖᏑࡢ➼ࢱ࣮ࢹᐇ㦂ࡧ୪ࠊົ⩏ὀព࡞ᇶᮏⓗࡁࡿ࠼ࡲࡁࢃ࡚ࡋ⪅✲◊

ウ㸧᳨ࡓࡌᛂᛶ≉ࡢ᪉ἲ㸦◊✲ศ㔝ࡧ

研究⪅にࡣ本᮶、⮬らの研究活動にࡗࡼて⏕ࡳฟࢹࡓࢀࡉーࡸࢱヨᩱを、࠼ࡉチࡏ

ฟࡳ⏕研究࡛ࡓࢀࡉてᐇࡗࡼ㈨㔠に࡞බⓗࠋる࠶ࡀḧồ࡞↛⮬࠺い࠺ࡼࡋ⟶Ọஂಖࡤ

らࢀࡑ、からࡇ᭷するࡶての性᱁ࡋ⏘බⓗ㈨ࡣ等ࢱーࢹる࡞ࡶのࡑࡸ成ᯝࡓࢀࡉ

を㐺ษに⟶⌮・ಖᏑࡋ、ᚲせに応ࡌて開♧するࡣࡇ、研究⪅及び研究ᶵ関にㄢࡏらࡓࢀ

㈐ົ࡛࠶るࠋ

ㄽ文等のᙧ࡛Ⓨ⾲ࡓࢀࡉ研究成ᯝのࡓࡗ࡞ࡶᐇ㦂ࢹーࢱ等の研究㈨ᩱࡣ、ᙜヱㄽ文

等のⓎ⾲から 10 年㛫のಖᏑをཎ๎するࠋヨᩱࡸᶆ本࡞の᭷య≀について５ࡣ年㛫を

ཎ๎するࡋࡔࡓࠋ、ಖᏑࡀ不ྍ⬟࡞いࡣࡋⴭࡃࡋᅔ㞴࡛࠶る、ಖᏑのࡓめのࢫࡸࢺࢫࢥ

ࠋい࡞ࡣ࡛ࡾの㝈ࡇࡣるሙྜ࠶ࡀ⏤⌮い࡞をᚓࡴ会㏻ᛕ上、Ṇ♫࡞、る࡞に⭾ࡀࢫー࣌

ࠋ࠺にᚑࢀࡑࡣるሙྜに࠶ࡀ⛬等のᢅいに≉ẁのつࢱーࢹ、࡞会ㄪᰝ♫ࡸ་⒪分㔝ࡓࡲ

㈨ᩱ等のಖᏑࢀࡑ、ࡣらを⏕ࡳฟࡓࡋ研究⪅⮬㌟ࡀࡓる㈐௵を㈇ࠋ࠺研究ᐊᐓ⪅ࡸ

研究ᶵ関ࡣ、研究⌮ᩍ⫱の୍⎔ࡋて㈨ᩱಖᏑに関ࢃるၨⓎを行ࡶ࠺に㈨ᩱಖᏑの

⎔ቃᩚഛにດめ࡞け࡞ࡤࢀら࡞いࡓࡲࠋ、研究⪅の㌿ฟに㝿ࡋて、ಖᏑ対㇟࡞るࡶのの

≧ἣを☜認ࡋ、後日ᚲせࡓࡗ࡞ሙྜの㏣㊧ྍ⬟性をᢸಖࡋておࡀࡇࡃồめらࢀるࠋ

㸳 㡯ࡿࡍ㛵◊✲ࡢࡑ

๓㏙の≉ᐃ不正行為࢜ࡸーࢧーࣉࢵࢩ、㔜ᢞ✏、研究に⏝いࡓ㈨ᩱࢹࡸーࢱ等の㐺ษ

┈┦（conflict of interest）、ࡎࡤに及࠺いࡣㅖつ⛬の㑂ᏲࡸಖᏑ௨እに、ἲ௧࡞

に対する㐺ษ࡞対応ࡸの研究⪅に対するබ正࡞ホ౯࡞、研究健全のࡓめに㑂Ᏺす

ࠋる࠶ࡀ࡞の研究のホ౯ࡸて┈┦ࡋ項ࡁ

ձ ┈┦࡚࠸ࡘ

┈┦から␗࡞るᐖにࡾࡼ研究にࣂイࡾࡓࡌ⏕ࡀࢫ、ᩍ⫱活動にᝏいᙳ㡪ࡀฟ

ࠋる࡞ࡶにࡇるࢀࢃኻࡀ研究ᶵ関に対する♫会からのಙ頼、ࡓࡲࠋる࠶ࡀࢀするᜍࡾࡓ

ࡗࡓるྍ⬟性をᣢつ研究を㐙行するにᙜࡌ⏕ࡀめ、⏘学㐃ᦠᐇにకい┈┦ࡓのࡇ

てࡣ、研究ᐇయの᫂☜研究成ᯝの⟶⌮࡞㐺ษに対応するࡀࡇồめらࢀるࠋ

ղ ࡢ✲◊ࡢホ౯࡚࠸ࡘ

ㄽ文のᰝㄞにおいて、ᰝㄞ⪅ࡀᙜヱ分㔝においてㄽ文ⴭ⪅➇த関ಀに࠶るሙྜࡸ␗

ሙྜにᢞ✏ㄽ文に対する࡞࠺ࡼのࡑ、ࡀᚓるࡾࡇ㉳ࡶる学ㄝ・ᛮ・ಙ᮲をᣢつሙྜ࡞

ᰝㄞを⌮不ᑾにཝࡾࡓࡋࡃࡋ、ᰝㄞ㐣⛬をពᅗⓗに㐜らࡾࡓࡏするࡣࡇ࡞࠺ࡼཝにᡄ

めࡃ࡞て࡞ࡣら࡞いࡓࡲࠋ、➇தⓗ㈨㔠の審ᰝにおいてࡣ、┈┦のつ⛬を㑂Ᏺする

のࡣᙜ↛࡛࠶るࡀ、つ⛬に᭩かࢀている௨እ࡛ࡶ、審ᰝにᙳ㡪を࠼る࡞࠺ࡼ関ಀ

ࠋるࢀてồめらࡋ⌮研究⪅ࡀࡇら㎡㏥する⮬、ࡣるሙྜに࠶の㛫に⪅ㄳ⏦ࡀ

㸴 ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ参↷ᇶ‽

科学の健全࡞Ⓨᒎのࡓめにࡣ、研究⪅ࡑࡀの行動を⮬らᚊするࡓめの研究⌮ᩍ⫱を☜

❧するᚲせ࠶ࡀるྛࠋ研究ᶵ関ࡀ㈐௵をᣢࡗて研究⌮ᩍ⫱をᐇする㝿に୍ᐃの㉁ಖド

iii
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㸲 ᮇ㛫ཬࡢಖᏑࡢ➼ࢱ࣮ࢹᐇ㦂ࡧ୪ࠊົ⩏ὀព࡞ᇶᮏⓗࡁࡿ࠼ࡲࡁࢃ࡚ࡋ⪅✲◊

ウ㸧᳨ࡓࡌᛂᛶ≉ࡢ᪉ἲ㸦◊✲ศ㔝ࡧ

研究⪅にࡣ本᮶、⮬らの研究活動にࡗࡼて⏕ࡳฟࢹࡓࢀࡉーࡸࢱヨᩱを、࠼ࡉチࡏ

ฟࡳ⏕研究࡛ࡓࢀࡉてᐇࡗࡼ㈨㔠に࡞බⓗࠋる࠶ࡀḧồ࡞↛⮬࠺い࠺ࡼࡋ⟶Ọஂಖࡤ

らࢀࡑ、からࡇ᭷するࡶての性᱁ࡋ⏘බⓗ㈨ࡣ等ࢱーࢹる࡞ࡶのࡑࡸ成ᯝࡓࢀࡉ

を㐺ษに⟶⌮・ಖᏑࡋ、ᚲせに応ࡌて開♧するࡣࡇ、研究⪅及び研究ᶵ関にㄢࡏらࡓࢀ

㈐ົ࡛࠶るࠋ

ㄽ文等のᙧ࡛Ⓨ⾲ࡓࢀࡉ研究成ᯝのࡓࡗ࡞ࡶᐇ㦂ࢹーࢱ等の研究㈨ᩱࡣ、ᙜヱㄽ文

等のⓎ⾲から 10 年㛫のಖᏑをཎ๎するࠋヨᩱࡸᶆ本࡞の᭷య≀について５ࡣ年㛫を

ཎ๎するࡋࡔࡓࠋ、ಖᏑࡀ不ྍ⬟࡞いࡣࡋⴭࡃࡋᅔ㞴࡛࠶る、ಖᏑのࡓめのࢫࡸࢺࢫࢥ

ࠋい࡞ࡣ࡛ࡾの㝈ࡇࡣるሙྜ࠶ࡀ⏤⌮い࡞をᚓࡴ会㏻ᛕ上、Ṇ♫࡞、る࡞に⭾ࡀࢫー࣌

ࠋ࠺にᚑࢀࡑࡣるሙྜに࠶ࡀ⛬等のᢅいに≉ẁのつࢱーࢹ、࡞会ㄪᰝ♫ࡸ་⒪分㔝ࡓࡲ

㈨ᩱ等のಖᏑࢀࡑ、ࡣらを⏕ࡳฟࡓࡋ研究⪅⮬㌟ࡀࡓる㈐௵を㈇ࠋ࠺研究ᐊᐓ⪅ࡸ

研究ᶵ関ࡣ、研究⌮ᩍ⫱の୍⎔ࡋて㈨ᩱಖᏑに関ࢃるၨⓎを行ࡶ࠺に㈨ᩱಖᏑの

⎔ቃᩚഛにດめ࡞け࡞ࡤࢀら࡞いࡓࡲࠋ、研究⪅の㌿ฟに㝿ࡋて、ಖᏑ対㇟࡞るࡶのの

≧ἣを☜認ࡋ、後日ᚲせࡓࡗ࡞ሙྜの㏣㊧ྍ⬟性をᢸಖࡋておࡀࡇࡃồめらࢀるࠋ

㸳 㡯ࡿࡍ㛵◊✲ࡢࡑ

๓㏙の≉ᐃ不正行為࢜ࡸーࢧーࣉࢵࢩ、㔜ᢞ✏、研究に⏝いࡓ㈨ᩱࢹࡸーࢱ等の㐺ษ

┈┦（conflict of interest）、ࡎࡤに及࠺いࡣㅖつ⛬の㑂ᏲࡸಖᏑ௨እに、ἲ௧࡞

に対する㐺ษ࡞対応ࡸの研究⪅に対するබ正࡞ホ౯࡞、研究健全のࡓめに㑂Ᏺす

ࠋる࠶ࡀ࡞の研究のホ౯ࡸて┈┦ࡋ項ࡁ

ձ ┈┦࡚࠸ࡘ

┈┦から␗࡞るᐖにࡾࡼ研究にࣂイࡾࡓࡌ⏕ࡀࢫ、ᩍ⫱活動にᝏいᙳ㡪ࡀฟ

ࠋる࡞ࡶにࡇるࢀࢃኻࡀ研究ᶵ関に対する♫会からのಙ頼、ࡓࡲࠋる࠶ࡀࢀするᜍࡾࡓ

ࡗࡓるྍ⬟性をᣢつ研究を㐙行するにᙜࡌ⏕ࡀめ、⏘学㐃ᦠᐇにకい┈┦ࡓのࡇ

てࡣ、研究ᐇయの᫂☜研究成ᯝの⟶⌮࡞㐺ษに対応するࡀࡇồめらࢀるࠋ

ղ ࡢ✲◊ࡢホ౯࡚࠸ࡘ

ㄽ文のᰝㄞにおいて、ᰝㄞ⪅ࡀᙜヱ分㔝においてㄽ文ⴭ⪅➇த関ಀに࠶るሙྜࡸ␗

ሙྜにᢞ✏ㄽ文に対する࡞࠺ࡼのࡑ、ࡀᚓるࡾࡇ㉳ࡶる学ㄝ・ᛮ・ಙ᮲をᣢつሙྜ࡞

ᰝㄞを⌮不ᑾにཝࡾࡓࡋࡃࡋ、ᰝㄞ㐣⛬をពᅗⓗに㐜らࡾࡓࡏするࡣࡇ࡞࠺ࡼཝにᡄ

めࡃ࡞て࡞ࡣら࡞いࡓࡲࠋ、➇தⓗ㈨㔠の審ᰝにおいてࡣ、┈┦のつ⛬を㑂Ᏺする

のࡣᙜ↛࡛࠶るࡀ、つ⛬に᭩かࢀている௨እ࡛ࡶ、審ᰝにᙳ㡪を࠼る࡞࠺ࡼ関ಀ

ࠋるࢀてồめらࡋ⌮研究⪅ࡀࡇら㎡㏥する⮬、ࡣるሙྜに࠶の㛫に⪅ㄳ⏦ࡀ

㸴 ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ参↷ᇶ‽

科学の健全࡞Ⓨᒎのࡓめにࡣ、研究⪅ࡑࡀの行動を⮬らᚊするࡓめの研究⌮ᩍ⫱を☜

❧するᚲせ࠶ࡀるྛࠋ研究ᶵ関ࡀ㈐௵をᣢࡗて研究⌮ᩍ⫱をᐇする㝿に୍ᐃの㉁ಖド

iii

を☜ಖするࡓめ、本ཧ↷ᇶ‽ࡣᩍ⫱ㄢ⛬స成のガイドライン࡞るࡇを目ⓗࡋているࠋ

බⓗ㈨㔠の᭷↓にかかࢃらࡎ、研究ᶵ関にᒓする全ての研究⪅（研究ᐊᐓ⪅、ࢫ࣏ドࢡ

等をྵࡴ）、学⏕（学㝔⏕、学部⏕）及び⫋員ࡀ研究⌮ᩍ⫱の対㇟ࡾ࡞、研究分㔝に

ෆᐜを⣔⤫ⓗ࡞めに、㐺ษかつ⥙⨶ⓗࡓラ࡛ࣝ㧗い研究⌮を㌟にけるࢿ࢙ࢪい࡞らࡼ

に学ಟするࡀࡇồめらࢀるྛࠋ対㇟⪅に対ࡋて、ࢀࡒࢀࡑに応ࡓࡌ研究⌮ᩍ⫱を研究

ᶵ関ࡀ㈐௵をᣢࡗて、e-learning 等✚ᴟⓗに活⏝ࡋて学ಟをᗈめるࡶに方向ᆺの

ᩍ⫱ࢢࣟࣉラムࡏࢃྜࡳ⤌る࡞ᩍ⫱ຠᯝを㧗めるᕤኵࡶồめらࢀるࡓࡲࠋ、ྛ研究ᶵ

関においてࡣ、ᩍ⫱の㉁ಖドのࢹࣅ࢚ンࡋࢫてホ౯を行い、༢認ᐃࡸಟドのⓎ行を

行ࡶ࠺にᐃᮇⓗ࡞（研究⪅においてࡣᑡ５ࡶࡃ࡞年ࡈ）学ಟᶵ会のᥦ౪ࡀồめら

༑分にࡶ㝈⏺について⏝研究ᶵ関࡛学ಟする研究⌮ᩍ⫱のຠྛ、ࡣ⪅研究ࡓࡲࠋるࢀ

⌮ゎࡀ࡞ࡋら、ᕷẸからのಙ頼をษら࡞い࠺ࡼにດめるࡀࡇᮃࢀࡲるࠋ

㸵 ྛᏛࡢ◊✲ṇᑐᛂ㛵ࡿࡍつ⛬ࣝࢹࣔࡢ

つ⛬のࣔࣝࢹについてࡣ、௨ୗの方㔪࡛స成ࠋࡓࡋ「研究活動上の不正行為の㜵Ṇ及び対

応に関するࣔࣝࢹつ⛬」ࡣ、文部科学省からබ⾲ࢀࡉているガイドラインをྛ学ࡀ学ෆ

つ⛬ࡋてලయするࡓめのཧ⪃に౪するࡶの࡛࠶るࠋᚑࡗて、ガイドライン࡛⏝いらࢀ

ている⪃࠼方ྜᩚ性をるࡶに、࢟ー࡞る文ゝࡸᮇ㛫等のᩘᏐについてࡣガイド

ラインをࡑのࡲࡲ᥇⏝ࡋているࡓࡲࠋ、文部科学省からの審議依頼ࡣ、⊃⩏の研究不正へ

の対応に関するࣔࣝࢹつ⛬のస成いࡓࡓࡗ࠶࡛ࡇ࠺め、本ࣔࣝࢹつ⛬にࡣ研究㈝の不

正⏝ࡸ┈┦に関する対応つᐃࡾ┒ࡣ㎸ࢀࡲてい࡞いࠋ
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㸯 ࡵࡌࡣ

(1) ᮏᅇ⟅సᡂࡢ⫼ᬒ

研究健全性問題について、文部科学省ࡣ、ᚑ᮶、「研究活動の不正行為への対応のガイ

ドラインについて」（平成 18年８月、科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関す

る≉ู委員会）にᇶ࡙いて対応ࡋてࡋࠋࡓࡁかࡑ、ࡋの後、ᵝ࡞ࠎ᪂࡞ࡓ研究不正に関

め、平成ࡓࡓࡁ㉳ࡀる案ࢃ 25年８月、「研究における不正行為・研究㈝の不正⏝に

関するࢡࢫࢱフォーࢫ」をタ⨨ࡋ、今後の対応策について㞟中ⓗに検討を行い、ྠ年９

月にྲྀࡲࡾめをබ⾲ࢀࡇࠋࡓࡋを㋃ࡓ࠼ࡲ、「「研究活動の不正行為への対応のガイド

ライン」のぢ┤ࡋ・㐠⏝ᨵၿ等に関する༠ຊ⪅会議」の審議のࡲめ（平成 26年２月）

を⤒て、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26 年８

月、文部科学⮧Ỵᐃ）をබ⾲ࡇࠋࡓࡋのガイドラインࡣ平成 27年４月から㐺⏝ࢀࡉる

にకい、平成ࢀࡇࠋる࡞にࡇ 26年７月 26日に文部科学省科学技術・学術政策局長か

ら日本学術会議会長宛てに審議依頼（ཧ⪃㈨ᩱ１）ࡀᐤࡏらࠋࡓࢀ

(2) 審議ࡢ経過

文部科学省からの審議依頼をཷけ、検討すࡁ項ࡋて௨ୗのⅬについて審議ࠋࡓࡋ

ࠐ ≉ᐃ不正行為（ᤐ㐀、ᨵࢇࡊ、┐⏝）௨እの不正行為の⠊ᅖ（㔜ᢞ✏・࢜ーࢧ

ーࣉࢵࢩのᅾࡾ方等）

ࠐ 研究⪅ࡋて࠼ࡲࡁࢃるࡁᇶ本ⓗ࡞ὀព⩏ົ、୪びにᐇ㦂ࢹーࢱ等のಖᏑのᮇ

㛫及び方ἲ（研究分㔝の≉性に応ࡓࡌ検討）

ࠐ の研究健全に関する項ࡑ

ࠐ 研究⌮ᩍ⫱に関するཧ↷ᇶ‽

ࠐ ྛ学の研究不正対応に関するつ⛬のࣔࣝࢹ

日本学術会議࡛ࡇ、ࡣの審議依頼に回答するࡓめに科学研究における健全性の向上に

関する検討委員会に研究健全性問題検討分科会をタ⨨ࡋて審議を行ࠋࡓࡗ審議に㝿ࡋて、

７回の分科会を開催するࡶに、平成 27 年２月５日に日本学術会議催学術フォー

ラム「科学研究における健全性の向上－研究活動における不正行為への対応等に関する

ガイドラインへの対応－」（於、日本学術会議講堂）を開催ࡋて回答案のせ᪨を♧ࡓࡋ上

࡛、全ᅜから㞟ࡓࡗࡲ研究ᶵ関関ಀ⪅、୪びに研究⪅㉁応答を行い、ࡉらにンࢣ

ーࢺにࡼるពぢ⫈ྲྀを行い、㐺ᐅ、回答案のಟ正を行ࠋࡓࡗ

1 
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㸰 審議౫㢗ྛࡓࡅཷࢆ㡯㛵᳨ࡿࡍウ

(1) ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࠊᨵࠊࢇࡊ┐⏝㸧௨እࡢṇ⾜Ⅽࡢ⠊ᅖ㸦㔜ᢞ✏࣭࣮ࢧ࣮࢜

᪉➼㸧ࡾᅾࡢࣉࢵࢩ

ձ ᪉ࡾᅾࡢࣉࢵࢩ࣮ࢧ࣮࢜

研究成ᯝのⓎ⾲≀（ㄽ文）の「ⴭ⪅」࡞るࡁ࡛ࡀࡇるせ௳ࡣ、ᙜヱ研究の中࡛

㔜せ࡞㈉⊩をᯝࡋࡓている࠶࡛ࡇるࠋࡤ࠼、ձ研究の⏬・ᵓ、ⱝࡣࡃࡋㄪᰝ・

ᐇ㦂の㐙行に本㉁ⓗ࡞㈉⊩、ཪࡣᐇ㦂・ほ ࢹーࢱのྲྀᚓࡸゎᯒ、ཪࡣ⌮ㄽⓗゎ㔘ࡸ

ղㄽ文のⲡ✏を、ࡇているࡋ࡞ᐤを࡞ᙜヱ研究に対するᐇ㉁ⓗ、࡞ᵓ⠏ࣝࢹࣔ

ᇳ➹ࡾࡓࡋ、ㄽ文の㔜せ࡞⟠ᡤに関するពぢを⾲᫂ࡋてㄽ文の成にᐤࡋているࡇ

の全てのせ௳を、ࡇるࡁㄽ文のෆᐜについてㄝ࡛᫂、ࡋճㄽ文の᭱⤊∧を承認、

るࢀら࠼⪄ࡀࡇをするࣉࢵࢩーࢧー࢜てのࡋ⪅す⪅についてⴭࡓ‶ 1 ࡔࡓࠋ

から、ྛ研究分㔝ࡇる࠶ࡀてゎ㔘にᖜࡗࡼ研究分㔝にࡣらのせ௳についてࢀࡇ、ࡋ

の研究⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥのྜពにᇶ࡙いてุ᩿ࢀࡉるࡶࡁの࡛࠶るࠋ」ᩘのⴭ⪅ࡀᏑ

ᅾするሙྜ、ྛⴭ⪅ࡀᙜヱㄽ文についての࡞࠺ࡼ役割をᯝࡋࡓているのかを᫂♧す

るࡀࡇᮃࡋࡲいࠋ

ᙜヱ研究の㐙行にᐤࡗ࠶࡛⪅ࡓࡋてࡶ「上グの᮲௳を全て‶ࡓす」࡞ࡀࡇい⪅

についてࡣ、ㅰ㎡(Acknowledgement)にグ㍕するࡀࡇ㐺ᙜ࠼⪄らࢀるࠋࡤ࠼、ᙜ

ヱ研究のࡓめの㈨㔠ㄪ㐩ࡸ研究ࣝࢢーࣉの┘ಟを行ࡔ࠺け࡛ࡣ、ⴭ⪅㈨᱁のᵓ成せ௳

を‶ࡓすࡇに࡞ࡣら࡞いࠋ

ⴭ⪅ࡋてのせ௳を‶࡞ࡉࡓい⪅をⴭ⪅ࡋてグ㍕するࢠࡣࡇフ࢜・ࢺーࢧーࢩ

⪅ⴭ、ࡀ⪅すࡓ‶てのせ௳をࡋ⪅ⴭࡋ⫣方、ᙜヱ研究に本㉁ⓗに㈉୍ࠋる࡞にࣉࢵ

ࢀら࠼にⴭ⪅にຍࡋ࡞ᙜேの承ㅙࡓࡲࠋる࠶不ᙜ࡛ࡃࡋⴭࡣࡇい࡞ࢀࡉてグ㍕ࡋ

るࡶࡇ不ᙜ࡛࠶るࠋ

ⴭ⪅に࡞るࡣࡇ、ᙜヱ研究成ᯝにおいてྛ⮬ࡀᢸᙜࡓࡋ部分についてຌ⦼の認▱

をᚓるࡶに㈐௵を㈇࠶࡛ࡇ࠺るࠋᙜヱ研究成ᯝのྛࠎの部分について、のⴭ

⪅にຌ⦼ࡓࡲࡾ࠶ࡀ㈐௵を㈇࠺のかࡣ、研究に関ࡓࡗࢃ⪅全員の㛫࡛認㆑をඹ㏻にࡋ

てお࠶࡛ࡁࡃるࠋ

日本࡛࡛࢜ࡲࢀࡇ、ࡣーࢧーࣉࢵࢩについて「上グのせ௳を全て‶ࡓす」࡞ࡀࡇ

♧ࡸ♧タのᥦ౪、㈨㔠ᥦ౪、ㄽ文のᶒጾけ、࿘▱の⌮ㄽのᩍࡸ研究タഛ、ࡶてࡃ

၀・ຓゝをࡔࡓࡋけの⪅をⴭ⪅にຍ࠼るࡀࡇ分㔝にࡗࡼて័ࡣ行ࡋて行ࢀࢃて᮶

ࢀら࠼⪄のࡶ࡞ᙧᘧⓗࡀ「ㅰ㎡(Acknowledgement)」ࡣて、日本࡛ࡋ⏤⌮のࡑࠋࡓ

、ពを認めて࡞ࡁにㅰ㎡࡛のゝ及に࠺ࡼḢ⡿の、ࡣ今後ࠋる࠶め࡛ࡓࡓࡗ࠶࡛ࡕࡀ

ᙜヱ研究成ᯝに㈐௵をᣢつⴭ⪅ㅰ㎡にグ㍕ࢀࡉる⪅を分けるࡀࡇồめらࢀる࡞ࠋ

お、」ᩘのⴭ⪅のグ㍕㡰についてࡣ、分㔝にࡗࡼてᅜ㝿័⩦ࡗ࡞␗ࡀているࡇから、

ྛ分㔝のྜពにᇶ࡙いてグ㍕す࠶࡛ࡁるࠋ

1 めの⤫୍つᐃ：⏕་学ࡓᅜ㝿་学㞧ㄅ⦅㞟⪅委員会、toukoukitei.netヂ「⏕་学㞧ㄅへのᢞ✏の、ࡣのⅬについてࡇ

のⓎ⾲に関するᇳ➹⦅㞟」2010年 4月ᨵゞ∧をཧ↷ࠋhttp://www.toukoukitei.net/i4aURM201004.html（平成 26年 10

月 13日㜀ぴ）ࠋ本回答࡛ࡣ、上グをཧ↷ࡓࡋ上࡛、⊂⮬のぢゎを♧ࡋているࠋ
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᪉➼㸧ࡾᅾࡢࣉࢵࢩ

ձ ᪉ࡾᅾࡢࣉࢵࢩ࣮ࢧ࣮࢜

研究成ᯝのⓎ⾲≀（ㄽ文）の「ⴭ⪅」࡞るࡁ࡛ࡀࡇるせ௳ࡣ、ᙜヱ研究の中࡛

㔜せ࡞㈉⊩をᯝࡋࡓている࠶࡛ࡇるࠋࡤ࠼、ձ研究の⏬・ᵓ、ⱝࡣࡃࡋㄪᰝ・

ᐇ㦂の㐙行に本㉁ⓗ࡞㈉⊩、ཪࡣᐇ㦂・ほ ࢹーࢱのྲྀᚓࡸゎᯒ、ཪࡣ⌮ㄽⓗゎ㔘ࡸ

ղㄽ文のⲡ✏を、ࡇているࡋ࡞ᐤを࡞ᙜヱ研究に対するᐇ㉁ⓗ、࡞ᵓ⠏ࣝࢹࣔ

ᇳ➹ࡾࡓࡋ、ㄽ文の㔜せ࡞⟠ᡤに関するពぢを⾲᫂ࡋてㄽ文の成にᐤࡋているࡇ

の全てのせ௳を、ࡇるࡁㄽ文のෆᐜについてㄝ࡛᫂、ࡋճㄽ文の᭱⤊∧を承認、

るࢀら࠼⪄ࡀࡇをするࣉࢵࢩーࢧー࢜てのࡋ⪅す⪅についてⴭࡓ‶ 1 ࡔࡓࠋ

から、ྛ研究分㔝ࡇる࠶ࡀてゎ㔘にᖜࡗࡼ研究分㔝にࡣらのせ௳についてࢀࡇ、ࡋ

の研究⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥのྜពにᇶ࡙いてุ᩿ࢀࡉるࡶࡁの࡛࠶るࠋ」ᩘのⴭ⪅ࡀᏑ

ᅾするሙྜ、ྛⴭ⪅ࡀᙜヱㄽ文についての࡞࠺ࡼ役割をᯝࡋࡓているのかを᫂♧す

るࡀࡇᮃࡋࡲいࠋ

ᙜヱ研究の㐙行にᐤࡗ࠶࡛⪅ࡓࡋてࡶ「上グの᮲௳を全て‶ࡓす」࡞ࡀࡇい⪅

についてࡣ、ㅰ㎡(Acknowledgement)にグ㍕するࡀࡇ㐺ᙜ࠼⪄らࢀるࠋࡤ࠼、ᙜ

ヱ研究のࡓめの㈨㔠ㄪ㐩ࡸ研究ࣝࢢーࣉの┘ಟを行ࡔ࠺け࡛ࡣ、ⴭ⪅㈨᱁のᵓ成せ௳

を‶ࡓすࡇに࡞ࡣら࡞いࠋ

ⴭ⪅ࡋてのせ௳を‶࡞ࡉࡓい⪅をⴭ⪅ࡋてグ㍕するࢠࡣࡇフ࢜・ࢺーࢧーࢩ

⪅ⴭ、ࡀ⪅すࡓ‶てのせ௳をࡋ⪅ⴭࡋ⫣方、ᙜヱ研究に本㉁ⓗに㈉୍ࠋる࡞にࣉࢵ

ࢀら࠼にⴭ⪅にຍࡋ࡞ᙜேの承ㅙࡓࡲࠋる࠶不ᙜ࡛ࡃࡋⴭࡣࡇい࡞ࢀࡉてグ㍕ࡋ

るࡶࡇ不ᙜ࡛࠶るࠋ

ⴭ⪅に࡞るࡣࡇ、ᙜヱ研究成ᯝにおいてྛ⮬ࡀᢸᙜࡓࡋ部分についてຌ⦼の認▱

をᚓるࡶに㈐௵を㈇࠶࡛ࡇ࠺るࠋᙜヱ研究成ᯝのྛࠎの部分について、のⴭ

⪅にຌ⦼ࡓࡲࡾ࠶ࡀ㈐௵を㈇࠺のかࡣ、研究に関ࡓࡗࢃ⪅全員の㛫࡛認㆑をඹ㏻にࡋ

てお࠶࡛ࡁࡃるࠋ

日本࡛࡛࢜ࡲࢀࡇ、ࡣーࢧーࣉࢵࢩについて「上グのせ௳を全て‶ࡓす」࡞ࡀࡇ

♧ࡸ♧タのᥦ౪、㈨㔠ᥦ౪、ㄽ文のᶒጾけ、࿘▱の⌮ㄽのᩍࡸ研究タഛ、ࡶてࡃ

၀・ຓゝをࡔࡓࡋけの⪅をⴭ⪅にຍ࠼るࡀࡇ分㔝にࡗࡼて័ࡣ行ࡋて行ࢀࢃて᮶

ࢀら࠼⪄のࡶ࡞ᙧᘧⓗࡀ「ㅰ㎡(Acknowledgement)」ࡣて、日本࡛ࡋ⏤⌮のࡑࠋࡓ

、ពを認めて࡞ࡁにㅰ㎡࡛のゝ及に࠺ࡼḢ⡿の、ࡣ今後ࠋる࠶め࡛ࡓࡓࡗ࠶࡛ࡕࡀ

ᙜヱ研究成ᯝに㈐௵をᣢつⴭ⪅ㅰ㎡にグ㍕ࢀࡉる⪅を分けるࡀࡇồめらࢀる࡞ࠋ

お、」ᩘのⴭ⪅のグ㍕㡰についてࡣ、分㔝にࡗࡼてᅜ㝿័⩦ࡗ࡞␗ࡀているࡇから、

ྛ分㔝のྜពにᇶ࡙いてグ㍕す࠶࡛ࡁるࠋ

1 めの⤫୍つᐃ：⏕་学ࡓᅜ㝿་学㞧ㄅ⦅㞟⪅委員会、toukoukitei.netヂ「⏕་学㞧ㄅへのᢞ✏の、ࡣのⅬについてࡇ

のⓎ⾲に関するᇳ➹⦅㞟」2010年 4月ᨵゞ∧をཧ↷ࠋhttp://www.toukoukitei.net/i4aURM201004.html（平成 26年 10

月 13日㜀ぴ）ࠋ本回答࡛ࡣ、上グをཧ↷ࡓࡋ上࡛、⊂⮬のぢゎを♧ࡋているࠋ
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ー࢜ࡓࡋห行する学術ㄅにおいて、上グの㊃᪨に๎ࡀお、ྛ研究ᶵ関及びྛ学会࡞

┤ᢞ✏つ⛬に「ㄽ文に、ࡤ࠼ࠋる࠶࡛ࡁに関するつ⛬をᐃめてබ⾲すࣉࢵࢩーࢧ

᥋㈉⊩ࡋてい࡞い⪅ࡀ、ㄽ文のඹⴭ⪅࡞るࡣࡇ不正行為࡛ࡾ࠶、⚗Ṇする」᫂

グࡋている学会ࡣከい࢜ࠋーࢧーࣉࢵࢩについてࡣ、研究に関ࡾࡼࡶࡣ⪅ࡓࡗࢃ、

ᙜヱ学術ㄅをห行するయ࡛࠶るྛ研究ᶵ関及びྛ学会ࡶ㐺ษ࡞⟶⌮を行ࡀࡇ࠺ồ

めらࢀるࡓࡲࠋ、研究⪅の研究ᴗ⦼をホ౯する㝿に、ඹⴭ⪅のᩘについて␃ពするࡇ

ࠋる࠶࡛ࡁ検討すࡶ

ղ 㔜ᢞ✏ࡢ⚗Ṇ

㔜ᢞ✏ࡣ、༳ๅ≀࠶るいࡣ㟁Ꮚ፹యを問ࡎࢃ、᪤にฟ∧࡞、ࡓࢀࡉいࡣࡋ、

の学術ㄅにᢞ✏中のㄽ文本㉁ⓗにྠ୍のෆᐜのཎ✏をࣝࢼࢪࣜ࢜ㄽ文ࡋてᢞ✏す

る行為࡛࠶るࡓࡋ࠺ࡇࠋ行為ࡣ、不ᚲせ࡞ᰝㄞにࡾࡼの研究⪅の㛫を↓㥏にする

ーࣜࢫ࣑るࡼにࡇるࡏぢࡃを♧すㄽ文をከ࠼⪄ᐃの≉ࡸࡋᴗ⦼のỈቑ、ࡃ࡞け࡛ࡔ

ドをࡓࡶらすࡇに࡞ࡶるの࡛、ཝに⚗Ṇࢀࡉる࠶࡛ࡁるࡇࠋのࡓめ、文部科学省

の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインのぢ┤ࡋ」（平成 26

年８月）においてࡶ、㔜ᢞ✏に対する対応方㔪をồめているࠋ

ࡇるࢀࢃて行ࡋ進ᤖሗ࿌ࡶ研究の㏵中࡛ࡣ⾲お、学会等の学術㞟会におけるⓎ࡞

ࡀ方࠼⪄࠺いてするࡗࡶ学術ㄅへのㄽ文ᢞ✏を、ࡣ⾲正ᘧの研究成ᯝⓎࠋከいࡶ

ከࡃの分㔝୍࡛⯡ⓗ࡛࠶るࠋᚑࡗて㔜ᢞ✏⚗ṆのほⅬからࡋてࡶ、学会Ⓨ⾲にక࠺

ண✏㞟ㄽ文のⓎ⾲ࡣ、本ㄽ文の学術ㄅへのᢞ✏をጉࡆるࡶの࡛࡞ࡣいの認㆑୍ࡀ⯡

ⓗ࡛࠶るࡓࡲࠋ、༤ኈྕㄳồㄽ文ᥦฟの㝿にࡣ、ᰝㄞࡁ学術ㄅへのᥖ㍕ࡀせ௳ࡋ

てồめらࢀるࡀࡇከࡃ、学術ㄅᥖ㍕ㄽ文から༤ኈྕㄳồㄽ文への㌿㍕ࡶ認めるࡇ

ࢀồめらࡀࡇの᪨を᫂グするࡑ、ࡣ㌿㍕についてࡓࡋ㘓、ࡋࡔࡓࠋる࠶㏻ᖖ࡛ࡀ

るࠋ

ࡣるい࠶）ࡇてⓎ⾲するࡋㄽ文のෆᐜをᨵめて文ㄽ文ࡓࡋ⾲お、ⱥ文࡛Ⓨ࡞

、ࡶのሙྜにࡑࠋる࠶ࡶている学会・学術ㄅࡋにチᐜࡶの㏫）を୍ᐃの᮲௳のࡑ

㔜ᢞ✏⚗Ṇのཎ๎に࡞ࡋい࠺ࡼに、୧学会・学術ㄅのᢞ✏つ⛬を㑂Ᏺࢀࡑ、ࡋらの

ㄽ文の関ಀ性を᫂らかにࡋてᢞ✏するࡀࡇᚲせ࡛࠶るࠋ

ྛ研究ᶵ関及びྛ学会ࡀห行する学術ㄅにおいて、上グの㊃᪨に๎ࡓࡋ㔜ᢞ✏に

関するつ⛬をᐃめてබ⾲す࠶࡛ࡁるࠋ㔜ᢞ✏についてࡣ、ᇳ➹⪅ࡾࡼࡶࡣ、ᙜ

ヱ学術ㄅをห行するయ࡛࠶るྛ研究ᶵ関及びྛ学会ࡶ㐺ษ࡞⟶⌮を行ࡀࡇ࠺ồめ

らࢀる࡞␗、ࡓࡲࠋる研究ᶵ関ࡸ学会ࡀห行する学術ㄅ┦互࡛㔜ᢞ✏を⟶⌮するࡓ

めのᥐ⨨ࡀᚲせ࡛࠶るࠋ

㔜ᢞ✏に関するつ⛬の୍ࡋて、日本ᩍ⫱ᕤ学会の「ᢞ✏つᐃ」࡛ࡣ、ୗグの

㏻ࡾに㔜ᢞ✏を⚗Ṇࡋている ࠋ2

2
日本ᩍ⫱ᕤ学会「日本ᩍ⫱ᕤ学会 ᢞ✏つᐃ（2014.04.01ᨵᐃ）」㸬

http://www.jset.gr.jp/thesis/pdf/kitei140401.pdf （平成 27年 2月 7日㜀ぴ）
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（２） 「ᢞ✏の᮲௳」

௨ୗに♧す᮲௳を‶ࡋࡓているࡀࡇᚲ㡲࡛ࡾ࠶㸪ࢀࡇらの᮲௳を‶ࡋࡓてい࡞いሙྜࡣ㏉ᡠする㸬

≉に㸪ձղࡣ㔜ᢞ✏ࢀࡉุ᩿るሙྜࡾ࠶ࡀ㸪ᢞ✏⪅の⌮ほࡀ問ࢀࢃるࡇに࡞るの࡛㸪༑分に

☜認をࡋてᢞ✏を行࠺㸬࡞お㸪ⱥヂㄽ文（Translation）についてࡣ㸪本学会ㄽ文ㄅに文࡛ᥖ㍕ࡓࢀࡉ

にୗグ᮲௳を‶ࡋࡓているࡇを᮲௳する㸬

ձ ᪤Ⓨ⾲のㄽ文等について

ᢞ✏ෆᐜࡀ㸪ᅜෆ㸪ᅜእの学会ㄅ㸪ᶵ関ㄅ（学⣖せをྵࡴ）㸪᭩⡠㸪ᅜ㝿会議のཱྀ㢌Ⓨ⾲ㄽ文

(Proceedings ㄽ文)ࡀ会議後にᰝㄞࢀࡉてⓎ行ࢀࡉるㄽ文ㄅ㸪ၟᴗㄅ等にᥖ㍕῭࡞࡛ࡳいࡇ㸪

ᥖ㍕ணᐃ࡛࡞いࡇ㸪࠶るいࡣ㸪上グにᢞ✏中࡛ࡃ࡞㸪ᢞ✏ணᐃ࡛࡞ࡶいࡇ㸬

ղ 関㐃する᪤Ⓨ⾲のㄽ文等について

ෆᐜの୍部ࡀ᪤Ⓨ⾲࡛࠶ࡣるࡀ㸪ࢀࡑを῝ࡃゎᯒࡣࡓࡲᐇ㦂ࡋて㸪᪂࡞ࡓ▱ぢ等をࡲめࡶࡓ

の࡞㸪ᢞ✏ෆᐜに関㐃するෆᐜࡀ㸪ྠ୍ⴭ⪅࠶るいࡣ⪅にࡗࡼて᪤にᥖ㍕ࢀࡉているሙྜ

㸬ࡇる࠶てࡋ㐪いを᫂☜にㄝ᫂の関ಀࢀࡑて㸪ࡋ♧㸪ཧ⪃文⊩にࡣᥖ㍕ணᐃのሙྜࡸ

ճ 学会の研究会ࡸ会のⓎ⾲ཎ✏等について

上グのձ᪤Ⓨ⾲のㄽ文等ղ関㐃する᪤Ⓨ⾲ㄽ文等にヱᙜ࡞ࡋいሙྜ࡛㸪௨ୗのᙧᘧ࡛ᢞ✏ෆ

ᐜの୍部࠶るいࡣ全部ࡀබ⾲ࢀࡉ㸪ࢀࡑらを⩻ヂ・ຍ➹ࡓࡋᙧ࡛ᢞ✏するሙྜࡣ㸪እࡋて

㔜ᢞ✏にࡓ࠶ࡣら࡞いࡀ㸪関ಀを᫂らかにするࡓめに㸪ࡑの᪨をグするࡇ㸬࡞お㸪ᢞ✏ㄽ文

等に関㐃する(a)から(f)の」ᩘのⓎ⾲をࡲめࡓሙྜࡣ㸪ࡑのࡕ࠺せࡶ࡞のࡔけをྲྀࡾ上ࡆ

てグするࡇ㸬  

(a) 本会ࡸ学会の研究会㸪会等の学術講₇㸪ᅜ㝿会議等において㓄ᕸࢀࡉるㄽ文㞟(講₇

ㄽ文㸪研究ሗ࿌㸪技術ሗ࿌㸪Proceedingsㄽ文࡞) 等

(b) 上グ(a)に関㐃するࣜࣉࣞࣉンࢧࢺーࣂ

(c) 科学研究㈝⿵ຓ㔠のሗ࿌᭩等

(d) 学の学ኈㄽ文・ಟኈㄽ文・༤ኈㄽ文等

(e) ≉チබ開/බ࿌බሗ等

(f) ᪂⪺グ等

ᮇ㛫ࡢಖᏑࡢ➼ࢱ࣮ࢹᐇ㦂ࡧ୪ࠊົ⩏ὀព࡞ᇶᮏⓗࡁࡿ࠼ࡲࡁࢃ࡚ࡋ⪅✲◊ (2)

ཬࡧ᪉ἲ

ձ ᚲせᛶ⩏ពࡢ資料➼ಖᏑࡿࢃ㛵✲◊

研究⪅ࡀ日ࠎの研究活動をグ㘓ࡋつつ研究を進めるࡣࡇᇶ本ⓗかつ㔜せ࡞⩦័

ྲྀࢱーࢹࡸ（日ㄅⓗグ㘓）ࢢᐇ㦂・ほᐹ等のࣟ、ࡣにࢺーࣀ研究をグ㘓するࠋる࠶࡛

ᚓの㝿の᮲௳をグ㘓ࡾࡓࡋ、ゎᯒのせⅬを࣓ࣔࡾࡓࡋ、研究の㐣⛬࡛の⪃ᐹࡸ╔を

᭩ࡁ␃めࡾࡓするࠋ⮬↛科学⣔のఏ⤫ⓗ࡞ᐇ㦂研究ࢱࢫイ࡛ࣝࡣ、ᐇ㦂ࣀーࢺにࡣ〇

本ࣀࡓࢀࡉーࢺを⏝いる、日をグࡋて⣔ิにᚑࡗて✵ⓑを✵けࡎにグධする、ಟ

正ࡣಟ正ᒚṔࡀṧるᙧ࡛行࡞、࠺、後からのᨵኚ࡞ࡁ࡛ࡀい࡞࠺ࡼస成ἲࡀᩍ⫱ࡉ

ྠࡣ⚄ᇶ本⢭、ࡀる࠶ࡶイࣝࢱࢫ方ἲ࡛研究グ㘓をける࡞㟁Ꮚⓗ、ࡣ㏆࡛᭱ࠋࡓࢀ

ࠋる࠶࡛ࡌ

4 
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（２） 「ᢞ✏の᮲௳」

௨ୗに♧す᮲௳を‶ࡋࡓているࡀࡇᚲ㡲࡛ࡾ࠶㸪ࢀࡇらの᮲௳を‶ࡋࡓてい࡞いሙྜࡣ㏉ᡠする㸬

≉に㸪ձղࡣ㔜ᢞ✏ࢀࡉุ᩿るሙྜࡾ࠶ࡀ㸪ᢞ✏⪅の⌮ほࡀ問ࢀࢃるࡇに࡞るの࡛㸪༑分に

☜認をࡋてᢞ✏を行࠺㸬࡞お㸪ⱥヂㄽ文（Translation）についてࡣ㸪本学会ㄽ文ㄅに文࡛ᥖ㍕ࡓࢀࡉ

にୗグ᮲௳を‶ࡋࡓているࡇを᮲௳する㸬

ձ ᪤Ⓨ⾲のㄽ文等について

ᢞ✏ෆᐜࡀ㸪ᅜෆ㸪ᅜእの学会ㄅ㸪ᶵ関ㄅ（学⣖せをྵࡴ）㸪᭩⡠㸪ᅜ㝿会議のཱྀ㢌Ⓨ⾲ㄽ文

(Proceedings ㄽ文)ࡀ会議後にᰝㄞࢀࡉてⓎ行ࢀࡉるㄽ文ㄅ㸪ၟᴗㄅ等にᥖ㍕῭࡞࡛ࡳいࡇ㸪

ᥖ㍕ணᐃ࡛࡞いࡇ㸪࠶るいࡣ㸪上グにᢞ✏中࡛ࡃ࡞㸪ᢞ✏ணᐃ࡛࡞ࡶいࡇ㸬

ղ 関㐃する᪤Ⓨ⾲のㄽ文等について

ෆᐜの୍部ࡀ᪤Ⓨ⾲࡛࠶ࡣるࡀ㸪ࢀࡑを῝ࡃゎᯒࡣࡓࡲᐇ㦂ࡋて㸪᪂࡞ࡓ▱ぢ等をࡲめࡶࡓ

の࡞㸪ᢞ✏ෆᐜに関㐃するෆᐜࡀ㸪ྠ୍ⴭ⪅࠶るいࡣ⪅にࡗࡼて᪤にᥖ㍕ࢀࡉているሙྜ

㸬ࡇる࠶てࡋ㐪いを᫂☜にㄝ᫂の関ಀࢀࡑて㸪ࡋ♧㸪ཧ⪃文⊩にࡣᥖ㍕ணᐃのሙྜࡸ

ճ 学会の研究会ࡸ会のⓎ⾲ཎ✏等について

上グのձ᪤Ⓨ⾲のㄽ文等ղ関㐃する᪤Ⓨ⾲ㄽ文等にヱᙜ࡞ࡋいሙྜ࡛㸪௨ୗのᙧᘧ࡛ᢞ✏ෆ

ᐜの୍部࠶るいࡣ全部ࡀබ⾲ࢀࡉ㸪ࢀࡑらを⩻ヂ・ຍ➹ࡓࡋᙧ࡛ᢞ✏するሙྜࡣ㸪እࡋて

㔜ᢞ✏にࡓ࠶ࡣら࡞いࡀ㸪関ಀを᫂らかにするࡓめに㸪ࡑの᪨をグするࡇ㸬࡞お㸪ᢞ✏ㄽ文

等に関㐃する(a)から(f)の」ᩘのⓎ⾲をࡲめࡓሙྜࡣ㸪ࡑのࡕ࠺せࡶ࡞のࡔけをྲྀࡾ上ࡆ

てグするࡇ㸬  

(a) 本会ࡸ学会の研究会㸪会等の学術講₇㸪ᅜ㝿会議等において㓄ᕸࢀࡉるㄽ文㞟(講₇

ㄽ文㸪研究ሗ࿌㸪技術ሗ࿌㸪Proceedingsㄽ文࡞) 等

(b) 上グ(a)に関㐃するࣜࣉࣞࣉンࢧࢺーࣂ

(c) 科学研究㈝⿵ຓ㔠のሗ࿌᭩等

(d) 学の学ኈㄽ文・ಟኈㄽ文・༤ኈㄽ文等

(e) ≉チබ開/බ࿌බሗ等

(f) ᪂⪺グ等

ᮇ㛫ࡢಖᏑࡢ➼ࢱ࣮ࢹᐇ㦂ࡧ୪ࠊົ⩏ὀព࡞ᇶᮏⓗࡁࡿ࠼ࡲࡁࢃ࡚ࡋ⪅✲◊ (2)

ཬࡧ᪉ἲ

ձ ᚲせᛶ⩏ពࡢ資料➼ಖᏑࡿࢃ㛵✲◊

研究⪅ࡀ日ࠎの研究活動をグ㘓ࡋつつ研究を進めるࡣࡇᇶ本ⓗかつ㔜せ࡞⩦័

ྲྀࢱーࢹࡸ（日ㄅⓗグ㘓）ࢢᐇ㦂・ほᐹ等のࣟ、ࡣにࢺーࣀ研究をグ㘓するࠋる࠶࡛

ᚓの㝿の᮲௳をグ㘓ࡾࡓࡋ、ゎᯒのせⅬを࣓ࣔࡾࡓࡋ、研究の㐣⛬࡛の⪃ᐹࡸ╔を
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ࠋる࠶࡛ࡌ
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ーࢱのస成⟶⌮をࡗࡋかࡋࡾておか࡞け࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

⣬፹యの㈨ᩱについてࡣ、フイࣜンࡸࢢಖ⟶᭩ᗜの࣌ࢫーࢫᐜ㔞のไ⣙࠼ࡾ࠶ࡀ

るࡀࣝࢼࢪࣜ࢜ࠋ⣬፹యの㈨ᩱについてࡶ࡞⬟ྍ、ࡶのࡣ㟁Ꮚするࡋ࡞てಖᏑࢥ

ࢀࡉ᥎ዡࡀࡇ性（retrievability）の向上にດめる⬟ྍࡋฟࡳ検⣴/ㄞのపῶࢺࢫ

るࠋ

ヨᩱ等（ࡶの）についてࡣ、分㔞࠶るいࡣ≉性にࡗࡼてࡣಖ⟶にせする࣌ࢫーࡸࢫ
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㐺正࡞ಖᏑのࡓめのࡀࢺࢫࢥ⭾࡞るの࡛、༢࡞る「ಖᏑのࡓめのಖᏑ」をໟᣓⓗ

に⩏ົけるࡣࡇ࡞࠺ࡼす࡞࡛ࡁいࠋ研究の≉性に応ྜࡓࡌ⌮ⓗ࡞ガイドライン

をྛ研究ᶵ関において検討するࡀࡇᮃࢀࡲるࠋ≉に、⏕≀⣔ヨᩱ࡞、ಖᏑに≉Ṧ

タഛをᚲせするࡶのについてࡣ、ᙜヱ研究ᶵ関においてガイドラインをᐃめる

ࠋ࠺ࢁ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇめのインフラᩚഛを進めるࡓಖᏑの࡞に㐺ษࡶ

⾲㸯 ◊✲資料㸭ヨ料ࡢ㢮ᆺಖᏑἲ

㢮✀ࡢ➼ࢱ࣮ࢹ ᙧᘧ࣭ᙧែ ಖᏑ᪉ἲ ᳨⣴㸭

౽ᛶࡢ⏝

ಖᏑせࡍ

ࢫ࣮࣌ࢫࡿ

ಖᏑ

ࢺࢫࢥࡿ

資料

㸦ሗ࣮ࢹࠊ

㸧ࢱ

ࢱーࢹࣝࢱࢪࢹ 㟁Ꮚࢹーࢱ
ࢹードࣁ

等グ㘓ࢡࢫ

፹య

ࢱーࢹࢱ࣓

てࡋഛࡀ

いࡤࢀᐜ᫆

ᑠ ప

㈨ᩱࢢࣟࢼ ⣬፹య㈨ᩱ等 フイࣜン

等ࢢ

ᩚ⌮・ಖ⟶

方ἲにࡼる

分㔞にࡼる ẚ㍑ⓗప

ヨ料➼

㸦ࡢࡶ㸧

ຎ࡞ࡋいࡶの Ᏻᐃ≀㉁、ᶆ本等 ༢⣧⣡
ᩚ⌮・ಖ⟶

方ἲにࡼる
分㔞にࡼる ẚ㍑ⓗప

ຎするࡶの、

ಖᏑに≉ู࡞ᥐ⨨を

せするࡶの

不Ᏻᐃ≀㉁、応性

≀㉁、⏕≀ヨᩱ、㈗

㔜ᶆ本等

≉Ṧ⎔ቃ࡛

の⣡

ಖᏑ方ἲに

るࡼ

≉Ṧタഛ等

をせする
㧗

ճ ⩏ົⓗಖᏑᑐ㇟ࡢ⠊ᅖ

୍⯡に、研究活動にకࡗてከࡃのࢹーࡀࢱⓎ⏕するࡀ、᭱⤊ⓗに研究成ᯝࡋてⓎ

⾲するㄽ文等にࢀࢃるのࡑࡣのࡕ࠺の୍ࡃࡈ部࡛࠶るࠋ研究健全の文⬦࡛ࢹーࢱ

等のಖᏑの⩏ົけࡀ議ㄽࢀࡉるのࡣ、௬に研究不正の⩏ࡓࡌ⏕ࡀሙྜに研究⪅ࡀ

⮬㌟の活動の正ᙜ性をド᫂するࡓめ、࠶るいࡣㄪᰝにᙜࡓる⪅ࢹ・ࣝࢼࢪࣜ࢜ࡀーࢱ

等を検ドするࡓめ、い࠺㊃᪨࡛ࡑࠋ࠺ࢁ࠶のព࡛ࡣ、ㄽ文等ࡋてⓎ⾲にࢀࢃ

ࡇ࡞࠺ࡼໟᣓⓗにಖᏑを⩏ົける࡛ࡲのࡶい࡞ணᐃの࠺ࡣるい࠶、のࡶࡓࡗか࡞

ࢀࢃࡣ成ᯝⓎ⾲にࡣ研究⪅に、ࡃࡈࡓඛに㏙ࠋるࢀら࠼⪄い࡞ᐇⓗ࡛⌧ࡣ

いࡓࡋ全てಖᏑࡣ等ࢱーࢹࡓࢀࡉฟࡳ⏕めて、⮬らの研究活動࡛ྵࡶのࡶࡓࡗか࡞

い࡞↛⮬࠺ḧồࡾ࠶ࡀ、ከࡃの研究⪅ࡣᐇ㝿にࢀࡑをᐇ行ࡋている࡛ࡇࡇࠋのㄽⅬࡣ、

つ๎࡛ಖᏑを⩏ົける⠊ᅖをの࠺ࡼにタᐃするか࡛ࡾ࠶、ᙜ↛ࡀ࡞ら、ࢀࡑを㉸

ࠋい࡞ࡣの࡛ࡶるࡆをጉࡇಖᏑᮇ㛫を⮬ⓗにタᐃするࡸ㇟るಖᏑ対࠼

ࢹ࡞ムሗࣀࢤのࢺࣄ、ࢱーࢹᗋ分㔝のデᐹ⮫ࡸࢱーࢹお、♫会学分㔝のㄪᰝ࡞

ーࢱのᢅいにἲⓗ࡞つไ࠶ࡀるࡶのࡸ⌮上の㓄៖をᚲせするࡶの、及び、▱ⓗ㈈

⏘ᶒࡶࡴ⤡ࡀのについてูࢀࡒࢀࡑ、ࡣ㏵の検討ࡀᚲせ࡞るࠋ
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6 

④ 研究室主宰者及び研究機関の管理責任
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ࠋる（⾲２）ࢀࡲᮃࡀࡇ

⾲㸰 ௵㈐ࡢ⪅ྛࡿࡅ࠾㐠Ⴀ࣎ࣛ

Ᏻ⟶⌮
◊✲⌮࣭⾜ືつ

⠊㑂Ᏺ
資料➼ಖᏑ ヨ料➼ಖᏑ

◊✲⪅ಶே
ᐇ㊶

ᨵၿᥦ案

ᐇ㊶

（ ሙ ྜ に ࡼ ࡗ て

whistle-blowing）

研究グ㘓ࢹࢱ࣓ࡸ

ーࢱのᩚ⌮にࡾࡼ、

検⣴・ᢳฟྍ⬟࡞ᙧ

࡛ᩚ⌮・ಖ⟶

㐺正ࢵࢡࢵࣂ࡞

のస成ࣉ

ಖᏑࡾ㝈࡞⬟ྍ

ヨᩱに関する࣓ࢱ

⌮ᩚ・のグ㘓ࢱーࢹ

◊✲ᐊᐓ⪅ ᩍ⫱・ᣦᑟ ᩍ⫱・ᣦᑟ

ᩍ⫱・ᣦᑟ

⌮⟶ࢱーࢹࢱ࣓

研究ᐊの⤫୍フォ

ーࢺࢵ࣐のస成࡞



ᩍ⫱・ᣦᑟ

ಖ⟶ἲ、ಖ⟶ሙᡤの

☜ಖ

◊✲ᶵ㛵ࡢ㛗

⎔ቃ࡙ࡾࡃ

ᩍ⫱・研ಟࢢࣟࣉラ

ム

Ᏻ全Ⅼ検ࣟࢺࣃー

࡞ࣝ

⎔ቃ࡙ࡾࡃ

ᩍ⫱・研ಟࢢࣟࣉラ

ム

ࢵࢡࢵࣂ・ࢱーࢹ

ーのᥦࣂーࢧ⏝ࣉ

౪࡞、インフラᩚ

ഛ

ಖᏑに≉Ṧ࡞᮲௳

をせするヨᩱのಖ

⟶のࡓめのインフ

ラᩚഛ

յ ◊✲資料➼ࡢಖᏑ㛵ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ

ಖᏑを⩏ົける対㇟、ಖᏑᮇ㛫、ಖᏑ方ἲに関ࡋて、௨ୗの࡞࠺ࡼガイドライン

ࠋるࢀら࠼⪄ࡀ

 ᐇ㦂・ほᐹをࡌࡣめする研究活動においてࡑ、ࡣの㐣⛬をᐇ㦂ࣀー࡞ࢺの

ᙧ࡛グ㘓にṧすࡀࡇᙉࡃ᥎ዡࢀࡉるࠋᐇ㦂ࣀーࢺにࡣ、ᐇ㦂等の᧯సのࣟࢹࡸࢢ

ーྲྀࢱᚓの᮲௳等を、後日の⏝・検ドに役❧つ࠺ࡼ༑分࡞ሗをグ㍕ࡋ、かつ

後のᨵኚをチ࡞ࡉいᙧ࡛స成࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋᐇ㦂ࣀーࡣࢺ研究活動の୍ḟ

ሗグ㘓ࡋて㐺ษにಖ⟶࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

イ ㄽ文ࡸሗ࿌等、研究成ᯝⓎ⾲のࡓࡗ࡞ࡶ研究㈨ᩱ（文᭩、ᩘ್ࢹーࢱ、⏬

ീࡣ（࡞、後日の⏝・検ドにሓ࠼る࠺ࡼ㐺正࡞ᙧ࡛ಖᏑ࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ
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ಖᏑに㝿ࡋてࡣ、後日の⏝㸭ཧ↷࡞⬟ྍࡀる࠺ࡼに࣓ࢹࢱーࢱのᩚഛࡸ検⣴ྍ

⬟性㸭㏣㊧ྍ⬟性のᢸಖに␃ពす࠶࡛ࡁるࠋ

࢘ ㈨ᩱ（文᭩、ᩘ್ࢹーࢱ、⏬ീ࡞）のಖᏑᮇ㛫ࡣ、ཎ๎ࡋて、ᙜヱㄽ文等

のⓎ⾲後 10年㛫するࠋ㟁Ꮚࢹーࢱについてࡣ、࣓ 㐺ษ⌮⟶・⌮のᩚࢱーࢹࢱ

お、⣬፹యの㈨ᩱ等に࡞ࠋᙧ࡛ಖᏑする࡞⬟ྍ⏝ࡾࡼのస成にࣉࢵࢡࢵࣂ࡞

ついてࡶᑡࡶࡃ࡞ 10 年のಖᏑࡀᮃࡋࡲいࡀ、ಖ⟶࣌ࢫーࢫのไ⣙࡞Ṇࡴをᚓ

ࠋする⬟ྍࡶࡇ⠊ᅖ࡛ᗫᲠする࡞ⓗ⌮ྜ、ࡣるሙྜに࠶ࡀい࡞

࢚ ヨᩱ（ᐇ㦂ヨᩱ、ᶆ本）ࡸ⨨࡞「ࡶの」についてࡣ、ᙜヱㄽ文等のⓎ⾲後

５年㛫ಖᏑするࡇをཎ๎するࡋࡔࡓࠋ、ಖᏑ・ಖ⟶ࡀ本㉁ⓗにᅔ㞴ࡶ࡞の（：

不Ᏻᐃ≀㉁、ᐇ㦂⮬య࡛ᾘ㈝ࢀࡉて࠺ࡲࡋヨᩱ）ࡸ、ಖᏑにከࡀࢺࢫࢥ࡞かかる

ࠋい࡞ࡣ࡛ࡾの㝈ࡇࡣの（：⏕≀⣔ヨᩱ）についてࡶ

࢜ 研究ᐊᐓ⪅ࡣ⮬らのࣝࢢーࣉの研究⪅の㌿ฟࡸ㏥⫋に㝿ࡋて、ᙜヱ研究⪅の

研究活動に関ࢃる㈨ᩱのࡕ࠺ಖᏑすࡶࡁのについて、(a)ࣉࢵࢡࢵࣂをࡗて

ಖ⟶する、࡞いࡣࡋ、(b)ᡤᅾを☜認ࡋ㏣㊧ྍ⬟ࡋてお࡞、ࡃのᥐ⨨を講ࡎるࠋ

研究ᐊᐓ⪅の㌿ฟࡸ⛣動に㝿ࡋて、研究ᶵ関の長ࢀࡇࡣに‽ࡓࡌᥐ⨨を講ࡎるࠋ

めに、ྛ研究ᶵ関にࡓらのᥐ⨨をに進めるࢀࡇお、研究㈨ᩱのಖᏑに関する࡞

おいてࡣガイドラインをᐃめ、研究⪅の᥇⏝にぬ᭩をࢃす࡞の⤌࠼⪄ࡶࡳ

らࢀるࠋ

࢝ ಶேࢹーࢱ等、ࡑのᢅいにἲⓗつไ࠶ࡀるࡶのࡸ⌮上の㓄៖をᚲせするࡶ

のについてࢀࡑ、ࡣらのつไࡸガイドラインにᚑࡓࡲࠋ࠺、≉ᐃの研究ࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ࡣるሙྜに࠶ࡀỴめ等ࡾのྲྀて成ᯝ≀のྲྀᢅいについて㈨㔠ᥦ౪ᶵ関ࡋに関ࢺ

ࠋ࠺にᚑࢀࡑ

つかの分㔝ࡃるいࢃಖᏑ・ಖ⟶における᮲௳に関ヨᩱの≉性ࡸお、研究㈨ᩱ࡞

のをཧ⪃㈨ᩱ２に後㏙するࠋ  

(3) 㡯ࡿࡍ㛵◊✲ࡢࡑ

๓㏙の≉ᐃ不正行為࢜ࡸーࢧーࣉࢵࢩ、㔜ᢞ✏、研究に⏝いࡓ㈨ᩱࢹࡸーࢱ等の㐺

ษ࡞ಖᏑ௨እに、ἲ௧ࡸㅖつ⛬の㑂Ᏺࡣい࠺に及ࡎࡤ、┈┦（conflict of interest）

に対する㐺ษ࡞対応ࡸの研究⪅に対するබ正࡞ホ౯࡞、研究健全のࡓめに㑂Ᏺす

ࠋる࠶ࡀ࡞の研究のホ౯ࡸて┈┦ࡋ項ࡁ

ձ ┈┦࡚࠸ࡘ

  ┈┦ࡣ、ᐖ（┈㈐ົ）ࡀ対❧するࡾ࠶࡛ࡇ、ಶேࡋての┈┦
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ࠋる࠶ࡀ࡞の研究のホ౯ࡸて┈┦ࡋ項ࡁ
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  ┈┦ࡣ、ᐖ（┈㈐ົ）ࡀ対❧するࡾ࠶࡛ࡇ、ಶேࡋての┈┦

8 

（ಶேࡀᚓる┈学における研究ࡸᩍ⫱に対する㈐௵の┦࡞）、研究ᶵ関

㈐ົ┦、（࡞研究ᶵ関の♫会ⓗの┦┈ᚓるࡀ研究ᶵ関）ての┈┦ࡋ

（ಶேの対እⓗ⫋ົ㐙行㈐௵研究ᶵ関࡛の⫋ົ㐙行㈐௵の┦࡞）࠶ࡀる࠺ࡇࠋ

ᩍ⫱活動にᝏいᙳ㡪、ࡾࡓࡌ⏕ࡀࢫイࣂ研究にࡾࡼるᐖに࡞␗、ࡣ┈┦ࡓࡋ

にࡇるࢀࢃኻࡀ研究ᶵ関に対する♫会からのಙ頼、ࡓࡲࠋる࠶ࡀࢀするᜍࡾࡓฟࡀ

ࠋる࡞ࡶ

ࡤ࠼、」ᩘの学࡛ᐇࡓࢀࡉ㧗⾑ᅽ⒪⸆ࣂ࢜ࢹンの⮫ᗋ研究において、

不㐺ษ࡞┈┦にࡾࡼ、㈍ಁ進ࡋてᴗからの不㏱᫂࡞研究㈝ࡸ不ᙜ࡞役ົࡀ

ᥦ౪ࢀࡉ、ே為ⓗࢹ࡞ーࢱ᧯సࡀ行ࡇࠋࡓࢀࢃのࡓめ、⏘学㐃ᦠᐇにకい┈┦

研究成研究ᐇయの᫂☜、ࡣてࡗࡓるྍ⬟性をᣢつ研究を㐙行するにᙜࡌ⏕ࡀ

ᯝの⟶⌮࡞㐺ษに対応するࡀࡇồめらࢀるࠋ

ղ ࡢ✲◊ࡢホ౯࡚࠸ࡘ

科学のⓎᒎのࡓめにࣗࣅࣞࣆ、ࡣー（ᰝㄞࡸ審ᰝ）におけるබ正ࡉを☜ಖするࡇ

ࡤࢀけ࡞らࡓーにᙜࣗࣅࣞࣆてࡗぢ㆑をᣢ㧗い⌮ほࡣ⪅研究、ࡾ࠶ᚲせ࡛ࡀ

த➇⪅ᙜヱ分㔝においてㄽ文ⴭࡀ⪅ㄽ文のᰝㄞにおいて、ᰝㄞ、ࡤ࠼ࠋい࡞ら࡞

関ಀに࠶るሙྜ࡞␗ࡸる学ㄝ・ᛮ・ಙ᮲をᣢつሙྜࡶ㉳ࡾࡇᚓるࡑ、ࡀの࡞࠺ࡼሙ

ྜにᢞ✏ㄽ文に対するᰝㄞを⌮不ᑾにཝࡾࡓࡋࡃࡋ、ᰝㄞ㐣⛬をពᅗⓗに㐜らࡾࡓࡏ

するࡣࡇ࡞࠺ࡼཝにᡄめࡃ࡞て࡞ࡣら࡞いࡓࡲࠋ、➇தⓗ㈨㔠の審ᰝにおいてࡣ、

┈┦のつ⛬を㑂Ᏺするのࡣᙜ↛࡛࠶るࡀ、つ⛬に᭩かࢀているࡇ௨እ࡛ࡶ、審

ᰝにᙳ㡪を࠼る࡞࠺ࡼ関ಀࡀ⏦ㄳ⪅の㛫に࠶るሙྜにࡣ、⮬ら㎡㏥するࡀࡇ研

究⪅⌮ࡋてồめらࢀるࠋ

(4) ◊✲⌮ᩍ⫱㛵ࡿࡍ参↷ᇶ‽

研究⌮ᩍ⫱を行࠺㝿のཧ↷ᇶ‽ࡋて、ୗグの項目࠼⪄ࡀらࢀるࠋ

ձ ⓗ┠ࡢࠖ‽参↷ᇶࡢ⫱⌮ᩍ✲◊ࠕ

科学ࡀ健全࡞Ⓨᒎにࡗࡼて㇏か࡞ே㛫♫会のᐇ⌧にᐤするࡓめにࡣ、研究⪅ࡑࡀ

の行動を⮬らᚊするࡓめの研究⌮ᩍ⫱を☜❧するᚲせ࠶ࡀるࡓࡲࠋ研究⪅⮬㌟ࡀ㈐

に、科学ࡶᚊⓗにつ⠊を㑂Ᏺする⮬、ࡣめにࡓ࠺る研究活動をᖖ日㡭から行࠶௵

へのಙ頼を☜❧するࡀࡇồめらࡉ、ࢀらに科学の⊂❧性をಖつࡓめに࠶、ࡶらࡺる

研究分㔝にඹ㏻ࡓࡋ研究⌮ᩍ⫱をᐇするࡀࡇᚲせ࡛࠶るࡑࠋのࡓめの研究⌮

ᩍ⫱のᶆ‽ⓗ࡞ཧ↷ᇶ‽のタᐃࡀồめらࢀるࠋ本ཧ↷ᇶ‽ࡣ、ྛ研究ᶵ関において研

究⌮ᩍ⫱をᐇする㝿に୍ᐃの㉁ಖドを☜ಖするࡓめ、ᩍ⫱ㄢ⛬స成のガイドライ

ン࡞るࡇを目ⓗࡋているࠋ  

ղ ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢᑐ㇟㌟ࡁࡿࡅᇶᮏⓗ࡞⣲㣴

◊✲⌮ᩍ⫱ࡢᑐ㇟
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බⓗ㈨㔠の᭷↓にかかࢃらࡎ、研究ᶵ関にᡤᒓする全ての研究⪅ࡀ研究⌮ᩍ⫱の

対㇟࡞るࡑࠋの対㇟ࡋてࡣ、研究ᐊᐓ⪅ࢀࡲྵࡶるࡓࡲࠋ、研究⪅を目ᣦす

学㝔⏕及び研究に╔ᡭするẁ㝵の学部⏕についてࢀࡒࢀࡑ、ࡶのẁ㝵に応ࡌて、研究

⌮に関する⌮ゎを῝めるࡇを目ⓗࡓࡋᩍ⫱のᐇࡀồめらࢀるࡓࡲࠋ、研究⪅

௨እの⫋員についてࡶ、ᡤᒓᶵ関の研究活動について⌮ゎするࡓめに研究⌮ᩍ⫱を

ཷけるࡀࡇᮃࡋࡲいࠋ

◊✲⌮ᩍ⫱࡚࠸࠾⋓ᚓࡁࡍᇶᮏⓗ࡞▱㆑⌮ゎ

研究⌮についてࡣ、研究⪅のᖖ㆑にッࡾࡓ࠼⤒㦂ⓗに学ࡾࡔࢇするࡔけ࡛ࡃ࡞ࡣ、

ලయⓗ࡞ࡶに㐺ษ࡞ෆᐜを⥙⨶ⓗに学ಟするᚲせ࠶ࡀるࡓࡲࠋ、研究⪅ࡋ

ての行動つ⠊ࡸ、ྛ✀ガイドラインࡸつ⛬等についてࡏేࡶて学ಟするࢀࡇࠋらにࡼ

⌮の▱㆑の⩦ᚓࡑ、ࡓࡲࠋるࢀồめらࡀࡇ研究⌮に関する「▱㆑」をᚓる、ࡾ

ゎにᇶ࡙ࡁ、ఱࡀ⌮ⓗ࡞行動࡛࠶るかを⮬らุ᩿ࡋ、බ正に研究活動ࡀ行࠼る「ࢫ

、行為について࡞不㐺ษࡸの㝿、不正行為ࡑࠋるࢀồめらࡀࡇを㌟にける「ࣝ࢟

༑分に⌮ゎをಁࡶ研究不正の࿌Ⓨに対するᥐ⨨についてࡸሙྜࡓࡗらの行為を行ࢀࡇ

すࡀࡇᚲせ࡛࠶るࡉࠋらに、㈐௵࠶る研究活動を進め、研究対㇟をᑛ㔜する「ែᗘ」

いンࣙࢩーࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞研究上ᚲせࡸ性の㝖⬟ྍ࡞࠺ࡼࡃ研究不正に⤖びつ、ࡸ

ࠋるࢀồめらࡀࡇるࡁ࡛ࡀ「る⯙い」ࡓࡗ

学ಟのෆᐜ：研究⌮ࡣఱか、研究⌮ᩍ⫱のᚲせ性、♫会の中࡛研究⪅ࡀᯝ

、方、≉ᐃ不正行為（ᤐ㐀ࡾのಖᏑのᅾࢱーࢹ役割、┈┦への対ฎ、研究ࡁすࡓ

ᨵࢇࡊ、┐⏝）及び㔜ᢞ✏・࢜ーࢧーࣉࢵࢩのᅾࡾ方等のㄽ文のస成上のὀព項、

研究成ᯝのබ⾲のᅾࡾ方ࠋ࡞

、ࡤ࠼）ࡀࡴるෆᐜをྵࢀࡉ㔜せࡳᐃの分㔝においての≉、ࡣお、学ಟෆᐜに࡞

ே文・♫会科学におけるᐙィㄪᰝࡸព㆑ㄪᰝにおけるンࢣーࡸࢺインࣗࣅࢱー࡛ᚓ

ンࢭンࢥ・インフォームドࡸ⌮ಶேሗのྲྀᢅい、⏕科学・་学における⏕ࡓ

学・ᕤ学における研究のᏳ全⌮、࡞⌮ከ⬟性ᖿ⣽⬊研究、ࢸーフࢭ࢜イࣂ、ࢺ

性࡞）、研究分㔝にかかࢃらࡎ㌟にけ࡞け࡞ࡤࢀら࡞い研究⌮ࡋて学ࡪᚲせ

ࠋる࠶ࡀ

ճ Ꮫಟ᪉ἲཬࡧᏛಟᡂᯝࡢホ౯᪉ἲ㛵ࡿࡍᇶᮏⓗ࡞考࠼᪉

◊✲⌮ᩍ⫱ࡢᐇయไ

研究⌮ᩍ⫱のᐇࡣ、ྛ研究ᶵ関ࡀ㈐௵をᣢࡗて行ࡓࡲࠋ࠺、ྛᶵ関ࡣ、研究

⌮᥎進部⨫ࡸ┦ㄯ❆ཱྀのタ⨨ࡸ不正案への対応࡞、㈐௵࠶る研究活動ᐇのࡓめ

の᥎進యไをᙉするࡀࡇᮃࢀࡲるࠋ

Ꮫಟ᪉ἲཬࡧᐇᮇ

学ಟ方ἲの分㢮ࡣ、対㇟⪅の性㉁にࡗࡼて␗ࡾ࡞、௨ୗの࡞࠺ࡼ学ಟ方ἲ࠼⪄ࡀらࢀ

るࡓࡲࠋ、学ಟᮇについてࡶ対㇟⪅に応ࡓࡌ対応を行࠺ᚲせ࠶ࡀるࠋ
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බⓗ㈨㔠の᭷↓にかかࢃらࡎ、研究ᶵ関にᡤᒓする全ての研究⪅ࡀ研究⌮ᩍ⫱の

対㇟࡞るࡑࠋの対㇟ࡋてࡣ、研究ᐊᐓ⪅ࢀࡲྵࡶるࡓࡲࠋ、研究⪅を目ᣦす

学㝔⏕及び研究に╔ᡭするẁ㝵の学部⏕についてࢀࡒࢀࡑ、ࡶのẁ㝵に応ࡌて、研究

⌮に関する⌮ゎを῝めるࡇを目ⓗࡓࡋᩍ⫱のᐇࡀồめらࢀるࡓࡲࠋ、研究⪅

௨እの⫋員についてࡶ、ᡤᒓᶵ関の研究活動について⌮ゎするࡓめに研究⌮ᩍ⫱を

ཷけるࡀࡇᮃࡋࡲいࠋ

◊✲⌮ᩍ⫱࡚࠸࠾⋓ᚓࡁࡍᇶᮏⓗ࡞▱㆑⌮ゎ

研究⌮についてࡣ、研究⪅のᖖ㆑にッࡾࡓ࠼⤒㦂ⓗに学ࡾࡔࢇするࡔけ࡛ࡃ࡞ࡣ、

ලయⓗ࡞ࡶに㐺ษ࡞ෆᐜを⥙⨶ⓗに学ಟするᚲせ࠶ࡀるࡓࡲࠋ、研究⪅ࡋ

ての行動つ⠊ࡸ、ྛ✀ガイドラインࡸつ⛬等についてࡏేࡶて学ಟするࢀࡇࠋらにࡼ

⌮の▱㆑の⩦ᚓࡑ、ࡓࡲࠋるࢀồめらࡀࡇ研究⌮に関する「▱㆑」をᚓる、ࡾ

ゎにᇶ࡙ࡁ、ఱࡀ⌮ⓗ࡞行動࡛࠶るかを⮬らุ᩿ࡋ、බ正に研究活動ࡀ行࠼る「ࢫ

、行為について࡞不㐺ษࡸの㝿、不正行為ࡑࠋるࢀồめらࡀࡇを㌟にける「ࣝ࢟

༑分に⌮ゎをಁࡶ研究不正の࿌Ⓨに対するᥐ⨨についてࡸሙྜࡓࡗらの行為を行ࢀࡇ

すࡀࡇᚲせ࡛࠶るࡉࠋらに、㈐௵࠶る研究活動を進め、研究対㇟をᑛ㔜する「ែᗘ」

いンࣙࢩーࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞研究上ᚲせࡸ性の㝖⬟ྍ࡞࠺ࡼࡃ研究不正に⤖びつ、ࡸ

ࠋるࢀồめらࡀࡇるࡁ࡛ࡀ「る⯙い」ࡓࡗ

学ಟのෆᐜ：研究⌮ࡣఱか、研究⌮ᩍ⫱のᚲせ性、♫会の中࡛研究⪅ࡀᯝ

、方、≉ᐃ不正行為（ᤐ㐀ࡾのಖᏑのᅾࢱーࢹ役割、┈┦への対ฎ、研究ࡁすࡓ

ᨵࢇࡊ、┐⏝）及び㔜ᢞ✏・࢜ーࢧーࣉࢵࢩのᅾࡾ方等のㄽ文のస成上のὀព項、

研究成ᯝのබ⾲のᅾࡾ方ࠋ࡞

、ࡤ࠼）ࡀࡴるෆᐜをྵࢀࡉ㔜せࡳᐃの分㔝においての≉、ࡣお、学ಟෆᐜに࡞

ே文・♫会科学におけるᐙィㄪᰝࡸព㆑ㄪᰝにおけるンࢣーࡸࢺインࣗࣅࢱー࡛ᚓ

ンࢭンࢥ・インフォームドࡸ⌮ಶேሗのྲྀᢅい、⏕科学・་学における⏕ࡓ

学・ᕤ学における研究のᏳ全⌮、࡞⌮ከ⬟性ᖿ⣽⬊研究、ࢸーフࢭ࢜イࣂ、ࢺ

性࡞）、研究分㔝にかかࢃらࡎ㌟にけ࡞け࡞ࡤࢀら࡞い研究⌮ࡋて学ࡪᚲせ

ࠋる࠶ࡀ

ճ Ꮫಟ᪉ἲཬࡧᏛಟᡂᯝࡢホ౯᪉ἲ㛵ࡿࡍᇶᮏⓗ࡞考࠼᪉

◊✲⌮ᩍ⫱ࡢᐇయไ

研究⌮ᩍ⫱のᐇࡣ、ྛ研究ᶵ関ࡀ㈐௵をᣢࡗて行ࡓࡲࠋ࠺、ྛᶵ関ࡣ、研究

⌮᥎進部⨫ࡸ┦ㄯ❆ཱྀのタ⨨ࡸ不正案への対応࡞、㈐௵࠶る研究活動ᐇのࡓめ

の᥎進యไをᙉするࡀࡇᮃࢀࡲるࠋ

Ꮫಟ᪉ἲཬࡧᐇᮇ

学ಟ方ἲの分㢮ࡣ、対㇟⪅の性㉁にࡗࡼて␗ࡾ࡞、௨ୗの࡞࠺ࡼ学ಟ方ἲ࠼⪄ࡀらࢀ

るࡓࡲࠋ、学ಟᮇについてࡶ対㇟⪅に応ࡓࡌ対応を行࠺ᚲせ࠶ࡀるࠋ

10

⏕学ࠐ

・ධ学のガイࢲンࢫ等におけるᇶ本ⓗ࡞研究⌮のၨⓎ

る研究⌮のၨⓎࢀࡉ༞ᴗ研究のᑟධにおける研究のᐇにᚲせࡸ研究࣑ࢮ・

（ㄽ文ᇳ➹上の研究⌮ࡸインフォームド・ࢥンࢭンࢺ、Ᏻ全項࡞）

・ᑓ㛛分㔝の≉性を㋃ࡓ࠼ࡲ研究⌮ᩍ⫱のᐇ（討ㄽࢣࡸーࢹࢱࢫࢫを⏝いࡓ

講⩏等）

⏕学㝔ࠐ

・ධ学のガイࢲンࢫ等における研究⪅ࡋてᚲせࢀࡉる研究⌮のၨⓎ（ㄽ文

ⴭ⪅の㈐௵等をྵࡴ⥲ྜⓗ࡞研究⌮ᩍ⫱、研究⌮⏦ㄳ᭩の᭩ࡁ方、┈┦

の⪃࠼方ࡸᏲ⛎⩏ົ࡞）

・ᑓ㛛分㔝の≉性を㋃ࡓ࠼ࡲ研究⌮ᩍ⫱のᐇ（討ㄽࢣࡸーࢹࢱࢫࢫを⏝いࡓ

講⩏等）

⪅研究ᶵ関にᡤᒓする研究ࠐ

・ᖖ㸭㠀ᖖの௵⏝の✀㢮にかかࢃらࡎ、᥇⏝（㞠⏝・௵⏝）、୪びにᐃᮇⓗ

に学ࡈ５年ࡶࡃ࡞ᑡࠋ（ࡴ関㐃つ๎、ἲつ等をྵࡸ⛬つົ⫋）研究⌮研ಟ࡞

ಟするࡀࡇᮃࡋࡲいࠋ

・e-learning 等を✚ᴟⓗに活⏝ࡓࡋ研究⌮研ಟ

・フ࣓ࣉࢵࣟ࣋ࢹ・ࢸࣝ࢝ンࡋࢺての研究⌮ᩍ⫱研ಟ（学⏕への研究

⌮ᩍ⫱においてᣦᑟするࡁෆᐜの学ಟをྵࡴ）

・研究分㔝の≉性を㋃ࡓ࠼ࡲ研究⌮研ಟ

員⫋ࠐ

・᥇⏝における研究⌮研ಟ（⫋ົつ⛬ࡸ関㐃つ๎、ἲつ等をྵࡴ）

   

௨上の࡞࠺ࡼᤵᴗࡸ研ಟ、e-learningの、研究ᶵ関ࡸ学会にࡼる講₇会ࢼ࣑ࢭࡸ

ー等のᐇ、༳ๅ≀ࢧࣈ࢙࢘ࡸイࢺ等にࡼる研究⌮のၨⓎ活動にࡗࡼてᐇをᅗる

ᐃの研究分㔝における研究⌮のガイド≉ࡣお、学会において࡞ࠋるࢀࡉᐃࡀࡇ

ラインを♧す࡛ࡇ研究ᶵ関࡛の研ಟ等࡛ࡣ不༑分࡞ෆᐜについて研究⪅等に学ಟの

ᶵ会をᥦ౪するࡀࡇ㔜せに࡞るࠋe-learning࡛ࡣ、୍ 方向࡛のཷ講に࡞ら࡞い࠺ࡼ、

ཷ講後にᑡேᩘのࣝࢢーࣉ討ㄽ࡞方向ᆺのᩍ⫱ࢢࣟࣉラムࡏࢃྜࡳ⤌てᐇす

る࡞ᩍ⫱ຠᯝを㧗めるᕤኵࡀồめらࢀるࡓࡲࠋ、研究⌮ᩍ⫱ࢢࣟࣉラムのᐇの

、ྛ研究ᶵ関࡛ࡣ、研究ࢹーࢱのಖᏑࡸබ開等についてのガイドライン࡙ࡾࡃを᥎

進するࡶに、ࢀࡑらのⅬについてࡶ研ಟ等࡛ㄝ᫂ࡾࡓࡋ、㢮ఝ性検ฟࢯフ࢙࢘ࢺ

らに研究⌮を༢య࡛ᤵࡉࠋるࢀࡉᐃࡀ࡞するࡾࡓࡗの活⏝ついての講⩦を行

ᴗࡸ研ಟࡋてྲྀࡔ࠺ᢅࡾけ࡛ࡃ࡞、研究⪅ࡋてᚲせ࡞▱㆑・技⬟ࡏేて研究

⌮をྲྀࡾ上ࡆる研ಟࡶᐃࢀࡉるࡋࡑࠋて、科学研究㈝࡞➇தⓗ㈨㔠⋓ᚓに㝿ࡋて

ࡲᮃࡀࡇに研究⌮ᩍ⫱のཷ講の⩏ົをᐇする（ࡣࡃࡋⱝ）ㄳ⏦、ࡣ

ࠋるࢀ
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Ꮫಟᣦᑟୖࡢ␃ព㡯

「研究⌮ᩍ⫱」ࡑのࡶののᑓ㛛ᐙࡣ㠀ᖖに㝈ᐃⓗ࡛࠶る୍方、ྛᶵ関においてࡣ

ㄡࡀࡶࡋ㌟にけてお࠶࡛ࣝ࢟ࢫࡁࡃるࡇから、ࢀࡇから研究をጞめ࠺ࡼする

学㝔⏕ࡸ学部⏕に対ࡋてࡶᩍ⫱ࡀồめらࢀるࡑࠋの࡞࠺ࡼ学⏕への研究⌮のᣦᑟ

についてࡶフ࣓ࣉࢵࣟ࣋ࢹ・ࢸࣝ࢝ンࢺにࡗࡼてᣦᑟの㉁向上をᅗるࡀࡇᮃ

ࠎᵝ、ࡸࢢンࢳーࢸームࢳ、ࡣるᣦᑟ࡛ࡼ学㝔⏕へのᤵᴗにࡸ⏕学部学ࠋるࢀࡲ

学⏕に対する研究⌮ᩍ␃、ࡓࡲࠋるࢀࡉᐃࡀࡇてᵓ成するࡗࡼ分㔝のᩍ員に࡞

⫱にᙜࡗࡓてࡀࠎྛ、ࡣ⩦ᚓࡋてࡓࡁ⌮ほに␃ពࡓࡋᩍ⫱のᐇࡀᚲせ࡞ሙྜ࠶ࡶ

るࡉࠋらに、ᐃᮇⓗに研究⌮ᩍ⫱をཷけࡓ研究⪅にࡼる࣓ンࢱーไᗘを㏻ࡓࡋⱝᡭ

研究⪅（ࢫ࣏ドࢡ・学㝔⏕等をྵࡴ）に対する研究⌮のᚭᗏࡸ、研究⌮に関す

る学⏕・研究⪅ྠኈのࢣࢽ࣑ࣗࢥーࣙࢩンをᅗるሙをタ⨨するࡀ࡞ࡇồめらࢀるࠋ

ホ౯᪉ἲ

ホ౯ࡣ、研究⌮ᩍ⫱の㉁ಖドのࢹࣅ࢚ンࡋࢫて㔜せ࡞役割をᯝࡓすࠋ学部⏕ࡸ

学㝔⏕に対する༢認ᐃࡸ、研究⪅に対する研ಟ࡛ࡣಟ後にࢧーࢸフࢣーࢺ

（ಟド）をⓎ行するࡀࡇồめらࢀるࠋホ౯方ἲの㐠⏝についてࡣ、対㇟ࡸ学ಟ方

ἲ࡞に応ࡌて⪃៖する࠶࡛ࡁるࠋ学部⏕及び学㝔⏕へのᤵᴗࡋて研究⌮ᩍ

⫱をᐇするሙྜ、学ಟෆᐜをࡶにヨ㦂のᐇ࣏ࣞࡸーࢺのస成にࡗࡼてࣝ࢟ࢫの

ᐃ╔をᅗるࡁ࡛ࡀࡇるࠋ研究⪅を対㇟ࡓࡋ研ಟࡸ e-learningについてࡶ、༢にࣉ

、にࡶ学ಟෆᐜについての⌮ゎの⛬ᗘを☜認する、ࡃ࡞け࡛ࡔラムをཷ講するࢢࣟ

学ಟࡓࡋ᪨のㄋ⣙のᥦฟ࡞のᕤኵ࠼⪄ࡀらࢀるࡓࡲࠋ、研究⪅を対㇟ࡓࡋ研ಟに

おいてࡶ、୍方向ⓗ࡞講⩏ࡔけ࡛ࡃ࡞、ཷ講⪅㛫のࣙࢩࢵ࢝ࢫࢹンにࡾࡼ⌮ゎを῝

め、ಶே࡛࣏ࣞーࢺをస成するࡇをồめる࡞、▱㆑ࣝ࢟ࢫのᐃ╔をᅗるᕤኵࡀ

ồめらࢀるࠋ

մ ♫ࡢ㛵ࡿࡅ࠾ࡾࢃ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ⨨ࡅ

研究⌮ࡣ、研究⪅ࡀ㧗い㈐௵⬟ຊをᣢࡗて、⮬ᚊⓗにつ⠊を㑂Ᏺࡀ࡞ࡋら研究活

動にᚑするࡓめにᚲせ࡞⣲㣴࡛࠶るࡋࠋかࡋᚑ᮶ࡣ、学会ࡸ研究ᶵ関におけるၨⓎ

⣔⤫ⓗにᩍ⫱を、ࡾ࠶の࡛ࡶ࡞に⤒㦂ⓗかつᖖ㆑ⓗࡔࡲのの、いࡶているࡁて࠼ቑࡣ

ཷけるᶵ会࡞ࡶかࢀࡇࠋࡓࡗからの研究⌮ᩍ⫱࡛ࡣ、研究分㔝にࡼら࡞いࢿ࢙ࢪラ

࡛ࣝ㧗い研究⌮を研究⪅ࡀ᭷ࡋ、かつྛ研究分㔝における㧗ᗘ࡞研究⌮を⣔⤫ⓗ

に学ࡀࡇࡪᚲせ࡞るࡋࡔࡓࠋ、研究⪅ྛࡣ研究ᶵ関࡛学ಟする研究⌮ᩍ⫱のຠ

後進のࡎら࡞ࡳら、⮬分の研究活動においてのࡀ࡞ࡋ༑分に⌮ゎࡶ㝈⏺について⏝

⫱成ࡸᣦᑟにおいて、♫会の関ࡾࢃを認㆑ࡋて、ᕷẸからのಙ頼をษら࡞い࠺ࡼ

ດめるࡀࡇᮃࢀࡲるࠋ
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Ꮫಟᣦᑟୖࡢ␃ព㡯

「研究⌮ᩍ⫱」ࡑのࡶののᑓ㛛ᐙࡣ㠀ᖖに㝈ᐃⓗ࡛࠶る୍方、ྛᶵ関においてࡣ

ㄡࡀࡶࡋ㌟にけてお࠶࡛ࣝ࢟ࢫࡁࡃるࡇから、ࢀࡇから研究をጞめ࠺ࡼする

学㝔⏕ࡸ学部⏕に対ࡋてࡶᩍ⫱ࡀồめらࢀるࡑࠋの࡞࠺ࡼ学⏕への研究⌮のᣦᑟ

についてࡶフ࣓ࣉࢵࣟ࣋ࢹ・ࢸࣝ࢝ンࢺにࡗࡼてᣦᑟの㉁向上をᅗるࡀࡇᮃ

ࠎᵝ、ࡸࢢンࢳーࢸームࢳ、ࡣるᣦᑟ࡛ࡼ学㝔⏕へのᤵᴗにࡸ⏕学部学ࠋるࢀࡲ

学⏕に対する研究⌮ᩍ␃、ࡓࡲࠋるࢀࡉᐃࡀࡇてᵓ成するࡗࡼ分㔝のᩍ員に࡞

⫱にᙜࡗࡓてࡀࠎྛ、ࡣ⩦ᚓࡋてࡓࡁ⌮ほに␃ពࡓࡋᩍ⫱のᐇࡀᚲせ࡞ሙྜ࠶ࡶ

るࡉࠋらに、ᐃᮇⓗに研究⌮ᩍ⫱をཷけࡓ研究⪅にࡼる࣓ンࢱーไᗘを㏻ࡓࡋⱝᡭ

研究⪅（ࢫ࣏ドࢡ・学㝔⏕等をྵࡴ）に対する研究⌮のᚭᗏࡸ、研究⌮に関す

る学⏕・研究⪅ྠኈのࢣࢽ࣑ࣗࢥーࣙࢩンをᅗるሙをタ⨨するࡀ࡞ࡇồめらࢀるࠋ

ホ౯᪉ἲ

ホ౯ࡣ、研究⌮ᩍ⫱の㉁ಖドのࢹࣅ࢚ンࡋࢫて㔜せ࡞役割をᯝࡓすࠋ学部⏕ࡸ

学㝔⏕に対する༢認ᐃࡸ、研究⪅に対する研ಟ࡛ࡣಟ後にࢧーࢸフࢣーࢺ

（ಟド）をⓎ行するࡀࡇồめらࢀるࠋホ౯方ἲの㐠⏝についてࡣ、対㇟ࡸ学ಟ方

ἲ࡞に応ࡌて⪃៖する࠶࡛ࡁるࠋ学部⏕及び学㝔⏕へのᤵᴗࡋて研究⌮ᩍ

⫱をᐇするሙྜ、学ಟෆᐜをࡶにヨ㦂のᐇ࣏ࣞࡸーࢺのస成にࡗࡼてࣝ࢟ࢫの

ᐃ╔をᅗるࡁ࡛ࡀࡇるࠋ研究⪅を対㇟ࡓࡋ研ಟࡸ e-learningについてࡶ、༢にࣉ

、にࡶ学ಟෆᐜについての⌮ゎの⛬ᗘを☜認する、ࡃ࡞け࡛ࡔラムをཷ講するࢢࣟ

学ಟࡓࡋ᪨のㄋ⣙のᥦฟ࡞のᕤኵ࠼⪄ࡀらࢀるࡓࡲࠋ、研究⪅を対㇟ࡓࡋ研ಟに

おいてࡶ、୍方向ⓗ࡞講⩏ࡔけ࡛ࡃ࡞、ཷ講⪅㛫のࣙࢩࢵ࢝ࢫࢹンにࡾࡼ⌮ゎを῝

め、ಶே࡛࣏ࣞーࢺをస成するࡇをồめる࡞、▱㆑ࣝ࢟ࢫのᐃ╔をᅗるᕤኵࡀ

ồめらࢀるࠋ

մ ♫ࡢ㛵ࡿࡅ࠾ࡾࢃ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ⨨ࡅ

研究⌮ࡣ、研究⪅ࡀ㧗い㈐௵⬟ຊをᣢࡗて、⮬ᚊⓗにつ⠊を㑂Ᏺࡀ࡞ࡋら研究活

動にᚑするࡓめにᚲせ࡞⣲㣴࡛࠶るࡋࠋかࡋᚑ᮶ࡣ、学会ࡸ研究ᶵ関におけるၨⓎ

⣔⤫ⓗにᩍ⫱を、ࡾ࠶の࡛ࡶ࡞に⤒㦂ⓗかつᖖ㆑ⓗࡔࡲのの、いࡶているࡁて࠼ቑࡣ

ཷけるᶵ会࡞ࡶかࢀࡇࠋࡓࡗからの研究⌮ᩍ⫱࡛ࡣ、研究分㔝にࡼら࡞いࢿ࢙ࢪラ

࡛ࣝ㧗い研究⌮を研究⪅ࡀ᭷ࡋ、かつྛ研究分㔝における㧗ᗘ࡞研究⌮を⣔⤫ⓗ

に学ࡀࡇࡪᚲせ࡞るࡋࡔࡓࠋ、研究⪅ྛࡣ研究ᶵ関࡛学ಟする研究⌮ᩍ⫱のຠ

後進のࡎら࡞ࡳら、⮬分の研究活動においてのࡀ࡞ࡋ༑分に⌮ゎࡶ㝈⏺について⏝

⫱成ࡸᣦᑟにおいて、♫会の関ࡾࢃを認㆑ࡋて、ᕷẸからのಙ頼をษら࡞い࠺ࡼ

ດめるࡀࡇᮃࢀࡲるࠋ

12

(5) ྛᏛࡢ◊✲ṇᑐᛂ㛵ࡿࡍつ⛬ࣝࢹࣔࡢ

研究活動上の不正行為の㜵Ṇ及び対応に関するつ⛬のࣔࡋࣝࢹて、௨ୗのࡶのࡀ⪃

研究活動における不正行為への対応等に関す」、ࡣつᐃྛࡓࡋ♧お、௨ୗに࡞ࠋるࢀら࠼

るガイドライン（平成 26年 8月 26日文部科学⮧Ỵᐃࠋ௨ୗ「ガイドライン」い࠺）」

をᐇ㊶するࡓめに、ࢀࡒࢀࡑの学において学ෆつ⛬等ࡋてලయするࡓめのཧ⪃に

౪するࡇを目ⓗするࡶの࡛࠶るࠋᚑࡗて、㉳ⲡにᙜࡗࡓてࡣガイドラインのᩚྜ

性の⥔ᣢゐの回㑊ࡀៅ㔜にᅗらࢀておࡾ、ガイドラインに⪃࠼方ࡸ方㔪ࡀ᫂♧ⓗに

㏙らࢀている項についてࢀࡑ、ࡣにᚑࡓࡗグ㏙ࡗ࡞ている࢟、ࡓࡲࠋー࡞る文

ゝࡸᮇ㛫のᩘᏐ等についてࡣ、ガイドラインをࡑのࡲࡲ᥇⏝ࡋているࡓࡲࠋ、文部科学

省からの審議依頼ࡣ、ガイドラインの対㇟࡛࠶る⊃⩏の研究不正への対応に関するつ⛬

のࣔࣝࢹのస成いࡇࡓࡗ࠶࡛ࡇ࠺から、ᗈ⩏の研究不正関㐃する研究㈝の不正

⏝に対応するࡓめのつ⛬についてࡣ、本ࣔࣝࢹつ⛬にࡾ┒ࡣ㎸ࢀࡲてい࡞いࠋ

第１❶ ⥲๎

（㊃᪨）

第１᮲ ሙྜにࡓࡌ⏕ࡀにおける研究活動上の不正行為の㜵Ṇ及び不正行為（ᶵ関ྡ）○○、ࡣ⛬のつࡇ

おける㐺正࡞対応についてᚲせ࡞項をᐃめるࠋ

（ᐃ⩏）

第２᮲ ࠋるࡼにࢁࡇᙜヱྛྕにᐃめる、ࡣ⩏る⏝ㄒのពࡆのつ⛬において、ḟのྛྕにᥖࡇ

(1) 研究活動上の不正行為

      ձ ᨾពཪࡣ研究⪅ࡋて࠼ࡲࡁࢃるࡁᇶ本ⓗ࡞ὀព⩏ົをⴭࡃࡋᛰࡇࡓࡗにࡼる、ᤐ㐀、ᨵ

ࠋ⏝┐ࡣཪ、ࢇࡊ

   ղ ձ௨እの研究活動上の不㐺ษ࡞行為࡛ࡗ࠶て、科学⪅の行動つ⠊及び♫会㏻ᛕに↷らࡋて研究

⪅⌮からの㐓⬺の⛬ᗘࡋࡔ⏒ࡀいࡶの

(2) 研究⪅等

○○（ᶵ関ྡ）に㞠⏝ࢀࡉて研究活動にᚑࡋている⪅及び○○のタࡸタഛを⏝ࡋて研究にᦠ

⪅るࢃ

(3) 部局

○○（ᶵ関ྡ）のົ⤌⧊に関するつ⛬○○上にᐃめる○○、○○研究ᡤに⨨かࢀる研究ᶵᵓ及び

㝃ᒓ㝔

（研究⪅等の㈐ົ）

第３᮲ 研究⪅等ࡣ、研究活動上の不正行為ࡑࡸのの不㐺ษ࡞行為を行ࡗて࡞ࡣらࡓࡲ、ࡎ、⪅にࡼ

る不正行為の㜵Ṇにດめ࡞け࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

２ 研究⪅等ࡣ、研究⪅⌮及び研究活動にಀるἲ௧等に関する研ಟཪࡣ科目等をཷ講࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞

いࠋ
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３ 研究⪅等ࡣ、研究活動の正ᙜ性のド᫂ᡭẁを☜ಖするࡶに、第୕⪅にࡼる検ドྍ⬟性をᢸಖする

開♧の、ࡋ⌮⟶・のの研究㈨ᩱ等を୍ᐃᮇ㛫㐺ษにಖᏑࡑࢱーࢹᐇ㦂、ࢺーࣀめ、ᐇ㦂・ほᐹグ㘓ࡓ

ᚲせ性及び┦ᙜ性ࡀ認めらࢀるሙྜにࢀࡇ、ࡣを開♧࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

第２❶ 不正㜵Ṇのࡓめのయไ

（⥲ᣓ㈐௵⪅）

第４᮲ ○○（役⫋ྡ）ࡣ、研究⌮の向上及び不正行為の㜵Ṇ等に関ࡋ、ἲே全యを⤫ᣓするᶒ㝈㈐

௵を᭷する⪅ࡋて、බ正࡞研究活動を᥎進するࡓめに㐺ษ࡞ᥐ⨨を講ࡌるࡶのするࠋ

（部局㈐௵⪅）

第５᮲ 部局の長ࡣ、ᙜヱ部局における研究⌮の向上及び不正行為の㜵Ṇ等に関する㈐௵⪅ࡋて、බ

正࡞研究活動を᥎進するࡓめの㐺ษ࡞ᥐ⨨を講ࡌるࡶのするࠋ

（研究⌮ᩍ⫱㈐௵⪅）

第６᮲ ○○（役⫋ྡ）ࡣ、部局等における研究⌮ᩍ⫱についてᐇ㉁ⓗ࡞㈐௵ᶒ㝈をᣢつ⪅ࡋて研

究⌮ᩍ⫱㈐௵⪅を⨨ࡶࡃのするࠋ

２ 研究⌮ᩍ⫱㈐௵⪅ࡣ、ᙜヱ部局にᡤᒓする研究⪅等に対ࡋ、研究⪅⌮に関するᩍ⫱をᐃᮇⓗに行

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ࢃ

（研究⌮委員会のタ⨨）

第７᮲ ○○（ᶵ関ྡ）に、研究⪅等にࡼる不正行為を㜵Ṇするࡓめ、௨ୗの⤌⧊యไにࡼる研究⌮委

員会（௨ୗ「⌮委員会」いࠋ࠺）を⨨ࠋࡃ

２ ⌮委員会ࡣ、委員長、委員長及び委員にࡗࡼて⤌⧊するࠋ

３ 委員長ࡣ、委員のࡕ࠺から○○にࡗࡼてᐃめるࠋ  

４ 委員長ࡣ、⌮委員会のᴗົを⤫ᣓするࠋ

５ 委員長ࡣ、委員長のᣦྡにࡗࡼて委員のࡕ࠺から௵するࠋ

６ 委員長ࡣ、委員長を⿵బࡋ、委員長ࡀḞけࡁࡓཪࡣ委員長にᨾ࠶ࡀるࡑ、ࡣࡁの⫋ົを行ࠋ࠺

７ 委員ࡣ、ḟのྛྕにᥖࡆる⪅を○○ࡀᣦྡするࡇにࡗࡼて௵するࠋ

(1) ○○（ᶵ関ྡ）の○○（○○（ᶵ関ྡ）の長、ホ議員、部局長等） ○ྡ

(2) 科学研究についてᑓ㛛▱㆑を᭷する⪅ ○ྡ

(3) 科学研究における行動つ⠊についてᑓ㛛▱㆑を᭷する⪅ ○ྡ

(4) ἲᚊの▱㆑を᭷するእ部᭷㆑⪅ ○ྡ

８ 委員の௵ᮇ２、ࡣ年するࡋࡔࡓࠋ、௵をጉ࡞ࡆいࠋ

９ 委員にḞ員ࡁࡓࡌ⏕ࡀの後௵⪅の௵ᮇࡣ、๓௵⪅の௵ᮇのṧᏑᮇ㛫するࠋ

（⌮委員会の⫋ົ）

第８᮲ ⌮委員会ࡣ、ḟのྛྕにᥖࡆる項を行ࠋ࠺
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３ 研究⪅等ࡣ、研究活動の正ᙜ性のド᫂ᡭẁを☜ಖするࡶに、第୕⪅にࡼる検ドྍ⬟性をᢸಖする

開♧の、ࡋ⌮⟶・のの研究㈨ᩱ等を୍ᐃᮇ㛫㐺ษにಖᏑࡑࢱーࢹᐇ㦂、ࢺーࣀめ、ᐇ㦂・ほᐹグ㘓ࡓ

ᚲせ性及び┦ᙜ性ࡀ認めらࢀるሙྜにࢀࡇ、ࡣを開♧࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

第２❶ 不正㜵Ṇのࡓめのయไ

（⥲ᣓ㈐௵⪅）

第４᮲ ○○（役⫋ྡ）ࡣ、研究⌮の向上及び不正行為の㜵Ṇ等に関ࡋ、ἲே全యを⤫ᣓするᶒ㝈㈐

௵を᭷する⪅ࡋて、බ正࡞研究活動を᥎進するࡓめに㐺ษ࡞ᥐ⨨を講ࡌるࡶのするࠋ

（部局㈐௵⪅）

第５᮲ 部局の長ࡣ、ᙜヱ部局における研究⌮の向上及び不正行為の㜵Ṇ等に関する㈐௵⪅ࡋて、බ

正࡞研究活動を᥎進するࡓめの㐺ษ࡞ᥐ⨨を講ࡌるࡶのするࠋ

（研究⌮ᩍ⫱㈐௵⪅）

第６᮲ ○○（役⫋ྡ）ࡣ、部局等における研究⌮ᩍ⫱についてᐇ㉁ⓗ࡞㈐௵ᶒ㝈をᣢつ⪅ࡋて研

究⌮ᩍ⫱㈐௵⪅を⨨ࡶࡃのするࠋ

２ 研究⌮ᩍ⫱㈐௵⪅ࡣ、ᙜヱ部局にᡤᒓする研究⪅等に対ࡋ、研究⪅⌮に関するᩍ⫱をᐃᮇⓗに行

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ࢃ

（研究⌮委員会のタ⨨）

第７᮲ ○○（ᶵ関ྡ）に、研究⪅等にࡼる不正行為を㜵Ṇするࡓめ、௨ୗの⤌⧊యไにࡼる研究⌮委

員会（௨ୗ「⌮委員会」いࠋ࠺）を⨨ࠋࡃ

２ ⌮委員会ࡣ、委員長、委員長及び委員にࡗࡼて⤌⧊するࠋ

３ 委員長ࡣ、委員のࡕ࠺から○○にࡗࡼてᐃめるࠋ  

４ 委員長ࡣ、⌮委員会のᴗົを⤫ᣓするࠋ

５ 委員長ࡣ、委員長のᣦྡにࡗࡼて委員のࡕ࠺から௵するࠋ

６ 委員長ࡣ、委員長を⿵బࡋ、委員長ࡀḞけࡁࡓཪࡣ委員長にᨾ࠶ࡀるࡑ、ࡣࡁの⫋ົを行ࠋ࠺

７ 委員ࡣ、ḟのྛྕにᥖࡆる⪅を○○ࡀᣦྡするࡇにࡗࡼて௵するࠋ

(1) ○○（ᶵ関ྡ）の○○（○○（ᶵ関ྡ）の長、ホ議員、部局長等） ○ྡ

(2) 科学研究についてᑓ㛛▱㆑を᭷する⪅ ○ྡ

(3) 科学研究における行動つ⠊についてᑓ㛛▱㆑を᭷する⪅ ○ྡ

(4) ἲᚊの▱㆑を᭷するእ部᭷㆑⪅ ○ྡ

８ 委員の௵ᮇ２、ࡣ年するࡋࡔࡓࠋ、௵をጉ࡞ࡆいࠋ

９ 委員にḞ員ࡁࡓࡌ⏕ࡀの後௵⪅の௵ᮇࡣ、๓௵⪅の௵ᮇのṧᏑᮇ㛫するࠋ

（⌮委員会の⫋ົ）

第８᮲ ⌮委員会ࡣ、ḟのྛྕにᥖࡆる項を行ࠋ࠺

14

(1) 研究⌮についての研ಟ及びᩍ⫱の⏬及びᐇに関する項

(2) 研究⌮についてのᅜෆእにおけるሗの㞟及び࿘▱に関する項

(3) 研究⪅等の不正行為のㄪᰝに関する項

(4) の研究⌮に関する項ࡑ

第３❶ ࿌Ⓨのཷ

（࿌Ⓨのཷ❆ཱྀ）

第９᮲ ࿌Ⓨཪࡣ┦ㄯへの㎿㏿かつ㐺ษ࡞対応を行ࡓ࠺め、○○にཷ❆ཱྀを⨨ࡶࡃのするࠋ

（࿌Ⓨのཷయไ）

第 10 ᮲ 研究活動上の不正行為のい࠶ࡀるᛮᩱする⪅ࡣ、ఱேࡶ、᭩㠃、フ࣑ࣜࢩࢡ、㟁Ꮚ࣓ー

ࣝ、㟁ヰཪࡣ㠃ㄯにࡾࡼ、࿌Ⓨ❆ཱྀに対ࡋて࿌Ⓨを行ࡁ࡛ࡀࡇ࠺るࠋ

２ ࿌Ⓨࡣ、ཎ๎ࡋて、㢧ྡにࡾࡼ、研究活動上の不正行為を行ࡓࡗする研究⪅ཪࡣ研究ࣝࢢーࣉ等

のẶྡཪྡࡣ⛠、研究活動上の不正行為のែᵝࡑの案のෆᐜࡀ᫂♧ࢀࡉ、かつ、不正するྜ⌮ⓗ

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ていࢀࡉ♧ࡀ⏤⌮

３ ❆ཱྀの㈐௵⪅ࡣ、༏ྡにࡼる࿌Ⓨについて、ᚲせ認めるሙྜにࡣ、委員長༠議の上、ࢀࡇをཷけ

けるࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

４ ࿌Ⓨ❆ཱྀࡣ、࿌Ⓨをཷけけࡸ㏿、ࡣࡁࡓかに、○○（ᶵ関ྡ）の長及び委員長にሗ࿌するࡶの

するࠋ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、ᙜヱ࿌Ⓨに関ಀする部局の長等に、ࡑのෆᐜを㏻▱するࡶのするࠋ

５ ࿌Ⓨ❆ཱྀࡣ、࿌Ⓨࡀ㒑౽にࡼるሙྜ࡞、ᙜヱ࿌Ⓨཷࡀけけらࡓࢀか࠺かについて࿌Ⓨ⪅ࡾ▱ࡀ

ᚓ࡞いሙྜにࡣ、࿌Ⓨࡀ༏ྡにࡼるሙྜを㝖ࡁ、࿌Ⓨ⪅にཷけけࡓ᪨を㏻▱するࡶのするࠋ

６ ᪂⪺等のሗ㐨ᶵ関、研究⪅ࢸࢽ࣑ࣗࢥཪࡣインࢱーࢺࢵࢿ等にࡾࡼ、不正行為のいࡀᣦࡓࢀࡉ

ሙ （ྜ研究活動上の不正行為を行ࡓࡗする研究⪅ཪࡣ研究ࣝࢢーࣉ等のẶྡཪྡࡣ⛠、研究活動上の

不正行為のែᵝࡑの案のෆᐜࡀ᫂♧ࢀࡉ、かつ、不正するྜ⌮ⓗ⌮⏤ࢀࡉ♧ࡀているሙྜに㝈

るࡣ（ࠋ、委員長ࢀࡇ、ࡣを༏ྡの࿌Ⓨに‽ࡌてྲྀࡁ࡛ࡀࡇ࠺ᢅࡾるࠋ

（࿌Ⓨの┦ㄯ）

第 11 ᮲ 研究活動上の不正行為のい࠶ࡀるᛮᩱする⪅࡛、࿌Ⓨの㠀ࡸᡭ⥆について問࠶ࡀる⪅

ࠋるࡁ࡛ࡀࡇて┦ㄯをするࡋ࿌Ⓨ❆ཱྀに対、ࡣ

２ ࿌Ⓨのពᛮを᫂♧࡞ࡋい┦ㄯࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ、࿌Ⓨ❆ཱྀࡑ、ࡣのෆᐜを☜認ࡋて┦ᙜの⌮⏤࠶ࡀる

認めࡣࡁࡓ、┦ㄯ⪅に対ࡋて࿌Ⓨのពᛮの᭷↓を☜認するࡶのするࠋ

３ ┦ㄯのෆᐜࡀ、研究活動上の不正行為ࡀ行ࡋ࠺ࡼࢀࢃている、ཪࡣ研究活動上の不正行為をồめら

ࠋするのࡶの長及び委員長にሗ࿌する（ᶵ関ྡ）○○、ࡣཱྀ❆ㄯ┦、ࡣࡁる࠶ている等࡛ࢀ

４ 第３項のሗ࿌ࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ、○○（ᶵ関ྡ）の長ཪࡣ委員長ࡑ、ࡣのෆᐜを☜認ࡋ、┦ᙜの⌮⏤ࡀ

ࠋするのࡶ࠺て㆙࿌を行ࡋのሗ࿌ෆᐜに関ಀする⪅に対ࡑ、ࡣࡁࡓ認める࠶

（࿌Ⓨ❆ཱྀの⫋員の⩏ົ）
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第 12 ᮲ ࿌Ⓨのཷにᙜࡗࡓてࡣ、࿌Ⓨ❆ཱྀの⫋員ࡣ、࿌Ⓨ⪅の⛎ᐦの㑂Ᏺࡑの࿌Ⓨ⪅のಖㆤをᚭᗏ

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ࡋ

２ ࿌Ⓨ❆ཱྀの⫋員ࡣ、࿌Ⓨをཷけけるに㝿ࡋ、㠃ㄯにࡼるሙྜࡣಶᐊにてᐇࡋ、᭩㠃、フ࣑ࢩࢡ

ࣜ、㟁Ꮚ࣓ーࣝ、㟁ヰ等にࡼるሙྜࡑࡣのෆᐜをの⪅ྠࡀ及び後にぢ⪺࡛࡞ࡁい࡞࠺ࡼᥐ⨨を講

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ࡋ方ἲ࡛ᐇ࡞㐺ษ、࡞るࡎ

３ ๓２項のつᐃࡣ、࿌Ⓨの┦ㄯについてࡶ‽⏝するࠋ

第４❶ 関ಀ⪅のྲྀᢅい

（⛎ᐦಖㆤ⩏ົ）

第 13 ᮲ ࡞ら࡞ࡣてࡋᐦを₃ら⛎ࡓࡁの࡛ࡇᴗົ上▱る、ࡣ⪅る全てのࢃのつ⛬にᐃめるᴗົにᦠࡇ

いࠋ⫋員等࡛ࡓࡗ࡞ࡃ࡞後ࡶ、ྠᵝするࠋ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長及び委員長ࡣ、࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅、࿌Ⓨෆᐜ、ㄪᰝෆᐜ及びㄪᰝ⤒㐣について、

ㄪᰝ⤖ᯝのබ⾲に⮳る࡛ࡲ、࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅のពにࡋてእ部に₃ὤ࡞ࡋいࢀࡇ、࠺ࡼらの⛎ᐦの

ಖᣢをᚭᗏ࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ཪࡣ委員長ࡣ、ᙜヱ࿌Ⓨにಀる案ࡀእ部に₃ὤࡓࡋሙྜࡣ、࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ

⪅のゎをᚓて、ㄪᰝ中にかかࢃらࡎ、ㄪᰝ案についてබにㄝ᫂するࡁ࡛ࡀࡇるࡋࡔࡓࠋ、࿌Ⓨ⪅

ཪࡣ⿕࿌Ⓨ⪅の㈐にᖐすࡁ⏤に₃ࡾࡼὤࡣࡁࡓࡋ、ᙜヱ⪅のゎࡣ不せするࠋ

４ ○○（ᶵ関ྡ）の長、委員長ཪࡑࡣのの関ಀ⪅ࡣ、࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅、ㄪᰝ༠ຊ⪅ཪࡣ関ಀ⪅に㐃

⤡ཪࡣ㏻▱をするࡣࡁ、࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅、ㄪᰝ༠ຊ⪅及び関ಀ⪅等のேᶒ、ྡ及びࣉライࢩࣂー

等をᐖするࡇの࡞い࠺ࡼに、㓄៖࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

（࿌Ⓨ⪅のಖㆤ）

第 14 ᮲ 部局の㈐௵⪅ࡣ、࿌Ⓨをࡇࡓࡋを⌮⏤するᙜヱ࿌Ⓨ⪅の⫋ሙ⎔ቃのᝏࡸᕪูᚅ㐝ࡀ㉳ࡁ

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ࡌᥐ⨨を講࡞めに、㐺ษࡓにする࠺ࡼい࡞

２ ○○（ᶵ関ྡ）にᡤᒓする全ての⪅ࡣ、࿌Ⓨをࡇࡓࡋを⌮⏤ࡋて、ᙜヱ࿌Ⓨ⪅に対ࡋて不┈࡞

ྲྀᢅいをࡋて࡞ࡣら࡞いࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、࿌Ⓨ⪅に対ࡋて不┈ᢅྲྀ࡞いを行ࡀ⪅ࡓࡗいࡓሙྜࡑ○○、ࡣの関ಀㅖ

つ⛬にᚑࡗて、ࡑの⪅に対ࡋてฎ分をㄢすࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

４ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨ࡛࠶るุࡀࡇ᫂࡞ࡋい㝈ࡾ、༢に࿌Ⓨࡇࡓࡋを⌮⏤に

ᙜヱ࿌Ⓨ⪅に対ࡋてゎ㞠、㓄⨨࠼、ᠬᡄฎ分、㝆᱁、ῶ⤥ࡑのᙜヱ࿌Ⓨ⪅に不┈࡞ᥐ⨨等を行ࡗ

て࡞ࡣら࡞いࠋ

（⿕࿌Ⓨ⪅のಖㆤ）

第 15 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）にᡤᒓする全ての⪅ࡣ、┦ᙜࡋ࡞⏤⌮࡞に、༢に࿌Ⓨࡇࡓࢀࡉ࡞ࡀのࡳをࡶ

ࠋい࡞ら࡞ࡣてࡋいをᢅྲྀ࡞┈て不ࡋて、ᙜヱ⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡗ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、┦ᙜࡋ࡞⏤⌮࡞に、⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡋて不┈ᢅྲྀ࡞いを行ࡀ⪅ࡓࡗいࡓሙྜ

ࠋるࡁ࡛ࡀࡇてฎ分をㄢすࡋの⪅に対ࡑ、てࡗの関ಀㅖつ⛬にᚑࡑ○○、ࡣ
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第 12 ᮲ ࿌Ⓨのཷにᙜࡗࡓてࡣ、࿌Ⓨ❆ཱྀの⫋員ࡣ、࿌Ⓨ⪅の⛎ᐦの㑂Ᏺࡑの࿌Ⓨ⪅のಖㆤをᚭᗏ

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ࡋ

２ ࿌Ⓨ❆ཱྀの⫋員ࡣ、࿌Ⓨをཷけけるに㝿ࡋ、㠃ㄯにࡼるሙྜࡣಶᐊにてᐇࡋ、᭩㠃、フ࣑ࢩࢡ

ࣜ、㟁Ꮚ࣓ーࣝ、㟁ヰ等にࡼるሙྜࡑࡣのෆᐜをの⪅ྠࡀ及び後にぢ⪺࡛࡞ࡁい࡞࠺ࡼᥐ⨨を講

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ࡋ方ἲ࡛ᐇ࡞㐺ษ、࡞るࡎ

３ ๓２項のつᐃࡣ、࿌Ⓨの┦ㄯについてࡶ‽⏝するࠋ

第４❶ 関ಀ⪅のྲྀᢅい

（⛎ᐦಖㆤ⩏ົ）

第 13 ᮲ ࡞ら࡞ࡣてࡋᐦを₃ら⛎ࡓࡁの࡛ࡇᴗົ上▱る、ࡣ⪅る全てのࢃのつ⛬にᐃめるᴗົにᦠࡇ

いࠋ⫋員等࡛ࡓࡗ࡞ࡃ࡞後ࡶ、ྠᵝするࠋ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長及び委員長ࡣ、࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅、࿌Ⓨෆᐜ、ㄪᰝෆᐜ及びㄪᰝ⤒㐣について、

ㄪᰝ⤖ᯝのබ⾲に⮳る࡛ࡲ、࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅のពにࡋてእ部に₃ὤ࡞ࡋいࢀࡇ、࠺ࡼらの⛎ᐦの

ಖᣢをᚭᗏ࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ཪࡣ委員長ࡣ、ᙜヱ࿌Ⓨにಀる案ࡀእ部に₃ὤࡓࡋሙྜࡣ、࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ

⪅のゎをᚓて、ㄪᰝ中にかかࢃらࡎ、ㄪᰝ案についてබにㄝ᫂するࡁ࡛ࡀࡇるࡋࡔࡓࠋ、࿌Ⓨ⪅

ཪࡣ⿕࿌Ⓨ⪅の㈐にᖐすࡁ⏤に₃ࡾࡼὤࡣࡁࡓࡋ、ᙜヱ⪅のゎࡣ不せするࠋ

４ ○○（ᶵ関ྡ）の長、委員長ཪࡑࡣのの関ಀ⪅ࡣ、࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅、ㄪᰝ༠ຊ⪅ཪࡣ関ಀ⪅に㐃

⤡ཪࡣ㏻▱をするࡣࡁ、࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅、ㄪᰝ༠ຊ⪅及び関ಀ⪅等のேᶒ、ྡ及びࣉライࢩࣂー

等をᐖするࡇの࡞い࠺ࡼに、㓄៖࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

（࿌Ⓨ⪅のಖㆤ）

第 14 ᮲ 部局の㈐௵⪅ࡣ、࿌Ⓨをࡇࡓࡋを⌮⏤するᙜヱ࿌Ⓨ⪅の⫋ሙ⎔ቃのᝏࡸᕪูᚅ㐝ࡀ㉳ࡁ

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ࡌᥐ⨨を講࡞めに、㐺ษࡓにする࠺ࡼい࡞

２ ○○（ᶵ関ྡ）にᡤᒓする全ての⪅ࡣ、࿌Ⓨをࡇࡓࡋを⌮⏤ࡋて、ᙜヱ࿌Ⓨ⪅に対ࡋて不┈࡞

ྲྀᢅいをࡋて࡞ࡣら࡞いࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、࿌Ⓨ⪅に対ࡋて不┈ᢅྲྀ࡞いを行ࡀ⪅ࡓࡗいࡓሙྜࡑ○○、ࡣの関ಀㅖ

つ⛬にᚑࡗて、ࡑの⪅に対ࡋてฎ分をㄢすࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

４ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨ࡛࠶るุࡀࡇ᫂࡞ࡋい㝈ࡾ、༢に࿌Ⓨࡇࡓࡋを⌮⏤に

ᙜヱ࿌Ⓨ⪅に対ࡋてゎ㞠、㓄⨨࠼、ᠬᡄฎ分、㝆᱁、ῶ⤥ࡑのᙜヱ࿌Ⓨ⪅に不┈࡞ᥐ⨨等を行ࡗ

て࡞ࡣら࡞いࠋ

（⿕࿌Ⓨ⪅のಖㆤ）

第 15 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）にᡤᒓする全ての⪅ࡣ、┦ᙜࡋ࡞⏤⌮࡞に、༢に࿌Ⓨࡇࡓࢀࡉ࡞ࡀのࡳをࡶ

ࠋい࡞ら࡞ࡣてࡋいをᢅྲྀ࡞┈て不ࡋて、ᙜヱ⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡗ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、┦ᙜࡋ࡞⏤⌮࡞に、⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡋて不┈ᢅྲྀ࡞いを行ࡀ⪅ࡓࡗいࡓሙྜ

ࠋるࡁ࡛ࡀࡇてฎ分をㄢすࡋの⪅に対ࡑ、てࡗの関ಀㅖつ⛬にᚑࡑ○○、ࡣ
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３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、┦ᙜࡋ࡞⏤⌮࡞に、༢に࿌Ⓨࡇࡓࢀࡉ࡞ࡀのࡳをࡗࡶて、ᙜヱ⿕࿌Ⓨ⪅の

研究活動の全㠃ⓗ࡞⚗Ṇ、ゎ㞠、㓄⨨࠼、ᠬᡄฎ分、㝆᱁、ῶ⤥ࡑのᙜヱ⿕࿌Ⓨ⪅に不┈࡞ᥐ⨨

等を行ࡗて࡞ࡣら࡞いࠋ

（ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨ）

第 16 ᮲ ఱேࡶ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨを行ࡗて࡞ࡣら࡞いࠋ本つ⛬において、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡣ、⿕

࿌Ⓨ⪅を㝗ࢀるࡓめཪࡣ⿕࿌Ⓨ⪅の研究をጉᐖするࡓめ等、ᑓら⿕࿌Ⓨ⪅にఱらかの不┈を࠼るࡇ

ࠋ࠺する࿌Ⓨをいを目ⓗࡇる࠼ᡤᒓする⤌⧊等に不┈をࡀ⪅࿌Ⓨ⿕ࡣཪ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨุ࡛ࡀࡇࡓࡗ࠶᫂ࡓࡋሙྜࡣ、ᙜヱ࿌Ⓨ⪅のẶྡのබ⾲、

ᠬᡄฎ分、ฮ࿌Ⓨࡑのᚲせ࡞ᥐ⨨を講ࡌるࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、๓項のฎ分ࡀㄢࡣࡁࡓࢀࡉ、ヱᙜする㈨㔠㓄分ᶵ関及び関ಀ省ᗇに対ࡋて、

ࠋのᥐ⨨のෆᐜ等を㏻▱するࡑ

第５❶ 案のㄪᰝ

（ணഛㄪᰝのᐇ）

第 17 ᮲ 第 10 ᮲にᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡓࡗ࠶ࡀሙྜཪࡣ委員長ࡑࡀのの⌮⏤にࡾࡼணഛㄪᰝのᚲせを認めࡓ

ሙྜࡣ、委員長ࡣணഛㄪᰝ委員会をタ⨨ࡋ、ணഛㄪᰝ委員会ࡸ㏿ࡣかにணഛㄪᰝをᐇ࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら

ࠋい࡞

２ ணഛㄪᰝ委員会３ྡ、ࡣの委員にࡗࡼてᵓ成するࡶのࡋ、委員長ࡀ⌮委員会の議を⤒てᣦྡするࠋ

３ ணഛㄪᰝ委員会ࡣ、ᚲせに応ࡌて、ணഛㄪᰝの対㇟⪅に対ࡋて関ಀ㈨ᩱࡑのணഛㄪᰝをᐇする上

࡛ᚲせ࡞᭩㢮等のᥦฟをồめཪࡣ関ಀ⪅のࣜࣄンࢢを行ࡁ࡛ࡀࡇ࠺るࠋ

４ ணഛㄪᰝ委員会ࡣ、本ㄪᰝのドᣐࡾ࡞ᚓる関ಀ᭩㢮、研究ࣀーࢺ、ᐇ㦂㈨ᩱ等をಖ全するᥐ⨨を

るࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

（ணഛㄪᰝの方ἲ）

第 18 ᮲ ணഛㄪᰝ委員会ࡣ、࿌Ⓨࡓࢀࡉ行為ࡀ行ྍࡓࢀࢃ⬟性、࿌Ⓨの㝿に♧ࡓࢀࡉ科学ⓗ⌮⏤のㄽ⌮

性、࿌Ⓨෆᐜの本ㄪᰝにおけるㄪᰝྍ⬟性、ࡑのᚲせ認める項について、ணഛㄪᰝを行ࠋ࠺

２ ࿌Ⓨࢀࡉ࡞ࡀる๓にྲྀࡾୗࡆらࡓࢀㄽ文等に対ࡋてࡓࢀࡉ࡞࿌Ⓨについてのணഛㄪᰝを行࠺ሙྜࡣ、

ྲྀୗࡆに⮳ࡓࡗ⤒⦋及びをྵめ、研究上の不正行為の問題ࡋてㄪᰝすࡶࡁのかྰかㄪᰝࡋ、ุ

᩿するࡶのするࠋ

（本ㄪᰝのỴᐃ等）

第 19 ᮲ ணഛㄪᰝ委員会ࡣ、࿌Ⓨをཷけけࡓ日ཪࡣணഛㄪᰝのᣦ♧をཷけࡓ日から㉳⟬ࡋて 30 日௨

ෆに、ணഛㄪᰝ⤖ᯝを⌮委員会にሗ࿌するࠋ

２ ⌮委員会ࡣ、ணഛㄪᰝ⤖ᯝを㋃࠼ࡲ、༠議の上、┤ࡕに、本ㄪᰝを行࠺かྰかをỴᐃするࠋ

３ ⌮委員会ࡣ、本ㄪᰝをᐇするࡇをỴᐃࡣࡁࡓࡋ、࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡋて本ㄪᰝを行࠺

᪨を㏻▱ࡋ、本ㄪᰝへの༠ຊをồめるࠋ
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４ ⌮委員会ࡣ、本ㄪᰝをᐇ࡞ࡋいࡇをỴᐃࡑ、ࡣࡁࡓࡋの⌮⏤をࡋて࿌Ⓨ⪅に㏻▱するࡇࠋ

のሙྜにࡣ、㈨㔠㓄分ᶵ関ࡸ࿌Ⓨ⪅のồめࡓࡗ࠶ࡀሙྜに開♧するࡁ࡛ࡀࡇる࠺ࡼ、ணഛㄪᰝにಀる

㈨ᩱ等をಖᏑするࡶのするࠋ

５ ⌮委員会ࡣ、本ㄪᰝをᐇするࡇをỴᐃࡣࡁࡓࡋ、ᙜヱ案にಀる研究㈝等の㓄分ᶵ関及び関

ಀ省ᗇに、本ㄪᰝを行࠺᪨をሗ࿌するࡶのするࠋ

（ㄪᰝ委員会のタ⨨）

第 20 ᮲ ⌮委員会ࡣ、本ㄪᰝをᐇするࡇをỴᐃࡣࡁࡓࡋ、ྠに、ࡑの議Ỵにࡾࡼㄪᰝ委員会

をタ⨨するࠋ

２ ㄪᰝ委員会の委員の㐣༙ᩘࡣ、○○（ᶵ関ྡ）にᒓ࡞ࡉいእ部᭷㆑⪅࡛࡞け࡞ࡤࢀら࡞らいࠋ

３ ㄪᰝ委員会の委員ࡣ、ḟのྛྕにᥖࡆる⪅するࠋ

(1) ⌮委員会の委員長ཪࡑࡣのᣦྡࡓࡋ⌮委員会の委員 ○ྡ

(2) 委員長ࡀ⌮委員会の議を⤒てᣦྡࡓࡋ᭷㆑⪅ ○ྡ

(3) ἲᚊの▱㆑を᭷するእ部᭷㆑⪅ ○ྡ

（本ㄪᰝの㏻▱）

第 21 ᮲ ⌮委員会ࡣ、ㄪᰝ委員会をタ⨨ࡣࡁࡓࡋ、ㄪᰝ委員会委員のẶྡ及びᡤᒓを࿌Ⓨ⪅及び⿕

࿌Ⓨ⪅に㏻▱するࠋ

２ ๓項の㏻▱をཷけࡓ࿌Ⓨ⪅ཪࡣ⿕࿌Ⓨ⪅ࡣ、ᙜヱ㏻▱をཷけࡓ日から㉳⟬ࡋて７日௨ෆに、᭩㠃にࡼ

ࠋるࡁ࡛ࡀࡇてる❧ࡋ⏦てㄪᰝ委員会委員に関する␗議をࡋ⌮委員会に対、ࡾ

３ ⌮委員会ࡣ、๓項の␗議⏦❧てࡓࡗ࠶ࡀሙྜࡣ、ᙜヱ␗議⏦❧てのෆᐜを審ᰝࡑ、ࡋのෆᐜࡀጇᙜ

の᪨を࿌Ⓨࡑ、にࡶるࡏࡉᙜヱ␗議⏦❧てにಀるㄪᰝ委員会委員を௦、ࡣࡁࡓࡋุ᩿る࠶࡛

⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅に㏻▱するࠋ

（本ㄪᰝのᐇ）

第 22᮲ ㄪᰝ委員会ࡣ、本ㄪᰝのᐇのỴᐃࡓࡗ࠶ࡀ日から㉳⟬ࡋて 30日௨ෆに、本ㄪᰝを開ጞするࡶ

のするࠋ

２ ㄪᰝ委員会ࡣ、࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡕ┤、ࡋに、本ㄪᰝを行ࡇ࠺を㏻▱ࡋ、ㄪᰝへの༠ຊをồ

めるࡶのするࠋ

３ ㄪᰝ委員会ࡣ、࿌Ⓨにおいてᣦࡓࢀࡉᙜヱ研究にಀるㄽ文、ᐇ㦂・ほᐹࣀーࢹ⏕、ࢺーࡑࢱの㈨

ᩱの⢭ᰝ及び関ಀ⪅のࣜࣄンࢢ等の方ἲにࡾࡼ、本ㄪᰝを行ࡶ࠺のするࠋ

４ ㄪᰝ委員会ࡣ、⿕࿌Ⓨ⪅にࡼるᘚ᫂のᶵ会をタけ࡞け࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

５ ㄪᰝ委員会ࡣ、⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡋ、ᐇ㦂等の方ἲにࡗࡼて⌧性を♧すࡇをồめるࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

にせするࢀࡑ、ࡣのᚲせ性を認めるሙྜࡑࡀㄪᰝ委員会、ࡾ࠶ࡀฟࡋ⏦࿌Ⓨ⪅からᐇ㦂等の⿕、ࡓࡲ

ᮇ㛫及びᶵ会୪びにᶵჾの⏝等をಖ㞀するࡶのするࠋ

６ ࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅及びࡑのᙜヱ࿌Ⓨにಀる案に関ಀする⪅ࡣ、ㄪᰝࡀにᐇ࡛ࡁる࠺ࡼ✚ᴟ

ⓗに༠ຊࡋ、┿ᐇをᛅᐇに㏙る࡞、ㄪᰝ委員会の本ㄪᰝにㄔᐇに༠ຊ࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ
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４ ⌮委員会ࡣ、本ㄪᰝをᐇ࡞ࡋいࡇをỴᐃࡑ、ࡣࡁࡓࡋの⌮⏤をࡋて࿌Ⓨ⪅に㏻▱するࡇࠋ

のሙྜにࡣ、㈨㔠㓄分ᶵ関ࡸ࿌Ⓨ⪅のồめࡓࡗ࠶ࡀሙྜに開♧するࡁ࡛ࡀࡇる࠺ࡼ、ணഛㄪᰝにಀる

㈨ᩱ等をಖᏑするࡶのするࠋ

５ ⌮委員会ࡣ、本ㄪᰝをᐇするࡇをỴᐃࡣࡁࡓࡋ、ᙜヱ案にಀる研究㈝等の㓄分ᶵ関及び関

ಀ省ᗇに、本ㄪᰝを行࠺᪨をሗ࿌するࡶのするࠋ

（ㄪᰝ委員会のタ⨨）

第 20 ᮲ ⌮委員会ࡣ、本ㄪᰝをᐇするࡇをỴᐃࡣࡁࡓࡋ、ྠに、ࡑの議Ỵにࡾࡼㄪᰝ委員会

をタ⨨するࠋ

２ ㄪᰝ委員会の委員の㐣༙ᩘࡣ、○○（ᶵ関ྡ）にᒓ࡞ࡉいእ部᭷㆑⪅࡛࡞け࡞ࡤࢀら࡞らいࠋ

３ ㄪᰝ委員会の委員ࡣ、ḟのྛྕにᥖࡆる⪅するࠋ

(1) ⌮委員会の委員長ཪࡑࡣのᣦྡࡓࡋ⌮委員会の委員 ○ྡ

(2) 委員長ࡀ⌮委員会の議を⤒てᣦྡࡓࡋ᭷㆑⪅ ○ྡ

(3) ἲᚊの▱㆑を᭷するእ部᭷㆑⪅ ○ྡ

（本ㄪᰝの㏻▱）

第 21 ᮲ ⌮委員会ࡣ、ㄪᰝ委員会をタ⨨ࡣࡁࡓࡋ、ㄪᰝ委員会委員のẶྡ及びᡤᒓを࿌Ⓨ⪅及び⿕

࿌Ⓨ⪅に㏻▱するࠋ

２ ๓項の㏻▱をཷけࡓ࿌Ⓨ⪅ཪࡣ⿕࿌Ⓨ⪅ࡣ、ᙜヱ㏻▱をཷけࡓ日から㉳⟬ࡋて７日௨ෆに、᭩㠃にࡼ

ࠋるࡁ࡛ࡀࡇてる❧ࡋ⏦てㄪᰝ委員会委員に関する␗議をࡋ⌮委員会に対、ࡾ

３ ⌮委員会ࡣ、๓項の␗議⏦❧てࡓࡗ࠶ࡀሙྜࡣ、ᙜヱ␗議⏦❧てのෆᐜを審ᰝࡑ、ࡋのෆᐜࡀጇᙜ

の᪨を࿌Ⓨࡑ、にࡶるࡏࡉᙜヱ␗議⏦❧てにಀるㄪᰝ委員会委員を௦、ࡣࡁࡓࡋุ᩿る࠶࡛

⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅に㏻▱するࠋ

（本ㄪᰝのᐇ）

第 22᮲ ㄪᰝ委員会ࡣ、本ㄪᰝのᐇのỴᐃࡓࡗ࠶ࡀ日から㉳⟬ࡋて 30日௨ෆに、本ㄪᰝを開ጞするࡶ

のするࠋ

２ ㄪᰝ委員会ࡣ、࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡕ┤、ࡋに、本ㄪᰝを行ࡇ࠺を㏻▱ࡋ、ㄪᰝへの༠ຊをồ

めるࡶのするࠋ

３ ㄪᰝ委員会ࡣ、࿌Ⓨにおいてᣦࡓࢀࡉᙜヱ研究にಀるㄽ文、ᐇ㦂・ほᐹࣀーࢹ⏕、ࢺーࡑࢱの㈨

ᩱの⢭ᰝ及び関ಀ⪅のࣜࣄンࢢ等の方ἲにࡾࡼ、本ㄪᰝを行ࡶ࠺のするࠋ

４ ㄪᰝ委員会ࡣ、⿕࿌Ⓨ⪅にࡼるᘚ᫂のᶵ会をタけ࡞け࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

５ ㄪᰝ委員会ࡣ、⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡋ、ᐇ㦂等の方ἲにࡗࡼて⌧性を♧すࡇをồめるࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

にせするࢀࡑ、ࡣのᚲせ性を認めるሙྜࡑࡀㄪᰝ委員会、ࡾ࠶ࡀฟࡋ⏦࿌Ⓨ⪅からᐇ㦂等の⿕、ࡓࡲ

ᮇ㛫及びᶵ会୪びにᶵჾの⏝等をಖ㞀するࡶのするࠋ

６ ࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅及びࡑのᙜヱ࿌Ⓨにಀる案に関ಀする⪅ࡣ、ㄪᰝࡀにᐇ࡛ࡁる࠺ࡼ✚ᴟ

ⓗに༠ຊࡋ、┿ᐇをᛅᐇに㏙る࡞、ㄪᰝ委員会の本ㄪᰝにㄔᐇに༠ຊ࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ
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（本ㄪᰝの対㇟）

第 23᮲ 本ㄪᰝの対㇟ࡣ、࿌Ⓨࡓࢀࡉ案にಀる研究活動の、ㄪᰝ委員会のุ᩿にࡾࡼ、本ㄪᰝに関㐃

ࠋるࡁ࡛ࡀࡇ࿌Ⓨ⪅のの研究をྵめる⿕ࡓࡋ

（ドᣐのಖ全）

第 24᮲ ㄪᰝ委員会ࡣ、本ㄪᰝをᐇするにᙜࡗࡓて、࿌Ⓨࡓࢀࡉ案にಀる研究活動に関ࡋて、ドᣐ

ࠋするのࡶるの関ಀ᭩㢮をಖ全するᥐ⨨をࡑる㈨ᩱ及び࡞

２ ࿌Ⓨࡓࢀࡉ案にಀる研究活動ࡀ行ࡓࢀࢃ研究ᶵ関ࡀ○○（ᶵ関ྡ）࡛࡞いࡣࡁ、ㄪᰝ委員会ࡣ、

࿌Ⓨࡓࢀࡉ案にಀる研究活動に関ࡋて、ドᣐ࡞る㈨ᩱ及びࡑの関ಀ᭩㢮をಖ全するᥐ⨨をるࡼ

ࠋするのࡶᙜヱ研究ᶵ関に依頼する、࠺

３ ㄪᰝ委員会ࡣ、๓２項のᥐ⨨にᚲせ࡞ሙྜを㝖ࡁ、⿕࿌Ⓨ⪅の研究活動をไ㝈ࡋて࡞ࡣら࡞いࠋ

（本ㄪᰝの中㛫ሗ࿌）

第 25 ᮲ ㄪᰝ委員会ࡣ、本ㄪᰝの⤊๓࡛ࡗ࠶てࡶ、࿌Ⓨࡓࢀࡉ案にಀる研究活動のண⟬の㓄分ཪࡣ

ᥐ⨨をࡓࡋ㓄分ᶵ関等のồめに応ࡌ、本ㄪᰝの中㛫ሗ࿌をᙜヱ㈨㔠㓄分ᶵ関等にᥦฟするࡶのするࠋ

（ㄪᰝにおける研究ཪࡣ技術上のሗのಖㆤ）

第 26 ᮲ ㄪᰝ委員会ࡣ、本ㄪᰝにᙜࡗࡓてࡣ、ㄪᰝ対㇟におけるබ⾲๓のࢹーࢱ、ㄽ文等の研究ཪࡣ技

術上⛎ᐦすࡁሗࡀ、ㄪᰝの㐙行上ᚲせ࡞⠊ᅖእに₃ὤするࡇの࡞い࠺ࡼ、༑分㓄៖するࡶの

するࠋ

（不正行為のᝨへのㄝ᫂㈐௵）

第 27 ᮲ ㄪᰝ委員会の本ㄪᰝにおいて、⿕࿌Ⓨ⪅ࡀ࿌Ⓨࡓࢀࡉ案にಀる研究活動に関するᝨをᬕら

てࡗࡗ方ἲ及びᡭ⥆にの࡞科学ⓗに㐺正ࡀᕫの㈐௵において、ᙜヱ研究活動⮬、ࡣするሙྜに࠺ࡑ

行ࡇࡓࢀࢃ、୪びにㄽ文等ࢀࡑࡶにᇶ࡙いて㐺ษ࡞⾲⌧࡛᭩かࡶࡓࢀの࡛࠶るࡇを、科学ⓗ᰿ᣐを

ࠋい࡞ら࡞ࡤࢀけ࡞ࡋてㄝ᫂ࡋ♧

２ ๓項のሙྜにおいて、ᐇ㦂等をᚲせするࡣࡁ、第 22 ᮲第５項のᐃめるಖ㞀を࡞࠼け࡞ࡤࢀ

ら࡞いࠋ

第６❶ 不正行為等の認ᐃ

（認ᐃのᡭ⥆）

第 28᮲ ㄪᰝ委員会ࡣ、本ㄪᰝを開ጞࡓࡋ日から㉳⟬ࡋて 150日௨ෆにㄪᰝࡓࡋෆᐜをࡲめ、不正行為

の関ࡑ⪅ࡓࡋのෆᐜ及びᝏ㉁性、不正行為に関ࡑࡣሙྜࡓࢀࡉ認ᐃかྰか、不正行為ࡓࢀࢃ行ࡀ

のᗘྜ、不正行為認ᐃࡓࢀࡉ研究にಀるㄽ文等のྛⴭ⪅のᙜヱㄽ文等及びᙜヱ研究における役割、

ࠋ項を認ᐃする࡞のᚲせࡑ

２ ๓項にᥖࡆるᮇ㛫につ150、ࡁ日௨ෆに認ᐃを行࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠺いྜ⌮ⓗ࠶ࡀ⏤⌮࡞るሙྜࡑ、ࡣの

⌮⏤及び認ᐃのணᐃ日をࡋて○○（ᶵ関ྡ）の長に⏦ࡋฟて、ࡑの承認をᚓるࡶのするࠋ
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３ ㄪᰝ委員会ࡣ、不正行為ࡀ行࡞ࢀࢃかࡓࡗ認ᐃࢀࡉるሙྜにおいて、ㄪᰝを㏻ࡌて࿌Ⓨࡀᝏពにᇶ

ࠋするのࡶ࠺の᪨の認ᐃを行ࡑ、てࡏే、ࡣࡁࡓࡋุ᩿る࠶の࡛ࡶࡃ࡙

４ ๓項の認ᐃを行࠺にᙜࡗࡓてࡣ、࿌Ⓨ⪅にᘚ᫂のᶵ会を࡞࠼け࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

５ ㄪᰝ委員会ࡣ、本᮲１項及び３項にᐃめる認ᐃࡀ⤊ࡕ┤、ࡣࡁࡓࡋに、○○（ᶵ関ྡ）の長にሗ

࿌࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

（認ᐃの方ἲ）

第 29᮲ ㄪᰝ委員会ࡣ、࿌Ⓨ⪅からㄝ᫂をཷけるࡶに、ㄪᰝにࡗࡼてᚓらࡓࢀ、≀ⓗ・科学ⓗドᣐ、

ドゝ、⿕࿌Ⓨ⪅の⮬認等のㅖドᣐを⥲ྜⓗにุ᩿ࡋて、不正行為かྰかの認ᐃを行ࡶ࠺のするࠋ

２ ㄪᰝ委員会ࡣ、⿕࿌Ⓨ⪅にࡼる⮬認を၏୍のドᣐࡋて不正行為を認ᐃする࡞ࡁ࡛ࡣࡇいࠋ

３ ㄪᰝ委員会ࡣ、⿕࿌Ⓨ⪅のㄝ᫂及びࡑののドᣐにࡗࡼて、不正行為࡛࠶るのいをそす࡛ࡀࡇ

ᐇ㦂・ほᐹ、ࢱーࢹ⏕ಖᏑ⩏ົᮇ㛫の⠊ᅖにᒓするࠋるࡁ࡛ࡀࡇ認ᐃする不正行為、ࡣࡁい࡞ࡁ

ࡇているࡋ不㊊ࡀせ⣲࡞ᇶ本ⓗࡁᐇ㦂ヨᩱ・ヨ⸆及び関ಀ᭩㢮等の不Ꮡᅾ等、本᮶Ꮡᅾする、ࢺーࣀ

ࠋするᵝྠ、ࡶࡁい࡞ࡏ♧のいをそすに㊊るドᣐをる࠶不正行為࡛ࡀ⪅࿌Ⓨ⿕、ࡾࡼに

（ㄪᰝ⤖ᯝの㏻▱及びሗ࿌）

第 30 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡸ㏿、ࡣかに、ㄪᰝ⤖ᯝ（認ᐃをྵࡴ）を࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅

௨እ࡛研究活動上の不正行為に関ࡓࡋ認ᐃࡓࢀࡉ⪅に㏻▱するࡶのするࠋ⿕࿌Ⓨ⪅ࡀ○○（ᶵ関

ྡ）௨እのᶵ関にᡤᒓࡋているሙྜࡑ、ࡣのᡤᒓᶵ関にࡶ㏻▱するࠋ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、๓項の㏻▱にຍ࠼て、ㄪᰝ⤖ᯝをᙜヱ案にಀる㈨㔠㓄分ᶵ関及び関ಀ省ᗇ

にሗ࿌するࡶのするࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨの認ᐃࡓࡗ࠶ࡀሙྜにおいて、࿌Ⓨ⪅ࡀ○○（ᶵ関ྡ）

௨እのᶵ関にᡤᒓࡋているࡣࡁ、ᙜヱᡤᒓᶵ関にࡶ㏻▱するࡶのするࠋ

（不᭹⏦❧て）

第 31 ᮲ 研究活動上の不正行為ࡀ行ࡶࡓࢀࢃの認ᐃࡓࢀࡉ⿕࿌Ⓨ⪅ࡣ、㏻▱をཷけࡓ日から㉳⟬ࡋて

14日௨ෆに、ㄪᰝ委員会に対ࡋて不᭹⏦❧てをするࡁ࡛ࡀࡇるࡑ、ࡋࡔࡓࠋのᮇ㛫ෆ࡛ࡗ࠶てࡶ、ྠ

୍⌮⏤にࡼる不᭹⏦❧てを⧞ࡾ㏉す࡞ࡁ࡛ࡣࡇいࠋ

２ ࿌Ⓨࡀᝏពにᇶ࡙ࡶࡃの認ᐃࡓࢀࡉ࿌Ⓨ⪅（⿕࿌Ⓨ⪅の不᭹⏦❧ての審議のẁ㝵࡛ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌

Ⓨ認ᐃࡓࢀࡉ⪅をྵࡑ、ࡣ（ࠋࡴの認ᐃについて、第１項のにࡾࡼ、不᭹⏦❧てをするࡁ࡛ࡀࡇ

るࠋ

３ 不᭹⏦❧ての審ᰝࡣ、ㄪᰝ委員会ࡀ行ࠋ࠺○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、᪂ࡓにᑓ㛛性をせするุ᩿ࡀᚲせ

すのࡶるࡏࡉての⪅に審ᰝを࠼ㄪᰝ委員会に௦ࡣ㏣ຍ、ཪࡣࡃࡋㄪᰝ委員の௦ⱝ、ࡣるሙྜ࡞

るࡋࡔࡓࠋ、ㄪᰝ委員会のᵓ成のኚ᭦等を行࠺┦ᙜの⌮⏤࡞ࡀい認めるࡇ、ࡣࡁの㝈࡞࡛ࡾいࠋ

４ ๓項にᐃめる᪂࡞ࡓㄪᰝ委員ࡣ、第 20᮲第２項及び第３項に‽ࡌてᣦྡするࠋ

５ ㄪᰝ委員会ࡣ、ᙜヱ案のㄪᰝを行ࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺、不᭹⏦❧てを༷ୗすࡶࡁのỴᐃࡓࡋሙྜに

、ࡋ不᭹⏦❧ேに対、ࡣの長（ᶵ関ྡ）○○ࡓሗ࿌をཷけࠋに、○○（ᶵ関ྡ）の長にሗ࿌するࡕ┤、ࡣ

⨨ᥐྛ࠺認ᐃにకࡸࡋࡤᘏࡁᙜヱ案のᘬࡀの不᭹⏦❧てࡑ、の㝿ࡑࠋするのࡶのỴᐃを㏻▱するࡑ
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３ ㄪᰝ委員会ࡣ、不正行為ࡀ行࡞ࢀࢃかࡓࡗ認ᐃࢀࡉるሙྜにおいて、ㄪᰝを㏻ࡌて࿌Ⓨࡀᝏពにᇶ

ࠋするのࡶ࠺の᪨の認ᐃを行ࡑ、てࡏే、ࡣࡁࡓࡋุ᩿る࠶の࡛ࡶࡃ࡙

４ ๓項の認ᐃを行࠺にᙜࡗࡓてࡣ、࿌Ⓨ⪅にᘚ᫂のᶵ会を࡞࠼け࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

５ ㄪᰝ委員会ࡣ、本᮲１項及び３項にᐃめる認ᐃࡀ⤊ࡕ┤、ࡣࡁࡓࡋに、○○（ᶵ関ྡ）の長にሗ

࿌࡞ࡋけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

（認ᐃの方ἲ）

第 29᮲ ㄪᰝ委員会ࡣ、࿌Ⓨ⪅からㄝ᫂をཷけるࡶに、ㄪᰝにࡗࡼてᚓらࡓࢀ、≀ⓗ・科学ⓗドᣐ、

ドゝ、⿕࿌Ⓨ⪅の⮬認等のㅖドᣐを⥲ྜⓗにุ᩿ࡋて、不正行為かྰかの認ᐃを行ࡶ࠺のするࠋ

２ ㄪᰝ委員会ࡣ、⿕࿌Ⓨ⪅にࡼる⮬認を၏୍のドᣐࡋて不正行為を認ᐃする࡞ࡁ࡛ࡣࡇいࠋ

３ ㄪᰝ委員会ࡣ、⿕࿌Ⓨ⪅のㄝ᫂及びࡑののドᣐにࡗࡼて、不正行為࡛࠶るのいをそす࡛ࡀࡇ

ᐇ㦂・ほᐹ、ࢱーࢹ⏕ಖᏑ⩏ົᮇ㛫の⠊ᅖにᒓするࠋるࡁ࡛ࡀࡇ認ᐃする不正行為、ࡣࡁい࡞ࡁ

ࡇているࡋ不㊊ࡀせ⣲࡞ᇶ本ⓗࡁᐇ㦂ヨᩱ・ヨ⸆及び関ಀ᭩㢮等の不Ꮡᅾ等、本᮶Ꮡᅾする、ࢺーࣀ

ࠋするᵝྠ、ࡶࡁい࡞ࡏ♧のいをそすに㊊るドᣐをる࠶不正行為࡛ࡀ⪅࿌Ⓨ⿕、ࡾࡼに

（ㄪᰝ⤖ᯝの㏻▱及びሗ࿌）

第 30 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡸ㏿、ࡣかに、ㄪᰝ⤖ᯝ（認ᐃをྵࡴ）を࿌Ⓨ⪅、⿕࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅

௨እ࡛研究活動上の不正行為に関ࡓࡋ認ᐃࡓࢀࡉ⪅に㏻▱するࡶのするࠋ⿕࿌Ⓨ⪅ࡀ○○（ᶵ関

ྡ）௨እのᶵ関にᡤᒓࡋているሙྜࡑ、ࡣのᡤᒓᶵ関にࡶ㏻▱するࠋ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、๓項の㏻▱にຍ࠼て、ㄪᰝ⤖ᯝをᙜヱ案にಀる㈨㔠㓄分ᶵ関及び関ಀ省ᗇ

にሗ࿌するࡶのするࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨの認ᐃࡓࡗ࠶ࡀሙྜにおいて、࿌Ⓨ⪅ࡀ○○（ᶵ関ྡ）

௨እのᶵ関にᡤᒓࡋているࡣࡁ、ᙜヱᡤᒓᶵ関にࡶ㏻▱するࡶのするࠋ

（不᭹⏦❧て）

第 31 ᮲ 研究活動上の不正行為ࡀ行ࡶࡓࢀࢃの認ᐃࡓࢀࡉ⿕࿌Ⓨ⪅ࡣ、㏻▱をཷけࡓ日から㉳⟬ࡋて

14日௨ෆに、ㄪᰝ委員会に対ࡋて不᭹⏦❧てをするࡁ࡛ࡀࡇるࡑ、ࡋࡔࡓࠋのᮇ㛫ෆ࡛ࡗ࠶てࡶ、ྠ

୍⌮⏤にࡼる不᭹⏦❧てを⧞ࡾ㏉す࡞ࡁ࡛ࡣࡇいࠋ

２ ࿌Ⓨࡀᝏពにᇶ࡙ࡶࡃの認ᐃࡓࢀࡉ࿌Ⓨ⪅（⿕࿌Ⓨ⪅の不᭹⏦❧ての審議のẁ㝵࡛ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌

Ⓨ認ᐃࡓࢀࡉ⪅をྵࡑ、ࡣ（ࠋࡴの認ᐃについて、第１項のにࡾࡼ、不᭹⏦❧てをするࡁ࡛ࡀࡇ

るࠋ

３ 不᭹⏦❧ての審ᰝࡣ、ㄪᰝ委員会ࡀ行ࠋ࠺○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、᪂ࡓにᑓ㛛性をせするุ᩿ࡀᚲせ

すのࡶるࡏࡉての⪅に審ᰝを࠼ㄪᰝ委員会に௦ࡣ㏣ຍ、ཪࡣࡃࡋㄪᰝ委員の௦ⱝ、ࡣるሙྜ࡞

るࡋࡔࡓࠋ、ㄪᰝ委員会のᵓ成のኚ᭦等を行࠺┦ᙜの⌮⏤࡞ࡀい認めるࡇ、ࡣࡁの㝈࡞࡛ࡾいࠋ

４ ๓項にᐃめる᪂࡞ࡓㄪᰝ委員ࡣ、第 20᮲第２項及び第３項に‽ࡌてᣦྡするࠋ

５ ㄪᰝ委員会ࡣ、ᙜヱ案のㄪᰝを行ࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺、不᭹⏦❧てを༷ୗすࡶࡁのỴᐃࡓࡋሙྜに

、ࡋ不᭹⏦❧ேに対、ࡣの長（ᶵ関ྡ）○○ࡓሗ࿌をཷけࠋに、○○（ᶵ関ྡ）の長にሗ࿌するࡕ┤、ࡣ

⨨ᥐྛ࠺認ᐃにకࡸࡋࡤᘏࡁᙜヱ案のᘬࡀの不᭹⏦❧てࡑ、の㝿ࡑࠋするのࡶのỴᐃを㏻▱するࡑ

20

のඛ㏦ࡾを࡞目ⓗするࡶのㄪᰝ委員会ࡓࡋุ᩿ࡀሙྜࡣ、௨後の不᭹⏦❧てをཷけけ࡞いࡇ

をేࡏて㏻▱するࡶのするࠋ

６ ㄪᰝ委員会ࡣ、不᭹⏦❧てに対ࡋてㄪᰝを行࠺᪨をỴᐃࡓࡋሙྜにࡕ┤、ࡣに、○○（ᶵ関ྡ）の

長にሗ࿌するࠋሗ࿌をཷけࡓ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、不᭹⏦❧ேに対ࡑ、ࡋのỴᐃを㏻▱するࡶのす

るࠋ

７ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、⿕࿌Ⓨ⪅から不᭹⏦❧てࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ࿌Ⓨ⪅に対ࡋて㏻▱ࡋ、࿌Ⓨ⪅から

不᭹⏦❧てࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡋて㏻▱するࡶのするࡑ、ࡓࡲࠋの案にಀる㈨㔠㓄分ᶵ関

及び関ಀ省ᗇに㏻▱するࠋ不᭹⏦❧ての༷ୗཪࡣㄪᰝ開ጞのỴᐃをྠࡶࡁࡓࡋᵝするࠋ

（ㄪᰝ）

第 32 ᮲ ๓᮲にᇶ࡙ࡃ不᭹⏦❧てについて、ㄪᰝをᐇするỴᐃをࡓࡋሙྜにࡣ、ㄪᰝ委員会ࡣ、不

᭹⏦❧ேに対ࡋ、ඛのㄪᰝ⤖ᯝをそすに㊊るࡶの不᭹⏦❧ேࡀᛮᩱする㈨ᩱのᥦฟをồめ、ࡑのᙜ

ヱ案の㏿ࡸか࡞ゎỴに向けて、ㄪᰝに༠ຊするࡇをồめるࡶのするࠋ

２ ๓項にᐃめる不᭹⏦❧ேからの༠ຊࡀᚓら࡞ࢀいሙྜにࡣ、ㄪᰝ委員会ࡣ、ㄪᰝを行ࡃ࡞ࡇ࠺ᡭ

⥆をᡴࡕษるࡁ࡛ࡀࡇるࡑࠋのሙྜにࡣ、ㄪᰝ委員会ࡕ┤、ࡣに○○（ᶵ関ྡ）の長にሗ࿌するࠋሗ

࿌をཷけࡓ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、不᭹⏦❧ேに対ࡑ、ࡋのỴᐃを㏻▱するࡶのするࠋ

３ ㄪᰝ委員会ࡣ、ㄪᰝを開ጞࡓࡋሙྜにࡑ、ࡣの開ጞの日から㉳⟬ࡋて 50 日௨ෆに、ඛのㄪᰝ⤖ᯝ

をそすかྰかをỴᐃࡑ、ࡋの⤖ᯝを┤ࡕに○○（ᶵ関ྡ）の長にሗ࿌するࡶのするࡋࡔࡓࠋ 50 日௨

ෆにㄪᰝ⤖ᯝをそすかྰかのỴᐃ࡞ࡁ࡛ࡀいྜ⌮ⓗ࠶ࡀ⏤⌮࡞るሙྜࡑ、ࡣの⌮⏤及びỴᐃணᐃ日を

ࠋするのࡶの承認をᚓるࡑ、ฟてࡋ⏦て○○（ᶵ関ྡ）の長にࡋ

４ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、本᮲２項ཪ３ࡣ項のሗ࿌にᇶ࡙ࡸ㏿、ࡁかに、ㄪᰝᡭ⥆の⤖ᯝを࿌Ⓨ⪅、

⿕࿌Ⓨ⪅及び⿕࿌Ⓨ⪅௨እ࡛研究活動上の不正行為に関ࡓࡋ認ᐃࡓࢀࡉ⪅に㏻▱するࡶのするࠋ

⿕࿌Ⓨ⪅ࡀ○○（ᶵ関ྡ）௨እのᶵ関にᡤᒓࡋているሙྜࡑ、ࡣのᡤᒓᶵ関にࡶ㏻▱するࡓࡲࠋ、ᙜヱ

案にಀる㈨㔠㓄分ᶵ関及び関ಀ省ᗇにሗ࿌するࠋ

（ㄪᰝ⤖ᯝのබ⾲）

第 33 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、研究活動上の不正行為ࡀ行ࡓࢀࢃの認ᐃࡓࢀࡉ࡞ࡀሙྜにࡸ㏿、ࡣ

かに、ㄪᰝ⤖ᯝをබ⾲するࡶのするࠋ

２ ๓項のබ⾲におけるබ⾲ෆᐜࡣ、研究活動上の不正行為に関ࡓࡋ⪅のẶྡ・ᡤᒓ、研究活動上の不

正行為のෆᐜ、○○（ᶵ関ྡ）ࡀබ⾲࡛ࡲに行ࡓࡗᥐ⨨のෆᐜ、ㄪᰝ委員会委員のẶྡ・ᡤᒓ、ㄪᰝ

の方ἲ・ᡭ㡰等をྵࡶࡴのするࠋ

３ ๓項のつᐃにかかࢃらࡎ、研究活動上の不正行為ࡓࡗ࠶ࡀ認ᐃࡓࢀࡉㄽ文等ࡀ、࿌Ⓨࢀࡉ࡞ࡀる๓

にྲྀࡾୗࡆらࢀていࡣࡁࡓ、ᙜヱ不正行為に関ࡓࡋ⪅のẶྡ・ᡤᒓをබ⾲࡞ࡋいࡁ࡛ࡀࡇるࠋ

４ 研究活動上の不正行為ࡀ行࡞ࢀࢃかࡓࡗの認ᐃࡓࢀࡉ࡞ࡀሙྜにࡣ、ㄪᰝ⤖ᯝをබ⾲࡞ࡋいࡀࡇ

てࡋእ部に₃ὤࡀるሙྜ、ㄪᰝ案ࢀ認めらる࠶ࡀ࿌Ⓨ⪅のྡを回するᚲせ⿕、ࡋࡔࡓࠋるࡁ࡛

いࡓሙྜཪࡣㄽ文等にᨾពⱝࡣࡃࡋ研究⪅ࡋて࠼ࡲࡁࢃるࡁᇶ本ⓗ࡞ὀព⩏ົをⴭࡃࡋᛰࡇࡓࡗ

ࠋするのࡶㄪᰝ⤖ᯝをබ⾲する、ࡣሙྜࡓࡗ࠶ࡀࡾいㄗ࡞の࡛ࡶるࡼに

５ ๓項ࡋࡔࡓ᭩ࡁのබ⾲におけるබ⾲ෆᐜࡣ、研究活動上の不正行為࡞ࡀかࡇࡓࡗ、ㄽ文等にᨾពཪ
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ࡗ࠶ࡀࡾいㄗ࡞ࡣの࡛ࡶるࡼにࡇࡓࡗᛰࡃࡋὀព⩏ົをⴭ࡞ᇶ本ⓗࡁる࠼ࡲࡁࢃてࡋ⪅研究ࡣ

࿌Ⓨ⪅のẶ⿕、ࡇࡓ ・ྡᡤᒓ、ㄪᰝ委員会委員のẶ ・ྡᡤᒓ、ㄪᰝの方ἲ・ᡭ㡰等をྵࡶࡴのするࠋ

６ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡀ行ࡓࢀࢃの認ᐃࡓࢀࡉ࡞ࡀሙྜにࡣ、࿌Ⓨ⪅のẶྡ・

ᡤᒓ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨ認ᐃࡓࡋ⌮⏤、ㄪᰝ委員会委員のẶྡ・ᡤᒓ、ㄪᰝの方ἲ・ᡭ㡰等をබ⾲す

るࠋ

第７❶ ᥐ⨨及びฎ分

（本ㄪᰝ中における୍ⓗᥐ⨨）

第 34 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、本ㄪᰝを行ࡇ࠺をỴᐃࡁࡓࡋからㄪᰝ委員会のㄪᰝ⤖ᯝのሗ࿌を

ཷける࡛ࡲの㛫、⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡋて࿌Ⓨࡓࢀࡉ研究㈝の୍ⓗ࡞ᨭฟṆ等のᚲせ࡞ᥐ⨨を講ࡌるࡇ

ࠋるࡁ࡛ࡀ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、㈨㔠㓄分ᶵ関から、⿕࿌Ⓨ⪅のヱᙜする研究㈝のᨭฟṆ等をࡌらࡓࢀሙ

ྜにࢀࡑ、ࡣに応ࡓࡌᥐ⨨を講ࡌるࡶのするࠋ

（研究㈝の⏝中Ṇ）

第 35 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、研究活動上の不正行為に関ࡓࡋ認ᐃࡓࢀࡉ⪅、研究活動上の不正

行為ࡀ認ᐃࡓࢀࡉㄽ文等のෆᐜに㔜࡞㈐௵を㈇ࡋ⪅࠺て認ᐃࡓࢀࡉ⪅、及び研究㈝の全部ཪ୍ࡣ部

について⏝上の㈐௵を㈇ࡋ⪅࠺て認ᐃࡓࢀࡉ⪅（௨ୗ「⿕認ᐃ⪅」いࠋ࠺）に対ࡋて、┤ࡕに研

究㈝の⏝中Ṇをࡎるࡶのするࠋ

（ㄽ文等のྲྀୗࡆ等の່࿌）

第 36 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、⿕認ᐃ⪅に対ࡋて、研究活動上の不正行為認ᐃࡓࢀࡉㄽ文等のྲྀୗ

ࠋするのࡶののᥐ⨨を່࿌するࡑࡣゞ正ཪ、ࡆ

２ ⿕認ᐃ⪅ࡣ、๓項の່࿌をཷけࡓ日から㉳⟬ࡋて 14 日௨ෆに່࿌に応ࡎるかྰかのពᛮ⾲♧を○○

（ᶵ関ྡ）の長に行࡞ࢃけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、⿕認ᐃ⪅ࡀ第１項の່࿌に応࡞ࡌいሙྜࡑ、ࡣのᐇをබ⾲するࡶのするࠋ

（ᥐ⨨のゎ㝖等）

第 37 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、研究活動上の不正行為ࡀ行࡞ࢀࢃかࡶࡓࡗの認ᐃࡓࢀࡉሙྜࡣ、本

ㄪᰝに㝿ࡋてࡓࡗ研究㈝のᨭฟṆ等のᥐ⨨をゎ㝖するࡶのするࡓࡲࠋ、ドᣐಖ全のᥐ⨨について

かにゎࡸ㏿、後ࡓࡋᐃ☜ࡀ不᭹⏦❧ての審ᰝ⤖ᯝࡣ後ཪࡓࡋ㐣⤒ࡀᮇ㛫❧⏦ࡲࡲい࡞ࡀ不᭹⏦❧て、ࡣ

㝖するࠋ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、研究活動上の不正行為を行࡞ࢃかࡓࡗ認ᐃࡓࢀࡉ⪅のྡを回するᥐ⨨

及び不┈࡞ࡌ⏕ࡀいࡓめのᥐ⨨を講ࡌるࡶのするࠋ

（ฎ分）

第 38 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、本ㄪᰝの⤖ᯝ、研究活動上の不正行為ࡀ行ࡶࡓࢀࢃの認ᐃࡓࢀࡉሙ
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ࡗ࠶ࡀࡾいㄗ࡞ࡣの࡛ࡶるࡼにࡇࡓࡗᛰࡃࡋὀព⩏ົをⴭ࡞ᇶ本ⓗࡁる࠼ࡲࡁࢃてࡋ⪅研究ࡣ

࿌Ⓨ⪅のẶ⿕、ࡇࡓ ・ྡᡤᒓ、ㄪᰝ委員会委員のẶ ・ྡᡤᒓ、ㄪᰝの方ἲ・ᡭ㡰等をྵࡶࡴのするࠋ

６ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨࡀ行ࡓࢀࢃの認ᐃࡓࢀࡉ࡞ࡀሙྜにࡣ、࿌Ⓨ⪅のẶྡ・

ᡤᒓ、ᝏពにᇶ࡙ࡃ࿌Ⓨ認ᐃࡓࡋ⌮⏤、ㄪᰝ委員会委員のẶྡ・ᡤᒓ、ㄪᰝの方ἲ・ᡭ㡰等をබ⾲す

るࠋ

第７❶ ᥐ⨨及びฎ分

（本ㄪᰝ中における୍ⓗᥐ⨨）

第 34 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、本ㄪᰝを行ࡇ࠺をỴᐃࡁࡓࡋからㄪᰝ委員会のㄪᰝ⤖ᯝのሗ࿌を

ཷける࡛ࡲの㛫、⿕࿌Ⓨ⪅に対ࡋて࿌Ⓨࡓࢀࡉ研究㈝の୍ⓗ࡞ᨭฟṆ等のᚲせ࡞ᥐ⨨を講ࡌるࡇ

ࠋるࡁ࡛ࡀ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、㈨㔠㓄分ᶵ関から、⿕࿌Ⓨ⪅のヱᙜする研究㈝のᨭฟṆ等をࡌらࡓࢀሙ

ྜにࢀࡑ、ࡣに応ࡓࡌᥐ⨨を講ࡌるࡶのするࠋ

（研究㈝の⏝中Ṇ）

第 35 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、研究活動上の不正行為に関ࡓࡋ認ᐃࡓࢀࡉ⪅、研究活動上の不正

行為ࡀ認ᐃࡓࢀࡉㄽ文等のෆᐜに㔜࡞㈐௵を㈇ࡋ⪅࠺て認ᐃࡓࢀࡉ⪅、及び研究㈝の全部ཪ୍ࡣ部

について⏝上の㈐௵を㈇ࡋ⪅࠺て認ᐃࡓࢀࡉ⪅（௨ୗ「⿕認ᐃ⪅」いࠋ࠺）に対ࡋて、┤ࡕに研

究㈝の⏝中Ṇをࡎるࡶのするࠋ

（ㄽ文等のྲྀୗࡆ等の່࿌）

第 36 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、⿕認ᐃ⪅に対ࡋて、研究活動上の不正行為認ᐃࡓࢀࡉㄽ文等のྲྀୗ

ࠋするのࡶののᥐ⨨を່࿌するࡑࡣゞ正ཪ、ࡆ

２ ⿕認ᐃ⪅ࡣ、๓項の່࿌をཷけࡓ日から㉳⟬ࡋて 14 日௨ෆに່࿌に応ࡎるかྰかのពᛮ⾲♧を○○

（ᶵ関ྡ）の長に行࡞ࢃけ࡞ࡤࢀら࡞いࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、⿕認ᐃ⪅ࡀ第１項の່࿌に応࡞ࡌいሙྜࡑ、ࡣのᐇをබ⾲するࡶのするࠋ

（ᥐ⨨のゎ㝖等）

第 37 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、研究活動上の不正行為ࡀ行࡞ࢀࢃかࡶࡓࡗの認ᐃࡓࢀࡉሙྜࡣ、本

ㄪᰝに㝿ࡋてࡓࡗ研究㈝のᨭฟṆ等のᥐ⨨をゎ㝖するࡶのするࡓࡲࠋ、ドᣐಖ全のᥐ⨨について

かにゎࡸ㏿、後ࡓࡋᐃ☜ࡀ不᭹⏦❧ての審ᰝ⤖ᯝࡣ後ཪࡓࡋ㐣⤒ࡀᮇ㛫❧⏦ࡲࡲい࡞ࡀ不᭹⏦❧て、ࡣ

㝖するࠋ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、研究活動上の不正行為を行࡞ࢃかࡓࡗ認ᐃࡓࢀࡉ⪅のྡを回するᥐ⨨

及び不┈࡞ࡌ⏕ࡀいࡓめのᥐ⨨を講ࡌるࡶのするࠋ

（ฎ分）

第 38 ᮲ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、本ㄪᰝの⤖ᯝ、研究活動上の不正行為ࡀ行ࡶࡓࢀࢃの認ᐃࡓࢀࡉሙ

22

ࡗの関ಀㅖつ⛬にᚑࡑて、ἲ௧、⫋員ᑵᴗつ๎ࡋに対⪅ࡓࡋᙜヱ研究活動上の不正行為に関、ࡣྜ

て、ฎ分をㄢすࡶのするࠋ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、๓項のฎ分ࡀㄢࡣࡁࡓࢀࡉ、ヱᙜする㈨㔠㓄分ᶵ関及び関ಀ省ᗇに対ࡋて、

ࠋのฎ分のෆᐜ等を㏻▱するࡑ

（正ᥐ⨨等）

第 39 ᮲ ⌮委員会ࡣ、本ㄪᰝの⤖ᯝ、研究活動上の不正行為ࡀ行ࡶࡓࢀࢃの認ᐃࡓࢀࡉሙྜにࡣ、

○○（ᶵ関ྡ）の長に対ࡸ㏿、ࡋかに正ᥐ⨨、Ⓨ㜵Ṇᥐ⨨、ࡑのᚲせ࡞⎔ቃᩚഛᥐ⨨（௨ୗ「

正ᥐ⨨等」いࠋ࠺）をるࡇを່࿌するࡶのするࠋ

２ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、๓項の່࿌にᇶ࡙ࡁ、関ಀする部局の㈐௵⪅に対ࡋ、正ᥐ⨨等をるࡇ

をࡎるࡓࡲࠋ、ᚲせに応ࡌて、○○（ᶵ関ྡ）全యにおける正ᥐ⨨等をるࡶのするࠋ

３ ○○（ᶵ関ྡ）の長ࡣ、第２項にᇶ࡙いてࡓࡗ正ᥐ⨨等のෆᐜをヱᙜする㈨㔠㓄分ᶵ関୪びに文

部科学省及びࡑのの関ಀ省ᗇに対ࡋてሗ࿌するࡶのするࠋ
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＜参考資料㸯＞ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࡽ審議౫㢗
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＜参考資料㸯＞ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࡽ審議౫㢗
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＜参考資料㸰＞ ◊✲資料➼ࡢಖᏑ㛵ࡿࡍ◊✲ศ㔝ࡿࡼ≉ᛶࡢ  

ཧ⪃ࡋて、研究㈨ᩱࡸヨᩱの≉性ಖᏑ・ಖ⟶における᮲௳に関ࢃるいࡃつかの分

㔝のをグすࠋ  

○⏕科学分㔝

「⏕≀ヨᩱ」及び「⏕≀ヨᩱからの分㞳・ᢳฟ≀」 のಖᏑに㝿ࡋてࡑ、ࡣの≉性

及びᐃࢀࡉるᑗ᮶の⏝に応ࡌての࡞࠺ࡼ≧ែ࡛ಖᏑするかの᮲௳ࡀㄢࡏら

いら⏝ࡀのᡭἲ࡞るಖᏑ、ᾮᾐ≧ែ࡛のಖᏑࡼ⇱ฎ⌮にࡣᶆ本等のሙྜࠋるࢀ

「≀ヨᩱからの分㞳・ᢳฟ≀⏕」ࡸ⬊⣽、⧊⤌、ࡓࡲࠋるࢀ ⤖るࡼᾮయ❅⣲にࡣ

ಖᏑࡀᗈࡃ⏝いらࢀているࡀ、㔞のヨᩱをಖᏑするにࡑࡣのࡀࢺࢫࢥ⭾に࡞るࠋ

ࠋ࠺のつไᇶ‽にᚑࡑࡣ⨨るᚲせᥐࢃに関࡞ードࢨࣁ࢜イࣂ、お࡞

○≀㉁・ᮦᩱ科学分㔝

Ᏻᐃ≀㉁のヨᩱಖᏑࡣ༢にಖ⟶࣌ࢫーࡔࢫけの問題࡛࠶るࡀ、≀㉁の≉性にࡗࡼ

てࡶࡑࡶࡑࡣಖᏑࡀ不ྍ⬟࡛࠶るࡶのࡸ、ಖᏑに᮲௳ࡀㄢࡏらࢀるࡶの࠶ࡀるࠋ

ࡀるのࢀࡓΎίにಖࡀヨᩱࡓࡋに、㉸㧗┿✵≧ែ࡛ㄪ〇࠺ࡼ㉁の≀ࣀࢼ㠃⾲、ࡤ࠼

に⯡୍ࠋる࠶ࡶ㇟研究対࡞࠺ࡼ࠺いᚲ㡲ࡀのሙ（in situ）ࡑ、ࡾ࠶㛫࡛▷ࡃࡈ

㠀平⾮≧ែの≀㉁┦ࡣ㛫ࡶに⦆するの࡛、ヨᩱの㉁ኚをᢚไするにࡣᴟ

ప ࡛のಖᏑ࡞のᡭἲࡀᚲせ࡞るࡓࡲࠋ、応性≀㉁（：✵Ẽ中の㓟⣲ࡸỈ

分の応性を᭷する≀㉁）のಖᏑにࡑ、ࡣの応性及びಖᏑᮇ㛫にࡗࡼて、ࢩࢹ

ࠋる࡞ᚲせࡀ⨨のฎ࡞ᑒṆ࡛のಖᏑ✵┿ࡣࡋい࡞不活性㞺ᅖẼࡸ⟶ーಖࢱーࢣ

ࢀけ࡞ࢃらのつไᇶ‽にᚑࢀࡑࡣẘ≀にヱᙜするヨᩱのಖᏑࡸお、ᨺᑕ性≀㉁࡞

ࠋい࡞ら࡞ࡤ

の関ಀࢱーࢹンࣉー࢜㸭ࢫン࢚イࢧンࣉー࢜○

㧗ࢠࣝࢿ࢚ー≀⌮学、ኳ文学、ᆅ⌫ᝨᫍ科学、⎔ቃ科学、ࣀࢤム科学、ಖ健་⒪

てඹࡋᙧ࡛ᥦ౪࡞ンࣉー࢜上にࢺࢵࢿーࢱをインࢱーࢹ ᐇ㦂・ほࡣの分㔝࡛࡞

᭷㈈⏘ࡋ、研究⪅ࢀࡑࡀらに⮬⏤にࡋࢫࢭࢡゎᯒを行࠺い࠺動࠶ࡀࡁる࢜ࠋ

ーࣉンࢹー࡛ࡇࡇ、ࡣࢱ議ㄽࡋている研究活動の健全࡞␗ࡣる文⬦࡛進めらࢀ

ているࡶの࡛࠶ࡣるࡀ、科学ࢹーࢱの⤌⧊ⓗಖᏑ・活⏝ࡸ、⭾࡞㟁Ꮚሗのᢅ

いに関ࢃるሗ学ⓗᡭἲの開Ⓨい࠺ほⅬからࡶὀ目ࢀࡉる動࠶࡛ࡁるࠋ
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＜参考資料㸰＞ ◊✲資料➼ࡢಖᏑ㛵ࡿࡍ◊✲ศ㔝ࡿࡼ≉ᛶࡢ  

ཧ⪃ࡋて、研究㈨ᩱࡸヨᩱの≉性ಖᏑ・ಖ⟶における᮲௳に関ࢃるいࡃつかの分

㔝のをグすࠋ  

○⏕科学分㔝

「⏕≀ヨᩱ」及び「⏕≀ヨᩱからの分㞳・ᢳฟ≀」 のಖᏑに㝿ࡋてࡑ、ࡣの≉性

及びᐃࢀࡉるᑗ᮶の⏝に応ࡌての࡞࠺ࡼ≧ែ࡛ಖᏑするかの᮲௳ࡀㄢࡏら

いら⏝ࡀのᡭἲ࡞るಖᏑ、ᾮᾐ≧ែ࡛のಖᏑࡼ⇱ฎ⌮にࡣᶆ本等のሙྜࠋるࢀ

「≀ヨᩱからの分㞳・ᢳฟ≀⏕」ࡸ⬊⣽、⧊⤌、ࡓࡲࠋるࢀ ⤖るࡼᾮయ❅⣲にࡣ

ಖᏑࡀᗈࡃ⏝いらࢀているࡀ、㔞のヨᩱをಖᏑするにࡑࡣのࡀࢺࢫࢥ⭾に࡞るࠋ

ࠋ࠺のつไᇶ‽にᚑࡑࡣ⨨るᚲせᥐࢃに関࡞ードࢨࣁ࢜イࣂ、お࡞

○≀㉁・ᮦᩱ科学分㔝

Ᏻᐃ≀㉁のヨᩱಖᏑࡣ༢にಖ⟶࣌ࢫーࡔࢫけの問題࡛࠶るࡀ、≀㉁の≉性にࡗࡼ

てࡶࡑࡶࡑࡣಖᏑࡀ不ྍ⬟࡛࠶るࡶのࡸ、ಖᏑに᮲௳ࡀㄢࡏらࢀるࡶの࠶ࡀるࠋ

ࡀるのࢀࡓΎίにಖࡀヨᩱࡓࡋに、㉸㧗┿✵≧ែ࡛ㄪ〇࠺ࡼ㉁の≀ࣀࢼ㠃⾲、ࡤ࠼

に⯡୍ࠋる࠶ࡶ㇟研究対࡞࠺ࡼ࠺いᚲ㡲ࡀのሙ（in situ）ࡑ、ࡾ࠶㛫࡛▷ࡃࡈ

㠀平⾮≧ែの≀㉁┦ࡣ㛫ࡶに⦆するの࡛、ヨᩱの㉁ኚをᢚไするにࡣᴟ

ప ࡛のಖᏑ࡞のᡭἲࡀᚲせ࡞るࡓࡲࠋ、応性≀㉁（：✵Ẽ中の㓟⣲ࡸỈ

分の応性を᭷する≀㉁）のಖᏑにࡑ、ࡣの応性及びಖᏑᮇ㛫にࡗࡼて、ࢩࢹ

ࠋる࡞ᚲせࡀ⨨のฎ࡞ᑒṆ࡛のಖᏑ✵┿ࡣࡋい࡞不活性㞺ᅖẼࡸ⟶ーಖࢱーࢣ

ࢀけ࡞ࢃらのつไᇶ‽にᚑࢀࡑࡣẘ≀にヱᙜするヨᩱのಖᏑࡸお、ᨺᑕ性≀㉁࡞

ࠋい࡞ら࡞ࡤ

の関ಀࢱーࢹンࣉー࢜㸭ࢫン࢚イࢧンࣉー࢜○

㧗ࢠࣝࢿ࢚ー≀⌮学、ኳ文学、ᆅ⌫ᝨᫍ科学、⎔ቃ科学、ࣀࢤム科学、ಖ健་⒪

てඹࡋᙧ࡛ᥦ౪࡞ンࣉー࢜上にࢺࢵࢿーࢱをインࢱーࢹ ᐇ㦂・ほࡣの分㔝࡛࡞

᭷㈈⏘ࡋ、研究⪅ࢀࡑࡀらに⮬⏤にࡋࢫࢭࢡゎᯒを行࠺い࠺動࠶ࡀࡁる࢜ࠋ

ーࣉンࢹー࡛ࡇࡇ、ࡣࢱ議ㄽࡋている研究活動の健全࡞␗ࡣる文⬦࡛進めらࢀ

ているࡶの࡛࠶ࡣるࡀ、科学ࢹーࢱの⤌⧊ⓗಖᏑ・活⏝ࡸ、⭾࡞㟁Ꮚሗのᢅ

いに関ࢃるሗ学ⓗᡭἲの開Ⓨい࠺ほⅬからࡶὀ目ࢀࡉる動࠶࡛ࡁるࠋ
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＜参考資料３＞ 審議経過

平成 26年（2014年）

   ７月 26 日 文部科学省科学技術・学術政策局長から日本学術会議会長宛てに審

議依頼

８月７日  研究健全性問題検討分科会（第１回）

      ○委員長互選等

         ○文部科学省からの審議依頼について

         ○本分科会の役割、今後の進め方について

   ８月 28日   研究健全性問題検討分科会（第２回）

                  ○文部科学省からの審議依頼への回答について

          （検討項目２及び３を中心に審議）

         ○今後の進め方について

   ９月 26日   研究健全性問題検討分科会（第３回）

         ○文部科学省からの審議依頼への対応について

         ○今後の進め方について

   10月 14日 研究健全性問題検討分科会（第４回）

         ○文部科学省からの審議依頼に対する回答案について

   11月 14日 研究健全性問題検討分科会（第５回）

         ○文部科学省からの審議依頼に対する回答案について

   12月 19日 研究健全性問題検討分科会（第６回）

         ○文部科学省からの審議依頼に対する回答案について

平成 27年（2015年）

      ２月５日   研究健全性問題検討分科会（第７回）

         ○回答案「科学研究における健全性の向上について」を承認

      ２月５日    学術フォーラム「科学研究における健全性の向上－研究活動におけ

る不正行為への対応等に関するガイドラインへの対応」開催（於：

日本学術会議講堂）

   ２月 27日 科学研究における健全性の向上に関する検討委員会（第１回）

         ○回答「科学研究における健全性の向上について」を承認  
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１６̏cxlvi

8．「競争的資金の間接経費の執行に係る
共通指針（平成26年5月29日改正
競争的資金に関する関係府省連絡会

申し合わせ）」

１６４
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研究活動における不正行為の防止に向けて、指導的立場にある研究者の

留意点を取りまとめましたので、御理解、御協力をお願いします。

㸱ᩥ科科➨㸯㸷㸷ྕ

௧㸱ᖺ㸶᭶㸰㸮᪥

ᩥ 㒊 科 学 ┬ の ண ⟬ の 㓄 ศ ཪ ࡣ 措 置  ࡼ ࡾ

研究ࢆᐇࡿࡍ研究ᶵ㛵の㛗 Ẋ

ᩥ㒊科学┬科学技術・学術政策局㛗

༓ ཎ ⏤ ᖾ

研究άືࡿࡅ࠾正⾜Ⅽの㜵Ṇのᚭᗏ࡚࠸ࡘ（㏻▱）

研究άືࡿࡅ࠾正⾜Ⅽのᑐ応➼㛵ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ（ᖹᡂ 26ᖺ 8᭶ 26᪥、ᩥ㒊科

学⮧Ỵᐃ）ࡀ㐺⏝ࡓࢀࡉᖹᡂ 27ᖺ4᭶௨㝆ࡶ、≉ᐃの研究⪅ࡀ㛗ᮇ㛫ࡾࡓࢃከࡃのㄽᩥ➼

ᣦᑟ࡞⪅㈐௵ⴭ、ࡣ正⾜Ⅽのせᅉ࡞࠺ࡼのࡇࠋࡍࡲࢀࡽࡵㄆࡀ࠺⾜ࢆ正⾜Ⅽ࡚࠸࠾

的❧ሙࡿ࠶研究⪅ࡀ、研究のᐇࡸㄽᩥ➼のᇳ➹・ᢞ✏当ࡾࡓ研究ࢱ࣮ࢹ➼の☜ㄆ࡚ࡗ⾜ࢆ

の正ࡳࡿࡄࣉ࣮ࣝࢢ研究室・研究ࡣཪࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ正⾜Ⅽࡀ当ヱ研究⪅⮬㌟、ࡸࡇ࠸࡞࠸

⾜Ⅽࢆᑟࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋᣲࠋࡍࡲࢀࡽࡆ

ᩥ、࡚ࡅཷࢆࢀࡇ 㒊科学┬ࡣ、科学技術・学術政策局タ置ࡓࡋ「公正࡞研究άືの推進㛵

、ሙྜࡓࢀࡉㄆᐃࡀ（⏝┐、ࢇࡊᤐ㐀、ᨵ）え、≉ᐃ正⾜Ⅽࡲ㋃ࢆ᭷㆑⪅㆟」のຓゝࡿࡍ

「競争的㈨㔠の㐺ษ࡞ᇳ⾜㛵ࡿࡍᣦ㔪」（௨ୗ「ᣦ㔪」ࠋ࠺࠸）ᇶ࡙ࡁㅮࡿࡌ、競争的研究

費の応募制限措置の考え方ࢆ、別添の≉ࠋࡓࡋࡲࡋ⌮ᩚࡾ࠾、研究⪅のᝏ㉁࡞正⾜Ⅽཬࡧ

㈐௵࡚࠸ࡘୗグのࡓࡋࡲࡋ⌮ᩚࡾ࠾の࡛、ࡈ␃ព㢪ࠋࡍࡲ࠸

ᚋ、ᩥ 㒊科学┬ࡣ、≉ᐃ正⾜Ⅽࡀㄆᐃࡓࢀࡉሙྜࡣ、ᮏ㏻▱の内ᐜࢆ㋃ࡲえ競争的研究費

の応募制限措置ࢆㅮࠋࡍࡲࡌ

研究ᶵ㛵の㛗ࡣ࡚࠸࠾、ᡤᒓࡿࡍ研究⪅ᑐ࡚ࡋ、ᮏ㏻▱の内ᐜࢆ࿘▱≉、ࡶࡿࡍ

㈐௵ⴭ⪅࡞ᣦᑟ的❧ሙࡿ࠶研究⪅ͤࡀୗグの内ᐜࢆ༑ศ⌮ゎࡋ、ㄽᩥ➼のᇳ➹・ᢞ✏当

ࡼࡿࡍᚭᗏࢆ正⾜Ⅽの㜵Ṇࡿࡅ࠾研究άື、ࡾࡼ➼ࡇࡿࡍᵓ⠏ࢆㄆయ制☜࡞㐺ษ、ࡾࡓ

ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࠺

ࡿࡅ࠾研究άື」ࠗ、ࡣ࡚࠸ࡘ࿘▱・ᚭᗏの≧ἣࡿࡍ㛵▱ᮏ㏻ࡿࡅ࠾研究ᶵ㛵、࠾࡞

正⾜Ⅽのᑐ応➼㛵「ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍᇶ࡙ྲྀࡃ⤌≧ἣ係ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡿ（௧4ᖺᗘ

∧）࠘ ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ、の࡛ࡍࡲ࠸⾜ࢆࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ࡚࠸࠾

ͤ ㄽᩥ➼の㈐௵ⴭ⪅ࡸඹⴭ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ࡞研究室・࣑ࢮのᐓ⪅ࢆ࡞ᐃ

92



研究活動における不正行為の防止に向けて、指導的立場にある研究者の

留意点を取りまとめましたので、御理解、御協力をお願いします。

㸱ᩥ科科➨㸯㸷㸷ྕ

௧㸱ᖺ㸶᭶㸰㸮᪥

ᩥ 㒊 科 学 ┬ の ண ⟬ の 㓄 ศ ཪ ࡣ 措 置  ࡼ ࡾ

研究ࢆᐇࡿࡍ研究ᶵ㛵の㛗 Ẋ

ᩥ㒊科学┬科学技術・学術政策局㛗

༓ ཎ ⏤ ᖾ

研究άືࡿࡅ࠾正⾜Ⅽの㜵Ṇのᚭᗏ࡚࠸ࡘ（㏻▱）

研究άືࡿࡅ࠾正⾜Ⅽのᑐ応➼㛵ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ（ᖹᡂ 26ᖺ 8᭶ 26᪥、ᩥ㒊科

学⮧Ỵᐃ）ࡀ㐺⏝ࡓࢀࡉᖹᡂ27ᖺ4᭶௨㝆ࡶ、≉ᐃの研究⪅ࡀ㛗ᮇ㛫ࡾࡓࢃከࡃのㄽᩥ➼

ᣦᑟ࡞⪅㈐௵ⴭ、ࡣ正⾜Ⅽのせᅉ࡞࠺ࡼのࡇࠋࡍࡲࢀࡽࡵㄆࡀ࠺⾜ࢆ正⾜Ⅽ࡚࠸࠾

的❧ሙࡿ࠶研究⪅ࡀ、研究のᐇࡸㄽᩥ➼のᇳ➹・ᢞ✏当ࡾࡓ研究ࢱ࣮ࢹ➼の☜ㄆ࡚ࡗ⾜ࢆ

の正ࡳࡿࡄࣉ࣮ࣝࢢ研究室・研究ࡣཪࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ正⾜Ⅽࡀ当ヱ研究⪅⮬㌟、ࡸࡇ࠸࡞࠸

⾜Ⅽࢆᑟࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋᣲࠋࡍࡲࢀࡽࡆ

ᩥ、࡚ࡅཷࢆࢀࡇ 㒊科学┬ࡣ、科学技術・学術政策局タ置ࡓࡋ「公正࡞研究άືの推進㛵

、ሙྜࡓࢀࡉㄆᐃࡀ（⏝┐、ࢇࡊᤐ㐀、ᨵ）え、≉ᐃ正⾜Ⅽࡲ㋃ࢆ᭷㆑⪅㆟」のຓゝࡿࡍ

「競争的㈨㔠の㐺ษ࡞ᇳ⾜㛵ࡿࡍᣦ㔪」（௨ୗ「ᣦ㔪」ࠋ࠺࠸）ᇶ࡙ࡁㅮࡿࡌ、競争的研究

費の応募制限措置の考え方ࢆ、別添の≉ࠋࡓࡋࡲࡋ⌮ᩚࡾ࠾、研究⪅のᝏ㉁࡞正⾜Ⅽཬࡧ

㈐௵࡚࠸ࡘୗグのࡓࡋࡲࡋ⌮ᩚࡾ࠾の࡛、ࡈ␃ព㢪ࠋࡍࡲ࠸

ᚋ、ᩥ 㒊科学┬ࡣ、≉ᐃ正⾜Ⅽࡀㄆᐃࡓࢀࡉሙྜࡣ、ᮏ㏻▱の内ᐜࢆ㋃ࡲえ競争的研究費

の応募制限措置ࢆㅮࠋࡍࡲࡌ

研究ᶵ㛵の㛗ࡣ࡚࠸࠾、ᡤᒓࡿࡍ研究⪅ᑐ࡚ࡋ、ᮏ㏻▱の内ᐜࢆ࿘▱≉、ࡶࡿࡍ

㈐௵ⴭ⪅࡞ᣦᑟ的❧ሙࡿ࠶研究⪅ͤࡀୗグの内ᐜࢆ༑ศ⌮ゎࡋ、ㄽᩥ➼のᇳ➹・ᢞ✏当

ࡼࡿࡍᚭᗏࢆ正⾜Ⅽの㜵Ṇࡿࡅ࠾研究άື、ࡾࡼ➼ࡇࡿࡍᵓ⠏ࢆㄆయ制☜࡞㐺ษ、ࡾࡓ

ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࠺

ࡿࡅ࠾研究άື」ࠗ、ࡣ࡚࠸ࡘ࿘▱・ᚭᗏの≧ἣࡿࡍ㛵▱ᮏ㏻ࡿࡅ࠾研究ᶵ㛵、࠾࡞

正⾜Ⅽのᑐ応➼㛵「ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍᇶ࡙ྲྀࡃ⤌≧ἣ係ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡿ（௧4ᖺᗘ

∧）࠘ ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ、の࡛ࡍࡲ࠸⾜ࢆࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ࡚࠸࠾

ͤ ㄽᩥ➼の㈐௵ⴭ⪅ࡸඹⴭ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ࡞研究室・࣑ࢮのᐓ⪅ࢆ࡞ᐃ

2

グ

別添「競争的研究費の応募制限措置の考え方」のࡕ࠺、㈐௵ⴭ⪅࡞ᣦᑟ的❧ሙࡿ࠶研究⪅

ࡾ࠾௨ୗのࡣⅬ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ព␃≉

㸯㸬「≉ᝏ㉁࡞⪅」ヱ当ࡿࡍ⪅の考え方（別添㸲ࢪ࣮࣌㉥Ꮠ㒊ศ）

（㸯）ᣦ㔪別⾲㸰

「研究の当ึࡽ正⾜Ⅽࢆࡇ࠺⾜ࢆពᅗࡓ࠸࡚ࡋሙྜ≉、࡞ᝏ㉁࡞⪅」

（㸰）「࡞」の᫂☜

ձ競争的研究費の応募制限措置ࡓࡅཷࢆᚋ、ᗘ正⾜Ⅽࡓࡗ⾜ࢆሙྜ

ղᣦᑟ的❧ሙࡿ࠶㈐௵ⴭ⪅ࡿࡼ࡞正⾜Ⅽ࡛࡚ࡗ࠶、௨ୗのࢀࡎ࠸ヱ当ࡿࡍሙ

ྜ

・正࡞ⱝࡣࡃࡋ㐺ษ࡞研究のᐇ、ᣦ♧、ᣦᑟࡾࡼ、」ᩘのㄽᩥ➼ࢆᇳ➹・ᢞ✏ࡋ

ሙྜࡿࡍ当┦ࡽࢀࡇࡣሙྜཪࡓ

・研究室・研究ࡳࡿࡄࣉ࣮ࣝࢢの研究正ࢆᑟࡋ」ᩘのㄽᩥ➼ࢆᇳ➹・ᢞ✏ࡓࡋሙྜ

ཪࡽࢀࡇࡣ┦当ࡿࡍሙྜ

・研究άືࢆࡎࢃ⾜ࡃ」ᩘのㄽᩥ➼ࢆᇳ➹・ᢞ✏ࡓࡋሙྜཪࡽࢀࡇࡣ┦当ࡿࡍሙ

（ྜㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ、᰿ᣐࡿ࡞ᐇ㦂ࢆ➼ࢱ࣮ࢹ・ࢺ࣮ࣀࡃᥦฟࡎࡏ、研究ᐇែࡀ☜ㄆ

（ࠋࡴྵࢆሙྜࡓࡋ⏝ὶࡃ࡞⏝ᘬ࡞㐺ษࢆ㒊ศࡍ࡞ࢆㄽᩥ➼の᰿ᖿ、ࡸሙྜ࠸࡞ࡁ࡛

࡞

㸰㸬「正⾜Ⅽࡣ㛵ࡶ࠸࡞࠸࡚ࡋのの、正⾜Ⅽのࡓࡗ࠶研究係ࡿㄽᩥ➼の㈐௵ࢆ㈇࠺ⴭ

⪅」の㈐௵の考え方（別添㸵ࢪ࣮࣌㉥Ꮠ㒊ศ）

（㸯）ᣦ㔪別⾲㸰

「正⾜Ⅽࡣ㛵ࡶ࠸࡞࠸࡚ࡋのの、正⾜Ⅽのࡓࡗ࠶研究係ࡿㄽᩥ➼の㈐௵ࢆ㈇࠺

ⴭ⪅」

（㸰）「㈐௵」の᫂☜

・㈐௵ⴭ⪅࡞ᣦᑟ的❧ሙࡿ࠶研究⪅ࡣ、研究のᐇࡸㄽᩥ➼のᇳ➹・ᢞ✏当ࡾࡓ、┤

᥋的ᚲせ࡞☜ㄆ࠺⾜ࢆ、ཪࡣ、の研究⪅ᚲせ࡞☜ㄆࡿࡏࢃ⾜ࢆయ制ࢆᵓ⠏࡞ࡿࡍ、

⟶⌮㈐௵ࢆᯝࡀࡇࡍࡓồࠋࡿࢀࡽࡵ
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【別添】「競争的研究費の応募制限措置の考え方」

【参考URL】https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm

（担当）

科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進室

研究公正推進係 新井、中村

電話：03-5253-4111（内線3873）

E-mail：kiban@mext.go.jp
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【別添】「競争的研究費の応募制限措置の考え方」

【参考 URL】https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm

（担当）

科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進室

研究公正推進係 新井、中村

電話：03-5253-4111（内線3873）

E-mail：kiban@mext.go.jp
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競
争
的
研
究
費
の
応
募
制
限
措
置
（
指
針
別
表
２
）

特
定
不
正
行
為
が
認
定
され

た
場
合
、「
競
争
的
資
金
の
適
正
な
執
行
に
関
す
る
指
針
（
平
成

17
年

9月
9日

、競
争
的
資
金
に
関
す
る

関
係
府
省
連
絡
会
申
し合

わ
せ
）
」に
基
づ
き
、競

争
的
研
究
費
の
応
募
制
限
措
置
を
講
じる

。

競
争
的
資
金
の
適
正
な
執
行
に
関
す
る
指
針
（
平
成
17
年
9月
9日

、競
争
的
資
金
に
関
す
る
関
係
府
省
連
絡
会
申
し合

わ
せ
）
別
表
２

特
定
不
正
行
為
が
認
定
され

た
場
合
、「
競
争
的
資
金
の
適
正
な
執
行
に
関
す
る
指
針
（
平
成

17
年

9月
9日

、競
争
的
資
金
に
関
す
る

関
係
府
省
連
絡
会
申
し合

わ
せ
）
」に
基
づ
き
、競

争
的
研
究
費
の
応
募
制
限
措
置
を
講
じる

。

競
争
的
資
金
の
適
正
な
執
行
に
関
す
る
指
針
（
平
成
17
年
9月
9日

、競
争
的
資
金
に
関
す
る
関
係
府
省
連
絡
会
申
し合

わ
せ
）
別
表
２

応
募
制
限
の
対
象
者

不
正
行
為
の
程
度

応
募
制
限
期
間

不
正
行
為
に

関
与
した

者

１
．
研
究
の
当
初
か
ら不

正
行
為
を
行
うこ
とを
意
図
し

た
場
合
な
ど、
特
に
悪
質
な
者

－
10
年

２
．
不
正
行
為

が
あ
った
研
究
に

係
る
論
文
等
の

著
者

当
該
論
文
等
の
責
任
を
負
う著

者
（
監
修
責
任
者
、代

表
執
筆
者

又
は
これ

らの
者
と同

等
の
責
任
を

負
うと
認
定
され

た
者
）

当
該
分
野
の
研
究
の
進
展
へ
の
影
響
や
社
会
的
影
響
が

大
き
く、
又
は
行
為
の
悪
質
性
が
高
い
と判

断
され

る
も
の

5～
7年

当
該
分
野
の
研
究
の
進
展
へ
の
影
響
や
社
会
的
影
響
が

小
さく
、又

は
行
為
の
悪
質
性
が
低
い
と判

断
され

る
も
の

3～
5年

上
記
以
外
の
著
者

ー
2～

3年

３
．
１
．
及
び
２
．
を
除
く不

正
行
為
に
関
与
した

者
ー

2～
3年

不
正
行
為
に
関
与
して

い
な
い
も
の
の
、不

正
行
為
の
あ
った
研
究
に
係
る

論
文
等
の
責
任
を
負
う著

者
（
監
修
責
任
者
、代

表
執
筆
者
又
は
これ

ら
の
者
と同

等
の
責
任
を負

うと
認
定
され

た
者
）

当
該
分
野
の
研
究
の
進
展
へ
の
影
響
や
社
会
的
影
響
が

大
き
く、
又
は
行
為
の
悪
質
性
が
高
い
と判

断
され

る
も
の

2～
3年

当
該
分
野
の
研
究
の
進
展
へ
の
影
響
や
社
会
的
影
響
が

小
さく
、又

は
行
為
の
悪
質
性
が
低
い
と判

断
され

る
も
の

1～
2年

2
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଼
ଥ

研
究
ા
の
ૢ
൳


ೈ
઼
（

ଉ
શ

ڮ
）

特
定
不
正
行
為
が
認
定
され

た
場
合
、岣
଼
ଥ

ৱ
স
の
ి
正
峔

行
に
関
峃
峵

ଉ
（

ਛ

17
年

9月
9

、଼
ଥ

ৱ
স
に
関
峃
峵

関
બ
ਿ
省
৴
൪
ভ
ண
し合

峹
峅
）
岤に
੦
峏
岷
、଼

ଥ

研
究
ા
の
ૢ
൳


措
置
を
講
峂峵

。

଼
ଥ

ৱ
স
の
ి
正
な

行
に
関
峃
る

ଉ
（

ਛ
17
年
9月
9

、଼
ଥ

ৱ
স
に
関
峃
る
関
係
ਿ

৴
൪
ভ
ண
し合

峹
峅
）
શ

ڮ

特
定
不
正
行
為
が
認
定
され

た
場
合
、岣
଼
ଥ

ৱ
স
の
ి
正
峔

行
に
関
峃
峵

ଉ
（

ਛ

17
年

9月
9

、଼
ଥ

ৱ
স
に
関
峃
峵

関
બ
ਿ
省
৴
൪
ভ
ண
し合

峹
峅
）
岤に
੦
峏
岷
、଼

ଥ

研
究
ા
の
ૢ
൳


措
置
を
講
峂峵

。

଼
ଥ

ৱ
স
の
ి
正
な

行
に
関
峃
る

ଉ
（

ਛ
17
年
9月
9

、଼
ଥ

ৱ
স
に
関
峃
る
関
係
ਿ

৴
൪
ভ
ண
し合

峹
峅
）
શ

ڮ

ૢ
൳


の
ৌ

者

不
正
行
為
の
ங
২

ૢ
൳





不
正
行
為
に

関
与
した

者

ڭ
؝
研
究
の
ਊ
ੂ
岵
峳不

正
行
為
を
行
岰岽
とを
ਔ

し

た
場
合
峔
峓、
特
に
ப
ସ
峔
者

ٕ
10
年

ڮ
؝
不
正
行
為

が
岬
った
研
究
に

બ
峵

文
等
の

෩
者

ਊ
ჾ

文
等
の
ி
ભ
を

岰෩

者
（
૰
ఊ
ி
ભ
者
、৻

表

ൿ
者

又
は
岽れ

峳の
者
と同

等
の
ி
ભ
を


岰と
認
定
され

た
者
）

ਊ
ჾ
分

の
研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

峮
社
ভ

୶

が

প
岷
岹、
又
は
行
為
の
ப
ସ
ਙ
が
高
い
とਖ਼


され

峵
峬
の

5～
7年

ਊ
ჾ
分

の
研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

峮
社
ভ

୶

が

৵
さ岹
、又

は
行
為
の
ப
ସ
ਙ
が

い
とਖ਼


され

峵
峬
の

3～
5年


੶
ਰ
ਗ
の
෩
者

嵤
2～

3年

گ
؝
ڭ
؝
及
び
ڮ
؝
を

岹不

正
行
為
に
関
与
した

者
嵤

2～
3年

不
正
行
為
に
関
与
して

い
峔
い
峬
の
の
、不

正
行
為
の
岬
った
研
究
に
બ
峵


文
等
の
ி
ભ
を

岰෩

者
（
૰
ఊ
ி
ભ
者
、৻

表

ൿ
者
又
は
岽れ

峳
の
者
と同

等
の
ி
ભ
を

岰と
認
定
され

た
者
）

ਊ
ჾ
分

の
研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

峮
社
ভ

୶

が

প
岷
岹、
又
は
行
為
の
ப
ସ
ਙ
が
高
い
とਖ਼


され

峵
峬
の

2～
3年

ਊ
ჾ
分

の
研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

峮
社
ভ

୶

が

৵
さ岹
、又

は
行
為
の
ப
ସ
ਙ
が

い
とਖ਼


され

峵
峬
の

1～
2年

2
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.m

ex
t.g

o.
jp

/a
_m

en
u/

jin
za

i/
fu

se
i/i

nd
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.h
tm
）

଼
ଥ

研
究
ા
の
ૢ
൳


ೈ
઼

ૢ
൳


の
ৌ

者

不
正
行
為
の
ங
২
（

P7
に
અ
岲
্
をં

峃
）

ૢ
൳





不
正
行
為
に
関
与
して

い
峔
い
峬
の
の
、不

正
行
為
の
岬
った
研
究
に
બ
峵

文
等
の
ி
ભ
を


岰෩

者
（
૰
ఊ
ி
ભ
者
、৻

表

ൿ
者
又
は
岽れ

峳の
者
と同

等
の
ி
ભ
を

岰と
認
定
さ

れ
た
者
）
（

P7
に
岣ி

ભ
岤の
અ
岲
্
をં

峃
）

高
3年

র
2年


1年

ڭ
؝
不
正
行
為
に
関
与
した

者
ڭ
؝
不
正
行
為
に
関
与
した

者

ڮ
؝
不
正
行
為
に
峙
関
与
して
い
な
い
も
の
の
、不

正
行
為
の
あ
った
研
究
に
係
る
論
文
等
の
責
任
を
負
う著

者
ڮ
؝
不
正
行
為
に
峙
関
与
して
い
な
い
も
の
の
、不

正
行
為
の
あ
った
研
究
に
係
る
論
文
等
の
責
任
を
負
う著

者

ૢ
൳


の
ৌ

者

不
正
行
為
の
ங
২
（

P4
～

6に
અ
岲
্
をં

峃
）

ૢ
൳





行
為
の
ப
ସ
ਙ

୶


不
正
行
為
に
関

与
した

者

ڭ
؝
研
究
の
ਊ
ੂ
岵
峳不

正
行
為
を行

岰岽
とを
ਔ

した

場
合
峔
峓、

特
に
ப
ସ
峔
者
（

P4
に
岣特

に
ப
ସ
岤の
અ
岲
্
をં

峃
）

ٕ
10
年

ڮ
؝
不
正
行
為
が

岬
った
研
究
に
બ
峵


文
等
の
෩
者

ਊ
ჾ

文
等
の
ி
ભ
を

岰෩
者

（
૰
ఊ
ி
ભ
者
、৻

表

ൿ
者
又
は
岽れ

峳の
者
と同

等
の
ி
ભ
を

岰と
認
定
され

た
者
）

高
高

7年
高

র
6年

র
高

高


5年
র

র


高
র


4年


র




3年

੶
ਰ
ਗ
の
෩
者

嵤
2～

3年

گ
؝
ڭ
؝
及
び
ڮ
؝
を

岹不
正
行
為
に
関
与
した

者
嵤

2～
3年

଼
ଥ

ৱ
স
の
ి
正
峔

行
に
関
峃
峵

ଉ
（
଼
ଥ

ৱ
স
に
関
峃
峵
関
બ
ਿ
省
৴
൪
ভ
ண
し合

峹
峅
）
શ
表
ڮ
の
અ
岲
্
をP

3～
P7
の
とお
峴ତ

理
଼
ଥ

ৱ
স
の
ి
正
峔

行
に
関
峃
峵

ଉ
（
଼
ଥ

ৱ
স
に
関
峃
峵
関
બ
ਿ
省
৴
൪
ভ
ண
し合

峹
峅
）
શ
表
ڮ
の
અ
岲
্
をP

3～
P7
の
とお
峴ତ

理

3
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不
正
行
為
に
関
与
した

者

程
度

「行
為
の
悪
質
性
」の
考
え
方
（
例
）

特
に

悪
質

○
研
究
の
当
初
か
ら不

正
行
為
を行

うこ
とを
意
図
して

い
た
場
合

○
応
募
制
限
措
置
を受

け
た
後
、再

度
不
正
行
為
を行

った
場
合
（
た
だ
し、
次
頁
の
（
※

2）
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
、た
だ
ち
に
「特

に
悪
質
」と
せ
ず
、個

別
に

判
断
す
る
も
の
とす
る
。）

○
指
導
的
立
場
に
あ
る
責
任
著
者
な
どに
よる

不
正
行
為
で
あ
って
、以

下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

・不
正
な
若
しく
は
不
適
切
な
研
究
の
実
施
、指

示
、指

導
に
より
、複

数
の
論
文
等
を執

筆
・投

稿
した

場
合
、若

しく
は
、不

正
論
文
等
の
掲
載
時
期
が
複
数
年
度

に
及
ぶ
場
合
、又

は
、こ
れ
らに
相
当
す
る
場
合

・研
究
室
、研

究
グ
ル
ー
プぐ
る
み
の
研
究
不
正
を主

導
し、
複
数
の
論
文
等
を執

筆
・投

稿
した

場
合
、若

しく
は
、不

正
論
文
等
の
掲
載
時
期
が
複
数
年
度
に
及
ぶ

場
合
、又

は
、こ
れ
らに
相
当
す
る
場
合

・研
究
活
動
を全

く行
わ
ず
に
、複

数
の
論
文
等
を執

筆
・投

稿
した

場
合
、又

は
、こ
れ
らに
相
当
す
る
場
合
（
調
査
対
象
者
が
、根

拠
とな

る
実
験
ノー
ト・
デ
ー
タ等

を全
く提

出
せ
ず
、研

究
実
態
が
確
認
で
きな

い
場
合
や
、論

文
等
の
根
幹
をな

す
部
分
を適

切
な
引
用
な
く流

用
した

場
合
を含

む
。）

【※
赤
字
は
、こ
れ
まで

「特
に
悪
質
」に
該
当
す
る
も
の
とし
て
明
記
して

い
な
か
った
項
目
】

高

○
指
導
的
立
場
に
あ
る
責
任
著
者
な
どに
よる

不
正
行
為
で
あ
って
、以

下
の
い
ず
れ
に
も
該
当
しな

い
も
の
（
上
記
の
「特

に
悪
質
」の
要
件
に
該
当
しな

い
も
の
）

・不
正
な
若
しく
は
不
適
切
な
研
究
の
実
施
、指

示
、指

導
に
より
、複

数
の
論
文
等
を執

筆
・投

稿
した

場
合
、若

しく
は
、不

正
論
文
等
の
掲
載
時
期
が
複
数
年
度

に
及
ぶ
場
合
、又

は
、こ
れ
らに
相
当
す
る
場
合

・研
究
室
、研

究
グ
ル
ー
プぐ
る
み
の
研
究
不
正
を主

導
し、
複
数
の
論
文
等
を執

筆
・投

稿
した

場
合
、若

しく
は
、不

正
論
文
等
の
掲
載
時
期
が
複
数
年
度
に
及
ぶ

場
合
、又

は
、こ
れ
らに
相
当
す
る
場
合

・研
究
活
動
を全

く行
わ
ず
に
、複

数
の
論
文
等
を執

筆
・投

稿
した

場
合
、又

は
、こ
れ
らに
相
当
す
る
場
合
（
調
査
対
象
者
が
、根

拠
とな

る
実
験
ノー
ト・
デ
ー
タ等

を全
く提

出
せ
ず
、研

究
実
態
が
確
認
で
きな

い
場
合
や
、論

文
等
の
根
幹
をな

す
部
分
を適

切
な
引
用
な
く流

用
した

場
合
を含

む
。）

○
指
導
的
立
場
に
あ
る
責
任
著
者
な
どに
よる

、指
導
した

学
生
の
論
文
等
の
不
適
切
な
流
用

１
．
行
為
の
悪
質
性

（
１
）
基
本
的
考
え
方

指
導
的
立
場
に
あ
る
責
任
著
者
な
ど（

※
１
）
が
、不

正
行
為
を実

施
して

い
る
場
合
、不

正
行
為
や
不
適
切
な
行
為
を指

示
・指

導
して

い
る
場
合
、研

究
を行

わ
ず
複
数
の
論
文

等
を作

成
して

い
る
場
合
な
どは

、「
研
究
の
当
初
か
ら不

正
行
為
を行

うこ
とを
意
図
して

い
た
場
合
」に
相
当
す
る
悪
質
性
を有

す
る
も
の
とし
、「
特
に
悪
質
」に
該
当
す
る
も
の
とす
る
。

「故
意
」に
よる

不
正
行
為
が
認
め
られ

る
場
合
は
、「
特
に
悪
質
」～

「中
」と
し、
「研

究
者
とし
て
わ
きま

え
るべ

き基
本
的
な
注
意
義
務
を著

しく
怠
った
こと
」に
よる

不
正
行
為
の
場
合

は
、「
中
」～

「低
」と
す
る
。程

度
（
特
に
悪
質
～
低
）
の
判
断
に
当
た
って
は
、不

正
行
為
の
常
態
化
（
不
正
論
文
等
の
数
や
不
正
論
文
等
の
掲
載
時
期
が
複
数
年
度
に
及
ぶ
か

否
か
）
等
を考

慮
す
る
。

「考
え
方
（
例
）
」を
踏
まえ

、不
正
行
為
の
程
度
を判

断
す
る
こと
を
原
則
とす
る
が
、「
考
え
方
（
例
）
」に
よ
る
こと
が
合
理
的
で
な
い
場
合
は
、不

正
調
査
に
お
い
て
その

判
断
理
由

を示
す
必
要
が
あ
る
。

な
お
、不

正
調
査
に
お
い
て
は
、不

正
行
為
に
関
与
した

者
の
故
意
性
の
有
無
を
認
定
した

上
で
、故

意
性
が
な
い
と認

め
られ

る
場
合
に
は
、「
研
究
者
とし
て
わ
き
まえ

る
べ
き
基
本
的

な
注
意
義
務
を著

しく
怠
った
こと
」で
あ
る
か
否
か
を認

定
す
る
必
要
が
あ
る
。

【※
１
：
「な
ど」
は
、研

究
室
・ゼ
ミの
主
宰
者
や
「特

に
悪
質
」に
該
当
す
る
行
為
を主

導
した

研
究
者
が
著
者
に
な
って
い
る
場
合
を想

定
】

１
．
行
為
の
悪
質
性

（
１
）
基
本
的
考
え
方

指
導
的
立
場
に
あ
る
責
任
著
者
な
ど（

※
１
）
が
、不

正
行
為
を実

施
して

い
る
場
合
、不

正
行
為
や
不
適
切
な
行
為
を指

示
・指

導
して

い
る
場
合
、研

究
を行

わ
ず
複
数
の
論
文

等
を作

成
して

い
る
場
合
な
どは

、「
研
究
の
当
初
か
ら不

正
行
為
を行

うこ
とを
意
図
して

い
た
場
合
」に
相
当
す
る
悪
質
性
を有

す
る
も
の
とし
、「
特
に
悪
質
」に
該
当
す
る
も
の
とす
る
。

「故
意
」に
よる

不
正
行
為
が
認
め
られ

る
場
合
は
、「
特
に
悪
質
」～

「中
」と
し、
「研

究
者
とし
て
わ
きま

え
るべ

き基
本
的
な
注
意
義
務
を著

しく
怠
った
こと
」に
よる

不
正
行
為
の
場
合

は
、「
中
」～

「低
」と
す
る
。程

度
（
特
に
悪
質
～
低
）
の
判
断
に
当
た
って
は
、不

正
行
為
の
常
態
化
（
不
正
論
文
等
の
数
や
不
正
論
文
等
の
掲
載
時
期
が
複
数
年
度
に
及
ぶ
か

否
か
）
等
を考

慮
す
る
。

「考
え
方
（
例
）
」を
踏
まえ

、不
正
行
為
の
程
度
を判

断
す
る
こと
を
原
則
とす
る
が
、「
考
え
方
（
例
）
」に
よ
る
こと
が
合
理
的
で
な
い
場
合
は
、不

正
調
査
に
お
い
て
その

判
断
理
由

を示
す
必
要
が
あ
る
。

な
お
、不

正
調
査
に
お
い
て
は
、不

正
行
為
に
関
与
した

者
の
故
意
性
の
有
無
を
認
定
した

上
で
、故

意
性
が
な
い
と認

め
られ

る
場
合
に
は
、「
研
究
者
とし
て
わ
き
まえ

る
べ
き
基
本
的

な
注
意
義
務
を著

しく
怠
った
こと
」で
あ
る
か
否
か
を認

定
す
る
必
要
が
あ
る
。

【※
１
：
「な
ど」
は
、研

究
室
・ゼ
ミの
主
宰
者
や
「特

に
悪
質
」に
該
当
す
る
行
為
を主

導
した

研
究
者
が
著
者
に
な
って
い
る
場
合
を想

定
】 4



不
正
行
為
に
関
与
した

者

ங
২

岣行
為
の
ப
ସ
ਙ
岤の
અ
岲
্
（

）

特
に

ப
ସ

○
研
究
の
ਊ
ੂ
岵
峳不

正
行
為
を行

岰岽
とを
ਔ

して

い
た
場
合

○
ૢ
൳


措
置
を受

け
た
後
、ગ

২
不
正
行
為
を行

った
場
合
（
た
峊
し、
ઃ
ᅚ
の
（
※

2）
の
事

に
ჾ
ਊ
峃
峵
場
合
は
、た
峊
峋
に
岣特

に
ப
ସ
岤と
峅
峄
、

શ
に

ਖ਼

峃
峵
峬
の
と峃
峵
。）

○



য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
峔
峓に
峲峵

不
正
行
為
で
岬
って
、ਰ

ৣ
の
い
峄
れ
岵
に
ჾ
ਊ
峃
峵
峬
の

・不
正
峔

し岹
は
不
ి
જ
峔
研
究
の
ৰ
施
、

ં
、


に
峲峴
、複

数
の

文
等
を

ൿ
・

ံ
した

場
合
、

し岹
は
、不

正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২

に
及
峠
場
合
、又

は
、岽
れ
峳に
ৼ
ਊ
峃
峵
場
合

・研
究

、研

究
崘
嵓
嵤
崿岺
峵
峩
の
研
究
不
正
を


し、
複
数
の

文
等
を

ൿ
・

ံ
した

場
合
、

し岹
は
、不

正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২
に
及
峠

場
合
、又

は
、岽
れ
峳に
ৼ
ਊ
峃
峵
場
合

・研
究
ણ

を৸

岹行
峹
峄
に
、複

数
の

文
等
を

ൿ
・

ံ
した

場
合
、又

は
、岽
れ
峳に
ৼ
ਊ
峃
峵
場
合
（
৹
ਪ
ৌ

者
が
、உ

ು
と峔

峵
ৰ
ୡ
崶嵤
ト・
崯
嵤
崧等

を৸
岹

ল
峅
峄
、研

究
ৰ
ଙ
が
ન
認
で
岷峔

い
場
合
峮
、

文
等
の
உ
ୌ
を峔

峃
部
分
をి

જ
峔
ਬ
用
峔
岹

用
した

場
合
をஅ

峪
。）

岧※

ஊ
は
、岽
れ
峨
で
岣特

に
ப
ସ
岤に
ჾ
ਊ
峃
峵
峬
の
とし
て

੶
して

い
峔
岵
った
ඨ
৯
岨

高

○



য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
峔
峓に
峲峵

不
正
行
為
で
岬
って
、ਰ

ৣ
の
い
峄
れ
に
峬
ჾ
ਊ
し峔

い
峬
の
（

੶
の
岣特

に
ப
ସ
岤の
ਏ
੯
に
ჾ
ਊ
し峔

い
峬
の
）

・不
正
峔

し岹
は
不
ి
જ
峔
研
究
の
ৰ
施
、

ં
、


に
峲峴
、複

数
の

文
等
を

ൿ
・

ံ
した

場
合
、

し岹
は
、不

正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২

に
及
峠
場
合
、又

は
、岽
れ
峳に
ৼ
ਊ
峃
峵
場
合

・研
究

、研

究
崘
嵓
嵤
崿岺
峵
峩
の
研
究
不
正
を


し、
複
数
の

文
等
を

ൿ
・

ံ
した

場
合
、

し岹
は
、不

正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২
に
及
峠

場
合
、又

は
、岽
れ
峳に
ৼ
ਊ
峃
峵
場
合

・研
究
ણ

を৸

岹行
峹
峄
に
、複

数
の

文
等
を

ൿ
・

ံ
した

場
合
、又

は
、岽
れ
峳に
ৼ
ਊ
峃
峵
場
合
（
৹
ਪ
ৌ

者
が
、உ

ು
と峔

峵
ৰ
ୡ
崶嵤
ト・
崯
嵤
崧等

を৸
岹

ল
峅
峄
、研

究
ৰ
ଙ
が
ન
認
で
岷峔

い
場
合
峮
、

文
等
の
உ
ୌ
を峔

峃
部
分
をి

જ
峔
ਬ
用
峔
岹

用
した

場
合
をஅ

峪
。）

○



য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
峔
峓に
峲峵

、

した

学
生
の

文
等
の
不
ి
જ
峔

用

ڭ
؝
行
為
の
ப
ସ
ਙ

（
ڭ
）
੦
ম

考
岲
্




য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
峔
峓（

※
ڭ
）
が
、不

正
行
為
をৰ

施
して

い
峵
場
合
、不

正
行
為
峮
不
ి
જ
峔
行
為
を

ં
・


して

い
峵
場
合
、研

究
を行

峹
峄
複
数
の

文

等
を

ਛ
して

い
峵
場
合
峔
峓は

、岣
研
究
の
ਊ
ੂ
岵
峳不

正
行
為
を行

岰岽
とを
ਔ

して

い
た
場
合
岤に
ৼ
ਊ
峃
峵
ப
ସ
ਙ
をથ

峃
峵
峬
の
とし
、岣
特
に
ப
ସ
岤に
ჾ
ਊ
峃
峵
峬
の
と峃
峵
。

岣
ਔ
岤に
峲峵

不
正
行
為
が
認
峫
峳れ

峵
場
合
は
、岣
特
に
ப
ସ
岤～

岣র
岤と
し、
岣研

究
者
とし
て
峹
岷峨

岲
峵峣

岷੦
ম

峔
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を෩

し岹
ဵ
った
岽と
岤に
峲峵

不
正
行
為
の
場
合

は
、岣
র
岤～

岣
岤と
峃
峵
。ங

২
（
特
に
ப
ସ
～

）
の
ਖ਼

に
ਊ
た
って
は
、不

正
行
為
の
ଞ
ଙ
৲
（
不
正

文
等
の
数
峮
不
正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২
に
及
峠
岵

౯
岵
）
等
をઅ

ൟ
峃
峵
。

岣અ
岲
্
（

）
岤を
౷
峨岲

、不
正
行
為
の
ங
২
をਖ਼


峃
峵
岽と
を
ਉ
ಋ
と峃
峵
が
、岣
અ
岲
্
（

）
岤に
峲
峵
岽と
が
合
理

で
峔
い
場
合
は
、不

正
৹
ਪ
に
お
い
て
その

ਖ਼

理


を
ં
峃

ਏ
が
岬
峵
。

峔
お
、不

正
৹
ਪ
に
お
い
て
は
、不

正
行
為
に
関
与
した

者
の

ਔ
ਙ
の
થ
૮
を
認
定
した


で
、

ਔ
ਙ
が
峔
い
と認

峫
峳れ

峵
場
合
に
は
、岣
研
究
者
とし
て
峹
岷
峨岲

峵
峣
岷
੦
ম


峔
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を෩

し岹
ဵ
った
岽と
岤で
岬
峵
岵
౯
岵
を認

定
峃
峵

ਏ
が
岬
峵
。

岧※
ڭ
：
岣峔
峓岤
は
、研

究

・崤
嵇の

Ⴗ
者
峮
岣特

に
ப
ସ
岤に
ჾ
ਊ
峃
峵
行
為
を


した

研
究
者
が
෩
者
に
峔
って
い
峵
場
合
を୳

定
岨

ڭ
؝
行
為
の
ப
ସ
ਙ

（
ڭ
）
੦
ম

考
岲
্




য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
峔
峓（

※
ڭ
）
が
、不

正
行
為
をৰ

施
して

い
峵
場
合
、不

正
行
為
峮
不
ి
જ
峔
行
為
を

ં
・


して

い
峵
場
合
、研

究
を行

峹
峄
複
数
の

文

等
を

ਛ
して

い
峵
場
合
峔
峓は

、岣
研
究
の
ਊ
ੂ
岵
峳不

正
行
為
を行

岰岽
とを
ਔ

して

い
た
場
合
岤に
ৼ
ਊ
峃
峵
ப
ସ
ਙ
をથ

峃
峵
峬
の
とし
、岣
特
に
ப
ସ
岤に
ჾ
ਊ
峃
峵
峬
の
と峃
峵
。

岣
ਔ
岤に
峲峵

不
正
行
為
が
認
峫
峳れ

峵
場
合
は
、岣
特
に
ப
ସ
岤～

岣র
岤と
し、
岣研

究
者
とし
て
峹
岷峨

岲
峵峣

岷੦
ম

峔
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を෩

し岹
ဵ
った
岽と
岤に
峲峵

不
正
行
為
の
場
合

は
、岣
র
岤～

岣
岤と
峃
峵
。ங

২
（
特
に
ப
ସ
～

）
の
ਖ਼

に
ਊ
た
って
は
、不

正
行
為
の
ଞ
ଙ
৲
（
不
正

文
等
の
数
峮
不
正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২
に
及
峠
岵

౯
岵
）
等
をઅ

ൟ
峃
峵
。

岣અ
岲
্
（

）
岤を
౷
峨岲

、不
正
行
為
の
ங
২
をਖ਼


峃
峵
岽と
を
ਉ
ಋ
と峃
峵
が
、岣
અ
岲
্
（

）
岤に
峲
峵
岽と
が
合
理

で
峔
い
場
合
は
、不

正
৹
ਪ
に
お
い
て
その

ਖ਼

理


をં
峃

ਏ
が
岬
峵
。

峔
お
、不

正
৹
ਪ
に
お
い
て
は
、不

正
行
為
に
関
与
した

者
の

ਔ
ਙ
の
થ
૮
を
認
定
した


で
、

ਔ
ਙ
が
峔
い
と認

峫
峳れ

峵
場
合
に
は
、岣
研
究
者
とし
て
峹
岷
峨岲

峵
峣
岷
੦
ম


峔
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を෩

し岹
ဵ
った
岽と
岤で
岬
峵
岵
౯
岵
を認

定
峃
峵

ਏ
が
岬
峵
。

岧※
ڭ
：
岣峔
峓岤
は
、研

究

・崤
嵇の

Ⴗ
者
峮
岣特

に
ப
ସ
岤に
ჾ
ਊ
峃
峵
行
為
を


した

研
究
者
が
෩
者
に
峔
って
い
峵
場
合
を୳

定
岨 4

不
正
行
為
に
関
与
した

者

ங
২

岣行
為
の
ப
ସ
ਙ
岤の
અ
岲
্
（

）

高

○
岣



য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
峔
峓岤
ਰ
ਗ
の
෩
者
の
岣

ਔ
岤に
峲峵

不
正
行
為
が
認
峫
峳れ

峵
場
合
で
岬
って
、ਰ

ৣ
の
い
峄
れ
岵
に
ჾ
ਊ
峃
峵
峬
の

・崯
嵤
崧峮


൸
等
に
不
ి
જ
峔
ਸ
工
・ఊ

正
等
を
行
い
、

し岹
は
、

行
研
究
等
とঽ

ഞ
の
研
究
ਛ
ટ
を
ય
શ
峅
峄
ి
જ
峔
ਬ
用
を
行
峹
峄
に
、

岹の

文
等
を


ൿ
・

ံ
した

場
合
、又

は
、不

正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২
に
及
峠
場
合

・不
正
行
為
が
行
峹
れ
た
ᆽ
ਚ
が
、

文
等
の

ਏ
峔
部
分
で
岬
峵
場
合

・不
正
行
為
が
行
峹
れ
た
ᆽ
ਚ
が
、

文
等
の


に
୶

を及

峦
峃
場
合

র

○
岣



য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
峔
峓岤
ਰ
ਗ
の
෩
者
の
岣

ਔ
岤に
峲
峵
不
正
行
為
が
認
峫
峳れ

峵
場
合
で
岬
って
、ਰ

ৣ
の
い
峄
れ
に
峬
ჾ
ਊ
し峔

い
峬
の
（

੶
の

岣高
岤の
ਏ
੯
に
ჾ
ਊ
し峔

い
峬
の
）

・崯
嵤
崧峮


൸
等
に
不
ి
જ
峔
ਸ
工
・ఊ

正
等
を
行
い
、

し岹
は
、

行
研
究
等
とঽ

ഞ
の
研
究
ਛ
ટ
を
ય
શ
峅
峄
ి
જ
峔
ਬ
用
を
行
峹
峄
に
、

岹の

文
等
を


ൿ
・

ံ
した

場
合
、又

は
、不

正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২
に
及
峠
場
合

・不
正
行
為
が
行
峹
れ
た
ᆽ
ਚ
が
、

文
等
の

ਏ
峔
部
分
で
岬
峵
場
合

・不
正
行
為
が
行
峹
れ
た
ᆽ
ਚ
が
、

文
等
の


に
୶

を及

峦
峃
場
合

○
岣

ਔ
岤に
峲峵

不
正
行
為
で
は
峔
岹、
岣研

究
者
とし
て
峹
岷峨

岲
峵
峣
岷੦

ম

峔
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を෩

し岹
ဵ
った
岽と
岤に
峲峵

不
正
行
為
と認

峫
峳れ

峵
場
合
で
岬
って
、ਰ

ৣ
の
い
峄
れ
岵
に
ჾ
ਊ
峃
峵
峬
の

・崯
嵤
崧峮


൸
等
に
不
ి
જ
峔
ਸ
工
・ఊ

正
等
を
行
い
、

し岹
は
、

行
研
究
等
とঽ

ഞ
の
研
究
ਛ
ટ
を
ય
શ
峅
峄
ి
જ
峔
ਬ
用
を
行
峹
峄
に
、

岹の

文
等
を


ൿ
・

ံ
した

場
合
、又

は
、不

正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২
に
及
峠
場
合

・不
正
行
為
が
行
峹
れ
た
ᆽ
ਚ
が
、

文
等
の

ਏ
峔
部
分
で
岬
峵
場
合

・不
正
行
為
が
行
峹
れ
た
ᆽ
ਚ
が
、

文
等
の


に
୶

を及

峦
峃
場
合



○
岣

ਔ
岤に
峲峵

不
正
行
為
で
は
峔
岹、
岣研

究
者
とし
て
峹
岷峨

岲
峵
峣
岷੦

ম

峔
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を෩

し岹
ဵ
った
岽と
岤に
峲峵

不
正
行
為
と認

峫
峳れ

峵
場
合
で
岬
って
、ਰ

ৣ
の
い
峄
れ
に
峬
ჾ
ਊ
し峔

い
峬
の
（

੶
の
岣র

岤の
ਏ
੯
に
ჾ
ਊ
し峔

い
峬
の
）

・崯
嵤
崧峮


൸
等
に
不
ి
જ
峔
ਸ
工
・ఊ

正
等
を
行
い
、

し岹
は
、

行
研
究
等
とঽ

ഞ
の
研
究
ਛ
ટ
を
ય
શ
峅
峄
ి
જ
峔
ਬ
用
を
行
峹
峄
に
、

岹の

文
等
を


ൿ
・

ံ
した

場
合
、又

は
、不

正

文
等
の
ൕ
ൗ
ৎ

が
複
数
年
২
に
及
峠
場
合

・不
正
行
為
が
行
峹
れ
た
ᆽ
ਚ
が
、

文
等
の

ਏ
峔
部
分
で
岬
峵
場
合

・不
正
行
為
が
行
峹
れ
た
ᆽ
ਚ
が
、

文
等
の


に
୶

を及

峦
峃
場
合

○



য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
峔
峓に

峲
峵
不
正
峔
又
は
不
ి
જ
峔
研
究
の

ં
、


に
峲
峴、

౯
峃
峵
岽と
が


峔
૾
ய
で
不
正
行
為
を
行
った

場
合

（
※

2）

（
ਢ
岷
）

（
ਢ
岷
）

5
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２
．
研
究
の
進
展
へ
の
影
響
・社
会
的
影
響

（
１
）
基
本
的
考
え
方

「研
究
の
進
展
へ
の
影
響
」に
つ
い
て
は
、学

術
的
な
新
規
性
・価

値
、不

正
行
為
の
内
容
の
結
論
へ
の
影
響
等
に
より
判
断
す
る
。

「社
会
的
影
響
」に
つ
い
て
は
、不

正
論
文
等
の
流
通
範
囲
、被

引
用
回
数
等
に
より
判
断
す
る
。

「考
え
方
（
例
）
」を
踏
まえ

、不
正
行
為
の
程
度
を判

断
す
る
こと
を原

則
とす
る
が
、「
考
え
方
（
例
）
」に
よる

こと
が
合
理
的
で
な
い
場
合
は
、不

正
調
査
に
お
い
て
その

判
断
理
由

を示
す
必
要
が
あ
る
。

上
記
を踏

まえ
て
（
２
）
に
より
総
合
的
な
判
断
を行

う。

（
２
）
「研
究
の
進
展
へ
の
影
響
」と
「社
会
的
影
響
」の
総
合
的
な
判
断
の
方
法

２
．
研
究
の
進
展
へ
の
影
響
・社
会
的
影
響

（
１
）
基
本
的
考
え
方

「研
究
の
進
展
へ
の
影
響
」に
つ
い
て
は
、学

術
的
な
新
規
性
・価

値
、不

正
行
為
の
内
容
の
結
論
へ
の
影
響
等
に
より
判
断
す
る
。

「社
会
的
影
響
」に
つ
い
て
は
、不

正
論
文
等
の
流
通
範
囲
、被

引
用
回
数
等
に
より
判
断
す
る
。

「考
え
方
（
例
）
」を
踏
まえ

、不
正
行
為
の
程
度
を判

断
す
る
こと
を原

則
とす
る
が
、「
考
え
方
（
例
）
」に
よる

こと
が
合
理
的
で
な
い
場
合
は
、不

正
調
査
に
お
い
て
その

判
断
理
由

を示
す
必
要
が
あ
る
。

上
記
を踏

まえ
て
（
２
）
に
より
総
合
的
な
判
断
を行

う。

（
２
）
「研
究
の
進
展
へ
の
影
響
」と
「社
会
的
影
響
」の
総
合
的
な
判
断
の
方
法

不
正
行
為
に
関
与
した

者

程
度

研
究
の
進
展
へ
の
影
響
の
考
え
方
（
例
）

社
会
的
影
響
の
考
え
方
（
例
）

高
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

○
不
正
行
為
の
行
わ
れ
た
箇
所
が
、論

文
等
の
結
論
に
影
響
す
る
場
合

○
公
表
され

た
論
文
等
の
内
容
が
真
正
で
あ
った
場
合
に
、学

術
的
な
新
規
性
や

価
値
が
高
い
と認

め
られ

る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

○
論
文
等
の
内
容
・結

論
が
医
療
や
安
全
性
に
関
す
る
基
準
な
ど、
直
接
社
会

的
・経

済
的
な
影
響
を生

じう
る
場
合

○
不
正
行
為
が
、学

問
へ
の
信
頼
を著

しく
損
な
う場

合
○
流
通
範
囲
が
広
い
学
術
誌
等
に
掲
載
され

た
場
合
な
ど社

会
的
影
響
が
高
い
と

認
め
られ

る
も
の

中
○
公
表
され

た
論
文
等
の
内
容
が
真
正
で
あ
った
場
合
に
、学

術
的
な
新
規
性
や

価
値
が
中
程
度
と認

め
られ

る
も
の

○
流
通
範
囲
が
中
程
度
以
下
の
学
術
誌
等
に
掲
載
され

た
場
合
な
ど社

会
的
影

響
が
中
程
度
と認

め
られ

る
も
の

低
○
公
表
され

た
論
文
等
の
内
容
が
真
正
で
あ
った
場
合
に
、学

術
的
な
新
規
性
や

価
値
が
低
い
と認

め
られ

る
も
の

○
一
部
の
関
係
者
の
み
に
頒
布
され

て
い
る
な
ど流

通
範
囲
が
極
め
て
限
定
され

て
い
る
媒
体
に
掲
載
され

た
も
の
又
は
学
会
等
で
の
口
頭
発
表
の
み
で
あ
る
場
合

な
ど社

会
的
影
響
が
低
い
と認

め
られ

る
も
の

程
度

研
究
の
進
展
へ
の
影
響

社
会
的
影
響

高
高

高
高

中
中

高

中
高

低
中

中
低

高

低
中

低
低

中
低

低
6



ڮ
؝
研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

嵣社
ভ

୶


（
ڭ
）
੦
ম

考
岲
্

岣研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

岤に
峎
い
て
は
、学



峔
ৗ
ૠ
ਙ
・

க
、不

正
行
為
の

ઍ
の


峢
の
୶

等
に
峲峴
ਖ਼

峃
峵
。

岣社
ভ

୶

岤に
峎
い
て
は
、不

正

文
等
の

ৢ

೧
、

ਬ
用

数
等
に
峲峴
ਖ਼

峃
峵
。

岣અ
岲
্
（

）
岤を
౷
峨岲

、不
正
行
為
の
ங
২
をਖ਼


峃
峵
岽と
をਉ

ಋ
と峃
峵
が
、岣
અ
岲
্
（

）
岤に
峲峵

岽と
が
合
理

で
峔
い
場
合
は
、不

正
৹
ਪ
に
お
い
て
その

ਖ਼

理


をં
峃

ਏ
が
岬
峵
。


੶
を౷

峨岲
て
（
ڮ
）
に
峲峴
総
合

峔
ਖ਼

を行

岰。

（
ڮ
）
「研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

」峒
「社
ভ

୶

」の

合

な
ਖ਼

の
্
১

ڮ
؝
研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

嵣社
ভ

୶


（
ڭ
）
੦
ম

考
岲
্

岣研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

岤に
峎
い
て
は
、学



峔
ৗ
ૠ
ਙ
・

க
、不

正
行
為
の

ઍ
の


峢
の
୶

等
に
峲峴
ਖ਼

峃
峵
。

岣社
ভ

୶

岤に
峎
い
て
は
、不

正

文
等
の

ৢ

೧
、

ਬ
用

数
等
に
峲峴
ਖ਼

峃
峵
。

岣અ
岲
্
（

）
岤を
౷
峨岲

、不
正
行
為
の
ங
২
をਖ਼


峃
峵
岽と
をਉ

ಋ
と峃
峵
が
、岣
અ
岲
্
（

）
岤に
峲峵

岽と
が
合
理

で
峔
い
場
合
は
、不

正
৹
ਪ
に
お
い
て
その

ਖ਼

理


をં
峃

ਏ
が
岬
峵
。


੶
を౷

峨岲
て
（
ڮ
）
に
峲峴
総
合

峔
ਖ਼

を行

岰。

（
ڮ
）
「研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

」峒
「社
ভ

୶

」の

合

な
ਖ਼

の
্
১

不
正
行
為
に
関
与
した

者

ங
২

研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶

の
અ
岲
্
（

）

社
ভ

୶

の
અ
岲
্
（

）

高
ઃ
の
い
峄
れ
岵
に
ჾ
ਊ
峃
峵
峬
の

○
不
正
行
為
の
行
峹
れ
た
ᆽ
ਚ
が
、

文
等
の


に
୶

峃
峵
場
合

○
公
表
され

た

文
等
の

ઍ
が
ઌ
正
で
岬
った
場
合
に
、学



峔
ৗ
ૠ
ਙ
峮


க
が
高
い
と認

峫
峳れ

峵
峬
の

ઃ
の
い
峄
れ
岵
に
ჾ
ਊ
峃
峵
峬
の

○

文
等
の

ઍ
・


が
医

峮

৸
ਙ
に
関
峃
峵
੦

峔
峓、
ઉ
ம
社
ভ


・৽

ੋ

峔
୶

を生

峂岰
峵
場
合

○
不
正
行
為
が
、学

ਖ
峢
の
ਦ

を෩

し岹

峔
岰場

合
○

ৢ

೧
が
ઁ
い
学


等
に
ൕ
ൗ
され

た
場
合
峔
峓社

ভ

୶

が
高
い
と

認
峫
峳れ

峵
峬
の

র
○
公
表
され

た

文
等
の

ઍ
が
ઌ
正
で
岬
った
場
合
に
、学



峔
ৗ
ૠ
ਙ
峮


க
が
র
ங
২
と認

峫
峳れ

峵
峬
の

○

ৢ

೧
が
র
ங
২
ਰ
ৣ
の
学


等
に
ൕ
ൗ
され

た
場
合
峔
峓社

ভ

୶


が
র
ங
২
と認

峫
峳れ

峵
峬
の


○
公
表
され

た

文
等
の

ઍ
が
ઌ
正
で
岬
った
場
合
に
、学



峔
ৗ
ૠ
ਙ
峮


க
が

い
と認

峫
峳れ

峵
峬
の

○
一
部
の
関
બ
者
の
峩
に
ᐑ
ഘ
され

て
い
峵
峔
峓

ৢ

೧
が
ா
峫
て

定
され

て
い
峵
ᄘ
৬
に
ൕ
ൗ
され

た
峬
の
又
は
学
ভ
等
で
の
ઠ
୍

表
の
峩
で
岬
峵
場
合

峔
峓社

ভ

୶

が

い
と認

峫
峳れ

峵
峬
の

ங
২

研
究
の
ਤ
ன
峢
の
୶


社
ভ

୶


高
高

高
高

র
র

高

র
高


র

র


高


র




র
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（
ڭ
）
੦
ম

考
岲
্

ி
ભ
෩
者
峔
峓



য়
場
に
岬
峵
研
究
者
に
お
い
て
は
、研

究
の
ৰ
施
峮

文
等
の

ൿ
・

ံ
に
ਊ
た
峴、

文
等
の
公
正
ਙ
の
ન
৳
の
た
峫
に
、ઉ

ம

に

ਏ
峔
ન
認
を
行
岰、

又
は
、

ਏ
峔
ન
認
৬

・ல

ੌ
峩
をଡ

ണ
し、
他
の
研
究
者
に
ન
認
を行

峹
峅
峵
峔
峓、
ଵ
理
ி
ભ
をટ

た
峃
岽と
が

峫
峳れ

峵
。

岽の
た
峫
、特

定
不
正
行
為
が
認
定
され

た
場
合
に
、研

究
の
ৰ
施
峮

文
等
の

ံ
に
ਊ
た
って
の
ુ
෩
者

の
ન
認
৬

が
ે
分
で
峔
い
場
合
、又

は
、ி

ભ
෩
者
をஅ

峫
た
෩
者

が
、ম

ਟ
ટ
た
峃
峣
岷ન

認
等
をဵ

った
とਖ਼


され

峵
場
合
は
、岣
不
正
に
関
与
して

い
峔
い
峬
の
の
、不

正
行
為
の
岬
った
研
究
に
બ
峵

文
等
の
ி
ભ
を

岰෩
者
岤と
して

認
定
峃
峵
。

特
に
、不

正
行
為
に
関
与
した

者
を


・૰


峃
峵
য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
等
に
峎
い
て
は
、他

の
෩
者
峲峴
峬
、ி

ભ
の
岣ங

২
岤が

岹峔
峵
岽と
に

ਔ
峃
峵
。

岣અ
岲
্
（

）
岤を
౷
峨岲

、不
正
行
為
の
ங
২
を
ਖ਼

峃
峵
岽と
を
ਉ
ಋ
と峃

峵
が
、岣
અ
岲
্
（

）
岤に
峲
峵
岽と
が
合
理

で
峔
い
場
合
は
、不

正
৹
ਪ
に
お
い
て
その

ਖ਼

理

を

ં
峃

ਏ
が
岬
峵
。

峔
お
、෩

者
とし
て
、ম

ਟ
ટ
た
峃
峣
岷

ਏ
峔
ન
認
等
を行

って
お
峴、
不
正
行
為
を

ৄ
峃
峵
岽と
が

௴

に


とઅ

岲
峳れ

峵
場
合
は
、岣
不
正
に
関
与
して

い
峔
い
峬
の
の
、不

正
行
為
の
岬
った
研
究
に
બ
峵

文
等
の
ி
ભ
を

岰෩
者
岤と
して

認
定
峃
峵
岽と
は
ਏ
し峔

い
。岤

（
ڭ
）
੦
ম

考
岲
্

ி
ભ
෩
者
峔
峓



য়
場
に
岬
峵
研
究
者
に
お
い
て
は
、研

究
の
ৰ
施
峮

文
等
の

ൿ
・

ံ
に
ਊ
た
峴、

文
等
の
公
正
ਙ
の
ન
৳
の
た
峫
に
、ઉ

ம

に

ਏ
峔
ન
認
を
行
岰、

又
は
、

ਏ
峔
ન
認
৬

・ல

ੌ
峩
をଡ

ണ
し、
他
の
研
究
者
に
ન
認
を行

峹
峅
峵
峔
峓、
ଵ
理
ி
ભ
をટ

た
峃
岽と
が

峫
峳れ

峵
。

岽の
た
峫
、特

定
不
正
行
為
が
認
定
され

た
場
合
に
、研

究
の
ৰ
施
峮

文
等
の

ံ
に
ਊ
た
って
の
ુ
෩
者

の
ન
認
৬

が
ે
分
で
峔
い
場
合
、又

は
、ி

ભ
෩
者
をஅ

峫
た
෩
者

が
、ম

ਟ
ટ
た
峃
峣
岷ન

認
等
をဵ

った
とਖ਼


され

峵
場
合
は
、岣
不
正
に
関
与
して

い
峔
い
峬
の
の
、不

正
行
為
の
岬
った
研
究
に
બ
峵

文
等
の
ி
ભ
を

岰෩
者
岤と
して

認
定
峃
峵
。

特
に
、不

正
行
為
に
関
与
した

者
を


・૰


峃
峵
য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
等
に
峎
い
て
は
、他

の
෩
者
峲峴
峬
、ி

ભ
の
岣ங

২
岤が

岹峔
峵
岽と
に

ਔ
峃
峵
。

岣અ
岲
্
（

）
岤を
౷
峨岲

、不
正
行
為
の
ங
২
を
ਖ਼

峃
峵
岽と
を
ਉ
ಋ
と峃

峵
が
、岣
અ
岲
্
（

）
岤に
峲
峵
岽と
が
合
理

で
峔
い
場
合
は
、不

正
৹
ਪ
に
お
い
て
その

ਖ਼

理

を

ં
峃

ਏ
が
岬
峵
。

峔
お
、෩

者
とし
て
、ম

ਟ
ટ
た
峃
峣
岷

ਏ
峔
ન
認
等
を行

って
お
峴、
不
正
行
為
を

ৄ
峃
峵
岽と
が

௴

に


とઅ

岲
峳れ

峵
場
合
は
、岣
不
正
に
関
与
して

い
峔
い
峬
の
の
、不

正
行
為
の
岬
った
研
究
に
બ
峵

文
等
の
ி
ભ
を

岰෩
者
岤と
して

認
定
峃
峵
岽と
は
ਏ
し峔

い
。岤

不
正
行
為
に
関
与
して
い
な
い
も
の
の
、不

正
行
為
の
あ
った
研
究
に
係
る
論
文
等
の
責
任
を
負
う著

者

ங
২

認
定
峃
峣
岷岣

文
等
の
ி
ભ
を

岰෩
者
岤の
અ
岲
্
（

）

不
正
行
為
に
関
与
した

者
を


・૰


峃
峵
য়
場
に
岬
峵
ி
ભ
෩
者
等

ం
੶
ਰ
ਗ
の
෩
者

高

・
文
等
の

ਛ
ૌ
ங
に
お
い
て
、不

正
行
為
をଆ

ૃ
峃
峵
措
置
（
ৰ
ୡ
崶嵤
ト、

生
崯
嵤
崧、
ఴ
મ
等
の
ન
認
）
を、

ਔ
に
行
って
い
峔
い
場
合

・
文
等
の

ਛ
ૌ
ங
に
お
い
て
、不

正
行
為
をଆ

ૃ
峃
峵
措
置
（
ৰ
ୡ
崶嵤
ト、

生
崯
嵤
崧、
ఴ
મ
等
の
ન
認
）
を、

ਔ
に
行
って
い
峔
い
場
合

岧不
正
行
為
に
関
与
した

者
の
措
置
年
数
が
、6
年
ਰ

の
場
合
岨

・ி
ભ
෩
者
とし
て
ম
ਟ
ટ
た
峃
峣
岷

ਏ
峔
ન
認
等
をဵ

った
岽と
に
峲峴
、複

数
の

文
等
に
お
い
て
、不

正
行
為
をଆ

ૃ
で
岷峔

岵
った
場
合
、又

は
、岽
れ
峳に

ৼ
ਊ
峃
峵
場
合

ٕ

র

岧不
正
行
為
に
関
与
した

者
の
措
置
年
数
が
、6
年
ਰ

の
場
合
岨

・ி
ભ
෩
者
とし
て
ম
ਟ
ટ
た
峃
峣
岷

ਏ
峔
ન
認
等
をဵ

った
岽と
に
峲峴
、1
ౣ

の

文
等
に
お
い
て
、不

正
行
為
をଆ

ૃ
で
岷峔

岵
った
場
合

岧不
正
行
為
に
関
与
した

者
の
措
置
年
数
が
、5
年
ਰ
ৣ
の
場
合
岨

・ி
ભ
෩
者
とし
て
ম
ਟ
ટ
た
峃
峣
岷

ਏ
峔
ન
認
等
をဵ

った
岽と
に
峲峴
、複

数
の

文
等
に
お
い
て
、不

正
行
為
をଆ

ૃ
で
岷峔

岵
った
場
合
、又

は
、岽
れ
峳に

ৼ
ਊ
峃
峵
場
合

・෩
者
とし
て
ম
ਟ
ટ
た
峃
峣
岷

ਏ
峔
ન
認
等
をဵ

った
岽と
に
峲峴
、複

数
の


文
等
に
お
い
て
、不

正
行
為
をଆ

ૃ
で
岷峔

岵
った
場
合
、又

は
、岽
れ
峳に
ৼ
ਊ

峃
峵
場
合


岧不

正
行
為
に
関
与
した

者
の
措
置
年
数
が
、5
年
ਰ
ৣ
の
場
合
岨

・ி
ભ
෩
者
とし
て
ম
ਟ
ટ
た
峃
峣
岷

ਏ
峔
ન
認
等
をဵ

った
岽と
に
峲峴
、1
ౣ

の

文
等
に
お
い
て
、不

正
行
為
をଆ

ૃ
で
岷峔

岵
った
場
合

・෩
者
とし
て
ম
ਟ
ટ
た
峃
峣
岷

ਏ
峔
ન
認
等
をဵ

った
岽と
に
峲峴
、1
ౣ
の


文
等
に
お
い
て
、不

正
行
為
をଆ

ૃ
で
岷峔

岵
った
場
合

峔
し

・෩
者
とし
て
、ম

ਟ
ટ
た
峃
峣
岷

ਏ
峔
ન
認
等
を行

って
お
峴、
不
正
行
為
を

ৄ
峃
峵
岽と
が


とઅ

岲
峳れ

峵
場
合
（
不
正
行
為
が
ଞ
ଙ
৲
して

い
峵
場
合
を

岹。
）

7
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（
参
考
ڭ
）

ম
の
研
究
者
の
論
文
等
の
ඏ

の
૾
ய

※
ದ
位
及
び
ඏ

され

た

文
等
の
数
は
、T

he
Re

tr
ac

tio
n

W
at

ch
Le

ad
er

bo
ar

d（
20

21
年

8月
5

ၡ
༮
）
に
峲峵

。ラ
ン崕

ン崘
は
、

ر
ಌ
ৗ
され

峵
。

（
ht

tp
s:

//
re

tr
ac

tio
nw

at
ch

.c
om

/t
he

-r
et

ra
ct

io
n-

w
at

ch
-le

ad
er

bo
ar

d/
）

論
文
等
の
ඏ

数
嵑
嵛
崕
嵛
崘 ದ
位

ඏ

され

た

文
等
の
数

ব
ڭ

ڭ
ڴ
３


ম

ڮ
ڭ
ڱ
ڲ

ドイ
崬

گ
ڭ
ڬ
ڲ


ম

ڰ
ڴ
ڮ


ম

ڱ
ڳ
ڭ

イラ
ン

ڲ
ڱ
ڴ

崒
ラン
崨

ڳ
ڱ
３


ম

ڴ
ڰ
ڴ

崊嵉
嵒カ

ڵ
ڰ
گ




ڭ
ڬ

ڰ
ڭ

崊嵉
嵒カ

・・
・

ڭ
گ

ڰ
ڬ


ম

・・
・

ڮ
ڬ

３
ڭ


ম

・・
・


文
等
の
ඏ

数
ラン
崕
ン崘

で
は
、

文
等
の
ඏ

数
の

位
に

ম
人
研
究
者
が

岹を
ಚ
峫
峵
特
ඉ
が
岬
峵
。

岽れ
峳の


ম
人
研
究
者
は
、৸

て
医
生
命
系
の
研
究
者
で
岬
峵
。


文
等
の
ඏ

数
ラン
崕
ン崘

で
は
、

文
等
の
ඏ

数
の

位
に

ম
人
研
究
者
が

岹を
ಚ
峫
峵
特
ඉ
が
岬
峵
。

岽れ
峳の


ম
人
研
究
者
は
、৸

て
医
生
命
系
の
研
究
者
で
岬
峵
。
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（
参
考
ڭ
）

ম
の
研
究
者
の
論
文
等
の
ඏ

の
૾
ய

※
ದ
位
及
び
ඏ

され

た

文
等
の
数
は
、T

he
Re

tr
ac

tio
n

W
at

ch
Le

ad
er

bo
ar

d（
20

21
年

8月
5

ၡ
༮
）
に
峲峵

。ラ
ン崕

ン崘
は
、

ر
ಌ
ৗ
され

峵
。

（
ht

tp
s:
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re

tr
ac

tio
nw

at
ch

.c
om

/t
he

-r
et

ra
ct

io
n-

w
at

ch
-le

ad
er

bo
ar

d/
）

論
文
等
の
ඏ

数
嵑
嵛
崕
嵛
崘 ದ
位

ඏ

され

た

文
等
の
数

ব
ڭ

ڭ
ڴ
３


ম

ڮ
ڭ
ڱ
ڲ

ドイ
崬

گ
ڭ
ڬ
ڲ


ম

ڰ
ڴ
ڮ


ম

ڱ
ڳ
ڭ

イラ
ン

ڲ
ڱ
ڴ

崒
ラン
崨

ڳ
ڱ
３


ম

ڴ
ڰ
ڴ

崊嵉
嵒カ

ڵ
ڰ
گ




ڭ
ڬ

ڰ
ڭ

崊嵉
嵒カ

・・
・

ڭ
گ

ڰ
ڬ


ম

・・
・

ڮ
ڬ

３
ڭ


ম

・・
・


文
等
の
ඏ

数
ラン
崕
ン崘

で
は
、

文
等
の
ඏ

数
の

位
に

ম
人
研
究
者
が

岹を
ಚ
峫
峵
特
ඉ
が
岬
峵
。

岽れ
峳の


ম
人
研
究
者
は
、৸

て
医
生
命
系
の
研
究
者
で
岬
峵
。


文
等
の
ඏ

数
ラン
崕
ン崘

で
は
、

文
等
の
ඏ

数
の

位
に

ম
人
研
究
者
が

岹を
ಚ
峫
峵
特
ඉ
が
岬
峵
。

岽れ
峳の


ম
人
研
究
者
は
、৸

て
医
生
命
系
の
研
究
者
で
岬
峵
。
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（
参
考
ڮ
）
特
定
不
正
行
為
の
ੳ
定
嵣ਁ

૾
ய

（
20
21
年
7月

末
時
点
）

20
15
年
২

20
16
年
২

20
17
年
২

20
18
年
২

20
19
年
২

20
20
年
২

～
20

21
年

7月
合
計

医
生
命
系

2੯
3੯

8੯
ڭ
੯

3੯
5੯

1੯
23
੯

理
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੯

-
1੯

-
6੯

人
社
系
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計
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造
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ざ
ん
、盗

用
）
は
、6
0হ

੧
。

捏
造

3੯ 改
ざ
ん

4੯

盗
用

5੯

改
ざ
ん
・盗

用
1੯

捏
造
・改

ざ
ん

9੯

捏
造
・改

ざ
ん
・盗

用
1੯

医
生
命
系

(※
ڭ(
事
案
に
அ
峨
れ
峵
不
正
の
ர
શ

の
分
థ

改
ざ
ん

2੯

盗
用

2੯

捏
造
・改

ざ
ん

1੯

改
ざ
ん
・盗

用
1੯

理
工
系

(※
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அ
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れ
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不
正
の
ர
શ

の
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థ
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੯
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੯
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）
特
定
不
正
行
為
に
関
与
した

者
等
の
数

（
20
21
年
7月

末
時
点
）

※
同
一
の
者
が
複
数
の
職
位
で
特
定
不
正
行
為
を行

った
場
合
は
、高

い
職
位
で
カウ
ント

※
同
一
の
者
が
複
数
の
職
位
で
特
定
不
正
行
為
を行

った
場
合
は
、高

い
職
位
で
カウ
ント

教
授

准
教
授

講
師

助
教

院
生

その
他

合
計

医
生
命
系

15
人

8人
3人

5人
4人

5人
40
人

理
工
系

2人
2人

-
-

-
2人

6人

人
社
系

15
人

9人
2人

1人
3人

2人
32
人

合
計

32
人

19
人

5人
6人

7人
9人

78
人

特
定
不
正
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に
関
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等
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教
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准
教
授
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講
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生
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他
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人
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人

教
授
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人

准
教
授
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講
師

3人

助
教

5人
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4人
その

他
7人医
生
命
系

教
授

2人

准
教
授

2人

その
他

2人

理
工
系

10

40
人

6人

○
文
部
科
学
省
の
予
算
の
配
分
又
は
措
置
を受

け
た
研
究
に
関
して

、
現
行
ガ
イド
ライ
ン施

行
後
（

20
15
年

4月
～

20
21
年

7月
）
に
認
定
・公

表
され

た
不
正
事
案
（
特
定
不
正
行
為
：
捏
造
、改

ざ
ん
、盗

用
）
に
お
い
て
、「
不
正
行
為
に
関
与
した

者
」及

び
「不
正
行
為
に
関
与
して
い
な
い
も
の
の
、

不
正
行
為
の
あ
った
研
究
に
係
る
論
文
等
の
責
任
を
負
う著

者
」と
して

認
定
され

た
者
の
総
数
は
、7
8人

。
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文
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科
学
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の
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の
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分
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を受

け
た
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、
現
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20
21
年

7月
）
に
認
定
・公

表
され
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為
：
捏
造
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ざ
ん
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お
い
て
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不
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為
に
関
与
した

者
」及

び
「不
正
行
為
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して
い
な
い
も
の
の
、

不
正
行
為
の
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に
係
る
論
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の
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して

認
定
され

た
者
の
総
数
は
、7
8人

。

㸲文科科➨㸶㸰ྕ

令和㸲年㸳᭶㸷᪥

文部科学省の予⟬の配分ཪはᥐ置によࡾ

研 究 を 実 施 す る 研 究 機 関 の 㛗

文部科学省科学技術・学術政策局㛗� � � �

༓ ཎ ⏤ ᖾ� �

研究活動における不正行為等の防止のᚭᗏについて（㏻▱）

文部科学省では、ࠕ研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン （ࠖᖹᡂ��年

�᭶��᪥、文部科学大⮧Ỵ定。௨ୗࠕガイドライン とࠖいう。）を策定し、ྛ 研究機関に対して、

ガイドラインを踏まえた適切な対応を要ㄳしています。

ガイドラインの施行から㸵年が⤒㐣し、ガイドラインの適用を受けるての研究機関におい

て、研究不正への対応に関するつ⛬・యไの整備が進められるとともに、研究者に対する定ᮇⓗ

な研究倫理教育が実施されるなど、ガイドラインにᇶ࡙く取組が定╔してきています。

しかしながら、これまでの研究不正についてはձ責任ⴭ者などの確認不㊊によࡾ、≉定の研究

者が㛗ᮇ㛫にከくのㄽ文等で不正行為を行うこと、ղ研究公正に関する▱㆑・理ゎ不㊊から不正

行為に⧅がること、ճ≉定不正行為（ᤐ㐀、ᨵࡊん、┐用）௨እの不正行為（重ᢞ✏、࢜ーࢧ

ーࢩップ）の不正認定がቑえていることなどが発生している状況です。

なお、ガイドライン策定ᚋに♫ኚや研究活動のከ様などから、これまでは㢧ᅾしにく

かった、研究࢟ࢫル㈙での不適切な࢜ーࢧーࢩップなどの課㢟もฟてきているところです。

これらを受けて、文部科学省では、科学技術・学術政策局にタ置したࠕ公正な研究活動の推進

に関する᭷㆑者㆟ のࠖຓゝを踏まえ、これまでの取組とᚋの進め方についてู添のとおࡾ整

理しましたので、ᚚ␃ព願います。

研究機関の㛗においては、所属する研究者に対して、ᮏ㏻▱の内ᐜを࿘▱するとともに、研究

活動における不正行為ཬࡧ不適切な行為の防止をᚭᗏするようお願いします。

105



�

記

ガイドラインでは≉定不正行為（ᤐ㐀・ᨵࡊん・┐用）が定⩏されておࡾ、≉定不正行為が

認定されたሙྜには、➇தⓗ資㔠等の応ເไ㝈がかࡾます。���� 年 � ᭶௨㝆に文部科学省

の予⟬の配分ཪはᥐ置を受けた研究に関して≉定不正行為が認定・公⾲されたは��௳で

年ᖹᆒ��௳となっておࡾます（令和�年�᭶��᪥Ⅼ）。研究不正のな発生要ᅉは、研究

不正への理ゎ不㊊、責任ⴭ者の確認不㊊によࡾ≉定の研究者がከくの不正を行うなどがᣲげ

られます。

≉に責任ⴭ者の確認不㊊によࡾ≉定の研究者がከくの不正を行っているⅬについては、令

和 � 年 � ᭶ �� ᪥に文部科学省よࠕࡾ研究活動における不正行為の防止のᚭᗏについて（㏻

▱）ࠖ（� 文科科➨ ��� ྕ、85/� KWWSV���ZZZ�PH[W�JR�MS�FRQWHQW����������P[WBNLEDQ���

���������B��SGI）において、ࠕ➇தⓗ研究㈝の応ເไ㝈ᥐ置の考え方 のࠖうࡕ、≉にᝏ㉁な者

にヱ当する者の考え方ཬࡧ不正行為には関していないものの、不正行為の࠶った研究にಀ

るㄽ文等の責任を㈇うⴭ者の責任の考え方を整理し㏻▱しているところです。

研究機関におかれましては、引き⥆きガイドラインにᇶ࡙くつ⛬整備や研究倫理教育のయ

ไ整備など適切な取組とともに、文部科学省で公⾲している研究活動における不正など

を参考に研究不正の発生要ᅉなどを分析し、研究不正の発生しにくい環境の整備にດめてい

ただくようお願いします。

㏆年、≉定不正行為௨እにも研究活動における不正行為として重ᢞ✏や不適切な࢜ーࢧ

ーࢩップが認㆑されるようになってきています。

ガイドラインにおいて、ࠕලయⓗにどのような行為が、重ᢞ✏や不適切な࢜ーࢧーࢩップ

などの研究者倫理にする行為に当たるのかについては、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥにおいて、ྛ 研究

分㔝において不正行為がわれたやᅜ㝿ⓗな動向等を踏まえて、学༠の倫理つ⛬や行

動つ⠊、学術ㄅのᢞ✏つ⛬等で᫂確にし、当ヱ行為が発ぬしたሙྜの対応方㔪を♧していくこ

とがᙉくᮃまれる。ࠖ となっておࡾ、研究機関における不正調査において重ᢞ✏や不適切な

。ますࡾップに関して、研究機関のつ⛬にᇶ࡙き不正認定されるが発生しておࢩーࢧー࢜

令和�年度に実施した文部科学省の委託調査結果やᒚ行状況調査（࢙ࢳッࢫࣜࢡト）でも

重ᢞ✏や不適切な࢜ーࢧーࢩップに関する定⩏やつ定されている状況も見られることから、

研究機関の研究者におかれましては、所属される学༠や学連ྜなどの科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥ

での取組を推進し、対応方㔪が♧されることを願います。

また、研究機関におかれましては、研究者による当ヱ取組によࡾ♧された対応方㔪なども踏

まえて、重ᢞ✏や不適切な࢜ーࢧーࢩップに関する定⩏やつ定について、ᚚ᳨ウのうえ、
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記

ガイドラインでは≉定不正行為（ᤐ㐀・ᨵࡊん・┐用）が定⩏されておࡾ、≉定不正行為が

認定されたሙྜには、➇தⓗ資㔠等の応ເไ㝈がかࡾます。���� 年 � ᭶௨㝆に文部科学省

の予⟬の配分ཪはᥐ置を受けた研究に関して≉定不正行為が認定・公⾲されたは��௳で

年ᖹᆒ��௳となっておࡾます（令和�年�᭶��᪥Ⅼ）。研究不正のな発生要ᅉは、研究

不正への理ゎ不㊊、責任ⴭ者の確認不㊊によࡾ≉定の研究者がከくの不正を行うなどがᣲげ

られます。

≉に責任ⴭ者の確認不㊊によࡾ≉定の研究者がከくの不正を行っているⅬについては、令

和 � 年 � ᭶ �� ᪥に文部科学省よࠕࡾ研究活動における不正行為の防止のᚭᗏについて（㏻

▱）ࠖ（� 文科科➨ ��� ྕ、85/� KWWSV���ZZZ�PH[W�JR�MS�FRQWHQW����������P[WBNLEDQ���

���������B��SGI）において、ࠕ➇தⓗ研究㈝の応ເไ㝈ᥐ置の考え方 のࠖうࡕ、≉にᝏ㉁な者

にヱ当する者の考え方ཬࡧ不正行為には関していないものの、不正行為の࠶った研究にಀ

るㄽ文等の責任を㈇うⴭ者の責任の考え方を整理し㏻▱しているところです。

研究機関におかれましては、引き⥆きガイドラインにᇶ࡙くつ⛬整備や研究倫理教育のయ

ไ整備など適切な取組とともに、文部科学省で公⾲している研究活動における不正など

を参考に研究不正の発生要ᅉなどを分析し、研究不正の発生しにくい環境の整備にດめてい

ただくようお願いします。

㏆年、≉定不正行為௨እにも研究活動における不正行為として重ᢞ✏や不適切な࢜ーࢧ

ーࢩップが認㆑されるようになってきています。

ガイドラインにおいて、ࠕලయⓗにどのような行為が、重ᢞ✏や不適切な࢜ーࢧーࢩップ

などの研究者倫理にする行為に当たるのかについては、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥにおいて、ྛ 研究

分㔝において不正行為がわれたやᅜ㝿ⓗな動向等を踏まえて、学༠の倫理つ⛬や行

動つ⠊、学術ㄅのᢞ✏つ⛬等で᫂確にし、当ヱ行為が発ぬしたሙྜの対応方㔪を♧していくこ

とがᙉくᮃまれる。ࠖ となっておࡾ、研究機関における不正調査において重ᢞ✏や不適切な

。ますࡾップに関して、研究機関のつ⛬にᇶ࡙き不正認定されるが発生しておࢩーࢧー࢜

令和�年度に実施した文部科学省の委託調査結果やᒚ行状況調査（࢙ࢳッࢫࣜࢡト）でも

重ᢞ✏や不適切な࢜ーࢧーࢩップに関する定⩏やつ定されている状況も見られることから、

研究機関の研究者におかれましては、所属される学༠や学連ྜなどの科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥ

での取組を推進し、対応方㔪が♧されることを願います。

また、研究機関におかれましては、研究者による当ヱ取組によࡾ♧された対応方㔪なども踏

まえて、重ᢞ✏や不適切な࢜ーࢧーࢩップに関する定⩏やつ定について、ᚚ᳨ウのうえ、

�

整備いただくようお願いします。

文部科学省としては、その状況についてフォローアップを行う予定です。

研究機関では、ガイドラインを踏まえた研究倫理教育責任者の配置や所属する研究者への

研究倫理教育の取組が進んでいるところですが、令和�年度に実施した委託調査結果から、先

行研究等からの適切な引用をまったく行わない、指導教員による研究ノート（実験ノート）の

確認をしないなど、研究公正の対応が不十分な者が見られます。また、指導教員から研究公正

に関する指導を受けたことが無いと回答する学生も一定数見受けられました。

研究倫理教育は、ただ実施するだけではなく、実効性を上げることが重要と考えられます。

研究機関におかれましては、実効性を上げるために研究倫理教育に様々な取組が行われて

いると思いますが、上記の実態を踏まえ、これまでの研究倫理教育の状況把握と効果分析を行

っていただき、実効性を上げるための一層の取組をお願いします。また、これから研究者を目

指す学生への研究倫理教育についても同様の取組をお願いします。

参考までに、文部科学省では研究機関における研究倫理教育を支援するため、科学技術振興

機構と連携し、研究倫理教育の実効性を向上させるための双方向型研究倫理教育モデルの開

発を行っています。

（添付資料）

・研究活動における不正行為・不適切な行為の防止について

（担当）

科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室

� � � � � � � � � � � � � � 吉田、大口

電話：������������（内線����）

(�PDLO：MLQNHQ#PH[W�JR�MS
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崤
ン
崮
ー
シ
嵏ン
表

サ
ンプ

嵓
（
崡
ライ
ドサ

イ崢
؟�

�
��
��
�[
��
��
��
FP

）


હ
ৱ
મ

ڭ
ٕ
ڭ

不
ਫ
行
為
の
ਜ਼
置
峏
け

گ

ڭ
ٕ
２

不
適
切
な
行
為
の
ਜ਼
置
峏
け

ڰ

２
ٕ
ڭ

二
重
投
稿
・不

適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
に
બ
峵
ૠ
ங
の
ତ

૾
ய

ڱ

２
ٕ
２

研
究

৶
ઇ

の
ৰ
施
૾
ய

ڲ

２
ٕ
گ

研
究

・学

ে
の
認

峒

ੌ
ڳ

２
ٕ
ڰ
ٕ
ڭ

不
ਫ
行
為
の
認
定
・公

表
ڴ

２
ٕ
ڰ
ٕ
２

不
適
切
な
行
為
（
二
重
投
稿
・自

己
盗
用
・オ
ー
サ
ー
シ
ップ
）
が
認
定
され

た
事


ڵ
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�

ٳ
研
究
ણ

に
岴
け
峵
不
ਫ
行
為
へ
の
ৌ
ૢ
ಉ
に
関
峃
峵
ガ
イド

ライ
ン（

ਸ਼
گ
ත
ڭ
）

ڭ
．
ৌ

峒峃

峵
研
究
ણ


峝
不
ਫ
行
為
ಉ

（
گ
）
ৌ

峒峃

峵
不
ਫ
行
為
（
્
定
不
ਫ
行
為
）

ৌ

峒峃

峵
不
ਫ
行
為
は
、

ਔ
又
は
研
究

峒し
て
峹
岷
峨
岲
峵
峣
岷
੦
ম

な
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を
෩
し岹
ဵ
った

岽峒
に
峲
峵
、

投
稿

文
な
峓

表
され

た
研
究
ਛ
ટ
の
র
に
ં
され

た
崯
ー
崧峮

৹
ਪ

ટ
ಉ
の
ᢿ
ୗ
、

峀
峽

峝
盗
用

ٳ
଼
ଥ

ৱ
স
の
適
ਫ
な

行
に
関
峃
峵

ଉ
（

ਛ
��
年
�月

�
଼
ଥ

研
究
ા
に
関
峃
峵
関
બ
ਿ
省
）
（
ڰ
．
）

研
究

の
不
ਫ
行
為
（
ᢿ
ୗ
、

峀
峽
、盗

用
）
が
あ
った
峒認

定
され

た
ৃ
合
、ਰ

ৣ
の
措
置
を

峄
峵
。な

岴
、ஆ

য়
行

১

য
ಉ
が
થ
峃
峵
଼
ଥ

ৱ
স
に
峎
岮
て
は
、


の
措
置
を

峄
峵
峲
岰

ਜ
省
岵
峳ਊ

ჾ
১
য
に
ৌ
して

ਏ
ட
峃
峵
も
の
峒峃

峵
。

（
ڭ
）
ਊ
ჾ
଼
ଥ

ৱ
স
に
峎
岮
て
、不

ਫ
行
為
の
ப
ସ
ਙ
ಉ
を
અ
ൟ
し峎

峎
、৸

部
又
は

部
の
ନ
൬
を

峫
峵
岽峒
が
峑
岷
峵

（
റ
）

（
２
）
不
ਫ
行
為
に
関
ଖ
した


に
峎
岮
て
は
、ਊ

ჾ
଼
ଥ

ৱ
স
へ
の
ૢ
൳
ৱ
ત
を


峃
峵
（
റ
）

（
گ
）
不
ਫ
行
為
に
関
ଖ
した

峒峨
峑
は
認
定
され

な
岵
った

も
の
の
、ਊ

ჾ

文
・報

告
છ
ಉ
の
ி
ભ

峒し
て
の
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を
ဵ

った
岽峒
ಉ
に
峲
峴、

定
の
ி
ભ
が
あ
峵
峒さ
れ
た

に
峎
岮
て
は
、

੶
��
�峒


（
റ
）

110



�

ٳ
研
究
ણ

に
岴
け
峵
不
ਫ
行
為
へ
の
ৌ
ૢ
ಉ
に
関
峃
峵
ガ
イド

ライ
ン（

ਸ਼
گ
ත
ڭ
）

ڭ
．
ৌ

峒峃

峵
研
究
ણ


峝
不
ਫ
行
為
ಉ

（
گ
）
ৌ

峒峃

峵
不
ਫ
行
為
（
્
定
不
ਫ
行
為
）

ৌ

峒峃

峵
不
ਫ
行
為
は
、

ਔ
又
は
研
究

峒し
て
峹
岷
峨
岲
峵
峣
岷
੦
ম

な
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を
෩
し岹
ဵ
った

岽峒
に
峲
峵
、

投
稿

文
な
峓

表
され

た
研
究
ਛ
ટ
の
র
に
ં
され

た
崯
ー
崧峮

৹
ਪ

ટ
ಉ
の
ᢿ
ୗ
、

峀
峽

峝
盗
用

ٳ
଼
ଥ

ৱ
স
の
適
ਫ
な

行
に
関
峃
峵

ଉ
（

ਛ
��
年
�月

�
଼
ଥ

研
究
ા
に
関
峃
峵
関
બ
ਿ
省
）
（
ڰ
．
）

研
究

の
不
ਫ
行
為
（
ᢿ
ୗ
、

峀
峽
、盗

用
）
が
あ
った
峒認

定
され

た
ৃ
合
、ਰ

ৣ
の
措
置
を

峄
峵
。な

岴
、ஆ

য়
行

১

য
ಉ
が
થ
峃
峵
଼
ଥ

ৱ
স
に
峎
岮
て
は
、


の
措
置
を

峄
峵
峲
岰

ਜ
省
岵
峳ਊ

ჾ
১
য
に
ৌ
して

ਏ
ட
峃
峵
も
の
峒峃

峵
。

（
ڭ
）
ਊ
ჾ
଼
ଥ

ৱ
স
に
峎
岮
て
、不

ਫ
行
為
の
ப
ସ
ਙ
ಉ
を
અ
ൟ
し峎

峎
、৸

部
又
は

部
の
ନ
൬
を

峫
峵
岽峒
が
峑
岷
峵

（
റ
）

（
２
）
不
ਫ
行
為
に
関
ଖ
した


に
峎
岮
て
は
、ਊ

ჾ
଼
ଥ

ৱ
স
へ
の
ૢ
൳
ৱ
ત
を


峃
峵
（
റ
）

（
گ
）
不
ਫ
行
為
に
関
ଖ
した

峒峨
峑
は
認
定
され

な
岵
った

も
の
の
、ਊ

ჾ

文
・報

告
છ
ಉ
の
ி
ભ

峒し
て
の
ି
ਔ
ଝ
ਜ
を
ဵ

った
岽峒
ಉ
に
峲
峴、

定
の
ி
ભ
が
あ
峵
峒さ
れ
た

に
峎
岮
て
は
、

੶
��
�峒


（
റ
）

ٳ
研
究
ણ

に
岴
け
峵
不
ਫ
行
為
へ
の
ৌ
ૢ
ಉ
に
関
峃
峵
ガ
イド

ライ
ン（

ਸ਼
ڭ
ත
گ
）

研
究
ણ

に
岴
け
峵
不
ਫ
行
為
峒は

、੭
峳れ

た
崯
ー
崧峮


ટ
の
ᢿ
ୗ
、

峀
峽
、

峝


の
研
究
ਛ
ટ
ಉ
の
盗
用
が
、不

ਫ
行
為
に
ჾ
ਊ
峃
峵
。岽

の
峥
岵
、

の
学


ಉ
に
ใ

表
又
は
投
稿
র
の

文
峒ম

ସ

に

峂

文
を
投
稿
峃
峵二

重
投
稿
、

文
෩


が
適
ਫ
に
公
表
され

な
岮
不
適

切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
な
峓が

不
ਫ
行
為
峒し
て
認

され

峵
峲
岰に
な
って
岷て

岮
峵
。


৬

に
峓の

峲
岰な

行
為
が
、二

重
投
稿
峮
不
適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
な
峓の

研
究


৶
に
ખ
峃
峵
行
為
に
ਊ
た
峵
の
岵
に
峎
岮
て
は
、科

学
崛嵇
嵍崳

崮
崋に
岴
岮
て
、

研
究
分

に
岴
岮
て
不
ਫ
行
為
が
ઑ
峹
れ
た
事

峮
ব


な


ಉ
を౷

峨岲
て
、学

ੈ
ভ
の

৶
ૠ
ங
峮
行

ૠ

、学



の

投
稿
ૠ
ங
ಉ
峑

ન
に
し、
ਊ
ჾ
行
為
が

ಁ
した

ৃ
合
の
ৌ
ૢ
্
ଉ
を
ં
して

岮
岹岽
峒が

ਘ
岹

峨
れ
峵。

文
部
科
学
省
峑
は
、科

学
ૼ

・学



ੁ
ଂ
শ
峲
峴、

ਛ
��
年
�月

��

હ
峑
、

ম
学

ভ
৮
に
ਫ਼
ୈ
を
ൂ

し、

ম
学

ভ
৮
岵
峳岣

௦

科
学
研
究
に
岴
け
峵

৸
ਙ
の


に
峎
岮
て
（

ਛ
��
年
�月

�

ম
学

ভ
৮
）
岤を
受
け
た
。

岣
௦

科
学
研
究
に
岴
け
峵

৸
ਙ
の


に
峎
岮
て
（

ਛ
��
年
�月

�
）
岤（

௷
ხ
）

گ
્
定
不
ਫ
行
為
（
ᢿ
ୗ
、

峀
峽
、盗

用
）
ਰ
ਗ
の
不
ਫ
行
為
の

೧
（
二
重
投
稿
・オ
ー
サ
ー
シ
ップ
の

峴্

ಉ
）

⋇
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
の

峴্

研
究
ਛ
ટ
の

表

（

文
）
の
岣෩


岤峒
な
峵
岽峒
が
峑
岷
峵
ਏ
੯
は
、ਊ

ჾ
研
究
の
র
峑
重
ਏ
な

൴
を
ટ
た
して

岮
峵
岽峒
峑
あ
峵
。た

峊
し、
岽れ

峳
の
ਏ
੯
に
峎
岮
て
は
研
究
分

に
峲
って
ੰ

に
்
が
あ
峵
岽峒
岵
峳、

研
究
分

の
研
究

崛嵇
嵍崳
崮
崋の
合
ਔ
に
੦
峏
岮
て
ਖ਼

され

峵
峣
岷
も
の
峑
あ
峵
。


੶
の
ະ
຺
に
ಋ
して

、
研
究
ਃ
関

峝

学
ভ
が

行
峃
峵学



に
岴
岮
て
は
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
に
関
峃
峵
ૠ
ங
を
定
峫
て
公
表
峃
峣
岷
。

⋈
二
重
投
稿
の
ర
ૃ

二
重
投
稿
は
、不


ਏ
な
ਪ
ഭ
に
峲
峴

の
研
究

の
ৎ

を
૮
ྤ
に
峃
峵
峊
け
峑
な
岹、
્
定
の
અ
岲
を
ં
峃

文
を

岹ৄ

峅
峵
岽峒
に
峲
峵
嵇崡
嵒ー
ドを

も
た
峳峃

岽峒
に
な
峴、
డ
に
ర
ૃ
され

峵
峣
岷
峑
あ
峵
。

੶
の
ະ
຺
に
ಋ
して

、
研
究
ਃ
関

峝

学
ভ
が

行
峃
峵
学


に
岴
岮
て
は
二
重
投
稿
に
関

峃
峵
ૠ
ங
を定

峫
て
公
表
峃
峣
岷。

�
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��

⋇
ഥ
ਮ
�年

২


৹
ਪ
（
崊ン

崙
ー
ト৹

ਪ
、�
��
��
の
研
究
ਃ
関
岵
峳

௦
）
岣

が
ব
の
研
究

৶
ઇ

ಉ
に
関
峃
峵
ৰ
ଙ
৹
ਪ
・分

ෲ

ਜ
岤

ٳ
ସ
ਖ
（
ৌ

؟
研
究
ਃ
関
）

4
��
ڭ


ਃ
関
の
研
究
公
ਫ
に
関
峃
峵
ૠ
ಋ
に
岴
岮
て
、્

定
不
ਫ
行
為
（
ᢿ
ୗ
・

峀
峽
・盗

用
）
ਰ
ਗ
に
、峓
の
峲
岰な

行
為
を
研
究

の
不
ਫ
行
為

又
は
不
適
切
な
行
為
峒定

ଝ
して

岮
峨
峃
岵
。（

報
告
છ

3�
��

ٳ

ટ

（
二
重
投
稿
）

؟
��
��
٫
の
研
究
ਃ
関
が
ૠ
定
に
定
ଝ

（
不
適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
）

؟
��
��
٫
の
研
究
ਃ
関
が
ૠ
ಋ
に
定
ଝ

⋈
ഥ
ਮ
�年

২
ග
岣研

究
ણ

に
岴
け
峵
不
ਫ
行
為
へ
の
ৌ
ૢ
ಉ
に
関
峃
峵
ガ
イド
ライ
ンに

੦
峏
岹

ੌ
૾
ய
に
બ
峵
崩
崏ッ
崗嵒
崡
ト岤

ٳ
ସ
ਖ

��
�
્
定
不
ਫ
行
為
ਰ
ਗ
の
不
適
切
な
行
為
に
峎
岮
て
認
定
峑
岷
峵峲

岰に
ૠ
ங
峑
定
ଝ
して

岮
峨峃

岵
。

（
ڭ
）
二
重
投
稿

（
２
）
不
適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ

ٳ

ટ

※

ল
研
究
ਃ
関

��
��
�

（
二
重
投
稿
）

؟
��
�
の
研
究
ਃ
関
が
ૠ
定
に
定
ଝ

（
不
適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
）
؟
��
�
の
研
究
ਃ
関
が
ૠ
定
に
定
ଝ

ഥ
ਮ
�年

২


৹
ਪ
（
二
重
投
稿
؟
��
��
��
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
؟
��
��
�の

研
究
ਃ
関
岵
峳

௦
）
）

ٳ
ସ
ਖ
（
ৌ

؟
研
究
ਃ
関
）

4
��
２

岣
௦

科
学
研
究
に
岴
け
峵

৸
ਙ


に
峎
岮
て
岤（


ਛ
��
年
�月

�

ম
学

ভ
৮
）
峑
は
、

研
究
ਃ
関
が

行
峃
峵
学


に

岴
岮
て
、二

重
投
稿
に
関
峃
峵
ૠ
ங
を
定
峫
て
公
表
峃
峣
岷峑

あ
峵
峒さ
れ
て
岮
峨
峃
。

ਃ
関
に
岴
岮
て
は
、岽
の
ਡ
に
峎
岮
て
ਫ਼
ୈ
は
され

て
岮
峨
峃

岵
。（

報
告
છ

3�
�）

4
��
گ

岣
௦

科
学
研
究
に
岴
け
峵

৸
ਙ


に
峎
岮
て
岤（


ਛ
��
年
�月

�

ম
学

ভ
৮
）
峑
は
、

研
究
ਃ
関
が

行
峃
峵
学


に

岴
岮
て
、オ

ー
サ
ー
シ
ップ
に
関
峃
峵
ૠ
ங
を
定
峫
て
公
表
峃
峣
岷峑

あ
峵
峒さ
れ
て
岮
峨峃

が
、

ਃ
関
に
岴
岮
て
は
、

੶
に
峎
岮
て
ਫ਼
ୈ
は
され

て
岮

峨
峃
岵
。（

報
告
છ

3�
�）

ٳ

ટ （
二
重
投
稿
）

؟
��
��
٫
が
ૠ
定
をତ


、�
��
��

が
ਫ਼
ୈ
は
行
った
が
ૠ
定
ତ

に
は
ඹ
峳な

岮
、�
��
��

が
ਫ਼
ୈ
を行

って
岮
な
岮

（
不
適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
）
؟
��
��
٫
が
ૠ
定
を
ତ

、�
��
��

が
ਫ਼
ୈ
は
行
った
が
ૠ
ங
ତ

に
は
ඹ
峳な

岮
、�
��
��

が
ਫ਼
ୈ
を行

って
岮
な
岮
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�

⋇
ഥ
ਮ
�年

২


৹
ਪ
（
崊ン

崙
ー
ト৹

ਪ
、�
��
��
の
研
究
ਃ
関
岵
峳

௦
）
岣

が
ব
の
研
究

৶
ઇ

ಉ
に
関
峃
峵
ৰ
ଙ
৹
ਪ
・分

ෲ

ਜ
岤

ٳ
ସ
ਖ
（
ৌ

؟
研
究
ਃ
関
）

4
��
ڭ


ਃ
関
の
研
究
公
ਫ
に
関
峃
峵
ૠ
ಋ
に
岴
岮
て
、્

定
不
ਫ
行
為
（
ᢿ
ୗ
・

峀
峽
・盗

用
）
ਰ
ਗ
に
、峓
の
峲
岰な

行
為
を
研
究

の
不
ਫ
行
為

又
は
不
適
切
な
行
為
峒定

ଝ
して

岮
峨
峃
岵
。（

報
告
છ

3�
��

ٳ

ટ

（
二
重
投
稿
）

؟
��
��
٫
の
研
究
ਃ
関
が
ૠ
定
に
定
ଝ

（
不
適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
）

؟
��
��
٫
の
研
究
ਃ
関
が
ૠ
ಋ
に
定
ଝ

⋈
ഥ
ਮ
�年

২
ග
岣研

究
ણ

に
岴
け
峵
不
ਫ
行
為
へ
の
ৌ
ૢ
ಉ
に
関
峃
峵
ガ
イド
ライ
ンに

੦
峏
岹

ੌ
૾
ய
に
બ
峵
崩
崏ッ
崗嵒
崡
ト岤

ٳ
ସ
ਖ

��
�
્
定
不
ਫ
行
為
ਰ
ਗ
の
不
適
切
な
行
為
に
峎
岮
て
認
定
峑
岷
峵峲

岰に
ૠ
ங
峑
定
ଝ
して

岮
峨峃

岵
。

（
ڭ
）
二
重
投
稿

（
２
）
不
適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ

ٳ

ટ

※

ল
研
究
ਃ
関

��
��
�

（
二
重
投
稿
）

؟
��
�
の
研
究
ਃ
関
が
ૠ
定
に
定
ଝ

（
不
適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
）
؟
��
�
の
研
究
ਃ
関
が
ૠ
定
に
定
ଝ

ഥ
ਮ
�年

২


৹
ਪ
（
二
重
投
稿
؟
��
��
��
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
؟
��
��
�の

研
究
ਃ
関
岵
峳

௦
）
）

ٳ
ସ
ਖ
（
ৌ

؟
研
究
ਃ
関
）

4
��
２

岣
௦

科
学
研
究
に
岴
け
峵

৸
ਙ


に
峎
岮
て
岤（


ਛ
��
年
�月

�

ম
学

ভ
৮
）
峑
は
、

研
究
ਃ
関
が

行
峃
峵
学


に

岴
岮
て
、二

重
投
稿
に
関
峃
峵
ૠ
ங
を
定
峫
て
公
表
峃
峣
岷峑

あ
峵
峒さ
れ
て
岮
峨
峃
。

ਃ
関
に
岴
岮
て
は
、岽
の
ਡ
に
峎
岮
て
ਫ਼
ୈ
は
され

て
岮
峨
峃

岵
。（

報
告
છ

3�
�）

4
��
گ

岣
௦

科
学
研
究
に
岴
け
峵

৸
ਙ


に
峎
岮
て
岤（


ਛ
��
年
�月

�

ম
学

ভ
৮
）
峑
は
、

研
究
ਃ
関
が

行
峃
峵
学


に

岴
岮
て
、オ

ー
サ
ー
シ
ップ
に
関
峃
峵
ૠ
ங
を
定
峫
て
公
表
峃
峣
岷峑

あ
峵
峒さ
れ
て
岮
峨峃

が
、

ਃ
関
に
岴
岮
て
は
、

੶
に
峎
岮
て
ਫ਼
ୈ
は
され

て
岮

峨
峃
岵
。（

報
告
છ

3�
�）

ٳ

ટ （
二
重
投
稿
）

؟
��
��
٫
が
ૠ
定
をତ


、�
��
��

が
ਫ਼
ୈ
は
行
った
が
ૠ
定
ତ

に
は
ඹ
峳な

岮
、�
��
��

が
ਫ਼
ୈ
を行

って
岮
な
岮

（
不
適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
）
؟
��
��
٫
が
ૠ
定
を
ତ

、�
��
��

が
ਫ਼
ୈ
は
行
った
が
ૠ
ங
ତ

に
は
ඹ
峳な

岮
、�
��
��

が
ਫ਼
ୈ
を行

って
岮
な
岮

��



ઇ
৩
岵
峳研

究
公
ਫ
に
峎
岮
て


を
受
け
た
岽峒
が
な
岮


学
ে
は
��
٫
峑
あ
峵
。

学
ে
の
研
究
崶ー

トの

ઍ
ન
認
に
峎
岮
て
、


ઇ
৩
は
岣

峗
して

岮
峵
岤が
��
�
峒ਈ

も
ৈ
岹、
岣৸

岹し
て
岮
な
岮
岤が
��

峑
あ
峵
が
、


学
ে
は
、



ઇ
৩
に
峲
峵
研
究
崶ー

トの

ઍ
を岣
ৎ
ر
ન
認
して

岮
峵
岤が
��
�
峑
ਈ
も
ৈ
岹、
岣৸

岹し
て
岮
な
岮
岤は
��
�
峑
あ
峵
。


文
に

൸
を
ൕ
ൗ
峃
峵

、

൸
の
ਸ
ੵ
্
১
を
ି

峒し
て
岣ଞ

に
੶
ൗ
して

岮
峵
岤研

究

は
��
�
、岣
৸
岹し
て
岮
な
岮
岤研

究

は
��

、岣
ଞ
に
੶

ൗ
して

岮
峵
岤


学
ে
は
��
�
、岣
৸
岹し
て
岮
な
岮
岤学

ে
は
��

峑
あ
峵
。

෮

・౮


ಉ
の

の
研
究
崯
ー
崧の

ଵ
৶
に
峎
岮
て
岣オ
嵒崠

崲
嵓
を
研
究

に
ଋ
し、
౮

ಉ
した


が

しを

৳
થ
峃
峵
岤が
��
�
、岣


に

岲
な
岮

岤が
��
�
峑
あ
峵
。

岣
文
数
の
ੜ
、෩


な
学


へ
の
ൕ
ൗ
が
થ
ਹ
に
௮
岹岤
岣研

究

の
ৱ
ସ
・ૼ


の
ਖ

岤岣
研
究

に
岴
け
峵
不
適
切
な


岤峒
અ
岲
峵
研
究

が

��
�
、�
��

、�
��

峑
あ
峵
。

ٳ
ସ
ਖ
（
ৌ

؟
研
究
ਃ
関
）

4
ڭ
گ�

��
��
年
২
ਰ
ఋ
に
ৰ
施
した

研
究

৶
ઇ

の

ઍ
を、
研
究

峒学

ে
（
学
部
、ఊ


、


）
に
関
して

ઇ
岲
て
岹峊
さ岮

。
（
報
告
છ

3�
�～

��
）

ٳ

ટ

（
ڭ
）
研
究

؟
二
重
投
稿
��
��
٫
、オ

ー
サ
ー
サ
ー
シ
ップ

��
��
٫

（
２
）
学
部
学
ে
؟
二
重
投
稿
��
��
٫
、オ

ー
サ
ー
サ
ー
シ
ップ

��
��
٫

（
گ
）
ఊ

学
ে
؟
二
重
投
稿
��
��
٫
、オ

ー
サ
ー
サ
ー
シ
ップ

��
��
٫
（
ڰ
）


学
ে
؟
二
重
投
稿
��
��
٫
、オ

ー
サ
ー
サ
ー
シ
ップ

��
��
٫

ٳ
ସ
ਖ
（
ৌ

؟
研
究

）

4
ڭ
��
�
あ
な
た
の
研
究

・崤
嵇ಉ

に
配
ര
され

た
学
ে
へ
の
研
究
公
ਫ
に
関
峃
峵


の

ઍ
をઇ

岲
て
岹峊
さ岮

。（
報
告
છ

3�
�）

ٳ

ટ オ
ー
サ
ー
シ
ップ

؟
৸
て
の
学
ে
��
��
٫
、ఊ


ਰ

��
��
٫
、


ਰ

��
��

、

して

岮
な
岮
��
��
�
（
ಟ
数

��
��
�）

投
稿

ૠ
ங

؟
৸
て
の
学
ে
��
��
٫
、ఊ


ਰ

��
��
٫
、


ਰ

��
��
�
、


して

岮
な
岮
��
��
�
（
ಟ
数

��
��
�）
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�

ഥ
ਮ
�年

২


৹
ਪ
（
報
告
છ

峨
峒峫

）

・
ল
ග
ੋ
又
は
投
稿
র
の

文
峒ম

ସ

に



ઍ
の

文
を
投
稿
峃
峵
岽峒
を
岣不

ਫ
行
為
に
ჾ
ਊ
峃
峵
岤峒
અ
岲
峵
研
究

は

��
�
、岣


に

岲
な
岮
岤峒
અ
岲
峵
研
究

は
��
�
、岣
不
ਫ
行
為
に
ჾ
ਊ
峃
峵
岤峒
અ
岲
峵
学
ে
は
��
�
、岣


に

岲
な
岮
岤

峒અ
岲
峵
学
ে
は
��
�
峑
あ
峵
。

・

文
投
稿
に
ਊ
た
峴、
ਊ
ჾ
分

の
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
੦

峮
学


の
੦

に
適
合
峃
峵
岽峒
を
岣ଞ

に
ન
認
し
て
岮
峵
岤研

究

は

��
�
、岣
৸
岹し
て
岮
な
岮
岤研

究

は
��

峑
あ
峵
。岣
ଞ
に
ન
認
して

岮
峵
岤学

ে
は
��
�
、岣
৸
岹し
て
岮
な
岮
岤学

ে
は
��

峑
あ
峵
。
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ഥ
ਮ
�年

২


৹
ਪ
（
報
告
છ

峨
峒峫

）

・
ল
ග
ੋ
又
は
投
稿
র
の

文
峒ম

ସ

に



ઍ
の

文
を
投
稿
峃
峵
岽峒
を
岣不

ਫ
行
為
に
ჾ
ਊ
峃
峵
岤峒
અ
岲
峵
研
究

は

��
�
、岣


に

岲
な
岮
岤峒
અ
岲
峵
研
究

は
��
�
、岣
不
ਫ
行
為
に
ჾ
ਊ
峃
峵
岤峒
અ
岲
峵
学
ে
は
��
�
、岣


に

岲
な
岮
岤

峒અ
岲
峵
学
ে
は
��
�
峑
あ
峵
。

・

文
投
稿
に
ਊ
た
峴、
ਊ
ჾ
分

の
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
੦

峮
学


の
੦

に
適
合
峃
峵
岽峒
を
岣ଞ

に
ન
認
し
て
岮
峵
岤研

究

は

��
�
、岣
৸
岹し
て
岮
な
岮
岤研

究

は
��

峑
あ
峵
。岣
ଞ
に
ન
認
して

岮
峵
岤学

ে
は
��
�
、岣
৸
岹し
て
岮
な
岮
岤学

ে
は
��

峑
あ
峵
。

�

ڭ
．
不
ਫ
行
為

文
部
科
学
省
の
予
算
の
配
分
又
は
措
置
を受

け
た
研
究
に
関
して

、
現
行
ガ
イド

ライ
ン施

行
後
（
��
��
年
�月

～
��
��
年
�月

）
に
認
定
・公

表
さ

れ
た
不
ਫ
事
案
（
્
定
不
ਫ
行
為
؟
ᢿ
ୗ
、

峀
峽
、盗

用
）
は
、�
�事

案
。

盗
用
��
੯


峀
峽
・盗

用
�੯

ᢿ
ୗ
・盗

用
�੯

�※
ڭ�

事
案
に
அ
峨
れ
峵
不
ਫ
の
ர
શ

の
分
థ

�※
ڭ�

事
案
に
அ
峨
れ
峵
不
ਫ
の
ர
શ

の
分
థ

岣ᢿ
ୗ
ط

峀
峽
岤が
৸
৬
の
৺
�સ

をಚ
峫
峵
。

৸
て
岣盗

用
岤が
関
બ
峃
峵
。

��
��
年
২

��
��
年
২

��
��
年
২

��
��
年
২

��
��
年
২

��
��
年
২

��
��
年
২

自
ே
科
学
௺

�੯
�੯

�੯
�੯

�੯
�੯

�੯

য
文

ভ
௺

�੯
�੯

�੯
�੯

�੯
�੯

�੯

合
計

�੯
�੯

��
੯

�੯
�੯

��
੯

��
੯
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�

２
．
不
適
切
な
行
為

文
部
科
学
省
の
予
算
の
配
分
又
は
措
置
を受

け
た
研
究
に
関
して

、
現
行
ガ
イド

ライ
ン施

行
後
（
��
��
年
�月

～
��
��
年
�月

）
に
認
定
・公

表
され

た
不
適
切
な
行
為
（
二
重
投
稿
・自

己
盗
用
、不

適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
【ギ
フト
・オ
ー
サ
ー
シ
ップ
の
み
】）

は
��
事
案
。

二
重
投
稿
・自

己
盗
用

�
�

�
�

�
�

�
�

オ
ー
サ
ー
シ
ップ

�
�

�
�

�
�

�
�

二
重
投
稿
・自

己
盗
用

�
�

�
�

�
�

�
�

オ
ー
サ
ー
シ
ップ

�
�

�
�

�
�

�
�

合
計

※
文
部
科
学
省
へ
報
告
が
あ
った
も
の
の
み
を計

数
。
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２
．
不
適
切
な
行
為

文
部
科
学
省
の
予
算
の
配
分
又
は
措
置
を受

け
た
研
究
に
関
して

、
現
行
ガ
イド

ライ
ン施

行
後
（
��
��
年
�月

～
��
��
年
�月

）
に
認
定
・公

表
され

た
不
適
切
な
行
為
（
二
重
投
稿
・自

己
盗
用
、不

適
切
な
オ
ー
サ
ー
シ
ップ
【ギ
フト
・オ
ー
サ
ー
シ
ップ
の
み
】）

は
��
事
案
。

二
重
投
稿
・自

己
盗
用

�
�

�
�

�
�

�
�

オ
ー
サ
ー
シ
ップ

�
�

�
�

�
�

�
�

二
重
投
稿
・自

己
盗
用

�
�

�
�

�
�

�
�

オ
ー
サ
ー
シ
ップ

�
�

�
�

�
�

�
�

合
計

※
文
部
科
学
省
へ
報
告
が
あ
った
も
の
の
み
を計

数
。

㸲文科科➨㸷㸯㸷ྕ

令和㸳年３月㸰㸲᪥

文部科学省科学技術・学術政策局㛗� � � �

� � � � ᰠ ⏣ ᜤ Ⰻ

研究άືにおける不適切な行為の㜵Ṇཬࡧ調査体ไ等について（通知）

文部科学省では、ࠕ研究άືにおける不正行為への対応等に関するガイドライン （ࠖᖹᡂ��年

� 月 �� ᪥文部科学⮧Ỵ定。௨ୗࠕガイドラインࠖとい࠺。）を策定し、各研究機関に対して、

ガイドラインを踏まえた適切な対応を要ㄳしています。

すでにከࡃの研究機関では、研究不正への対応に関するつ⛬・体ไのᩚഛ、研究者に対する定

ᮇ的な研究倫理教育の実施など、ガイドラインにᇶ࡙ࡃ取組が定╔してࡁています。

これまでにࠕ研究άືにおける不正行為等の㜵Ṇのᚭᗏについて（通知）ࠖ（令和�年�月�᪥

け�文科科➨��ྕ文部科学省科学技術・学術政策局㛗通知。௨ୗࠕ令和�年�月通知ࠖとい

௨እの不正行為（二重投稿、不適切な（用┐ࡧんཬࡊᤐ㐀、ᨵ）において、≉定不正行為（。࠺

の対ࡑ等への対応について通知したところですが、研究者倫理に反する行為や（ࣉࢵࢩーࢧー࢜

応に関しての課㢟も㢧ᅾ化してࡁている状況を踏まえ、研究άືにおける不適切な行為等につ

いてᨵめてᩚ理しましたのでお知らせします。

研究機関の㛗におかれては、所属する研究者に対して、本通知の内容を࿘知するとともに、研

究άືにおける不適切な行為等の㜵Ṇにྥけた適切な対応を引ࡁ⥆ࡁお願いします。

文部科学省のண⟬の配分ཪはᥐ置により

研究を実施する研究機関の㛗 Ẋ
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記

㸯．二重投稿、不適切な࢜ーࢧーࣉࢵࢩ、査ㄞにおける不適切な行為等について

近年、≉定不正行為௨እにも研究άືにおける不正行為が確認されるよ࠺になっており、研

究機関のつ⛬にᇶ࡙ࡁ、不正を認定するがⓎ生しています。

また、先⯡、ㄽ文投稿者とᙜヱㄽ文の査ㄞ者が㐃⤡を取り合い、査ㄞ࣓ࢥントをసᡂすると

い࠺がⓎ生しました。ᙜヱは、投稿者ཬࡧ査ㄞ者が、Ᏺ⛎⩏ົ等の査ㄞにおける一⯡

的なࣝーࣝを㍍どし、研究者としてࡁࢃまえるࡁᇶ本的なὀព⩏ົをᛰったもので࠶り、所

属する研究機関によって査ㄞにおける不適切な行為が認定されました。

≉定不正行為௨እの二重投稿、不適切な࢜ーࢧーࣉࢵࢩ、査ㄞにおける不適切な行為等（௨

ୗࠕ二重投稿等ࠖとい࠺。）については、科学のಙ㢗を⮴的にയつけるࠕᤐ㐀、ᨵࡊんཬࡧ

┐用 とࠖは␗なるものの、ㄽ文ཬࡧ学術ㄅのཎⴭ性をᦆない、ㄽ文のⴭసᶒのᖐ属に関する問

㢟や研究実⦼の不ᙜなỈቑしにつながりᚓる研究者倫理に反する行為にᙜたるもので࠶ると

⪃えられます。すでに一部の科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥにおいては、二重投稿等に㝈らࡎ、具体的にど

のよ࠺な行為が研究者倫理に反する行為にᙜたるのかについて、学༠の倫理つ定や行ືつ

⠊、学術ㄅの投稿つ⛬等で᫂確にし、ᙜヱ行為がⓎぬしたሙ合の対応᪉㔪が示されているとこ

ろです。

各研究機関におかれては、上記の二重投稿等のがⓎ生している⌧状や、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥ

。ᨵめてお願いします࠺よࡃࡔにより示された対応᪉㔪も踏まえ、適切に対応いた

� �

㸰．研究機関における調査体ไについて

� � ガイドラインでは、文部科学省のண⟬の配分ཪはᥐ置をཷけている研究機関において、≉定

不正行為がࢃれるの調査を実施する㝿には、ձ配分機関等ཬࡧ文部科学省への本調査

の実施のỴ定ཬࡧ調査⤖ᯝの報告を行࠺こと、ղ調査ጤ員について、調査ጤ員の༙数௨上が

እ部᭷㆑者でᵓᡂされ、ての調査ጤ員が告Ⓨ者ཬࡧ⿕告Ⓨ者と┤᥋のᐖ関ಀを᭷しない

者で࠶る体ไを確ಖすること、ճ調査⤖ᯝの公⾲内容を定めること等について適切に対応す

ることを求めています。

� � 二重投稿等がࢃれるについては、ガイドラインにおいて上記の対応は᫂示されてい

ませんが、研究機関におけるࣝー࡙ࣝࡃりは、≉定不正行為に㝈定するものではないため、適

切な調査やᡭ⥆の実施等の対応がᮃまれます。各研究機関におかれては、二重投稿等がࢃれ

るへの対ฎもᛕ㢌に、上記のձからճまでの㊃᪨を踏まえたつ⛬のᩚഛ等を進めるとと

もに、二重投稿等がࢃれるについて調査を実施する㝿には、ᐈほ性や㏱᫂性の確ಖに十

分に配៖した上で、適切に対応いたࡃࡔよ࠺お願いします。
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記

㸯．二重投稿、不適切な࢜ーࢧーࣉࢵࢩ、査ㄞにおける不適切な行為等について

近年、≉定不正行為௨እにも研究άືにおける不正行為が確認されるよ࠺になっており、研

究機関のつ⛬にᇶ࡙ࡁ、不正を認定するがⓎ生しています。

また、先⯡、ㄽ文投稿者とᙜヱㄽ文の査ㄞ者が㐃⤡を取り合い、査ㄞ࣓ࢥントをసᡂすると

い࠺がⓎ生しました。ᙜヱは、投稿者ཬࡧ査ㄞ者が、Ᏺ⛎⩏ົ等の査ㄞにおける一⯡

的なࣝーࣝを㍍どし、研究者としてࡁࢃまえるࡁᇶ本的なὀព⩏ົをᛰったもので࠶り、所

属する研究機関によって査ㄞにおける不適切な行為が認定されました。
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┐用 とࠖは␗なるものの、ㄽ文ཬࡧ学術ㄅのཎⴭ性をᦆない、ㄽ文のⴭసᶒのᖐ属に関する問

㢟や研究実⦼の不ᙜなỈቑしにつながりᚓる研究者倫理に反する行為にᙜたるもので࠶ると

⪃えられます。すでに一部の科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥにおいては、二重投稿等に㝈らࡎ、具体的にど

のよ࠺な行為が研究者倫理に反する行為にᙜたるのかについて、学༠の倫理つ定や行ືつ

⠊、学術ㄅの投稿つ⛬等で᫂確にし、ᙜヱ行為がⓎぬしたሙ合の対応᪉㔪が示されているとこ

ろです。

各研究機関におかれては、上記の二重投稿等のがⓎ生している⌧状や、科学ࢸࢽ࣑ࣗࢥ

。ᨵめてお願いします࠺よࡃࡔにより示された対応᪉㔪も踏まえ、適切に対応いた

� �

㸰．研究機関における調査体ไについて

� � ガイドラインでは、文部科学省のண⟬の配分ཪはᥐ置をཷけている研究機関において、≉定

不正行為がࢃれるの調査を実施する㝿には、ձ配分機関等ཬࡧ文部科学省への本調査

の実施のỴ定ཬࡧ調査⤖ᯝの報告を行࠺こと、ղ調査ጤ員について、調査ጤ員の༙数௨上が

እ部᭷㆑者でᵓᡂされ、ての調査ጤ員が告Ⓨ者ཬࡧ⿕告Ⓨ者と┤᥋のᐖ関ಀを᭷しない

者で࠶る体ไを確ಖすること、ճ調査⤖ᯝの公⾲内容を定めること等について適切に対応す

ることを求めています。

� � 二重投稿等がࢃれるについては、ガイドラインにおいて上記の対応は᫂示されてい

ませんが、研究機関におけるࣝー࡙ࣝࡃりは、≉定不正行為に㝈定するものではないため、適

切な調査やᡭ⥆の実施等の対応がᮃまれます。各研究機関におかれては、二重投稿等がࢃれ

るへの対ฎもᛕ㢌に、上記のձからճまでの㊃᪨を踏まえたつ⛬のᩚഛ等を進めるとと

もに、二重投稿等がࢃれるについて調査を実施する㝿には、ᐈほ性や㏱᫂性の確ಖに十

分に配៖した上で、適切に対応いたࡃࡔよ࠺お願いします。

３．研究倫理教育について

研究倫理教育の実効性を上げることの重要性については、これまでもガイドライン、令和�

年�月通知においてお示ししているところです。

研究機関では、ガイドラインを踏まえた研究倫理教育責任者の配置や所属する研究者への

研究倫理教育の取組が進んでいるところですが、これまでに文部科学省が実施した調査や各

研究機関における研究不正調査の報告等から、先行研究等からの引用が適切でない、指導教員

による研究ノート（実験ノート）の確認がなされていないなど、研究公正の対応が不十分なケ

ースが見られるほか、学生に対して指導教員から研究公正に関する指導を行っていないケー

スも一定数見られました。

また、一部の研究機関においては、二重投稿等の研究者倫理に反する行為の具体的な内容に

ついての研究倫理教育が実施されていないケースも見られており、近年の状況を踏まえた研

究倫理教育の内容の充実が求められます。

研究機関におかれましては、すでに研究倫理教育の実施に取り組まれていると思いますが、

上記の実態を踏まえ、より一層の取組の強化をお願いします。また、学生に対する研究倫理教

育についても同様の取組の実施をお願いします。

【本件問合せ先】

文部科学省科学技術・学術政策局

研究環境課研究公正推進室

電 話：������������（内線����）

(�PDLO：MLQNHQ#PH[W�JR�MS
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ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ

ูῧ㸯 ࠖ（⟆ᅇ）࡚࠸ࡘᑂ㆟ࡿࡍ㛵ᰝㄞࡢㄽ文ࠕ せ᪨ᢤ⢋ࡕ࠺ࡢ

ูῧ㸰 （᪥本学術㆟ࠊ௧㸳ᖺ㸷᭶��᪥）ࠖ（⟆ᅇ）࡚࠸ࡘᑂ㆟ࡿࡍ㛵ᰝㄞࡢㄽ文ࠕ

文部科学省ࡢண⟬ࡢ㓄ศཪࡣᥐ⨨ࡾࡼ

研究ࢆᐇࡿࡍ研究ᶵ㛵ࡢ㛗 Ẋ

グ

㸯㸬ᰝㄞࡿࡅ࠾㐺ษ࡞⾜Ⅽ㛵ࡿࡍᑐᛂ࡚࠸ࡘ

≉ᐃ正⾜Ⅽ௨እࡢ㔜ᢞ✏ࠊ㐺ษࠊࣉࢵࢩ࣮ࢧ࣮࢜࡞ᰝㄞࡿࡅ࠾㐺ษ࡞⾜Ⅽ➼࠸ࡘ

⏝┐ࡧཬࢇࡊᨵࠊᤐ㐀ࠕࡿࡅࡘയⓗ⮴ࢆಙ㢗ࡢ科学ࠊࡣ࡚ 学ࡧㄽ文ཬࠊࡢࡢࡶࡿ࡞␗ࡣࠖ

術ㄅࡢཎⴭᛶࢆᦆࠊ࠸࡞ㄽ文ࡢⴭసᶒࡢᖐᒓ㛵ࡿࡍ問㢟ࡸ研究ᐇ⦼ࡢᙜ࡞Ỉቑࡀ࡞ࡘࡋ

ࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡓᙜⅭ⾜ࡿࡍ⌮研究⪅ࡿᚓࡾ

ព⩏・㔜ࡢᰝㄞࠕࠊ࡚࠸࠾⟆᪥本学術㆟ᅇࠊࡋ㛵Ⅽ⾜࡞㐺ษࡿࡅ࠾ᰝㄞࠊࡕ࠺ࡢࡇ

せᛶࠖࠊ࡚ࡋᰝㄞ㛵ࡿࢃ㛵ಀ⪅ࡢ㈐ົ࡚࠸ࡘゐࠕࠊࡶࡿࢀࡽࢀᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿

ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ ⪅㞟⦆ࠊ⪅ᰝㄞࠊ⪅✏ᑐᛂᣦ㔪（ᢞࡿ࡞つ⠊㝿ࡿࡍᐇࢆᰝㄞࠕࠊࠖ

➼）ࠖ ⪄ࡓࡋ㇟ᑐࢆ学術ㄅࡸ♫∧ฟࡎࡽ࡞ࡳࡢ研究ᶵ㛵ࡸ⪅研究ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵࡲࡾࡀ➼

ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉ♧ࡀ᪉࠼

ㄽ文ࡢᰝㄞ㛵ࡿࡍ㐺ษ࡞⾜Ⅽࠊࡣ研究⪅ࡢ♫ࡢࡽಙ㢗ࢆኻࠊࡶ࠺科学ᑐࡿࡍ

ᅜẸࡢಙ㢗ࢆᦂࠊࡋࡀࡿ科学ࡢⓎᒎࢆጉࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡀ⧄ࡇࡿࡆ㐺ษ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡛

ࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶

ྛ研究ᶵ㛵ࠊࡣ࡚ࢀ࠾᪥本学術㆟ᅇ⟅ࡶ㋃ࠊ࠼ࡲᰝㄞࡿࡅ࠾㐺ษ࡞⾜Ⅽࡶ࡚࠸ࡘ

㐺ษᑐᛂ㡬࠺ࡼࡃᨵ࠾࡚ࡵ㢪ࠋࡍࡲࡋ࠸

㸰㸬研究⌮ᩍ⫱࡚࠸ࡘ

研究⌮ᩍ⫱ࡢᐇຠᛶࡢࡇࡿࡆୖࢆ㔜せᛶࠊࣥࣛࢻ࢞ࡶ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ௧㸳ᖺ

㸱᭶㏻▱➼ࠊࡀࡍ࡛ࢁࡇࡿ࠸࡚ࡋࡋ♧࠾࡚࠸࠾᪥本学術㆟ᅇ⟅ࠊࡣ࡚࠸࠾ᰝㄞ⪅ࡢ研

ಟ・ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࠊࡶࡿࢀࡉ♧࡚࠸ࡘ学・ᩍ⫱ᶵ㛵ᑐࠊࡶ࡚ࡋᐃࡿࢀࡉᑐ策ࡀḟ

ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡾ࠾ࡢ

（ᐃࡿࢀࡉᑐ策）

科学研究ࡢᰝㄞ⯡ࠊࡣ࡚࠸ࡘ᪤研究⌮ᣦ㔪ࡸᩍᮦࡀከᩘᥦ౪ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ

学・研究ᶵ㛵ࡃࡲ࠺ࢆࡽࢀࡇࡀά⏝࡚ࡋ研ಟ・ᩍ⫱ࢆᐇࢇࢁࡕࡶࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

ࡀ⏕学ࠊࡣ࠺⾜ࢆ⫱研ಟ・ᩍ࡞᭷ຠࡃࡼ⋠ຠࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶసᡂ・ᥦ౪ࡢᩍᮦࡢ⮬⊃

࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅࣞ・ࣆ࡚ࡵึࡀ⪅ⱝᡭ研究ࠊᮇࡿࡍ✏ᢞࡸᮇࡿࡍసᡂࢆㄽ文࡚ࡵึ

ྍ⬟ᛶࡿ࠶ࡢᮇ➼ࡢࢢ࣑ࣥࢱࠊ㓄៖ࡶ㔜せ࡛ࠋࡿ࠶

ྛ研究ᶵ㛵࡛ࡍࠊࡣ࡚ࢀ࠾研究⌮ᩍ⫱ࡢᐇࡿ࠸࡚ࢀࡲ⤌ࡾྲྀᛮࠊୖࡀࡍࡲ࠸ グ

内ᐜࢆ㋃୍ࡾࡼࠊ࠼ࡲᒙࡢ⤌ྲྀࡢᙉ࠾ࢆ㢪ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡋ࠸学⏕ᑐࡿࡍ研究⌮ᩍ⫱࠸ࡘ

ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆᐇࡢ⤌ྲྀࡢᵝྠࡶ࡚
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【本件問合せ先】

文部科学省科学技術・学術政策局

研究環境課研究公正推進室

電 話：������������（内線����）

(�PDLO：MLQNHQ#PH[W�JR�MS
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【本件問合せ先】

文部科学省科学技術・学術政策局

研究環境課研究公正推進室

電 話：������������（内線����）

(�PDLO：MLQNHQ#PH[W�JR�MS

iii

せ ᪨

㸯 ࡵࡌࡣ

௧㸲ᖺ㸦2022 ᖺ㸧12 ᭶ 27᪥ࡅ㸲ᩥ⛉⛉➨ ࡿࡍ㛵ᰝㄞࡢㄽᩥࠕᑂ㆟౫㢗ࡢ646ྕ

ᑂ㆟࡚࠸ࡘ㸦౫㢗㸧ࠖ ᪥ᮏࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆၥ㢟ᥦ㉳ࠊࡋᢕᥱࢆ≦⌧ࡢᰝㄞࡢㄽᩥࠊ࡚ࡅཷࢆ

Ꮫ⾡㆟࡛ࠊࡣ⛉Ꮫ⪅ጤဨᏛ⾡యไศ⛉ࡢୗㄽᩥᰝㄞࡢព⩏ཬࡧㄢ㢟㛵᳨ࡿࡍウ

ᑠጤဨࢆタ⨨ࠊࡋ㞟୰ⓗᑂ㆟ࠋࡓࡗ⾜ࢆᑂ㆟ᙜࠊࡾࡓ᪥ᮏᏛ⾡㆟ෆእࡢཧ⪃ே

ࢣࣥ࡞㡿ᇦᶓ᩿ⓗࠊ࡚ࡋ㇟ᑐࢆ᪥ᮏᏛ⾡㆟ဨ࣭㐃ᦠဨࠊࡓࡋྲྀ⫈ࢆពぢࡽ

ࠋࡓࡋᫎ⟆ᅇࢆෆᐜࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆㄪᰝࢺ࣮

㸰 ᰝㄞࡢព⩏࣭㔜せᛶ

⛉Ꮫ◊✲ࡿࡅ࠾ᰝㄞࠊࡣᑓ㛛ᛶࢆඹ᭷ࡕࡓࡢ࣮ࠖࣗࣅ࣭ࣞࣆࠕࡿࡼ⪅✲◊ࡿࡍ

୰᰾ࡢሙ㠃࡛ホ౯ࡢ✲◊Ꮫ⛉ࡿࡺࡽ࠶ࡴྵࢆᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠋࡿࢀࢃ⾜࡛

ࡢ࡚ࡍࡿࡍࡵጞࢆ⪅ᰝㄞࠊࡣࡇࡿࡵດᐇ࡞බṇ࡛ཝṇࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞

㛵ಀ⪅ࡢ㈐ົ࡛ࠋࡿ࠶ㄽᩥࡢᰝㄞࠊࡣබ㛤ࡿࢀࡉ◊✲ᡂᯝࡢ㉁ࢆᢸಖ࣮ࣃ࣮࢟ࢺ࣮ࢤࡿࡍ

ࡶሙྜࡿࡍ⫣㈉ᨵၿ࣭ྥୖࡢෆᐜࡢㄽᩥࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢ⪅ᰝㄞࠊࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆᙺࡢ

ࠋࡿ࠶ከ㠃ⓗ࡛ࡣព⩏࣭㔜せᛶࡢࡑࠊࡾ࠶

㸱 ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ

(1) 㐺ษ࡞⾜Ⅽࡢ⫼ᬒ

ከࡢࡃ◊✲㡿ᇦࡢ⪅✲◊ࠊ࡚࠸࠾ㄽᩥᩘࡸ⿕ᘬ⏝ᩘ➼ࡀホ౯࡚ࡋࢺ࣏ࣥ㔜せど

⾜࡞㐺ษࡀࢀࡇࠊࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡀㄽᩥⓎ⾲➇த࡞㐣ᗘࠊࡽࡇࡓࡗ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ

Ⅽࡢㄏᅉࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ୡ⏺ⓗ࡞ᢞ✏ㄽᩥᩘࡢቑࠊᑓ㛛㡿ᇦࡢ⣽ศࠊ᪂࡞ࡓ◊✲㡿

ᇦࡢⓏሙࡢ⪅✲◊ࠊከᛁ➼ࠊࡾࡼ⦅㞟⪅ࡀᰝㄞ⪅ࡢ㑅ᐃⱞປࡿࡍែࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ

ࠊࡀ➼ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࡓࢀࡉᑟධࡵࡓࡿࡍ⦅ࢆ㈇ᢸࡢ⪅㞟⦆ࠊୗࡢᬒ⫼࡞࠺ࡼࡢࡇ

ᝏ⏝ࡿࢀࡉሙྜࠋࡿ࠶ࡀ

(2) ㏻ᖖࡢᰝㄞࢫࢭࣟࣉࡢၥ㢟Ⅼ

୍⯡ⓗ࡞ᰝㄞࠊ࡚࠸࠾ࢫࢭࣟࣉࡢ㐺ษ࡞⾜Ⅽ㛵㐃ࡿ࠺ࡋ㡯ࠊ࡚ࡋᢞ✏⪅

ࡗࡼศ㔝ࡘ㸦ࡢᑡᩘࠊ༏ྡᛶࡢ⪅ᰝㄞࠊከᛁࡢ⪅㞟⦆ࠊ⸀᥎ࡢ⪅⿵ᰝㄞ⪅ೃࡿࡼ

ᑡࡣ࠸ࡿ࠶⊃༢ࠊホ౯ุ࣭ᐃ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ౫Ꮡᰝㄞ⤖ᯝࡿࡼ⪅✲◊㸧ࡢᐃ≉ࡣ࡚

᥇ᢥ࣭ࡿࢀࡽࡡጤ⪅㞟⦆ࡢᩘ ༷ୗࡶࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶ࡀ➼ุ᩿ࡢ᪩ᛴ࡞ᨵၿࡣᅔ㞴࡛ࠊࡾ࠶

㸳ࠕ㸦ࡿ࠶࡛ࡤ㐨༙ࡣࡳヨࡢࡑ ࠋ㸧ࡿ㏙࡛ࠖࡾࢃ࠾

(3) ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ

ᐃࡿࢀࡉ࡞㐺ษ࡞⾜Ⅽࡣ௨ୗࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛ࠋࡿ࠶ᢞ

ࢢᰝㄞഇ㸹ຓⓗࡓࡋ⏝ࢆ㞟⪅ไᗘ⦆ࢺࢫࢤ㸹ࡋࡲࡍࡾ࡞ࡢ⪅ᰝㄞࡿࡼ⪅✏

⾜㐜ᘏࡢࣝࢡࢧᰝㄞഇ㸹ᰝㄞ࣭ᨵゞࡿࡼ㐃ᦠ࡞ᰝㄞഇ㸹ಶேⓗࡿࡼࣉ࣮ࣝ

Ⅽ㸹ᰝㄞ⪅ࡿࡼሗ₃ὤࠊ┐⏝㸹⦅㞟⪅ࡿࡼᰝㄞࡢ㐺ษ࡞⟶⌮㸹ᤕ㣗ฟ∧㸦ࢃ࠸

ࠋ➼⏝ࡢ㸧ࢫࢿࢪࣅㄽᩥഇ㐀ࠊ࣑࣮ࣝࣃ࣮࣌ㄽᩥᕤሙ㸦ࡧ㸧ཬࣝࢼ࣮ࣕࢪ࢝ࢱࢤࣁࡿࡺ

※「論文の査読に関する審議について
（回答）」
（令和５年９月25日、日本学術会議）
より抜粋
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iv

㸲 ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂᣦ㔪㸦ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅ࠊ⦅㞟⪅➼㸧

ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ㌟ࢆつ⠊࡞ᇶᮏⓗࡢ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡣ⪅✲◊

つࡢᰝㄞࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ㓄៖ᛶ≉ࡢࡈᏛ⾡ㄅࡧ㡿ᇦཬ✲◊ࠊࡣ࡚࠸࠾

⠊ࡿ࡞ᑐᛂ᪉㔪ࡢ⟇ᐃࠊࡸᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ ᩍ⫱ࡢᐇᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓᅜࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࠊ

Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊᏛ⾡ㄅࡢࡑฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡀ㐺ษᙺࢆศᢸࡿࡍᚲせ

ࠋࡿ࠶ࡀ

(1) ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᣦ㔪

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆୍ࠊ⯡㈈ᅋἲேබṇ◊✲᥎㐍༠➼࣭ࣆࡀ⪅✲◊ࠊࡀ

ᣦࡁࡍ↷ཧࡋ㝿ࡿࡍᐇࢆ㸧ࠋ࠸࡞ࡋ㝈ᐃࢀࡇࠊࡀࡴྵࢆᰝㄞࡢ㸦ㄽᩥ࣮ࣗࣅࣞ

㔪ࡸ◊✲⌮ᩍᮦࢆᥦ౪࡚ࡵึࡀ⪅✲◊ࠋࡿ࠸࡚ࡋᰝㄞࢆᐇࡿࡍሙྜ➼ࠊཧ↷࣭ཷㅮ

ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡿసࢆቃ⎔ࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡᩍᮦࡸᣦ㔪࠸ࡓࡋ

ㄽᩥࡢᰝㄞ≉ࠊࡣ࡚ࡋࣥࣛࢻ࢞ࡓࡋᅜ㝿ⓗ࡞ฟ∧つ⠊ጤဨ㸦COPE㸧ࠕࡀᰝ

ㄞ⪅ࡢࡵࡓࡢ⌮ࢆࠖࣥࣛࢻ࢞බ⾲ࢆࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋά⏝ࡿ࠸࡚ࡋᏛ⾡ㄅࡶከࠋ࠸

୍᪉ࠊࡣࡽ⪅✲◊ࠊᏛ⾡ㄅཬࡢࡑࡧฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡿࡼᑓ㛛㡿ᇦࡸ⦅

㞟➼࣮ࢩ࣏ࣜᇶ࡙ࡓ࠸つ⛬࣭ᣦ㔪ࡢᥦ౪ࡢせᮃࡀࠋ࠸ࡁᏛ⾡ㄅཬࡧฟ∧ẕయࠊࡣ

ᢞ✏⪅࣭ᰝㄞ⪅࣭ㄞ⪅ࡢ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࠊࡵ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡿࡍព࡛ࠊࡶ✚ᴟ

ⓗᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞సᡂ࣭බ㛤ࡀࡇࡿࡍᮃࠋࡿࢀࡲ

(2) ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㛵ࡿࡍᣦ㔪

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃࠕ◊✲άືࡿࡅ࠾ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ➼㛵ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ㸦ࠖᖹ

ᡂ 26ᖺ㸦2014ᖺ㸧㸶᭶ 26᪥㸧࡛ࠊࡣ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࠊᨵࠊࢇࡊ┐⏝㸧௨እࡢ㐺

ษ࡞⾜Ⅽࡓࡌ⏕ࡀሙྜࠊᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࡁࡿྲྀࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘグ

㍕ࠋ࠸࡞ࡀไᐃࡽ㸷ᖺࡀ⤒㐣ࠊࡇࡿ࠸࡚ࡋㄽᩥࡢᰝㄞࡿࡅ࠾㐺ษ࡞⾜Ⅽࠊࡴྵࢆ

≉ᐃṇ⾜Ⅽ௨እࡢṇ⾜Ⅽࡀᗈࢆࡾࡀぢࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡏᨵゞࡣ࠸ࡿ࠶ෆᐜࡢ㏣ຍ

ࠋࡿ࠸᮶࡚ᮇࡁࡍウ᳨࡚࠸ࡘ

(3) ᰝㄞ⪅ࡢ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉

⛉Ꮫ◊✲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡿࡅ࠾᪤◊✲⌮ᣦ㔪ࡸᩍᮦࡀᥦ౪࡚ࢀࡉ

࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆ࡚ࡵึࡀ⪅✲◊ⱝᡭࠊࡸᮇࡿࡍసᡂࢆㄽᩥ࡚ࡵึࡀ⏕Ꮫࠊࡾ࠾

ᮇ➼◊ಟ࣭ᩍ⫱ࢆᐇࠊ࡛ࡇࡿࡍຠᯝ᭱ࢆ࡛ࡿࡁᛮࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃཧ↷࣭

ཷㅮ࠸ࡓࡋᣦ㔪ࡸᩍᮦࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡ⎔ቃᩚࡢഛࡀ᥎ዡࠋࡿࢀࡉㄽᩥࡢᰝㄞ≉

ࡓࡋ◊ಟ࣭ᩍ⫱࡛ࠊࡣᏛ⾡ㄅ࣭Ꮫ༠࣭ฟ∧♫ࡀ⦅㞟ࡸ࣮ࢩ࣏ࣜᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞

බ㛤ࡢࢫࢭࣟࣉ࡚ࡋ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࠊࡵᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢሙࢆタࡀࡇࡿࡅᮃࠋ࠸ࡋࡲ

㸳 ࡾࢃ࠾

ᰝㄞไᗘࡢၥ㢟Ⅼࡸᰝㄞ⪅ࡢᯤῬࢆ៧៖ࡸ⪅✲◊ࡿࡍฟ∧♫ࠊࡾࡼ᪂࡞ࡓㄽᩥᑂᰝ᪉

ᘧࡀ⪃࣭ᑟධࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉᰝㄞࢆ⤒࡚බ㛤ࢆ⾜័࠺࠸㏫㌿ࣉࣞࣉࡿࡍ

ᢞࠊඹ᭷ࡢᰝㄞ⤖ᯝࡿࡼᏛ⾡ㄅࡢᩘ「ࠊබ㛤ᰝㄞࡿࡼ⪅ᰝㄞࡢ㢧ྡࠊ࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜ

Ꮫ༠ࡸ♫∧ฟࡢᅜෆࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡳヨࡀ➼ไᗘࡿࡵỴయⓗࢆᑐᛂࡢᰝㄞ⤖ᯝࡀ⪅✏

ࠊࡶ࡚࠸࠾ᑗ᮶ࡢᏛ⾡ㄅࡢᅾࡾ᪉࠸ࡼࡾࡼᰝㄞࡢ࣒ࢸࢫࢩᵓ⠏᳨࡚ࡅྥウࠊࡋ⾜
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iv

㸲 ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂᣦ㔪㸦ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅ࠊ⦅㞟⪅➼㸧

ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ㌟ࢆつ⠊࡞ᇶᮏⓗࡢ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡣ⪅✲◊

つࡢᰝㄞࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ㓄៖ᛶ≉ࡢࡈᏛ⾡ㄅࡧ㡿ᇦཬ✲◊ࠊࡣ࡚࠸࠾

⠊ࡿ࡞ᑐᛂ᪉㔪ࡢ⟇ᐃࠊࡸᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ ᩍ⫱ࡢᐇᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓᅜࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࠊ

Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊᏛ⾡ㄅࡢࡑฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡀ㐺ษᙺࢆศᢸࡿࡍᚲせ

ࠋࡿ࠶ࡀ

(1) ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᣦ㔪

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆୍ࠊ⯡㈈ᅋἲேබṇ◊✲᥎㐍༠➼࣭ࣆࡀ⪅✲◊ࠊࡀ

ᣦࡁࡍ↷ཧࡋ㝿ࡿࡍᐇࢆ㸧ࠋ࠸࡞ࡋ㝈ᐃࢀࡇࠊࡀࡴྵࢆᰝㄞࡢ㸦ㄽᩥ࣮ࣗࣅࣞ

㔪ࡸ◊✲⌮ᩍᮦࢆᥦ౪࡚ࡵึࡀ⪅✲◊ࠋࡿ࠸࡚ࡋᰝㄞࢆᐇࡿࡍሙྜ➼ࠊཧ↷࣭ཷㅮ

ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡿసࢆቃ⎔ࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡᩍᮦࡸᣦ㔪࠸ࡓࡋ

ㄽᩥࡢᰝㄞ≉ࠊࡣ࡚ࡋࣥࣛࢻ࢞ࡓࡋᅜ㝿ⓗ࡞ฟ∧つ⠊ጤဨ㸦COPE㸧ࠕࡀᰝ

ㄞ⪅ࡢࡵࡓࡢ⌮ࢆࠖࣥࣛࢻ࢞බ⾲ࢆࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋά⏝ࡿ࠸࡚ࡋᏛ⾡ㄅࡶከࠋ࠸

୍᪉ࠊࡣࡽ⪅✲◊ࠊᏛ⾡ㄅཬࡢࡑࡧฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡿࡼᑓ㛛㡿ᇦࡸ⦅

㞟➼࣮ࢩ࣏ࣜᇶ࡙ࡓ࠸つ⛬࣭ᣦ㔪ࡢᥦ౪ࡢせᮃࡀࠋ࠸ࡁᏛ⾡ㄅཬࡧฟ∧ẕయࠊࡣ

ᢞ✏⪅࣭ᰝㄞ⪅࣭ㄞ⪅ࡢ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࠊࡵ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡿࡍព࡛ࠊࡶ✚ᴟ

ⓗᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞సᡂ࣭බ㛤ࡀࡇࡿࡍᮃࠋࡿࢀࡲ

(2) ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㛵ࡿࡍᣦ㔪

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃࠕ◊✲άືࡿࡅ࠾ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ➼㛵ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ㸦ࠖᖹ

ᡂ 26ᖺ㸦2014ᖺ㸧㸶᭶ 26᪥㸧࡛ࠊࡣ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࠊᨵࠊࢇࡊ┐⏝㸧௨እࡢ㐺

ษ࡞⾜Ⅽࡓࡌ⏕ࡀሙྜࠊᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࡁࡿྲྀࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘグ

㍕ࠋ࠸࡞ࡀไᐃࡽ㸷ᖺࡀ⤒㐣ࠊࡇࡿ࠸࡚ࡋㄽᩥࡢᰝㄞࡿࡅ࠾㐺ษ࡞⾜Ⅽࠊࡴྵࢆ

≉ᐃṇ⾜Ⅽ௨እࡢṇ⾜Ⅽࡀᗈࢆࡾࡀぢࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡏᨵゞࡣ࠸ࡿ࠶ෆᐜࡢ㏣ຍ

ࠋࡿ࠸᮶࡚ᮇࡁࡍウ᳨࡚࠸ࡘ

(3) ᰝㄞ⪅ࡢ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉

⛉Ꮫ◊✲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡿࡅ࠾᪤◊✲⌮ᣦ㔪ࡸᩍᮦࡀᥦ౪࡚ࢀࡉ

࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆ࡚ࡵึࡀ⪅✲◊ⱝᡭࠊࡸᮇࡿࡍసᡂࢆㄽᩥ࡚ࡵึࡀ⏕Ꮫࠊࡾ࠾

ᮇ➼◊ಟ࣭ᩍ⫱ࢆᐇࠊ࡛ࡇࡿࡍຠᯝ᭱ࢆ࡛ࡿࡁᛮࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃཧ↷࣭

ཷㅮ࠸ࡓࡋᣦ㔪ࡸᩍᮦࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡ⎔ቃᩚࡢഛࡀ᥎ዡࠋࡿࢀࡉㄽᩥࡢᰝㄞ≉

ࡓࡋ◊ಟ࣭ᩍ⫱࡛ࠊࡣᏛ⾡ㄅ࣭Ꮫ༠࣭ฟ∧♫ࡀ⦅㞟ࡸ࣮ࢩ࣏ࣜᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞

බ㛤ࡢࢫࢭࣟࣉ࡚ࡋ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࠊࡵᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢሙࢆタࡀࡇࡿࡅᮃࠋ࠸ࡋࡲ

㸳 ࡾࢃ࠾

ᰝㄞไᗘࡢၥ㢟Ⅼࡸᰝㄞ⪅ࡢᯤῬࢆ៧៖ࡸ⪅✲◊ࡿࡍฟ∧♫ࠊࡾࡼ᪂࡞ࡓㄽᩥᑂᰝ᪉

ᘧࡀ⪃࣭ᑟධࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉᰝㄞࢆ⤒࡚බ㛤ࢆ⾜័࠺࠸㏫㌿ࣉࣞࣉࡿࡍ

ᢞࠊඹ᭷ࡢᰝㄞ⤖ᯝࡿࡼᏛ⾡ㄅࡢᩘ「ࠊබ㛤ᰝㄞࡿࡼ⪅ᰝㄞࡢ㢧ྡࠊ࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜ

Ꮫ༠ࡸ♫∧ฟࡢᅜෆࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡳヨࡀ➼ไᗘࡿࡵỴయⓗࢆᑐᛂࡢᰝㄞ⤖ᯝࡀ⪅✏

ࠊࡶ࡚࠸࠾ᑗ᮶ࡢᏛ⾡ㄅࡢᅾࡾ᪉࠸ࡼࡾࡼᰝㄞࡢ࣒ࢸࢫࢩᵓ⠏᳨࡚ࡅྥウࠊࡋ⾜

v

◊ࡢ‽ୡ⏺ᶆ࡚ࡗࡶࢆ㏱᫂ᛶ࠸㧗ࠊࡣ㓄ศᶵ㛵㈝✲◊ࡸᅜࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡇ㉳ࢆື

✲ᡂᯝሗࢆⓎಙࡿࡍඃࠊࢆ⤌ྲྀࡓࢀຊᙉࡃᚋᢲࠋࡿ࠶࡛ࡁࡍࡋ
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ᅇ⟅

ㄽᩥࡢᰝㄞ㛵ࡿࡍᑂ㆟࡚࠸ࡘ

௧㸳ᖺ㸦㸰㸮㸰㸱ᖺ㸧㸷᭶㸰㸳᪥

᪥ ᮏ Ꮫ ⾡  ㆟
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ᅇ⟅

ㄽᩥࡢᰝㄞ㛵ࡿࡍᑂ㆟࡚࠸ࡘ

௧㸳ᖺ㸦㸰㸮㸰㸱ᖺ㸧㸷᭶㸰㸳᪥

᪥ ᮏ Ꮫ ⾡  ㆟

i

Ꮫ⪅ጤဨ⛉ࡓࡋ⨨タ᪥ᮏᏛ⾡㆟ࠊ࡚ࡅཷࢆᑂ㆟౫㢗ࡢࡽ┬㒊⛉Ꮫᩥࠊࡣ⟆ᅇࡢࡇ

Ꮫ⾡యไศ⛉ཬྠࡧศ⛉ㄽᩥᰝㄞࡢព⩏ཬࡧㄢ㢟㛵᳨ࡿࡍウᑠጤဨࡀ୰ᚰ࡞

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⾲බ࡚ࡋ᪥ᮏᏛ⾡㆟ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ⾜ࢆᑂ㆟ࡾ

᪥ᮏᏛ⾡㆟⛉Ꮫ⪅ጤဨᏛ⾡యไศ⛉

ጤဨ㛗 ྜྷᮧ ᚸ (➨୕㒊ဨ) ᮾிᏛᏛ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉ᩍᤵ

ጤဨ㛗 ᶫᮏ ఙஓ (➨୍㒊ဨ) 㛵すᏛ㝔ᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ

ᖿ ᕝ ᑦ⨾ (➨୕㒊ဨ) ᮾᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ

ᖿ బࠎᮌ⿱அ (➨㒊ဨ) ᕞᏛ⏕య㜵ᚚ་Ꮫ◊✲ᡤ࣭ ≉ᩍᤵࠊᕞᏛ

㧗➼◊✲㝔࣭≉ูᖿᩍᤵ

ᑠᯘ ബྖ (➨୍㒊ဨ) 㜰Ꮫྡᩍᤵ࣭㜰Ꮫ㹁㹍ࢨࢹ

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࠊᩍᤵ௵≉࣮ࢱࣥࢭࣥ

⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ♫ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨࢭ

㛗࣮ࢱࣥ

ᒣ⏣ඵ༓Ꮚ (➨୍㒊ဨ) ୰ኸᏛᏛ㝔ἲົ◊✲⛉ᩍᤵ

ྜྷ⏣ ᩥ (➨୍㒊ဨ) ᪩✄⏣Ꮫᩍ⫱࣭⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔ᩍᤵ

ఀబ ṇ (➨㒊ဨ) ி㒔ᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉⚄⤒⏕≀Ꮫ㡿ᇦ

ᩍᤵ

▼ሯ┿⏤⨾ (➨㒊ဨ) ᾏ㐨ᏛᏛ㝔⋇་Ꮫ◊✲㝔ᩍᤵ

ᑠᯘ Ṋᙪ (➨㒊ဨ) ᮾிᏛᐃ㔞⏕⛉Ꮫ◊✲ᡤᩍᤵ

ᮃ᭶ ┾ᘪ (➨㒊ဨ) ᠕⩏ሿᏛྡᩍᤵ

ఀ⸨ බᖹ (➨୕㒊ဨ) ᠕⩏ሿ㛗

Ლ⏣ 㝯❶ (➨୕㒊ဨ) ᮾிᏛ༟㉺ᩍᤵࠊᮾிᏛᏱᐂ⥺◊✲ᡤ࣭

ᩍᤵ

ⴗ⏣ ⣖༤ (➨୕㒊ဨ) 㜰ⱁ⾡Ꮫⱁ⾡Ꮫ㒊ࢫ࢚ࣥࢧࢺ࣮Ꮫ⛉

Ꮫ⛉㛗/ᩍᤵ

⳻⏣ බ୍ (➨୕㒊ဨ) ᫂Ꮫ◊✲㺃▱㈈ᡓ␎ᶵᵓ≉௵ᩍᤵ

ග▼ ⾨ (➨୕㒊ဨ) ⊂❧⾜ᨻἲேᏛᨵ㠉ᨭ࣭Ꮫᤵᶵᵓ⌮



୰す  (㐃ᦠဨ) ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே≀㉁࣭ ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ㧗ศᏊ࣭

࣮ࣝࢢศᏊᶵ⬟Ꮫ࣮ࢱࣥࢭ✲◊ᮦᩱ࢜ࣂ

ᖿ◊✲ဨࣉ

ᕝྡ ྐ (㐃ᦠဨ(≉௵)) ᮾிᕤᴗᏛࣜ ࣛ࣋ ࣮ࣝ ᩍ⫱㝔ᩍᤵ✲◊ࢶ
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ii

᪥ᮏᏛ⾡㆟⛉Ꮫ⪅ጤဨᏛ⾡యไศ⛉

ㄽᩥᰝㄞࡢព⩏ཬࡧㄢ㢟㛵᳨ࡿࡍウᑠጤဨ

ᮏᅇ⟅ࡢసᡂᙜࠊࡾࡓ௨ୗࡢ᪉ࠎᚚ༠ຊࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸

ᮏ௳ࡢసᡂᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ௨ୗࡢ⫋ဨࡀົࢆᢸᙜࠋࡓࡋ

ጤဨ㛗 బࠎᮌ⿱அ (➨㒊ဨ) ᕞᏛ⏕య㜵ᚚ་Ꮫ◊✲ᡤ࣭≉ᩍᤵࠊᕞ

Ꮫ㧗➼◊✲㝔࣭≉ูᖿᩍᤵ

ጤဨ㛗 ᑠᯘ ബྖ (➨୍㒊ဨ) 㜰Ꮫྡᩍᤵ࣭㜰Ꮫ㹁㹍ࣥࢭࣥࢨࢹ

⯆ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡ࠊᩍᤵ௵≉࣮ࢱ

ᶵᵓ♫ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨ࣮ࢱࣥࢭ㛗

ᖿ ᒣᮏ ᬕᏊ (➨㒊ဨ) ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧ᚠ⎔ჾ◊✲࣮ࢱࣥࢭ

㒊㛗ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ

ᖿ ሙࡕࡳᏊ (➨୕㒊ဨ) ி㒔ᶲᏛᕤᏛ㒊ሗᕤᏛ⛉ᩍᤵ

ᑠ㛗㇂᭷⣖ (➨୍㒊ဨ)

ᯇ ୕ᯞ (➨୍㒊ဨ) 㔠ἑᏛᅜ㝿ᇶᖿᩍ⫱㝔ᩍᤵ

⏣  ⫕ (➨୍㒊ဨ) ྡྂᒇᏛྡᩍᤵ

ᇼ  ᰤ (➨୕㒊ဨ) ឡᏛᏛ㛗࣭Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ

୰ᮧ ᚁᶞ (㐃ᦠဨ) 㜰ᏛᏛᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓᩍᤵ

⏣୰ ᬛஅ ி㒔⸆⛉Ꮫែ⸆⛉Ꮫ⣔⸆⌮Ꮫ㡿ᇦᩍᤵ

᭷⏣ ṇつ (㐃ᦠဨ) Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲேሗ࣭࣒ࢸࢫࢩ◊✲ᶵᵓ

ᅜ❧㑇ఏᏛ◊✲ᡤᩍᤵ

బ⸨  ⩧ ྠᚿ♫Ꮫචチ㈨᱁ㄢ⛬࣮ࢱࣥࢭᩍᤵ

Ỉᓥ  ᪼ ᮾிᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ᩍᤵ

ᯘ ᘯ (㐃ᦠဨ(≉௵)) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࢱ࣮ࢹゎ

ᯒᨻ⟇◊✲ᐊ㛗

Chris Graf Research Integrity Director, Springer 

Nature Group

ົᒁ బࠎᮌ  ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧

㧘ᶫ ┤ஓ ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧ཧᐁ⿵బ㸦௧㸳ᖺ㸱᭶࡛ࡲ㸧

ᰗཎ Ꮚ ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧ཧᐁ⿵బ㸦௧㸳ᖺ㸲᭶ࡽ㸧

㰺⸨ ⨾✑ ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧ᑓ㛛⫋

✄ඖ ⚈࿃ ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧ᑓ㛛⫋

ዟ⏣ஂ⨾ ୖᖍᏛ⾡ㄪᰝဨ
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ii

᪥ᮏᏛ⾡㆟⛉Ꮫ⪅ጤဨᏛ⾡యไศ⛉

ㄽᩥᰝㄞࡢព⩏ཬࡧㄢ㢟㛵᳨ࡿࡍウᑠጤဨ

ᮏᅇ⟅ࡢసᡂᙜࠊࡾࡓ௨ୗࡢ᪉ࠎᚚ༠ຊࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸

ᮏ௳ࡢసᡂᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ௨ୗࡢ⫋ဨࡀົࢆᢸᙜࠋࡓࡋ

ጤဨ㛗 బࠎᮌ⿱அ (➨㒊ဨ) ᕞᏛ⏕య㜵ᚚ་Ꮫ◊✲ᡤ࣭≉ᩍᤵࠊᕞ

Ꮫ㧗➼◊✲㝔࣭≉ูᖿᩍᤵ

ጤဨ㛗 ᑠᯘ ബྖ (➨୍㒊ဨ) 㜰Ꮫྡᩍᤵ࣭㜰Ꮫ㹁㹍ࣥࢭࣥࢨࢹ

⯆ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡ࠊᩍᤵ௵≉࣮ࢱ

ᶵᵓ♫ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨ࣮ࢱࣥࢭ㛗

ᖿ ᒣᮏ ᬕᏊ (➨㒊ဨ) ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧ᚠ⎔ჾ◊✲࣮ࢱࣥࢭ

㒊㛗ࢫ࢚ࣥࢧࢱ࣮ࢹ

ᖿ ሙࡕࡳᏊ (➨୕㒊ဨ) ி㒔ᶲᏛᕤᏛ㒊ሗᕤᏛ⛉ᩍᤵ

ᑠ㛗㇂᭷⣖ (➨୍㒊ဨ)

ᯇ ୕ᯞ (➨୍㒊ဨ) 㔠ἑᏛᅜ㝿ᇶᖿᩍ⫱㝔ᩍᤵ

⏣  ⫕ (➨୍㒊ဨ) ྡྂᒇᏛྡᩍᤵ

ᇼ  ᰤ (➨୕㒊ဨ) ឡᏛᏛ㛗࣭Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ

୰ᮧ ᚁᶞ (㐃ᦠဨ) 㜰ᏛᏛᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓᩍᤵ

⏣୰ ᬛஅ ி㒔⸆⛉Ꮫែ⸆⛉Ꮫ⣔⸆⌮Ꮫ㡿ᇦᩍᤵ

᭷⏣ ṇつ (㐃ᦠဨ) Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲேሗ࣭࣒ࢸࢫࢩ◊✲ᶵᵓ

ᅜ❧㑇ఏᏛ◊✲ᡤᩍᤵ

బ⸨  ⩧ ྠᚿ♫Ꮫචチ㈨᱁ㄢ⛬࣮ࢱࣥࢭᩍᤵ

Ỉᓥ  ᪼ ᮾிᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ᩍᤵ

ᯘ ᘯ (㐃ᦠဨ(≉௵)) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࢱ࣮ࢹゎ

ᯒᨻ⟇◊✲ᐊ㛗

Chris Graf Research Integrity Director, Springer 

Nature Group

ົᒁ బࠎᮌ  ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧

㧘ᶫ ┤ஓ ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧ཧᐁ⿵బ㸦௧㸳ᖺ㸱᭶࡛ࡲ㸧

ᰗཎ Ꮚ ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧ཧᐁ⿵బ㸦௧㸳ᖺ㸲᭶ࡽ㸧

㰺⸨ ⨾✑ ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧ᑓ㛛⫋

✄ඖ ⚈࿃ ཧᐁ㸦ᑂ㆟➨ᢸᙜ㸧ᑓ㛛⫋

ዟ⏣ஂ⨾ ୖᖍᏛ⾡ㄪᰝဨ

iii

せ ᪨

㸯 ࡵࡌࡣ

௧㸲ᖺ㸦2022 ᖺ㸧12 ᭶ 27᪥ࡅ㸲ᩥ⛉⛉➨ ࡿࡍ㛵ᰝㄞࡢㄽᩥࠕᑂ㆟౫㢗ࡢ646ྕ

ᑂ㆟࡚࠸ࡘ㸦౫㢗㸧ࠖ ᪥ᮏࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆၥ㢟ᥦ㉳ࠊࡋᢕᥱࢆ≦⌧ࡢᰝㄞࡢㄽᩥࠊ࡚ࡅཷࢆ

Ꮫ⾡㆟࡛ࠊࡣ⛉Ꮫ⪅ጤဨᏛ⾡యไศ⛉ࡢୗㄽᩥᰝㄞࡢព⩏ཬࡧㄢ㢟㛵᳨ࡿࡍウ

ᑠጤဨࢆタ⨨ࠊࡋ㞟୰ⓗᑂ㆟ࠋࡓࡗ⾜ࢆᑂ㆟ᙜࠊࡾࡓ᪥ᮏᏛ⾡㆟ෆእࡢཧ⪃ே

ࢣࣥ࡞㡿ᇦᶓ᩿ⓗࠊ࡚ࡋ㇟ᑐࢆ᪥ᮏᏛ⾡㆟ဨ࣭㐃ᦠဨࠊࡓࡋྲྀ⫈ࢆពぢࡽ

ࠋࡓࡋᫎ⟆ᅇࢆෆᐜࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆㄪᰝࢺ࣮

㸰 ᰝㄞࡢព⩏࣭㔜せᛶ

⛉Ꮫ◊✲ࡿࡅ࠾ᰝㄞࠊࡣᑓ㛛ᛶࢆඹ᭷ࡕࡓࡢ࣮ࠖࣗࣅ࣭ࣞࣆࠕࡿࡼ⪅✲◊ࡿࡍ

୰᰾ࡢሙ㠃࡛ホ౯ࡢ✲◊Ꮫ⛉ࡿࡺࡽ࠶ࡴྵࢆᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠋࡿࢀࢃ⾜࡛

ࡢ࡚ࡍࡿࡍࡵጞࢆ⪅ᰝㄞࠊࡣࡇࡿࡵດᐇ࡞බṇ࡛ཝṇࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞

㛵ಀ⪅ࡢ㈐ົ࡛ࠋࡿ࠶ㄽᩥࡢᰝㄞࠊࡣබ㛤ࡿࢀࡉ◊✲ᡂᯝࡢ㉁ࢆᢸಖ࣮ࣃ࣮࢟ࢺ࣮ࢤࡿࡍ

ࡶሙྜࡿࡍ⫣㈉ᨵၿ࣭ྥୖࡢෆᐜࡢㄽᩥࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢ⪅ᰝㄞࠊࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆᙺࡢ

ࠋࡿ࠶ከ㠃ⓗ࡛ࡣព⩏࣭㔜せᛶࡢࡑࠊࡾ࠶

㸱 ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ

(1) 㐺ษ࡞⾜Ⅽࡢ⫼ᬒ

ከࡢࡃ◊✲㡿ᇦࡢ⪅✲◊ࠊ࡚࠸࠾ㄽᩥᩘࡸ⿕ᘬ⏝ᩘ➼ࡀホ౯࡚ࡋࢺ࣏ࣥ㔜せど

⾜࡞㐺ษࡀࢀࡇࠊࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡀㄽᩥⓎ⾲➇த࡞㐣ᗘࠊࡽࡇࡓࡗ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ

Ⅽࡢㄏᅉࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ୡ⏺ⓗ࡞ᢞ✏ㄽᩥᩘࡢቑࠊᑓ㛛㡿ᇦࡢ⣽ศࠊ᪂࡞ࡓ◊✲㡿

ᇦࡢⓏሙࡢ⪅✲◊ࠊከᛁ➼ࠊࡾࡼ⦅㞟⪅ࡀᰝㄞ⪅ࡢ㑅ᐃⱞປࡿࡍែࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ

ࠊࡀ➼ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࡓࢀࡉᑟධࡵࡓࡿࡍ⦅ࢆ㈇ᢸࡢ⪅㞟⦆ࠊୗࡢᬒ⫼࡞࠺ࡼࡢࡇ

ᝏ⏝ࡿࢀࡉሙྜࠋࡿ࠶ࡀ

(2) ㏻ᖖࡢᰝㄞࢫࢭࣟࣉࡢၥ㢟Ⅼ

୍⯡ⓗ࡞ᰝㄞࠊ࡚࠸࠾ࢫࢭࣟࣉࡢ㐺ษ࡞⾜Ⅽ㛵㐃ࡿ࠺ࡋ㡯ࠊ࡚ࡋᢞ✏⪅

ࡗࡼศ㔝ࡘ㸦ࡢᑡᩘࠊ༏ྡᛶࡢ⪅ᰝㄞࠊከᛁࡢ⪅㞟⦆ࠊ⸀᥎ࡢ⪅⿵ᰝㄞ⪅ೃࡿࡼ

ᑡࡣ࠸ࡿ࠶⊃༢ࠊホ౯ุ࣭ᐃ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ౫Ꮡᰝㄞ⤖ᯝࡿࡼ⪅✲◊㸧ࡢᐃ≉ࡣ࡚

᥇ᢥ࣭ࡿࢀࡽࡡጤ⪅㞟⦆ࡢᩘ ༷ୗࡶࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶ࡀ➼ุ᩿ࡢ᪩ᛴ࡞ᨵၿࡣᅔ㞴࡛ࠊࡾ࠶

㸳ࠕ㸦ࡿ࠶࡛ࡤ㐨༙ࡣࡳヨࡢࡑ ࠋ㸧ࡿ㏙࡛ࠖࡾࢃ࠾

(3) ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ

ᐃࡿࢀࡉ࡞㐺ษ࡞⾜Ⅽࡣ௨ୗࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛ࠋࡿ࠶ᢞ

ࢢᰝㄞഇ㸹ຓⓗࡓࡋ⏝ࢆ㞟⪅ไᗘ⦆ࢺࢫࢤ㸹ࡋࡲࡍࡾ࡞ࡢ⪅ᰝㄞࡿࡼ⪅✏

⾜㐜ᘏࡢࣝࢡࢧᰝㄞഇ㸹ᰝㄞ࣭ᨵゞࡿࡼ㐃ᦠ࡞ᰝㄞഇ㸹ಶேⓗࡿࡼࣉ࣮ࣝ

Ⅽ㸹ᰝㄞ⪅ࡿࡼሗ₃ὤࠊ┐⏝㸹⦅㞟⪅ࡿࡼᰝㄞࡢ㐺ษ࡞⟶⌮㸹ᤕ㣗ฟ∧㸦ࢃ࠸

ࠋ➼⏝ࡢ㸧ࢫࢿࢪࣅㄽᩥഇ㐀ࠊ࣑࣮ࣝࣃ࣮࣌ㄽᩥᕤሙ㸦ࡧ㸧ཬࣝࢼ࣮ࣕࢪ࢝ࢱࢤࣁࡿࡺ
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iv

㸲 ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂᣦ㔪㸦ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅ࠊ⦅㞟⪅➼㸧

ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ㌟ࢆつ⠊࡞ᇶᮏⓗࡢ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡣ⪅✲◊

つࡢᰝㄞࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ㓄៖ᛶ≉ࡢࡈᏛ⾡ㄅࡧ㡿ᇦཬ✲◊ࠊࡣ࡚࠸࠾

⠊ࡿ࡞ᑐᛂ᪉㔪ࡢ⟇ᐃࠊࡸᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ ᩍ⫱ࡢᐇᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓᅜࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࠊ

Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊᏛ⾡ㄅࡢࡑฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡀ㐺ษᙺࢆศᢸࡿࡍᚲせ

ࠋࡿ࠶ࡀ

(1) ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᣦ㔪

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆୍ࠊ⯡㈈ᅋἲேබṇ◊✲᥎㐍༠➼࣭ࣆࡀ⪅✲◊ࠊࡀ

ᣦࡁࡍ↷ཧࡋ㝿ࡿࡍᐇࢆ㸧ࠋ࠸࡞ࡋ㝈ᐃࢀࡇࠊࡀࡴྵࢆᰝㄞࡢ㸦ㄽᩥ࣮ࣗࣅࣞ

㔪ࡸ◊✲⌮ᩍᮦࢆᥦ౪࡚ࡵึࡀ⪅✲◊ࠋࡿ࠸࡚ࡋᰝㄞࢆᐇࡿࡍሙྜ➼ࠊཧ↷࣭ཷㅮ

ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡿసࢆቃ⎔ࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡᩍᮦࡸᣦ㔪࠸ࡓࡋ

ㄽᩥࡢᰝㄞ≉ࠊࡣ࡚ࡋࣥࣛࢻ࢞ࡓࡋᅜ㝿ⓗ࡞ฟ∧つ⠊ጤဨ㸦COPE㸧ࠕࡀᰝ

ㄞ⪅ࡢࡵࡓࡢ⌮ࢆࠖࣥࣛࢻ࢞බ⾲ࢆࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋά⏝ࡿ࠸࡚ࡋᏛ⾡ㄅࡶከࠋ࠸

୍᪉ࠊࡣࡽ⪅✲◊ࠊᏛ⾡ㄅཬࡢࡑࡧฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡿࡼᑓ㛛㡿ᇦࡸ⦅

㞟➼࣮ࢩ࣏ࣜᇶ࡙ࡓ࠸つ⛬࣭ᣦ㔪ࡢᥦ౪ࡢせᮃࡀࠋ࠸ࡁᏛ⾡ㄅཬࡧฟ∧ẕయࠊࡣ

ᢞ✏⪅࣭ᰝㄞ⪅࣭ㄞ⪅ࡢ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࠊࡵ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡿࡍព࡛ࠊࡶ✚ᴟ

ⓗᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞సᡂ࣭බ㛤ࡀࡇࡿࡍᮃࠋࡿࢀࡲ

(2) ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㛵ࡿࡍᣦ㔪

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃࠕ◊✲άືࡿࡅ࠾ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ➼㛵ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ㸦ࠖᖹ

ᡂ 26ᖺ㸦2014ᖺ㸧㸶᭶ 26᪥㸧࡛ࠊࡣ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࠊᨵࠊࢇࡊ┐⏝㸧௨እࡢ㐺

ษ࡞⾜Ⅽࡓࡌ⏕ࡀሙྜࠊᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࡁࡿྲྀࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘグ

㍕ࠋ࠸࡞ࡀไᐃࡽ㸷ᖺࡀ⤒㐣ࠊࡇࡿ࠸࡚ࡋㄽᩥࡢᰝㄞࡿࡅ࠾㐺ษ࡞⾜Ⅽࠊࡴྵࢆ

≉ᐃṇ⾜Ⅽ௨እࡢṇ⾜Ⅽࡀᗈࢆࡾࡀぢࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡏᨵゞࡣ࠸ࡿ࠶ෆᐜࡢ㏣ຍ

ࠋࡿ࠸᮶࡚ᮇࡁࡍウ᳨࡚࠸ࡘ

(3) ᰝㄞ⪅ࡢ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉

⛉Ꮫ◊✲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡿࡅ࠾᪤◊✲⌮ᣦ㔪ࡸᩍᮦࡀᥦ౪࡚ࢀࡉ

࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆ࡚ࡵึࡀ⪅✲◊ⱝᡭࠊࡸᮇࡿࡍసᡂࢆㄽᩥ࡚ࡵึࡀ⏕Ꮫࠊࡾ࠾

ᮇ➼◊ಟ࣭ᩍ⫱ࢆᐇࠊ࡛ࡇࡿࡍຠᯝ᭱ࢆ࡛ࡿࡁᛮࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃཧ↷࣭

ཷㅮ࠸ࡓࡋᣦ㔪ࡸᩍᮦࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡ⎔ቃᩚࡢഛࡀ᥎ዡࠋࡿࢀࡉㄽᩥࡢᰝㄞ≉

ࡓࡋ◊ಟ࣭ᩍ⫱࡛ࠊࡣᏛ⾡ㄅ࣭Ꮫ༠࣭ฟ∧♫ࡀ⦅㞟ࡸ࣮ࢩ࣏ࣜᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞
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ᰝㄞไᗘࡢၥ㢟Ⅼࡸᰝㄞ⪅ࡢᯤῬࢆ៧៖ࡸ⪅✲◊ࡿࡍฟ∧♫ࠊࡾࡼ᪂࡞ࡓㄽᩥᑂᰝ᪉

ᘧࡀ⪃࣭ᑟධࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉᰝㄞࢆ⤒࡚බ㛤ࢆ⾜័࠺࠸㏫㌿ࣉࣞࣉࡿࡍ

ᢞࠊඹ᭷ࡢᰝㄞ⤖ᯝࡿࡼᏛ⾡ㄅࡢᩘ「ࠊබ㛤ᰝㄞࡿࡼ⪅ᰝㄞࡢ㢧ྡࠊ࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜ
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㸲 ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂᣦ㔪㸦ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅ࠊ⦅㞟⪅➼㸧

ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ㌟ࢆつ⠊࡞ᇶᮏⓗࡢ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡣ⪅✲◊

つࡢᰝㄞࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ㓄៖ᛶ≉ࡢࡈᏛ⾡ㄅࡧ㡿ᇦཬ✲◊ࠊࡣ࡚࠸࠾

⠊ࡿ࡞ᑐᛂ᪉㔪ࡢ⟇ᐃࠊࡸᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ ᩍ⫱ࡢᐇᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓᅜࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࠊ

Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊᏛ⾡ㄅࡢࡑฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡀ㐺ษᙺࢆศᢸࡿࡍᚲせ

ࠋࡿ࠶ࡀ

(1) ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᣦ㔪

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆୍ࠊ⯡㈈ᅋἲேබṇ◊✲᥎㐍༠➼࣭ࣆࡀ⪅✲◊ࠊࡀ

ᣦࡁࡍ↷ཧࡋ㝿ࡿࡍᐇࢆ㸧ࠋ࠸࡞ࡋ㝈ᐃࢀࡇࠊࡀࡴྵࢆᰝㄞࡢ㸦ㄽᩥ࣮ࣗࣅࣞ

㔪ࡸ◊✲⌮ᩍᮦࢆᥦ౪࡚ࡵึࡀ⪅✲◊ࠋࡿ࠸࡚ࡋᰝㄞࢆᐇࡿࡍሙྜ➼ࠊཧ↷࣭ཷㅮ

ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡇࡿసࢆቃ⎔ࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡᩍᮦࡸᣦ㔪࠸ࡓࡋ

ㄽᩥࡢᰝㄞ≉ࠊࡣ࡚ࡋࣥࣛࢻ࢞ࡓࡋᅜ㝿ⓗ࡞ฟ∧つ⠊ጤဨ㸦COPE㸧ࠕࡀᰝ

ㄞ⪅ࡢࡵࡓࡢ⌮ࢆࠖࣥࣛࢻ࢞බ⾲ࢆࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋά⏝ࡿ࠸࡚ࡋᏛ⾡ㄅࡶከࠋ࠸

୍᪉ࠊࡣࡽ⪅✲◊ࠊᏛ⾡ㄅཬࡢࡑࡧฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡿࡼᑓ㛛㡿ᇦࡸ⦅

㞟➼࣮ࢩ࣏ࣜᇶ࡙ࡓ࠸つ⛬࣭ᣦ㔪ࡢᥦ౪ࡢせᮃࡀࠋ࠸ࡁᏛ⾡ㄅཬࡧฟ∧ẕయࠊࡣ

ᢞ✏⪅࣭ᰝㄞ⪅࣭ㄞ⪅ࡢ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࠊࡵ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡿࡍព࡛ࠊࡶ✚ᴟ

ⓗᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞సᡂ࣭බ㛤ࡀࡇࡿࡍᮃࠋࡿࢀࡲ

(2) ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㛵ࡿࡍᣦ㔪

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃࠕ◊✲άືࡿࡅ࠾ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ➼㛵ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ㸦ࠖᖹ

ᡂ 26ᖺ㸦2014ᖺ㸧㸶᭶ 26᪥㸧࡛ࠊࡣ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࠊᨵࠊࢇࡊ┐⏝㸧௨እࡢ㐺

ษ࡞⾜Ⅽࡓࡌ⏕ࡀሙྜࠊᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࡁࡿྲྀࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘグ

㍕ࠋ࠸࡞ࡀไᐃࡽ㸷ᖺࡀ⤒㐣ࠊࡇࡿ࠸࡚ࡋㄽᩥࡢᰝㄞࡿࡅ࠾㐺ษ࡞⾜Ⅽࠊࡴྵࢆ

≉ᐃṇ⾜Ⅽ௨እࡢṇ⾜Ⅽࡀᗈࢆࡾࡀぢࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡏᨵゞࡣ࠸ࡿ࠶ෆᐜࡢ㏣ຍ

ࠋࡿ࠸᮶࡚ᮇࡁࡍウ᳨࡚࠸ࡘ

(3) ᰝㄞ⪅ࡢ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉

⛉Ꮫ◊✲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡿࡅ࠾᪤◊✲⌮ᣦ㔪ࡸᩍᮦࡀᥦ౪࡚ࢀࡉ

࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆ࡚ࡵึࡀ⪅✲◊ⱝᡭࠊࡸᮇࡿࡍసᡂࢆㄽᩥ࡚ࡵึࡀ⏕Ꮫࠊࡾ࠾

ᮇ➼◊ಟ࣭ᩍ⫱ࢆᐇࠊ࡛ࡇࡿࡍຠᯝ᭱ࢆ࡛ࡿࡁᛮࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃཧ↷࣭

ཷㅮ࠸ࡓࡋᣦ㔪ࡸᩍᮦࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡ⎔ቃᩚࡢഛࡀ᥎ዡࠋࡿࢀࡉㄽᩥࡢᰝㄞ≉

ࡓࡋ◊ಟ࣭ᩍ⫱࡛ࠊࡣᏛ⾡ㄅ࣭Ꮫ༠࣭ฟ∧♫ࡀ⦅㞟ࡸ࣮ࢩ࣏ࣜᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞

බ㛤ࡢࢫࢭࣟࣉ࡚ࡋ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࠊࡵᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢሙࢆタࡀࡇࡿࡅᮃࠋ࠸ࡋࡲ

㸳 ࡾࢃ࠾

ᰝㄞไᗘࡢၥ㢟Ⅼࡸᰝㄞ⪅ࡢᯤῬࢆ៧៖ࡸ⪅✲◊ࡿࡍฟ∧♫ࠊࡾࡼ᪂࡞ࡓㄽᩥᑂᰝ᪉

ᘧࡀ⪃࣭ᑟධࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉᰝㄞࢆ⤒࡚බ㛤ࢆ⾜័࠺࠸㏫㌿ࣉࣞࣉࡿࡍ

ᢞࠊඹ᭷ࡢᰝㄞ⤖ᯝࡿࡼᏛ⾡ㄅࡢᩘ「ࠊබ㛤ᰝㄞࡿࡼ⪅ᰝㄞࡢ㢧ྡࠊ࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜ

Ꮫ༠ࡸ♫∧ฟࡢᅜෆࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡳヨࡀ➼ไᗘࡿࡵỴయⓗࢆᑐᛂࡢᰝㄞ⤖ᯝࡀ⪅✏

ࠊࡶ࡚࠸࠾ᑗ᮶ࡢᏛ⾡ㄅࡢᅾࡾ᪉࠸ࡼࡾࡼᰝㄞࡢ࣒ࢸࢫࢩᵓ⠏᳨࡚ࡅྥウࠊࡋ⾜

v

◊ࡢ‽ୡ⏺ᶆ࡚ࡗࡶࢆ㏱᫂ᛶ࠸㧗ࠊࡣ㓄ศᶵ㛵㈝✲◊ࡸᅜࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡇ㉳ࢆື

✲ᡂᯝሗࢆⓎಙࡿࡍඃࠊࢆ⤌ྲྀࡓࢀຊᙉࡃᚋᢲࠋࡿ࠶࡛ࡁࡍࡋ
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1

㸯 ࡵࡌࡣ

⛉Ꮫ◊✲ࡿࡅ࠾ṇ⾜Ⅽࠊࡣ┿ᐇࡢ᥈✲ࡳ✚ࢆ㔜ࠊࡡ᪂ࢆ▱࡞ࡓ㐀ࡃ࠸࡚ࡋႠ࡛ࡳ

ࡼ㈝✲◊බⓗ࡚ࡅཷࢆ㈇クಙ㢗ࡢࡽ♫≉ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᮏ㉁ࡢᏛ⛉ࡿ࠶

ࡇࡍチࠊࡎᚓࢆࡿࡊࢃゝࡾษࡢಙ㢗ࡢᅜẸࠊࡣ࡚࠸࠾㛤Ⓨ✲◊ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡾ

∧つ⠊̿ᨵゞື⾜ࡢ⪅Ꮫ⛉ࠕኌ᫂ࠊࡣ᪥ᮏᏛ⾡㆟࡛ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ

̿ࠖ㸦2013ᖺ㸯᭶ 25᪥㸧㹙1㹛ࢆⓎฟᩥࠊࡋ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࠕࠊࡣ◊✲άືࡿࡅ࠾ṇ⾜Ⅽ

ᖹᡂ)ࠖࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ㛵➼ᑐᛂࡢ 26 ᖺ㸦2014 ᖺ㸧㸶᭶ 26 ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃࠋ

௨ୗࠋ࠺࠸ࠖࣥࣛࢻ࢞ࠕ)㹙2㹛ࢆ⟇ᐃࠊࡋ⛉Ꮫ⪅ྛࡸ◊✲ᶵ㛵ᑐࣛࢻ࡚࢞ࡋ

┬㒊⛉Ꮫᩥࠊ࠸క⾲බࣥࣛࢻ࢞ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋせㄳࢆᑐᛂ࡞㐺ษࡓ࠼ࡲ㋃ࢆࣥ

ࡊᨵࠊᐃṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀≉ࠊ᪉ἲࡸᮇ㛫ࡢಖᏑࡢ➼ࢱ࣮ࢹᐇ㦂ࠊ࡚ࡋᑐ᪥ᮏᏛ⾡㆟ࡽ

ࡿࡅ࠾✲◊Ꮫ⛉ࠕ⟆ᅇࠊࡾ࠶ࡀᑂ㆟౫㢗࡚࠸ࡘ➼⠊ᅖࡢṇ⾜Ⅽࡢ㸧௨እ⏝┐ࠊࢇ

ᛶ࡚ࠖ࠸ࡘୖྥࡢ㸦2015ᖺ㸱᭶㸴᪥㸧㹙3㹛ࢆⓎฟࠋࡓࡋ

࣮࢜࡞㐺ษࠊ✏㸦㔜ᢞࡢṇ⾜Ⅽࡢᐃṇ⾜Ⅽ௨እ≉ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋ

ࢀࡽ࠼ᤊၥ㢟ࡶⓗ♫ࠊࡏぢࢆࡾࡀᗈࡀⅭ➼㸧⾜࡞㐺ษࡿࡅ࠾ᰝㄞࠊࣉࢵࢩ࣮ࢧ

ែࡿࡍ㛵ᰝㄞࡢᢞ✏ㄽᩥࡢࡽ⮬ࡀ⪅✏ㄽᩥᢞࠊ࡚࠸࠾ᰝㄞࡢㄽᩥࠊ⯡ࠋࡿ࠸࡚

ࠊ㹙4,5㹛ᩥ࠼ࡲ㋃ࢆࡇࡓࡋ⏕Ⓨࡀ 㒊⛉Ꮫ┬ࡽ᪥ᮏᏛ⾡㆟ᑐࠊࡋᰝㄞಀࡿ◊✲⪅

㸦௧㸲ᖺ㸦2022ࡓࡗ࠶ࡀ౫㢗ࡢ࠸ࡋḧ࡚ࡋᑂ㆟ࢆ㡯ࡢୗグࠊ࡚ࡋ㛵ㄢ㢟ࡿࡍ㠃┤ࡀ

ᖺ㸧12᭶ 27᪥ࠊࡅ㸲ᩥ⛉⛉➨ ⪄ཧࠋ㸦౫㢗㸧࡚࠸ࡘᑂ㆟ࡿࡍ㛵ᰝㄞࡢㄽᩥࠊ646ྕ

㈨ᩱ㸰ཧ↷ࠋ㸧ࠋ

ձ ᰝㄞࡢព⩏࣭㔜せᛶ

ղ ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂᣦ㔪(ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅ࠊ⦅㞟⪅࡞) 

ճ ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ

᪥ᮏᏛ⾡㆟ࠊࡣ⛉Ꮫ⪅ጤဨࡢୗࠕᏛ⾡యไศ⛉ࠖࢆタ⨨ࠊࡋᏛ⾡యไ㛵ࡿࡍ

⥲ྜⓗ᳨࡞ウ᳨ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆウ㡯┠ࢸࣜࢢࢸࣥ✲◊ࠕࠊ࡚ࡋࡘ୍ࡢ㛵ࡍ

◊ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆウ᳨ࠖࡿࡍ㛵⟇ᑐᛂ᪉ࡢᚋࠊ⌮ᩚࡢㄢ㢟ࠊㄪᰝ≦⌧ࡢᅜෆእࠊࡿ

⾜ᐃṇ≉ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡋᣑᙇࢆᴫᛕ࠺࠸බṇࠖ✲◊ࠕࡢᚑ᮶ࠊࡣࠖࢸࣜࢢࢸࣥ✲

Ⅽࡸ㐺ษ࡞⾜Ⅽࡢண㜵ᅇ㑊ࠊࡎࡽࡲ␃࡛බṇࡵࡓࡢ✲◊࡞ᚲせ࡞౯್ほࡸ

㡯ࢆໟྵ࠼⪄ࡿࡍ᪉࡛ࠋࡿ࠶ᅇࡢᑂ㆟౫㢗ࡢᅇ⟅ࡣ▷ᮇ㛫࡛ࡿࡵࡲᚲせࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ

ᑠࠕウᑠጤဨࠖ㸦௨ୗ᳨ࡿࡍ㛵ㄢ㢟ࡧព⩏ཬࡢㄽᩥᰝㄞࠕୗࡢᏛ⾡యไศ⛉ࡢࡇ

ጤဨࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆタ⨨ࠊࡋᏛ⾡యไศ⛉࣮ࣂ࣓ࣥࡢຍࠊ࠼➨୍⥺࡛ά㌍ࡿࡍእ㒊

ࠋࡓࡗ⾜ࢆᑂ㆟㞟୰ⓗࠊ࠼ຍ࡚ࡋጤဨࡶ⪅✲◊ⱝᡭࡸ⪅✲◊ࡢ

▷ᮇ㛫࡛᭷⏝࡞ពぢࢆ㞟⣙ࡢ≦⌧࡚ࡋㄢ㢟࡚࠸ࡘၥ㢟ᥦ㉳ࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆᑠጤဨ

ࢸࣥ✲◊ࡢ♫∧ᅜ㝿Ꮫ⾡ฟࠊࡓࡋྲྀ⫈ࢆពぢࡽཧ⪃ேࡢ᪥ᮏᏛ⾡㆟ෆእ࡚࠸࠾

COPEࠖࠕ௨ୗࠋฟ∧つ⠊ጤဨ㸦Committee on Publication Ethicsࡘ⪅௵㈐ࢸࣜࢢ

ᢕ≦⌧࡞㡿ᇦᶓ᩿ⓗࠊࡓࡲࠋࡓᚓࢆሗ࡚࠸ࡘᅜ㝿ືྥࡢ᪂᭱ࡽ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ㸧ࠋ࠺࠸

ᥱពぢ㞟ࡢ࡚ࡍࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆ᪥ᮏᏛ⾡㆟ဨ࣭㐃ᦠဨࢆᑐ㇟ࢺ࣮ࢣ࡚ࣥࡋ

ㄪᰝࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ㞟ィ⤖ᯝࡸ⮬⏤ពぢ୍ࡢ㒊ࡣ㘓࡚ࡋῧࠋࡿ࠸࡚࠼
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ㄽᩥࡢᰝㄞ㝈ࠊࡎࡽ⛉Ꮫ◊✲ࡿࡅ࠾ᰝㄞࠊࡣ⛉Ꮫࡢ㉁ࢆಖド࡛ୖࡿࡏࡉୖྥࡋ㔜せ

ゎ㔘࣭㐺ษࢆぢ▱࡞ඛ➃ⓗࡸάື✲◊ࡿࡅ࠾㡿ᇦ࠸㧗ࡢᑓ㛛ᛶࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆᙺ࡞

ホ౯࡛ࡌྠࡣࡢࡿࡁ㡿ᇦࡢ⛉Ꮫ⪅࡛ࠊࡽࡇࡿ࠶⛉Ꮫ◊✲ࡿࡅ࠾ᰝㄞࠊࡣᑓ㛛ᛶࢆඹ

᭷ࡿࡍ⛉Ꮫ⪅ྠࠊࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠋࡿࢀࢃ⾜࡛ࡕࡓࡢ࣮ࠖࣗࣅ࣭ࣞࣆࠕࡿࡼᴗ

⪅㸦peer㸧ࡀᑂᰝ㸦review㸧ࠊࡾ࠶࡛ࡇࡿࡍ◊✲ㄽᩥࡢᏛ⾡ㄅࡢᥖ㍕ࡸ◊✲ຓᡂ㔠ࡢ

᥇ᢥࡢ⪅✲◊ࠊ᥇⏝᪼ࡸ㐍ࠊᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡢホ౯➼ࠊ⛉Ꮫ◊✲㛵ࡿࡺࡽ࠶ࡿࢃሙ㠃࡛

ホ౯ࡢ୰᰾ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞㹙6㹛ࠋㄽᩥࡢᰝㄞࢆጞࡿࡍࡵከࠊࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡢࡃ⛉

Ꮫ⪅ࢸࣥࣛ࣎ࡢ㸦↓ൾࡢ⮬Ⓨⓗάື㸧౫Ꮡࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⛉Ꮫ◊✲⛉Ꮫ⪅ࢽ࣑ࣗࢥ

ࣆࡀ♏ᇶࡢᚊᛶ⮬ࡢࡑࠊࡇࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂୖࡢ㈇クಙ㢗ࡢࡽ♫ࡀᚊᛶ⮬ࡢࢸ

࡞බṇ࡛ཝṇࡢࡑࠊࡋ⏬ཧ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍゎ⌮ࢆࡇࡿ࠶࣮ࣗࣅ࣭ࣞ

ᐇດࡢ⪅✲◊ࠊࡣࡇࡿࡵ㈐ົࠋࡿࢀࡽ࠼⪄

ㄽᩥࡢᰝㄞ୍ࡀ⯡ⓗ࡛࠸࡞Ꮫ⾡㡿ᇦ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡶ㡿ᇦࢆ㝖ࠊࡤࡅᏛ⾡㞧ㄅᢞ

ㄆᡭἲ࡞᭷ຠ࡛ୖࡿࡍホ౯ࢆ㉁ࡸጇᙜᛶࡢᡂᯝ✲◊ࠊࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡢㄽᩥࡓࢀࡉ✏

㆑ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸦ࢀࡇ௨㝆࠸࡞ࡢࡾ᩿≉ࠊ㝈ࠊࡾㄽᩥࠕࢆ࣮ࠖࣗࣅ࣭ࣞࣆࠕࡢᰝㄞ ࣆࠊࠖ

ࡽᚓࠊጇᙜᛶࡢᡭἲ✲◊ࠊࡣᰝㄞ࡛ࡢㄽᩥࠋ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ⪅ᰝㄞࠕࢆே࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅ࣭ࣞ

᪂つᛶ࣭ᬑ㐢ᛶ࣭㔜せᛶࡿࡍ㛵ㄽ⤖ࡓࢀᑟࠊጇᙜᛶࡢゎ㔘ࡢࡑࡸゎᯒ᪉ἲࡢᯝ⤖ࡓࢀ

බ㛤ࠊ࡛ࡇࡿࢀࡉド᳨࡚ࡗࡼ㸧ࠋ࠸ከࡀࡇࡿ࠶㸦༏ྡ࡛⪅✲◊࠸࡞ࡢᐖ㛵ಀࠊࡀ➼

ࡍᙳ㡪ࡀࡅ᱁ࡢᏛ⾡ㄅホ౯✲◊ࠊࡣ㏆࡛᭱ࠋࡿࡍ࠺ࡼࡋᢸಖࢆ㉁ࡢᡂᯝ✲◊ࡿࢀࡉ

ࡢࢺࢡࣃࣥ࠸ࡋᛂ┦Ꮫ⾡ㄅࡢࡑࠊࡣ㡿ᇦ࡛ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡾ࠶ࡀ㡿ᇦ✲◊ࡓࡗ࡞࠺ࡼࡿ

࣓ࢥࡢ⪅ᰝㄞࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᑟධᰝㄞࡀほⅬ࠺࠸ࡿ࠶ᡂᯝ࡛ࡿ࠶

ᢸಖࡢ㉁ࡿ࡞༢ࡣព⩏࣭㔜せᛶࡢᰝㄞࠊࡾ࠶ࡶሙྜࡿࡍ⫣㈉ᨵၿࡢෆᐜࡢㄽᩥࡀࢺࣥ

Ṇࠋ࠸࡞ࡽࡲ

ㄽᩥࡢᰝㄞࡀᶵ⬟㝗ࠊࡿㄗࡓࡗෆᐜࡢㄽᩥࡢ⪅✲◊ࠊࡸᛮ࠸㎸ࡳᇶ࡙ࡃㄽᩥ

ࡀド᳨ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡡࡾ࡞ࡇࡿࡏࡉࢆάື✲◊ࡢᏛయ⛉ࡀࡽࢀࡑࠊࡋቑຍࡀ

༑ศ࡞ㄽᩥࡀබ㛤ࡽࢀࡑࠊࡾࡼࡇࡿࢀࡉᇶ࡙ࡃㄗࡓࡗᏛㄝࡀⓎಙࠊࡣࡇࡿࢀࡉ

♫࡚ࡗᐖྍࡿ࡞⬟ᛶࠋࡿ࠶ࡀ◊✲ᡂᯝࡀ♫Ⓨಙࠊ࡚࠸࠾ࢫࢭࣟࣉࡿࢀࡉᰝ

ㄞࡢ࣮ࣃ࣮࢟ࢺ࣮ࢤࡣᙺࢆᢸࡢࡑࠊࡣ⪅✲◊ࠊࡾ࠾࡚ࡗไᗘᶵ⬟࡚࠸ࡘ᩿ࡢぢ┤

ࠋࡿ࠶ࡀ௵㈐ࡿࡍ᪉ἲ࡛ᐇࡢၿ᭱ࠊ࠸⾜ࢆࡋ

࣭ࣞࣆࡢࠎ✀ࡿࡅ࠾✲◊Ꮫ⛉ࡣᰝㄞࡢㄽᩥࠊ࡚࠸࠾Ꮫ⾡㡿ᇦࡢࡃከࠊ࠺ࡼࡢࡇ

ࡢ⪅✲◊ࠊࡣࡇࡿࡵດᐇ࡞බṇ࡛ཝṇࡢࡑࠊࡵ༨ࢆ⨨࡞㔜せࡶ୰࡛ࡢไᗘ࣮ࣗࣅ

㈐ົࡢࡑࠊࡋࡋࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢព⩏࣭㔜せᛶࠊ࠼ࡺཝṇ࡞ᐇࡀᚲせ࡛ࡶࡿ࠶㛵ࢃ

ෆࢆၥ㢟ࡢࡘᗄ࠸࡞ࡣไᗘ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡢࡿࡅ࠾✲◊Ꮫ⛉ࡣᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡎࡽ

ໟࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᛶࢆᣦࡿࡍኌࠋ࠸࡞࠼⤯ࡣࠊࡤ࠼◊✲ຓᡂ㔠⏦ㄳ࣭ࣞࣆࡢ

ࡿ࠶ࡶࡇࡿࡍከẁ㝵࡛ᑂᰝࡣ࡚ࡗࡼሙྜࠊࡾࢃ㛵ࡀᑂᰝဨࡢ㸳ྡ௨ୖࡣไᗘ࡛࣮ࣗࣅ

➃ඛ᭱ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡡጤ⪅ᰝㄞࡢ㸰㹼㸱ྡ࠸ࡐ࠸ࡏ㏻ᖖࡣᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡋᑐࡢ

ࡽࡵᐃ࡚࠸ࡘᡭἲࡢ✲◊ࡸㄪᰝࠊࡣᰝㄞࡢㄽᩥࡿ࠶ุ࡛᩿ࡢ㐺ྰࡢබ㛤ࡢᡂᯝ✲◊ࡢ

ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣ‽ᇶุ᩿࡞᫂♧ⓗࡓࡗ࠸ࡪ㡰࡛㑅ࡢᑐⓗホ౯┦ࠊࡸ㐺ྜᛶࡢᣦ㔪ࡓࢀ
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ㄽᩥࡢᰝㄞ㝈ࠊࡎࡽ⛉Ꮫ◊✲ࡿࡅ࠾ᰝㄞࠊࡣ⛉Ꮫࡢ㉁ࢆಖド࡛ୖࡿࡏࡉୖྥࡋ㔜せ

ゎ㔘࣭㐺ษࢆぢ▱࡞ඛ➃ⓗࡸάື✲◊ࡿࡅ࠾㡿ᇦ࠸㧗ࡢᑓ㛛ᛶࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆᙺ࡞

ホ౯࡛ࡌྠࡣࡢࡿࡁ㡿ᇦࡢ⛉Ꮫ⪅࡛ࠊࡽࡇࡿ࠶⛉Ꮫ◊✲ࡿࡅ࠾ᰝㄞࠊࡣᑓ㛛ᛶࢆඹ

᭷ࡿࡍ⛉Ꮫ⪅ྠࠊࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠋࡿࢀࢃ⾜࡛ࡕࡓࡢ࣮ࠖࣗࣅ࣭ࣞࣆࠕࡿࡼᴗ

⪅㸦peer㸧ࡀᑂᰝ㸦review㸧ࠊࡾ࠶࡛ࡇࡿࡍ◊✲ㄽᩥࡢᏛ⾡ㄅࡢᥖ㍕ࡸ◊✲ຓᡂ㔠ࡢ

᥇ᢥࡢ⪅✲◊ࠊ᥇⏝᪼ࡸ㐍ࠊᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡢホ౯➼ࠊ⛉Ꮫ◊✲㛵ࡿࡺࡽ࠶ࡿࢃሙ㠃࡛

ホ౯ࡢ୰᰾ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞㹙6㹛ࠋㄽᩥࡢᰝㄞࢆጞࡿࡍࡵከࠊࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡢࡃ⛉

Ꮫ⪅ࢸࣥࣛ࣎ࡢ㸦↓ൾࡢ⮬Ⓨⓗάື㸧౫Ꮡࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⛉Ꮫ◊✲⛉Ꮫ⪅ࢽ࣑ࣗࢥ

ࣆࡀ♏ᇶࡢᚊᛶ⮬ࡢࡑࠊࡇࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂୖࡢ㈇クಙ㢗ࡢࡽ♫ࡀᚊᛶ⮬ࡢࢸ

࡞බṇ࡛ཝṇࡢࡑࠊࡋ⏬ཧ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍゎ⌮ࢆࡇࡿ࠶࣮ࣗࣅ࣭ࣞ

ᐇດࡢ⪅✲◊ࠊࡣࡇࡿࡵ㈐ົࠋࡿࢀࡽ࠼⪄

ㄽᩥࡢᰝㄞ୍ࡀ⯡ⓗ࡛࠸࡞Ꮫ⾡㡿ᇦ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡶ㡿ᇦࢆ㝖ࠊࡤࡅᏛ⾡㞧ㄅᢞ

ㄆᡭἲ࡞᭷ຠ࡛ୖࡿࡍホ౯ࢆ㉁ࡸጇᙜᛶࡢᡂᯝ✲◊ࠊࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡢㄽᩥࡓࢀࡉ✏

㆑ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸦ࢀࡇ௨㝆࠸࡞ࡢࡾ᩿≉ࠊ㝈ࠊࡾㄽᩥࠕࢆ࣮ࠖࣗࣅ࣭ࣞࣆࠕࡢᰝㄞ ࣆࠊࠖ

ࡽᚓࠊጇᙜᛶࡢᡭἲ✲◊ࠊࡣᰝㄞ࡛ࡢㄽᩥࠋ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ⪅ᰝㄞࠕࢆே࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅ࣭ࣞ

᪂つᛶ࣭ᬑ㐢ᛶ࣭㔜せᛶࡿࡍ㛵ㄽ⤖ࡓࢀᑟࠊጇᙜᛶࡢゎ㔘ࡢࡑࡸゎᯒ᪉ἲࡢᯝ⤖ࡓࢀ

බ㛤ࠊ࡛ࡇࡿࢀࡉド᳨࡚ࡗࡼ㸧ࠋ࠸ከࡀࡇࡿ࠶㸦༏ྡ࡛⪅✲◊࠸࡞ࡢᐖ㛵ಀࠊࡀ➼

ࡍᙳ㡪ࡀࡅ᱁ࡢᏛ⾡ㄅホ౯✲◊ࠊࡣ㏆࡛᭱ࠋࡿࡍ࠺ࡼࡋᢸಖࢆ㉁ࡢᡂᯝ✲◊ࡿࢀࡉ

ࡢࢺࢡࣃࣥ࠸ࡋᛂ┦Ꮫ⾡ㄅࡢࡑࠊࡣ㡿ᇦ࡛ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡾ࠶ࡀ㡿ᇦ✲◊ࡓࡗ࡞࠺ࡼࡿ

࣓ࢥࡢ⪅ᰝㄞࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᑟධᰝㄞࡀほⅬ࠺࠸ࡿ࠶ᡂᯝ࡛ࡿ࠶

ᢸಖࡢ㉁ࡿ࡞༢ࡣព⩏࣭㔜せᛶࡢᰝㄞࠊࡾ࠶ࡶሙྜࡿࡍ⫣㈉ᨵၿࡢෆᐜࡢㄽᩥࡀࢺࣥ

Ṇࠋ࠸࡞ࡽࡲ

ㄽᩥࡢᰝㄞࡀᶵ⬟㝗ࠊࡿㄗࡓࡗෆᐜࡢㄽᩥࡢ⪅✲◊ࠊࡸᛮ࠸㎸ࡳᇶ࡙ࡃㄽᩥ

ࡀド᳨ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡡࡾ࡞ࡇࡿࡏࡉࢆάື✲◊ࡢᏛయ⛉ࡀࡽࢀࡑࠊࡋቑຍࡀ

༑ศ࡞ㄽᩥࡀබ㛤ࡽࢀࡑࠊࡾࡼࡇࡿࢀࡉᇶ࡙ࡃㄗࡓࡗᏛㄝࡀⓎಙࠊࡣࡇࡿࢀࡉ

♫࡚ࡗᐖྍࡿ࡞⬟ᛶࠋࡿ࠶ࡀ◊✲ᡂᯝࡀ♫Ⓨಙࠊ࡚࠸࠾ࢫࢭࣟࣉࡿࢀࡉᰝ

ㄞࡢ࣮ࣃ࣮࢟ࢺ࣮ࢤࡣᙺࢆᢸࡢࡑࠊࡣ⪅✲◊ࠊࡾ࠾࡚ࡗไᗘᶵ⬟࡚࠸ࡘ᩿ࡢぢ┤

ࠋࡿ࠶ࡀ௵㈐ࡿࡍ᪉ἲ࡛ᐇࡢၿ᭱ࠊ࠸⾜ࢆࡋ

࣭ࣞࣆࡢࠎ✀ࡿࡅ࠾✲◊Ꮫ⛉ࡣᰝㄞࡢㄽᩥࠊ࡚࠸࠾Ꮫ⾡㡿ᇦࡢࡃከࠊ࠺ࡼࡢࡇ

ࡢ⪅✲◊ࠊࡣࡇࡿࡵດᐇ࡞බṇ࡛ཝṇࡢࡑࠊࡵ༨ࢆ⨨࡞㔜せࡶ୰࡛ࡢไᗘ࣮ࣗࣅ

㈐ົࡢࡑࠊࡋࡋࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢព⩏࣭㔜せᛶࠊ࠼ࡺཝṇ࡞ᐇࡀᚲせ࡛ࡶࡿ࠶㛵ࢃ

ෆࢆၥ㢟ࡢࡘᗄ࠸࡞ࡣไᗘ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡢࡿࡅ࠾✲◊Ꮫ⛉ࡣᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡎࡽ

ໟࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᛶࢆᣦࡿࡍኌࠋ࠸࡞࠼⤯ࡣࠊࡤ࠼◊✲ຓᡂ㔠⏦ㄳ࣭ࣞࣆࡢ

ࡿ࠶ࡶࡇࡿࡍከẁ㝵࡛ᑂᰝࡣ࡚ࡗࡼሙྜࠊࡾࢃ㛵ࡀᑂᰝဨࡢ㸳ྡ௨ୖࡣไᗘ࡛࣮ࣗࣅ

➃ඛ᭱ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡡጤ⪅ᰝㄞࡢ㸰㹼㸱ྡ࠸ࡐ࠸ࡏ㏻ᖖࡣᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡋᑐࡢ

ࡽࡵᐃ࡚࠸ࡘᡭἲࡢ✲◊ࡸㄪᰝࠊࡣᰝㄞࡢㄽᩥࡿ࠶ุ࡛᩿ࡢ㐺ྰࡢබ㛤ࡢᡂᯝ✲◊ࡢ

ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣ‽ᇶุ᩿࡞᫂♧ⓗࡓࡗ࠸ࡪ㡰࡛㑅ࡢᑐⓗホ౯┦ࠊࡸ㐺ྜᛶࡢᣦ㔪ࡓࢀ
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ᑓࡽᑡேᩘࡢᰝㄞ⪅ಶேࡢᇶ‽ุ᩿ࡿࡼ౫Ꮡࡀุ᩿ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞ࡇࡿࡍࡁ

㛫ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃᰝㄞࠊࡾ࠶ከᛁ࡛㠀ᖖࡣ⪅✲◊ࠊࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀሙྜࡿࢀࡃ

ࡢࢱ࣮ࢹ)ㄽᩥ࡞㐺ษࡿࢀࡉබ㛤࡚ࡅᢤࡾࡍࢆᰝㄞ࡞ཝṇࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ㝈ᗘࡣປຊࡸ

ᤐ㐀ࡸᨵࡀ(ࠋࡴྵࢆࢇࡊᚋࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞ࡓ⤯ࢆⅬࡣᰝㄞࡢព⩏࣭㔜せᛶࢆலࡶẋᦆࡍ

ࡍண㜵ࢆⅭ⾜࡞୰࡛㐺ษࡢᰝㄞไᗘࡢᅾ⌧ࠊࡾ࠾࡚ࡋ♧ࢆ⏺㝈ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ

ࡼ♫∧ฟࡸ⪅✲◊ࡿࡍ៧៖ࢆᰝㄞไᗘࡢᅾ⌧ࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡇࡁࡍ៖⪄ࡾࡓᙜࡿ

㸳ࠕࡣ࡚࠸ࡘࢀࡑࠊࡾ࠶ࡘࡘࢀࡉ࣭ᑟධ⪄ࡀ᪉ᘧ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡿࡼᕤኵ࡞ࡓ᪂ࠊࡾ

ࠋࡿ㏙࡛ࠖࡾࢃ࠾

㸱 ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ

㸦1㸧㐺ษ࡞⾜Ⅽࡢ⫼ᬒ

ከࡢࡃ◊✲㡿ᇦࠊ࡚࠸࠾ㄽᩥⓎ⾲ࡀ◊✲ᴗ⦼ࡢ㔜せ࡞ホ౯ࠊࡽࡇࡿ࠶࡛ࢺ࣏ࣥ

ࡇࡍᣦ┠ࢆࡇࡿࡍ⾲ⓎᏛ⾡ㄅ࠸㧗ࡢᗘྡ▱ࢆㄽᩥࡢࡃከࡅࡔࡿࡁ࡛ࡣ⪅✲◊

ἣ≦࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࢀࡘࡿࢀࡉᑟධࡀホ౯࡞ᐃ㔞ⓗࡢ➼ᩘ⏝ᘬ⿕࡚࠼ຍㄽᩥᩘࠋࡿ࡞

㐺ࠋ࠸࡞ࡵྰࡣࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ㄏᅉࡢⅭ⾜࡞㐺ษࡀࢀࡇࠊࡾࡀᢿ㌴ࠎ┈ࡣ

ษ࡞⾜Ⅽࠊࡣㄽᩥᕤሙ㸦ࠊ࣑࣮ࣝࣃ࣮࣌ㄽᩥഇ㐀ࢫࢿࢪࣅ㸧࡛సᡂࡓࡋഇ㐀ㄽᩥࢆᢞ

ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶࡿ࠶ෆᐜ࡛࡞⬟ᥖ㍕ྍ༑ศࠊࡽࡢࡶ࡞ᝏ㉁࡞࠺ࡼࡿࡍ✏

ᑡ࠸࡞ປຊ࡛▷㛫ࡕ࠺ࡢᥖ㍕ࢆ⋓ᚓࡵࡓࡿࡍᰝㄞࢆ᧯సࠊ࡛ࡲࡢࡶࡿࡍᵝࡶ࡞ࠎ

ࠋࡿ࠶ࡀࡢ

୍᪉ࠊㄽᩥⓎ⾲ࡢ㟂せࡢቑᛂ࡚࠼ከࡢࡃᏛ⾡ㄅࡀหࡀࡓࢀࡉ㹙7㹛ࡣࢀࡇࠊ⛉Ꮫ

᪂⯆ᅜྎࡢ㢌ࠊ࡚ࡗࡲ┦ୡ⏺ⓗ࡞ᢞ✏ㄽᩥᩘࡢቑຍࢆᣍ᮶ࡢࡑࠊࡋ⤖ᯝ࡚ࡋᰝㄞ⪅

ປ㛫࡞ከࡵࡓࡿࡍಖ☜ࢆ⪅ᰝㄞࡀ⪅㞟⦆ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࡞ࡇࡃᣍࢆᯤῬࡢ

ຊࢆせࢆࡇࡿࡍពࠊࡾ࠾࡚ࡋ㸰ྡࡢᰝㄞ⪅ࢆ☜ಖࡁࠊࡢࡿࡍ㸳㹼㸴ྡࡦࠊ

ࡣ࠸ 10ྡ௨ୖ౫㢗࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋሙྜࡿ࠶ࡶ㹙8㹛ࠋฟ∧♫ࡸᏛ⾡ㄅ࡚ࡗࡼ

ᐃ≉ࠊ࡚ࡋᯝ⤖ࠊࡾ࠾࡚ࡋ↷సᡂ࣭ཧࢆࢺࢫࣜ⪅✲◊ࡓࡋグࢆ㧗పࡢ⋠ㅙཷࡢᰝㄞࡣ

⣽ศࡢᑓ㛛㡿ᇦࠊࡓࡲࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ㉳ࡀࡇࡓࡗ࠸ࡿ೫ࡀᰝㄞ౫㢗⪅✲◊ࡢ

ࡸ᪂࡞ࡓ◊✲㡿ᇦࡢⓏሙࡶ㐺ษ࡞ᰝㄞ⪅ࡢ㑅ᐃࢆᅔ㞴ࠊࡋ⦅㞟⪅ࢆᝎࠋࡿ࠸࡚ࡏࡲ

ࡽࡇࡑ㸦࠺ࡽࡶ࡚ࡋ⸀᥎ࢆ⪅ᰝㄞᢞ✏⪅⮬㌟ࠊࡣἣୗ࡛≦࡞࠺ࡼࡢࡇ 1ྡ⛬ᗘࡢᰝ

ㄞ⪅ࢆ☜ಖࠋࡿࡍ㸧ࠊࡃ࡞ࡃࡋ⌊ࡀࡇᢞ✏⪅ᰝㄞ⪅ࡢ㐺ษ࡞㛵ಀྍࡿ࠸࡛ࢇ⏕ࢆ⬟

ᛶࠋࡿ࠶ࡀ

Ꮫ⾡ㄅࡿࡅ࠾ㄽᩥࡢᰝㄞࠊࡣ࡚࠸࠾⦅㞟⪅ࡣᰝㄞ⪅ࡢពぢࢆᑛ㔜ࡿࡍᚲせࡿ࠶ࡀ

ᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞ࡇ࡚ࢀࢃᡶࡀὀព࡞༑ศࡣ࡚࠸ࡘⅭ⾜࡞㐺ษࡴ₯ࡇࡑࠊࡽࡇ

ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ဨࡀ♫∧ฟࡸᏛ⾡ㄅࡢୡ⏺୰ࠋࡿ࠶ࡀ COPE 2012ࠊࡣ࡛ ᖺ࡚ࡵึഇ

ᰝㄞ㸦fake peer review㸧ࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋࢡࢵࣆࢺࡀ㹙9㹛ࠊࡋࡋࠋᏛ⾡ㄅᥖ

㍕ࡓࢀࡉㄽᩥࡢ᧔ᅇࢆ┘どࢳࢵ࢛࣭࢘ࣥࣙࢩࢡࣛࢺࣜࡿࡍ㸦Retraction Watch㸧࠺࠸

㸦㠀Ⴀᅋయࢺࢧ The Center for Scientific Integrityࡢ㐠Ⴀࡿࡼ㸧࡛ࠊࡣ᪤

ᵝ࡞ࠎࡀグࡾ࠾࡚ࡗ࡞㹙10㹛2012ࠊࡿࡼࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢࡑࠊ ᖺ௨㝆ࠊᰝㄞ

ഇࡀᣦࡿ࠸࡚ࢀࡉㄽᩥࡣᩘࡢ ࠋ㹙11㹛ࡿ࠼㉸ࢆ5,000
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㸦2㸧㏻ᖖࡢᰝㄞࢫࢭࣟࣉࡢၥ㢟Ⅼ

Ꮫ⾡ㄅᢞ✏ࡓࢀࡉㄽᩥࡢᰝㄞ୍ࠊࡣ⯡ⓗ௨ୗࠋࡿ⤒ࢆࢫࢭࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢ

ձ ⴭ⪅ࡀᏛ⾡ㄅㄽᩥࢆᢞ✏ࠋࡿࡍ

ղ ⦅㞟⪅࣭⦅㞟ጤဨ➼ࡀᢞ✏ㄽᩥ᳨ࢆウࠊࡋᰝㄞᅇ࠺ࡍỴࠋࡿࡵ

ճ ᰝㄞࡢࡿࡍࢆ┦ᛂ࠸ࡋᙜヱศ㔝⪅✲◊ࡢᰝㄞࢆ౫㢗ࠋࡿࡍ

մ ᰝㄞ⪅ࡣᢞ✏ㄽᩥ᳨ࢆウࠊࡋᰝㄞ⤖ᯝሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋ⦅㞟⪅➼ᥦฟࠋࡿࡍ

յ ᰝㄞ⤖ᯝሗ࿌᭩ࠊࡅཷࢆ⦅㞟⪅➼ࡣㄽᩥࡢᥖ㍕࣭༷ୗ➼ࢆỴ᭱ࠋࡿࡵ⤊ⓗᥖ㍕

ࠋ࠸ከࡀࡇࡿࡍࡾࡓࡵồࢆಟṇࠊࡾࡓࡅࢆ௳᮲ࠊࡶሙྜ࡛ࡓࡗ࡞ྍ

ն ⦅㞟⪅➼ࡣᢞ✏⪅ᑂᰝ⤖ᯝࢆሗ࿌ࠋࡿࡍ

௨ୗࠊᰝㄞࡿࡅ࠾㐺ษ࡞⾜Ⅽࡢ㛵㐃ᛶࡢࢫࢭࣟࣉࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡵྵࢆၥ㢟Ⅼ

ࠋࡿ㏙ࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ

ձㄽᩥᢞ✏ẁ㝵࡛ࠊࡣᢞ✏⪅⮬㌟ࡀ⦅㞟⪅ᑐࡋᰝㄞࡢೃ⿵⪅ྡᩘࢆᣲࡀࡇࡿࡆㄆ

ࡕ࠺ࡢࡑࠊ㏻ᖖࠋࡿ࠶ࡀሙྜࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ 1ྡ⛬ᗘᰝㄞࡢ౫㢗ྍࡿࢀࢃ⾜ࡀ⬟ᛶ

ࡼ࡚ࡆᣲࢆࠊ➼⪅✲◊ࣝࣂࣛࡤ࠼ࠊ⪅✲◊࠸࡞ࡃࡋḧ࡚ࡋᰝㄞࠊࡓࡲ㸦ࡿ࠶ࡀ

ࡓࡶࡀ⣽ศࡢᑓ㛛ᛶࡸᯤῬࡢ⪅ᰝㄞࠊ࠺ࡼࡓࡋ㏙ୖࠊࡣࢀࡇࠋ㸧ࠋࡿ࠶ࡶሙྜ࠸

ࠊࡾ࡞⬟ྍࡀࡇࡿࡍ ᥎ࢆ⪅ᰝㄞࡿ࠸࡚ࢀࡉ༏ྡࡀ⪅✏ᢞࠊࡾ࠶ᯝ࡛⤖ࡓࡋࡽ

㐺ษ࡞⾜Ⅽࡿࢀࢃ⾜ࡀ⣲ᆅࠊࡋࡋࠋࡴ⏕ࢆᗈ࠸㡿ᇦࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆᏛ⾡ㄅࡢሙྜࠊ

᥎⸀ไᗘࡢ౫Ꮡᗘࡾ࡞ࡣ㧗࠸ᛮࠋࡿࢀࢃ᥎⸀ไᗘࡢᑐពぢࡣ᰿ᙉࠊࡀ࠸

᪥ᮏᏛ⾡㆟ဨ࣭㐃ᦠဨ㸦௨ୗࠕࠊဨ࣭㐃ᦠဨࠖࠋ࠺࠸㸧ࢺ࣮ࢣࣥࡢ

ࡀᐃⓗ⫯࠺࠸ࡽࡕࡣࡓࡲᐃⓗ⫯ࠊࡣ࡛ 37㸣ࠊ⫯ᐃⓗྰࡶᐃⓗ࡞࠼࠸ࡶ

ࡀ࠸ 27㸣ྰࠊ ᐃⓗྰ࠺࠸ࡽࡕࡣࡓࡲᐃⓗࡣ 28㸣࡛ࡓࡗ࠶㸦㘓 A1㸧୍ࠋ ᪉ࠊ

Journal ofࠕ Neurochemistryࠖㄅ࡛ࡣ ᐇࡀㄪᰝࡓࡋ㇟ᑐࢆㄽᩥࡿ࠼㉸ࢆ1,000

ࠊࢀࡉ᥎⸀ࡓࢀࡉᰝㄞ⪅ᰝㄞ౫㢗ࡓࡋሙྜ࠸࡞࡛࠺ࡑࠊࡣሙྜẚ࡚ 2.4ಸ

ࠋ㹙12㹛ࡿ࠸࡚ࡵࡸࡾྲྀࢆ᥎⸀ไᗘࠊࡾ࡞ࡽ᫂ࡀࡇ࠸ࡍࡸࢀࡉ⌮ཷ

ղ⦅㞟⪅ࡣ⫋ᴗࡢ࡚ࡋ⦅㞟⪅ࡢሙྜ⌧ᙺࡀ⪅✲◊ࡢවົࡿ࠸࡚ࡋሙྜ࠶ࡀ

㞟⪅㆟⦆ࠊࢀࡉ⨨㓄ࡀ⪅㞟⦆ࡢᩘ「ࠊࡣሙྜࡢᏛ⾡ㄅࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆ㡿ᇦ࠸ᗈࠋࡿ

ࡿ㊊ࡍᅇᰝㄞࡣẁ㝵࡛ࡢࡇࠊ㏻ᖖࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࢀࡉ࡞ࡀุ᩿࡞ࠎᵝ࡚࠸࠾

ㄽᩥ᳨࡛ࡢྰࡿ࠶ウ᭱ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿࢀࡉ࡞ࡀ㏆࡛ࡣᚲせᛂ࡚ࡌഇ㐀ㄽᩥ

ࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ๓ࢆ✏㔜ᢞࠊ࠸ྜࡾྲྀࢆ⤡㐃Ꮫ⾡ㄅࡢࠊࡾࡓࡋㄪᰝࢆೃࡢ

ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃຍࡀసᴗࡢ࡞

ճ⦅㞟⪅࡚ࡗ㐺ษ࡞ᰝㄞ⪅ࢆ㑅ᐃࠊࡋᰝㄞࢆ౫㢗ࡣࡇࡿࡍ㠀ᖖ㔜せ࡞సᴗ࡛

ࡅࡘぢࢆ⪅ᰝㄞ࡞㐺ษࠊࡵࡓࡢᯤῬࡢ⪅ᰝㄞከᛁࡢ⪅✲◊ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋࠋࡿ࠶

㞟⦆ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥࡢဨ࣭㐃ᦠဨࠋࡿ࠶࡛≦⌧ࡀࡢ࠸ࡋ㞴㠀ᖖࡣࡇࡿ

ጤဨ࣭ ⦅㞟⪅ࡢ⤒㦂⪅ ᰝㄞၥ㢟㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࡓࡋ㦂⤒ࡽ⮬ࠊ࡚࠸࠾⟆ᅇࡢ452ྡ

࡛ࠖ௳㸸332ࡓࡗ࡞ࡽࡘぢࡀ⪅ᰝㄞ࡞㐺ษࠕࡀ㸰➨ࡢ 㸦㘓ࡓࡗ࠶ A2㸧㸦ᅉࡳ

㸸345ࡓࡗ࡞ࡽᏲࢆᰝㄞᮇ㝈ࡀ⪅ᰝㄞࠕࡣ㸯➨ࠊ ࡢᰝㄞࠕࡣ㸱➨ࠊ࡛ࠖ௳

㉁ࡀపࠊࡃᰝㄞ⤖ᯝࡀ㐺ṇ࡞Ỉ‽ࡓࡗ࡞࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ㸸236 ࡲࠋ㸧ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ௳

ࡀ༏ྡ㸧࡚ࡋᑐ⪅✏ᢞࡀ⪅㸦ᰝㄞࢻࣥࣛࣈࣝࢢࣥࢩࡣᰝㄞᵝᘧ࡛ࡢ⾜⌧ࠊࡓ 68㸣
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㸦2㸧㏻ᖖࡢᰝㄞࢫࢭࣟࣉࡢၥ㢟Ⅼ

Ꮫ⾡ㄅᢞ✏ࡓࢀࡉㄽᩥࡢᰝㄞ୍ࠊࡣ⯡ⓗ௨ୗࠋࡿ⤒ࢆࢫࢭࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢ

ձ ⴭ⪅ࡀᏛ⾡ㄅㄽᩥࢆᢞ✏ࠋࡿࡍ

ղ ⦅㞟⪅࣭⦅㞟ጤဨ➼ࡀᢞ✏ㄽᩥ᳨ࢆウࠊࡋᰝㄞᅇ࠺ࡍỴࠋࡿࡵ

ճ ᰝㄞࡢࡿࡍࢆ┦ᛂ࠸ࡋᙜヱศ㔝⪅✲◊ࡢᰝㄞࢆ౫㢗ࠋࡿࡍ

մ ᰝㄞ⪅ࡣᢞ✏ㄽᩥ᳨ࢆウࠊࡋᰝㄞ⤖ᯝሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋ⦅㞟⪅➼ᥦฟࠋࡿࡍ

յ ᰝㄞ⤖ᯝሗ࿌᭩ࠊࡅཷࢆ⦅㞟⪅➼ࡣㄽᩥࡢᥖ㍕࣭༷ୗ➼ࢆỴ᭱ࠋࡿࡵ⤊ⓗᥖ㍕

ࠋ࠸ከࡀࡇࡿࡍࡾࡓࡵồࢆಟṇࠊࡾࡓࡅࢆ௳᮲ࠊࡶሙྜ࡛ࡓࡗ࡞ྍ

ն ⦅㞟⪅➼ࡣᢞ✏⪅ᑂᰝ⤖ᯝࢆሗ࿌ࠋࡿࡍ

௨ୗࠊᰝㄞࡿࡅ࠾㐺ษ࡞⾜Ⅽࡢ㛵㐃ᛶࡢࢫࢭࣟࣉࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡵྵࢆၥ㢟Ⅼ

ࠋࡿ㏙ࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ

ձㄽᩥᢞ✏ẁ㝵࡛ࠊࡣᢞ✏⪅⮬㌟ࡀ⦅㞟⪅ᑐࡋᰝㄞࡢೃ⿵⪅ྡᩘࢆᣲࡀࡇࡿࡆㄆ

ࡕ࠺ࡢࡑࠊ㏻ᖖࠋࡿ࠶ࡀሙྜࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ 1ྡ⛬ᗘᰝㄞࡢ౫㢗ྍࡿࢀࢃ⾜ࡀ⬟ᛶ

ࡼ࡚ࡆᣲࢆࠊ➼⪅✲◊ࣝࣂࣛࡤ࠼ࠊ⪅✲◊࠸࡞ࡃࡋḧ࡚ࡋᰝㄞࠊࡓࡲ㸦ࡿ࠶ࡀ

ࡓࡶࡀ⣽ศࡢᑓ㛛ᛶࡸᯤῬࡢ⪅ᰝㄞࠊ࠺ࡼࡓࡋ㏙ୖࠊࡣࢀࡇࠋ㸧ࠋࡿ࠶ࡶሙྜ࠸

ࠊࡾ࡞⬟ྍࡀࡇࡿࡍ ᥎ࢆ⪅ᰝㄞࡿ࠸࡚ࢀࡉ༏ྡࡀ⪅✏ᢞࠊࡾ࠶ᯝ࡛⤖ࡓࡋࡽ

㐺ษ࡞⾜Ⅽࡿࢀࢃ⾜ࡀ⣲ᆅࠊࡋࡋࠋࡴ⏕ࢆᗈ࠸㡿ᇦࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆᏛ⾡ㄅࡢሙྜࠊ

᥎⸀ไᗘࡢ౫Ꮡᗘࡾ࡞ࡣ㧗࠸ᛮࠋࡿࢀࢃ᥎⸀ไᗘࡢᑐពぢࡣ᰿ᙉࠊࡀ࠸

᪥ᮏᏛ⾡㆟ဨ࣭㐃ᦠဨ㸦௨ୗࠕࠊဨ࣭㐃ᦠဨࠖࠋ࠺࠸㸧ࢺ࣮ࢣࣥࡢ

ࡀᐃⓗ⫯࠺࠸ࡽࡕࡣࡓࡲᐃⓗ⫯ࠊࡣ࡛ 37㸣ࠊ⫯ᐃⓗྰࡶᐃⓗ࡞࠼࠸ࡶ

ࡀ࠸ 27㸣ྰࠊ ᐃⓗྰ࠺࠸ࡽࡕࡣࡓࡲᐃⓗࡣ 28㸣࡛ࡓࡗ࠶㸦㘓 A1㸧୍ࠋ ᪉ࠊ

Journal ofࠕ Neurochemistryࠖㄅ࡛ࡣ ᐇࡀㄪᰝࡓࡋ㇟ᑐࢆㄽᩥࡿ࠼㉸ࢆ1,000

ࠊࢀࡉ᥎⸀ࡓࢀࡉᰝㄞ⪅ᰝㄞ౫㢗ࡓࡋሙྜ࠸࡞࡛࠺ࡑࠊࡣሙྜẚ࡚ 2.4ಸ

ࠋ㹙12㹛ࡿ࠸࡚ࡵࡸࡾྲྀࢆ᥎⸀ไᗘࠊࡾ࡞ࡽ᫂ࡀࡇ࠸ࡍࡸࢀࡉ⌮ཷ

ղ⦅㞟⪅ࡣ⫋ᴗࡢ࡚ࡋ⦅㞟⪅ࡢሙྜ⌧ᙺࡀ⪅✲◊ࡢවົࡿ࠸࡚ࡋሙྜ࠶ࡀ

㞟⪅㆟⦆ࠊࢀࡉ⨨㓄ࡀ⪅㞟⦆ࡢᩘ「ࠊࡣሙྜࡢᏛ⾡ㄅࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆ㡿ᇦ࠸ᗈࠋࡿ

ࡿ㊊ࡍᅇᰝㄞࡣẁ㝵࡛ࡢࡇࠊ㏻ᖖࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࢀࡉ࡞ࡀุ᩿࡞ࠎᵝ࡚࠸࠾

ㄽᩥ᳨࡛ࡢྰࡿ࠶ウ᭱ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿࢀࡉ࡞ࡀ㏆࡛ࡣᚲせᛂ࡚ࡌഇ㐀ㄽᩥ

ࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ๓ࢆ✏㔜ᢞࠊ࠸ྜࡾྲྀࢆ⤡㐃Ꮫ⾡ㄅࡢࠊࡾࡓࡋㄪᰝࢆೃࡢ

ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃຍࡀసᴗࡢ࡞

ճ⦅㞟⪅࡚ࡗ㐺ษ࡞ᰝㄞ⪅ࢆ㑅ᐃࠊࡋᰝㄞࢆ౫㢗ࡣࡇࡿࡍ㠀ᖖ㔜せ࡞సᴗ࡛

ࡅࡘぢࢆ⪅ᰝㄞ࡞㐺ษࠊࡵࡓࡢᯤῬࡢ⪅ᰝㄞከᛁࡢ⪅✲◊ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋࠋࡿ࠶

㞟⦆ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥࡢဨ࣭㐃ᦠဨࠋࡿ࠶࡛≦⌧ࡀࡢ࠸ࡋ㞴㠀ᖖࡣࡇࡿ

ጤဨ࣭ ⦅㞟⪅ࡢ⤒㦂⪅ ᰝㄞၥ㢟㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࡓࡋ㦂⤒ࡽ⮬ࠊ࡚࠸࠾⟆ᅇࡢ452ྡ

࡛ࠖ௳㸸332ࡓࡗ࡞ࡽࡘぢࡀ⪅ᰝㄞ࡞㐺ษࠕࡀ㸰➨ࡢ 㸦㘓ࡓࡗ࠶ A2㸧㸦ᅉࡳ

㸸345ࡓࡗ࡞ࡽᏲࢆᰝㄞᮇ㝈ࡀ⪅ᰝㄞࠕࡣ㸯➨ࠊ ࡢᰝㄞࠕࡣ㸱➨ࠊ࡛ࠖ௳

㉁ࡀపࠊࡃᰝㄞ⤖ᯝࡀ㐺ṇ࡞Ỉ‽ࡓࡗ࡞࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ㸸236 ࡲࠋ㸧ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ௳

ࡀ༏ྡ㸧࡚ࡋᑐ⪅✏ᢞࡀ⪅㸦ᰝㄞࢻࣥࣛࣈࣝࢢࣥࢩࡣᰝㄞᵝᘧ࡛ࡢ⾜⌧ࠊࡓ 68㸣

5

ࡢ༏ྡ㸧┦ࡀ⪅✏ᢞࠊ⪅㸦ᰝㄞࢻࣥࣛࣈࣝࣈࢲࠊ࡛ 35㸣ᑐ࡚ࡋඃໃࡀࡔ㸦

㘓 A3㸧ࠊᮃ࠸ࡋࡲᰝㄞᵝᘧࢆᑜࡓࡡሙྜࢀࡒࢀࡑࡣ 45㸣 46㸣ᣕᢠࠋࡓ࠸࡚ࡋ

࡚ࡍᰝㄞ㸦ࣥࣉ࣮࢜ࡸ༏ྡ㸧࡚ࡵྵࡶ⪅㸦ᢸᙜ⦅㞟ࢻࣥࣛࣈࣝࣉࣜࢺࠊࡽࡉ

㢧ྡࡀᮃࡿࡍ࠸ࡋࡲᅇ⟅ࢀࡒࢀࡑࡶ 15㸣10ࠊ㸣⌧ᅾࡢ≧ἣ㸦ࢀࡒࢀࡑ 9㸣3ࠊ㸣㸧

㸦㘓ࡿ࠸࡛࠸ࡿࡣࢆ A4㸧୍ࠋ ᪉2019ࠊ㹼2022ᖺࡅ Functional Ecologyࠖࠕ࡚

ㄅ࡚࠸࠾ᐇࡓࢀࡉㄪᰝ࡛3,689ࠊࡣ ㄽᩥࢆᑐ㇟ࢲࢻࣥࣛࣈࣝࢢࣥࢩ࡚ࡋ

ࢀࢃ⾜ࡀᰝㄞ࡞ཝṇ⯡୍ࡣ࡛ࢻࣥࣛࣈࣝࣈࢲࠊᯝ⤖ࡓࡋẚ㍑ࢆࢻࣥࣛࣈࣝࣈ

ᜠࡀ✏ᢞࡢࡽⱥㄒᅪࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㧗ᡤᚓᅜࡣ࡛ࢻࣥࣛࣈࣝࢢࣥࢩࠊࡾ࠶ഴྥࡿ

ᜨࡀ⋠⌮ཷࠊࡅཷࢆ㧗ࡀࡇ࠸᫂ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡽ㹙13㹛ࠋ

մᰝㄞࢸࣥࣛ࣎ࡢ⪅✲◊ࠊࡣᴗົ࡛ࠊࡀࡿ࠶ࡣ⮬ศࡢࡑࡀㄽᩥࡢᰝㄞ⪅┦ᛂࡋ

ࡲᮃࡵࡓࡄ㜵ࢆᯤῬࡢ⪅ᰝㄞࡀࡇࡿࡅཷࡁᘬࡾ㝈࡞⬟ྍࠊࡣሙྜࡿ࠼⪄࠸

ᰝㄞᐇࡢಶேࠊࡾ࠶ࡀ㆟ㄽࡢࣈࢸࣥࢭࣥࡢ⪅ᰝㄞࡾࡼ௨๓ࠊ࠾࡞ࠋ࠸ࡋ

ORCIDࠊ㸦Publonsࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᥦ౪ࡶ࣒࣮࢛ࣇࢺࢵࣛࣉࡿࡁⓏ㘓࡛ࢆ⦼ ➼㸧ࣥࠊ

ࡢ㉁ࡢᰝㄞࠊࡤࢀࡍቑຍࡀ⪅✲◊ࡿࡅཷࡁᘬࢆᰝㄞຊ௨ୖ⬟࡚ࡵồࢆࣈࢸࣥࢭ

పୗ࠺࠸࠸࡞ࡡࡋࡽࡓࡶࢆㄽࠋࡿ࠶ࡶᰝㄞ⪅ࡣᙜヱᏛ⾡ㄅࡢ⦅㞟ࡸ࣮ࢩ࣏ࣜ

ᰝㄞࣥࣛࢻ࢞ᚑࠊ࠸බṇ࡞ᰝㄞດࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵᙜ↛ࠊᏲ

ᩘࡸ‽ᑂᰝᇶ࡞ᶆ‽ⓗࡢࡵࡓ࠺⾜ࢆᰝㄞᐈほⓗࠋࡿࢀࡲྵࡀṆ⚗ࡢ⏝┐ࡸົ⩏⛎

್ホ౯ࡢ᪉ᘧࠕࠊ࡚ࡋuniversal principled review (UP) templateࠖࡢࡶ࠺࠸

ࢆពࡢࠖࢺ࣓ࣥࢥᰝㄞ࡞ᘓタⓗࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘᰝㄞෆᐜࠋ㹙14㹛ࡿ࠸࡚ࢀࡉᥦࡶ

ᒚࡁ㐪ࡓ࠼㏣ຍᐇ㦂ࡢせồࡸᥦࡀ┳㐣࡛࠸࡞ࡁྜ࡛Ꮡᅾࡀࢀࡇࠊࡋㄽᩥᨵゞ

㛗ᮇ㛫ࢆせ୍ࡿࡍᅉࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᣦࡿ࠶ࡀ㹙8㹛ࠋᚋ㏙࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࡿࡍ

࠸࡚ࡋᙳ㡪ࡀࡇࡿࡍせࢆᮇ㛫࠸㛗࡛ࡲ∧ฟࡽ✏ᢞ࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ㢌ྎࡢ࣮ࣂ

ࠋࡿ

յཬࡧն ᰝㄞ⤖ᯝሗ࿌᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢῧࠊ࡚࠼⦅㞟⪅➼ࡀㄽᩥࡢᥖ㍕࣭ᨵゞ࣭༷ୗ

㞟⦆ࡣุ᩿ࡢሙྜࡿ࠸࡚ࢀศࡃࡁࡀពぢࡢ⪅ᰝㄞࠋࡿ࠼ఏ⪅✏ᢞࢆุ᩿ࡢ➼

࡛ࡢ➼⪅㞟⦆ࡶᑐᛂࡢㄽࡢࡽ⪅✏ᢞࡿࡍᑐୗ༷ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ௵➼⪅

ࠋࡿ࠶

㏻ᖖࡾ⧞ࡀࣝࢡࢧ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ㏉ࡓࢀࡉᚋ᭱ࠊ⤊ⓗㄽᩥཷࡀ⌮࣭බ㛤ࠋࡿࢀࡉᨵ

ゞㄽᩥࡢᰝㄞึ᭱ࠊࡣᢞ✏ࡓࢀࡉࡌྠᰝㄞ⪅ࡀᢸᙜࡀࡇࡿࡍከ୍ࠋ࠸᪉༷ࠊୗ

ࡓ᪂ࠊࢀࡉ✏ᢞᏛ⾡ㄅࡢูᚋࡓࢀࡉᨵゞࠊࡲࡲࡢࡑࠊሙྜࡢࡃከࡣㄽᩥࡓࢀࡉ

ᰝㄞ⪅ࡀࡾᙜ࡚ࠋࡿࢀࡽAJE Scholarࠊࡿࡼᖺ㛫 1,500㛫༷ࡀୗࡓࢀࡉㄽᩥ

ࡳヨ࡞ࡓ᪂࠺࠸⏝ࡸඹ᭷ࡢࢺ࣓ࣥࢥᰝㄞࡿࡍᚋ㏙ࠊ[15]ࡾ࠾࡚ࢀࡉࡸ㈝ᰝㄞࡢ

ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⏕ࢆ

᭱ᚋࠊᚑ᮶ࢻࣥࣛࣈࣝࢢࣥࢩࡢᰝㄞ࡛ࡣᰝㄞ⪅ࡢ༏ྡᛶࡀᢸಖ᭱ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ

㏆࡛ࡣᰝㄞ⪅ྠࡢពࡢୗࠊᑂᰝ୰ࡣࡓࡲㄽᩥබ㛤ᙜࡾࡓᰝㄞ⪅ྡࡀබ㛤ࡿࢀࡉሙྜ

࠶ࡀሙྜࡿࢀࡉࡽ᫂ࡀྡ⪅ᰝㄞㄽᩥබ㛤ࠊࡶሙྜࡢࢻࣥࣛࣈࣝࣈࢲࠋࡿ࠶ࡀ

ᑂᰝࠊពぢࡿࡍḼ㏄ࢆබ㛤ࡢྡ⪅ᰝㄞࡽほⅬࡓࡗ࠸ࣈࢸࣥࢭࣥࡸ㏱᫂ᛶࠋࡿ

ࡍᠱᛕࢆᙳ㡪ࡿ࠼㛵ಀࡢ⪅ᰝㄞ⪅✏ᢞࡢබ㛤ᚋࠊࡸᛶ⬟ྍࡿࢀࢃ࡞ᦆࡀཝᐦᛶࡢ
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ࠋࡿ࠶㈶ྰ୧ㄽ࡛ࠊࡾ࠶ࡀពぢࡿ

㸦3㸧ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ

ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽࠊ࡚࠸ࡘ௨ୗᆺⓗ࡞ࢆᣲࠋࡿࡆ

ဨ࣭㐃ᦠဨࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⯡୍ᇶࢆࡓࡗ࡞ၥ㢟ᐇ㝿ࡣࡽࢀࡇ

㸦㘓ࡓࡋグ㍕㘓ࡣ࡚࠸ࡘࡢࡢࡑࡓࢀࡉグධࢺ࣮ࢣࣥࡢ B㸧ࠋ

ձ ᰝㄞ⪅ࡋࡲࡍࡾ࡞ࡢ

⾜Ⅽ⪅㸸ᢞ✏⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸ᰝㄞ⪅ࡢ᥎⸀ไᗘࢆᣢࡘᏛ⾡ㄅ࡛ࠊࡣᢞ✏⪅ࡣᰝㄞ⪅ೃ⿵ྡࡢ๓ࠊᡤ

ᒓࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆࢫࣞࢻᥦฟࡀࡇࡿࡍồࢆࢀࡇࠋࡿࢀࡽࡵ⏝ࠊ࡚ࡋⴭྡ࡞◊✲

㏻ࢆࢫࣞࢻࡢഇࡿࡍ⌮⟶ࡀࡽ⮬ࡣࢫࣞࢻ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࠊࡋ⸀᥎࡚ࡋ⪅ᰝㄞࢆ➼⪅

ࡽ⮬ࡣ⪅✏ᢞࠊࡵࡓࡃᒆඖࡢ⪅✏ᢞࡣ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡿࡍ౫㢗ࢆᰝㄞࡀ⪅㞟⦆ࠋࡿࡍ▱

ࠋࡿࡍ㏉ಙࢆᰝㄞ⤖ᯝ࡞᭷

⫼ᬒ㸸ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࢆᝏ⏝ࠊࡀࡔࡢࡶࡿࡍ┿ᐇ࡛࠸࡞ሗࢆ⦅㞟⪅㏦ࡇࡿࡍ

ࠋࡿ࠶Ⅽ࡛⾜࡞ᝏ㉁ࡶࡑࡶࡑࡀ

ղ ᰝㄞഇࡿࡼࣉ࣮ࣝࢢࡴྵࢆ⪅㞟⦆ࢺࢫࢤ

⾜Ⅽ⪅㸸ࢺࢫࢤ⦅㞟⪅ࠊᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸Ꮫ⾡ㄅࢺࢫࢤࡀ⦅㞟⪅ࢆᣍ⪸ࡋ≉㞟ྕࢆ⏬ࡿࡍሙྜࢺࢫࢤࠊ⦅㞟⪅

ࡿࡍᒓࡀ⪅㞟⦆ࢺࢫࢤࠊሙྜࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࢀࡉࡀᶒ㝈ࡿࡍ㑅ᐃࢆ⪅ᰝㄞ

ᑠ࡞ࡉ◊✲⪅㞟ᅋࡢ୰࡛ᢞ✏ᰝㄞࡀ⤖ࠊࡋཝṇ࡞ᰝㄞࡓࡗ࡞ࢀࢃ⾜ࡀ࠶ࡀ

ࢆㄪᰝࡀ㞟㒊⦆࡚࠸ᇶ࡙࿌Ⓨࡿࡍᑐㄽᩥ࠸పࡢ㉁࡚ࡵᴟࡓࢀࡉᥖ㍕㞟ྕ≉ࠋࡿ

ᐇࠊࡋ≉㞟ྕ࡚ࡋᥖ㍕ࡢ࡚ࡍࡓࢀࡉㄽᩥࡀ᧔ᅇࠋࡓࢀࡉ

⫼ᬒ㸸Ꮫ⾡ㄅ୍ࡣᐃࡢ㉁ࡢㄽᩥㄞ⪅ࢆከᩘ☜ಖࡿࡍᡓ␎ࠊ࡚ࡋ⎔୍ࡢ⦅㞟㒊ࡀ㑅

ࢤࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ౫㢗ࢆ⏬ࡢ㞟ྕ≉ࠊࡋ⪸ᣍ࡚ࡋ⪅㞟⦆ࢺࢫࢤࢆ⪅✲◊ࡓࡋ௵

ࡗ⾜ࢆᰝㄞ࠸⏑ᙜ㞟ᅋ⪅✲◊ࡢᐃ≉ࠊࡋ⏝℃ࢆᶒ㝈ࡓࢀࡉࠊࡀ⪅㞟⦆ࢺࢫ

ࠋࡓ

ճ ຓⓗࡿࡼࣉ࣮ࣝࢢᰝㄞഇ

⾜Ⅽ⪅㸸ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸≉㞟ྕࢺࢫࢤࡢ⦅㞟⪅୍࡛ྠࠊࡶࡃ࡞◊✲㡿ᇦ୍ࡀ⪅✲◊ࡢᐃᩘ㞟

ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀࡇࡿࡍᙧᡂࢆࣉ࣮ࣝࢢᰝㄞഇ࡞ຓⓗࠊ༑ྡ㸧ᩘࡤ࠼㸦ࡤࢀࡲ

ᙜヱ㡿ᇦࡢᏛ⾡ㄅࠊ࡚࠸࠾ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࢆ⏝࡚ࡋࢆ࠸᥎⸀୍ࠊࡤ࠼ྜࡋᐃࡢ

☜⋡࡛ᰝㄞࡀࡾᙜ࡚ࠊࡵࡓࡿࢀࡽᙜ࠸⏑ᰝㄞࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀࡇ࠺⾜ࢆ

⫼ᬒ㸸ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࢆᝏ⏝ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵ࡀᩘࡢ⪅✲◊ࡿࡍከࡢᩘ「ࠊࡃᏛ

⾡ㄅ㊬ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗ⦅㞟⪅ᐹ▱ྍࡿࢀࡉ⬟ᛶࡣపࠊࡾ࡞ࡃⓎぢࡀ㞴࠶ࡀࡇ࠸ࡋ

ࠋࡿ

մ ಶேࡿࡼᰝㄞഇ

⾜Ⅽ⪅㸸ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࡾࡼᰝㄞࢆ౫㢗ࠊࡀ⪅✲◊ࡓࢀࡉᏲ⛎⩏ົࢆᏲࠊࡎࡽ
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ࠋࡿ࠶㈶ྰ୧ㄽ࡛ࠊࡾ࠶ࡀពぢࡿ

㸦3㸧ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ

ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽࠊ࡚࠸ࡘ௨ୗᆺⓗ࡞ࢆᣲࠋࡿࡆ

ဨ࣭㐃ᦠဨࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⯡୍ᇶࢆࡓࡗ࡞ၥ㢟ᐇ㝿ࡣࡽࢀࡇ

㸦㘓ࡓࡋグ㍕㘓ࡣ࡚࠸ࡘࡢࡢࡑࡓࢀࡉグධࢺ࣮ࢣࣥࡢ B㸧ࠋ

ձ ᰝㄞ⪅ࡋࡲࡍࡾ࡞ࡢ

⾜Ⅽ⪅㸸ᢞ✏⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸ᰝㄞ⪅ࡢ᥎⸀ไᗘࢆᣢࡘᏛ⾡ㄅ࡛ࠊࡣᢞ✏⪅ࡣᰝㄞ⪅ೃ⿵ྡࡢ๓ࠊᡤ

ᒓࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆࢫࣞࢻᥦฟࡀࡇࡿࡍồࢆࢀࡇࠋࡿࢀࡽࡵ⏝ࠊ࡚ࡋⴭྡ࡞◊✲

㏻ࢆࢫࣞࢻࡢഇࡿࡍ⌮⟶ࡀࡽ⮬ࡣࢫࣞࢻ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࠊࡋ⸀᥎࡚ࡋ⪅ᰝㄞࢆ➼⪅

ࡽ⮬ࡣ⪅✏ᢞࠊࡵࡓࡃᒆඖࡢ⪅✏ᢞࡣ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡿࡍ౫㢗ࢆᰝㄞࡀ⪅㞟⦆ࠋࡿࡍ▱

ࠋࡿࡍ㏉ಙࢆᰝㄞ⤖ᯝ࡞᭷

⫼ᬒ㸸ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࢆᝏ⏝ࠊࡀࡔࡢࡶࡿࡍ┿ᐇ࡛࠸࡞ሗࢆ⦅㞟⪅㏦ࡇࡿࡍ

ࠋࡿ࠶Ⅽ࡛⾜࡞ᝏ㉁ࡶࡑࡶࡑࡀ

ղ ᰝㄞഇࡿࡼࣉ࣮ࣝࢢࡴྵࢆ⪅㞟⦆ࢺࢫࢤ

⾜Ⅽ⪅㸸ࢺࢫࢤ⦅㞟⪅ࠊᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸Ꮫ⾡ㄅࢺࢫࢤࡀ⦅㞟⪅ࢆᣍ⪸ࡋ≉㞟ྕࢆ⏬ࡿࡍሙྜࢺࢫࢤࠊ⦅㞟⪅

ࡿࡍᒓࡀ⪅㞟⦆ࢺࢫࢤࠊሙྜࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࢀࡉࡀᶒ㝈ࡿࡍ㑅ᐃࢆ⪅ᰝㄞ

ᑠ࡞ࡉ◊✲⪅㞟ᅋࡢ୰࡛ᢞ✏ᰝㄞࡀ⤖ࠊࡋཝṇ࡞ᰝㄞࡓࡗ࡞ࢀࢃ⾜ࡀ࠶ࡀ

ࢆㄪᰝࡀ㞟㒊⦆࡚࠸ᇶ࡙࿌Ⓨࡿࡍᑐㄽᩥ࠸పࡢ㉁࡚ࡵᴟࡓࢀࡉᥖ㍕㞟ྕ≉ࠋࡿ

ᐇࠊࡋ≉㞟ྕ࡚ࡋᥖ㍕ࡢ࡚ࡍࡓࢀࡉㄽᩥࡀ᧔ᅇࠋࡓࢀࡉ

⫼ᬒ㸸Ꮫ⾡ㄅ୍ࡣᐃࡢ㉁ࡢㄽᩥㄞ⪅ࢆከᩘ☜ಖࡿࡍᡓ␎ࠊ࡚ࡋ⎔୍ࡢ⦅㞟㒊ࡀ㑅

ࢤࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ౫㢗ࢆ⏬ࡢ㞟ྕ≉ࠊࡋ⪸ᣍ࡚ࡋ⪅㞟⦆ࢺࢫࢤࢆ⪅✲◊ࡓࡋ௵

ࡗ⾜ࢆᰝㄞ࠸⏑ᙜ㞟ᅋ⪅✲◊ࡢᐃ≉ࠊࡋ⏝℃ࢆᶒ㝈ࡓࢀࡉࠊࡀ⪅㞟⦆ࢺࢫ

ࠋࡓ

ճ ຓⓗࡿࡼࣉ࣮ࣝࢢᰝㄞഇ

⾜Ⅽ⪅㸸ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸≉㞟ྕࢺࢫࢤࡢ⦅㞟⪅୍࡛ྠࠊࡶࡃ࡞◊✲㡿ᇦ୍ࡀ⪅✲◊ࡢᐃᩘ㞟

ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀࡇࡿࡍᙧᡂࢆࣉ࣮ࣝࢢᰝㄞഇ࡞ຓⓗࠊ༑ྡ㸧ᩘࡤ࠼㸦ࡤࢀࡲ

ᙜヱ㡿ᇦࡢᏛ⾡ㄅࠊ࡚࠸࠾ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࢆ⏝࡚ࡋࢆ࠸᥎⸀୍ࠊࡤ࠼ྜࡋᐃࡢ

☜⋡࡛ᰝㄞࡀࡾᙜ࡚ࠊࡵࡓࡿࢀࡽᙜ࠸⏑ᰝㄞࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀࡇ࠺⾜ࢆ

⫼ᬒ㸸ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࢆᝏ⏝ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵ࡀᩘࡢ⪅✲◊ࡿࡍከࡢᩘ「ࠊࡃᏛ

⾡ㄅ㊬ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗ⦅㞟⪅ᐹ▱ྍࡿࢀࡉ⬟ᛶࡣపࠊࡾ࡞ࡃⓎぢࡀ㞴࠶ࡀࡇ࠸ࡋ

ࠋࡿ

մ ಶேࡿࡼᰝㄞഇ

⾜Ⅽ⪅㸸ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸ᰝㄞ⪅᥎⸀ไᗘࡾࡼᰝㄞࢆ౫㢗ࠊࡀ⪅✲◊ࡓࢀࡉᏲ⛎⩏ົࢆᏲࠊࡎࡽ
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ᢞ✏⪅┤᥋ࠊࡾྲྀࢆࢺࢡࢱࣥࢥᰝㄞࡢࢺ࣓ࣥࢥసᡂࢆ౫㢗ࡓࡋࠋࡿ࠶ࡀᢞ✏⪅

Ꮫ⾡ㄅࡢᩘ「ࡢᙜヱ◊✲㡿ᇦࡀㄽᩥࡢᩘ「ࠊᇶࢆᰝㄞ⤖ᯝࡓࡋసᡂ࡚ࡌᛂ౫㢗ࡀ

ࠋࡓࢀࡉ᧔ᅇࡀㄽᩥࡢ࡚ࡍࠊࡋ㟢࿊ࡀⅭ⾜࡞㐺ษࡾࡼෆ㒊࿌Ⓨࠊࡀࡓࢀࡉᥖ㍕

⫼ᬒ㸸つᶍࡣᑠࡢ୍ྠࡀ࠸ࡉ◊✲⪅㞟ᅋᒓࡿࡼ⪅✲◊ࡿࡍṇ⾜Ⅽ࡛ࠊᰝㄞ⪅᥎

⸀ไᗘࢆᝏ⏝ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᢞ✏⪅ࡣㄽᩥࡢ㎿㏿࡞᥇ᢥࠊࡾ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜ࠺࠸

ᰝㄞ⪅ࡣᢞ✏⪅ᜠࢆ࡛ࡇࡿ◊✲⪅㞟ᅋෆ࡛ࡢ❧ሙࢺࢵ࣓ࣜࡢ࡞ࡿࡍࡃࡼࢆ

ࠋࡿࢀࡉ ᥎ࡢࡶࡓࡗ࠶ࡀ

յ ᰝㄞ࣭ㄽᩥᨵゞಀࡿពᅗⓗ࡞㐜ᘏ

⾜Ⅽ⪅㸸ᰝㄞ⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸タᐃࡓࢀࡉᰝㄞࡢᮇ㝈ࢆᰝㄞ⪅ࡀពᅗⓗᏲࠊ࠸࡞ࡽ⭾࡞㔞ࡢ㏣ຍ

ᐇ㦂ࢆᥦࡣึ᭱ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿࡍᐜㄆࡓ࠸࡚ࡋၥ㢟Ⅼࢆᚋࡽᣦࡓࡗ࠸ࡿࡍ㐺

ษ࡞⾜Ⅽࢆ㏻ࠊ࡚ࡋㄽᩥᨵゞࢆ㐜ᘏࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡏࡉḟࡢն㛵㐃ࢀࢃ⾜࡚ࡋ

ࠋࡿ࠶ࡶሙྜࡿ

⫼ᬒ㸸ᰝㄞ⪅ࡢ༏ྡᛶࢆᝏ⏝ࡿࡍ⾜Ⅽ࡛ࠊࡾ࠶ᰝㄞ⪅ᮏே┈┦ࠊࡶࡃ࡞ࡣᢞ

ࠋ࠸ከࡀࡇࡿࢀࢃ⾜ࡵࡓࡿᅗࢆᐅ౽⪅✲◊ࡢ࠸ྜࡾ▱ࡿ࠶㛵ಀࣝࣂࣛ⪅✏

㏻ᖖᐹ▱ࡣࡇࡿࡍ㞴ࠊࡀ࠸ࡋ၏୍ධ࡛ྍࡿࡁ⬟ᛶࡣࡢࡿ࠶ࡀ⦅㞟⪅࡛ࠊࡾ࠶ὀព

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࡇ࠺⾜ࢆ⌮⟶ࡢࢫࢭࣟࣉᰝㄞ࡞㐺ษࡃ῝

ն ሗ₃ὤཬࡧ┐⏝

⾜Ⅽ⪅㸸ᰝㄞ⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸ᑂᰝࡢ㐣⛬࡛ᚓࡓሗࢆᇶࠊᰝㄞ⪅ࡣ࠸ࡿ࠶ᰝㄞ⪅࠸῝㛵ಀ࠶ࡢ

ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡃᢤࡋฟࢆ✲◊ࡢ⪅✏ᢞᯝⓗ⤖ࠊࡵ㐍ࢆ✲◊Ỉ㠃ୗ࡛ࡀࣉ࣮ࣝࢢ✲◊ࡿ

Ⅽ⾜ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍഇ࠺ࡼࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀ✲◊ྠࡶࡓ࠶

⾜ᐃṇ≉ࡿࡍᙜ┦⏝┐ࡢࢹ✲◊ࠊᏲ⛎⩏ົ㐪ࡿࢀࡽࡵồ⪅ᰝㄞࠊࡣ

Ⅽ࡛ࠋࡿ࠶

⫼ᬒ㸸◊✲⪅ࡾྲྀࢆᕳࡃ➇தⓗ࡞⎔ቃཎᅉࠋࡿ࠶ࡀ◊✲ෆᐜࡀ㏆᥋ࡣ⪅✲◊ࡿࡍᑓ

㛛ᛶࡢほⅬࡣࡽ㐺ษ࡞ᰝㄞ⪅࡛ࠊࡀࡿ࠶➇த㛵ಀࡿࡌ‽ࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶㛵ಀࡿ࠶

ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡢࡶ࠸࡞ࡁど࡛↓ࡣṇ⾜Ⅽࡓࡋᫎࢆ㛵ಀ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡃከࡶࡇ

շ ᰝㄞࡢࢫࢭࣟࣉ㐺ษ࡞⟶⌮

⾜Ⅽ⪅㸸⦅㞟⪅

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸ᰝㄞ⪅ࡀ㐜ᘏ⾜Ⅽྜࡸ⌮ᛶࡢప࠸ᣦࡾ⧞ࢆ㏉ࡍሙྜࠊ⦅㞟⪅ࡣᰝㄞ

▱⪅✏ᢞࢆࡇ࠸࡞ࡀᚲせࡿ࠼ᛂ࡚ࡍせㄳࡢ⪅ᰝㄞࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿࡍࢆὀព⪅

࠸ࡿ࠶ࠊ࠸࡞Ẽ࡙ၥ㢟Ⅼ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀᚲせࡿྲྀࢆᑐᛂࡓࡗ࠸ࡿࡏࡽ

ᰝࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⨨ᨺࡢ┪▩ࡿ࠸࡚ࡌ⏕ᰝㄞ⪅㛫࡛ࠋࡿ࠶ࡀሙྜࡿᛰࢆᑐᛂࡶ࡚࠸Ẽ࡙ࡣ

ㄞ⪅ࡢពぢࠊ࠸⾜ࢆุ᩿ࡿ࡞␗ࡣᰝㄞ㐣⛬ࢆṍࠋࡿ࠶ࡶࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡵ

⫼ᬒ㸸Ꮫ⾡ㄅࡣᩘࡢቑຍ୍ࡿࡍ᪉࡛ࠊࡀࡿ࠶⦅㞟⪅࡚ࡋ༑ศ࡞⤒㦂ᢏ⬟ࡘࡶࢆ◊

㞟㐣⦆ࡢᏛ⾡ㄅࡀ⪅✲◊࠸࡞ࡓᣢࢆ㦂⤒࡞༑ศࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡣᩘࡢ⪅✲

Ⅽ⾜࡞㐺ษࡣሙྜࡓࡗᛰࢆᑐᛂᨾពࠋࡿ࠶ࡀࡇࡍࡓᯝࢆᙺ࡞㔜せ࡚࠸࠾⛬

ࠋࡿࡍᙜ┦
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ո ᤕ㣗ฟ∧㸦ࣝࢼ࣮ࣕࢪ࢝ࢱࢤࣁࡿࡺࢃ࠸㸧ཬࡧㄽᩥᕤሙ㸦ࠊ࣑࣮ࣝࣃ࣮࣌ㄽᩥഇ

㐀ࢫࢿࢪࣅ㸧

⾜Ⅽ⪅㸸ᢞ✏⪅ࠊᏛ⾡ฟ∧࣭Ꮫ⾡㛵㐃ᴗ

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸◊✲⪅ࡽᥖ㍕㈝⏝ࢆᚓࢆࡇࡿ┠ⓗࠊࡋᐇ㉁ⓗᰝㄞ࠸࡞ࢃ⾜ࢆ

Ꮫ⾡ㄅࡀᏑᅾࠊࡾ࠾࡚ࡋ㉁ࡢప࠸ㄽᩥࢆබ㛤࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋฟ∧ᙧែࠕࡣᤕ㣗

ฟ∧㸦predatory publishing㸧ࠖࠊᏛ⾡ㄅࣝࢼ࣮ࣕࢪ࢝ࢱࢤࣁࠕࡣࡢࡶࡢࡑ㸦predatory 

journal㸧ࠖ ᡂᯝ✲◊ࡢ✵ᯫࠊࡋᑐ⪅✲◊ࡿࡍḧࢆ⦼ᴗ✲◊ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡤࡶ

Ꮫ༠ࡢ᪥ᮏࠊࡾ࠾࡚ࡋᾏእ࡛ᡂ㛗ࡀࢫࢿࢪࣅㄽᩥഇ㐀ࡿࡍసᡂࢆᏛ⾡ㄽᩥࡿࡼ

⤌࠺⾜ࢆࢫࢿࢪࣅ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⼃ࡶࢆⱥᩥᏛ⾡ㄅࡢࣝ࣋୰ሀࣞࡿࡍ㐠Ⴀࡀ

ㄽᩥᕤሙࠕࡣ⧊ 㸦paper mill㸧࣑࣮ࠖࣝࣃ࣮࣌ࠕࠊࠖ ᐃ≉ࡣᤐ㐀ࡢᡂᯝ✲◊ࠋࡿࢀࡤ

ṇ⾜Ⅽ࡛ࠊࡀࡿ࠶⬟ຊࡢ㧗ࡀ⪅✲◊࠸㛵ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋ᥎ ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᰝㄞࡢ

ẁ㝵࡛ṇࡀぢ◚ࠋ࠸࡞ࡰࡣࡇࡿࢀࡽᰝㄞᅇࡍ๓᳨ࡢฟࢆ┠ᣦ࢘ࣞࠊ࡚ࡋ

ࢀࡉ✏ᢞྠᏛ⾡ㄅࡢᩘ「㔜ᢞ✏ሗ㸦ࠊ㢮ఝᛶࡢࢱ࣮ࢹࡿࢀࡉ⏝ࠊᵓᡂࡸࢺ

ᡂ⏕ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡽ᫂ࡣㇺࠊࡀࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀⓎࡿࡼ᭷ᚿᇶࢆ㸧ࠋ࠸ከࡶሙྜࡿ

AIࡢⓏሙࡽࡉࠊࡾࡼᕦጁ࡞ഇ㐀ㄽᩥసᡂྍࡿࢀࢃ⾜ࡀ⬟ᛶࠋࡿ࠶ࡀ

⫼ᬒ㸸◊✲⪅ࡢ➇தⓗ⎔ቃࠊ࡚࠸࠾ㄽᩥᥖ㍕ᩘࢆṇቑࢆࡇࡍࡸ┠ᶆࣅࡿࡍ

ࢇᝎ⟇ᑐࡀᏛ⾡ㄅࡢࡃከࠊࡾ࠶ࡘࡘࡾ࡞ᕦጁࡣᡭཱྀࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀࢫࢿࢪ

ࠋࡿ࠸࡛

㸲 ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂ᪉㔪

ୖ㏙ࠊࡾ࠾ࡢㄽᩥࡢᰝㄞࠊࡣ◊✲ᡂᯝࡢጇᙜᛶࡸ㉁ࢆホ౯ࡢࡵࡓࡿࡍ㔜せࢫࢭࣟࣉ࡞

ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆᙺࡢ࣮ࣃ࣮࢟ࢺ࣮ࢤࡿࡍ⌮⟶ࢆබ㛤࣭㑏ඖࡢ♫ࡢᡂᯝ✲◊ࠊࡾ࠶࡛

ࡀᡭἲࡿࢀࡇࠊᙜ㠃ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶㄢ㢟ࡸ⏺㝈ࡿࡍෆໟࡀᰝㄞไᗘࡢ⾜⌧ࠊࡵࡓࡢࡑ

ᡶࢆὀព➼Ⅽ⾜࡞㐺ษࡿࢀࡉᐃࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࠸㞴ࡋᮇᚅࡣࡇࡿࢀ⌧

㈐ົ࡛ࡢ⪅ࡢ࡚ࡍࡿࢃ㛵ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡣࡇࡿࡵດ⏝㐠࡞ࡢᰝㄞไᗘࠊࡘࡘ࠸

ࠋࡿ࠶

ㄽᩥࡢᰝㄞ㝈ࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠊࡎࡽ⛉Ꮫ◊✲ࡿࡺࡽ࠶ࡢሙ㠃࡛ホ౯ࡢ୰᰾ࢆᢸࡶ࠺

ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡅ㌟ࢆつ⠊࡞ᇶᮏⓗࡣ⪅✲◊ࡿಀᐇࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢ

࠶ࡀᚲせࡿࡍ㓄៖ࡶ࣮ࣝࣝࡸᛶ≉ࡢᏛ⾡ㄅẖࡧ㡿ᇦཬ✲◊ࠊࡣ࡚࠸࠾ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡋ

࡚࠸࠾ᐇࡢ⫱ᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ᩍࠊࡸᐃ⟇ࡢᑐᛂ᪉㔪ࡿ࡞つ⠊ࡢᰝㄞࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ

ࡀᏛ༠㸧ࡸ♫∧ฟ∧ẕయ㸦ฟࡢࡑᏛ⾡ㄅࠊᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊ㓄ศᶵ㛵㈝✲◊ࡸᅜࠊࡣ

㐺ษᙺࢆศᢸࡀࡇࡿࡍ㔜せ࡛ࠋࡿ࠶

௨ୖࡢㅖⅬࢆᛕ㢌ࠊࡁ⨨௨ୗㄽᩥࡢᰝㄞࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂ᪉㔪ཬࡧᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ᩍ

࠸ࡘ⟇ᑐࡿࢀࡉᐃࡋᑐࡽࢀࡑࠊࡶࡿࡍᢳฟࢆㄢ㢟ࠊࡋ⌮ᩚ࡚࠸ࡘ≦⌧ࡢ⫱

࡚㏙ࠋࡿ
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ո ᤕ㣗ฟ∧㸦ࣝࢼ࣮ࣕࢪ࢝ࢱࢤࣁࡿࡺࢃ࠸㸧ཬࡧㄽᩥᕤሙ㸦ࠊ࣑࣮ࣝࣃ࣮࣌ㄽᩥഇ

㐀ࢫࢿࢪࣅ㸧

⾜Ⅽ⪅㸸ᢞ✏⪅ࠊᏛ⾡ฟ∧࣭Ꮫ⾡㛵㐃ᴗ

㐺ษ࡞⾜Ⅽ㸸◊✲⪅ࡽᥖ㍕㈝⏝ࢆᚓࢆࡇࡿ┠ⓗࠊࡋᐇ㉁ⓗᰝㄞ࠸࡞ࢃ⾜ࢆ

Ꮫ⾡ㄅࡀᏑᅾࠊࡾ࠾࡚ࡋ㉁ࡢప࠸ㄽᩥࢆබ㛤࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋฟ∧ᙧែࠕࡣᤕ㣗

ฟ∧㸦predatory publishing㸧ࠖࠊᏛ⾡ㄅࣝࢼ࣮ࣕࢪ࢝ࢱࢤࣁࠕࡣࡢࡶࡢࡑ㸦predatory 

journal㸧ࠖ ᡂᯝ✲◊ࡢ✵ᯫࠊࡋᑐ⪅✲◊ࡿࡍḧࢆ⦼ᴗ✲◊ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡤࡶ

Ꮫ༠ࡢ᪥ᮏࠊࡾ࠾࡚ࡋᾏእ࡛ᡂ㛗ࡀࢫࢿࢪࣅㄽᩥഇ㐀ࡿࡍసᡂࢆᏛ⾡ㄽᩥࡿࡼ

⤌࠺⾜ࢆࢫࢿࢪࣅ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⼃ࡶࢆⱥᩥᏛ⾡ㄅࡢࣝ࣋୰ሀࣞࡿࡍ㐠Ⴀࡀ

ㄽᩥᕤሙࠕࡣ⧊ 㸦paper mill㸧࣑࣮ࠖࣝࣃ࣮࣌ࠕࠊࠖ ᐃ≉ࡣᤐ㐀ࡢᡂᯝ✲◊ࠋࡿࢀࡤ

ṇ⾜Ⅽ࡛ࠊࡀࡿ࠶⬟ຊࡢ㧗ࡀ⪅✲◊࠸㛵ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋ᥎ ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᰝㄞࡢ

ẁ㝵࡛ṇࡀぢ◚ࠋ࠸࡞ࡰࡣࡇࡿࢀࡽᰝㄞᅇࡍ๓᳨ࡢฟࢆ┠ᣦ࢘ࣞࠊ࡚ࡋ

ࢀࡉ✏ᢞྠᏛ⾡ㄅࡢᩘ「㔜ᢞ✏ሗ㸦ࠊ㢮ఝᛶࡢࢱ࣮ࢹࡿࢀࡉ⏝ࠊᵓᡂࡸࢺ

ᡂ⏕ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡽ᫂ࡣㇺࠊࡀࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀⓎࡿࡼ᭷ᚿᇶࢆ㸧ࠋ࠸ከࡶሙྜࡿ

AIࡢⓏሙࡽࡉࠊࡾࡼᕦጁ࡞ഇ㐀ㄽᩥసᡂྍࡿࢀࢃ⾜ࡀ⬟ᛶࠋࡿ࠶ࡀ

⫼ᬒ㸸◊✲⪅ࡢ➇தⓗ⎔ቃࠊ࡚࠸࠾ㄽᩥᥖ㍕ᩘࢆṇቑࢆࡇࡍࡸ┠ᶆࣅࡿࡍ

ࢇᝎ⟇ᑐࡀᏛ⾡ㄅࡢࡃከࠊࡾ࠶ࡘࡘࡾ࡞ᕦጁࡣᡭཱྀࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀࢫࢿࢪ

ࠋࡿ࠸࡛

㸲 ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂ᪉㔪

ୖ㏙ࠊࡾ࠾ࡢㄽᩥࡢᰝㄞࠊࡣ◊✲ᡂᯝࡢጇᙜᛶࡸ㉁ࢆホ౯ࡢࡵࡓࡿࡍ㔜せࢫࢭࣟࣉ࡞

ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆᙺࡢ࣮ࣃ࣮࢟ࢺ࣮ࢤࡿࡍ⌮⟶ࢆබ㛤࣭㑏ඖࡢ♫ࡢᡂᯝ✲◊ࠊࡾ࠶࡛

ࡀᡭἲࡿࢀࡇࠊᙜ㠃ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶㄢ㢟ࡸ⏺㝈ࡿࡍෆໟࡀᰝㄞไᗘࡢ⾜⌧ࠊࡵࡓࡢࡑ

ᡶࢆὀព➼Ⅽ⾜࡞㐺ษࡿࢀࡉᐃࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࠸㞴ࡋᮇᚅࡣࡇࡿࢀ⌧

㈐ົ࡛ࡢ⪅ࡢ࡚ࡍࡿࢃ㛵ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡣࡇࡿࡵດ⏝㐠࡞ࡢᰝㄞไᗘࠊࡘࡘ࠸

ࠋࡿ࠶

ㄽᩥࡢᰝㄞ㝈ࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠊࡎࡽ⛉Ꮫ◊✲ࡿࡺࡽ࠶ࡢሙ㠃࡛ホ౯ࡢ୰᰾ࢆᢸࡶ࠺

ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡅ㌟ࢆつ⠊࡞ᇶᮏⓗࡣ⪅✲◊ࡿಀᐇࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢ

࠶ࡀᚲせࡿࡍ㓄៖ࡶ࣮ࣝࣝࡸᛶ≉ࡢᏛ⾡ㄅẖࡧ㡿ᇦཬ✲◊ࠊࡣ࡚࠸࠾ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡋ

࡚࠸࠾ᐇࡢ⫱ᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ᩍࠊࡸᐃ⟇ࡢᑐᛂ᪉㔪ࡿ࡞つ⠊ࡢᰝㄞࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ

ࡀᏛ༠㸧ࡸ♫∧ฟ∧ẕయ㸦ฟࡢࡑᏛ⾡ㄅࠊᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊ㓄ศᶵ㛵㈝✲◊ࡸᅜࠊࡣ

㐺ษᙺࢆศᢸࡀࡇࡿࡍ㔜せ࡛ࠋࡿ࠶

௨ୖࡢㅖⅬࢆᛕ㢌ࠊࡁ⨨௨ୗㄽᩥࡢᰝㄞࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂ᪉㔪ཬࡧᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ᩍ

࠸ࡘ⟇ᑐࡿࢀࡉᐃࡋᑐࡽࢀࡑࠊࡶࡿࡍᢳฟࢆㄢ㢟ࠊࡋ⌮ᩚ࡚࠸ࡘ≦⌧ࡢ⫱

࡚㏙ࠋࡿ
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㸦1㸧ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᣦ㔪

ձ ⛉Ꮫ◊✲ࣥࣛࢻ࢞ࡢ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡢ

ᅋἲேබ♫⯡୍ࠊ㸧ࠋ࠺࠸JSPSࠖࠕㄢ㢟㸸⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆㸦௨ୗ≦⌧

ṇ◊✲᥎㐍༠㸦௨ୗࠕAPRINࠖࠋ࠺࠸㸧➼ࢆ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡀ⪅✲◊ࠊࡀᐇࡿࡍ

⌮ᩍᮦ✲◊ࡓࡋసᡂࡀJSPSࠋࡿ࠸࡚ࡋᥦ౪ࢆ⌮ᩍᮦ✲◊ࡸᣦ㔪ࡁࡍ↷ཧࡋ㝿

ᚰᚓ̿ࡢ⪅Ꮫ⛉࡞ㄔᐇ̿ࡵࡓࡢⓎᒎ࡞ࡢᏛ⛉ࠕ 㹙ࠖ6㹛୍࡛ࠊࡣ⠇࣭ࣞࣆࠕࡀ

࣭ࣆࡢ㸦b㸧◊✲ㄽᩥ࣭◊✲㈝⏦ㄳࠊᙺࡢ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆ㸦a㸧ࠊࢀ࣮ࠖࣗࣅ

ࢀࡽࡵࡲ࡚࠸ࡘㄢ㢟ࡢ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆ㸦d㸧ࠊ௵㈐ᙺࡢ⪅㸦c㸧ᰝㄞࠊ࣮ࣗࣅࣞ

Ꮫ㞧ㄅ⛉ࠕࠊ࡚ࡋ㇟ᑐ࡞ࢆᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡣ㡯࡛ࡢࠖ௵㈐ᙺࡢ⪅ᰝㄞࠕࠋࡿ࠸࡚

ฟ∧࡚࠸࠾බṇᛶࢆ᥎㐍ࡢࡵࡓࡿࡍ CSE㸦Council of Science Editors㸧່ࡢ࿌ࠖ

㸦e㸧ࠊ㸦d㸧බᖹᛶ࣭ㄔᐇᛶࠊ㸦c㸧㐺᱁ᛶࠊ㸦b㸧ᘓタⓗᢈุࠊົ⩏⛎㸦a㸧Ᏺࠊࡋ↷ཧࢆ

┈┦ࡢ㛤♧ࠊ㸦f㸧㎿㏿࡞ᑐᛂࡓࡗ࠸ᇶᮏ㡯࡚࠸ࡘㄝ᫂ྠࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ

ᩍᮦࢆᇶࡓࡋ e࣮ࣛࢢࣥࢽᩍᮦ eLCoREྠࡶᵝࡢㄝ᫂ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆAPRINࡀᥦ౪ࡿࡍ

◊✲⌮ e࣮ࣛࢢࣥࢽᩍᮦ eAPRIN࡛ࠊࡣ⏕་⛉Ꮫ⣔ࠊ⌮ᕤ⣔ࠊேᩥ⣔ࡢ㸱ࡢࡘ㡿ᇦ

ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀㄝ᫂ࡢᵝྠࠊࢀࡽࡅタࡀ༢ඖࡢ࣮ࠖࣗࣅ࣭ࣞࣆࠕ࡚࠸ࡘࢀࡒࢀࡑ

㹙16㹛ࠋ

2020 ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢጤク࡛⾜ࡓࢀࢃබ┈㈈ᅋἲேᮍ᮶ᕤᏛ◊✲ᡤࡿࡼㄪᰝ

ࡓࡗ࡞㇟ᑐࠊࡣ࡛ 1,080Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࠕࠊࡕ࠺ࡢ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡵࡓࡢ ࠖࢆ

ࡀᶵ㛵ࡿ࠸࡚ࡋ⏝ 38.6㸣ࠊeLCoREࢆ⏝ࡿ࠸࡚ࡋᶵ㛵ࡀ 52.6㸣ࠊeAPRINࢆ⏝࡚ࡋ

ࡀᶵ㛵ࡿ࠸ 34.2㸣࡛ࡓࡗ࠶㹙17㹛ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ᪥ᮏࡢᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡢ༙ࢀࡎ࠸ࠊࡀ

ࢲࡿࡍ㛵බṇయ✲◊ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠸࡚ࡋᥦ౪⪅✲◊ࢆᩍᮦࡢ

༢ඖࡢ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠊࡃከࡶᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡿ࠸࡚ࡋㄢ⪅✲◊ࢆࡳࡢ∧ࢺࢫ࢙ࢪ

ࠋࡿ࠶࡛᫂ࡣࡿ࠸࡚ࢀࡉᗘཷㅮ⛬ࡢࡀ

ᐃࡿࢀࡉᑐ⟇㸸ࡢ⪅✲◊ࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆ㔜せ࡞㈐ົ࡛ࠊࡀࡿ࠶Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵

ཷࡢ༢ඖࡓࡋ≉࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠊ࡚࠼ຍᩍᮦࡿࡍ㛵➼ᐃṇ⾜Ⅽ≉ࠊ࡚࠸࠾

ㅮࢆ◊✲⪅୍ᚊㄢࡀࡇࡍ᭷ຠ࡛ࡣࡿ࠶ၥ࡛ࣅ࣭ࣞࣆࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶

ࠊ᭱ୖ࠸ከࡀࡇࡿࡍᢸᙜ࡚ࡵึ࡚ࡗ࡞⪅✲◊ࡔࢇ✚ࢆᗘ⤒㦂⛬ࡿ࠶ࡣ࣮ࣗ ㏆࡛ࠊࡣ

ከᛁࠕࡽ⪅✲◊࡞◊ಟ⑂ࡢࠖࢀኌࡀ⪅✲◊ࠊࢁࡋࡴࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡶᰝㄞࢆᐇࡍ

⎔ࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡࡄࡍ࠸ࡓࡋཧ↷࣭ཷㅮࢆᩍᮦࡸᣦ㔪ࠊ➼ሙྜࡓࡗ࡞ࡇࡿ

ቃࢆసࡀࡇࡿᮃࠋ࠸ࡋࡲ

ղ Ꮫ⾡ㄅࡢฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡿࡼㄽᩥࡢᰝㄞಀࣥࣛࢻ࢞ࡿ

ࣥࣛࢻ࢞⌮ࡢࡵࡓࡢ⪅ᰝㄞࠕࡀㄢ㢟㸸COPE≦⌧ 㹙ࠖ18㹛ࢆබ⾲ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ

ෆᐜࠕࠊࡣCSE㸦Council of Science Editors㸧່ࡢ࿌ 㸦ࠖୖ㏙㸧ྠࡰᵝ࡛ࠊࡀࡿ࠶

ࠊᑐᛂࡢሙྜࡓࡋⓎぢࢆෆᐜࡿࢀࢃࡀ㸦b㸧ṇࠊ㝖ࡢࢫࣂ㸦a㸧࡚࠼ຍࢀࡑ

㸦c㸧ᰝㄞ⤖ᯝࢆࡢᏛ⾡ㄅඹ᭷ࡿࡍ㝿ࡢὀព㡯➼ࡢ࡚࠸ࡘグ㍕ࠋࡿ࠶ࡀฟ∧つ

⠊ጤဨࠊࡣୡ⏺୰ࡽ 1 ㄅ௨ୖࡢᏛ⾡ㄅ 20 ♫௨ୖࡢฟ∧♫ࡀဨ࡚ࡋཧ

ຍࠊࡾ࠾࡚ࡋ᪥ᮏࡢᏛ༠ࡀฟ∧ࡿࡍᏛ⾡ㄅࡢከࡢࡑࡶࡃဨ࡛ࠋࡿ࠶ᐇ㝿ࠊCOPE

ά࡚ࡋࣥࣛࢻ࢞ࡁ࠺ᚑࡀ⪅ᰝㄞࠊࢆࠖࣥࣛࢻ࢞⌮ࡢࡵࡓࡢ⪅ᰝㄞࠕࡢ
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୍᪉ࠊᾏእࡢฟ∧♫ࡸᏛ⾡ㄅ࡛ࡢ⮬⊃ࠊࡣᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞බ㛤ࡿ࠸࡚ࡋሙྜࡶ

ከࠋ࠸ࠊࡤ࠼Taylor and Francis♫㹙19㹛ࡸ Elsevier♫㹙20㹛ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣᰝ

ㄞ㛵ືࡿࡍ⏬ᩍᮦࢆࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡸබ㛤ࠋࡿ࠸࡚ࡋᏛ⾡ㄅ࡛ࣂ࢝ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ

᪥ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉබ㛤ࡀࣥࣛࢻ࢞ᰝㄞࡓ࠸ᇶ࡙➼࣮ࢩ࣏ࣜ㞟⦆ࡸᑓ㛛㡿ᇦࡿࡍ࣮

ᮏࠊࡶ࡚࠸࠾୍ࠊࡤ࠼⯡♫ᅋἲேሗฎ⌮Ꮫࠕࡣㄽᩥᰝㄞࡢᡭᘬࡁ 㹙ࠖ21㹛ࠊࢆ

බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫࠕࡣᰝㄞ⪅ࡢᚰᚓ 㹙ࠖ22㹛࡛ୖࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࢆබ⾲࠸࡚ࡋ

ࡢ⪅⟆ᅇࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥࡢဨ࣭㐃ᦠဨࠋࡿ 85㸣㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅ᩘ 512௳୰ 434

௳㸧ࠊࡀᰝㄞ࠺⾜ࢆ㝿᭷┈ࡔᛮ࠺つ⛬࣭ᣦ㔪➼ࠊ࡚ࡋᅜෆࡋ࠸࡞ᾏእࡢᏛ༠

➼࣭Ꮫ⾡ㄅࡢసᡂࡿࡍつ⛬࣭ᣦ㔪➼ࢆᣲࡾ࠾࡚ࡆ㸦㘓 A5㸧82ࠊ㸣㸦ྠࡃࡌ 425 ௳㸧

㸦㘓ࡿ࠸࡚ࡋ⟆ᅇࡓࡋ⪄ཧ࡛ࡲࢀࡇࢆࡽࢀࡑᐇ㝿ࠊࡀ A6㸧ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ

Ꮫ⾡ㄅཬࡢࡑࡧฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡢᥦ౪ࡿࡍつ⛬࣭ᣦ㔪ࡣ㠀ᖖ᭷⏝ᛮ

࣭⛬つࡢᰝㄞࠊ୰࡛ࡢᏛ༠ࡿ࠸࡚ࡋ∧㞟࣭ฟ⦆ࢆࡽࢀࡑࡸᏛ⾡ㄅࡢ᪥ᮏࠊࡀࡿࢀࢃ

ᣦ㔪➼࡛ୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥࡀ☜ㄆ࡛ࡢࡢࡶࡿࡁྜࡉࡣ㧗ࠋ࠸࡞ࡃ

ᐃࡿࢀࡉᑐ⟇㸸◊✲⪅ࡀᒓࡿࡍ㡿ᇦ┦ᛂ࠸ࡋᰝㄞྛࠊࡣࣥࣛࢻ࢞Ꮫ⾡ㄅࡓࡲ

ࡸᏛ⾡ㄅࡢ᪥ᮏࠋࡿ࠶᭷ຠ࡛ࡶ᭱ࡀࡢࡿࡍᥦ౪ࡀᏛ༠㸧ࡸ♫∧ฟ∧ẕయ㸦ฟࡢࡑࡣ

Ꮫ༠ࡢከࡶࡃᰝㄞࡢつ⛬࣭ᣦ㔪ࢆసᡂࡿ࠸࡚ࡋᛮࠊࡀࡿࢀࢃබ㛤ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡋ

Ⓨぢ࠸ࡽ࡙ࡋࡀぢཷࠋࡿࢀࡽࡅᰝㄞ⪅ᣦ㔪ࢆᥦ౪ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡿࡍᢞ✏⪅ࡸᏛ⾡

ㄅࡢㄞ⪅ᑐ࡚ࡋᰝㄞࡢࢫࢭࣟࣉ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࠊࡶࡿࡵᏛ༠ࡢဨ➼ᰝㄞ

㛵ࡿࡍ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡿࡍព࡛ࠊࡶ✚ᴟⓗ࡞බ㛤ࡀᮃࠋࡿࢀࡲ

㸦2㸧ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㛵ࡿࡍᣦ㔪

ࠊᩥ࡚ࡋᣦ㔪ࡿࡍ㛵Ⅽ⾜࡞㐺ษࡿࡅ࠾✲◊ㄢ㢟㸸⛉Ꮫ≦⌧ 㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃࠕ◊

✲άືࡿࡅ࠾ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ➼㛵ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ 㸦ࠖᖹᡂ 26ᖺ㸦2014ᖺ㸧㸶᭶

26᪥㸧㹙2㹛ࠊࡣ࡛ࣥࣛࢻ࢞ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࠊᨵࠊࢇࡊ┐⏝㸧௨እ

ࡍ㛵ᰝㄞࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀࣉࢵࢩ࣮ࢧ࣮࢜࡞㐺ษࡸ✏㔜ᢞ࡚ࡋṇ⾜Ⅽࡢ

Ꮫ࣭◊✲ᶵࡢሙྜࡓࡌ⏕ࡀṇࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࢀゐࡣ࡚࠸ࡘⅭ⾜࡞㐺ษࡿ

㛵ࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࡁࡿྲྀࡢᑐᛂࠊࡣ࡚࠸ࡘ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㝈ᐃ࡚ࡋグ㍕࠸࡚ࢀࡉ

ᐃṇ≉ࡣ➼Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊሙྜࡓࡌ⏕ࡀⅭ⾜࡞㐺ษ࡚࠸࠾ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡵࡓࡿ

⾜Ⅽ㛵ࢆࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍཧ↷ࡢ⮬⊃ࠊࡘࡘࡋᑐᛂࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ᥎ ୍ࠋࡿࢀࡉ

࡞ࢀචࡣฎศࡢ⪅㛵ಀࡧ᧔ᅇཬࡢㄽᩥࠊሙྜࡓࢀࡉㄆᐃࡀᏛෆㄪᰝ➼࡛ഇᰝㄞࠊ⯡

ࡢࢆᡂᯝࡢࡑࠊሙྜࡓࡗ࡞ࡀ⑅⍗ࡢࡶࡢࡑάື✲◊ࡢࡵࡓࡢᙜヱㄽᩥసᡂࠊࡀ࠸

⪅ඹⴭࡓࡗ࡞ࡋ㛵ഇᰝㄞࠊሙྜ㸧ࡃᇶ࡙㈝✲◊බⓗ≉㸦࠺ᢅࡾྲྀ࠺ࡼ

㸦Ꮫ⏕➼㸧࠺ࡼࡢࢆᩆ῭ࡢ࡞ࡿࡍㅖၥ㢟ᑐࠋ࠸࡞ࡣ࣮ࣝࣝࡿࡍ

ᐃࡿࢀࡉᑐ⟇㸸ࡢࣥࣛࢻ࢞ไᐃࡽ㸷ᖺࡀ⤒㐣ࠊࡇࡿ࠸࡚ࡋㄽᩥࡢᰝㄞࡅ࠾

࢞ࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡏぢࢆࡾࡀᗈࡀṇ⾜Ⅽࡢᐃṇ⾜Ⅽ௨እ≉ࡴྵࢆⅭ⾜࡞㐺ษࡿ

ࠋࡿ࠸᮶࡚ᮇࡁࡍウ᳨࡚࠸ࡘ㏣ຍࡢෆᐜࡣ࠸ࡿ࠶ᨵゞࡢࣥࣛࢻ
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୍᪉ࠊᾏእࡢฟ∧♫ࡸᏛ⾡ㄅ࡛ࡢ⮬⊃ࠊࡣᰝㄞࢆࣥࣛࢻ࢞බ㛤ࡿ࠸࡚ࡋሙྜࡶ

ከࠋ࠸ࠊࡤ࠼Taylor and Francis♫㹙19㹛ࡸ Elsevier♫㹙20㹛ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣᰝ

ㄞ㛵ືࡿࡍ⏬ᩍᮦࢆࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡸබ㛤ࠋࡿ࠸࡚ࡋᏛ⾡ㄅ࡛ࣂ࢝ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ

᪥ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉබ㛤ࡀࣥࣛࢻ࢞ᰝㄞࡓ࠸ᇶ࡙➼࣮ࢩ࣏ࣜ㞟⦆ࡸᑓ㛛㡿ᇦࡿࡍ࣮

ᮏࠊࡶ࡚࠸࠾୍ࠊࡤ࠼⯡♫ᅋἲேሗฎ⌮Ꮫࠕࡣㄽᩥᰝㄞࡢᡭᘬࡁ 㹙ࠖ21㹛ࠊࢆ

බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫࠕࡣᰝㄞ⪅ࡢᚰᚓ 㹙ࠖ22㹛࡛ୖࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࢆබ⾲࠸࡚ࡋ

ࡢ⪅⟆ᅇࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥࡢဨ࣭㐃ᦠဨࠋࡿ 85㸣㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅ᩘ 512௳୰ 434

௳㸧ࠊࡀᰝㄞ࠺⾜ࢆ㝿᭷┈ࡔᛮ࠺つ⛬࣭ᣦ㔪➼ࠊ࡚ࡋᅜෆࡋ࠸࡞ᾏእࡢᏛ༠

➼࣭Ꮫ⾡ㄅࡢసᡂࡿࡍつ⛬࣭ᣦ㔪➼ࢆᣲࡾ࠾࡚ࡆ㸦㘓 A5㸧82ࠊ㸣㸦ྠࡃࡌ 425 ௳㸧

㸦㘓ࡿ࠸࡚ࡋ⟆ᅇࡓࡋ⪄ཧ࡛ࡲࢀࡇࢆࡽࢀࡑᐇ㝿ࠊࡀ A6㸧ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ

Ꮫ⾡ㄅཬࡢࡑࡧฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࡢᥦ౪ࡿࡍつ⛬࣭ᣦ㔪ࡣ㠀ᖖ᭷⏝ᛮ

࣭⛬つࡢᰝㄞࠊ୰࡛ࡢᏛ༠ࡿ࠸࡚ࡋ∧㞟࣭ฟ⦆ࢆࡽࢀࡑࡸᏛ⾡ㄅࡢ᪥ᮏࠊࡀࡿࢀࢃ

ᣦ㔪➼࡛ୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥࡀ☜ㄆ࡛ࡢࡢࡶࡿࡁྜࡉࡣ㧗ࠋ࠸࡞ࡃ

ᐃࡿࢀࡉᑐ⟇㸸◊✲⪅ࡀᒓࡿࡍ㡿ᇦ┦ᛂ࠸ࡋᰝㄞྛࠊࡣࣥࣛࢻ࢞Ꮫ⾡ㄅࡓࡲ

ࡸᏛ⾡ㄅࡢ᪥ᮏࠋࡿ࠶᭷ຠ࡛ࡶ᭱ࡀࡢࡿࡍᥦ౪ࡀᏛ༠㸧ࡸ♫∧ฟ∧ẕయ㸦ฟࡢࡑࡣ

Ꮫ༠ࡢከࡶࡃᰝㄞࡢつ⛬࣭ᣦ㔪ࢆసᡂࡿ࠸࡚ࡋᛮࠊࡀࡿࢀࢃබ㛤ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡋ

Ⓨぢ࠸ࡽ࡙ࡋࡀぢཷࠋࡿࢀࡽࡅᰝㄞ⪅ᣦ㔪ࢆᥦ౪ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡿࡍᢞ✏⪅ࡸᏛ⾡

ㄅࡢㄞ⪅ᑐ࡚ࡋᰝㄞࡢࢫࢭࣟࣉ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࠊࡶࡿࡵᏛ༠ࡢဨ➼ᰝㄞ

㛵ࡿࡍ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡿࡍព࡛ࠊࡶ✚ᴟⓗ࡞බ㛤ࡀᮃࠋࡿࢀࡲ

㸦2㸧ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㛵ࡿࡍᣦ㔪

ࠊᩥ࡚ࡋᣦ㔪ࡿࡍ㛵Ⅽ⾜࡞㐺ษࡿࡅ࠾✲◊ㄢ㢟㸸⛉Ꮫ≦⌧ 㒊⛉Ꮫ⮧Ỵᐃࠕ◊

✲άືࡿࡅ࠾ṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ➼㛵ࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍ 㸦ࠖᖹᡂ 26ᖺ㸦2014ᖺ㸧㸶᭶

26᪥㸧㹙2㹛ࠊࡣ࡛ࣥࣛࢻ࢞ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࠊᨵࠊࢇࡊ┐⏝㸧௨እ

ࡍ㛵ᰝㄞࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀࣉࢵࢩ࣮ࢧ࣮࢜࡞㐺ษࡸ✏㔜ᢞ࡚ࡋṇ⾜Ⅽࡢ

Ꮫ࣭◊✲ᶵࡢሙྜࡓࡌ⏕ࡀṇࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࢀゐࡣ࡚࠸ࡘⅭ⾜࡞㐺ษࡿ

㛵ࡸ◊✲㈝㓄ศᶵ㛵ࡁࡿྲྀࡢᑐᛂࠊࡣ࡚࠸ࡘ≉ᐃṇ⾜Ⅽ㝈ᐃ࡚ࡋグ㍕࠸࡚ࢀࡉ

ᐃṇ≉ࡣ➼Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊሙྜࡓࡌ⏕ࡀⅭ⾜࡞㐺ษ࡚࠸࠾ᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡵࡓࡿ

⾜Ⅽ㛵ࢆࣥࣛࢻ࢞ࡿࡍཧ↷ࡢ⮬⊃ࠊࡘࡘࡋᑐᛂࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ᥎ ୍ࠋࡿࢀࡉ

࡞ࢀචࡣฎศࡢ⪅㛵ಀࡧ᧔ᅇཬࡢㄽᩥࠊሙྜࡓࢀࡉㄆᐃࡀᏛෆㄪᰝ➼࡛ഇᰝㄞࠊ⯡

ࡢࢆᡂᯝࡢࡑࠊሙྜࡓࡗ࡞ࡀ⑅⍗ࡢࡶࡢࡑάື✲◊ࡢࡵࡓࡢᙜヱㄽᩥసᡂࠊࡀ࠸

⪅ඹⴭࡓࡗ࡞ࡋ㛵ഇᰝㄞࠊሙྜ㸧ࡃᇶ࡙㈝✲◊බⓗ≉㸦࠺ᢅࡾྲྀ࠺ࡼ

㸦Ꮫ⏕➼㸧࠺ࡼࡢࢆᩆ῭ࡢ࡞ࡿࡍㅖၥ㢟ᑐࠋ࠸࡞ࡣ࣮ࣝࣝࡿࡍ

ᐃࡿࢀࡉᑐ⟇㸸ࡢࣥࣛࢻ࢞ไᐃࡽ㸷ᖺࡀ⤒㐣ࠊࡇࡿ࠸࡚ࡋㄽᩥࡢᰝㄞࡅ࠾

࢞ࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡏぢࢆࡾࡀᗈࡀṇ⾜Ⅽࡢᐃṇ⾜Ⅽ௨እ≉ࡴྵࢆⅭ⾜࡞㐺ษࡿ

ࠋࡿ࠸᮶࡚ᮇࡁࡍウ᳨࡚࠸ࡘ㏣ຍࡢෆᐜࡣ࠸ࡿ࠶ᨵゞࡢࣥࣛࢻ
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㸦3㸧ᰝㄞ⪅ࡢ◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉

⪅㇟㸦ᅇ⟅ᑐ⪅✲◊ࡢ89㸣ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥࡓࡋ㇟ᑐࢆㄢ㢟㸸ဨ࣭㐃ᦠဨ≦⌧

ᩘ 512௳୰ 455௳㸧ࠕࠊࡀᢞ✏⪅࡚ࡋᰝㄞࡓࡅཷࢆ⤒㦂ࡽ ㄽࠖᩥࡢᰝㄞࡢ᪉ἲࡸ␃ព

Ⅼ࡚࠸ࡘ⩦ᚓࡓࡋᅇ⟅ࡢࡽ࣮ࢱ࣓ࣥࠕࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋᣦᑟ 㸦ࠖྠࡃࡌ 101௳㸧ࠕࠊᢸ

ᙜ⦅㞟⪅☜ㄆ 㸦ࠖྠࡃࡌ 91௳㸧ࠕࠊᏛ⾡ㄅࡀᥦ౪࣭࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡍᩍᮦ ࡃࡌྠࠖ) 85௳)

㸦㘓ࡿ࠸࡚ࡋ㞳ࡁᘬࡃࡁࢆ A7㸧ࡢࡇࠋ⤖ᯝ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣㄽᩥࡢᰝㄞ㛵ࡿࡍ⣔⤫ⓗ

ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍゎࡶࢀ⾲ࡢࡇࡓࡗ࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⫱ಟ࣭ᩍ◊࡞

ㄽᩥࡢᰝㄞ㝈ࠊࡎࡽ⛉Ꮫ◊✲࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡿࡅ࠾⯡ୖࠊࡣ࡚࠸ࡘ㏙ࡼࡓࡋ

ࡽࢀࡑࡀᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࡢࡃከࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᥦ౪ࡀᩍᮦࡸ⌮ᣦ㔪✲◊ࡢࡃከ᪤࠺

࡚ࡍࡣࡇࡿࡍ㊶ᐇࡃࡋṇࠊࡵ῝ࢆゎ⌮࡚࠸ࡘ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠋࡿ࠶ࡘࡘࡋ⏝άࢆ

ከࡓࡲࠊࡎࡂ㐣┠㡯୍ࡢᩍᮦ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࠊࡀࡿ࠶㈐ົ࡛ࡢ⪅✲◊ࡢ

࠸࡞ࡃ㧗ࡶࡋࡎᚲࡣ㢖ᗘࡿ࠸࡚ࢀࡉㅮཷᐇ㝿ࠊࡽ࡞ࡇࡿ࠶ከᛁ࡛ࡀ⪅✲◊ࡢࡃ

ྍ⬟ᛶࠋࡿ࠶ࡀᑗ᮶ࢆ✲◊ࡢᢸ࠺Ꮫ⏕ࠊࡸᰝㄞࢆ⤒㦂࠸࡞࠸࡚ࡋⱝᡭࠊ࡚ࡵྵࢆ⪅✲◊ࡢ

ຠ⋡ࡃࡼ᭷ຠ࡞◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡀࡇ࠺⾜ࢆᚋࡢㄢ㢟࡛ࠋࡿ࠶

Ꮫࠊࡾࡓᙜᚓ⩦ࡢᣦ㔪ࡸ᪉ἲࡢᰝㄞࡢㄽᩥࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥဨ࣭㐃ᦠဨࠊࡓࡲ

⾡ㄅࡀᥦ౪࣭࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡍᩍᮦ㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅ᩘ 512௳୰ 233௳㸧ࠊᏛ༠ࡀᥦ౪ࣉࡿࡍ

ࡃࡌᩍᮦ㸦ྠ࣭࣒ࣛࢢࣟ 202 ௳㸧ᮇᚅࡿࡍኌࡀከࡓࡗ㸦㘓 A8㸧ࠊࡣࢀࡇࠋㄽᩥࡢ

ᰝㄞࠊ࡚࠸࠾◊✲㡿ᇦࡸᏛ⾡ㄅࡢ≉ᛶ㓄៖ࡿࡍᚲせࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡵࡓࡿ࠶ࡀ

ᥦ౪ࡀ㸦Ꮫ⾡ㄅᩘ௳ࡓࢀࡉ⏝ᐇ㝿ࡀᩍᮦ࣭࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡽࢀࡑࠊࡣᮇᚅ್ࡢࡇࠊࡋ

ᩘ⪅㇟ᩍᮦ㸦ᅇ⟅ᑐ࣭࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡍ 512௳୰ 85௳㸧ࠊᏛ༠ࡀᥦ౪࣭࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡍ

ᩍᮦ㸦ྠࡃࡌ 46 ௳㸧㸧ࢆୖࡃࡁᅇࡓ࠸࡚ࡗ㸦㘓 A7㸧࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡇࡢࡇࠋ◊✲⪅

ࡇࡓࡗ࡞࠸࡚ࢀࡉᥦ౪㐺ษࠊࡓ࠸࡚ࡋ㊊ࡀᩍᮦ࣭࣒ࣛࢢࣟࣉ࠺ぢྜᮇᚅࡢ

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿ࠼ᛂᮇᚅᴟⓗ✚ࠊࡋඞ᭹ࢆၥ㢟ࡢࡇࡣᏛ༠ࡸᏛ⾡ㄅࠋࡿࡍ၀♧ࢆ

ᐃࡿࢀࡉᑐ⟇㸸⛉Ꮫ◊✲ࡢᰝㄞ⯡ࠊࡣ࡚࠸ࡘ᪤◊✲⌮ᣦ㔪ࡸᩍᮦࡀከᩘᥦ౪

࡛ࡀࡇࡿࡍᐇࢆ⫱ಟ࣭ᩍ◊࡚ࡋ⏝άࡃࡲ࠺ࢆࡽࢀࡇࡀᏛ࣭◊✲ᶵ㛵ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ

⾜ࢆ⫱ಟ࣭ᩍ◊࡞᭷ຠࡃࡼ⋠ຠࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡶసᡂ࣭ᥦ౪ࡢᩍᮦࡢ⮬⊃ࢇࢁࡕࡶࠋࡿࡁ

࣭ࣆ࡚ࡵึࡀ⪅✲◊ⱝᡭࠊᮇࡿࡍ✏ᢞࡸᮇࡿࡍసᡂࢆㄽᩥ࡚ࡵึࡀ⏕Ꮫࠊࡣ࠺

ࡸᣦ㔪ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶㔜せ࡛ࡶ㓄៖ࡢࢢ࣑ࣥࢱࠊ➼ᮇࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍ࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅࣞ

ᩍᮦࢆཧ↷࣭ཷㅮ࠸ࡓࡋࡿࡁ࡛ࢫࢭࢡࡄࡍ⎔ቃᩚࡢഛࡀࡇ࠺⾜ࢆᙉࡃ᥎ዡࡉ

ᩍᮦ࣭࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡍᥦ౪ࡀᏛ༠ࡸᏛ⾡ㄅࠊࡿࡍ㝈ᐃᰝㄞࡢㄽᩥࠊ᪉୍ࠋࡿࢀ

ࡢ⫱ᰝㄞ⪅◊ಟ࣭ᩍࡢࡅဨྥࠊࡣ࡚࠸࠾Ꮫ༠ࠋࡿ࠶࡛ࡽ᫂ࡀࡇ࠸㧗ࡀᮇᚅࡢ

ሙࢆタࡢ࡞ࡿࡅᑐ⟇ࢆᐇࡀࡇࡿࡍᮃࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋࡲ⦅㞟ࡸ࣮ࢩ࣏ࣜᰝㄞࣛࢻ࢞

ࡢᏛ༠ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡿࡵ㧗ࢆ㏱᫂ᛶࡢ∧㞟࣭ฟ⦆ࡢᏛ⾡ㄅࠊࡣࡇࡿࡍබ㛤ࢆࣥ

ဨ➼◊ಟ࣭ᩍ⫱ࡢᶵࢆᥦ౪ࡿࡍព࡛ࡶ᭷⏝ᛮࠋࡿࢀࢃ

㸳 ࡾࢃ࠾

ㄽᩥࡢᰝㄞࠊࡣ◊✲ᡂᯝࡢጇᙜᛶࡸ㉁ࢆホ౯ࡢࡵࡓࡿࡍ㔜せࡢ⾜⌧ࠊࡾ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉ࡞

ᰝㄞไᗘࡀෆໟࡿࡍㄢ㢟ཬࡧᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ➼ὀពࢆᡶࡢࡑࠊࡘࡘ࠸࡞㐠
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つ⠊ࡢᰝㄞࠋࡿ࠶㈐ົ࡛ࡢ⪅ࡢ࡚ࡍࡿࢃ㛵ฟ∧࣭බ㛤ࡢᰝㄞㄽᩥࠊࡣࡇࡿࡵດ⏝

✲◊Ꮫ࣭ࠊ㓄ศᶵ㛵㈝✲◊ࡸᅜࠊࡣ࡚ࡋ㛵⫱ಟ࣭ᩍ◊ࡢ⪅ᰝㄞࠊࡸᐃ⟇ࡢ᪉㔪ࡿ࡞

ᶵ㛵ࠊᏛ⾡ㄅࡢࡑฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࠊࡀ㐺ษᙺࢆศᢸ࡚ࡋᐇࡇࡿࡍ

ᰝㄞࠊ࡚ࡵྵࢆ㡿ᇦ✲◊ࡿࡍ᭷ࢆᩥ࠸࡞ࢃ⾜ࢆᰝㄞࠊࡣ࡚࠸࠾⏺⾡Ꮫࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀ

ᚲせࡃ࠸࡚ࡅタࢆሙࡢពぢ࡚࠸ࡘ➼ಟ࣭ᩍ⫱యไ◊ࡢࡑࠊࡾᅗࢆሗඹ᭷ࡿࢃ㛵

ࡇࡿ࠶ࡀከᛁࡢ⪅✲◊ࡸㄽᩥⓎ⾲➇த࡞㐣ᗘ࡚ࡋᬒ⫼ࡢⅭ⾜࡞㐺ษࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀ

ࡽ᫂ࡣࡇࡿ࠶㔜せ࡛ࡀウ᳨ࡓࡵྵࢆㅖၥ㢟ࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡿ⮳ゎỴࡢၥ㢟ࡢ┿ࠊࡽ

ࠋࡿ࠶࡛

᭱ᚋࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊᰝㄞไᗘࡢၥ㢟Ⅼࡸᰝㄞ⪅ࡢᯤῬࢆ៧៖ࡸ⪅✲◊ࡿࡍฟ∧♫ࠊࡾࡼ

ᚑ᮶ᆺ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡢไᗘ௨እࡢㄽᩥᑂᰝ᪉ᘧࡀ⪃࣭ᑟධࡽࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉ

ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚㏙࡚࠸ࡘࡳヨࡢ

㏆ᖺ≉ࠊᏑᅾឤࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᰝㄞ๓ࡢㄽᩥ㸦ࢺࣥࣜࣉࣞࣉ㸧ࢆබ㛤ࡿࡍ⤌ࡳ

㸧ࠖࣈ࣮࢝arXiv㸦ࠕࡢ㡿ᇦࡢᏛᩘࡸᏛ⌮≀ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࡿ࠶࡛

㸦1991ᖺ㛤タ㸧ࢆⓎ➃ࠊࡋ⏕≀Ꮫ㡿ᇦࠕࡢbioRxiv 㸦ࠖ2013ᖺ㛤タ㸧ࡽࡉࠊ་Ꮫ㡿ᇦࡢ

medRxivࠕ 㸦ࠖ2019ᖺ㛤タ㸧ᣑࠋࡓࡋ᪥ᮏ࡛ࠊࡣᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ

ேᩥ࣭ࠊࡀ ♫⛉Ꮫࡢ࡚ࡍࡰࡴྵࢆ◊✲ศ㔝ࠕࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆJxiv 㸦2022ࡓࡵጞࢆ⏝㐠ࡢࠖ

ᖺ㛤タ㸧ࢆࢺࣥࣜࣉࣞࣉ࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࠋᢞ✏⯡୍ࡕ┤ࠊࡤࢀࡍබ㛤ࢹࠊࢀࡉ

ࡇࡿࡍ⏝ᘬࠊࡵࡓࡃࡀ㆑ูᏊ(digital object identifier, DOI)ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࢜ࣝࢱࢪ

ࢀࡉ✏ᢞࡀㄽᩥࡓࢀࡉබ㛤࡛࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࡣᏛ⾡ㄅࡢࡃከࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ

ᰝㄞᑂ࡚ࡋ✏ᢞᏛ⾡ㄅࡢ㏻ᖖࠊࡋಟṇࢆ㐺ᐅෆᐜࠊࡵࡓ࠸࡞ࡉ࡞ぢ✏㔜ᢞࢆࡇࡿ

ᰝࠊࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ࡶࡇࡿࡅཷࢆ㎿㏿࡞ᡂᯝࡢබ⾲࠺࠸Ⅼ௨እࠊ༏ྡࡢᰝㄞ⪅

ࡍ㏫㌿ࢆ⾜័ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࠺࠸බ㛤࡚⤒ࢆᰝㄞࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡶຠᯝࡄ㜵ࢆ⏝┐ࡿࡼ

ࡅࢆࢺ࣓ࣥࢥࡽᚋ࡚ࡋᑐㄽᩥࡓࢀࡉᥖ㍕࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࠊࡾ࠶࡛ࡳ⤌ࡿ

Transparent review in preprints㸦TRiP㸧ࠖࠕࡿ ࢥᰝㄞࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᑟධࡀࡳ⤌࠺࠸

࣓ࢥ࡞බṇ࡚ࡋព㆑ࢆࢸࢽ࣑ࣗࢥ⪅✲◊ࡴྵࢆ⪅ⴭࡣ⪅ᰝㄞࠊࡵࡓࡿࢀࡉබ㛤ࡀࢺ࣓ࣥ

2013ᖺࠊࡏぢࢆࡾࡀᗈࡣὶ₻ࡢ࣮ࣗࣅࣞࣥࣉ࣮࢜࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡅᚰࢆࢺࣥ

F1000Researchࠕࡓࢀࡉ㛤ጞ ㄅࠖࡢ࡚ࡍࠊࡣ࡛࣒࣮࢛ࣇࢺࢵࣛࣉࡢᰝㄞ࣭ㄽᩥᨵゞࢧࡢ

Clarivateࠊࡓࡲࠋ[23]ࡿ࠸࡚ࢀࡉබ㛤࡚ࡵྵࢆྡ⪅ᰝㄞࡀࣝࢡ ࣮ࣗࣅࣞࣥࣉ࣮࢜ࡣ♫

࡚ࡋ࣒ࢸࢫࢩࡢࡵࡓࡿࡍᐇࢆ Transparent Peer Reviewࢆࢫࣅ࣮ࢧබ㛤ࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋ

♫㸵࡛ࡲࢀ 123ㄅࡀ᥇⏝ࡿ࠸࡚ࡋ㹙24㹛ࠋ

2018ᖺหࠕࡓࢀࡉLife Science Allianceࠖㄅࠊࡣ⏕⛉Ꮫ⣔ฟ∧♫㸱♫㐃ᦠࡋ

࣓ࣥࢥᰝㄞࡢᥖ㍕ᣄྰࠊࡅࡅཷࢆㄽᩥࡓࢀࡉᏛ⾡ㄅ࡛ᥖ㍕ᣄྰࡢ♫∧ฟࡢࡽࢀࡑࠊ࡚

2019ࠋ㹙25㹛ࡿ࠸࡚ࡋุ᩿ࢆ⌮ཷ࡚ࡗࡼᑐᛂࡢࢺ ᖺⓎ㊊ࡓࡋᅜ㝿ⓗ࡞ㄽᩥᰝㄞࣛࣉ

࣒࣮࢛ࣇࢺࢵ Review Commons࡛ࠊࡣ⏕⛉Ꮫ⣔Ꮫ⾡ㄅ 17ㄅࡀᰝㄞࢆඹ᭷ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡿࡍ

ᵓ⠏ࡿ࠸࡚ࡋ㹙26㹛ࡎࡲࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋㄽᩥࢆ Review Commonsᢞ✏ࠊࡋᰝㄞ࡚ࡅཷࢆㄽᩥ

⪅ᰝㄞࠊ㛫ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ✏ᢞ࡛ࢇ㑅࡛ࡲࡘ㸲ࡽࡕ࠺ࡢ17ㄅࠊ࡛ୖࡓࡋᨵゞࢆ

ࠋ࠸࡞ࡀᚲせ࠺⾜ࢆᨵゞ࡞㥏↓ࡶ⪅✏ᢞࠊࡎࡁ㉳ࡣ㈝ᾉࡢᰝㄞࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣࡇࡿ࠼ቑࡀ
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つ⠊ࡢᰝㄞࠋࡿ࠶㈐ົ࡛ࡢ⪅ࡢ࡚ࡍࡿࢃ㛵ฟ∧࣭බ㛤ࡢᰝㄞㄽᩥࠊࡣࡇࡿࡵດ⏝

✲◊Ꮫ࣭ࠊ㓄ศᶵ㛵㈝✲◊ࡸᅜࠊࡣ࡚ࡋ㛵⫱ಟ࣭ᩍ◊ࡢ⪅ᰝㄞࠊࡸᐃ⟇ࡢ᪉㔪ࡿ࡞

ᶵ㛵ࠊᏛ⾡ㄅࡢࡑฟ∧ẕయ㸦ฟ∧♫ࡸᏛ༠㸧ࠊࡀ㐺ษᙺࢆศᢸ࡚ࡋᐇࡇࡿࡍ

ᰝㄞࠊ࡚ࡵྵࢆ㡿ᇦ✲◊ࡿࡍ᭷ࢆᩥ࠸࡞ࢃ⾜ࢆᰝㄞࠊࡣ࡚࠸࠾⏺⾡Ꮫࠋࡿ࠶ᚲせ࡛ࡀ

ᚲせࡃ࠸࡚ࡅタࢆሙࡢពぢ࡚࠸ࡘ➼ಟ࣭ᩍ⫱యไ◊ࡢࡑࠊࡾᅗࢆሗඹ᭷ࡿࢃ㛵

ࡇࡿ࠶ࡀከᛁࡢ⪅✲◊ࡸㄽᩥⓎ⾲➇த࡞㐣ᗘ࡚ࡋᬒ⫼ࡢⅭ⾜࡞㐺ษࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀ

ࡽ᫂ࡣࡇࡿ࠶㔜せ࡛ࡀウ᳨ࡓࡵྵࢆㅖၥ㢟ࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡿ⮳ゎỴࡢၥ㢟ࡢ┿ࠊࡽ

ࠋࡿ࠶࡛

᭱ᚋࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊᰝㄞไᗘࡢၥ㢟Ⅼࡸᰝㄞ⪅ࡢᯤῬࢆ៧៖ࡸ⪅✲◊ࡿࡍฟ∧♫ࠊࡾࡼ

ᚑ᮶ᆺ࣮ࣗࣅ࣭ࣞࣆࡢไᗘ௨እࡢㄽᩥᑂᰝ᪉ᘧࡀ⪃࣭ᑟධࡽࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉ

ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚㏙࡚࠸ࡘࡳヨࡢ

㏆ᖺ≉ࠊᏑᅾឤࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᰝㄞ๓ࡢㄽᩥ㸦ࢺࣥࣜࣉࣞࣉ㸧ࢆබ㛤ࡿࡍ⤌ࡳ

㸧ࠖࣈ࣮࢝arXiv㸦ࠕࡢ㡿ᇦࡢᏛᩘࡸᏛ⌮≀ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࡿ࠶࡛

㸦1991ᖺ㛤タ㸧ࢆⓎ➃ࠊࡋ⏕≀Ꮫ㡿ᇦࠕࡢbioRxiv 㸦ࠖ2013ᖺ㛤タ㸧ࡽࡉࠊ་Ꮫ㡿ᇦࡢ

medRxivࠕ 㸦ࠖ2019ᖺ㛤タ㸧ᣑࠋࡓࡋ᪥ᮏ࡛ࠊࡣᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ

ேᩥ࣭ࠊࡀ ♫⛉Ꮫࡢ࡚ࡍࡰࡴྵࢆ◊✲ศ㔝ࠕࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆJxiv 㸦2022ࡓࡵጞࢆ⏝㐠ࡢࠖ

ᖺ㛤タ㸧ࢆࢺࣥࣜࣉࣞࣉ࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࠋᢞ✏⯡୍ࡕ┤ࠊࡤࢀࡍබ㛤ࢹࠊࢀࡉ

ࡇࡿࡍ⏝ᘬࠊࡵࡓࡃࡀ㆑ูᏊ(digital object identifier, DOI)ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࢜ࣝࢱࢪ

ࢀࡉ✏ᢞࡀㄽᩥࡓࢀࡉබ㛤࡛࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࡣᏛ⾡ㄅࡢࡃከࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ

ᰝㄞᑂ࡚ࡋ✏ᢞᏛ⾡ㄅࡢ㏻ᖖࠊࡋಟṇࢆ㐺ᐅෆᐜࠊࡵࡓ࠸࡞ࡉ࡞ぢ✏㔜ᢞࢆࡇࡿ

ᰝࠊࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ࡶࡇࡿࡅཷࢆ㎿㏿࡞ᡂᯝࡢබ⾲࠺࠸Ⅼ௨እࠊ༏ྡࡢᰝㄞ⪅

ࡍ㏫㌿ࢆ⾜័ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࠺࠸බ㛤࡚⤒ࢆᰝㄞࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡶຠᯝࡄ㜵ࢆ⏝┐ࡿࡼ

ࡅࢆࢺ࣓ࣥࢥࡽᚋ࡚ࡋᑐㄽᩥࡓࢀࡉᥖ㍕࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࠊࡾ࠶࡛ࡳ⤌ࡿ

Transparent review in preprints㸦TRiP㸧ࠖࠕࡿ ࢥᰝㄞࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᑟධࡀࡳ⤌࠺࠸

࣓ࢥ࡞බṇ࡚ࡋព㆑ࢆࢸࢽ࣑ࣗࢥ⪅✲◊ࡴྵࢆ⪅ⴭࡣ⪅ᰝㄞࠊࡵࡓࡿࢀࡉබ㛤ࡀࢺ࣓ࣥ

2013ᖺࠊࡏぢࢆࡾࡀᗈࡣὶ₻ࡢ࣮ࣗࣅࣞࣥࣉ࣮࢜࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡅᚰࢆࢺࣥ

F1000Researchࠕࡓࢀࡉ㛤ጞ ㄅࠖࡢ࡚ࡍࠊࡣ࡛࣒࣮࢛ࣇࢺࢵࣛࣉࡢᰝㄞ࣭ㄽᩥᨵゞࢧࡢ

Clarivateࠊࡓࡲࠋ[23]ࡿ࠸࡚ࢀࡉබ㛤࡚ࡵྵࢆྡ⪅ᰝㄞࡀࣝࢡ ࣮ࣗࣅࣞࣥࣉ࣮࢜ࡣ♫

࡚ࡋ࣒ࢸࢫࢩࡢࡵࡓࡿࡍᐇࢆ Transparent Peer Reviewࢆࢫࣅ࣮ࢧබ㛤ࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋ

♫㸵࡛ࡲࢀ 123ㄅࡀ᥇⏝ࡿ࠸࡚ࡋ㹙24㹛ࠋ

2018ᖺหࠕࡓࢀࡉLife Science Allianceࠖㄅࠊࡣ⏕⛉Ꮫ⣔ฟ∧♫㸱♫㐃ᦠࡋ
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2019ࠋ㹙25㹛ࡿ࠸࡚ࡋุ᩿ࢆ⌮ཷ࡚ࡗࡼᑐᛂࡢࢺ ᖺⓎ㊊ࡓࡋᅜ㝿ⓗ࡞ㄽᩥᰝㄞࣛࣉ

࣒࣮࢛ࣇࢺࢵ Review Commons࡛ࠊࡣ⏕⛉Ꮫ⣔Ꮫ⾡ㄅ 17ㄅࡀᰝㄞࢆඹ᭷ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡿࡍ

ᵓ⠏ࡿ࠸࡚ࡋ㹙26㹛ࡎࡲࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋㄽᩥࢆ Review Commonsᢞ✏ࠊࡋᰝㄞ࡚ࡅཷࢆㄽᩥ

⪅ᰝㄞࠊ㛫ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ✏ᢞ࡛ࢇ㑅࡛ࡲࡘ㸲ࡽࡕ࠺ࡢ17ㄅࠊ࡛ୖࡓࡋᨵゞࢆ

ࠋ࠸࡞ࡀᚲせ࠺⾜ࢆᨵゞ࡞㥏↓ࡶ⪅✏ᢞࠊࡎࡁ㉳ࡣ㈝ᾉࡢᰝㄞࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣࡇࡿ࠼ቑࡀ
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ヨ࡞ඛ㐍ⓗࡽࡉࡽ2023ᖺࠊࡣeLife࡛ࠖࠕ⛉Ꮫ⣔Ꮫ⾡ㄅ⏕ࡓࢀࡉห2011ᖺࠋࡿ

࢚ࢢ࣮ࣥࣗࣅࣞࡢ㸯㹼㸰ྡ࣮ࢱࢹ࢚ࢽࢩࢆㄽᩥࡓࢀࡉ✏ணഛᢞࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆࡳ

ㄽࡓࢀࡉỴᐃࡀᥖ㍕ࠋ㹙27㹛ࡿࡍỴᐃࡿࡍୗ༷ࡿࡍᥖ㍕㸰᪥௨ෆ࡚ࡋᰝㄞࡀ࣮ࢱࢹ

ࡀබ㛤ࡢ࣮ࣂ࣮ࢧࢺࣥࣜࣉࣞࣉࡣ㝿ࡢ✏ṇᘧᢞࠊࡀࡿࢀࡉᣍᚅᢞ✏࣭ᰝㄞ࡞ṇᘧࡣᩥ

ᚲ㡲࡛ࠋࡿ࠶㸰㹼㸱ྡࡢᰝㄞ⪅࡚ࢀࡉྜ⤫ࡘ୍ࡣࢺ࣓ࣥࢥࡢබ㛤ࠊࢀࡉᢞ✏⪅ࢥࡢࡣ

ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵỴࡿࡍ∧⤊᭱ࢆ∧ᨵゞࡢࡓࡲࠊࡋุ᩿ࡽ⮬ࡿࡍᑐᛂࢺ࣓ࣥ

௨ୖࡽ⤌ྲྀࡢศࠊࡾ࠾ࡿ⌧ᅾࡣㄽᩥࡢᰝㄞไᗘࡢື⃭ࡢ௦࡛ࠋࡿ࠶ᰝㄞࡅ࠾

ࢸࢫࢩࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆᰝㄞ࠸㧗ࡢ㏱᫂ᛶࠊ㏿㎿ࠊࡃࡼ⋠ຠࠊࡘࡘࡂ㜵ࢆṇ⾜Ⅽࡿ

࠸ࠊࡣ࡚࠸࠾࣒࣮࢛ࣇࢺࢵࣛࣉᰝㄞࡸᏛ⾡ㄅࡢ⯆᪂ࡢグୖࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᶍ⣴ࡀ࣒

࡞ࡳࡢ⪅ᰝㄞࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉබ㛤࡛ୖࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡀࣥࣛࢻ࢞ᰝㄞ࡞᫂☜࡛ᑀࡶࢀࡎ

ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡼࡿࡁ㜀ぴ࡛ࡶㄡ࡛ࡎࡽ

᪥ᮏྛࠊࡶ࡚࠸࠾Ꮫ⾡ㄅࡢࡑࡸ⦅㞟࣭ฟ∧ẕయ࡛ࡿ࠶ฟ∧♫ࡸᏛ༠ࡇࠊࡣ࡚࠸࠾

᪉ࡾᅾࡢᅜෆᏛ⾡ㄅࡢᑗ᮶ࠊࡎࢃၥࢆⱥᩥ࣭ᩥࠊࡋㄆ㆑༑ศࢆὶ₻࡞ᅜ㝿ⓗ࡞࠺ࡼࡢ

◊ࡸᅜࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡍࡇ㉳ࢆື⾜ࠊࡋウ᳨࡚ࡅྥᵓ⠏ࡢ࣒ࢸࢫࢩᰝㄞ࠸ࡼࡾࡼ

✲㈝㓄ศᶵ㛵ࠊࡣ㧗࠸㏱᫂ᛶ࡚ࡗࡶࢆୡ⏺ᶆ‽ࡢ◊✲ᡂᯝሗࢆⓎಙࡿࡍඃࢆ⤌ྲྀࡓࢀຊ

ᙉࡃᚋᢲࠋࡿ࠶࡛ࡁࡍࡋ
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議䛔䛯䛰䛝䜎す䜘䛖䛚㢪䛔䛧䜎す䚹ᑂ議ෆᐜ䛿䚸ᚋの◊✲බṇの᥎㐍に関䛧て

のཧ⪃にする䛸䛸䜒に䚸◊✲ᶵ関䛷のྲྀ⤌に㈨する䜘䛖࿘▱䛔䛯䛧䜎す䚹

グ

㸯㸬ᰝㄞࡢព⩏࣭㔜せᛶ

㸰㸬ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ࡢつ⠊ࡿ࡞ᑐᛂᣦ㔪㸦ᢞ✏⪅ࠊᰝㄞ⪅ࠊ⦅㞟⪅࡞㸧

㸱㸬ᰝㄞࢆᐇࡿࡍ㝿ᐃࡿࢀࡉ㐺ษ࡞⾜Ⅽ

19

࠙ᮏ௳ၥྜࡏඛࠚ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇ᒁ

◊✲⎔ቃㄢ◊✲බṇ᥎㐍ᐊ

㟁ヰ㸸03-5253-4111㸦ෆ⥺ 4028㸧
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㸺㘓 A㸼

᪥ᮏᏛ⾡㆟ဨࠊ㐃ᦠဨࢆᑐ㇟ࢺ࣮ࢣࣥࡓࡋᅇ⟅㞟ィ㸦ᢤ⢋㸧

1. ㄪᰝࡢᴫせ

調査名称 査読制度に関するアンケート調査

調査実施時期 2023 年５月２日～同 23 日

調査実施主体 日本学術会議科学者委員会学術体制分科会

論文査読の意義及び課題に関する検討小委員会

調査対象 すべての日本学術会議会員及び連携会員

調査方法 オンライン

有効回答数 531 件

 21㡯┠ࢺ࣮ࢣࣥࡢㄪᰝࠊࡕ࠺ࡢᮏᩥゝཬࡿ࠶ࡢᅇ⟅ࡢ㞟ィ࡚࠸ࡘ௨ୗ

ࠋࡓࡵࡲࡾ࠾ࡢ

ᮏࢺ࣮ࢣࣥㄪᰝ࡛ࠊࡣᅇ⟅⪅ࡀ᪥ᮏᏛ⾡㆟ဨ࣭㐃ᦠဨ࡛ࢆࡇࡿ࠶☜ㄆ

ࢺ࣮ࢣࣥᮏࠋࡓࡵồࢆグ㍕ࡢࢫࣞࢻ࣮࣓ࣝࠊᡤᒓࠊẶྡࡢ⪅⟆ᅇࠊࡵࡓࡿࡍ

⟆ᅇࡢ ࡓࡗ࡞ࡀグ㍕ࡢ➼Ặྡࠊࡕ࠺ࡢ௳532 ࡢ௳531ࠊࡋ⟆ຠᅇ↓ࢆ௳1

⤖ᯝ࡚࠸ࡘ㞟ィࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ⾜ࢆタၥࡾࡼᅇ⟅ᑐ㇟⪅ࡒࢀࡑࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡀ

ࠋࡓࡋグ㍕ࢆᩘ⪅㇟ᅇ⟅ᑐࡢタၥࡢࢀ

ࠋࡓࡋබ㛤ෆࢺࢧࣈ࢙࢘᪥ᮏᏛ⾡㆟ࡣయࡵࡲࡢ⟆ᅇࢺ࣮ࢣࣥࠊ࠾࡞

URL㸸https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-k353-kaito.pdf
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㸺㘓 A㸼

᪥ᮏᏛ⾡㆟ဨࠊ㐃ᦠဨࢆᑐ㇟ࢺ࣮ࢣࣥࡓࡋᅇ⟅㞟ィ㸦ᢤ⢋㸧

1. ㄪᰝࡢᴫせ

調査名称 査読制度に関するアンケート調査

調査実施時期 2023 年５月２日～同 23 日

調査実施主体 日本学術会議科学者委員会学術体制分科会

論文査読の意義及び課題に関する検討小委員会

調査対象 すべての日本学術会議会員及び連携会員

調査方法 オンライン

有効回答数 531 件

 21㡯┠ࢺ࣮ࢣࣥࡢㄪᰝࠊࡕ࠺ࡢᮏᩥゝཬࡿ࠶ࡢᅇ⟅ࡢ㞟ィ࡚࠸ࡘ௨ୗ

ࠋࡓࡵࡲࡾ࠾ࡢ

ᮏࢺ࣮ࢣࣥㄪᰝ࡛ࠊࡣᅇ⟅⪅ࡀ᪥ᮏᏛ⾡㆟ဨ࣭㐃ᦠဨ࡛ࢆࡇࡿ࠶☜ㄆ

ࢺ࣮ࢣࣥᮏࠋࡓࡵồࢆグ㍕ࡢࢫࣞࢻ࣮࣓ࣝࠊᡤᒓࠊẶྡࡢ⪅⟆ᅇࠊࡵࡓࡿࡍ

⟆ᅇࡢ ࡓࡗ࡞ࡀグ㍕ࡢ➼Ặྡࠊࡕ࠺ࡢ௳532 ࡢ௳531ࠊࡋ⟆ຠᅇ↓ࢆ௳1

⤖ᯝ࡚࠸ࡘ㞟ィࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ⾜ࢆタၥࡾࡼᅇ⟅ᑐ㇟⪅ࡒࢀࡑࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡀ

ࠋࡓࡋグ㍕ࢆᩘ⪅㇟ᅇ⟅ᑐࡢタၥࡢࢀ

ࠋࡓࡋබ㛤ෆࢺࢧࣈ࢙࢘᪥ᮏᏛ⾡㆟ࡣయࡵࡲࡢ⟆ᅇࢺ࣮ࢣࣥࠊ࠾࡞

URL㸸https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-k353-kaito.pdf

21

2. 㞟ィࡵࡲ

A1.㸦ၥ 11㸧 ᰝㄞ⪅ࡢ᥎⸀ไᗘࡶ᭱࠼⪄ࡢࡓ࡞࠶ࠊ࡚࠸ࡘ㏆ࢆࡢࡶ࠸㑅࡛ࢇ

㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸516ྡ㸧ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

A2.㸦ၥ 18㸧ࡣࡓ࡞࠶⦅㞟ጤဨ࣭⦅㞟⪅࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋᰝㄞ㛵㐃ࡼࡢ࡚ࡋ

㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸452ྡ㸧ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇࡓࡋ㦂⤒ࢆၥ㢟࡞࠺
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（
無
回
答
）
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A3.㸦ၥ 5㸧ࡢࡓ࡞࠶◊✲ศ㔝࡛ࠊ⌧ᅾࠊᰝㄞࡢ᪉ἲ୍࡚ࡋ⯡ⓗ࡛ࢀࡣࡢࡶ࡞

㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸516ྡ㸧ࠋࡍ

A4.㸦ၥ 6㸧ࡢࡓ࡞࠶◊✲ศ㔝࡛ࠊࡣᰝㄞࡢ᪉ἲࡢ࡚ࡋ᪉ἲࡀᮃ࠸ࡋࡲᛮ࠸

ࡉࡔࡃ࡛ࢇ㑅ࢆࡢࡶࡌྠ๓ၥࠊࡣሙྜࡿ࠼⪄࠸ࡋࡲᮃࡀ᪉ἲࡢᅾ⌧ࠋࡍࡲ

㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸516ྡ㸧ࠋ࠸
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そ
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無
回
答
）
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そ
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他
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㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸516ྡ㸧ࠋ࠸
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無
回
答
）
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そ
の
他
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A5.㸦ၥ 14㸧ᰝㄞ࠺⾜ࢆ㝿ࠊ᭷┈ࡔᛮ࠺つ⛬࣭ᣦ㔪➼ࡼࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ

㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㑅ᢥ࡚ࡵྵࡶࡢࡶ࠺ᛮࡔ┈᭷ࡤࢀ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺

㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸512ྡ㸧

ͤᅇ⟅୰ 1㸦ᅜෆᏛ༠㸧࣭2㸦ᾏእᏛ༠㸧ࡢࡶࡴྵࢆࡽࡕࡢ㸸434௳

A6.㸦ၥ 13㸧ᰝㄞ࠺⾜ࢆ㝿࡛ࡲࢀࡇࠊཧ⪃ࡓࡋつ⛬࣭ᣦ㔪➼ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ

㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸512ྡ㸧

ͤᅇ⟅୰ 1㸦ᅜෆᏛ༠㸧࣭2㸦ᾏእᏛ༠㸧ࡢࡶࡴྵࢆࡽࡕࡢ㸸425௳
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）
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無
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）
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自
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述
）
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A7.㸦ၥ 15㸧ᰝㄞࡢ᪉ἲࡸẼࡁࡿࡅࡘࢆⅬ➼ࡋ࠺ࡼࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸ࡘ

࡚⩦ᚓࠋࡓࡋࡲࡋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸512ྡ㸧

A8.㸦ၥ 16㸧ᰝㄞࡢ᪉ἲࡸẼࡁࡿࡅࡘࢆⅬ࡞⩦ᚓࠊ࡛ୖࡿࡍ᭷┈ࡔᛮ࠺

᪉ἲࢆᅇ⟅ࡤࢀ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ᭷┈ࡔᛮ࡚ࡵྵࡶࡢࡶ࠺㑅

ᢥࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸512ྡ㸧
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A7.㸦ၥ 15㸧ᰝㄞࡢ᪉ἲࡸẼࡁࡿࡅࡘࢆⅬ➼ࡋ࠺ࡼࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸ࡘ

࡚⩦ᚓࠋࡓࡋࡲࡋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧㸦ᅇ⟅ᑐ㇟⪅㸸512ྡ㸧

A8.㸦ၥ 16㸧ᰝㄞࡢ᪉ἲࡸẼࡁࡿࡅࡘࢆⅬ࡞⩦ᚓࠊ࡛ୖࡿࡍ᭷┈ࡔᛮ࠺
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4．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラ

イン 
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機
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に
お
け
る
公
的
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究
費
の
管
理
・監
査
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
実
施
基
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）
骨
子

（
１
）
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争
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究
費
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運
営
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理
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関
わ
る
責
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体
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の
明
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追
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規
程
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る
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又
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部
署
の
設
置
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部
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と内

部
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部
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連
携
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２
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発
生
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要
因
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把
握
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計
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の
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定
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実
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追
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携
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６
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７
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対
応
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の
在
り
方

第
８
節
文
部
科
学
省
、
配
分
機
関
に
よ
る
競
争
的
研
究
費
等
に
お
け
る
不
正
へ
の
対
応

研究機関におけるබ的研究費の⟶理࣭┘ᰝの

イࣥ（実施ᇶ‽）ࣛࢻイ࢞

ᖹ ᡂ １ 㸷 年 㸰 ᭶ １ 㸳 日

（௧㸱年㸰᭶１日ᨵ正）

ᩥ 㒊 ⛉ Ꮫ  ⮧ 決 定

161



研究機関におけるබ的研究費の⟶理࣭┘ᰝの࢞イࣛࢻイࣥ（実施ᇶ‽）の

ᨵ正について

平成１９年の「研究機関におけるබ的研究費の⟶理࣭┘査のࣥࣛࢻ࢞（ᐇ

基準）」⟇定及び平成２㸴年のᨵ正以㝆、බ的研究費の不正⏝㜵Ṇに関する

ྲྀ⤌につきࡲしては、対象となるྛ研究機関において、ᮏࣥࣛࢻ࢞にἢった

ྲྀ⤌が行われてきたとこࢁであり、ከࡃの研究機関において研究費不正㜵Ṇのᅵ

ྎがᵓ⠏されているとこࢁです。

しかしながら୍方では、ྲྀ⤌のຠᯝがⓎされࡎ、ṧᛕながら不正をⓎ⏕させ

てしࡲう研究機関もありࡲす。研究費不正によって研究機関のಙ⏝が大きࡃയつ

いてしࡲうこと、ඃ⚽な研究者をኻってしࡲうことは、ᅜにとっても大きなᦆኻ

であり、わがᅜの科学ᢏ⾡࣭学⾡のⓎᒎのためには研究費不正を᰿⤯することが

ႚ⥭のㄢ題となっていࡲす。

研究費不正᰿⤯のためには、ྛ研究機関においててのᵓ成ဨのព㆑を㧗め、

不正を㉳こさない、㉳こさせない⤌⧊㢼ᅵをసりୖࡆることがᴟめて重要です。

ࡤ࠼、研究者が研究費の正しいい方について┦ㄯしやすいᨭయ制をᩚഛす

ることや、研究者の理ゎとព㆑ྥୖをᅗるためのきめ⣽かいࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ

⫱を研究者にᒆࡃようᕤኵしてᐇすることなどにより、研究費不正をᮍ↛に㜵

。すࡲ࠼⪄ることが᭷ຠと࠼ቃをᩚ⎔ࡄ

研究費不正を㜵Ṇすることがྛ研究機関の⤌⧊や研究者をᏲることにつながる

ものであることをㄆ㆑し、機関の㛗の࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲのୗ、それࡒれの研究機関

の⤌⧊㢼ᅵに合った、ពᕤኵあるయ的な不正㜵Ṇ⟇を⤌⧊యとして講じて

いたࡔきたいと⪃࠼ておりࡲす。このような⎔ቃづࡃりを┠的として、┘のᙺ

割の᫂☜、不正㜵Ṇの⤌⧊㢼ᅵᙧ成に資するၨⓎάືのᐇ、ᑓ㛛的▱㆑を᭷

する者のά⏝による内部┘査の㉁のྥୖなどを┒り㎸んࣥࣛࢻ࢞ࡔのᨵ正を

行うこととしࡲした。

ᅇのࣥࣛࢻ࢞ᨵ正に┒り㎸ࡲれたྛ㡯は、᪤にከࡃの機関でᐇされ

成ᯝをᣲࡆているྲྀ⤌を᫂☜したものとなっていࡲす。ྛ研究機関におかれࡲ

しては、ᅇのᨵ正を機に、⮬らの機関におけるྲྀ⤌を再Ⅼ᳨し、研究費不正の

᰿⤯にྥけたຠ⋡的かつᐇຠᛶのある不正㜵Ṇ対⟇をᐇ⌧してࡔࡃさい。

௧  㸱 年 ２ 月 １ 日

文部科学大⮧ ⴗ⏕⏣ ග୍
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研究機関におけるබ的研究費の⟶理࣭┘ᰝの࢞イࣛࢻイࣥ（実施ᇶ‽）の

ᨵ正について

平成１９年の「研究機関におけるබ的研究費の⟶理࣭┘査のࣥࣛࢻ࢞（ᐇ

基準）」⟇定及び平成２㸴年のᨵ正以㝆、බ的研究費の不正⏝㜵Ṇに関する

ྲྀ⤌につきࡲしては、対象となるྛ研究機関において、ᮏࣥࣛࢻ࢞にἢった

ྲྀ⤌が行われてきたとこࢁであり、ከࡃの研究機関において研究費不正㜵Ṇのᅵ

ྎがᵓ⠏されているとこࢁです。

しかしながら୍方では、ྲྀ⤌のຠᯝがⓎされࡎ、ṧᛕながら不正をⓎ⏕させ

てしࡲう研究機関もありࡲす。研究費不正によって研究機関のಙ⏝が大きࡃയつ

いてしࡲうこと、ඃ⚽な研究者をኻってしࡲうことは、ᅜにとっても大きなᦆኻ

であり、わがᅜの科学ᢏ⾡࣭学⾡のⓎᒎのためには研究費不正を᰿⤯することが

ႚ⥭のㄢ題となっていࡲす。

研究費不正᰿⤯のためには、ྛ研究機関においててのᵓ成ဨのព㆑を㧗め、

不正を㉳こさない、㉳こさせない⤌⧊㢼ᅵをసりୖࡆることがᴟめて重要です。

ࡤ࠼、研究者が研究費の正しいい方について┦ㄯしやすいᨭయ制をᩚഛす

ることや、研究者の理ゎとព㆑ྥୖをᅗるためのきめ⣽かいࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ

⫱を研究者にᒆࡃようᕤኵしてᐇすることなどにより、研究費不正をᮍ↛に㜵

。すࡲ࠼⪄ることが᭷ຠと࠼ቃをᩚ⎔ࡄ

研究費不正を㜵Ṇすることがྛ研究機関の⤌⧊や研究者をᏲることにつながる

ものであることをㄆ㆑し、機関の㛗の࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲのୗ、それࡒれの研究機関

の⤌⧊㢼ᅵに合った、ពᕤኵあるయ的な不正㜵Ṇ⟇を⤌⧊యとして講じて

いたࡔきたいと⪃࠼ておりࡲす。このような⎔ቃづࡃりを┠的として、┘のᙺ

割の᫂☜、不正㜵Ṇの⤌⧊㢼ᅵᙧ成に資するၨⓎάືのᐇ、ᑓ㛛的▱㆑を᭷

する者のά⏝による内部┘査の㉁のྥୖなどを┒り㎸んࣥࣛࢻ࢞ࡔのᨵ正を

行うこととしࡲした。

ᅇのࣥࣛࢻ࢞ᨵ正に┒り㎸ࡲれたྛ㡯は、᪤にከࡃの機関でᐇされ

成ᯝをᣲࡆているྲྀ⤌を᫂☜したものとなっていࡲす。ྛ研究機関におかれࡲ

しては、ᅇのᨵ正を機に、⮬らの機関におけるྲྀ⤌を再Ⅼ᳨し、研究費不正の

᰿⤯にྥけたຠ⋡的かつᐇຠᛶのある不正㜵Ṇ対⟇をᐇ⌧してࡔࡃさい。

௧  㸱 年 ２ 月 １ 日

文部科学大⮧ ⴗ⏕⏣ ග୍

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）目次

はじめに ······························································ １

第１節 機関内の責任体系の明確化 ····································· ４

１ 競争的研究費等の運営・管理に関わる責任体系の明確化 ··········· ４

２ 監事に求められる役割の明確化 ································· ７

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 ······················· ８

１ コンプライアンス教育・啓発活動の実施（関係者の意識の向上と浸透）

······················· ８

２ ルールの明確化・統一化 ·····································１１

３ 職務権限の明確化············································１２

４ 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

·····················１３

第３節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 ·······１６

１ 不正防止計画の推進を担当する者又は部署の設置 ···············１６

２ 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定及び実施 ·····１７

第４節 研究費の適正な運営・管理活動 ·······························１９

第５節 情報発信・共有化の推進 ·····································２３

第６節 モニタリングの在り方 ·······································２４

第７節 文部科学省による研究機関に対するモニタリング等及び文部科学省、

配分機関による体制整備の不備がある機関に対する措置の在り方 ·２７

１ 基本的な考え方··············································２７

２ 具体的な進め方··············································２９

第８節 文部科学省、配分機関による競争的研究費等における不正への対応

·····················３１

参考資料１ 大学における責任体系図の例 ·····························３３

参考資料２ コンプライアンス教育と啓発活動 ·························３４

参考資料３ 報告書に盛り込むべき事項 ·······························３６

参考資料４ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン

「機関に実施を要請する事項」一覧 ·······················３９
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研究機関におけるබ的研究費の⟶理࣭┘ᰝの࢞イࣛࢻイࣥ（実施ᇶ‽）

ᖹᡂ１㸷年㸰᭶１㸳日

ᩥ 㒊 ⛉ Ꮫ  ⮧ 決 定�

ᖹᡂ㸰㸴年 㸰 ᭶１㸶日ᨵ正

௧ 㸱 年 㸰 ᭶ １ 日ᨵ正

はじࡵに

（ᮏ࢞イࣛࢻイࣥの┠的とᨵ正の⫼ᬒ）

ᮏࣥࣛࢻ࢞は、平成１９年２月に、文部科学省ཪは文部科学省がᡤ⟶する

⊂立行ᨻ法ேから配分される競争的資金を୰ᚰとしたබເᆺの研究資金につい

て、配分ඛの機関がそれらを適正に⟶理するために必要な㡯を♧すことを┠的

として⟇定されたものである。

定後、平成２㸴年２月に「බ的研究費の適正な⟶理に関する᭷⟇ࣥࣛࢻ࢞

㆑者会議」における議ㄽを㋃࠼ࡲて᪂たな内容を加࠼るᨵ正を行い、ྛ機関にお

いてࣥࣛࢻ࢞に基づࡃ⟶理࣭┘査య制のᩚഛが㐍んࡔことにより、ྲྀᘬᴗ者

等をした不正は㢧ⴭに減ᑡした。

しかしながら、ㅰ金࣭⤥や᪑費等に係る不正はቑ加ഴྥにあるなど、研

究費不正は౫↛としてᵝ々なᙧでⓎ⏕している。そのな要ᅉとしては、不正㜵

Ṇの PDCA ࣭Plan（ィ⏬）>ࣝࢡࢧ Do（ᐇ࣭ᐇ行）࣭ Check（Ⅼ᳨࣭ホ౯）࣭ Action

（ᨵၿ）>のᙧ㧁
けいがい

、⤌⧊యへの不正㜵Ṇព㆑の不ᚭᗏ、内部≌
けん

制の⬤ᙅᛶ等が

ᣲࡆられる。

ᅇのᨵ正は、౫↛として研究費不正がⓎ⏕している要ᅉを㋃ࢼࣂ࢞①、࠼ࡲ

のᙉの㸱㡯┠をᰕとして不正㜵࣒ࢸࢫࢩのᙉ、②ព㆑ᨵ㠉、③不正㜵Ṇࢫࣥ

Ṇ対⟇をᙉするとともに、これࡲでのྛ機関のྲྀ⤌≧ἣも⪃៖しつつ、よりᐇ

ຠ的なྲྀ⤌をಁすためにᚑ๓のࣥࣛࢻ࢞のグ㏙のさらなるලయ࣭᫂☜を

ᅗるものである。

ྛ機関では、そのᛶ格やつᶍを㋃࠼ࡲ、ពᕤኵあるయ制ᩚഛを㐍めてきた⌧

≧のྲྀ⤌について、ᮏࣥࣛࢻ࢞のᨵ正Ⅼをྲྀり㎸ࡳ、PDCA をᚭᗏすࣝࢡࢧ

るとྠに、報Ⓨಙもྵめた㏱᫂ᛶの☜ಖ࣭ྥୖ、及び競争的研究費等の㐠Ⴀ

࣭⟶理に関わるてのᵓ成ဨの不正㜵Ṇにྥけたព㆑のྥୖとᾐ㏱をᅗることによ

り、よりᐇຠᛶあるྲྀ⤌が୍ᒙ᥎㐍されることをᙉࡃᮇᚅする。

文部科学省では、後もྛ機関のྲྀ⤌≧ἣやᮏࣥࣛࢻ࢞の㐠⏝を㏻じて、

機関のᐇែに༶した、⌧ᐇ的かつᐇຠᛶのあるࣥࣛࢻ࢞になるようぢ直しを

行っていࡃこととする。
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研究機関におけるබ的研究費の⟶理࣭┘ᰝの࢞イࣛࢻイࣥ（実施ᇶ‽）

ᖹᡂ１㸷年㸰᭶１㸳日

ᩥ 㒊 ⛉ Ꮫ  ⮧ 決 定�

ᖹᡂ㸰㸴年 㸰 ᭶１㸶日ᨵ正

௧ 㸱 年 㸰 ᭶ １ 日ᨵ正

はじࡵに

（ᮏ࢞イࣛࢻイࣥの┠的とᨵ正の⫼ᬒ）

ᮏࣥࣛࢻ࢞は、平成１９年２月に、文部科学省ཪは文部科学省がᡤ⟶する

⊂立行ᨻ法ேから配分される競争的資金を୰ᚰとしたබເᆺの研究資金につい

て、配分ඛの機関がそれらを適正に⟶理するために必要な㡯を♧すことを┠的

として⟇定されたものである。

定後、平成２㸴年２月に「බ的研究費の適正な⟶理に関する᭷⟇ࣥࣛࢻ࢞

㆑者会議」における議ㄽを㋃࠼ࡲて᪂たな内容を加࠼るᨵ正を行い、ྛ機関にお

いてࣥࣛࢻ࢞に基づࡃ⟶理࣭┘査య制のᩚഛが㐍んࡔことにより、ྲྀᘬᴗ者

等をした不正は㢧ⴭに減ᑡした。

しかしながら、ㅰ金࣭⤥や᪑費等に係る不正はቑ加ഴྥにあるなど、研

究費不正は౫↛としてᵝ々なᙧでⓎ⏕している。そのな要ᅉとしては、不正㜵

Ṇの PDCA ࣭Plan（ィ⏬）>ࣝࢡࢧ Do（ᐇ࣭ᐇ行）࣭ Check（Ⅼ᳨࣭ホ౯）࣭ Action

（ᨵၿ）>のᙧ㧁
けいがい

、⤌⧊యへの不正㜵Ṇព㆑の不ᚭᗏ、内部≌
けん

制の⬤ᙅᛶ等が

ᣲࡆられる。

ᅇのᨵ正は、౫↛として研究費不正がⓎ⏕している要ᅉを㋃ࢼࣂ࢞①、࠼ࡲ

のᙉの㸱㡯┠をᰕとして不正㜵࣒ࢸࢫࢩのᙉ、②ព㆑ᨵ㠉、③不正㜵Ṇࢫࣥ

Ṇ対⟇をᙉするとともに、これࡲでのྛ機関のྲྀ⤌≧ἣも⪃៖しつつ、よりᐇ

ຠ的なྲྀ⤌をಁすためにᚑ๓のࣥࣛࢻ࢞のグ㏙のさらなるලయ࣭᫂☜を

ᅗるものである。

ྛ機関では、そのᛶ格やつᶍを㋃࠼ࡲ、ពᕤኵあるయ制ᩚഛを㐍めてきた⌧

≧のྲྀ⤌について、ᮏࣥࣛࢻ࢞のᨵ正Ⅼをྲྀり㎸ࡳ、PDCA をᚭᗏすࣝࢡࢧ

るとྠに、報Ⓨಙもྵめた㏱᫂ᛶの☜ಖ࣭ྥୖ、及び競争的研究費等の㐠Ⴀ

࣭⟶理に関わるてのᵓ成ဨの不正㜵Ṇにྥけたព㆑のྥୖとᾐ㏱をᅗることによ

り、よりᐇຠᛶあるྲྀ⤌が୍ᒙ᥎㐍されることをᙉࡃᮇᚅする。

文部科学省では、後もྛ機関のྲྀ⤌≧ἣやᮏࣥࣛࢻ࢞の㐠⏝を㏻じて、

機関のᐇែに༶した、⌧ᐇ的かつᐇຠᛶのあるࣥࣛࢻ࢞になるようぢ直しを

行っていࡃこととする。

1

（㐺⏝）

第１節から第㸴節ࡲでについては、機関において、௧㸱年度୰に、㡰ḟ、ྛ

節に係るྲྀ⤌を行うこととし、第７節、第㸶節については、平成２㸴年度当ึண

⟬以㝆（⥅続もྵࡴ。）における競争的研究費等を対象とし、文部科学省、配分

機関において、୧節に係る措置等を行うこととする。

（⏝ㄒの定⩏）

ᮏࣥࣛࢻ࢞において⏝いる⏝ㄒの定⩏について♧す。

(１)競争的研究費等

文部科学省ཪは文部科学省がᡤ⟶する⊂立行ᨻ法ேから配分される競争的

資金を୰ᚰとしたබເᆺ資金。

(㸰)機関

ୖグ(１)の競争的研究費等の配分をཷけるての機関（大学、㧗等ᑓ㛛学

ᰯ、大学ඹྠ⏝機関、⊂立行ᨻ法ே、ᅜ及びᆅ方බඹᅋయのヨ㦂研究機関、

ᴗ、බ┈♫ᅋ法ே、බ┈㈈ᅋ法ே、୍⯡♫ᅋ法ே、୍⯡㈈ᅋ法ே、≉Ẹ

法法ே等）。

(㸱)配分機関

ୖグ(２)の機関に対して、ୖグ(１)の競争的研究費等を配分する機関（文

部科学省ͤ 1、文部科学省がᡤ⟶する⊂立行ᨻ法ே）。

(㸲)┘事

大学等における┘ཪはᴗにおける┘査ᙺ等、ୖグ(２)の機関のᴗົを

┘査する者。┘ཪは┘査ᙺを置かない機関においては、┘査に┦当する⫋

ົをᯝたしている者。

(㸳)ᵓᡂဨ

ୖグ(２)の機関にᡤᒓする㠀ᖖをྵࡴ、研究者、ົ⫋ဨ、ᢏ⾡⫋ဨ及

びその他関連する者。

(㸴)不正

ᨾពⱝしࡃは重大な㐣ኻによる競争的研究費等の他の⏝㏵への⏝ཪは競

争的研究費等の交付の決定の内容やこれに付した᮲௳に㐪した⏝。

か、研究άືにおけた、研究άືに関係する不正については、ୖグのࡲ

る不正行Ⅽ（ࡡつ㐀、ᨵࡊん、┐⏝等)もᣲࡆられるが、これらについては、

「研究άືにおける不正行Ⅽへの対ᛂ等に関するࣥࣛࢻ࢞」ͤ 2において、

それࡒれの機関がᩚഛすき㡯等が♧されている。య制ᩚഛ等においては、

ඹ㏻的㡯もྵࡲれているが、それࡒれのࣥࣛࢻ࢞を㋃࠼ࡲ、対⟇を講

じることが必要である。

ͤ1 配分機関における文部科学省は、ྛ競争的研究費等をᡤ⟶するㄢᐊを♧す。
ͤ2 「研究άືにおける不正行Ⅽへの対ᛂ等に関するࣥࣛࢻ࢞」（平成２㸴年㸶月２㸴

日文部科学大⮧決定）https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm
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(㸵)ࣛࣉࣥࢥイアࣥࢫᩍ⫱

不正を๓に㜵Ṇするために、機関が競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わ

るてのᵓ成ဨに対し、⮬㌟がྲྀりᢅう競争的研究費等の⏝࣮ࣝࣝやそれ

にకう責任、⮬らのどのような行Ⅽが不正に当たるのかなどを理ゎさせるこ

とを┠的としてᐇするᩍ⫱ͤ 3（ලయ的な内容については、第２節１の「ᐇ

ୖの␃ព㡯」②を参↷）。

(㸶)ၨ発άື

不正を㉳こさせない⤌⧊㢼ᅵをᙧ成するために、機関がᵓ成ဨయに対し、

不正㜵Ṇにྥけたព㆑のྥୖとᾐ㏱をᅗることを┠的としてᐇするㅖάື

⯡（ලయ的な内容については、第２節１の「ᐇୖの␃ព㡯」⑤及び⑥

を参↷）。

(㸷)⟶理᮲௳

文部科学省が、調査の⤖ᯝ、機関のయ制ᩚഛ等の≧ἣについて不ഛをㄆめ

る場合、当該機関に対し、ᨵၿ㡯及びそのᒚ行ᮇ限を♧した競争的研究費

等の交付⥅続の᮲௳。

（ᮏ࢞イࣛࢻイࣥのᵓᡂと留意Ⅼ)

第１節から第㸴節においては、それࡒれの機関がᐇすき㡯を࣐࣮ࢸ別に

グ㍕し、第７節においては、それらの㡯のᐇ≧ἣホ౯を㋃࠼ࡲ、文部科学省

及び配分機関が講じるき措置等をグ㍕し、第㸶節においては、文部科学省及び

配分機関が、不正があった機関に対して講じるき措置等をグ㍕している。

ྛ節に♧す「機関にᐇを要請する㡯」及び「ᐇୖの␃ព㡯」にᥖࡆる

内容は、機関のᛶ格やつᶍ、ࢺࢫࢥやࣜࢫ࣮ࢯ等を⪃៖してᐇຠᛶのある対⟇と

してᐇされることが必要である。

のᩚഛの୍⎔等とし࣒ࢸࢫࢩ内部⤫制ࡃた、ᴗ等において、会♫法に基づࡲ

てつ⛬等が᪤にタけられ、対⟇がᐇされている場合や、大学等において、ࣥࢥ

関連のつ⛬等により、これらをໟᣓするయ制等がᩚഛされている場ࢫࣥࣛࣉ

合は、ᮏࣥࣛࢻ࢞における対⟇をそれらに᫂☜に置付けたୖでこれを準⏝

することをྍ⬟とする。

なお、文ᮎが「ᮃࡲしい」という⾲⌧になっている㡯は、より対⟇をᙉす

るほⅬから♧しているものであり、それࡒれの機関のࣜࢡࢫや࣮ࢯࣜ、ࢺࢫࢥ

。られる࠼⪄ᐇすることが、࠼ࡲなどを㋃ࢫ

ͤ3 「研究における不正行Ⅽ࣭研究費の不正⏝に関するࢫ࣮࢛ࣇࢡࢫࢱ」୰間ྲྀりࡲとめ

（平成２㸳年９月２㸴日）においては、研究άືに関係する不正をໟᣓし、๓に㜵Ṇす

るためのྲྀ⤌として、「理ᩍ⫱」という⏝ㄒを⏝いているが、ᮏࣥࣛࢻ࢞では、不

正⏝㜵ṆのほⅬから、「ࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ⫱」と定⩏した。
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(㸵)ࣛࣉࣥࢥイアࣥࢫᩍ⫱

不正を๓に㜵Ṇするために、機関が競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わ

るてのᵓ成ဨに対し、⮬㌟がྲྀりᢅう競争的研究費等の⏝࣮ࣝࣝやそれ

にకう責任、⮬らのどのような行Ⅽが不正に当たるのかなどを理ゎさせるこ

とを┠的としてᐇするᩍ⫱ͤ 3（ලయ的な内容については、第２節１の「ᐇ

ୖの␃ព㡯」②を参↷）。

(㸶)ၨ発άື

不正を㉳こさせない⤌⧊㢼ᅵをᙧ成するために、機関がᵓ成ဨయに対し、

不正㜵Ṇにྥけたព㆑のྥୖとᾐ㏱をᅗることを┠的としてᐇするㅖάື

⯡（ලయ的な内容については、第２節１の「ᐇୖの␃ព㡯」⑤及び⑥

を参↷）。

(㸷)⟶理᮲௳

文部科学省が、調査の⤖ᯝ、機関のయ制ᩚഛ等の≧ἣについて不ഛをㄆめ

る場合、当該機関に対し、ᨵၿ㡯及びそのᒚ行ᮇ限を♧した競争的研究費

等の交付⥅続の᮲௳。

（ᮏ࢞イࣛࢻイࣥのᵓᡂと留意Ⅼ)

第１節から第㸴節においては、それࡒれの機関がᐇすき㡯を࣐࣮ࢸ別に

グ㍕し、第７節においては、それらの㡯のᐇ≧ἣホ౯を㋃࠼ࡲ、文部科学省

及び配分機関が講じるき措置等をグ㍕し、第㸶節においては、文部科学省及び

配分機関が、不正があった機関に対して講じるき措置等をグ㍕している。

ྛ節に♧す「機関にᐇを要請する㡯」及び「ᐇୖの␃ព㡯」にᥖࡆる

内容は、機関のᛶ格やつᶍ、ࢺࢫࢥやࣜࢫ࣮ࢯ等を⪃៖してᐇຠᛶのある対⟇と

してᐇされることが必要である。

のᩚഛの୍⎔等とし࣒ࢸࢫࢩ内部⤫制ࡃた、ᴗ等において、会♫法に基づࡲ

てつ⛬等が᪤にタけられ、対⟇がᐇされている場合や、大学等において、ࣥࢥ

関連のつ⛬等により、これらをໟᣓするయ制等がᩚഛされている場ࢫࣥࣛࣉ

合は、ᮏࣥࣛࢻ࢞における対⟇をそれらに᫂☜に置付けたୖでこれを準⏝

することをྍ⬟とする。

なお、文ᮎが「ᮃࡲしい」という⾲⌧になっている㡯は、より対⟇をᙉす

るほⅬから♧しているものであり、それࡒれの機関のࣜࢡࢫや࣮ࢯࣜ、ࢺࢫࢥ

。られる࠼⪄ᐇすることが、࠼ࡲなどを㋃ࢫ

ͤ3 「研究における不正行Ⅽ࣭研究費の不正⏝に関するࢫ࣮࢛ࣇࢡࢫࢱ」୰間ྲྀりࡲとめ

（平成２㸳年９月２㸴日）においては、研究άືに関係する不正をໟᣓし、๓に㜵Ṇす

るためのྲྀ⤌として、「理ᩍ⫱」という⏝ㄒを⏝いているが、ᮏࣥࣛࢻ࢞では、不

正⏝㜵ṆのほⅬから、「ࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ⫱」と定⩏した。

3

➨１⠇ 機関ෆの責任య⣔の᫂☜

研究費不正の᰿⤯をᐇ⌧するためには、最㧗⟶理責任者のᙉ力な࣮ࣜࢵࢩ࣮ࢲ

ことが求められ、最㧗⟶理責任者が不正㜵Ṇにྥけࡴ⤌のୗ、機関యでྲྀりࣉ

たྲྀ⤌をಁすなど、ᵓ成ဨのព㆑のྥୖとᾐ㏱をᅗる必要がある。

る立場た、┘は、機関のᴗົ㐠Ⴀ等を┘査し、機関の㛗に直接ពぢを㏙ࡲ

にあることから、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理についても重要な┘査対象として

☜ㄆすることが求められる。

機関が、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理を適正に行うためには、機関内の㐠Ⴀ࣭

⟶理に関わる責任者が不正㜵Ṇ対⟇に関して機関内外に責任をᣢち、✚ᴟ的に᥎

㐍していࡃとともに、そのᙺ割、責任のᡤᅾ࣭⠊ᅖとᶒ限を᫂☜し、責任య⣔

を機関内外に࿘▱࣭බ⾲することが必要である。

１ 競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わる責任య⣔の᫂☜

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 機関యを⤫ᣓし、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理について最終責任を

㈇う者としてࠕ最㧗⟶理責任者ࠖを定ࡑ、ࡵの⫋ྡをබ㛤する。最㧗⟶

理責任者は、ཎ๎として、機関の㛗が当たるものとする。

<ᙺ割>

ア 最㧗⟶理責任者は、不正㜵止対⟇のᇶᮏ᪉㔪を⟇定࣭࿘▱すると

ともに、ࢀࡑらを実施するたࡵにᚲせな措置をㅮじる。ࡲた、⤫ᣓ

⟶理責任者ཬࣛࣉࣥࢥࡧイアࣥࢫ᥎㐍責任者が責任をᣢって競争的

研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理が行࠼るよう、㐺ษに࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲを発

する。

イ 不正㜵止対⟇のᇶᮏ᪉㔪ࡸලయ的な不正㜵止対⟇の⟇定に当たっ

ては、㔜せ事項をᑂ㆟するᙺဨ࣭理事等（以ୗࠕᙺဨ等ࠖと

いう。）においてᑂ㆟をᑟするとともに、ࡑの実施≧ἣࡸຠ果等

についてᙺဨ等と㆟ㄽを῝ࡵる。

࢘ 最㧗⟶理責任者が自ら㒊ᒁ等に㊊を㐠࡛ࢇ不正㜵止にྥけたྲྀ⤌

をಁすな、ᵝࠎなၨ発άືを定期的に行い、ᵓᡂဨの意㆑のྥ上

とᾐ㏱をᅗる。

(㸰) 最㧗⟶理責任者を⿵బし、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理について機関

యを⤫ᣓする実㉁的な責任とᶒ限をᣢつ者としてࠕ⤫ᣓ⟶理責任者ࠖ

を定ࡑ、ࡵの⫋ྡをබ㛤する。

<ᙺ割>

⤫ᣓ⟶理責任者は、不正㜵止対⟇の⤌⧊ᶓ᩿的なయไを⤫ᣓする責任

者࡛あり、ᇶᮏ᪉㔪にᇶ࡙ࡁ、機関యのලయ的な対⟇を⟇定࣭実施し、

実施≧ἣを☜ㄆするとともに、実施≧ἣを最㧗⟶理責任者に報告する。
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(㸱) 機関ෆのྛ㒊ᒁ等（ࡤ࠼、ᏛのᏛ㒊、㝃ᒓの研究ᡤ等、一定の⊂

❧した事ົ機⬟をഛ࠼た⤌⧊）における競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に

ついて実㉁的な責任とᶒ限をᣢつ者としてࣛࣉࣥࢥࠕイアࣥࢫ᥎㐍責任

者ࠖを定ࡑ、ࡵの⫋ྡをබ㛤する。

<ᙺ割>

、᥎㐍責任者は、⤫ᣓ⟶理責任者の指示のୗࢫイアࣥࣛࣉࣥࢥ

ア 自ᕫの⟶理┘╩又は指ᑟする㒊ᒁ等における対⟇を実施し、実施

≧ἣを☜ㄆするとともに、実施≧ἣを⤫ᣓ⟶理責任者に報告する。

イ 不正㜵止をᅗるたࡵ、㒊ᒁ等ෆの競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に

関わるてのᵓᡂဨに対し、ࣛࣉࣥࢥイアࣥࢫᩍ⫱を実施し、ཷㅮ

≧ἣを⟶理┘╩する。

࢘ 自ᕫの⟶理┘╩又は指ᑟする㒊ᒁ等において、定期的にၨ発άື

を実施する。

࢚ 自ᕫの⟶理┘╩又は指ᑟする㒊ᒁ等において、ᵓᡂဨが、㐺ษに

競争的研究費等の⟶理࣭執行を行っているか等をࣔࢢࣥࣜࢱࢽし、

ᚲせに応じてᨵၿを指ᑟする。

（実施上の留意事項）

① 機関の⤌⧊つᶍ࣭部局等のᵓ成ဨのᩘ等を㋃࠼ࡲ、ᙺ割のᐇຠᛶを☜ಖす

るほⅬから、ྛ機関において適当とุ᩿する場合は、ࣛࣉࣥࢥ、ࡤ࠼

࣋ࣞ⧊⤌᥎㐍責任者については、大学の学科、ᑓᨷ、研究ᡤの部㛛等のࢫࣥ

ࣝで」ᩘの責任者を任し、日ᖖ的に┠がᒆき、ᐇຠ的な⟶理┘╩を行い

ᚓるయ制をᵓ⠏するなど、部局༢で責任の⠊ᅖを༊分することができる。

その場合は責任の⠊ᅖが᭕
あ い ࡲ い

にならないよう、より᫂☜につ定することが必

要である。

の競争的研究費等の⟶理࣭執行に関しては、ົ部㛛に࢚た、ୖグ(㸱)ࡲ

も責任者を任するなど、ࢫࣥࣛࣉࣥࢥ᥎㐍責任者へ⟶理࣭執行の

報が╔ᐇにఏ㐩されるయ制をᵓ⠏することも必要である。

② 機関が、ࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ⫱や必要なᨵၿ指ᑟなどをᐇしていないと、

機関の⟶理責任を問われるとともに、᭦に、不正を行った者の責任を㏣及で

きないことになりかࡡない。このため、機関内の⟶理責任の᫂☜のほⅬか

ら、ྛ責任者のᙺ割（責ົ）等を定めた内部つ⛬等をᩚഛし、それらの⟶理

┘╩の責任が༑分ᯝたされࡎ、⤖ᯝ的に不正をᣍいた場合にはฎ分の対象と

なることも内部つ⛬等において᫂☜に置付け、内部に࿘▱ᚭᗏすることも

必要である。

③ 最㧗⟶理責任者は、研究費不正᰿⤯へのᙉい決ពをᥖࡆ、不正㜵Ṇ対⟇を

ᐇຠᛶのあるものとするために定ᮇ的にྛ責任者から報告をཷける場をタけ

るとともに、ᙉ力な࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲのୗ、必要にᛂじて基ᮏ方針のぢ直し、

必要なண⟬やேဨ配置などの措置を行う。
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(㸱) 機関ෆのྛ㒊ᒁ等（ࡤ࠼、ᏛのᏛ㒊、㝃ᒓの研究ᡤ等、一定の⊂

❧した事ົ機⬟をഛ࠼た⤌⧊）における競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に

ついて実㉁的な責任とᶒ限をᣢつ者としてࣛࣉࣥࢥࠕイアࣥࢫ᥎㐍責任

者ࠖを定ࡑ、ࡵの⫋ྡをබ㛤する。

<ᙺ割>

、᥎㐍責任者は、⤫ᣓ⟶理責任者の指示のୗࢫイアࣥࣛࣉࣥࢥ

ア 自ᕫの⟶理┘╩又は指ᑟする㒊ᒁ等における対⟇を実施し、実施

≧ἣを☜ㄆするとともに、実施≧ἣを⤫ᣓ⟶理責任者に報告する。

イ 不正㜵止をᅗるたࡵ、㒊ᒁ等ෆの競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に

関わるてのᵓᡂဨに対し、ࣛࣉࣥࢥイアࣥࢫᩍ⫱を実施し、ཷㅮ

≧ἣを⟶理┘╩する。

࢘ 自ᕫの⟶理┘╩又は指ᑟする㒊ᒁ等において、定期的にၨ発άື

を実施する。

࢚ 自ᕫの⟶理┘╩又は指ᑟする㒊ᒁ等において、ᵓᡂဨが、㐺ษに

競争的研究費等の⟶理࣭執行を行っているか等をࣔࢢࣥࣜࢱࢽし、

ᚲせに応じてᨵၿを指ᑟする。

（実施上の留意事項）

① 機関の⤌⧊つᶍ࣭部局等のᵓ成ဨのᩘ等を㋃࠼ࡲ、ᙺ割のᐇຠᛶを☜ಖす

るほⅬから、ྛ機関において適当とุ᩿する場合は、ࣛࣉࣥࢥ、ࡤ࠼

࣋ࣞ⧊⤌᥎㐍責任者については、大学の学科、ᑓᨷ、研究ᡤの部㛛等のࢫࣥ

ࣝで」ᩘの責任者を任し、日ᖖ的に┠がᒆき、ᐇຠ的な⟶理┘╩を行い

ᚓるయ制をᵓ⠏するなど、部局༢で責任の⠊ᅖを༊分することができる。

その場合は責任の⠊ᅖが᭕
あ い ࡲ い

にならないよう、より᫂☜につ定することが必

要である。

の競争的研究費等の⟶理࣭執行に関しては、ົ部㛛に࢚た、ୖグ(㸱)ࡲ

も責任者を任するなど、ࢫࣥࣛࣉࣥࢥ᥎㐍責任者へ⟶理࣭執行の

報が╔ᐇにఏ㐩されるయ制をᵓ⠏することも必要である。

② 機関が、ࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ⫱や必要なᨵၿ指ᑟなどをᐇしていないと、

機関の⟶理責任を問われるとともに、᭦に、不正を行った者の責任を㏣及で

きないことになりかࡡない。このため、機関内の⟶理責任の᫂☜のほⅬか

ら、ྛ責任者のᙺ割（責ົ）等を定めた内部つ⛬等をᩚഛし、それらの⟶理

┘╩の責任が༑分ᯝたされࡎ、⤖ᯝ的に不正をᣍいた場合にはฎ分の対象と

なることも内部つ⛬等において᫂☜に置付け、内部に࿘▱ᚭᗏすることも

必要である。

③ 最㧗⟶理責任者は、研究費不正᰿⤯へのᙉい決ពをᥖࡆ、不正㜵Ṇ対⟇を

ᐇຠᛶのあるものとするために定ᮇ的にྛ責任者から報告をཷける場をタけ

るとともに、ᙉ力な࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲのୗ、必要にᛂじて基ᮏ方針のぢ直し、

必要なண⟬やேဨ配置などの措置を行う。

5

基ᮏ方針のぢ直しに当たっては、研究άືそのもののຠ⋡のపୗをᣍかࡎ、

ᵓ成ဨの㈇ᢸの㍍減、機関の⟶理ࢺࢫࢥのప減といったከ㠃的などⅬから、

༢にཝ格するのではなࡃ、機関として不正を㉳こさせないような⤌⧊㢼ᅵ

がᙧ成されるよう、ᐇែを㋃࠼ࡲ、ᰂ㌾に基ᮏ方針をぢ直し、そのᐇຠᛶを

☜ಖすることが重要である。このため、間接経費等をຠᯝ的にά⏝し、研究

ᨭయ制と⟶理య制のつのഃ㠃から必要なண⟬やேဨ配置などの措置を行

い、競争的研究費等がよりຠᯝ的かつຠ⋡的にά⏝される⎔ቃを㔊成するこ

とも求められる。

④ ⤫ᣓ⟶理責任者が行うき対⟇として、不正㜵Ṇィ⏬の⟇定ࡔけでなࡃ、

ᩍ⫱やၨⓎάື等を㏻じてᵓ成ဨのព㆑のྥୖとᾐ㏱をಁࢫࣥࣛࣉࣥࢥ

し、⤌⧊యで不正を㜵Ṇする㢼ᅵをᙧ成するための⥲合的なྲྀ⤌が重要で

ある。

そのため、⤫ᣓ⟶理責任者には、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるᵓ

成ဨを対象としたࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ⫱やၨⓎάື等のලయ的なィ⏬を⟇定

࣭ᐇすることが求められる。ࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ⫱やၨⓎάືのᐇィ⏬

については、対象、間࣭ᅇᩘ、ᐇᮇ、内容等をලయ的に♧すものとす

る。

⑤ 第７節及び第㸶節にᥖࡆる間接経費措置額の削減等の措置をཷけた場合、

最㧗⟶理責任者は、再Ⓨ㜵ṆのほⅬから、機関内においても、不正がⓎ⏕し

た部局等に対する措置を講じるとともに、不正に関していない部局等やᵓ

成ဨの研究άືの㐙行にᙳ㡪を及ࡰさないよう、必要な措置を講じなけれࡤ

ならない。ࡲた、大学等のᩍ⫱機関にあっては、ేせて、学⏕のᩍ⫱研究ά

ື࣭⎔ቃにᙳ㡪を及ࡰさないよう、最大限のດ力をᡶわなけれࡤならない。
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㸰 ┘事にồࡵらࢀるᙺ割の᫂☜

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) ┘事は、不正㜵止に関するෆ㒊⤫ไのᩚഛ࣭㐠⏝≧ἣについて機関

యのほⅬから☜ㄆし、意ぢを㏙る。

(㸰) ┘事は、≉に、⤫ᣓ⟶理責任者又はࣛࣉࣥࢥイアࣥࢫ᥎㐍責任者が実

施するࣔࡸࢢࣥࣜࢱࢽෆ㒊┘ᰝによって᫂らかになった不正発⏕せᅉが

不正㜵止ィ⏬にᫎさࢀているか、ࡲた、不正㜵止ィ⏬が㐺ษに実施さ

。るているかを☜ㄆし、意ぢを㏙ࢀ

（実施上の留意事項）

① ┘がୖグ(１)及び(２)に♧すᙺ割を༑分にᯝたせるよう、内部┘査部㛛、

不正㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫及びその他の関連部⨫は、┘と連ᦠし、適ษな報

提౪等を行う。

② ┘は、ୖグ(１)及び(２)で☜ㄆした⤖ᯝについて、ᙺဨ会等において定

ᮇ的に報告し、ពぢを㏙る。
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① ┘がୖグ(１)及び(２)に♧すᙺ割を༑分にᯝたせるよう、内部┘査部㛛、

不正㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫及びその他の関連部⨫は、┘と連ᦠし、適ษな報
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➨㸰⠇ 㐺正な㐠Ⴀ࣭⟶理のᇶ┙となる⎔ቃのᩚഛ

最㧗⟶理責任者は、不正が行われるྍ⬟ᛶがᖖにあるという๓提のୗで、不正

をㄏⓎする要ᅉを㝖ཤし、༑分なᢚṆ機⬟をഛ࠼た⎔ቃ࣭య制のᵓ⠏をᅗらなࡃ

てはならない。

１ ᩍ⫱࣭ၨ発άືの実施（関ಀ者の意㆑のྥ上とᾐ㏱）ࢫイアࣥࣛࣉࣥࢥ

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) ⏬᥎㐍責任者は、⤫ᣓ⟶理責任者が⟇定する実施ィࢫイアࣥࣛࣉࣥࢥ

にᇶ࡙ࡁ、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるてのᵓᡂဨを対㇟と

したࣛࣉࣥࢥイアࣥࢫᩍ⫱を実施する。

(㸰) ᶒ限࣭責任にࡸᩍ⫱のෆᐜは、ྛᵓᡂဨの⫋ົෆᐜࢫイアࣥࣛࣉࣥࢥ

応じたຠ果的࡛実ຠᛶのあるものを設定し、定期的にぢ┤しを行う。

(㸱) 実施に㝿しては、あらかじࡵ一定の期間を定ࡵて定期的にཷㅮさࡏる

とともに、対㇟者のཷㅮ≧ἣཬࡧ理ゎ度についてᢕᥱする。

(㸲) こࢀらのෆᐜを㑂Ᏺする⩏ົがあることを理ゎさࡏ、意㆑のᾐ㏱をᅗ

るたࡵに、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるてのᵓᡂဨに対し、

ཷㅮの機等にㄋ⣙書等の提出をồࡵる。

(㸳) ⏬᥎㐍責任者は、⤫ᣓ⟶理責任者が⟇定する実施ィࢫイアࣥࣛࣉࣥࢥ

にᇶ࡙ࡁ、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるてのᵓᡂဨに対して、

不正᰿⤯にྥけた⥅⥆的なၨ発ά、ࡎらࡲᩍ⫱にとࢫイアࣥࣛࣉࣥࢥ

ືを実施する。

(㸴) 競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるてのᵓᡂဨに対する行ືつ⠊

を⟇定する。

（実施上の留意事項）

① ᩍ⫱とၨⓎάືは、┦に⿵するᙧでᐇすることがࢫࣥࣛࣉࣥࢥ

必要である。

ᩍ⫱は、不正㜵Ṇ対⟇の理ゎのಁ㐍を┠的として、競争ࢫࣥࣛࣉࣥࢥ

的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるてのᵓ成ဨを対象としたㄝ᫂会や

e-learning 等のᙧᘧによりᐇし、ཷ講≧ἣ及び理ゎ度をᢕᥱすることが求

められる。

ၨⓎάືは、ࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ⫱の内容を㋃࠼ࡲてព㆑のྥୖとᾐ㏱を

ᅗることを┠的とし、機関のᵓ成ဨయに対して、不正㜵Ṇにྥけたព㆑付
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けをᗈࡃ㢖⦾に⧞り㏉し行うことが求められる（ୗグ⑤及び⑥を参↷）。

② ᩍ⫱では、不正㜵Ṇ対⟇の理ゎやព㆑を㧗める内容としࢫࣥࣛࣉࣥࢥ

て、ලయ的なを┒り㎸ࡳ、機関へのᙳ㡪、㐠⏝࣮࣭ࣝࣝ手続࣭告Ⓨ等の

制度などの㑂Ᏺすき㡯、不正がⓎぬした場合の機関のᠬᡄฎ分࣭⮬らの

ᘚൾ責任、配分機関における申請等資格の制限、研究費の㏉㑏等の措置、機

関における不正対⟇等についてㄝ᫂する。

た、ຠᯝを㧗めるため、これらについてලయ的なを基にᠬᡄฎ分等ࡲ

の内容や機関の不正対⟇としてࣔࢢࣥࣜࢱࢽ等を行っていることをㄝ᫂する

ことや、⮬らの㐣ཤの不正について機関に⮬ᕫ申告した場合には、ᠬᡄฎ分

等において≧が⪃៖されることがあることなどもㄝ᫂することが⪃࠼られる。

ᩍ⫱の内容は、責任者、研究者、ົ⫋ဨなどの⫋ᇦやࢫࣥࣛࣉࣥࢥ

ᖖ、㠀ᖖの㞠⏝ᙧែ等のᶒ限や責任࣭⫋ົにᛂじて適ษにᐇすること

及びその内容を定ᮇ的にぢ直し、᭦᪂した内容を࿘▱ᚭᗏすることもᮃࡲれ

る。

ົ⫋ဨに対しては、බ的資金の適正な執行を☜ಖできるようᑓ㛛的⬟力

（ᴗົに関する▱㆑࣭⬟力）をྥୖさせるとともに、研究άືの≉ᛶを༑分

理ゎしつつ、研究者が研究を㐙行するために適ษかつຠ⋡的なົをᢸう立

場にあるとのព㆑をᾐ㏱させることが重要である。

③ これらのᩍ⫱をᐇしていない機関は、⟶理責任を問われることや、不正

を行った者の責任を㏣及できないことにもなりかࡡない。

このため、ྲཱྀ 講機会の☜ಖを┠的として」ᩘᅇのㄝ᫂会を㛤ദすることや、

による㛤ദ、機関内のࣥࣛࣥ࢜ e-learning を㝶ά⏝することにより、ᐇ

ຠᛶのあるྲྀ⤌とすることが重要である。

④ 競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるてのᵓ成ဨから、ㄋ⣙書等を求め

ていないと、ཷ講内容等を㑂Ᏺする⩏ົがあることのព㆑付けや不正を行っ

た者に対するᠬᡄฎ分等がཝ正に行࠼ないことにもなりかࡡない。

このため、内部つ⛬等により、ㄋ⣙書等の提出、内容等について᫂☜し、

ཷ講の機会等(᪂つ᥇⏝者、㌿ධ者等についてはその㒔度)に提出を求め、㑂

Ᏺ㡯等のព㆑付けをᅗることが必要である。

た、ᐇຠᛶを☜ಖするため、ㄋ⣙書等の提出を競争的研究費等の申請のࡲ

要௳とすることや提出がない場合は競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるこ

とができないこととするなど、ేせて内部つ⛬等により᫂♧することも必要で

ある。

ㄋ⣙書等は、原則としてᮏேの⮬⨫によることとし、┒り㎸ࡴき㡯を

以ୗに♧す。当該ㄋ⣙書等が☜ᐇにᒚ行ྍ⬟なものとなるよう、ᵓ成ဨと協

議するなどしてࢫࢧࣥࢭࣥࢥをᙧ成したୖでᐇすることがᮃࡲしい。
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とができないこととするなど、ేせて内部つ⛬等により᫂♧することも必要で

ある。

ㄋ⣙書等は、原則としてᮏேの⮬⨫によることとし、┒り㎸ࡴき㡯を

以ୗに♧す。当該ㄋ⣙書等が☜ᐇにᒚ行ྍ⬟なものとなるよう、ᵓ成ဨと協

議するなどしてࢫࢧࣥࢭࣥࢥをᙧ成したୖでᐇすることがᮃࡲしい。
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<ㄋ⣙書等に┒り㎸ࡴき㡯>

࣭機関のつ則等を㑂Ᏺすること

࣭不正を行わないこと

࣭つ則等に㐪して、不正を行った場合は、機関や配分機関のฎ分及び法

的な責任を㈇ᢸすること

⑤ ၨⓎάືは、ᙺဨから⌧場の研究者やົᢸ当者に⮳るࡲで、ᵓ成ဨのព

㆑のྥୖとᾐ㏱をᅗり、不正を㉳こさせない⤌⧊㢼ᅵをᙧ成することを┠的

として、ᐇィ⏬に基づいてᐇするものであり、ࢫࣥࣛࣉࣥࢥᩍ⫱と

ే⏝࣭⿵することにより、⤌⧊యでのྲྀ⤌について、そのᐇຠᛶを㧗め

るものである。

ၨⓎάືの内容は、不正㜵Ṇィ⏬や内部┘査の⤖ᯝ、ᐇ㝿にⓎ⏕した不正

（他機関のもྵࡴ）及び不正Ⓨ⏕要ᅉ等に関する᳨ウとㄆ㆑のඹ᭷

をྍ⬟とするものでなけれࡤならない。そのୖで、最㧗⟶理責任者がᵓ成ဨ

のព㆑ྥୖをಁ㐍させるྲྀ⤌をᐇするなど、不正を㉳こさせない⤌⧊㢼ᅵ

のᙧ成をᅗることが重要であり、㝶ᰂ㌾にぢ直しながらᐇする必要があ

る。

⑥ ၨⓎάືは、不正を㉳こさせない⤌⧊㢼ᅵのᙧ成のために、てのᵓ成ဨ

に対して⥅続的にᐇすることが重要である。

部局㛗等会議、ᩍᤵ会等の᪤Ꮡの会議をά⏝するか、࣓࣮ࣜࣥࢺࢫࣜࢢ

のά⏝や࣮ࢱࢫ࣏ᥖ♧等により、てのᵓ成ဨを対象として⤌⧊の㝮々ࡲで

ఏわるようᐇするとともに、ᑡなࡃともᅄ༙ᮇに１ᅇ⛬度、機関ཪはྛ部

局等のᐇに合わせ定ᮇ的にᐇしていࡃことが求められる。

た、競争的研究費等によりㅰ金、᪑費等のᨭ⤥をཷける学⏕等に対してࡲ

もᐇすることがᮃࡲしい。

⑦ 行ືつ⠊の内容は、不正㜵Ṇ対⟇の基ᮏ方針における⪃࠼方をᫎさせた

ものとする。ᵓ成ဨのព㆑のྥୖとᾐ㏱のため、ಶ々の象への対ᛂではな

機関のᵓ成ဨとしてのྲྀ⤌の指針を᫂グし、ୖグのᩍ⫱の୰で࿘▱ᚭᗏ、ࡃ

するものとする。

ո 機関は、これらのᩍ⫱は、不正を๓に㜵Ṇするためのྲྀ⤌の୍つである

ことを༑分ㄆ㆑したୖで、第４節や第㸴節にᥖࡆる日ᖖ的なྲྀ⤌やࣔࣜࢱࢽ

。ことが求められるࡃ等のάືと」合的にᐇしていࢢࣥ
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㸰 ࣮ࣝࣝの᫂☜࣭⤫一

（機関に実施をせㄳする事項）

競争的研究費等にಀる事ົฎ理ᡭ⥆に関する࣮ࣝࣝについて、以ୗのほⅬ

からぢ┤しを行い、᫂☜かつ⤫一的な㐠⏝をᅗる。

(１) 競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるてのᵓᡂဨにとって分かりࡸ

すいように࣮ࣝࣝを᫂☜に定ࡵ、࣮ࣝࣝと㐠⏝の実ែが
䛛 䛔

㞳していない

か、㐺ษなࢡࢵ࢙ࢳయไが保ᣢ࡛ࡁるか等のほⅬからⅬ᳨し、ᚲせに応じ

てぢ┤しを行う。

(㸰) 機関として࣮ࣝࣝの⤫一をᅗる。ただし、研究分㔝の≉ᛶの㐪い等、

合理的な理由がある場合には、機関యとして᳨ウの上、」数の㢮ᆺを

設けることもྍ⬟とする。ࡲた、࣮ࣝࣝのゎ㔘についても㒊ᒁ等間࡛⤫一

的㐠⏝をᅗる。

(㸱) ࣮ࣝࣝのయീをయ⣔し、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わる

てのᵓᡂဨに分かりࡸすいᙧ࡛࿘▱する。

(㸲) 競争的研究費等によりㅰ㔠、᪑費等のᨭ⤥をཷけるᏛ⏕等に対しても

࣮ࣝࣝの࿘▱をᚭᗏする。

（実施上の留意事項）

① 機関内࣮ࣝࣝの⟇定に当たっては、័にとらわれることなࡃ、ᐇែを㋃

た、࣮ࣝࣝがࡲ。ᴗົが最もຠ⋡的かつබ正に㐙行できるものとする、࠼ࡲ

ᙧ㧁しないよう、第㸴節にᥖࡆるࣔࢢࣥࣜࢱࢽ等の⤖ᯝも㋃࠼ࡲ、必要に

ᛂじてぢ直しを行うこととする。᭦に、機関内࣮ࣝࣝయを㏻して定ᮇ的に

Ⅼ᳨࣭ぢ直しを行うことがᮃࡲしい。

② ࣮ࣝࣝの外的なฎ理は、ࣝ ࣮ࣝとᐇែの㞳をᣍࡃᜍれがᙉいことから、

ᴟ力これをㄆめない。やࡴをᚓࡎㄆめる必要がある場合については、外ฎ

理の指針を定め、手続を᫂☜して行うものとする。ࡲた、外的ฎ理をㄆ

めたࢫ࣮ࢣについてඛ㞟をస成して࿘▱させるなど、ᐇົがᩓₔにならな

いよう最大限のດ力をᝰしんではならない。

③ ࣮ࣝࣝの࿘▱に当たっては、研究者、ົ⫋ဨなど、それࡒれの⫋ົにᛂ

じたどⅬから、分かりやすいᙧでの࿘▱にດめる。
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㸰 ࣮ࣝࣝの᫂☜࣭⤫一

（機関に実施をせㄳする事項）

競争的研究費等にಀる事ົฎ理ᡭ⥆に関する࣮ࣝࣝについて、以ୗのほⅬ

からぢ┤しを行い、᫂☜かつ⤫一的な㐠⏝をᅗる。

(１) 競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わるてのᵓᡂဨにとって分かりࡸ

すいように࣮ࣝࣝを᫂☜に定ࡵ、࣮ࣝࣝと㐠⏝の実ែが
䛛 䛔

㞳していない

か、㐺ษなࢡࢵ࢙ࢳయไが保ᣢ࡛ࡁるか等のほⅬからⅬ᳨し、ᚲせに応じ

てぢ┤しを行う。

(㸰) 機関として࣮ࣝࣝの⤫一をᅗる。ただし、研究分㔝の≉ᛶの㐪い等、

合理的な理由がある場合には、機関యとして᳨ウの上、」数の㢮ᆺを

設けることもྍ⬟とする。ࡲた、࣮ࣝࣝのゎ㔘についても㒊ᒁ等間࡛⤫一

的㐠⏝をᅗる。

(㸱) ࣮ࣝࣝのయീをయ⣔し、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理に関わる

てのᵓᡂဨに分かりࡸすいᙧ࡛࿘▱する。

(㸲) 競争的研究費等によりㅰ㔠、᪑費等のᨭ⤥をཷけるᏛ⏕等に対しても

࣮ࣝࣝの࿘▱をᚭᗏする。

（実施上の留意事項）

① 機関内࣮ࣝࣝの⟇定に当たっては、័にとらわれることなࡃ、ᐇែを㋃

た、࣮ࣝࣝがࡲ。ᴗົが最もຠ⋡的かつබ正に㐙行できるものとする、࠼ࡲ

ᙧ㧁しないよう、第㸴節にᥖࡆるࣔࢢࣥࣜࢱࢽ等の⤖ᯝも㋃࠼ࡲ、必要に

ᛂじてぢ直しを行うこととする。᭦に、機関内࣮ࣝࣝయを㏻して定ᮇ的に

Ⅼ᳨࣭ぢ直しを行うことがᮃࡲしい。

② ࣮ࣝࣝの外的なฎ理は、ࣝ ࣮ࣝとᐇែの㞳をᣍࡃᜍれがᙉいことから、

ᴟ力これをㄆめない。やࡴをᚓࡎㄆめる必要がある場合については、外ฎ

理の指針を定め、手続を᫂☜して行うものとする。ࡲた、外的ฎ理をㄆ

めたࢫ࣮ࢣについてඛ㞟をస成して࿘▱させるなど、ᐇົがᩓₔにならな

いよう最大限のດ力をᝰしんではならない。

③ ࣮ࣝࣝの࿘▱に当たっては、研究者、ົ⫋ဨなど、それࡒれの⫋ົにᛂ

じたどⅬから、分かりやすいᙧでの࿘▱にດめる。

1 1

㸱 ⫋ົᶒ限の᫂☜

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 競争的研究費等の事ົฎ理に関するᵓᡂဨのᶒ限と責任について、機

関ෆ࡛合意をᙧᡂし、᫂☜に定ࡵて理ゎをඹ᭷する。

(㸰) ᴗົの分ᢸの実ែと⫋ົ分ᤸつ⛬の間に㞳が⏕じないよう㐺ษな⫋

ົ分ᤸを定ࡵる。

(㸱) ྛ段階の関ಀ者の⫋ົᶒ限を᫂☜する。

(㸲) ⫋ົᶒ限に応じた᫂☜な決ᡭ⥆を定ࡵる。

（実施上の留意事項）

① 不正を㜵Ṇするためには、適ษなࢡࢵ࢙ࢳが必要であることについて研究

者の理ゎをಁ㐍し、⌧場でのࢡࢵ࢙ࢳが適ษに行われるయ制をᵓ⠏すること

が重要である。

② ᴗົのᐇែがኚしているにもかかわらࡎ、⫋ົ分ᤸつ⛬等がᨵ定されな

いࡲࡲᐇែと㞳して✵文し、責任のᡤᅾが᭕になっていないかという

ほⅬから必要にᛂじ適ษにぢ直す。

③ 決がᙧᘧ的なものでなࡃ責任のᡤᅾをᫎしたᐇຠᛶのあるものとなる

よう、決手続を⡆⣲する。その㝿、決者の責任を᫂☜にするためにも、

決者のேᩘをᑡேᩘに⤠ることがᮃࡲしい。

④ 研究のかつຠ⋡的な㐙行等のほⅬから、୍定金額の⠊ᅖ内で研究者に

よるⓎὀをㄆめる場合には、そのᶒ限と責任（ࡤ࠼、研究者ᮏேに、Ⓨὀ

ඛ㑅ᢥのබ平ᛶ、Ⓨὀ金額の適正ᛶのㄝ᫂責任、ᘚൾ責任等の会ィୖの責任

がᖐᒓすること）を᫂☜し、当該研究者にあらかじめ理ゎしてもらうこと

が必要である。
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㸲 告発等のྲྀᢅい、ㄪᰝཬࡧᠬᡄに関するつ⛬のᩚഛཬࡧ㐠⏝の㏱᫂

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 機関ෆእからの告発等（機関ෆእからの不正のいの指、ᮏேから

の⏦出な）をཷけ付ける❆ཱྀを設置する。

(㸰) 不正にಀる報が、❆ཱྀのᢸ当者等から㎿㏿かつ☜実に最㧗⟶理責任

者にఏわるయไをᵓ⠏する。

(㸱) 以ୗのアから࢜をྵࡵ、不正にಀるㄪᰝのయไ࣭ᡭ⥆等を᫂☜に示し

たつ⛬等を定ࡵる。

ア 告発等のྲྀᢅい

告発等をཷけ付けた場合は、告発等のཷ付から㸱０日以ෆに、告発等

のෆᐜの合理ᛶを☜ㄆしㄪᰝのせྰをุ᩿するとともに、当該ㄪᰝのせ

ྰを配分機関に報告する。

ィ᳨ᰝ㝔等のእ㒊機関からの指による場合もྠᵝのࡸた、報㐨ࡲ

ྲྀᢅいとする。

イ ㄪᰝጤဨの設置ཬࡧㄪᰝ

ㄪᰝがᚲせとุ᩿さࢀた場合は、ㄪᰝጤဨを設置し、ㄪᰝを実施す

る。ㄪᰝጤဨは、不正の᭷↓ཬࡧ不正のෆᐜ、関した者ཬࡑࡧの関

の⛬度、不正⏝の┦当額等についてㄪᰝする。

࢘ ㄪᰝ୰における一的執行停止

被告発者がᡤᒓする研究機関は、ᚲせに応じて、被告発者等のㄪᰝ対

㇟となっている者に対し、ㄪᰝ対㇟ไ度の研究費の⏝停止をࡎること

とする。

࢚ ㄆ定

ㄪᰝጤဨは、不正の᭷↓ཬࡧ不正のෆᐜ、関した者ཬࡑࡧの関

の⛬度、不正⏝の┦当額等についてㄆ定する。

࢜ 配分機関の報告ཬࡧㄪᰝの༠ຊ等

1) 機関は、ㄪᰝの実施に㝿し、ㄪᰝ᪉㔪、ㄪᰝ対㇟ཬࡧ᪉ἲ等につい

て配分機関に報告、༠㆟しなけࡤࢀならない。

2) 告発等のཷ付から㸰１０日以ෆに、ㄪᰝ⤖果、不正発⏕せᅉ、不正

に関した者が関わるの競争的研究費等における⟶理࣭┘ᰝయไの

≧ἣ、発㜵止ィ⏬等をྵࡴ最終報告書を配分機関に提出する。期限
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㸲 告発等のྲྀᢅい、ㄪᰝཬࡧᠬᡄに関するつ⛬のᩚഛཬࡧ㐠⏝の㏱᫂

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 機関ෆእからの告発等（機関ෆእからの不正のいの指、ᮏேから

の⏦出な）をཷけ付ける❆ཱྀを設置する。

(㸰) 不正にಀる報が、❆ཱྀのᢸ当者等から㎿㏿かつ☜実に最㧗⟶理責任

者にఏわるయไをᵓ⠏する。

(㸱) 以ୗのアから࢜をྵࡵ、不正にಀるㄪᰝのయไ࣭ᡭ⥆等を᫂☜に示し

たつ⛬等を定ࡵる。

ア 告発等のྲྀᢅい

告発等をཷけ付けた場合は、告発等のཷ付から㸱０日以ෆに、告発等

のෆᐜの合理ᛶを☜ㄆしㄪᰝのせྰをุ᩿するとともに、当該ㄪᰝのせ

ྰを配分機関に報告する。

ィ᳨ᰝ㝔等のእ㒊機関からの指による場合もྠᵝのࡸた、報㐨ࡲ

ྲྀᢅいとする。

イ ㄪᰝጤဨの設置ཬࡧㄪᰝ

ㄪᰝがᚲせとุ᩿さࢀた場合は、ㄪᰝጤဨを設置し、ㄪᰝを実施す

る。ㄪᰝጤဨは、不正の᭷↓ཬࡧ不正のෆᐜ、関した者ཬࡑࡧの関

の⛬度、不正⏝の┦当額等についてㄪᰝする。

࢘ ㄪᰝ୰における一的執行停止

被告発者がᡤᒓする研究機関は、ᚲせに応じて、被告発者等のㄪᰝ対

㇟となっている者に対し、ㄪᰝ対㇟ไ度の研究費の⏝停止をࡎること

とする。

࢚ ㄆ定

ㄪᰝጤဨは、不正の᭷↓ཬࡧ不正のෆᐜ、関した者ཬࡑࡧの関

の⛬度、不正⏝の┦当額等についてㄆ定する。

࢜ 配分機関の報告ཬࡧㄪᰝの༠ຊ等

1) 機関は、ㄪᰝの実施に㝿し、ㄪᰝ᪉㔪、ㄪᰝ対㇟ཬࡧ᪉ἲ等につい

て配分機関に報告、༠㆟しなけࡤࢀならない。

2) 告発等のཷ付から㸰１０日以ෆに、ㄪᰝ⤖果、不正発⏕せᅉ、不正

に関した者が関わるの競争的研究費等における⟶理࣭┘ᰝయไの

≧ἣ、発㜵止ィ⏬等をྵࡴ最終報告書を配分機関に提出する。期限

1 3

にㄪᰝがしない場合࡛あっても、ㄪᰝの୰間報告を配分機関に提࡛ࡲ

出する。

3) た場ࢀた、ㄪᰝの過⛬࡛あっても、不正の事実が一㒊࡛も☜ㄆさࡲ

合には、㏿ࡸかにㄆ定し、配分機関に報告する。

4) 上グのか、配分機関のồࡵに応じ、ㄪᰝの終๓࡛あっても、ㄪ

ᰝの㐍ᤖ≧ἣ報告ཬࡧㄪᰝの୰間報告を当該配分機関に提出する。

5) 当該事、ࡁた、ㄪᰝにᨭ㞀がある等、正当な事由がある場合を㝖ࡲ

にಀる㈨ᩱの提出又は㜀ぴ、⌧ᆅㄪᰝに応じる。

(㸲) 不正にಀるㄪᰝに関するつ⛬等の㐠⏝については、බ正࡛あり、かつ

㏱᫂ᛶの㧗い⤌ࡳをᵓ⠏する。

(㸳) ᠬᡄの✀㢮ཬࡑࡧの㐺⏝にᚲせなᡭ⥆等を᫂☜に示したつ⛬等を定ࡵ

る。

（実施上の留意事項）

① 不正の告Ⓨ等の制度を機⬟させるため、機関のᵓ成ဨに対しては、ࣉࣥࢥ

た、ྲྀᘬᴗ者等のࡲ。ᩍ⫱等でලయ的な⏝方法を࿘▱ᚭᗏするࢫࣥࣛ

外部者に対しては、┦ㄯ❆ཱྀ及び告Ⓨ等の❆ཱྀの⤌ࡳ（連絡ඛ、方法、告

Ⓨ者のಖㆤをྵࡴ手続等）について、ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍等で✚ᴟ的にබ⾲し、࿘

▱をᅗる。その㝿、告Ⓨ等のྲྀᢅいに関し、告Ⓨ者のಖㆤをᚭᗏするととも

に、ಖㆤの内容を告Ⓨ者に࿘▱することが必要である。このか、告Ⓨ者ಖ

ㆤのほⅬから、第୕者機関等に❆ཱྀをタ置することもᮃࡲれる。

② ㄦㅫ
ひ ぼ う

୰യ等から⿕告Ⓨ者をಖㆤする方⟇を講じる。

③ 㢧ྡによる告Ⓨの場合、原則として、ཷけ付けた告Ⓨ等に基づきᐇする

措置の内容を、告Ⓨ者に㏻▱する。

④ 不正に係る調査のయ制࣭手続等のつ⛬は、原則として、「研究άືにおけ

る不正行Ⅽへの対ᛂ等に関するࣥࣛࢻ࢞」の手続（再ᐇ㦂に係る部分等

を㝖ࡃ。）に準じてᩚഛ࣭ぢ直しを行う。不正に係る調査య制については、

බ正かつ㏱᫂ᛶの☜ಖのほⅬから、当該機関にᒓさない第୕者（ᘚㆤኈ、බ

ㄆ会ィኈ等)をྵࡴ調査ጤဨ会をタ置することが必要である。この調査ጤဨ

は、機関及び告Ⓨ者、⿕告Ⓨ者と直接のᐖ関係を᭷しない者でなけれࡤな

らない。

⑤ ᠬᡄつ⛬等は、不正の⫼ᬒ、ື機等を⥲合的にุ᩿し、ᝏ㉁ᛶにᛂじてฎ

分がなされるよう、適ษにᩚഛする。
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ࡤ࠼、不正を行った者ཪはその⟶理┘╩に適正をḞいた者に対するᠬᡄ

ฎ分等が内部つ⛬に᫂☜に置付けられていない場合は、ฎ分等がබ正かつ

ཝ正に行࠼ないことにもなりかࡡない。

このため、研究者のᙺ割や責任（告Ⓨ等に対するㄝ᫂責任をྵࡴ）を᫂☜

にすることはもとより、機関としての責任やᙺ割について、第１節のྛ責任

者のᙺ割や責任の⠊ᅖを定めた必要なつ⛬やయ制をᩚഛしたୖで、ᠬᡄつ⛬

等の内部つ⛬に᫂☜に置付け、ɔ 成ဨに࿘▱ᚭᗏしておࡃことが必要である。

᭦に、⚾的ὶ⏝など、行Ⅽのᝏ㉁ᛶが㧗い場合には、ฮ告ⓎやẸッゴ

がありᚓることなど、法的な手続に関しても内部つ⛬ୖ、᫂☜に置付け、

ᵓ成ဨに࿘▱ᚭᗏしておࡃことも必要である。

⑥ 機関は、調査の⤖ᯝ、不正をㄆ定した場合は、㏿やかに調査⤖ᯝをබ⾲す

る。බ⾲する内容は、ᑡなࡃとも不正に関した者のẶྡ࣭ᡤᒓ、不正の内

容、機関がබ⾲ࡲでに行った措置の内容、調査ጤဨのẶྡ࣭ᡤᒓ、調査の

方法࣭手㡰等がྵࡲれているものとする。たࡔし、合理的な理由がある場合

は、不正に関した者のẶྡ࣭ᡤᒓなどを㠀බ⾲とすることができる。

た、これらのබ⾲に関する手続をあらかじめ定め、ᵓ成ဨに࿘▱ᚭᗏしࡲ

ておࡃことが必要である。

⑦ 機関においてⓎ⏕した不正の調査⤖ᯝは、再Ⓨ㜵ṆのほⅬから、ฎ分もྵ

めて、ᵓ成ဨに࿘▱することも必要である。
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ࡤ࠼、不正を行った者ཪはその⟶理┘╩に適正をḞいた者に対するᠬᡄ
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方法࣭手㡰等がྵࡲれているものとする。たࡔし、合理的な理由がある場合

は、不正に関した者のẶྡ࣭ᡤᒓなどを㠀බ⾲とすることができる。

た、これらのබ⾲に関する手続をあらかじめ定め、ᵓ成ဨに࿘▱ᚭᗏしࡲ

ておࡃことが必要である。

⑦ 機関においてⓎ⏕した不正の調査⤖ᯝは、再Ⓨ㜵ṆのほⅬから、ฎ分もྵ

めて、ᵓ成ဨに࿘▱することも必要である。
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➨㸱⠇ 不正を発⏕さࡏるせᅉのᢕᥱと不正㜵止ィ⏬の⟇定࣭実施

不正をⓎ⏕させる要ᅉをᢕᥱし、ලయ的な不正㜵Ṇィ⏬を⟇定࣭ᐇすること

により、関係者の⮬的なྲྀ⤌をႏ㉳し、不正のⓎ⏕を㜵Ṇすることが必要である。

不正㜵Ṇィ⏬の╔ᐇなᐇは、最終的には最㧗⟶理責任者の責任であり、ᐇ㝿に

不正がⓎ⏕した場合には、最㧗⟶理責任者の対ᛂが問われることとなる。

１ 不正㜵止ィ⏬の᥎㐍をᢸ当する者又は㒊⨫の設置

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 機関యのほⅬから不正㜵止ィ⏬の᥎㐍をᢸ当する者又は㒊⨫（以ୗ

。ࡃ㜵止ィ⏬᥎㐍㒊⨫ࠖという。）を置ࠕ

(㸰) 㜵止ィ⏬᥎㐍㒊⨫は、⤫ᣓ⟶理責任者とともに機関యのලయ的な対

⟇（不正㜵止ィ⏬、ࣛࣉࣥࢥイアࣥࢫᩍ⫱࣭ၨ発άື等のィ⏬をྵࡴ。）

を⟇定࣭実施し、実施≧ἣを☜ㄆする。

(㸱) 㜵止ィ⏬᥎㐍㒊⨫は┘事との㐃ᦠをᙉし、ᚲせな報提౪等を行う

とともに、不正㜵止ィ⏬の⟇定࣭実施࣭ぢ┤しの≧ἣについて意ぢ交

を行う機を設ける。

（実施上の留意事項）

① 㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫は、⤫ᣓ⟶理責任者がそのᙺ割をᯝたすୖでのᐇാ部㛛

として置付けるとともに、最㧗⟶理責任者の直ᒓとしてタ置するなどによ

り、機関యをྲྀりࡲとめることができるものとする。

た、機関の内部┘査部㛛とは別にタ置し、ᐦ接な連絡をಖちつつも内部ࡲ

┘査部㛛からのࢡࢵ࢙ࢳがാࡃようにすることが必要である。なお、機関の

つᶍによっては᪤Ꮡの部⨫をて、ཪは᪤Ꮡの部⨫の⫋ဨがවົすることと

してもᕪしᨭ࠼ない。

② 㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫には、研究経㦂を᭷する者をྵࡴことがᮃࡲしい。
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㸰 不正を発⏕さࡏるせᅉのᢕᥱと不正㜵止ィ⏬の⟇定ཬࡧ実施

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 㜵止ィ⏬᥎㐍㒊⨫は、ෆ㒊┘ᰝ㒊㛛と㐃ᦠし、不正を発⏕さࡏるせᅉ

がこにのようなᙧ࡛あるのか、機関యの≧ἣをయ⣔的にᩚ理しホ

౯する。

(㸰) 最㧗⟶理責任者が⟇定する不正㜵止対⟇のᇶᮏ᪉㔪にᇶ࡙ࡁ、⤫ᣓ⟶

理責任者ཬࡧ㜵止ィ⏬᥎㐍㒊⨫は、機関యのලయ的な対⟇のうࡕ最上

のものとして、不正㜵止ィ⏬を⟇定する。

(㸱) 不正㜵止ィ⏬の⟇定に当たっては、上グ(１)࡛ᢕᥱした不正を発⏕さ

実ຠᛶのあるෆᐜにするととも、ࡏるせᅉに対応する対⟇をᫎさࡏ

に、不正発⏕せᅉに応じて㝶ぢ┤しを行い、ຠ⋡࣭㐺正をᅗる。

(㸲) 㒊ᒁ等は、不正᰿⤯のたࡵに、㜵止ィ⏬᥎㐍㒊⨫と༠ຊしつつ、య

的に不正㜵止ィ⏬を実施する。

（実施上の留意事項）

① 不正をⓎ⏕させる要ᅉのᢕᥱに当たっては、୍⯡的に以ୗのようなࣜࢡࢫ

にὀពが必要である。その他、ྛ機関のᐇែに༶した≉᭷のࣜࢡࢫにも␃ព

する。

࣭࣮ࣝࣝとᐇែの㞳（Ⓨὀᶒ限のない研究者によるⓎὀ、外ฎ理のᖖែ

など)

࣭決手続が」㞧で責任のᡤᅾが不᫂☜

࣭ண⟬執行の≉定のᮇへの೫り

࣭ᴗ者に対するᮍᡶい問題のⓎ⏕

࣭競争的研究費等が㞟୰している、ཪは᪂たに大ᆺの競争的研究費等を⋓ᚓ

した部局࣭研究ᐊ

࣭ྲྀᘬに対するࢡࢵ࢙ࢳが不༑分（ົ部㛛のྲྀᘬグ㘓の⟶理やᴗ者の㑅定

࣭報の⟶理が不༑分）

࣭ྠ୍の研究ᐊにおける、ྠ୍ᴗ者、ྠ୍ရ┠のከ㢖度ྲྀᘬ、≉定の研究ᐊ

のࡳでしかྲྀᘬᐇ⦼のないᴗ者や≉定の研究ᐊとのྲྀᘬを᪂つに㛤ጞした

ᴗ者へのⓎὀの೫り

స成、機ჾのಖᏲ࣭Ⅼ᳨ࢶࣥࢸࣥࢥࣝࢱࢪࢹ࣭࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ࣭

など、≉Ṧなᙺົዎ⣙に対する᳨収が不༑分

᳨࣭収ᴗົやࣔࢢࣥࣜࢱࢽ等のᙧ㧁（ཷ㡿༳による☜ㄆのࡳ、後ᢳ出に

よる⌧≀☜ㄆの不ᚭᗏなど）
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㸰 不正を発⏕さࡏるせᅉのᢕᥱと不正㜵止ィ⏬の⟇定ཬࡧ実施

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 㜵止ィ⏬᥎㐍㒊⨫は、ෆ㒊┘ᰝ㒊㛛と㐃ᦠし、不正を発⏕さࡏるせᅉ

がこにのようなᙧ࡛あるのか、機関యの≧ἣをయ⣔的にᩚ理しホ
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(㸲) 㒊ᒁ等は、不正᰿⤯のたࡵに、㜵止ィ⏬᥎㐍㒊⨫と༠ຊしつつ、య

的に不正㜵止ィ⏬を実施する。

（実施上の留意事項）

① 不正をⓎ⏕させる要ᅉのᢕᥱに当たっては、୍⯡的に以ୗのようなࣜࢡࢫ

にὀពが必要である。その他、ྛ機関のᐇែに༶した≉᭷のࣜࢡࢫにも␃ព

する。

࣭࣮ࣝࣝとᐇែの㞳（Ⓨὀᶒ限のない研究者によるⓎὀ、外ฎ理のᖖែ

など)

࣭決手続が」㞧で責任のᡤᅾが不᫂☜

࣭ண⟬執行の≉定のᮇへの೫り

࣭ᴗ者に対するᮍᡶい問題のⓎ⏕

࣭競争的研究費等が㞟୰している、ཪは᪂たに大ᆺの競争的研究費等を⋓ᚓ

した部局࣭研究ᐊ

࣭ྲྀᘬに対するࢡࢵ࢙ࢳが不༑分（ົ部㛛のྲྀᘬグ㘓の⟶理やᴗ者の㑅定

࣭報の⟶理が不༑分）

࣭ྠ୍の研究ᐊにおける、ྠ୍ᴗ者、ྠ୍ရ┠のከ㢖度ྲྀᘬ、≉定の研究ᐊ

のࡳでしかྲྀᘬᐇ⦼のないᴗ者や≉定の研究ᐊとのྲྀᘬを᪂つに㛤ጞした

ᴗ者へのⓎὀの೫り

స成、機ჾのಖᏲ࣭Ⅼ᳨ࢶࣥࢸࣥࢥࣝࢱࢪࢹ࣭࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ࣭

など、≉Ṧなᙺົዎ⣙に対する᳨収が不༑分

᳨࣭収ᴗົやࣔࢢࣥࣜࢱࢽ等のᙧ㧁（ཷ㡿༳による☜ㄆのࡳ、後ᢳ出に

よる⌧≀☜ㄆの不ᚭᗏなど）

1 7

࣭ᴗ者による⣡ရ≀ရのᣢちᖐりや⣡ရ᳨収における⣡ရ≀ရの⏝

࣭㠀ᖖ㞠⏝者のົ≧ἣ☜ㄆ等の㞠⏝⟶理が研究ᐊ任せ

࣭出ᙇのᐇ☜ㄆ等が行࠼る手続が不༑分（重ᡶいのࢡࢵ࢙ࢳや⏝ົඛへ

の☜ㄆなど)

࣭ಶே౫Ꮡ度が㧗い、あるいは㛢㙐的な⫋場⎔ቃ（≉定ಶேに会ィᴗົ等が

㞟୰、≉定部⨫に㛗いᅾ⡠年ᩘ、ୖྖのពྥに㏫ら࠼ないなど）や、≌
け ん

制

がຠきづらい研究⎔ቃ（Ⓨὀ᳨࣭収ᴗົなどを研究ᐊ内でฎ理、Ꮩ立した

研究ᐊなど）

② 不正には」ᩘの要ᅉが関わるྍ⬟ᛶがあることに␃ពする。

③ ලయ的な要ᅉをᢕᥱするに当たっては、⤌⧊యのᖜᗈい関係者の協力を

求め、ᐇ㝿に不正がⓎ⏕する༴㝤ᛶがᖖにどこにでもあることをㄆ㆑させ、

⮬Ⓨ的なᨵၿのྲྀ⤌をಁす。

④ 不正をⓎ⏕させる要ᅉに対する不正㜵Ṇィ⏬は、ඃඛ的にྲྀり⤌ࡴき

㡯を୰ᚰに、᫂☜なものとするとともに、内部┘査をྵࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡴの⤖

ᯝやࣜࢡࢫが㢧ᅾしたࢫ࣮ࢣの≧ἣ等をά⏝し、定ᮇ的にぢ直しを行うこ

とが必要である。

⑤ 不正㜵Ṇィ⏬の⟇定に当たっては、経理的なഃ㠃のࡳならࡎ、࣮ࣝࣝ㐪

㜵Ṇのための࣒ࢸࢫࢩやᴗົの᭷ຠᛶ、ຠ⋡ᛶといったഃ㠃についても᳨ウ

する。

⑥ 不正㜵Ṇィ⏬へのྲྀ⤌に部局等によるࡤらつきが⏕じないよう機関యの

ほⅬからのࣔࢢࣥࣜࢱࢽを行う。
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➨㸲⠇ 研究費の㐺正な㐠Ⴀ࣭⟶理άື

第㸱節で⟇定した不正㜵Ṇィ⏬を㋃࠼ࡲ、適正なண⟬執行を行う。ᴗ者との⒵╔
ࡃࡷちࡺ

のⓎ⏕を㜵Ṇするとともに、不正につながりうる問題がᤊ
とら

られるよう、第୕者࠼

からのᐇຠᛶのあるࢡࢵ࢙ࢳがຠ࣒ࢸࢫࢩࡃをసって⟶理することが必要である。ࡲ

た、研究費の執行に関する書㢮やࢱ࣮ࢹ等は機関の定めたᮇ間ಖᏑし、後日の᳨ドを

ཷけられるようにする必要がある。

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) ண⟬の執行≧ἣを᳨ドし、実ែと合ったものになっているか☜ㄆす

る。ண⟬執行が当ึィ⏬にẚ㍑してⴭしࡃ遅ࢀている場合は、研究ィ⏬

の㐙行にၥ㢟がないか☜ㄆし、ၥ㢟があࡤࢀᨵၿ⟇をㅮじる。

(㸰) 発ὀ段階࡛ᨭ出㈈※の≉定を行い、ண⟬執行の≧ἣを遅なࡃᢕᥱ࡛

。るようにするࡁ

(㸱) 不正なྲྀ引はᵓᡂဨとᴗ者の関ಀが⥭ᐦな≧ἣ࡛発⏕しが࡛ࡕある

ことに㚷ࡳ、⒵╔を㜵止する対⟇をㅮじる。このたࡵ、不正なྲྀ引に関

したᴗ者のྲྀ引停止等のฎ分᪉㔪を機関として定ࡵ、機関の不正対

⟇に関する᪉㔪ཬ࣮ࣝࣝࡧ等をྵࡵ、࿘▱ᚭᗏし、一定のྲྀ引実⦼（ᅇ

数、㔠額等)ࡸ機関におけるࣜࢡࢫせᅉ࣭実ຠᛶ等を⪃៖した上࡛ㄋ⣙

書等の提出をồࡵる。

(㸲) 発ὀ᳨࣭ᴗົについては、ཎ๎として、事ົ㒊㛛が実施することと

し、当事者以እによるࢡࢵ࢙ࢳが᭷ຠに機⬟する࣒ࢸࢫࢩをᵓ⠏࣭㐠Ⴀ

し、㐠⏝する。

(㸳) ただし、研究のかつຠ⋡的な㐙行等のほⅬから、研究者による発

ὀをㄆࡵる場合は、一定㔠額以ୗのものとするな᫂☜な࣮ࣝࣝを定ࡵ

た上࡛㐠⏝する。ࡑの㝿、研究者ᮏேに、➨㸰⠇㸱のࠕ実施上の留意事

項ࠖմに示すᶒ限と責任についてあらかじࡵ理ゎしてもらうことがᚲせ

࡛ある。

(㸴) た、≀ရ等において発ὀした当事者以እの᳨がᅔ㞴࡛ある場合࡛ࡲ

あって、一㒊の≀ရ等について᳨ᴗົを┬␎するእ的なྲྀᢅいとす

る場合は、௳数、ࣜࢡࢫ等を⪃៖し、ᢳ出᪉ἲ࣭割合等を㐺正に定ࡵ、

定期的にᢳ出による事ᚋ☜ㄆを実施することがᚲせ࡛ある。

(㸵) ≉Ṧなᙺົ（ࢶࣥࢸࣥࢥࣝࢱࢪࢹ࣭࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ㛤発࣭

సᡂ、機ჾの保Ᏺ࣭Ⅼ᳨な）に関する᳨について、実ຠᛶのある᫂

☜な࣮ࣝࣝを定ࡵた上࡛㐠⏝する。
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➨㸲⠇ 研究費の㐺正な㐠Ⴀ࣭⟶理άື

第㸱節で⟇定した不正㜵Ṇィ⏬を㋃࠼ࡲ、適正なண⟬執行を行う。ᴗ者との⒵╔
ࡃࡷちࡺ

のⓎ⏕を㜵Ṇするとともに、不正につながりうる問題がᤊ
とら

られるよう、第୕者࠼

からのᐇຠᛶのあるࢡࢵ࢙ࢳがຠ࣒ࢸࢫࢩࡃをసって⟶理することが必要である。ࡲ

た、研究費の執行に関する書㢮やࢱ࣮ࢹ等は機関の定めたᮇ間ಖᏑし、後日の᳨ドを

ཷけられるようにする必要がある。

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) ண⟬の執行≧ἣを᳨ドし、実ែと合ったものになっているか☜ㄆす

る。ண⟬執行が当ึィ⏬にẚ㍑してⴭしࡃ遅ࢀている場合は、研究ィ⏬

の㐙行にၥ㢟がないか☜ㄆし、ၥ㢟があࡤࢀᨵၿ⟇をㅮじる。

(㸰) 発ὀ段階࡛ᨭ出㈈※の≉定を行い、ண⟬執行の≧ἣを遅なࡃᢕᥱ࡛

。るようにするࡁ

(㸱) 不正なྲྀ引はᵓᡂဨとᴗ者の関ಀが⥭ᐦな≧ἣ࡛発⏕しが࡛ࡕある

ことに㚷ࡳ、⒵╔を㜵止する対⟇をㅮじる。このたࡵ、不正なྲྀ引に関

したᴗ者のྲྀ引停止等のฎ分᪉㔪を機関として定ࡵ、機関の不正対

⟇に関する᪉㔪ཬ࣮ࣝࣝࡧ等をྵࡵ、࿘▱ᚭᗏし、一定のྲྀ引実⦼（ᅇ

数、㔠額等)ࡸ機関におけるࣜࢡࢫせᅉ࣭実ຠᛶ等を⪃៖した上࡛ㄋ⣙

書等の提出をồࡵる。

(㸲) 発ὀ᳨࣭ᴗົについては、ཎ๎として、事ົ㒊㛛が実施することと

し、当事者以እによるࢡࢵ࢙ࢳが᭷ຠに機⬟する࣒ࢸࢫࢩをᵓ⠏࣭㐠Ⴀ

し、㐠⏝する。

(㸳) ただし、研究のかつຠ⋡的な㐙行等のほⅬから、研究者による発

ὀをㄆࡵる場合は、一定㔠額以ୗのものとするな᫂☜な࣮ࣝࣝを定ࡵ

た上࡛㐠⏝する。ࡑの㝿、研究者ᮏேに、➨㸰⠇㸱のࠕ実施上の留意事

項ࠖմに示すᶒ限と責任についてあらかじࡵ理ゎしてもらうことがᚲせ

࡛ある。

(㸴) た、≀ရ等において発ὀした当事者以እの᳨がᅔ㞴࡛ある場合࡛ࡲ

あって、一㒊の≀ရ等について᳨ᴗົを┬␎するእ的なྲྀᢅいとす

る場合は、௳数、ࣜࢡࢫ等を⪃៖し、ᢳ出᪉ἲ࣭割合等を㐺正に定ࡵ、

定期的にᢳ出による事ᚋ☜ㄆを実施することがᚲせ࡛ある。

(㸵) ≉Ṧなᙺົ（ࢶࣥࢸࣥࢥࣝࢱࢪࢹ࣭࣒ࣛࢢࣟࣉ࣭ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ㛤発࣭

సᡂ、機ჾの保Ᏺ࣭Ⅼ᳨な）に関する᳨について、実ຠᛶのある᫂

☜な࣮ࣝࣝを定ࡵた上࡛㐠⏝する。

1 9

(㸶) 㠀ᖖ㞠⏝者のົ≧ἣ☜ㄆ等の㞠⏝⟶理については、ཎ๎として事

ົ㒊㛛が実施する。

(㸷) 㔠ᛶの㧗い≀ရについては、㐺ษに⟶理する。

(10) 研究者の出ᙇィ⏬の実行≧ἣ等を事ົ㒊㛛࡛ᢕᥱ࣭☜ㄆ࡛ࡁるయไと

する。

（実施上の留意事項）

① ண⟬執行が年度ᮎに㞟୰するような場合は、執行にఱらかの問題があるྍ

⬟ᛶがあることに␃ពし、ົ⫋ဨは必要にᛂじて研究者に対して執行の遅

れの理由を☜ㄆするとともに必要な場合はᨵၿを求める。

② ྲྀᘬᴗ者に求めるㄋ⣙書等に┒り㎸ࡴき㡯を以ୗに♧す。

<ㄋ⣙書等に┒り㎸ࡴき㡯>

࣭機関のつ則等を㑂Ᏺし、不正に関しないこと

࣭内部┘査、その他調査等において、ྲྀᘬᖒ⡙の㜀ぴ࣭提出等の要請に協

力すること

࣭不正がㄆめられた場合は、ྲྀᘬṆをྵࡴいかなるฎ分を講じられても

␗議がないこと

࣭ᵓ成ဨから不正な行Ⅽの౫㢗等があった場合には㏻報すること

、た、ྲྀᘬᴗ者が㐣ཤの不正ྲྀᘬについて、機関に⮬ᕫ申告した場合にはࡲ

≧を⪃៖し、ྲྀᘬṆᮇ間の減චを行うことがあることなどをྵめたฎ分

方針の࿘▱ᚭᗏをᅗる。

③ Ⓨὀ᳨࣭収ᴗົをྵࡴ≀ရ調㐩に係る࣒ࢸࢫࢩࢡࢵ࢙ࢳは、不正の㜵Ṇと

研究のかつຠ⋡的な㐙行を୧立させるよう配៖する。ୖグ「機関にᐇ

を要請する㡯」(㸳)のྲྀᢅいとする場合であっても、ົ部㛛の≌制がᐇ

㉁的に機⬟する⤌ࡳとして、Ⓨὀに関し、定ᮇ的にண⟬執行࣭ྲྀᘬ≧ἣ࣭

内容を᳨ド（正指ᑟ)することが必要である。ࡲた、᳨収ᴗົについても、

ୖୗ関係を᭷するྠ୍研究ᐊ࣭ࣉ࣮ࣝࢢ内での᳨収のᐇなどは㑊け、Ⓨὀ

者のᙳ㡪をに㝖したᐇ㉁的なࢡࢵ࢙ࢳが行われるようにしなけれࡤな

らない。

このか、㐣ཤにᴗ者による⣡ရ≀ရのᣢちᖐりや⣡ရ᳨収における⣡

ရ≀ရの⏝などによる不正がㄆめられた機関においては、それらを㜵

Ṇするためのලయ的な対⟇（㸸ᴗ者のධ出ᵓ⟶理、⣡ရ≀ရへの࣮࣐ࣥ࢟

。の付グなど）を講じることも必要であるྕ␒ࣝࣜࢩ、ࢢ

④ 書㠃によるࢡࢵ࢙ࢳを行う場合、ᙧᘧ的な書㢮の↷合ではなࡃ、࣮ࣝࣝや

2 0 183



研究内容等とのᩚ合ᛶを☜ㄆするようにᐇし、必要にᛂじて↷会や⌧≀☜

ㄆを行う。

⑤ Ⓨὀᴗົをᰂ㌾にすることを┠的として୍定金額以ୗのものについて研究

者による直接のⓎὀをㄆめる場合であっても、ᚑ᮶の័行に関わらࡎ、Ⓨὀ

のグ㘓方法やⓎὀྍ⬟な金額の⠊ᅖ等について、機関としてྍ⬟な限り⤫୍

をᅗる。

⑥ ᳨収の㝿は、Ⓨὀࢱ࣮ࢹ（Ⓨὀ書やዎ⣙書等）と⣡ධされた⌧≀を↷合す

るとともに、ᤣ࠼付け調ᩚ等のタ置సᴗをకう⣡ရの場合は、タ置後の⌧場

において⣡ရを☜ㄆする。

⑦ 正当な理由により、研究費の執行が当ึィ⏬より遅れる場合等においては、

⧞㉺制度の✚ᴟ的ά⏝等、࣮ࣝࣝそのものが内ⶶするᙎ力ᛶを⏝した対ᛂ

を行う。ࡲた、研究費を年度内にいษれࡎに㏉㑏しても、その後の᥇ᢥ等

にᝏᙳ㡪はないことを࿘▱ᚭᗏすることも必要である。

ո ୖグ「機関にᐇを要請する㡯」(７)の≉Ṧなᙺົについても᳨収対象

とし、原則として、᭷ᙧの成ᯝ≀がある場合には、成ᯝ≀及び報告書等

のᒚ行が☜ㄆできる書㢮により、᳨収を行うとともに、必要にᛂじ、ᢳ出に

よる後ࢡࢵ࢙ࢳなどをྵめ、これに係るᵝ書、సᴗᕤ⛬などのヲ⣽をこ

れらの▱㆑を᭷するⓎὀ者以外の者がࢡࢵ࢙ࢳする。ࡲた、成ᯝ≀がない機

ჾのಖᏲ࣭Ⅼ᳨などの場合は、᳨収ᢸ当者が立会い等による⌧場☜ㄆを行う

ことが必要である。

չ 㠀ᖖ㞠⏝者のົ≧ἣ☜ㄆ等の㞠⏝⟶理については、研究ᐊ任せになら

ないよう、ົ部㛛が᥇⏝や定ᮇ的に、㠃ㄯやົ᮲௳のㄝ᫂、出⡙࣭

ົ内容の☜ㄆ等を行うことが必要である。

պ 金ᛶの㧗い≀ရについては、競争的研究費等で㉎ධしたことを᫂♧する

。か、≀ရのᡤᅾが分かるようグ㘓することなどにより、適ษに⟶理する

≉に、ࣥࢥࢯࣃについては適ษに⟶理することがᮃࡲしい。

ջ 研究者の出ᙇィ⏬のᐇ行≧ἣ等のᢕᥱ࣭☜ㄆについては、⏝ົ内容、ゼ問

ඛ、ᐟἩඛ、㠃ㄯ者等が☜ㄆできる報告書等の提出を求め、重」ཷ⤥がない

かなどもྵめ、⏝ົの┠的やཷ⤥額の適ษᛶを☜ㄆし、必要にᛂじて↷会や

出ᙇのᐇ☜ㄆを行う。

ռ ᪑費のᨭᡶに当たっては、ࢻ࣮࢝ࢺ࣮࣏࣮ࣞࢥのά⏝や᪑行ᴗ者へのᴗົ

ጤク等により、研究者がᨭᡶに関する必要のない⤌ࡳをᑟධすることが

ᮃࡲしい。
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研究内容等とのᩚ合ᛶを☜ㄆするようにᐇし、必要にᛂじて↷会や⌧≀☜

ㄆを行う。

⑤ Ⓨὀᴗົをᰂ㌾にすることを┠的として୍定金額以ୗのものについて研究

者による直接のⓎὀをㄆめる場合であっても、ᚑ᮶の័行に関わらࡎ、Ⓨὀ

のグ㘓方法やⓎὀྍ⬟な金額の⠊ᅖ等について、機関としてྍ⬟な限り⤫୍

をᅗる。

⑥ ᳨収の㝿は、Ⓨὀࢱ࣮ࢹ（Ⓨὀ書やዎ⣙書等）と⣡ධされた⌧≀を↷合す

るとともに、ᤣ࠼付け調ᩚ等のタ置సᴗをకう⣡ရの場合は、タ置後の⌧場

において⣡ရを☜ㄆする。

⑦ 正当な理由により、研究費の執行が当ึィ⏬より遅れる場合等においては、

⧞㉺制度の✚ᴟ的ά⏝等、࣮ࣝࣝそのものが内ⶶするᙎ力ᛶを⏝した対ᛂ

を行う。ࡲた、研究費を年度内にいษれࡎに㏉㑏しても、その後の᥇ᢥ等

にᝏᙳ㡪はないことを࿘▱ᚭᗏすることも必要である。

ո ୖグ「機関にᐇを要請する㡯」(７)の≉Ṧなᙺົについても᳨収対象

とし、原則として、᭷ᙧの成ᯝ≀がある場合には、成ᯝ≀及び報告書等

のᒚ行が☜ㄆできる書㢮により、᳨収を行うとともに、必要にᛂじ、ᢳ出に

よる後ࢡࢵ࢙ࢳなどをྵめ、これに係るᵝ書、సᴗᕤ⛬などのヲ⣽をこ

れらの▱㆑を᭷するⓎὀ者以外の者がࢡࢵ࢙ࢳする。ࡲた、成ᯝ≀がない機

ჾのಖᏲ࣭Ⅼ᳨などの場合は、᳨収ᢸ当者が立会い等による⌧場☜ㄆを行う

ことが必要である。

չ 㠀ᖖ㞠⏝者のົ≧ἣ☜ㄆ等の㞠⏝⟶理については、研究ᐊ任せになら

ないよう、ົ部㛛が᥇⏝や定ᮇ的に、㠃ㄯやົ᮲௳のㄝ᫂、出⡙࣭

ົ内容の☜ㄆ等を行うことが必要である。

պ 金ᛶの㧗い≀ရについては、競争的研究費等で㉎ධしたことを᫂♧する

。か、≀ရのᡤᅾが分かるようグ㘓することなどにより、適ษに⟶理する

≉に、ࣥࢥࢯࣃについては適ษに⟶理することがᮃࡲしい。

ջ 研究者の出ᙇィ⏬のᐇ行≧ἣ等のᢕᥱ࣭☜ㄆについては、⏝ົ内容、ゼ問

ඛ、ᐟἩඛ、㠃ㄯ者等が☜ㄆできる報告書等の提出を求め、重」ཷ⤥がない

かなどもྵめ、⏝ົの┠的やཷ⤥額の適ษᛶを☜ㄆし、必要にᛂじて↷会や

出ᙇのᐇ☜ㄆを行う。

ռ ᪑費のᨭᡶに当たっては、ࢻ࣮࢝ࢺ࣮࣏࣮ࣞࢥのά⏝や᪑行ᴗ者へのᴗົ

ጤク等により、研究者がᨭᡶに関する必要のない⤌ࡳをᑟධすることが

ᮃࡲしい。

2 1

ս このか、ࢫࣥࣛࣉࣥࢥ᥎㐍責任者等は、⮬ᕫの⟶理┘╩する部局等

において、研究者とᴗ者の関係が㐣度に⥭ᐦにならないよう、ࣥࣉ࣮࢜なࢫ

、でのᡴ合せを᥎ዡすることや、Ꮩ立ཪは㛢㙐的な⎔ቃとならないようࢫ࣮࣌

ᴗົᨭを᥎㐍するయ制や┦ㄯしやすい⎔ቃの㔊成にດめ、なࢽ࣑ࣗࢥ

。れるࡲを⤌⧊的に᥎㐍することがᮃࡳ⤌がᅗられるようなࣥࣙࢩ࣮ࢣ
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➨㸳⠇ 報発ಙ࣭ඹ᭷の᥎㐍

れのつᶍや≉ᛶにᛂじたᐇࡒの㊃᪨にἢって、ከᵝな機関がそれࣥࣛࢻ࢞

ຠᛶあるయ制をᩚഛするୖでは、機関内での報ඹ᭷はもとより、ྛ機関のྲྀ⤌

やのయ的な報Ⓨಙによる機関間での報ඹ᭷が必要かつ᭷ຠである。ࡲ

た、このことは、競争的研究費等に対し、ᗈࡃᅜẸの理ゎとᨭをᚓるୖでも必

要不ྍḞである。

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 競争的研究費等の⏝に関する࣮ࣝࣝ等について、機関ෆእからの┦

ㄯをཷけ付ける❆ཱྀを設置する。

(㸰) 競争的研究費等の不正のྲྀ⤌に関する機関の᪉㔪等をእ㒊にබ⾲す

る。

（実施上の留意事項）

① 不正を๓に㜵Ṇするためには、研究者が日ᖖ的な研究άືにおいて、⮬

らの行Ⅽが࣮ࣝࣝ等にゐするのか否かを๓に┦ㄯできるయ制（┦ㄯ❆ཱྀ

のタ置など）をᩚഛすることが必要である。ࡲた、これらの❆ཱྀが適ษに機

⬟し、⤫୍的な対ᛂが行われるよう、ᢸ当者間の報ඹ᭷࣭ඹ㏻理ゎのಁ㐍

のための研ಟのᐇなど、⤌⧊的なྲྀ⤌を᥎㐍することがᮃࡲれる。

た、日ᖖの┦ㄯを㏻じて✚されたをᩚ理࣭分ᯒし、ᵓ成ဨ間でඹࡲ

᭷する⤌ࡳをᩚഛするとともに、必要にᛂじ、ࣔࢢࣥࣜࢱࢽの⤖ᯝなどと

ともに、最㧗⟶理責任者に報告し、基ᮏ方針࣭内部つ⛬のぢ直しやࣛࣉࣥࢥ

。できるయ制も必要であるࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇᩍ⫱の内容にࢫࣥ

② 機関の不正へのྲྀ⤌に関する基ᮏ方針等のබ⾲は、機関の不正㜵Ṇに対す

る⪃࠼方や方針を᫂らかにするものであり、♫会へのㄝ᫂責任をᯝたすୖで

も重要である。

このため、「行ືつ⠊」、「⟶理࣭㐠Ⴀయ制」はもとより、機関間での

報ඹ᭷のほⅬから、「ࣝࣗࢽ࣐」、「不正㜵Ṇィ⏬」、「┦ㄯ❆ཱྀ」、「㏻

報❆ཱྀ」、「ฎ分（ྲྀᘬṆ等のྲྀᢅいをྵࡴ。)」、「機関におけるㅖ手続」

などとともに、これらに関係するㅖつ⛬を内外の⏝者のどⅬに立って、分

かりやすࡃయ⣔࣭㞟⣙してࢪ࣮࣒࣮࣌࣍等にᥖ㍕し、✚ᴟ的な報Ⓨಙ

を行うことが求められる。

③ ᴗ等において、ᴗάືୖ、♫内つ⛬等を外部にබ⾲することが困難な

場合は、配分機関への報告をもってබ⾲に௦࠼ることができる。
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➨㸳⠇ 報発ಙ࣭ඹ᭷の᥎㐍

れのつᶍや≉ᛶにᛂじたᐇࡒの㊃᪨にἢって、ከᵝな機関がそれࣥࣛࢻ࢞

ຠᛶあるయ制をᩚഛするୖでは、機関内での報ඹ᭷はもとより、ྛ機関のྲྀ⤌

やのయ的な報Ⓨಙによる機関間での報ඹ᭷が必要かつ᭷ຠである。ࡲ

た、このことは、競争的研究費等に対し、ᗈࡃᅜẸの理ゎとᨭをᚓるୖでも必

要不ྍḞである。

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 競争的研究費等の⏝に関する࣮ࣝࣝ等について、機関ෆእからの┦

ㄯをཷけ付ける❆ཱྀを設置する。

(㸰) 競争的研究費等の不正のྲྀ⤌に関する機関の᪉㔪等をእ㒊にබ⾲す

る。

（実施上の留意事項）

① 不正を๓に㜵Ṇするためには、研究者が日ᖖ的な研究άືにおいて、⮬

らの行Ⅽが࣮ࣝࣝ等にゐするのか否かを๓に┦ㄯできるయ制（┦ㄯ❆ཱྀ

のタ置など）をᩚഛすることが必要である。ࡲた、これらの❆ཱྀが適ษに機

⬟し、⤫୍的な対ᛂが行われるよう、ᢸ当者間の報ඹ᭷࣭ඹ㏻理ゎのಁ㐍

のための研ಟのᐇなど、⤌⧊的なྲྀ⤌を᥎㐍することがᮃࡲれる。

た、日ᖖの┦ㄯを㏻じて✚されたをᩚ理࣭分ᯒし、ᵓ成ဨ間でඹࡲ

᭷する⤌ࡳをᩚഛするとともに、必要にᛂじ、ࣔࢢࣥࣜࢱࢽの⤖ᯝなどと

ともに、最㧗⟶理責任者に報告し、基ᮏ方針࣭内部つ⛬のぢ直しやࣛࣉࣥࢥ

。できるయ制も必要であるࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇᩍ⫱の内容にࢫࣥ

② 機関の不正へのྲྀ⤌に関する基ᮏ方針等のබ⾲は、機関の不正㜵Ṇに対す

る⪃࠼方や方針を᫂らかにするものであり、♫会へのㄝ᫂責任をᯝたすୖで

も重要である。

このため、「行ືつ⠊」、「⟶理࣭㐠Ⴀయ制」はもとより、機関間での

報ඹ᭷のほⅬから、「ࣝࣗࢽ࣐」、「不正㜵Ṇィ⏬」、「┦ㄯ❆ཱྀ」、「㏻

報❆ཱྀ」、「ฎ分（ྲྀᘬṆ等のྲྀᢅいをྵࡴ。)」、「機関におけるㅖ手続」

などとともに、これらに関係するㅖつ⛬を内外の⏝者のどⅬに立って、分

かりやすࡃయ⣔࣭㞟⣙してࢪ࣮࣒࣮࣌࣍等にᥖ㍕し、✚ᴟ的な報Ⓨಙ

を行うことが求められる。

③ ᴗ等において、ᴗάືୖ、♫内つ⛬等を外部にබ⾲することが困難な

場合は、配分機関への報告をもってබ⾲に௦࠼ることができる。

2 3

➨㸴⠇ のᅾり᪉ࢢࣥࣜࢱࢽࣔ

不正のⓎ⏕のྍ⬟ᛶを最ᑠにすることを┠指し、機関యのどⅬからᐇຠᛶの

あるࣔࢢࣥࣜࢱࢽయ制をᩚഛ࣭ᐇすることが重要である。ࡲた、これらに加࠼、

機関のᐇែに༶して、不正がⓎ⏕する要ᅉを分ᯒし、不正がⓎ⏕するࣜࢡࢫに対

して重Ⅼ的かつ機ື的な┘査(ࣜࢳ࣮ࣟࣉࢡࢫ┘査)をᐇし、ᜏᖖ的に⤌⧊的

≌制機⬟のᐇ࣭ᙉをᅗることが必要である。

（機関に実施をせㄳする事項）

(１) 競争的研究費等の㐺正な⟶理のたࡵ、機関యのどⅬからࣔࣥࣜࢱࢽ

。ᰝไ度をᩚഛし、実施する┘ࡧཬࢢ

(㸰) ෆ㒊┘ᰝ㒊㛛は、最㧗⟶理責任者の┤㎄的な⤌⧊としての置付けを

᫂☜するとともに、実ຠᛶあるᶒ限を付しᙉする。

(㸱) ෆ㒊┘ᰝ㒊㛛は、ẖ年度定期的に、࣮ࣝࣝに↷らしてィ書㢮のᙧᘧ

的せ௳等がලഛさࢀているかな、㈈ົ報に対するࢡࢵ࢙ࢳを一定数

実施する。ࡲた、競争的研究費等の⟶理యไの不ഛの᳨ドも行う。

(㸲) ෆ㒊┘ᰝ㒊㛛は、上グ(㸱)にຍ࠼、➨㸱⠇１の㜵止ィ⏬᥎㐍㒊⨫との

㐃ᦠをᙉし、ྠ⠇㸰ࠕ実施上の留意事項ࠖձに示すࣜࢡࢫを㋃࠼ࡲ、

機関の実ែに༶してせᅉを分ᯒした上࡛、不正が発⏕するࣜࢡࢫに対し

て、㔜Ⅼ的にࣝࣉࣥࢧをᢳ出し、ᢤࡁᡴࡕなをྵࡵたࣜࢡࢫア࣮ࣟࣉ

。ᰝを実施する┘ࢳ

(㸳) ෆ㒊┘ᰝの実施に当たっては、過ཤのෆ㒊┘ᰝࡸ、⤫ᣓ⟶理責任者ཬ

を㏻じてᢕᥱさࢢࣥࣜࢱࢽ᥎㐍責任者が実施するࣔࢫイアࣥࣛࣉࣥࢥࡧ

た不正発⏕せᅉに応じて、┘ᰝィ⏬を㝶ぢ┤し、ຠ⋡࣭㐺正をࢀ

ᅗるとともに、ᑓ㛛的な▱㆑を᭷する者（බㄆィኈࡸの機関࡛┘ᰝ

ᴗົの経㦂のある者等）をά⏝してෆ㒊┘ᰝの㉁のྥ上をᅗる。

(㸴) ෆ㒊┘ᰝ㒊㛛は、ຠ⋡的࣭ຠ果的かつከゅ的なෆ㒊┘ᰝを実施するた

ィ┘ᰝேとの㐃ᦠをᙉし、ᚲせな報提౪等を行うࡧに、┘事ཬࡵ

とともに、機関における不正㜵止に関するෆ㒊⤫ไのᩚഛ࣭㐠⏝≧ἣࡸ、

ෆ㒊┘ᰝのᡭἲ、競争的研究費等の㐠Ⴀ࣭⟶理のᅾり᪉、ࢢࣥࣜࢱࢽࣔ

等について定期的に意ぢ交を行う。

(㸵) 機関は、➨㸵⠇１ᩥࠕ㒊⛉Ꮫ┬が実施すࡁ事項ࠖ(㸱)にᥖげるㄪᰝ

について༠ຊすることとする。
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(㸶) ෆ㒊┘ᰝ⤖果等については、ࣛࣉࣥࢥイアࣥࢫᩍ⫱ཬࡧၨ発άືにも

ά⏝するなして࿘▱をᅗり、機関యとしてྠᵝのࣜࢡࢫが発⏕しな

いようᚭᗏする。

（実施上の留意事項）

① 内部┘査部㛛のయ制をᙉするため、㧗いᑓ㛛ᛶをഛ࠼、機関の㐠Ⴀを

య的などⅬから⪃ᐹできるேᮦを配置することがᮃࡲしい。

② 内部┘査は、機関యのࣔࢢࣥࣜࢱࢽが᭷ຠに機⬟するయ制となっている

か否かを☜ㄆ᳨࣭ドするなど、機関యのぢᆅに立った᳨ド機⬟をᯝたすこ

とが重要である。調㐩ᴗົをにとると、Ⓨὀ᳨࣭収࣭ᨭᡶの⌧場における

がともに機⬟しࢢࣥࣜࢱࢽ及び㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫によるそれらのࣔࢡࢵ࢙ࢳ

ているか否かを内部┘査により☜ㄆする。ࡲた、内部┘査では、࣮ࣝࣝその

ものにもᨵၿすきことがないか᳨ドすることも必要である。

③ ⪄査のලయ的な方法については、以ୗのような手法が┘ࢳ࣮ࣟࣉࢡࢫࣜ

。られる࠼

࣭研究者の୍部を対象に、当該研究者の᪑費を୍定ᮇ間分ᢳ出してඛ方に☜

ㄆ、出⡙に↷らし合わせるか、出ᙇの┠的やᴫ要についてᢤきᡴちで

。を行うࢢࣥࣜࣄ

࣭㠀ᖖ㞠⏝者の୍部を対象にົᐇែについてࢢࣥࣜࣄを行う。

࣭⣡ရ後の≀ရ等の⌧≀☜ㄆ

࣭ྲྀᘬᴗ者のᖒ⡙との✺合

④ 内部┘査の㉁を୍定にಖつため、┘査手㡰を♧したࣝࣗࢽ࣐をస成し、

㝶᭦᪂しながら関係者間でά⏝する。

⑤ ㈈ᨻୖの制⣙から、⊂立したᑓᒓの内部┘査部㛛をタ置することが困難な

場合、以ୗのような対ᛂを行うことも⪃࠼られる。

࣭経理的なഃ㠃に対する内部┘査は、ᢸ当者を指定し、そのྲྀりࡲとめ責任

のୗに、」ᩘの⤌⧊からேဨを☜ಖして࣒࣮ࢳとして対ᛂする。

࣭࣮ࣝࣝ㐪㜵Ṇのための࣒ࢸࢫࢩやᴗົの᭷ຠᛶ、ຠ⋡ᛶといったഃ㠃に

対する内部┘査は、㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫等がවົしてᐇする。

⑥ 内部┘査部㛛は、㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫から不正Ⓨ⏕要ᅉの報をධ手したୖ

で、┘査ィ⏬を適ษに立するとともに、㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫においては、内

部┘査⤖ᯝ等を不正㜵Ṇィ⏬にᫎさせる。
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(㸶) ෆ㒊┘ᰝ⤖果等については、ࣛࣉࣥࢥイアࣥࢫᩍ⫱ཬࡧၨ発άືにも

ά⏝するなして࿘▱をᅗり、機関యとしてྠᵝのࣜࢡࢫが発⏕しな

いようᚭᗏする。

（実施上の留意事項）

① 内部┘査部㛛のయ制をᙉするため、㧗いᑓ㛛ᛶをഛ࠼、機関の㐠Ⴀを

య的などⅬから⪃ᐹできるேᮦを配置することがᮃࡲしい。

② 内部┘査は、機関యのࣔࢢࣥࣜࢱࢽが᭷ຠに機⬟するయ制となっている

か否かを☜ㄆ᳨࣭ドするなど、機関యのぢᆅに立った᳨ド機⬟をᯝたすこ

とが重要である。調㐩ᴗົをにとると、Ⓨὀ᳨࣭収࣭ᨭᡶの⌧場における

がともに機⬟しࢢࣥࣜࢱࢽ及び㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫によるそれらのࣔࢡࢵ࢙ࢳ

ているか否かを内部┘査により☜ㄆする。ࡲた、内部┘査では、࣮ࣝࣝその

ものにもᨵၿすきことがないか᳨ドすることも必要である。

③ ⪄査のලయ的な方法については、以ୗのような手法が┘ࢳ࣮ࣟࣉࢡࢫࣜ

。られる࠼

࣭研究者の୍部を対象に、当該研究者の᪑費を୍定ᮇ間分ᢳ出してඛ方に☜

ㄆ、出⡙に↷らし合わせるか、出ᙇの┠的やᴫ要についてᢤきᡴちで

。を行うࢢࣥࣜࣄ

࣭㠀ᖖ㞠⏝者の୍部を対象にົᐇែについてࢢࣥࣜࣄを行う。

࣭⣡ရ後の≀ရ等の⌧≀☜ㄆ

࣭ྲྀᘬᴗ者のᖒ⡙との✺合

④ 内部┘査の㉁を୍定にಖつため、┘査手㡰を♧したࣝࣗࢽ࣐をస成し、

㝶᭦᪂しながら関係者間でά⏝する。

⑤ ㈈ᨻୖの制⣙から、⊂立したᑓᒓの内部┘査部㛛をタ置することが困難な

場合、以ୗのような対ᛂを行うことも⪃࠼られる。

࣭経理的なഃ㠃に対する内部┘査は、ᢸ当者を指定し、そのྲྀりࡲとめ責任

のୗに、」ᩘの⤌⧊からேဨを☜ಖして࣒࣮ࢳとして対ᛂする。

࣭࣮ࣝࣝ㐪㜵Ṇのための࣒ࢸࢫࢩやᴗົの᭷ຠᛶ、ຠ⋡ᛶといったഃ㠃に

対する内部┘査は、㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫等がවົしてᐇする。

⑥ 内部┘査部㛛は、㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫から不正Ⓨ⏕要ᅉの報をධ手したୖ

で、┘査ィ⏬を適ษに立するとともに、㜵Ṇィ⏬᥎㐍部⨫においては、内

部┘査⤖ᯝ等を不正㜵Ṇィ⏬にᫎさせる。

2 5

⑦ 内部┘査部㛛及び┘は、┘査のຠᯝをⓎできるよう、機関のࣛࣉࣥࢥ

ࡺをໟᣓする部⨫や外部からの┦ㄯをཷける❆ཱྀ等、機関内のあらࢫࣥ

る⤌⧊と連ᦠするとともに、不正に関する㏻報内容をᢕᥱし、機関内で適ษ

な対ᛂがとられているかを☜ㄆすることがᮃࡲしい。
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➨㸵⠇ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬による研究機関に対するࣔࢢࣥࣜࢱࢽ等ཬᩥࡧ㒊⛉Ꮫ┬、配

分機関によるయไᩚഛの不ഛがある機関に対する措置のᅾり᪉

文部科学省は、機関が、第１節から第㸴節にグ㍕した対⟇のᐇ≧ἣについて、

ḟのように☜ㄆ、ホ౯及び措置を行う。

１ ᇶᮏ的な⪃࠼᪉

文部科学省は、資金配分ඛの機関においても研究費が適ษに⏝࣭⟶理さ

れるようᡤ要の対ᛂを行う責ົを㈇っている。文部科学省は、機関における

⟶理య制について、ࣥࣛࢻ࢞のᐇ≧ἣをᢕᥱし、ᡤ要のᨵၿをಁす。

（ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が実施すࡁ事項）

(１) ᭷㆑者による᳨ウの場を設け、࢞イࣛࢻイࣥの実施等に関して࢛ࣟࣇ

࣮アࣉࢵするとともに、ᚲせに応じて࢞イࣛࢻイࣥのぢ┤し等を行う。

(㸰) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、機関ഃの自発的な対応をಁすᙧ࡛指ᑟ等を行う。⟶理

యไのᨵၿにྥけた指ᑟࡸ措置については、⥭ᛴの措置がᚲせな場合等

を㝖ࡁ、研究άືの㐙行にཬࡰすᙳ㡪を຺した上࡛、段階的に実施す

る。

(㸱) 上グ(１)ཬࡧ(㸰)を実施するたࡵ、ㄪᰝ機⬟のᙉをᅗり、機関に対

し、以ୗのㄪᰝ（書㠃、㠃接、⌧ᆅㄪᰝをྵࡴ）を実施する。

ア ᒚ行≧ἣㄪᰝ（ẖ年、一定数をᢳ出)

イ 機ືㄪᰝ(ᒚ行≧ἣㄪᰝ以እに、⥭ᛴ࣭⮫の௳に機ື的に対応）

࢘ ㄪᰝ（ᒚ行≧ἣㄪᰝ、機ືㄪᰝにおけるᨵၿ措置≧ἣࣉࢵア࣮࢛ࣟࣇ

を࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵし、ᚲせに応じ措置をㅮじる）

࢚ ≉別ㄪᰝ（不正発ぬᚋの≧ἣᢕᥱ࣭指ᑟ)

(㸲) 上グ(㸱)のㄪᰝ⤖果等により㞟した不正㜵止のたࡵの実ຠᛶあるྲྀ

⤌事をά⏝し、研ಟの㛤ദࢶࣥࢸࣥࢥࡸᩍᮦのసᡂ等を行い、機関

における研究費の⟶理࣭┘ᰝయไのᵓ⠏にྥけたᨭを行う。

（実施上の留意事項）

① ᚑ᮶も配分機関により額の☜定調査やその他の☜ㄆがಶ別の競争的研究費

等で行われている。文部科学省はそれらの手ẁを᭷ຠに⤌ࡳ合わせて、研究

者及び機関の㈇ᢸをྍ⬟な限りቑやさࡎにຠ⋡的࣭ຠᯝ的な᳨ドを行うよう

ດめる。

② 機関が不正をᢚṆするために合理的にぢて༑分なయ制ᩚഛをᅗっている場
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➨㸵⠇ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬による研究機関に対するࣔࢢࣥࣜࢱࢽ等ཬᩥࡧ㒊⛉Ꮫ┬、配

分機関によるయไᩚഛの不ഛがある機関に対する措置のᅾり᪉

文部科学省は、機関が、第１節から第㸴節にグ㍕した対⟇のᐇ≧ἣについて、

ḟのように☜ㄆ、ホ౯及び措置を行う。

１ ᇶᮏ的な⪃࠼᪉

文部科学省は、資金配分ඛの機関においても研究費が適ษに⏝࣭⟶理さ

れるようᡤ要の対ᛂを行う責ົを㈇っている。文部科学省は、機関における

⟶理య制について、ࣥࣛࢻ࢞のᐇ≧ἣをᢕᥱし、ᡤ要のᨵၿをಁす。

（ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が実施すࡁ事項）

(１) ᭷㆑者による᳨ウの場を設け、࢞イࣛࢻイࣥの実施等に関して࢛ࣟࣇ

࣮アࣉࢵするとともに、ᚲせに応じて࢞イࣛࢻイࣥのぢ┤し等を行う。

(㸰) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、機関ഃの自発的な対応をಁすᙧ࡛指ᑟ等を行う。⟶理

యไのᨵၿにྥけた指ᑟࡸ措置については、⥭ᛴの措置がᚲせな場合等

を㝖ࡁ、研究άືの㐙行にཬࡰすᙳ㡪を຺した上࡛、段階的に実施す

る。

(㸱) 上グ(１)ཬࡧ(㸰)を実施するたࡵ、ㄪᰝ機⬟のᙉをᅗり、機関に対

し、以ୗのㄪᰝ（書㠃、㠃接、⌧ᆅㄪᰝをྵࡴ）を実施する。

ア ᒚ行≧ἣㄪᰝ（ẖ年、一定数をᢳ出)

イ 機ືㄪᰝ(ᒚ行≧ἣㄪᰝ以እに、⥭ᛴ࣭⮫の௳に機ື的に対応）

࢘ ㄪᰝ（ᒚ行≧ἣㄪᰝ、機ືㄪᰝにおけるᨵၿ措置≧ἣࣉࢵア࣮࢛ࣟࣇ

を࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵし、ᚲせに応じ措置をㅮじる）

࢚ ≉別ㄪᰝ（不正発ぬᚋの≧ἣᢕᥱ࣭指ᑟ)

(㸲) 上グ(㸱)のㄪᰝ⤖果等により㞟した不正㜵止のたࡵの実ຠᛶあるྲྀ

⤌事をά⏝し、研ಟの㛤ദࢶࣥࢸࣥࢥࡸᩍᮦのసᡂ等を行い、機関

における研究費の⟶理࣭┘ᰝయไのᵓ⠏にྥけたᨭを行う。

（実施上の留意事項）

① ᚑ᮶も配分機関により額の☜定調査やその他の☜ㄆがಶ別の競争的研究費

等で行われている。文部科学省はそれらの手ẁを᭷ຠに⤌ࡳ合わせて、研究

者及び機関の㈇ᢸをྍ⬟な限りቑやさࡎにຠ⋡的࣭ຠᯝ的な᳨ドを行うよう

ດめる。

② 機関が不正をᢚṆするために合理的にぢて༑分なయ制ᩚഛをᅗっている場

2 7

合には、文部科学省は、ᵓ成ဨಶேによるពᅗ的かつィ⏬的な不正がⓎ⏕し

たことをもって、直ちに機関の責任を問うものではない。

③ 機関の問題は、ಶ別の部局等にある場合もあるが、部局等もྵめたయ制ᩚ

ഛの責任は、機関の㛗にある。したがって、య制ᩚഛの不ഛに関するホ౯、

及びホ౯⤖ᯝに基づき行われる措置の対象は原則として機関యとする。
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㸰 ලయ的な㐍ࡵ᪉

（ᩥ㒊⛉Ꮫ┬、配分機関、機関が実施すࡁ事項）

(１)実ែᢕᥱのたࡵのࣔࢢࣥࣜࢱࢽ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、࢞イࣛࢻイࣥにᇶ࡙ࡃయไᩚഛ等の実施≧ἣについて、

書㠃等による報告を機関にồࡵ、機関は、書㠃等による報告をᩥ㒊⛉Ꮫ┬

に提出する。

(㸰)措置のたࡵのࣔࢢࣥࣜࢱࢽ等

ア ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、ẖ年度、ᒚ行≧ἣㄪᰝの実施᪉㔪等を定ࡵ、一定数を

ᢳ出し、機関における࢞イࣛࢻイࣥにᇶ࡙ࡃయไᩚഛ等の≧ἣについて

ㄪᰝを実施し、࢞イࣛࢻイࣥのࠕ機関に実施をせㄳする事項ࠖ等につい

て☜ㄆする。ࡲた、配分機関において、不正が☜ㄆさࢀた機関も当該ㄪ

ᰝの対㇟とする。

イ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、上グアのㄪᰝ以እにも、⥭ᛴ࣭⮫の௳に機ື的に

対応するたࡵ、ᚲせに応じて機ືㄪᰝを実施し、࢞イࣛࢻイࣥにᇶ࡙ࡃ

యไᩚഛ等の実ែᢕᥱを行う。

࢘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が᭷㆑者による᳨ウも㋃࠼ࡲ、上グア、イのㄪᰝの⤖果に

おいて機関のయไᩚഛ等の≧ἣについて不ഛがあるとุ᩿する場合は、

当該機関に対して、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は以ୗの 1)の措置をㅮじ、ࡑの⤖果をཷ

けて、配分機関は 2)ཬࡧ 3)の㡰に段階的な措置をㅮじる。ࡲた、ᩥ㒊⛉

Ꮫ┬はㄪᰝ⤖果ཬࡧ措置の≧ἣをබ⾲する。

ただし、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が機関におけるయไᩚഛに㔜な不ഛがあるとุ

᩿した場合又は機関におけるయไᩚഛの不ഛによる不正とㄆ定した場合

は、ᚲせに応じて、段階的な措置によらࡎ、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が 1)をㅮじると

ྠに、配分機関は 2)の措置をㅮじることとする。

なお、措置の᳨ウに当たっては、機関からのᘚ᫂の機を設けるもの

とする。

1) ⟶理᮲௳の付

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、機関に対し、యไᩚഛ等の不ഛについて、ᨵၿ事項

ཬࡑࡧのᒚ行期限（１年）を示した⟶理᮲௳を付す。ࡲた、ᩥ㒊⛉Ꮫ

┬は、⟶理᮲௳のᒚ行≧ἣについてẖ年度࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵㄪᰝを実施

し、ㄪᰝ⤖果を機関ཬࡧ配分機関に㏻▱する。

2) 間接経費の削減

配分機関は、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵㄪᰝの⤖果において、⟶

理᮲௳のᒚ行がㄆࡵらࢀないとุ᩿した場合は、当該機関に対する競

争的研究費等における翌年度以降の間接経費措置額を一定割合削減す

る。

間接経費措置額の削減割合については、࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵㄪᰝの⤖果

に応じて、段階的に引上げ、上限を間接経費措置額の１㸳％とする。
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㸰 ලయ的な㐍ࡵ᪉

（ᩥ㒊⛉Ꮫ┬、配分機関、機関が実施すࡁ事項）

(１)実ែᢕᥱのたࡵのࣔࢢࣥࣜࢱࢽ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、࢞イࣛࢻイࣥにᇶ࡙ࡃయไᩚഛ等の実施≧ἣについて、

書㠃等による報告を機関にồࡵ、機関は、書㠃等による報告をᩥ㒊⛉Ꮫ┬

に提出する。

(㸰)措置のたࡵのࣔࢢࣥࣜࢱࢽ等

ア ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、ẖ年度、ᒚ行≧ἣㄪᰝの実施᪉㔪等を定ࡵ、一定数を

ᢳ出し、機関における࢞イࣛࢻイࣥにᇶ࡙ࡃయไᩚഛ等の≧ἣについて

ㄪᰝを実施し、࢞イࣛࢻイࣥのࠕ機関に実施をせㄳする事項ࠖ等につい

て☜ㄆする。ࡲた、配分機関において、不正が☜ㄆさࢀた機関も当該ㄪ

ᰝの対㇟とする。

イ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、上グアのㄪᰝ以እにも、⥭ᛴ࣭⮫の௳に機ື的に

対応するたࡵ、ᚲせに応じて機ືㄪᰝを実施し、࢞イࣛࢻイࣥにᇶ࡙ࡃ

యไᩚഛ等の実ែᢕᥱを行う。

࢘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が᭷㆑者による᳨ウも㋃࠼ࡲ、上グア、イのㄪᰝの⤖果に

おいて機関のయไᩚഛ等の≧ἣについて不ഛがあるとุ᩿する場合は、

当該機関に対して、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は以ୗの 1)の措置をㅮじ、ࡑの⤖果をཷ

けて、配分機関は 2)ཬࡧ 3)の㡰に段階的な措置をㅮじる。ࡲた、ᩥ㒊⛉

Ꮫ┬はㄪᰝ⤖果ཬࡧ措置の≧ἣをබ⾲する。

ただし、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が機関におけるయไᩚഛに㔜な不ഛがあるとุ

᩿した場合又は機関におけるయไᩚഛの不ഛによる不正とㄆ定した場合

は、ᚲせに応じて、段階的な措置によらࡎ、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が 1)をㅮじると

ྠに、配分機関は 2)の措置をㅮじることとする。

なお、措置の᳨ウに当たっては、機関からのᘚ᫂の機を設けるもの

とする。

1) ⟶理᮲௳の付

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬は、機関に対し、యไᩚഛ等の不ഛについて、ᨵၿ事項

ཬࡑࡧのᒚ行期限（１年）を示した⟶理᮲௳を付す。ࡲた、ᩥ㒊⛉Ꮫ

┬は、⟶理᮲௳のᒚ行≧ἣについてẖ年度࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵㄪᰝを実施

し、ㄪᰝ⤖果を機関ཬࡧ配分機関に㏻▱する。

2) 間接経費の削減

配分機関は、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬が࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵㄪᰝの⤖果において、⟶

理᮲௳のᒚ行がㄆࡵらࢀないとุ᩿した場合は、当該機関に対する競

争的研究費等における翌年度以降の間接経費措置額を一定割合削減す

る。

間接経費措置額の削減割合については、࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵㄪᰝの⤖果

に応じて、段階的に引上げ、上限を間接経費措置額の１㸳％とする。
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3) 配分の停止

間接経費を上限࡛ࡲ削減する措置をㅮじている間においてもᩥ㒊⛉

Ꮫ┬が⟶理᮲௳のᒚ行がㄆࡵらࢀないとุ᩿した場合は、配分機関は、

当該機関に対する翌年度以降の競争的研究費等の配分を停止する。

࢚ の࢘ 1)から 3)の措置のゎ㝖は、以ୗによるものとする。

࣭1)の措置は、機関において⟶理᮲௳を╔実にᒚ行しているとᩥ㒊⛉Ꮫ

┬がุ᩿したⅬ࡛、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬がゎ㝖する。

࣭2)の措置は、機関において⟶理᮲௳を╔実にᒚ行又はᒚ行に㐍ᒎがあ

るとᩥ㒊⛉Ꮫ┬がุ᩿した場合、配分機関がࡑの翌年度にゎ㝖する。

࣭3)の措置は、機関において⟶理᮲௳を╔実にᒚ行又はᒚ行に㐍ᒎがあ

るとᩥ㒊⛉Ꮫ┬がุ᩿したⅬ࡛、配分機関がゎ㝖する。

（実施上の留意事項）

① ⟶理᮲௳を付した翌年度に、機関において当該⟶理᮲௳を╔ᐇにᒚ行し

ていると文部科学省がุ᩿した場合は、当該機関に対するࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ調

査を終する。ࡲた、機関において当該⟶理᮲௳の╔ᐇなᒚ行に⮳らࡎとも、

文部科学省がᒚ行に㐍ᒎがあるとุ᩿した場合は、経㐣ほᐹとして、⥅続的

にࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ調査をᐇする。

② 間接経費措置額の削減割合の基準については、文部科学省が別に定めるこ

ととする。
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➨㸶⠇ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬、配分機関による競争的研究費等における不正の対応

機関が告Ⓨ等をཷけ付けし、配分機関が機関から調査の要否の報告をཷけた㝿

は、機関に対して当該の㏿やかな容ゎ᫂を要請し、機関から提出される報

告書等を㋃࠼ࡲ、当該機関に対してᨵၿを求めることが必要である。ࡲた、ᮏ࢞

、では、研究費の⟶理は機関の責任において行うこととしているためࣥࣛࢻ

文部科学省及び配分機関は、競争的研究費等における不正を☜ㄆした場合は、研

究者ࡔけでなࡃ、機関に対しても措置を講じることとする。

（配分機関が実施すࡁ事項）

(１) 配分機関は、機関からㄪᰝ実施のせྰについて報告をཷけた場合は、

機関に対してᚲせな指示を行うこととする。

(㸰) 配分機関は、機関におけるㄪᰝが㐺ษに実施さࢀるよう、ㄪᰝ᪉㔪、

ㄪᰝ対㇟ཬࡧ᪉ἲ等の報告をཷけ、ᚲせに応じて指示を行うとともに、

当該事の㏿ࡸかなᐜゎ᫂をせㄳする。

(㸱) 配分機関は、ㄪᰝの過⛬࡛あっても、機関から不正の一㒊がㄆ定さࢀ

た᪨の報告があった場合は、ᚲせに応じ、不正を行った研究者が関わる

競争的研究費等について、採択又は交付決定の保留、交付停止、機関に

対する執行停止の指示等を行う。

(㸲) 配分機関は、機関から不正をㄆ定した最終報告書が提出さࢀࡑ、ࢀを

☜ㄆした場合は、当該報告書のෆᐜを㋃࠼ࡲ、以ୗの措置をㅮじること

とする。

<機関に対する措置>

࣭➨㸵⠇㸰(㸰)ཧ↷

<機関࣭研究者に対する措置>

࣭不正にಀる競争的研究費等の㏉㑏等

不正があった競争的研究費等において、配分機関は、機関又は研究者

に対し、事に応じて、交付決定のྲྀᾘし等を行い、ࡲた、研究費の一

㒊又は㒊の㏉㑏をồࡵる。

<研究者に対する措置>

࣭競争的研究費等の⏦ㄳཬࡧཧຍ㈨᱁のไ限

不正があった競争的研究費等において、配分機関は、不正を行った研

究者ཬࢀࡑࡧにඹㅛした研究者等に対し、事に応じて、競争的研究費

等の⏦ㄳཬࡧཧຍ㈨᱁をไ限する。

(㸳) 配分機関は、機関が告発等をཷけ付けた日から㸰１０日以ෆに最終報

告書の提出がない場合、当該機関に対して、≧ἣに応じて、報告遅延に

ಀる以ୗの措置をㅮじることとする。
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➨㸶⠇ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬、配分機関による競争的研究費等における不正の対応

機関が告Ⓨ等をཷけ付けし、配分機関が機関から調査の要否の報告をཷけた㝿

は、機関に対して当該の㏿やかな容ゎ᫂を要請し、機関から提出される報

告書等を㋃࠼ࡲ、当該機関に対してᨵၿを求めることが必要である。ࡲた、ᮏ࢞

、では、研究費の⟶理は機関の責任において行うこととしているためࣥࣛࢻ

文部科学省及び配分機関は、競争的研究費等における不正を☜ㄆした場合は、研

究者ࡔけでなࡃ、機関に対しても措置を講じることとする。

（配分機関が実施すࡁ事項）

(１) 配分機関は、機関からㄪᰝ実施のせྰについて報告をཷけた場合は、

機関に対してᚲせな指示を行うこととする。

(㸰) 配分機関は、機関におけるㄪᰝが㐺ษに実施さࢀるよう、ㄪᰝ᪉㔪、

ㄪᰝ対㇟ཬࡧ᪉ἲ等の報告をཷけ、ᚲせに応じて指示を行うとともに、

当該事の㏿ࡸかなᐜゎ᫂をせㄳする。

(㸱) 配分機関は、ㄪᰝの過⛬࡛あっても、機関から不正の一㒊がㄆ定さࢀ

た᪨の報告があった場合は、ᚲせに応じ、不正を行った研究者が関わる

競争的研究費等について、採択又は交付決定の保留、交付停止、機関に

対する執行停止の指示等を行う。

(㸲) 配分機関は、機関から不正をㄆ定した最終報告書が提出さࢀࡑ、ࢀを

☜ㄆした場合は、当該報告書のෆᐜを㋃࠼ࡲ、以ୗの措置をㅮじること

とする。

<機関に対する措置>

࣭➨㸵⠇㸰(㸰)ཧ↷

<機関࣭研究者に対する措置>

࣭不正にಀる競争的研究費等の㏉㑏等

不正があった競争的研究費等において、配分機関は、機関又は研究者

に対し、事に応じて、交付決定のྲྀᾘし等を行い、ࡲた、研究費の一

㒊又は㒊の㏉㑏をồࡵる。

<研究者に対する措置>

࣭競争的研究費等の⏦ㄳཬࡧཧຍ㈨᱁のไ限

不正があった競争的研究費等において、配分機関は、不正を行った研

究者ཬࢀࡑࡧにඹㅛした研究者等に対し、事に応じて、競争的研究費

等の⏦ㄳཬࡧཧຍ㈨᱁をไ限する。

(㸳) 配分機関は、機関が告発等をཷけ付けた日から㸰１０日以ෆに最終報

告書の提出がない場合、当該機関に対して、≧ἣに応じて、報告遅延に

ಀる以ୗの措置をㅮじることとする。
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ただし、報告遅延に合理的な理由がある場合は、当該理由に応じて配

分機関が別途、最終報告書の提出期限を設けるものとする。

ア 配分機関は、当該機関の不正に関する告発等があった競争的研究費等

における翌年度以降の１か年度の間接経費措置額を一定割合削減する。

間接経費措置額の削減割合については、提出期限を過ぎた日数に応じ

て、段階的に引上げ、上限を間接経費措置額の１０％とする。

イ 被告発者が自らの責任を果たさないことにより最終報告書の提出が遅

延した場合、配分機関は、当該研究者が関わる競争的研究費等について、

採択又は交付決定の保留、交付停止、機関に対する執行停止の指示等を

行う。

（実施上の留意事項）

① 配分機関は、研究者の責任により最終報告書の提出が遅延した場合をもっ

て、直ちに機関の責任を問うものではない。

② 配分機関は、研究者に対する措置として、競争的研究費等への申請及び参

加資格の制限を行う場合は、「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平

成１７年９月９日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）に基づ

き、措置を講じることとする。

③ 機関から提出された最終報告書について、配分機関との必要な協議を経な

かったことなどにより、調査方法及び報告書の内容等に重大な問題があった

場合は、配分機関は、機関に対し、最終報告書の再提出を求めることとする。

④ 報告遅延に係る合理的な理由としては、研究者の機関に対する申立てによ

り、機関内の再調査が必要となる場合、捜査当局により関連資料が押収され

ている場合や、不正を行った研究者が関連資料を隠蔽
いんぺい

するなど調査への協力

を拒否する場合等が該当する。

⑤ 最終報告書の報告遅延に係る間接経費措置額の削減については、原則、翌

年度の当該競争的研究費等における間接経費を対象とするが、最終報告書が、

翌年度の当該競争的研究費等の交付決定後に機関から提出された場合など、

翌年度の当該競争的研究費等における間接経費を削減することが困難な場合

は、配分機関は、翌々年度の当該競争的研究費等における間接経費を削減す

ることとする。

⑥ 間接経費措置額の削減割合の基準については、文部科学省が別に定めるこ

ととする。

⑦ 最終報告書の提出以外に、第２節４における必要な手続を行わなかった場

合は、配分機関は機関に対し、その他の必要な措置を講じることとする。
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機
関
全
体
の
取
組

各
責
任
者
・
部
局
に
お
け
る
取
組

各
部
局

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
責
任
者

（
部
局
長
）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
責
任
者

（
部
局
長
）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
副
責
任
者

（
学
科
・
専
攻
等
の
長
）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
副
責
任
者

（
学
科
・
専
攻
等
の
長
）

競
争
的
研
究
費
等
の
運
営
・
管
理
に
関
わ
る
す
べ
て
の
構
成
員

具
体
策
の
実
施
、
受
講
管
理
・
指
導
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
改
善
指
導
、
状
況
報
告

•
基
本
方
針
の
策
定

•
必
要
な
措
置

状
況
報
告 状
況
報
告

•
具
体
策
の
策
定
・
実
施

•
実
施
の
た
め
の
支
援

•
実
施
状
況
確
認

(モ
ニ
タ
リ
ン
グ
)

最
高
管
理
責
任
者

（
学
長
）

不
正
防
止
に
関
す
る
内
部
統
制
の
整
備
・

運
用
状
況
の
確
認

不
正
防
止
計
画
が
不
正
発
生
要
因
に
対
応

し
て
い
る
か
確
認

防
止
計
画
推
進
部
署
・
内
部
監
査
部
門
と

の
連
携

役
員
会
等
に
お
い
て
定
期
的
に
報
告
し
、

意
見
を
述
べ
る

監
事
に
求
め
ら
れ
る
役
割

不
正
防
止
計
画
の
策
定
・
実
施

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
や
啓
発
活
動
等

の
実
施
計
画

上
記
を
通
じ
、
構
成
員
の
意
識
の
向
上
と

浸
透
を
促
し
、
組
織
全
体
で
不
正
を
防
止

す
る
風
土
を
形
成
す
る
た
め
の
総
合
的
な

取
組
を
実
施

統
括
管
理
責
任
者
及
び
防
止
計
画
推
進
部
署
で

機
関
全
体
の
不
正
防
止
対
策
を

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

統
括
管
理
責
任
者

（
理
事
・
副
学
長
）

（ 統 括 管 理 責 任 者 の 実 働 部 門 ）

防 止 計 画 推 進 部 署

議
論

内 部 監 査

役
員
会
・

理
事
会
等

監 事

監 事 監 査

報
告
・
意
見

連
携

連
携

内 部 監 査 部 門

大
学
に
お
け
る
責
任
体
系
図
の
例

連
携

不
正
根
絶
へ
の
強
い
決
意
の
表
明

不
正
防
止
策
に
つ
い
て
、
実
施
状
況
等
を

踏
ま
え
役
員
会
等
で
定
期
的
に
議
論

積
極
的
に
啓
発
活
動
を
実
施
し
、
構
成
員

の
意
識
の
向
上
と
浸
透
を
図
る

最
高
管
理
責
任
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

参
考
資
料
１

33
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機
関
全
体
の
取
組

各
責
任
者
・
部
局
に
お
け
る
取
組

各
部
局

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
責
任
者

（
部
局
長
）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
責
任
者

（
部
局
長
）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
副
責
任
者

（
学
科
・
専
攻
等
の
長
）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
副
責
任
者

（
学
科
・
専
攻
等
の
長
）

競
争
的
研
究
費
等
の
運
営
・
管
理
に
関
わ
る
す
べ
て
の
構
成
員

具
体
策
の
実
施
、
受
講
管
理
・
指
導
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
改
善
指
導
、
状
況
報
告

•
基
本
方
針
の
策
定

•
必
要
な
措
置

状
況
報
告 状
況
報
告

•
具
体
策
の
策
定
・
実
施

•
実
施
の
た
め
の
支
援

•
実
施
状
況
確
認

(モ
ニ
タ
リ
ン
グ
)

最
高
管
理
責
任
者

（
学
長
）

不
正
防
止
に
関
す
る
内
部
統
制
の
整
備
・

運
用
状
況
の
確
認

不
正
防
止
計
画
が
不
正
発
生
要
因
に
対
応

し
て
い
る
か
確
認

防
止
計
画
推
進
部
署
・
内
部
監
査
部
門
と

の
連
携

役
員
会
等
に
お
い
て
定
期
的
に
報
告
し
、

意
見
を
述
べ
る

監
事
に
求
め
ら
れ
る
役
割

不
正
防
止
計
画
の
策
定
・
実
施

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
や
啓
発
活
動
等

の
実
施
計
画

上
記
を
通
じ
、
構
成
員
の
意
識
の
向
上
と

浸
透
を
促
し
、
組
織
全
体
で
不
正
を
防
止

す
る
風
土
を
形
成
す
る
た
め
の
総
合
的
な

取
組
を
実
施

統
括
管
理
責
任
者
及
び
防
止
計
画
推
進
部
署
で

機
関
全
体
の
不
正
防
止
対
策
を

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

統
括
管
理
責
任
者

（
理
事
・
副
学
長
）

（ 統 括 管 理 責 任 者 の 実 働 部 門 ）

防 止 計 画 推 進 部 署

議
論

内 部 監 査

役
員
会
・

理
事
会
等

監 事

監 事 監 査

報
告
・
意
見

連
携

連
携

内 部 監 査 部 門

大
学
に
お
け
る
責
任
体
系
図
の
例

連
携

不
正
根
絶
へ
の
強
い
決
意
の
表
明

不
正
防
止
策
に
つ
い
て
、
実
施
状
況
等
を

踏
ま
え
役
員
会
等
で
定
期
的
に
議
論

積
極
的
に
啓
発
活
動
を
実
施
し
、
構
成
員

の
意
識
の
向
上
と
浸
透
を
図
る

最
高
管
理
責
任
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

参
考
資
料
１

33

対
象
؟
଼
ଥ
的
研
究
費
等
の
ઈ

・
管
理
に
関
ॎ
る
৸

थ
の
ଡ
成
員

৯
的
؟
自
身
ऋ
取
ॉ
ඞ
अ
଼
ଥ
的
研
究
費
等
の
使
用

ル
ー
ル
や
ज
ो
に
ൣ
अ
責
任
、
ঽ
ै
の
न
の
े

अ
な
ষ
ನ
が
ਂ
ਫ
に
ਊ
た
る
の
ऊ
な
न
を
理
解

औ
च
る
ऒ
と

ᄄ
২
؟
ৗ
規
ା
任
ৎ


ल

機
関
ऋ
定
め
る

定
の

間
ओ
と

方
法
؟
対
એ
ྼ
म
ड़
ン
ラ
イ
ン
で
の
研
ఊ
・
ହ

会
、

e
-ラ

ー
ニ
ン
グ
に
े
る
৾
ಆ
等

پ
ਭ

૾
ய

ल
理
ੰ
度
に
ण
ः
थ
པ

し
、

ਏ
に

ૢ
じ
थ
フ
ज़
ট
ー
ア
ッ
プ
を
行
अ
؛

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育

対
象
؟
৸
थ
の
ଡ
成
員

৯
的
؟
ਂ
ਫ
を
କ
こ
औ
च
な
い
ੌ
௶
௯
ଅ
を

ਛ
す
る

た
め
に
、
不
正
防
止
に

け
た
意
識
の


と


්
を

る
ऒ
と

ᄄ
২
؟

な
く
と
ु



に
ڭ

ங
度

（

ॉ
ନ
し
ᄄ
෬
に
実
施
す
る
ऒ
と
で
意
識
હ

け
を

る
）

方
法
؟
ใ
ோ
の
会
議
や
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
通
じ

た
意
識
ཟ
発
、
会
議
体
・
W
e
b
サ
イ
ト
・
メ
ー

ル
等
に
े
る
ੲ
ਾ
共
有
、
এ
ス
タ
ー
の
ൕ
ં
、

意
識
調
査
の
実
施
等

پ
ཟ
発
活
動
を
通
し
थ
ଡ
成
員
の
意
識
の

৲
を
པ


す
る
等
、
ి

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
活
用
す
る
؛

啓
発
活
動

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
と
啓
発
活
動
⋇

◆
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
・
啓
発
活
動
の

要

➤
َ
୦
を
ُ
َ
ၴ
に
ُ
َ
い
ण
ُ
実
施
す
る
の
ऊ
、
ফ

を
ৢ
し
た
৸
৬
的
な
ੑ

を
ੁ


➤
実
施
の

ટ
を
適

ન
認
し
、
実

性
・

૨
性
の
௴
ਡ
ऊ
ै
必
要
な
ৄ
ઉ
し
を
ষ
अ

不
正
使
用
防
止
計
画
や
ル
ー
ル
を
理
ੰ
し
、
不
正
を
କ
ऒ
औ
च
な
ः
組
௶
௯
ଅ
を

成
す
る
た
め
に
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
ઇ

と
ཟ
発
活
動
を
相
൩
に
ଓ

す
る

で
実
施
す
る
؛


考
ৱ
મ
ڮ

34
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●
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
基
本
的
理
解

・
自
機
関
の
行
動
規
範
（
理
念
、
背
景
、
考
え
方
等
）

・
自
機
関
の
不
正
防
止
の
取
組
（
相
談
窓
口
、
告
発
制
度
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
観
点
、
懲
戒
制
度
等
）

●
研
究
費
使
用
ル
ー
ル
の
理
解

・
自
身
の
権
限
や
責
任

・
各
研
究
費
制
度
の
ル
ー
ル

・
自
機
関
の
研
究
費
使
用
ル
ー
ル

・
不
正
使
用
事
例
と
ペ
ナ
ル
テ
ィ

●
事
例
を
踏
ま
え
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
具
体
的
な
不
正
使
用
事
例
の
分
析

・
自
機
関
に
お
け
る
リ
ス
ク
と
対
策
の
検
討

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育

●
意
識
啓
発

・
役
員
会
や
各
部
局
の
定
例
会
議
等
の
場
で
、
最
高
管
理
責

任
者
の
不
正
防
止
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
周
知

・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
抽
出
・
分
析
・
評
価
・
対
策
）

を
通
じ
た
危
機
意
識
の
醸
成

・
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
月
間
」
等
の
実
施

●
情
報
の
周
知
・
認
識
の
共
有

・
不
正
防
止
計
画
に
基
づ
く
取
組
内
容
の
周
知

・
相
談
窓
口
、
告
発
制
度
の
周
知

・
内
部
監
査
結
果
の
周
知
と
認
識
の
共
有

・
不
正
使
用
事
例
の
周
知
と
認
識
の
共
有

（
関
連
す
る
自
機
関
の
ル
ー
ル
の
点
検
）

啓
発
活
動

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
と
啓
発
活
動
②

◆
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
・
啓
発
活
動
の
実
施
内
容
の
主
な
例

➤
各
機
関
の
状
況
を
踏
ま
え
、
内
容
や
性
質
に
応
じ
た
適
切
な
方
法
で
実
施
す
る
こ
と

➤
す
べ
て
の
内
容
を
す
べ
て
の
対
象
者
に
対
し
て
実
施
す
る
必
要
は
な
く
、
権
限
や
責
任
・
職
務
に

応
じ
た
適
切
な
内
容
を
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い●
意
識
調
査
の
実
施
・
活
用

・
公
的
研
究
費
の
使
用
に
関
す
る
意
識
調
査
の
実
施

・
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
活
用
す
る
た
め
の
分
析

・
分
析
し
た
意
識
調
査
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

35
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●
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
基
本
的
理
解

・
自
機
関
の
行
動
規
範
（
理
念
、
背
景
、
考
え
方
等
）

・
自
機
関
の
不
正
防
止
の
取
組
（
相
談
窓
口
、
告
発
制
度
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
観
点
、
懲
戒
制
度
等
）

●
研
究
費
使
用
ル
ー
ル
の
理
解

・
自
身
の
権
限
や
責
任

・
各
研
究
費
制
度
の
ル
ー
ル

・
自
機
関
の
研
究
費
使
用
ル
ー
ル

・
不
正
使
用
事
例
と
ペ
ナ
ル
テ
ィ

●
事
例
を
踏
ま
え
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
具
体
的
な
不
正
使
用
事
例
の
分
析

・
自
機
関
に
お
け
る
リ
ス
ク
と
対
策
の
検
討

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育

●
意
識
啓
発

・
役
員
会
や
各
部
局
の
定
例
会
議
等
の
場
で
、
最
高
管
理
責

任
者
の
不
正
防
止
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
周
知

・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
抽
出
・
分
析
・
評
価
・
対
策
）

を
通
じ
た
危
機
意
識
の
醸
成

・
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
月
間
」
等
の
実
施

●
情
報
の
周
知
・
認
識
の
共
有

・
不
正
防
止
計
画
に
基
づ
く
取
組
内
容
の
周
知

・
相
談
窓
口
、
告
発
制
度
の
周
知

・
内
部
監
査
結
果
の
周
知
と
認
識
の
共
有

・
不
正
使
用
事
例
の
周
知
と
認
識
の
共
有

（
関
連
す
る
自
機
関
の
ル
ー
ル
の
点
検
）

啓
発
活
動

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
と
啓
発
活
動
②

◆
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
・
啓
発
活
動
の
実
施
内
容
の
主
な
例

➤
各
機
関
の
状
況
を
踏
ま
え
、
内
容
や
性
質
に
応
じ
た
適
切
な
方
法
で
実
施
す
る
こ
と

➤
す
べ
て
の
内
容
を
す
べ
て
の
対
象
者
に
対
し
て
実
施
す
る
必
要
は
な
く
、
権
限
や
責
任
・
職
務
に

応
じ
た
適
切
な
内
容
を
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い●
意
識
調
査
の
実
施
・
活
用

・
公
的
研
究
費
の
使
用
に
関
す
る
意
識
調
査
の
実
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・
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
活
用
す
る
た
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の
分
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・
分
析
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意
識
調
査
結
果
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フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
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35
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ڧ 経⦋・ᴫ要
○ 発ぬの時期及び契機 （告発（通報）ࠖのሙ合はその内容・時期等ࠕ※）

○ 調査に⮳ࡗた経⦋等

ڧ 調 査
○ 調査体制 （※ ➨୕者ࠝ当該機関に属さな࠸ᘚㆤኈ、බㄆ計ኈ等ࠞを含む調査委ဨのタ⨨）

○ 調査内容

・ 調査期間

・ 調査ᑐ㇟ （※ ᑐ㇟者（研究者・ᴗ者等）、ᑐ㇟経費ࠝ物品費、旅費、謝金等、その他ࠞ）

（※ 当該研究者が関わる他の競争的研究費等も含む。）

・ 調査᪉法 （例：書㠃調査ࠝ取ᘬᴗ者のୖࡆඖᖒとの✺合等ࠞ、

（取りࠞ等ࡁ⫈のࡽ被告発者及び関ಀ者ࠝࢢࣥࣜࣄ

・ 調査委ဨの㛤ദ᪥時・内容等

ڧ 調査結ᯝ（不正等の内容）
○ 不正等の種ู （例：ᯫ✵請ồࠝ㡸ࡅ金、ࣛ࢝出ᙇ、ࣛ࢝㞠用ࠞ、代᭰請ồ等）

○ 不正等に関した研究者 （※ ඹㅛ者を含む。）

・氏名（所属・職（※現職））、研究者番号

○ 不正等が行われた研究課題

・研究種目名、 研究期間、 研究課題名

・研究代表者氏名（所属・職（※現職））、 研究者番号

・交付決定額又は委託契約額

・研究組織（研究分担者氏名（所属・職（※現職）・研究者番号））

○ 不正等の具体的な内容 （※ 可能な限り詳細に記載すること。）

・動機・背景

・手法

・不正等に支出された競争的研究費等の額及びその使途

・私的流用の有無

○ 調査を踏まえた機関としての結論と判断理由

ڧ 不正等の発生要因と再発防止策 （※ 当該研究者が関わる他の競争的研究費等も含む。）

○ 不正等が行われた当時の競争的研究費等の管理・監査体制

○ 発生要因 （※ 被告発者側の要因、機関の管理体制の要因も含め可能な限り詳細に記載すること。）

○ 再発防止策

ڧ 添付書類
（例：交付申請書、交付決定通知書又は委託契約書、収支決算報告書、確定通知書、競争的研究費等の受取

口座の写し、その他参考資料（証憑類等）等）

ڦ その他（機関にࡅ࠾る当該のᑐᛂ）
（例）関ಀ者のฎ分、交付୰又は委託契約୰の競争的研究費等の取ᢅ࠸、ฮ告発等

㸨ᚲࡎしも当該報告書に┒り㎸むᚲ要はな࠸が、機関にࡅ࠾る当該のᑐᛂが決

定ḟ➨、㏿ࡸに㓄分機関に報告することとする。

参考資料３
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（報告書作成例）
。ࢇࡏりま࠶るᚲ要はࡼしもこのᵝᘧにࡎᚲ、ࡤれ࠸㡯ࠖを‶たしてࡁ報告書に┒り㎸むࠕ※

○○○○○➨○号

௧○年○᭶○᪥

（㓄分機関 Ẋ）

○○○○○Ꮫ

Ꮫ㛗 ○ ○ ○ ○

○○○の不正等に࠸ࡘて（報告）

○○年度ࠕ○○○○○○ᴗ（競争的研究費等の名⛠）ࠖに࠸࠾て○○○が行われたことが

判᫂しましたの࡛、ୗ記のと࠾り報告します。

記

１ 経⦋・ᴫ要

発ぬの時期及び契機 （告発（通報）ࠖのሙ合はその内容・時期等ࠕ※）

調査に⮳ࡗた経⦋等

２ 調 査

（１）調査体制

調査委ဨのᵓ成

（※ ➨୕者ࠝ当該機関に属さな࠸ᘚㆤኈ、බㄆ計ኈ等ࠞを含む調査委ဨのタ⨨）

（２）調査内容

調査期間

調査ᑐ㇟者 （※ᑐ㇟者（研究者・ᴗ者等））

調査ᑐ㇟研究課題・経費 （※ 当該研究者が関わる他の競争的研究費等も含む。）

（※ 経費ࠝ物品費、旅費、謝金等、その他ࠞ）

調査᪉法 （例：書㠃調査ࠝ取ᘬᴗ者のୖࡆඖᖒとの✺合等ࠞ、

（取りࠞ等ࡁ⫈のࡽ被告発者及び関ಀ者ࠝࢢࣥࣜࣄ

調査委ဨの㛤ദ᪥時・内容等

３ 調査結ᯝ（不正等の内容）

（１）不正等の種ู

※ 例：ᯫ✵請ồࠝ㡸ࡅ金、ࣛ࢝出ᙇ、ࣛ࢝㞠用ࠞ、代᭰請ồ等

（２）不正等に関した研究者 （※ ඹㅛ者を含む。）

氏 名 （所属・職（※現職）） 研究者番号
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（報告書作成例）
。ࢇࡏりま࠶るᚲ要はࡼしもこのᵝᘧにࡎᚲ、ࡤれ࠸㡯ࠖを‶たしてࡁ報告書に┒り㎸むࠕ※

○○○○○➨○号

௧○年○᭶○᪥

（㓄分機関 Ẋ）

○○○○○Ꮫ

Ꮫ㛗 ○ ○ ○ ○

○○○の不正等に࠸ࡘて（報告）

○○年度ࠕ○○○○○○ᴗ（競争的研究費等の名⛠）ࠖに࠸࠾て○○○が行われたことが

判᫂しましたの࡛、ୗ記のと࠾り報告します。

記

１ 経⦋・ᴫ要

発ぬの時期及び契機 （告発（通報）ࠖのሙ合はその内容・時期等ࠕ※）

調査に⮳ࡗた経⦋等

２ 調 査

（１）調査体制

調査委ဨのᵓ成

（※ ➨୕者ࠝ当該機関に属さな࠸ᘚㆤኈ、බㄆ計ኈ等ࠞを含む調査委ဨのタ⨨）

（２）調査内容

調査期間

調査ᑐ㇟者 （※ᑐ㇟者（研究者・ᴗ者等））

調査ᑐ㇟研究課題・経費 （※ 当該研究者が関わる他の競争的研究費等も含む。）

（※ 経費ࠝ物品費、旅費、謝金等、その他ࠞ）

調査᪉法 （例：書㠃調査ࠝ取ᘬᴗ者のୖࡆඖᖒとの✺合等ࠞ、

（取りࠞ等ࡁ⫈のࡽ被告発者及び関ಀ者ࠝࢢࣥࣜࣄ

調査委ဨの㛤ദ᪥時・内容等

３ 調査結ᯝ（不正等の内容）

（１）不正等の種ู

※ 例：ᯫ✵請ồࠝ㡸ࡅ金、ࣛ࢝出ᙇ、ࣛ࢝㞠用ࠞ、代᭰請ồ等

（２）不正等に関した研究者 （※ ඹㅛ者を含む。）

氏 名 （所属・職（※現職）） 研究者番号
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（３）不正等が行われた研究課題 （※該当する研究課題分作成）

研究種目名 研究期間

研究課題名

研究代表者氏名（所属・職（※現職））

研究者番号

交付決定額又は委託契約額 (単位：円）

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度

研究組織（研究分担者氏名（所属・職（※現職）・研究者番号））

（４）不正等の具体的な内容 （※ 可能な限り詳細に記載すること。）

・ 動機・背景

・ 手法

・ 不正等に支出された競争的研究費等の額及びその使途

・ 私的流用の有無

（５）調査を踏まえた機関としての結論と判断理由

（６）不正等に支出された競争的研究費等の額 （※該当する研究課題ごとに該当する年度分作成）

○○年度(内訳） （単位：円）

費 目

交付決定額

又は

委託契約額

実績報告額 適正使用額
不正使用・不適切使

用額

物品費 －

旅 費 －

謝金等 －

その他 －

直接経費計

間接経費

合 計

４ 不正等の発生要因と再発防止策 （※ 当該研究者が関わる他の競争的研究費等も含む。）

（１）不正等が行われた当時の競争的研究費等の管理・監査体制

（２）発生要因（※被告発者側の要因、機関の管理体制の要因も含め可能な限り詳細に記載すること）

（３）再発防止策

５ 添付書類一覧

（例：交付申請書、交付決定通知書又は委託契約書、収支決算報告書、確定通知書、競争的研究費等の

受取口座の写し、その他参考資料（証憑類等）等）
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研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン
「機関に実施を要請する事項」一覧

ঽഞ点検३ーॺは、মफ़イॻラインの第１節から第６節の「機関に実施を要டする事項」を取

りまとめたものである。これらの要ட事項が実施されているか、節の「実施上の留意事項」も

踏まえ、機関においてગ点検を行うことが必要である。

第１節 機関内の責任体௺明確化

№ 実施内容 チェック欄

機関が、競争的研究費等の運営・管理を適正に行うためには、機関内の運
営・管理に関ॎる責任者が不正防止対策に関して機関内外に責任をち、
ா的に推進していऎとともに、जの૽સ、責任のਚ在・೧と権限を明
確化し、責任体௺を機関内外に周知・公表することが必要である。

□ 

１ 競争的研究費等の運営・管理に関ॎる責任体௺の明確化

№ 実施内容 チェック欄

(1) 機関全体を統括し、競争的研究費等の運営・管理について最ી責任をう
者として「最高管理責任者」を定め、जのを公৫する。最高管理責任
者はҨਉಋとしてҨ機関のশが当たるものとする。

<૽સ>

ア 最高管理責任者は、不正防止対策の੦ম方針を策定・周知するとともに、ज

れらを実施するために必要なೈ置をじる。また、統括管理責任者及びコンプ

ライアンス推進責任者が責任をって競争的研究費等の運営・管理が行えるよ

う、適જにリーॲー३ップを発มする。

イ 不正防止対策の੦ম方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、重要

事項をଟ৮する૽৩会・理事会等（ਰৣ「૽৩会等」という。）においてଟ৮

をするとともに、जの実施状況や効果等について૽৩等と৮をめる。

क़ 最高管理責任者がঽら部ଂ等にଌを運॒で不正防止に向けた取組をയすな

ど、様رな啓発活動を定期的に行い、ଡਛ৩の意識の向上と්を図る。

（実施上の留意事項⋉）

最高管理責任者は、研究費不正உബへの強いৠ意を掲げ、不正防止対策を実効性の

あるものとするために定期的に責任者から報ઔを受けるৃを設けるとともに、強

力なリーॲー३ップのৣ、必要に応じて੦ম方針の見直し、必要なや人৩ଦ置

などのೈ置を行う。

□ 

(2) 最高管理責任者をଓଯし、競争的研究費等の運営・管理について機関全体
を統括する実質的な責任と権限をつ者として「統括管理責任者」を定め
、जのを公৫する。

<૽સ>統括管理責任者はҨ不正防止対策の組織૯的な体制を統括する責任者であり

Ҩ੦ম方針に੦तき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認

するとともに、実施状況を最高管理責任者に報ઔする。

（実施上の留意事項⋊）

統括管理責任者が行うべき対策として、不正防止計画の策定टけでなऎ、コンプライ

アンス教育や啓発活動等を通じてଡਛ৩の意識の向上と්をയし、組織全体で不

正を防止する௯ଅを形ਛするための়的な取組が重要である。

□ 

参考資料４
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研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン
「機関に実施を要請する事項」一覧

ঽഞ点検३ーॺは、মफ़イॻラインの第１節から第６節の「機関に実施を要டする事項」を取

りまとめたものである。これらの要ட事項が実施されているか、節の「実施上の留意事項」も

踏まえ、機関においてગ点検を行うことが必要である。

第１節 機関内の責任体௺明確化

№ 実施内容 チェック欄

機関が、競争的研究費等の運営・管理を適正に行うためには、機関内の運
営・管理に関ॎる責任者が不正防止対策に関して機関内外に責任をち、
ா的に推進していऎとともに、जの૽સ、責任のਚ在・೧と権限を明
確化し、責任体௺を機関内外に周知・公表することが必要である。

□ 

１ 競争的研究費等の運営・管理に関ॎる責任体௺の明確化

№ 実施内容 チェック欄

(1) 機関全体を統括し、競争的研究費等の運営・管理について最ી責任をう
者として「最高管理責任者」を定め、जのを公৫する。最高管理責任
者はҨਉಋとしてҨ機関のশが当たるものとする。

<૽સ>

ア 最高管理責任者は、不正防止対策の੦ম方針を策定・周知するとともに、ज

れらを実施するために必要なೈ置をじる。また、統括管理責任者及びコンプ

ライアンス推進責任者が責任をって競争的研究費等の運営・管理が行えるよ

う、適જにリーॲー३ップを発มする。

イ 不正防止対策の੦ম方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、重要

事項をଟ৮する૽৩会・理事会等（ਰৣ「૽৩会等」という。）においてଟ৮

をするとともに、जの実施状況や効果等について૽৩等と৮をめる。

क़ 最高管理責任者がঽら部ଂ等にଌを運॒で不正防止に向けた取組をയすな

ど、様رな啓発活動を定期的に行い、ଡਛ৩の意識の向上と්を図る。

（実施上の留意事項⋉）

最高管理責任者は、研究費不正உബへの強いৠ意を掲げ、不正防止対策を実効性の

あるものとするために定期的に責任者から報ઔを受けるৃを設けるとともに、強

力なリーॲー३ップのৣ、必要に応じて੦ম方針の見直し、必要なや人৩ଦ置

などのೈ置を行う。

□ 

(2) 最高管理責任者をଓଯし、競争的研究費等の運営・管理について機関全体
を統括する実質的な責任と権限をつ者として「統括管理責任者」を定め
、जのを公৫する。

<૽સ>統括管理責任者はҨ不正防止対策の組織૯的な体制を統括する責任者であり

Ҩ੦ম方針に੦तき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認

するとともに、実施状況を最高管理責任者に報ઔする。

（実施上の留意事項⋊）

統括管理責任者が行うべき対策として、不正防止計画の策定टけでなऎ、コンプライ

アンス教育や啓発活動等を通じてଡਛ৩の意識の向上と්をയし、組織全体で不

正を防止する௯ଅを形ਛするための়的な取組が重要である。

□ 

参考資料４
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जのため、統括管理責任者には、競争的研究費等の運営・管理に関ॎるଡਛ৩を対

としたコンプライアンス教育や啓発活動等の具体的な計画を策定・実施することが

められる。コンプライアンス教育や啓発活動の実施計画については、対、時・

数、実施時期、内容等を具体的に示すものとする。

(3) 機関内の部ଂ等（えय、প学の学部、ဟരの研究ਚ等、一定のஆয়し
た事務機ચを備えた組織）における競争的研究費等の運営・管理について
実質的な責任と権限をつ者として「コンプライアンス推進責任者」を定
め、जのを公৫する。

<૽સ>コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の示のৣ、

ア ঽഞの管理監ྼはする部ଂ等における対策を実施しҨ実施状況を確

認するとともにҨ実施状況を統括管理責任者に報ઔする。

イ 不正防止を図るため、部ଂ等内の競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全

てのଡਛ৩に対し、コンプライアンス教育を実施し、受状況を管理監

する。

क़ ঽഞの管理監ྼはする部ଂ等において、定期的に啓発活動を実施す

る。

ग़ ঽഞの管理監ྼはする部ଂ等において、ଡਛ৩が、適જに競争的研

究費等の管理・行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて

ఒをする

□ 

２ 監事にめられる૽સの明確化

№ 実施内容 チェック欄

監事は、機関の業務運営等を監査し、機関のশに直ம意見をべるয়ৃに
あることから、競争的研究費等の運営・管理についても重要な監査対と
して確認し、૽৩会等において定期的に意見をべることがめられる。

□ 

(1) 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の
௴点から確認し、意見をべる。 □ 

(2) 監事は、્に、統括管理責任者ྼはコンプライアンス推進責任者が実施す
るモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正
防止計画にખされているか、また、不正防止計画が適જに実施されてい
るかを確認し、意見をべる。

□ 
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第２節 適正な運営・管理の੦ຊとなる୭の整備
１ コンプライアンス教育・啓発活動の実施（関બ者の意識の向上と්）

№ 実施内容 チェック欄

(1) コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に
੦तき、競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩を対とした
コンプライアンス教育を実施する。

□ 

(2) コンプライアンス教育の内容は、ଡਛ৩の務内容や権限・責任に応じ
た効果的で実効性のあるものを設定し、定期的に見直しを行う。 □ 

(3) 実施にしては、あらかじめ一定の期を定めて定期的に受さचるとと
もに、対者の受状況及び理ੰ度について把握する。 □ 

(4) これらの内容をᏍஹするଝ務があることを理ੰさच、意識の්を図るた
めに、競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩に対し、受の
機会等に࿐৺書等の提出をめる。

□ 

(5) コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に੦
तき、競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩に対して、コン
プライアンス教育にとどまらङ、不正உബに向けたಲਢ的な啓発活動を実
施する。

□ 

(6) 競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩に対する行動ૠを策
定する。 □ 

２ ルールの明確化・統一化

№ 実施内容 チェック欄

(1) 競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩にとって分かりやす
いようにルールを明確に定め、ルールと運用の実態がᕇしていないか、
適જなチェック体制が৳できるか等の௴点からଞに見直しを行う。

□ 

(2) 機関としてルールの統一を図る。たटし、研究分の્性のୀい等、়理
的な理があるৃ়には、機関全体として検ୈの上、ള数の類を設ける
ことも૭ચとする。また、ルールのੰについても部ଂ等で統一的運用
を図る。

□ 

(3) ルールの全体൸を体௺化し、競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全ての
ଡਛ৩に分かりやすい形で周知する。 □ 

(4) 競争的研究費等によりපস、費等の੍ஔを受ける学生等に対してもルー
ルの周知を徹底する。 □ 
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第２節 適正な運営・管理の੦ຊとなる୭の整備
１ コンプライアンス教育・啓発活動の実施（関બ者の意識の向上と්）

№ 実施内容 チェック欄

(1) コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に
੦तき、競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩を対とした
コンプライアンス教育を実施する。

□ 

(2) コンプライアンス教育の内容は、ଡਛ৩の務内容や権限・責任に応じ
た効果的で実効性のあるものを設定し、定期的に見直しを行う。 □ 

(3) 実施にしては、あらかじめ一定の期を定めて定期的に受さचるとと
もに、対者の受状況及び理ੰ度について把握する。 □ 

(4) これらの内容をᏍஹするଝ務があることを理ੰさच、意識の්を図るた
めに、競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩に対し、受の
機会等に࿐৺書等の提出をめる。

□ 

(5) コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に੦
तき、競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩に対して、コン
プライアンス教育にとどまらङ、不正உബに向けたಲਢ的な啓発活動を実
施する。

□ 

(6) 競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩に対する行動ૠを策
定する。 □ 

２ ルールの明確化・統一化

№ 実施内容 チェック欄

(1) 競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全てのଡਛ৩にとって分かりやす
いようにルールを明確に定め、ルールと運用の実態がᕇしていないか、
適જなチェック体制が৳できるか等の௴点からଞに見直しを行う。

□ 

(2) 機関としてルールの統一を図る。たटし、研究分の્性のୀい等、়理
的な理があるৃ়には、機関全体として検ୈの上、ള数の類を設ける
ことも૭ચとする。また、ルールのੰについても部ଂ等で統一的運用
を図る。

□ 

(3) ルールの全体൸を体௺化し、競争的研究費等の運営・管理に関ॎる全ての
ଡਛ৩に分かりやすい形で周知する。 □ 

(4) 競争的研究費等によりපস、費等の੍ஔを受ける学生等に対してもルー
ルの周知を徹底する。 □ 
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３ 務権限の明確化

№ 実施内容 チェック欄

(1) 競争的研究費等の事務૪理に関するଡਛ৩の権限と責任について、機関
内で়意を形ਛし、明確に定めて理ੰを共有する。 □ 

(2) 業務の分૿の実態と務分რૠஙのにᕇが生じないよう適જな務
分რを定める。 □ 

(3) మの関બ者の務権限を明確化する。
□ 

(4) 務権限に応じた明確なৠଇ手ਢを定める。
□ 

ઔ発等の取ඞい、調査及びに関するૠஙの整備及び運用の්明化 ڰ

№ 実施内容 チェック欄

(1) 機関内外からのઔ発等（機関内外からの不正のઑいのత、ম人からのண
出など）を受け付ける窓口を設置する。 □ 

(2) 不正にબる情報が、窓口の૿当者等からဌசかつ確実に最高管理責任者に
ॎる体制をଡണする。 □ 

(3) ਰৣのアからड़を含め、不正にબる調査の体制・手ਢき等を明確に示した
ૠங等を定める。

ア ઔ発等の取ඞい

イ 調査৩会の設置及び調査

क़ 調査রにおける一時的行止

ग़ 認定

ड़ ଦ分機関への報ઔ及び調査への協力等

□ 

(4) 不正にબる調査に関するૠங等の運用については、公正であり、かつ්明
性の高いல組ाをଡണする。 □ 

(5) のர類及びजの適用に必要な手ਢき等を明確に示したૠங等を定め
る。 □ 
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第３節 不正を発生さचる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
１ 不正防止計画の推進を૿当する者ྼは部署の設置

№ 実施内容 チェック欄

(1) 機関全体の௴点から不正防止計画の推進を૿当する者ྼは部署（ਰ 「ৣ防
止計画推進部署」という。）を置ऎ。 □ 

(2) 防止計画推進部署は、統括管理責任者とともに機関全体の具体的な対策
（不正防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動等の計画を含ि。）を策
定・実施し、実施状況を確認する。

□ 

(3) 防止計画推進部署は監事との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとと
もに、不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う
機会を設ける。

□ 

２ 不正を発生さचる要因の把握と不正防止計画の策定及び実施

№ 実施内容 チェック欄

(1) 防止計画推進部署は、内部監査部門と連携し、不正を発生さचる要因がど
こにどのような形であるのか、機関全体の状況を体௺的に整理し௬す
る。

（実施上の留意事項①） 

一ಹ的に୳定されるリスクのऺか、機関の実態に即した્有のリスクにも留意す

る。

□ 

(2) 最高管理責任者が策定する不正防止対策の੦ম方針に੦तき、統括管理
責任者及び防止計画推進部署は、機関全体の具体的な対策のうち最上位
のものとして、不正防止計画を策定する。

□ 

(3) 不正防止計画の策定に当たっては、上記(１)で把握した不正を発生さचる
要因に対応する対策をખさच、実効性のある内容にするとともに、不正
発生要因に応じて随時見直しを行い、効率化・適正化を図る。

□ 

(4) 部ଂ等は、不正உബのために、防止計画推進部署と協力しつつ、体的に
不正防止計画を実施する。 □ 

43206



第３節 不正を発生さचる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
１ 不正防止計画の推進を૿当する者ྼは部署の設置

№ 実施内容 チェック欄

(1) 機関全体の௴点から不正防止計画の推進を૿当する者ྼは部署（ਰ 「ৣ防
止計画推進部署」という。）を置ऎ。 □ 

(2) 防止計画推進部署は、統括管理責任者とともに機関全体の具体的な対策
（不正防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動等の計画を含ि。）を策
定・実施し、実施状況を確認する。

□ 

(3) 防止計画推進部署は監事との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとと
もに、不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う
機会を設ける。

□ 

２ 不正を発生さचる要因の把握と不正防止計画の策定及び実施

№ 実施内容 チェック欄

(1) 防止計画推進部署は、内部監査部門と連携し、不正を発生さचる要因がど
こにどのような形であるのか、機関全体の状況を体௺的に整理し௬す
る。

（実施上の留意事項①） 

一ಹ的に୳定されるリスクのऺか、機関の実態に即した્有のリスクにも留意す

る。

□ 

(2) 最高管理責任者が策定する不正防止対策の੦ম方針に੦तき、統括管理
責任者及び防止計画推進部署は、機関全体の具体的な対策のうち最上位
のものとして、不正防止計画を策定する。

□ 

(3) 不正防止計画の策定に当たっては、上記(１)で把握した不正を発生さचる
要因に対応する対策をખさच、実効性のある内容にするとともに、不正
発生要因に応じて随時見直しを行い、効率化・適正化を図る。

□ 

(4) 部ଂ等は、不正உബのために、防止計画推進部署と協力しつつ、体的に
不正防止計画を実施する。 □ 
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教৩発ିྼは検ઽの外的な取ඞいを行っていないৃ়は、不要。

第ڰ節 研究費の適正な運営・管理活動

№ 対策の内容 チェック欄

第３節で策定した不正防止計画を踏まえ、適正な行を行う。業者
とのႩାの発生を防止するとともに、不正につながりうるਖがኇえら
れるよう、第ਕ者からの実効性のあるチェックが効ऎ३スॸをって
管理することが必要である。

□ 

研究費の行に関する書類やॹータ等は機関の定めた期৳ோし、
の検証を受けられるようにする必要がある。

□ 

(1) の行状況を検証し、実態と়ったものになっているか確認する。
行が当ੂ計画にૻຎして෩しऎれているৃ়は、研究計画のຄ
行にਖがないか確認し、ਖがあれयఒ策をじる。

□ 

(2) 発ିమで੍出財౺の્定を行い、行の状況をなऎ把握でき
るようにする。

□ 

(3) 不正な取ਬはଡਛ৩と業者の関બがಸഡな状況で発生しがちであること
に༓ा、Ⴉାを防止する対策をじる。このため、不正な取ਬに関与した
業者への取ਬ止等の૪分方針を機関として定め、機関の不正対策に関
する方針及びルール等を含め、周知徹底し、一定の取ਬ実ౚ（数、সપ
等）や機関におけるリスク要因・実効性等をઅൟした上で࿐৺書等の提
出をめる。

□ 

(4) 発ି・検ઽ業務については、ਉಋとして、事務部門が実施することとし、
当事者ਰ外によるチェックが有効に機ચする३スॸをଡണ・運営し、
運用する。

□ 

(5) たटし、研究のෟかつ効率的なຄ行等の௴点から、研究者による発ି
を認めるৃ়は、一定সપਰৣのものとするなど明確なルールを定めた
上で運用する。जの、研究者ম人に、第２節３の「実施上の留意事項」
⋊に示す権限と責任についてあらかじめ理ੰしてもらうことが必要であ
る。

□

(6) またҨષ等において発ିした当事者ਰ外の検ઽがであるৃ়であ
ってҨ一部のષ等について検ઽ業務を省റする外的な取ඞいとする
ৃ়はҨ件数Ҩリスク等をઅൟし、抽出方法ҩસ়等を適正に定め、定期的
に抽出による事確認を実施することが必要である。

□

(7) ્な૽務(ॹータঋース・プログラ・ॹ४タルコンॸンॶ৫発・ਛ、
機ஓの৳ஹ・点検など)に関する検ઽについて、実効性のある明確なルー
ルを定めた上で運用する。

□ 

(8) శଞඐ౻用者のඐ務状況確認等の౻用管理についてはҨਉಋとして事務
部門が実施する。

□ 

(9) 換স性の高いષについては、適જに管理する。 □ 

(10) 研究者の出計画の実行状況等を事務部門で把握・確認できる体制とす
る。

□ 
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第６節 モニタリングの在り方

№ 対策の内容 チェック欄

(1) 競争的研究費等の適正な管理のため、機関全体の視点からモニタリング及
び監査制度を整備し、実施する。

□ 

(2) 内部監査部門は、最高管理責任者の直轄的な組織としての位置付けを明確
化するとともに、実効性ある権限を付与し強化する。

□ 

(3) 内部監査部門は、毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の形式的要
件等が具備されているかなど、財務情報に対するチェックを一定数実施す
る。また、競争的研究費等の管理体制の不備の検証も行う。

□ 

(4) 内部監査部門は、上記(３)に加え、第３節１の防止計画推進部署との連携
を強化し、同節２「実施上の留意事項」①に示すリスクを踏まえ、機関の
実態に即して要因を分析した上で、不正が発生するリスクに対して、重点
的にサンプルを抽出し、抜き打ちなどを含めたリスクアプローチ監査を実
施する。

□ 

(5) 内部監査の実施に当たっては、過去の内部監査や、統括管理責任者及びコ
ンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングを通じて把握された
不正発生要因に応じて、監査計画を随時見直し、効率化・適正化を図ると
ともに、専門的な知識を有する者（公認会計士や他の機関で監査業務の経
験のある者等）を活用して内部監査の質の向上を図る。

□ 

(6) 内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化し、必要な情報提供等
を行うとともに、効率的・効果的かつ多角的な監査を実施できるよう、機
関における不正防止に関する内部統制の整備・運用状況や、モニタリング、
内部監査の手法、競争的研究費等の運営・管理の在り方等について定期的
に意見交換を行う。

□ 

(7) 機関は、第７節１「文部科学省が実施すべき事項」(３)に掲げる調査につ
いて協力することとする。

□ 

(8) 内部監査結果等については、コンプライアンス教育及び啓発活動にも活用
するなどして周知を図り、機関全体として同様のリスクが発生しないよう
徹底する。

□ 

第５節 情報発信・共有化の推進

№ 対策の内容 チェック欄

(1) 競争的研究費等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談を
受け付ける窓口を設置する。 □ 

(2) 競争的研究費等の不正への取組に関する機関の方針等を外部に公表する。
□ 

45208



 

 

5．競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ 



第６節 モニタリングの在り方

№ 対策の内容 チェック欄

(1) 競争的研究費等の適正な管理のため、機関全体の視点からモニタリング及
び監査制度を整備し、実施する。
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(2) 内部監査部門は、最高管理責任者の直轄的な組織としての位置付けを明確
化するとともに、実効性ある権限を付与し強化する。

□ 

(3) 内部監査部門は、毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の形式的要
件等が具備されているかなど、財務情報に対するチェックを一定数実施す
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的にサンプルを抽出し、抜き打ちなどを含めたリスクアプローチ監査を実
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(5) 内部監査の実施に当たっては、過去の内部監査や、統括管理責任者及びコ
ンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングを通じて把握された
不正発生要因に応じて、監査計画を随時見直し、効率化・適正化を図ると
ともに、専門的な知識を有する者（公認会計士や他の機関で監査業務の経
験のある者等）を活用して内部監査の質の向上を図る。

□ 

(6) 内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化し、必要な情報提供等
を行うとともに、効率的・効果的かつ多角的な監査を実施できるよう、機
関における不正防止に関する内部統制の整備・運用状況や、モニタリング、
内部監査の手法、競争的研究費等の運営・管理の在り方等について定期的
に意見交換を行う。

□ 

(7) 機関は、第７節１「文部科学省が実施すべき事項」(３)に掲げる調査につ
いて協力することとする。

□ 

(8) 内部監査結果等については、コンプライアンス教育及び啓発活動にも活用
するなどして周知を図り、機関全体として同様のリスクが発生しないよう
徹底する。

□ 

第５節 情報発信・共有化の推進

№ 対策の内容 チェック欄

(1) 競争的研究費等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談を
受け付ける窓口を設置する。 □ 

(2) 競争的研究費等の不正への取組に関する機関の方針等を外部に公表する。
□ 
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➇தⓗ◊✲㈝ࡢ㐺ṇ࡞ᇳ⾜㛵ࡿࡍᣦ㔪

ᖹ ᡂ 1 7 ᖺ 9 ᭶ 9 ᪥

㸦ᖹᡂ 18 ᖺ 11 ᭶ 14 ᪥ᨵṇ㸧

㸦ᖹᡂ 19 ᖺ 12 ᭶ 14 ᪥ᨵṇ㸧

㸦ᖹᡂ 21 ᖺ 3 ᭶ 27 ᪥ᨵṇ㸧

㸦ᖹᡂ 24 ᖺ 10 ᭶ 17 ᪥ᨵṇ㸧

㸦ᖹᡂ 29 ᖺ 6 ᭶ 22 ᪥ᨵṇ㸧

㸦௧ 3 ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥ᨵṇ㸧

➇தⓗ◊✲㈝㛵ࡿࡍ㛵ಀᗓ┬㐃⤡⏦ࡏࢃྜࡋ

㸯㸬㊃᪨

➨㸱ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬㸦ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸱᭶㛶㆟Ỵᐃ㸧ࠊ࡚࠸࠾ᨻᗓ

◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࡢᢞ㈨ຠᯝ᭱ࢆ㝈Ⓨࡀࡇࡿࡏࡉᚲせࠊࢀࡉ◊✲㛤

Ⓨࡢຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ᥎㐍ࠊࡵࡓࡢ◊✲㈝㓄ศࠊ࡚࠸࠾ྜ⌮࡞㔜」࣭

㐣ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖ࡢᚭᗏࠊṇཷ⤥࣭ṇ⏝ࡢཝ᱁࡞ᑐฎࡓࡗ࠸

↓㥏ࡢᚭᗏ㝖ࡀồࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵᐇ㦂ࡢࢱ࣮ࢹᤐ㐀➼ࡢ◊✲⪅

➼ᅜࠊࡵࡓࡿࡍᚓ⋓ࢆⓗಙ㢗♫ࡢ⾡Ꮫᢏ⛉ࠊࡶ࡚࠸ࡘ⌮ၥ㢟ࡢ

άື࡚ࡗ๎࣮ࣝࣝࡓࡋ࠺ࡇࡀ⪅࠺ᢸࢆ⾡Ꮫᢏ⛉ࠊࡋసᡂࢆ࣮ࣝࣝࠊࡣ

ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡇࡃ࠸࡚ࡋಁ࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋ

ࠊࡣ➼⏝ṇࡢ㈝✲◊බⓗࠊࡣᏛᢏ⾡㆟࡛⛉ྜ⥲ࠊ࡚ࡋ㛵㐃ࢀࡇ

ᅜẸࡢಙ㢗ࢆษࠊ࡚ࡋࡢࡶࡿᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸶᭶ࠕබⓗ◊✲㈝ࡢṇ

⏝➼ࡢ㜵Ṇ㛵࡚࠸ࡘ⤌ྲྀࡿࡍ㸦ඹ㏻ⓗ࡞ᣦ㔪㸧ࠖ ᗓྛࠊࡋỴᐃࢆ

┬࣭ 㛵ಀᶵ㛵ᑐ࡚ࡋƫࠊ 㛵⤒⌮ࡢᚭᗏཬࡧ◊✲ᶵ㛵ࡢయไᩚࡢഛࠊ࡞

ࠋࡿ࠸࡚ࡵồ࠺ࡼࡿࡍ᥎㐍ࢆ⤌ྲྀࡓࡗ๎ᣦ㔪࡞ඹ㏻ⓗࡢࡇ

ࡢ⾡Ꮫᢏ⛉ࠊࡣᏛᢏ⾡㆟࡛⛉ྜ⥲ࠊࡶ࡚ࡋ㛵ṇࡢୖ✲◊ࠊࡓࡲ

Ⓨᒎ㔜࡞ᝏᙳ㡪ࢆཬࠊ࡚ࡋࡢࡶࡍࡰᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸰᭶ࡢୖ✲◊ࠕ

ṇ㛵ࡿࡍ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆ࡚ࠖ࠸ࡘỴᐃࠊࡋᅜࡢ㈝✲◊ࡿࡼᥦ౪ࢆ

࠸ࡘᢅྲྀࡢ㈝✲◊ࡢሙྜࡓࡗ࡞ࡽ᫂ࡀṇࠊࡣᶵ㛵ࡧᗓ┬ཬ࠺⾜

ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡇࡿࡍ☜᫂ࡵࡌࡽ࠶ࠊ࡚

᭦ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀྜ⤫ࠊᡓ␎᥎㐍㆟ࠊ࡚࠸࠾௧㸱ᖺ㸲᭶ࠕ◊

✲άືࡢᅜ㝿ࣥࣉ࣮࢜ࠊక࠺᪂ࢡࢫࣜ࡞ࡓᑐࢢࢸࣥ✲◊ࡿࡍ

࠶ࡢಙ㢗ᛶᅜ㝿ⓗࠊࡋỴᐃࢆ࡚ࠖ࠸ࡘᑐᛂ᪉㔪ࡿಀಖ☜ࡢࢸࣜ

ࡧཬ⪅✲◊ࠊ࡚ࡋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ྍḞࡀࡇࡿࡍᵓ⠏ࢆቃ⎔✲◊ࡿ
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Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵➼ 㸧ࢸࣜࢢࢸࣥ✲◊ᛶ࣭බṇᛶ㸦ࡢ✲◊ࡿࡅ࠾1

ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡇࡿࡍᨭࢆಖ☜࡞ᚊⓗ⮬ࡢ

ᮏᣦ㔪ࡢࡽࢀࡇࠊࡣㄢ㢟ᑐᛂࠊࡵࡓࡿࡍ➇தⓗ◊✲㈝ࠊ࡚࠸ࡘ

➼ㄽᩥ✲◊ࡧṇཷ⤥࣭ṇ⏝ཬࠊ㝖ࡢ㞟୰ࡢ㔜」࣭㐣ᗘ࡞⌮ྜ

ᮏࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࢃྜࡋ⏦ࢆ࣮ࣝࣝࡿࡍ㛵ṇ⾜Ⅽࡢୖ✲◊ࡿࡅ࠾

ᣦ㔪࡚ࡗ๎άືࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡇࡿࡍㄢ㢟ࡢᑐᛂຍࠊ࠼⤒῭Ᏻ

ಖ㞀ࡶ㈨ྛࠋࡿࡍᗓ┬ࡢࡇࠊࡣᣦ㔪ᇶ࡙ࠊࡁᡤ⟶ྛࡿࡍไᗘࡢ㊃᪨

ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍᑐฎ㐺ษࠊࡾ๎

㸰㸬ྜ⌮࡞㔜」࣭㐣ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖

㸦㸯㸧ྜ⌮࡞㔜」࣭㐣ᗘࡢ㞟୰࠼⪄ࡢ᪉

ձ  ࡢࡇᣦ㔪ࠕ࡚࠸࠾ྜ⌮࡞㔜」ࠖྠࡿࡼ⪅✲◊ࡢ୍ྠࠊࡣ

ෆᐜࡢࡑࡧཬ⛠ྡࡢ✲◊ࡿࢀࡉ㓄ศࡀ㈝✲◊ㄢ㢟㸦➇தⓗ✲◊ࡢ୍

㈝✲◊ࡢࡢࡑ㈝✲◊தⓗ➇ࡢᩘ「ࠊ࡚ࡋᑐ㸧ࠋࡌ௨ୗྠࠋ࠺࠸ࢆ

㸦ᅜእࠊࡵྵࡶ⿵ຓ㔠ࡸຓᡂ㔠ࠊඹྠ◊✲㈝ཱྀྲࠊ ク◊✲㈝➼ࠊ⌧ᅾࡢ

࡚࡚ࡗ࠶࡛㈝✲◊ࡢಶูࡢ◊✲ෆᐜᑐ࡚ࡋ㓄ศࡢࡶࡿࢀࡉ ௨ࠋ2

ୗྠࠋࡌ㸧ࡀᚲせ㔜࡚ࡡ㓄ศࡿࢀࡉ≧ែ࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ḟࢀࡎ࠸ࡢ

ࠋ࠺࠸ࢆሙྜࡿࡍヱᙜ

✲◊ࡢ㸧ࠋࡌ௨ୗྠࠋࡴྵࢆሙྜࡿ࡞㸦┦ᙜ⛬ᗘ㔜୍ྠᐇ㉁ⓗۑ    

ㄢ㢟ࡢᩘ「ࠊ࡚࠸ࡘ➇தⓗ◊✲㈝ࡢࡑ㈝✲◊ࡢᑐྠ࡚ࡋ

ሙྜࡓࢀࡉ᥇ᢥ࡚ࡋ「㔜ࠊࡾ࠶ࡀᛂເ

ᐇ㉁ⓗ㈝✲◊ࡢࡢࡑ㈝✲◊தⓗ➇ࡢ῭㓄ศࠊࢀࡉ᥇ᢥ᪤ۑ    

ሙྜࡓࡗ࠶ࡀᛂເ࡚ࡡ㔜ࠊ࡚࠸ࡘㄢ㢟✲◊ࡢ୍ྠ

ሙྜࡿ࠶ࡀ「㔜࡚࠸ࡘ㏵⏝ࡢ㈝✲◊ࠊ㛫࡛ࡢㄢ㢟✲◊ࡢᩘ「ۑ    

ሙྜࡿࡎ‽ࡽࢀࡇࡢࡑۑ    

ղ  ࡢࡇᣦ㔪ࠕ࡚࠸࠾㐣ᗘࡢ㞟୰ࠖࡢ୍ྠࠊࡣ◊✲⪅ཪࢢ✲◊ࡣ

✲◊ࡿࢀࡉ㓄ศᙜヱᖺᗘ㸧ࠋ࠺࠸ࠖ➼⪅✲◊ࠕ㸦௨ୗࣉ࣮ࣝ

㈝యࠊࡀຠᯝⓗࠊຠ⋡ⓗ⏝࡛ࡿࡁ㝈ᗘࢆ㉸ࡢࡑࠊ࠼◊✲ᮇ㛫

ෆ࡛࠸ษࡢ࠸࡞ࢀ≧ែ࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ḟࢀࡎ࠸ࡢヱᙜࡿࡍሙ

ࠋ࠺࠸ࢆྜ

ࡉ㓄ศࡀ㈝✲◊࡞㐣ࠊ࡚ࡋࡽ↷➼᪉ἲ✲◊ࡸຊ⬟ࡢ➼⪅✲◊ۑ    

ሙྜࡿ࠸࡚ࢀ

                                        
1 ᮏᣦ㔪ࠊ࡚࠸࠾Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵➼ࠊࡣᅜཪࡣ◊✲㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡽࠊ⿵ຓཪࡣጤク

✲◊ࠊヨ㦂◊✲ᶵ㛵ࡢ㛤Ⓨᶵ㛵㸦ᅜ✲◊ࡿ࠸࡚ࡋᐇࢆ㛤Ⓨ✲◊ࡿࢀࢃ⾜࡚࠸⏝ࢆ㈝⤒ࡿࢀࡉ

㛤ⓎἲேࠊᏛ➼ཬࡧẸ㛫ᴗ⪅➼ࡿࡅ࠾◊✲㛤Ⓨಀࡿᶵ㛵㸧ࢆᣦࠕࠊ࠾࡞ࠋࡍ◊✲άືࡢ

ᅜ㝿ࣥࣉ࣮࢜ࠊక࠺᪂ࢡࢫࣜ࡞ࡓᑐࡢࢸࣜࢢࢸࣥ✲◊ࡿࡍ☜ಖಀࡿᑐᛂ᪉㔪

ࡿࡍ㈨ಖ☜࡞ᚊⓗ⮬ࡢࢸࣜࢢࢸࣥ✲◊ࠊࡶ࡚࠸࠾◊✲㛤Ⓨᶵ㛵ࡢࡑࠕࠊࡣ࡚ࠖ࠸ࡘ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ㍕ࠖࡿࢀࡉᮇᚅࡀࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀ⤌ྲྀ
2 ᡤᒓࡿࡍᶵ㛵ෆ࡚࠸࠾㓄ศ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᇶ┙ⓗ⤒㈝ཪࡣෆ㒊㈨㔠ၟࠊἲ࡛ᐃၟࡿࡵ⾜Ⅽཬ

ࠋࡃ㝖ࢆ㈨㔠ㄪ㐩ࡿࡼ⼥㛫᥋㔠ࡣ᥋ཪ┤ࡧ
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Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵➼ 㸧ࢸࣜࢢࢸࣥ✲◊ᛶ࣭බṇᛶ㸦ࡢ✲◊ࡿࡅ࠾1

ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡇࡿࡍᨭࢆಖ☜࡞ᚊⓗ⮬ࡢ

ᮏᣦ㔪ࡢࡽࢀࡇࠊࡣㄢ㢟ᑐᛂࠊࡵࡓࡿࡍ➇தⓗ◊✲㈝ࠊ࡚࠸ࡘ

➼ㄽᩥ✲◊ࡧṇཷ⤥࣭ṇ⏝ཬࠊ㝖ࡢ㞟୰ࡢ㔜」࣭㐣ᗘ࡞⌮ྜ

ᮏࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࢃྜࡋ⏦ࢆ࣮ࣝࣝࡿࡍ㛵ṇ⾜Ⅽࡢୖ✲◊ࡿࡅ࠾

ᣦ㔪࡚ࡗ๎άືࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡇࡿࡍㄢ㢟ࡢᑐᛂຍࠊ࠼⤒῭Ᏻ

ಖ㞀ࡶ㈨ྛࠋࡿࡍᗓ┬ࡢࡇࠊࡣᣦ㔪ᇶ࡙ࠊࡁᡤ⟶ྛࡿࡍไᗘࡢ㊃᪨

ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍᑐฎ㐺ษࠊࡾ๎

㸰㸬ྜ⌮࡞㔜」࣭㐣ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖

㸦㸯㸧ྜ⌮࡞㔜」࣭㐣ᗘࡢ㞟୰࠼⪄ࡢ᪉

ձ  ࡢࡇᣦ㔪ࠕ࡚࠸࠾ྜ⌮࡞㔜」ࠖྠࡿࡼ⪅✲◊ࡢ୍ྠࠊࡣ

ෆᐜࡢࡑࡧཬ⛠ྡࡢ✲◊ࡿࢀࡉ㓄ศࡀ㈝✲◊ㄢ㢟㸦➇தⓗ✲◊ࡢ୍

㈝✲◊ࡢࡢࡑ㈝✲◊தⓗ➇ࡢᩘ「ࠊ࡚ࡋᑐ㸧ࠋࡌ௨ୗྠࠋ࠺࠸ࢆ

㸦ᅜእࠊࡵྵࡶ⿵ຓ㔠ࡸຓᡂ㔠ࠊඹྠ◊✲㈝ཱྀྲࠊ ク◊✲㈝➼ࠊ⌧ᅾࡢ
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✲◊ࡢ㸧ࠋࡌ௨ୗྠࠋࡴྵࢆሙྜࡿ࡞㸦┦ᙜ⛬ᗘ㔜୍ྠᐇ㉁ⓗۑ    

ㄢ㢟ࡢᩘ「ࠊ࡚࠸ࡘ➇தⓗ◊✲㈝ࡢࡑ㈝✲◊ࡢᑐྠ࡚ࡋ
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ᅜ㝿ࣥࣉ࣮࢜ࠊక࠺᪂ࢡࢫࣜ࡞ࡓᑐࡢࢸࣜࢢࢸࣥ✲◊ࡿࡍ☜ಖಀࡿᑐᛂ᪉㔪

ࡿࡍ㈨ಖ☜࡞ᚊⓗ⮬ࡢࢸࣜࢢࢸࣥ✲◊ࠊࡶ࡚࠸࠾◊✲㛤Ⓨᶵ㛵ࡢࡑࠕࠊࡣ࡚ࠖ࠸ࡘ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ㍕ࠖࡿࢀࡉᮇᚅࡀࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀ⤌ྲྀ
2 ᡤᒓࡿࡍᶵ㛵ෆ࡚࠸࠾㓄ศ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᇶ┙ⓗ⤒㈝ཪࡣෆ㒊㈨㔠ၟࠊἲ࡛ᐃၟࡿࡵ⾜Ⅽཬ

ࠋࡃ㝖ࢆ㈨㔠ㄪ㐩ࡿࡼ⼥㛫᥋㔠ࡣ᥋ཪ┤ࡧ

3

ᑐ㛫ࡢ⪅✲◊㸦ࢺ࣮࢛ࣇ࢚ࡿࢀࡉ㓄ศᙜヱ◊✲ㄢ㢟ۑ    

㓄ศࡢ㛫ࡿࡍᚲせᐇࡢ✲◊ᙜヱࡿࡍ 㸦ྜ㸣㸧㸧ẚࠊ

㐣ࡀ㈝✲◊࡞㓄ศࡿ࠸࡚ࢀࡉሙྜ

ሙྜ࠺⾜ࢆ➼㉎ධࡢタഛ✲◊࡞㧗㢠ᚲせۑ    

ሙྜࡿࡎ‽ࡽࢀࡇࡢࡑۑ    

㸦㸰㸧ࠕྜ⌮࡞㔜」ࠖཬࠕࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࠖࡢ㝖ࡢ᪉ἲ

㛵ಀᗓ┬ࠊࡣ➇தⓗ◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࢆ㝖

ಖ࡛☜㐺ษࢆࢺ࣮࢛ࣇ࢚ࠊࡘࡘࡋಖ☜ࢆ㏱᫂ᛶࡿಀάື✲◊ࠊࡋ

❧⊃ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡌㅮࢆ⨨ᥐࡢ௨ୗࠊࡵࡓࡿࡍㄆ☜ࢆࡿࡁ

⾜ᨻἲே➼ࡀ᭷ࡿࡍ➇தⓗ◊✲㈝ࠊྠࡣ࡚࠸ࡘ ᵝࡢᥐ⨨ࢆㅮࡼࡿࡎ

ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍせㄳ࡚ࡋᑐᙜヱἲேࡽ┬ົ࠺

ձ  ᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮࣒ࢸࢫࢩ㸦௨ୗࠕඹ㏻࣒ࢸࢫࢩ 㸧ࠋ࠺࠸ࠖ

࡞ᚲせࡵࡓ࠺⾜ࢆ㝖ࡢ㞟୰ࡢ㐣ᗘࡧ㔜」ཬ࡞⌮ྜࠊࡋ⏝άࢆ

⠊ᅖෆ࡛ࠊᛂເෆᐜ୍ࡢ㒊㛵ࡿࡍሗࢆ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᢸᙜㄢ

㸦⊂❧⾜ᨻἲே➼࡛ࡿ࠶㓄ศᶵ㛵ࠋࡴྵࢆ௨ୗྠࠋࡌ㸧㛫࡛ඹ᭷ࡍ

ࡋ᥇ᢥࡣሙྜࡓࡗ࠶ࡀ㞟୰ࡢ㐣ᗘࡧ㔜」ཬ࡞⌮ྜࡧཬࡇࡿ

ࠋࡿࡍබເせ㡿ୖ᫂グࠊ᪨ࡿ࠶ࡀࡇ࠸࡞

ղ  ᛂເࠊ◊✲௦⾲⪅࣭◊✲ศᢸ⪅➼ ┬ᗓࡢᅾ⌧ࠊ࡚࠸ࡘ3

ᛂເ࣭ࡢ㈝✲◊ࡢࡢࡑ㈝✲◊தⓗ➇ࡢࡴྵࢆ ཷධ≧ἣ㸦ไᗘྡࠊ

◊✲ㄢ㢟ࠊᐇᮇ㛫ࠊண⟬㢠ࢺ࣮࢛ࣇ࢚ࠊ➼㸧ࠊࡸ⌧ᅾࡢ࡚ࡢᡤ

ᒓᶵ㛵࣭ᙺ⫋㸦වᴗࠊࡸእᅜࡢேᮦⓏ⏝ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉཧຍࠊ㞠⏝

ዎ⣙ྡ࠸࡞ࡢᩍᤵ➼ࠋࡴྵࢆ㸧㛵ࡿࡍሗࢆᛂເ᭩㢮ࡸඹ㏻ࢩ

࡞␗ᐇ࣒ࢸࢫࢩඹ㏻ࡸᛂເ᭩㢮ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡏࡉグ㍕࣒ࢸࢫ

ῶ㢠㓄ศࡣཪࡋ᥇ᢥྲྀᾘࠊ᥇ᢥࡢㄢ㢟✲◊ࠊࡣሙྜࡓࡋࢆグ㍕ࡿ

ࠋࡿࡍබເせ㡿ୖ᫂グࠊ᪨ࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ

ճ ղ㈝✲◊ࡢ㛵ࡿࡍሗࡕ࠺ࡢ⛎ᐦಖᣢዎ⣙➼ࡀ࠸࡚ࢀࡉࢃ

ࡀάືࡢ➼Ꮫ㐃ᦠ⏘ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࠸ᢅࡢሗࡿࡍ㛵➼✲◊ඹྠࡿ

ጤ⦰ࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࡋᏲ⛎⩏ົࢆ㈇ࢆࡇࡿࢀࢃᢅ࡛ࡳࡢ⪅ࡿ࠸࡚ࡗᨵ

ᚭᗏ࡚ࡵ ࠊྛࡶࡿࡍ4 ➇தⓗ◊✲㈝ᴗࡢ㓄៖ࠊࡘࡘࡋ

ᛂເ᭩㢮ࡸඹ㏻࣒ࢸࢫࢩグ㍕ࡿࡏࡉ㝿ࡢ᪉㔪ࠊࢆ௨ୗࡢほⅬྵࢆ

ࠋࡿࡍබເせ㡿ୖ᫂グࠊࡵ

                                        
3 ᛂເࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᐇࡿࡍ௦⾲ࡢ⪅ཬࡧᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࢆ㈝✲◊࡚࠸࠾యⓗ⏝ࡿࡍ⪅

࠾தⓗ◊✲㈝ᴗ➇ྛࠊࡁᇶ࡙㊃᪨ࡢ㝖ࡢ㞟୰ࡢ㐣ᗘࡧ㔜」ཬ࡞⌮ྜࡢᮏᣦ㔪ࠊ࡞

ࠋࡍᣦࢆࡢࡶࡿࡎㅮࢆ⨨ᥐ࡚࠸
4 ᙜヱሗࢆ⪅࠺ᢅࢆᴗົୖ┿ᚲせ⪅࡞㝈ᐃࠊࡋ㓄ศᶵ㛵⪅ࡢࡑࠊ࡚࠸࠾ᑐࠊࡋሗ

ࠋࡿࡎㅮࢆ⨨ᥐ࡞ᚲせࠊ࡞ࡿࡍᐇᐇ☜ࢆᩍ⫱࣭◊ಟࡿࢃ㛵⌮⟶
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4

㹟㸧ᛂເࡓࢀࡉ◊✲ㄢ㢟ࡢ㈝✲◊ࡀྜ⌮࡞㔜」ࡸ㐣ᗘࡢ㞟୰࡞

ࡿࡁಖ࡛☜㐺ษࢆࢺ࣮࢛ࣇ࢚ࡿಀ⾜㐙ࡢㄢ㢟✲◊ࠊࡎࡽ

ࡳࡢሗ࡞ᚲせࡵࡓࡿࡍㄆ☜ࢆ࠺ ࠋࡇࡿࡵồࢆᥦฟࡢ5

㹠㸧ࠊࡋࡔࡓᙜ㠃ࡢ㛫ࠊ᪤ࡢ῭⤖⥾⛎ᐦಖᣢዎ⣙➼ࡢෆᐜᇶ࡙

࠸ࡋ㞴ࡀᥦฟࡾࡼ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࠊ࡞ሙྜ࡞ᅔ㞴ࡀᥦฟࡁ

ሙྜࠊࡣ┦ᡭᶵ㛵ྡཷධࢀ◊✲㈝㔠㢠ࡣグධࡎࡏᥦฟࡿࡏࡉ

ᡤᒓᶵ㛵࡚ࡌᛂᚲせࡶ࡚࠸࠾ሙྜࡢࡑࠊࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇ

↷ࠋࡇࡿ࠶ࡀࡇ࠺⾜ࢆ

㹡㸧ᚋ⛎ᐦಖᣢዎ⣙➼ࡿࡍ⤖⥾ࢆ㝿ࠊ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᛂເࠊ

ᚲせ࡞ሗ㝈ࡾᥦฟࢆࡇࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ๓ᥦࡓࡋෆᐜ

ࠋࡇࡿࡅࡁാ࠺ࡼࡿࡍ

㹢㸧ᮏᣦ㔪ᇶ࡙ࠊࡁᡤᒓᶵ㛵ຍࠊ࡚࠼㓄ศᶵ㛵ࡸ㛵ಀᗓ┬㛫࡛

ሗࡀඹ᭷ࡾ࠶ࡀࡇࡿࢀࡉᚓࡢࡑࠊࡀࡿ㝿ࡶᏲ⛎⩏ົࢆ㈇࡚ࡗ

ࠋࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀඹ᭷࡛ࡳࡢ⪅ࡿ࠸

մ  ඹ㏻ࢆ࣒ࢸࢫࢩά⏝ࠊࡋㄢ㢟᥇ᢥ๓ࠊᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࠊ᥇ᢥணᐃ

ㄢ㢟㛵ࡿࡍሗ㸦ไᗘྡࠊྡ⪅✲◊ࠊᡤᒓᶵ㛵ࠊ◊✲ㄢ㢟ࠊ◊✲

ᴫせࠊண⟬㢠➼㸧ࠊࡸղࡸ㈝✲◊ࡢᡤᒓᶵ㛵࣭ᙺ⫋㛵ࡿࡍሗࢆ

➇தⓗ◊✲㈝ࡢᢸᙜㄢ㛫࡛ඹ᭷ࠊࡋྜ⌮࡞㔜」ཪࡣ㐣ᗘࡢ㞟୰

ࡍ᭷ࢆሗࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜඹ᭷ࡢሗࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ↓᭷ࡢ

ࠋࡿࡍᑠ㝈᭱ࢆ⠊ᅖࡢሗඹ᭷ࠊ➼ࡿࡍ㝈ᐃࢆ⪅ࡿ

յ  ᛂເ᭩㢮ࡸඹ㏻ࡢ࣒ࢸࢫࢩグ㍕ཬࡧᗓ┬ࡢࡽሗ➼ࡼ

ࡢࡑࠊࡣሙྜࡿࢀࡽࡵㄆ㞟୰ࠖࡢ㐣ᗘࠕࡣ㔜」ࠖཪ࡞⌮ྜࠕࡾ

⛬ᗘᛂࠊࡌ◊✲ㄢ㢟ࡢ᥇ᢥࠊ᥇ᢥྲྀᾘࡋཪࡣῶ㢠㓄ศࠋ࠺⾜ࢆ

ࢀࡍ㔊ᡂࢆቃ⎔✲◊࡞தⓗ➇ࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ⏝㐠ࡢᮏᣦ㔪ࠊ࠾࡞  

ࡶࡇࡿࡍᚓ⋓ࢆㄢ㢟✲◊ࡸ㈝✲◊ࡢࡃከࡾࡼࡀ⪅✲◊࡞⚽ඃࠊࡤ

࡛ࡅࢃ࠺࠸㐺ษࡀ࡚ࡢ㞟୰ࡸ「㔜ࡢ㈝✲◊தⓗ➇ࠊࢀࡽ࠼⪄

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ༑ศ␃ពࡇ࠸࡞ࡣ

ն  ղࡸ㈝✲◊ࡢᡤᒓᶵ㛵࣭ᙺ⫋㛵ࡿࡍሗຍࠊ࡚࠼ᐤ㝃㔠➼ࡸ

㈨㔠௨እࡢタ࣭タഛ➼ࡢᨭ ◊ࡢ࡚ࡿࡍ㛵ࡀ㌟⮬ࠊࡴྵࢆ6

✲άືಀࡿ㏱᫂ᛶ☜ಖࡵࡓࡢᚲせ࡞ሗࠊ࡚࠸ࡘ㛵ಀつ⛬➼

ࡲࠊࡇࡿࡵồࢆㄋ⣙ࡢ᪨ࡿ࠸࡚ࡋሗ࿌㐺ษᡤᒓᶵ㛵ࡁᇶ࡙

ሙྜࡓࡋุ᫂ࡀࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀሗ࿌࡞㐺ษࡋㄋ⣙ࠊࡓ

ࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍῶ㢠㓄ศࡣཪࡋ᥇ᢥྲྀᾘࠊ᥇ᢥࡢㄢ㢟✲◊ࠊࡣ

                                        
5 ཎ๎࡚ࡋඹྠ◊✲➼ࡢ┦ᡭᶵ㛵ྡཷධࢀ◊✲㈝㔠㢠ཬࢺ࣮࢛ࣇ࢚ࡧಀࡿሗࡍࡳࡢ

ࠋࡿ
6 ↓ൾ࡛◊✲タ࣭タഛ࣭ᶵჾ➼ࡢ≀ရࡢᥦ౪ࡸᙺົᥦ౪ࡿࡅཷࢆሙྜࠋࡴྵࢆ
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㹟㸧ᛂເࡓࢀࡉ◊✲ㄢ㢟ࡢ㈝✲◊ࡀྜ⌮࡞㔜」ࡸ㐣ᗘࡢ㞟୰࡞

ࡿࡁಖ࡛☜㐺ษࢆࢺ࣮࢛ࣇ࢚ࡿಀ⾜㐙ࡢㄢ㢟✲◊ࠊࡎࡽ

ࡳࡢሗ࡞ᚲせࡵࡓࡿࡍㄆ☜ࢆ࠺ ࠋࡇࡿࡵồࢆᥦฟࡢ5

㹠㸧ࠊࡋࡔࡓᙜ㠃ࡢ㛫ࠊ᪤ࡢ῭⤖⥾⛎ᐦಖᣢዎ⣙➼ࡢෆᐜᇶ࡙

࠸ࡋ㞴ࡀᥦฟࡾࡼ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࠊ࡞ሙྜ࡞ᅔ㞴ࡀᥦฟࡁ

ሙྜࠊࡣ┦ᡭᶵ㛵ྡཷධࢀ◊✲㈝㔠㢠ࡣグධࡎࡏᥦฟࡿࡏࡉ

ᡤᒓᶵ㛵࡚ࡌᛂᚲせࡶ࡚࠸࠾ሙྜࡢࡑࠊࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇ

↷ࠋࡇࡿ࠶ࡀࡇ࠺⾜ࢆ

㹡㸧ᚋ⛎ᐦಖᣢዎ⣙➼ࡿࡍ⤖⥾ࢆ㝿ࠊ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᛂເࠊ

ᚲせ࡞ሗ㝈ࡾᥦฟࢆࡇࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍ๓ᥦࡓࡋෆᐜ

ࠋࡇࡿࡅࡁാ࠺ࡼࡿࡍ

㹢㸧ᮏᣦ㔪ᇶ࡙ࠊࡁᡤᒓᶵ㛵ຍࠊ࡚࠼㓄ศᶵ㛵ࡸ㛵ಀᗓ┬㛫࡛

ሗࡀඹ᭷ࡾ࠶ࡀࡇࡿࢀࡉᚓࡢࡑࠊࡀࡿ㝿ࡶᏲ⛎⩏ົࢆ㈇࡚ࡗ

ࠋࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀඹ᭷࡛ࡳࡢ⪅ࡿ࠸

մ  ඹ㏻ࢆ࣒ࢸࢫࢩά⏝ࠊࡋㄢ㢟᥇ᢥ๓ࠊᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࠊ᥇ᢥணᐃ

ㄢ㢟㛵ࡿࡍሗ㸦ไᗘྡࠊྡ⪅✲◊ࠊᡤᒓᶵ㛵ࠊ◊✲ㄢ㢟ࠊ◊✲

ᴫせࠊண⟬㢠➼㸧ࠊࡸղࡸ㈝✲◊ࡢᡤᒓᶵ㛵࣭ᙺ⫋㛵ࡿࡍሗࢆ

➇தⓗ◊✲㈝ࡢᢸᙜㄢ㛫࡛ඹ᭷ࠊࡋྜ⌮࡞㔜」ཪࡣ㐣ᗘࡢ㞟୰

ࡍ᭷ࢆሗࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜඹ᭷ࡢሗࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ↓᭷ࡢ

ࠋࡿࡍᑠ㝈᭱ࢆ⠊ᅖࡢሗඹ᭷ࠊ➼ࡿࡍ㝈ᐃࢆ⪅ࡿ

յ  ᛂເ᭩㢮ࡸඹ㏻ࡢ࣒ࢸࢫࢩグ㍕ཬࡧᗓ┬ࡢࡽሗ➼ࡼ

ࡢࡑࠊࡣሙྜࡿࢀࡽࡵㄆ㞟୰ࠖࡢ㐣ᗘࠕࡣ㔜」ࠖཪ࡞⌮ྜࠕࡾ

⛬ᗘᛂࠊࡌ◊✲ㄢ㢟ࡢ᥇ᢥࠊ᥇ᢥྲྀᾘࡋཪࡣῶ㢠㓄ศࠋ࠺⾜ࢆ

ࢀࡍ㔊ᡂࢆቃ⎔✲◊࡞தⓗ➇ࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ⏝㐠ࡢᮏᣦ㔪ࠊ࠾࡞  

ࡶࡇࡿࡍᚓ⋓ࢆㄢ㢟✲◊ࡸ㈝✲◊ࡢࡃከࡾࡼࡀ⪅✲◊࡞⚽ඃࠊࡤ

࡛ࡅࢃ࠺࠸㐺ษࡀ࡚ࡢ㞟୰ࡸ「㔜ࡢ㈝✲◊தⓗ➇ࠊࢀࡽ࠼⪄

ࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ༑ศ␃ពࡇ࠸࡞ࡣ

ն  ղࡸ㈝✲◊ࡢᡤᒓᶵ㛵࣭ᙺ⫋㛵ࡿࡍሗຍࠊ࡚࠼ᐤ㝃㔠➼ࡸ

㈨㔠௨እࡢタ࣭タഛ➼ࡢᨭ ◊ࡢ࡚ࡿࡍ㛵ࡀ㌟⮬ࠊࡴྵࢆ6

✲άືಀࡿ㏱᫂ᛶ☜ಖࡵࡓࡢᚲせ࡞ሗࠊ࡚࠸ࡘ㛵ಀつ⛬➼

ࡲࠊࡇࡿࡵồࢆㄋ⣙ࡢ᪨ࡿ࠸࡚ࡋሗ࿌㐺ษᡤᒓᶵ㛵ࡁᇶ࡙

ሙྜࡓࡋุ᫂ࡀࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀሗ࿌࡞㐺ษࡋㄋ⣙ࠊࡓ

ࡿ࠶ࡀࡇࡿࡍῶ㢠㓄ศࡣཪࡋ᥇ᢥྲྀᾘࠊ᥇ᢥࡢㄢ㢟✲◊ࠊࡣ

                                        
5 ཎ๎࡚ࡋඹྠ◊✲➼ࡢ┦ᡭᶵ㛵ྡཷධࢀ◊✲㈝㔠㢠ཬࢺ࣮࢛ࣇ࢚ࡧಀࡿሗࡍࡳࡢ

ࠋࡿ
6 ↓ൾ࡛◊✲タ࣭タഛ࣭ᶵჾ➼ࡢ≀ရࡢᥦ౪ࡸᙺົᥦ౪ࡿࡅཷࢆሙྜࠋࡴྵࢆ

5

᪨ࠊබເせ㡿ୖ᫂グࠋࡿࡍ

շ  նࡕ࠺ࡢᙜヱᛂເㄢ㢟⏝ࠊูࡀ࠸࡞ࡋ ⏝࡛✲◊ࡿࡍᚑ

⌮ྜࠊࡣ࡚࠸ࡘሗࡿࡍ㛵ධ≧ἣཷࡢ➼タ࣭タഛࡿ࠸࡚ࡋ

☜ࢆࡿࡁ࡛⾜㐙༑ศࡀㄢ㢟✲◊ࠊࡎࡽ࡞㞟୰࡞㐣ᗘࡸ「㔜࡞

ㄆࡿࡍほⅬྠ㈝✲◊ࠊࡽᵝࠊᥦฟࢆồࠊࡋࡔࡓࠊࡇࡃ࠸࡚ࡵ

Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵➼ࢆ≦⌧ࡿࡅ࠾㋃ࠊࡘࡘ࠼ࡲᥦฟࢆồࡿࡵሗࡢ

⠊ᅖࡢ᫂☜➼ࡀᚲせࠊࡽࡇ࡞ᙜ㠃ࡢ㛫ࠊࡣնࡢㄋ⣙ຍࠊ࡚࠼

ᡤᒓᶵ㛵ᑐࠊ࡚ࡋᙜヱሗࡢᢕᥱ࣭⟶⌮ࡢ≧ἣ࡚࠸ࡘᥦฟࢆồ

ࠋࡿࡍබເせ㡿ୖ᫂グࠊ᪨ࡿ࠶ࡀࡇࡿࡵ

ո ᡤᒓᶵ㛵ࠕࡿࡅ࠾◊✲άືࡢᅜ㝿ࣥࣉ࣮࢜ࠊక࠺᪂࡞ࡓ

࠸ࡘᑐᛂ᪉㔪ࡿಀಖ☜ࡢࢸࣜࢢࢸࣥ✲◊ࡿࡍᑐࢡࢫࣜ

࡚㸦ࠖ௧㸱ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥ ᡓ␎᥎㐍㆟Ỵᐃ㸧ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀྜ⤫

♧᫂ࢆ㔜せᛶࡢഛᩚࡢ⛬つࡿࡍ㛵┈┦࣭㈐ົ┦ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ

ᢕᥱ࣭ࡢሗࡧഛ≧ἣཬᩚࡢ⛬つࡢ࡚ࡋᡤᒓᶵ㛵ࠊࡶࡿࡍ

ࡇ࠺⾜ࢆ↷ᡤᒓᶵ㛵࡚ࡌᛂᚲせ࡞ࡿࡍㄆ☜ࢆἣ≦ࡢ⌮⟶

ࠋࡿࡍබເせ㡿ୖ᫂グࠊ᪨ࡿ࠶ࡀ

㸱.ṇ⏝ཬࡧṇཷ⤥ࡢᑐᛂ㸦ู⾲㸯㸧

㛵ಀᗓ┬ࠊࡣ➇தⓗ◊✲㈝ࡢṇ⏝ཪࡣṇཷ⤥ࡓࡗ⾜ࢆ◊✲⪅ཬ

ࡣ࡛ࡲࡓࡋ㛵⤥ṇཷࡣṇ⏝ཪࠊࡸ⪅✲◊ࡓࡋඹㅛࢀࡑࡧ

ㄆᐃࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࡞ࢀࡉၿⰋࡢ⪅⌮⟶࡞ὀព࡚ࡗࡶࢆᴗࡁ࠺⾜ࢆ

⩏ົ㸦௨ୗࠕࠊၿ⟶ὀព⩏ົࠖ࠺࠸㸧㐪⪅✲◊ࡓࡋᑐࠊࡋ௨ୗ

✲◊தⓗ➇ࡿࡍ᭷ࡀ➼ᨻἲே⾜❧⊃ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎㅮࢆ⨨ᥐࡢ

ࠊྠࡣ࡚࠸ࡘ㈝ ᵝࡢᥐ⨨ࢆㅮ࠺ࡼࡿࡎົ┬ࡽᙜヱἲேᑐ࡚ࡋせ

ㄳࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ

㸦㸯㸧ṇ⏝㸦ᨾពⱝࡣࡃࡋ㔜࡞㐣ኻࡿࡼ➇தⓗ◊✲㈝ࡢࡢ⏝㏵

௳᮲ࡓࡋ㝃ࢀࡇࡸෆᐜࡢỴᐃࡢࡢ㈝✲◊தⓗ➇ࡣ⏝ཪࡢ

⪅✲◊ࡓࡋඹㅛࢀࡑࡧཬ⪅✲◊ࡓࡗ⾜ࢆ㸧࠺࠸ࢆ⏝ࡓࡋ㐪

ᑐࠊࡋᙜヱ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᛂເ㈨᱁ࢆไ㝈ࠊࡢࡇࡿࡍᗓ┬

ࢆ⏝ᴫせ㸦ṇࡢ⏝ᙜヱṇᢸᙜㄢࡢ㈝✲◊தⓗ➇ࡢࡴྵࢆ

ࠊᖺᗘ✲◊ࠊண⟬㢠ࠊㄢ㢟✲◊ࠊᡤᒓᶵ㛵ࠊไᗘྡࠊྡ⪅✲◊ࡓࡋ

ṇࡢෆᐜࠊㅮࡓࢀࡽࡌᥐ⨨ࡢෆᐜ➼㸧ࢆᥦ౪ࠊࡾࡼࡇࡿࡍᗓ┬

ᛂເࡢ㈝✲◊தⓗ➇ࡿࡍ⟶ᡤࠊࡣᢸᙜㄢࡢ㈝✲◊தⓗ➇ࡢࡴྵࢆ

ࠋࡿࡍබເせ㡿ୖ᫂グࢆ᪨ࡢࡑࠊࡋࡿ࠶ࡀሙྜࡿࡍไ㝈ࢆ

ࡿࡍᑐ⪅✲◊ࡓࡋඹㅛࢀࡑࡧཬ⪅✲◊ࡓࡗ⾜ࢆ⏝ṇࡢࡇ   

ᛂເࡢไ㝈ࡢᮇ㛫ࠊࡣṇࡢ⛬ᗘࠊࡾࡼཎ๎ࠊ⿵ຓ㔠➼ࢆ㏉㑏ࡓࡋ

ᖺᗘࡢ⩣ᖺᗘ௨㝆㸯ࡽ㸯㸮ᖺ㛫ࠋࡿࡍ

213



6

㸦㸰㸧ഇࡢࡑࡾṇ࡞ᡭẁࡾࡼ➇தⓗ◊✲㈝ࡓࡋ⤥ཷࢆ◊✲⪅ཬ

ࢆᛂເ㈨᱁ࡢ㈝✲◊ᙜヱ➇தⓗࠊࡋᑐ⪅✲◊ࡓࡋඹㅛࢀࡑࡧ

ไ㝈ࠊࡢࡇࡿࡍᗓ┬ࡴྵࢆࡢ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᢸᙜㄢᙜヱ

ṇཷ⤥ࡢᴫせ㸦ṇཷ⤥ࠊྡ⪅✲◊ࡓࡋࢆไᗘྡࠊᡤᒓᶵ㛵ࠊ◊✲

ㄢ㢟ࠊண⟬㢠ࠊ◊✲ᖺᗘࠊṇࡢෆᐜࠊㅮࡓࢀࡽࡌᥐ⨨ࡢෆᐜ➼㸧ࢆ

ᥦ౪ࠊࡾࡼࡇࡿࡍᗓ┬ࡴྵࢆࡢ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᢸᙜㄢࠊࡣᡤ

බࢆ᪨ࡢࡑࠊࡋࡿ࠶ࡀሙྜࡿࡍไ㝈ࢆᛂເࡢ㈝✲◊தⓗ➇ࡿࡍ⟶

ເせ㡿ୖ᫂グࠋࡿࡍ

ࡿࡍᑐ⪅✲◊ࡓࡋඹㅛࢀࡑࡧཬ⪅✲◊ࡓࡗ⾜ࢆ⤥ṇཷࡢࡇ   

ᛂເࡢไ㝈ࡢᮇ㛫ࠊࡣཎ๎ࠊ⿵ຓ㔠➼ࢆ㏉㑏ࡓࡋᖺᗘࡢ⩣ᖺᗘ௨㝆㸳

ᖺ㛫ࠋࡿࡍ

㸦㸱㸧ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪⪅✲◊ࡓࡋᑐࠊࡋᙜヱ➇தⓗ◊✲㈝ࡢ

ᛂເ㈨᱁ࢆไ㝈ࠊࡢࡇࡿࡍᗓ┬ࡴྵࢆࡢ➇தⓗ◊✲㈝

ไᗘࠊྡ⪅✲◊ࡓࡋࢆᴫせ(⩏ົ㐪ࡢᙜヱ⩏ົ㐪ᢸᙜㄢࡢ

ࡌㅮࠊෆᐜࡢ㐪ࠊᖺᗘ✲◊ࠊண⟬㢠ࠊㄢ㢟✲◊ࠊᡤᒓᶵ㛵ࠊྡ

➇ࡢࡴྵࢆ┬ᗓࠊࡾࡼࡇࡿࡍᥦ౪ࢆ(➼ෆᐜࡢ⨨ᥐࡓࢀࡽ

தⓗ◊✲㈝ࡢᢸᙜㄢࠊࡣᡤ⟶ࡿࡍ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᛂເࢆไ㝈ࡿࡍሙ

ࠋࡿࡍබເせ㡿ୖ᫂グࢆ᪨ࡢࡑࠊࡋࡿ࠶ࡀྜ

ᮇࡢไ㝈ࡢᛂເࡿࡍᑐ⪅✲◊ࡓࡋ㐪ົ⩏ၿ⟶ὀពࡢࡇ   

㛫ࠊࡣཎ๎ࠊ⿵ຓ㔠➼ࢆ㏉㑏ࡓࡋᖺᗘࡢ⩣ᖺᗘ௨㝆㸯ཪࡣ㸰ᖺ㛫

ࠋࡿࡍ

㸲. ◊✲ୖࡢṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㸦ู⾲㸰㸧

㛵ಀᗓ┬ࠊࡣ➇தⓗ◊✲㈝ࡿࡼ◊✲ㄽᩥ࣭ሗ࿌᭩➼ࠊ࡚࠸࠾

ሙࡓࢀࡉㄆᐃࡓࡗ࠶ࡀ㸧⏝┐ࠊࢇࡊᨵࠊṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࡢୖ✲◊

ࡍ᭷ࡀ➼ᨻἲே⾜❧⊃ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎㅮࢆ⨨ᥐࡢ௨ୗࠊྜ

ࠊྠࡣ࡚࠸ࡘ㈝✲◊தⓗ➇ࡿ ᵝࡢᥐ⨨ࢆㅮ࠺ࡼࡿࡎົ┬ࡽᙜ

ヱἲேᑐ࡚ࡋせㄳࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ

㸦㸯㸧ᙜヱ➇தⓗ◊✲㈝ࠊ࡚࠸ࡘṇ⾜Ⅽࡢᝏ㉁ᛶ➼ࢆ⪃៖ࠊࡘࡘࡋ

㒊ཪ୍ࡣ㒊ࡢ㏉㑏ࢆồࡢࡑࠊࡋࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ᪨ࢆ➇

தⓗ◊✲㈝ࡢබເせ㡿ୖ᫂グࠋࡿࡍ

㸦㸰㸧ṇ⾜Ⅽ㛵ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡓࡋᙜヱ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᛂເ

㈨᱁ࢆไ㝈ࠊࡢࡇࡿࡍᗓ┬ࡴྵࢆࡢ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᢸ

ᙜㄢᙜヱ◊✲ṇࡢᴫせ㸦◊✲ᶵ㛵➼ࡿࡅ࠾ㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫ

せࠊṇ⾜Ⅽ㛵ࡢ⪅ࡓࡋẶྡࠊᡤᒓᶵ㛵ࠊ◊✲ㄢ㢟ࠊண⟬㢠ࠊ

◊✲ᖺᗘࠊㅮࡓࢀࡽࡌᥐ⨨ࡢෆᐜ➼㸧ࢆᥦ౪ࠊࡾࡼࡇࡿࡍᗓ

214



6

㸦㸰㸧ഇࡢࡑࡾṇ࡞ᡭẁࡾࡼ➇தⓗ◊✲㈝ࡓࡋ⤥ཷࢆ◊✲⪅ཬ

ࢆᛂເ㈨᱁ࡢ㈝✲◊ᙜヱ➇தⓗࠊࡋᑐ⪅✲◊ࡓࡋඹㅛࢀࡑࡧ

ไ㝈ࠊࡢࡇࡿࡍᗓ┬ࡴྵࢆࡢ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᢸᙜㄢᙜヱ

ṇཷ⤥ࡢᴫせ㸦ṇཷ⤥ࠊྡ⪅✲◊ࡓࡋࢆไᗘྡࠊᡤᒓᶵ㛵ࠊ◊✲

ㄢ㢟ࠊண⟬㢠ࠊ◊✲ᖺᗘࠊṇࡢෆᐜࠊㅮࡓࢀࡽࡌᥐ⨨ࡢෆᐜ➼㸧ࢆ

ᥦ౪ࠊࡾࡼࡇࡿࡍᗓ┬ࡴྵࢆࡢ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᢸᙜㄢࠊࡣᡤ

බࢆ᪨ࡢࡑࠊࡋࡿ࠶ࡀሙྜࡿࡍไ㝈ࢆᛂເࡢ㈝✲◊தⓗ➇ࡿࡍ⟶

ເせ㡿ୖ᫂グࠋࡿࡍ

ࡿࡍᑐ⪅✲◊ࡓࡋඹㅛࢀࡑࡧཬ⪅✲◊ࡓࡗ⾜ࢆ⤥ṇཷࡢࡇ   

ᛂເࡢไ㝈ࡢᮇ㛫ࠊࡣཎ๎ࠊ⿵ຓ㔠➼ࢆ㏉㑏ࡓࡋᖺᗘࡢ⩣ᖺᗘ௨㝆㸳

ᖺ㛫ࠋࡿࡍ

㸦㸱㸧ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪⪅✲◊ࡓࡋᑐࠊࡋᙜヱ➇தⓗ◊✲㈝ࡢ

ᛂເ㈨᱁ࢆไ㝈ࠊࡢࡇࡿࡍᗓ┬ࡴྵࢆࡢ➇தⓗ◊✲㈝

ไᗘࠊྡ⪅✲◊ࡓࡋࢆᴫせ(⩏ົ㐪ࡢᙜヱ⩏ົ㐪ᢸᙜㄢࡢ

ࡌㅮࠊෆᐜࡢ㐪ࠊᖺᗘ✲◊ࠊண⟬㢠ࠊㄢ㢟✲◊ࠊᡤᒓᶵ㛵ࠊྡ

➇ࡢࡴྵࢆ┬ᗓࠊࡾࡼࡇࡿࡍᥦ౪ࢆ(➼ෆᐜࡢ⨨ᥐࡓࢀࡽ

தⓗ◊✲㈝ࡢᢸᙜㄢࠊࡣᡤ⟶ࡿࡍ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᛂເࢆไ㝈ࡿࡍሙ

ࠋࡿࡍබເせ㡿ୖ᫂グࢆ᪨ࡢࡑࠊࡋࡿ࠶ࡀྜ

ᮇࡢไ㝈ࡢᛂເࡿࡍᑐ⪅✲◊ࡓࡋ㐪ົ⩏ၿ⟶ὀពࡢࡇ   

㛫ࠊࡣཎ๎ࠊ⿵ຓ㔠➼ࢆ㏉㑏ࡓࡋᖺᗘࡢ⩣ᖺᗘ௨㝆㸯ཪࡣ㸰ᖺ㛫

ࠋࡿࡍ

㸲. ◊✲ୖࡢṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ㸦ู⾲㸰㸧

㛵ಀᗓ┬ࠊࡣ➇தⓗ◊✲㈝ࡿࡼ◊✲ㄽᩥ࣭ሗ࿌᭩➼ࠊ࡚࠸࠾

ሙࡓࢀࡉㄆᐃࡓࡗ࠶ࡀ㸧⏝┐ࠊࢇࡊᨵࠊṇ⾜Ⅽ㸦ᤐ㐀ࡢୖ✲◊

ࡍ᭷ࡀ➼ᨻἲே⾜❧⊃ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎㅮࢆ⨨ᥐࡢ௨ୗࠊྜ

ࠊྠࡣ࡚࠸ࡘ㈝✲◊தⓗ➇ࡿ ᵝࡢᥐ⨨ࢆㅮ࠺ࡼࡿࡎົ┬ࡽᙜ

ヱἲேᑐ࡚ࡋせㄳࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ

㸦㸯㸧ᙜヱ➇தⓗ◊✲㈝ࠊ࡚࠸ࡘṇ⾜Ⅽࡢᝏ㉁ᛶ➼ࢆ⪃៖ࠊࡘࡘࡋ

㒊ཪ୍ࡣ㒊ࡢ㏉㑏ࢆồࡢࡑࠊࡋࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ᪨ࢆ➇

தⓗ◊✲㈝ࡢබເせ㡿ୖ᫂グࠋࡿࡍ

㸦㸰㸧ṇ⾜Ⅽ㛵ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡓࡋᙜヱ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᛂເ

㈨᱁ࢆไ㝈ࠊࡢࡇࡿࡍᗓ┬ࡴྵࢆࡢ➇தⓗ◊✲㈝ࡢᢸ

ᙜㄢᙜヱ◊✲ṇࡢᴫせ㸦◊✲ᶵ㛵➼ࡿࡅ࠾ㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫ

せࠊṇ⾜Ⅽ㛵ࡢ⪅ࡓࡋẶྡࠊᡤᒓᶵ㛵ࠊ◊✲ㄢ㢟ࠊண⟬㢠ࠊ

◊✲ᖺᗘࠊㅮࡓࢀࡽࡌᥐ⨨ࡢෆᐜ➼㸧ࢆᥦ౪ࠊࡾࡼࡇࡿࡍᗓ

7

㈝✲◊தⓗ➇ࡿࡍ⟶ᡤࠊࡣᢸᙜㄢࡢ㈝✲◊தⓗ➇ࡢࡴྵࢆ┬

බເせ㡿ୖࢆ᪨ࡢࡑࠊࡋࡿ࠶ࡀሙྜࡿࡍไ㝈ࡶ࡚࠸ࡘᛂເࡢ

᫂グࠋࡿࡍ

ࠊཎ๎ࠊࡾࡼ➼ᗘ⛬ࡢṇ⾜Ⅽࠊࡣᮇ㛫ࡢไ㝈ࡢᛂເࡢࡽࢀࡇ

ṇࡓࡗ࠶ࡀㄆᐃࡓࢀࡉᖺᗘࡢ⩣ᖺᗘ௨㝆㸰ࡽ㸯㸮ᖺ㛫

ࠋࡿࡍ

㸦㸱㸧ṇ⾜Ⅽ㛵ࡣ࡛ࡲࡓࡋㄆᐃࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࡞ࢀࡉᙜヱㄽ

ᩥ࣭ሗ࿌᭩➼ࡢ㈐௵⪅ࡢ࡚ࡋὀព⩏ົࢆᛰࠊࡾࡼ➼ࡇࡓࡗ

୍ᐃࡢ㈐௵ࠊୖࡣ࡚࠸ࡘ⪅ࡓࢀࡉࡿ࠶ࡀ グ(2)ྠᵝࡑࠊࡋ

ࠋࡿࡍබເせ㡿ୖ᫂グࢆ᪨ࡢ

⾜ṇࠊཎ๎ࠊࡾࡼ➼ᗘ⛬ࡢ௵㈐ࠊࡣᮇ㛫ࡢไ㝈ࡢᛂເࡢࡇ   

Ⅽࡓࡗ࠶ࡀㄆᐃࡓࢀࡉᖺᗘࡢ⩣ᖺᗘ௨㝆㸯ࡽ㸱ᖺ㛫ࠋࡿࡍ

㸳㸬ṇࡢබ⾲࡚࠸ࡘ

㛵ಀᗓ┬ࠊࡣṇྛࠊࡣ࡚࠸ࡘᗓ┬ࡀᐃ࣮ࣝࣝࡿࡵᇶ࡙

⥆ᡭࡓࢀࡽࡵᐃࡵணࠊ࡚࠸࠾ᶵ㛵ࡓࡗ⾜ࢆㄪᰝࡢṇࠊࡁ

ᥐࡓࡌㅮࠊෆᐜࡢṇࠊẶྡ࣭ᡤᒓࡢ⪅ࡓࡋ㛵ṇࠊ࠸ᚑࡁ

ୖࠊࡶࡿࡵồ࠺ࡼࡿࡍᑐᛂ㐺ษ࡞⾲බࡢ➼ෆᐜࡢ⨨

グࠕࡢṇ⏝ཬࡧṇཷ⤥ࡢᑐᛂࠖཬࡢୖ✲◊ࠕࡧṇ⾜Ⅽࡢ

ᑐᛂࠖࡾࡼᛂເ㈨᱁ࢆไ㝈ࡿࡍሙྜࠊᙜヱṇࡢᴫせ㸦ไᗘྡࠊ

◊✲ᖺᗘࠊṇࡢෆᐜࠊㅮࡓࢀࡽࡌᥐ⨨ࡢෆᐜ➼㸧ࢆཎ๎ࡸ㏿ࠊ

බ⾲ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ⊂❧⾜ᨻἲே➼ࡀ᭷ࡿࡍ➇தⓗ◊✲㈝

ࡍせㄳ࡚ࡋᑐᙜヱἲேࡽ┬ົ࠺ࡼࡿࡍࢆᑐᛂࡢᵝྠࠊࡣ࡚࠸ࡘ

ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ

㸴㸬ࡢࡑ

㸦㸯㸧ୖグࠕࡢྜ⌮࡞㔜」ࠖཬࠕࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࠖࡢ㝖ࠊࡣࡳ⤌ྲྀࡢබ

ເせ㡿ࡢᨵṇ➼ࡢᡤせࡢᡭ⥆ࠊ࡛ୖࡓ⤒ࢆࡁ௧㸱ᖺᗘබເ࠺⾜ࢆ

௧ࠊࡽࡀ࡞ࡋ⠊ᅖ࡛ᑐᛂ࡞⬟ྍ࠸ᚑ㊃᪨ࡢᮏᣦ㔪ࠊ࡚࠸ࡘࡢࡶ

㸲ᖺ㸲᭶௨㝆බເࡽࡢࡶ࠺⾜ࢆ㡰ḟᐇࠋࡿࡍ

㸦㸰㸧ୖグࠕࡢṇ⏝ཬࡧṇཷ⤥ࡢᑐᛂࠖࠊࡣࡳ⤌ྲྀࡢබເせ㡿ࡢ

ᨵṇ➼ࡢᡤせࡢᡭ⥆ࠊ࡛ୖࡓ⤒ࢆࡁ௧㸱ᖺᗘබເࡘࡢࡶ࠺⾜ࢆ

௧㸲ᖺ㸲᭶ࠊࡽࡀ࡞ࡋ⠊ᅖ࡛ᑐᛂ࡞⬟ྍ࠸ᚑ㊃᪨ࡢᮏᣦ㔪ࠊ࡚࠸

௨㝆බເࡽࡢࡶ࠺⾜ࢆ㡰ḟᐇࠋࡿࡍ

㸦㸱㸧ୖグࡢୖ✲◊ࠕࡢṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂࠖࠊࡣࡳ⤌ྲྀࡢබເせ㡿ࡢᨵṇ

࠸ࡘࡢࡶ࠺⾜ࢆබເ௧㸱ᖺᗘࠊ࡛ୖࡓ⤒ࢆࡁ⥆ᡭࡢᡤせࡢ➼
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௧㸲ᖺ㸲᭶௨ࠊࡽࡀ࡞ࡋ⠊ᅖ࡛ᑐᛂ࡞⬟ྍ࠸ᚑ㊃᪨ࡢᮏᣦ㔪ࠊ࡚

㝆බເࡽࡢࡶ࠺⾜ࢆ㡰ḟᐇࠋࡿࡍ

㸦㸲㸧ᛂເไ㝈ᮇ㛫➼㛵ูࠊ࡚ࡋ⾲ 1 ཬูࡧ⾲㸰ᇶ࡙ࠊࡁᮏᣦ㔪ࡢᨵ

ṇᚋࠊෆつࡢᨵṇ➼ࡢᡤせࡢᡭ⥆ࠊ࡛ୖࡓ⤒ࢆࡁᛂເไ㝈ᮇ㛫➼ࢆỴ

ᐃࡽࡢࡶࡿࡍ㡰ḟᐇࠋࡿࡍ

ᖹᡂࡢᮏᣦ㔪ࠊ࠾࡞ 24 ᖺ 10 ᭶ 17 ᪥ࡢᨵṇᇶ࡙ྛࠊࡁᗓ┬࠾

ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㐺ࢆෆつࡢᨵṇ๓ࠊ⾜᪥௨㝆ࡢෆつࡓࡋᨵṇ࡚࠸

せ⥘ࡸጤクዎ⣙ࡾࡼ㛤ጞࡓࡋᴗࡢṇ⏝ࠊṇ⾜Ⅽ࡚࠸ࡘᛂ

ເไ㝈ᮇ㛫ࢆỴᐃࡿࡍሙྜ࡛ࠊᨵṇᚋࡢෆつࡾࡼᛂເไ㝈ᮇ㛫ࡀ▷

ࠋࡿࡍ⏝㐺ࢆࡢࡶ࠸▷ࠊࡣሙྜࡿ࡞ࡃ

ࡢᨵṇ๓ࡀᛂເไ㝈ᮇ㛫ࡓࢀࡉุ᩿࡚࠸ᇶ࡙ෆつࡢᨵṇᚋࠊࡓࡲ

ෆつᇶ࡙ࡓࢀࡉุ᩿࡚࠸ᛂເไ㝈ᮇ㛫ࡾࡼ㛗ࡳ⤌ྲྀࡿࡍࡃ㸦ู⾲㸯

㸰㸬ࠊࡧཬࠊ㸯㸮ᖺࡢሙྜࡢ⏝ⓗὶ⚾ࡢࡵࡓࡿᚓࢆ┈ࡢ㸯㸬ಶேࡢ

⚾ⓗὶ⏝௨እ࡛♫ࡢᙳ㡪ࡀࠊࡃࡁ⾜Ⅽࡢᝏ㉁ᛶࡶ㧗ࡉุ᩿࠸

⥅ᴗ㸦ࡢᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘᙜึண⟬௨㝆ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㸳ᖺ➼㸧ࡢሙྜࡓࢀ

⥆ᴗࡴྵࡶ㸧࡛ṇ⏝ࡓࡗ࠶ࡀሙྜࠊᐇࠋࡿࡍࡇࡿࡍ

㸦㸳㸧ୖグࠕࡢṇࡢබ⾲ࠊࡣ⤌ྲྀࡢ࡚ࠖ࠸ࡘෆつࡢᨵṇ➼ࡢᡤせ

ࠋࡿࡍᐇࠊ࡛ୖࡓ⤒ࢆࡁ⥆ᡭࡢ

ࡼᮏᣦ㔪ࠊࡁᇶ࡙➼⛬つࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡚࠸࠾➼┬ᗓྛࠊ࠾࡞   

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡆጉࢆࡇࡿࡍᑐᛂࡃࡋཝࡾ

㸦㸴㸧㛵ಀᗓ┬ࠊࡣᛂເࡢไ㝈➼ࢆỴᐃࡓࡋᚋࠊ⮬ᗓ┬ࡢඹ㏻ࡢ࣒ࢸࢫࢩ

㓄ศᶵ㛵⟶⌮⪅ᙜヱṇࡢᴫせࢆሗ࿌ࠋࡿࡍᙜヱ㓄ศᶵ㛵⟶⌮⪅

⩏ṇ⏝࣭ṇཷ⤥࣭ၿ⟶ὀពࡢ㈝✲◊தⓗ➇࣒ࢸࢫࢩඹ㏻ࠊࡣ

ົ㐪ཬࡢୖ✲◊ࡧṇ⾜Ⅽ㛵㐃ࠊ࡚ࡋᛂເ㈨᱁ࢆไ㝈ࡓࡋ◊✲⪅

ฎศࡧᴫせཬࡢ㐪ົ⩏ࡣᙜヱṇཪࠊᛂເไ㝈ᮇ㛫ࠊྕ␒⪅✲◊ࡢ

ࡍඹ᭷ࢆ㛵ಀᗓ┬㛫࡛ᙜヱሗࠊࡾࡼࡇࡿࡍⓏ㘓ࢆ⏤⌮ุ᩿ࡢ

ࠋࡿ

㸦㸵㸧➇தⓗ◊✲㈝ࡢṇ⏝ࡀ㉳ࡓࡁᙜヱᗓ┬ࠊࡣṇ⏝ࡢ⛬ᗘᛂ

ࡧᴫせཬࡢ௳ᙜヱṇࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉỴᐃࡀᛂເไ㝈ᮇ㛫㐺ṇࠊࡌ

ᛂເไ㝈ᮇ㛫ཬࠊ࡚࠸ࡘ⏤⌮ุ᩿ࡧඹ㏻ࠊูࡣ࣒ࢸࢫࢩ㛵ಀᗓ

┬㛫࡛ᙜヱሗࢆඹ᭷ࠋࡿࡍ

ࡢ㔠㢠ࡢࡑࠊࡣሙྜࡿࡀࡓࡲ┬ᗓࡢᩘ「ࡀ௳ࡢ⏝ṇࠊ࠾࡞

ᛂເไ㝈ࡓࡋỴᐃࡀ┬ᗓࡢᩘ「ࠊࡾ࡞┬ᢸᙜᗓࠊࡀ┬ᗓ࠸ከࡶ᭱

ᮇ㛫➼ࡢሗࠊ࡚ࡵࡲࡾྲྀࢆᙜヱሗࢆඹ᭷ࠋࡿࡍ
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௧㸲ᖺ㸲᭶௨ࠊࡽࡀ࡞ࡋ⠊ᅖ࡛ᑐᛂ࡞⬟ྍ࠸ᚑ㊃᪨ࡢᮏᣦ㔪ࠊ࡚

㝆බເࡽࡢࡶ࠺⾜ࢆ㡰ḟᐇࠋࡿࡍ

㸦㸲㸧ᛂເไ㝈ᮇ㛫➼㛵ูࠊ࡚ࡋ⾲ 1 ཬูࡧ⾲㸰ᇶ࡙ࠊࡁᮏᣦ㔪ࡢᨵ

ṇᚋࠊෆつࡢᨵṇ➼ࡢᡤせࡢᡭ⥆ࠊ࡛ୖࡓ⤒ࢆࡁᛂເไ㝈ᮇ㛫➼ࢆỴ

ᐃࡽࡢࡶࡿࡍ㡰ḟᐇࠋࡿࡍ

ᖹᡂࡢᮏᣦ㔪ࠊ࠾࡞ 24 ᖺ 10 ᭶ 17 ᪥ࡢᨵṇᇶ࡙ྛࠊࡁᗓ┬࠾

ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㐺ࢆෆつࡢᨵṇ๓ࠊ⾜᪥௨㝆ࡢෆつࡓࡋᨵṇ࡚࠸

せ⥘ࡸጤクዎ⣙ࡾࡼ㛤ጞࡓࡋᴗࡢṇ⏝ࠊṇ⾜Ⅽ࡚࠸ࡘᛂ

ເไ㝈ᮇ㛫ࢆỴᐃࡿࡍሙྜ࡛ࠊᨵṇᚋࡢෆつࡾࡼᛂເไ㝈ᮇ㛫ࡀ▷

ࠋࡿࡍ⏝㐺ࢆࡢࡶ࠸▷ࠊࡣሙྜࡿ࡞ࡃ

ࡢᨵṇ๓ࡀᛂເไ㝈ᮇ㛫ࡓࢀࡉุ᩿࡚࠸ᇶ࡙ෆつࡢᨵṇᚋࠊࡓࡲ

ෆつᇶ࡙ࡓࢀࡉุ᩿࡚࠸ᛂເไ㝈ᮇ㛫ࡾࡼ㛗ࡳ⤌ྲྀࡿࡍࡃ㸦ู⾲㸯

㸰㸬ࠊࡧཬࠊ㸯㸮ᖺࡢሙྜࡢ⏝ⓗὶ⚾ࡢࡵࡓࡿᚓࢆ┈ࡢ㸯㸬ಶேࡢ

⚾ⓗὶ⏝௨እ࡛♫ࡢᙳ㡪ࡀࠊࡃࡁ⾜Ⅽࡢᝏ㉁ᛶࡶ㧗ࡉุ᩿࠸

⥅ᴗ㸦ࡢᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘᙜึண⟬௨㝆ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㸳ᖺ➼㸧ࡢሙྜࡓࢀ

⥆ᴗࡴྵࡶ㸧࡛ṇ⏝ࡓࡗ࠶ࡀሙྜࠊᐇࠋࡿࡍࡇࡿࡍ

㸦㸳㸧ୖグࠕࡢṇࡢබ⾲ࠊࡣ⤌ྲྀࡢ࡚ࠖ࠸ࡘෆつࡢᨵṇ➼ࡢᡤせ

ࠋࡿࡍᐇࠊ࡛ୖࡓ⤒ࢆࡁ⥆ᡭࡢ

ࡼᮏᣦ㔪ࠊࡁᇶ࡙➼⛬つࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡚࠸࠾➼┬ᗓྛࠊ࠾࡞   

ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡆጉࢆࡇࡿࡍᑐᛂࡃࡋཝࡾ

㸦㸴㸧㛵ಀᗓ┬ࠊࡣᛂເࡢไ㝈➼ࢆỴᐃࡓࡋᚋࠊ⮬ᗓ┬ࡢඹ㏻ࡢ࣒ࢸࢫࢩ

㓄ศᶵ㛵⟶⌮⪅ᙜヱṇࡢᴫせࢆሗ࿌ࠋࡿࡍᙜヱ㓄ศᶵ㛵⟶⌮⪅

⩏ṇ⏝࣭ṇཷ⤥࣭ၿ⟶ὀពࡢ㈝✲◊தⓗ➇࣒ࢸࢫࢩඹ㏻ࠊࡣ

ົ㐪ཬࡢୖ✲◊ࡧṇ⾜Ⅽ㛵㐃ࠊ࡚ࡋᛂເ㈨᱁ࢆไ㝈ࡓࡋ◊✲⪅

ฎศࡧᴫせཬࡢ㐪ົ⩏ࡣᙜヱṇཪࠊᛂເไ㝈ᮇ㛫ࠊྕ␒⪅✲◊ࡢ

ࡍඹ᭷ࢆ㛵ಀᗓ┬㛫࡛ᙜヱሗࠊࡾࡼࡇࡿࡍⓏ㘓ࢆ⏤⌮ุ᩿ࡢ

ࠋࡿ

㸦㸵㸧➇தⓗ◊✲㈝ࡢṇ⏝ࡀ㉳ࡓࡁᙜヱᗓ┬ࠊࡣṇ⏝ࡢ⛬ᗘᛂ

ࡧᴫせཬࡢ௳ᙜヱṇࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉỴᐃࡀᛂເไ㝈ᮇ㛫㐺ṇࠊࡌ

ᛂເไ㝈ᮇ㛫ཬࠊ࡚࠸ࡘ⏤⌮ุ᩿ࡧඹ㏻ࠊูࡣ࣒ࢸࢫࢩ㛵ಀᗓ

┬㛫࡛ᙜヱሗࢆඹ᭷ࠋࡿࡍ

ࡢ㔠㢠ࡢࡑࠊࡣሙྜࡿࡀࡓࡲ┬ᗓࡢᩘ「ࡀ௳ࡢ⏝ṇࠊ࠾࡞

ᛂເไ㝈ࡓࡋỴᐃࡀ┬ᗓࡢᩘ「ࠊࡾ࡞┬ᢸᙜᗓࠊࡀ┬ᗓ࠸ከࡶ᭱

ᮇ㛫➼ࡢሗࠊ࡚ࡵࡲࡾྲྀࢆᙜヱሗࢆඹ᭷ࠋࡿࡍ

9

㸦㸶㸧➇தⓗ◊✲㈝ࡢୖ✲◊ࡿࡅ࠾ṇ⾜Ⅽࡀ㉳ࡓࡁᙜヱᗓ┬ࠊࡣṇ

⾜Ⅽᛂࠊࡌ㐺ṇᛂເไ㝈ᮇ㛫ࡀỴᐃࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉᙜヱṇ௳ࡢ

ᴫせཬࡧᛂເไ㝈ᮇ㛫ཬࠊ࡚࠸ࡘ⏤⌮ุ᩿ࡧඹ㏻ูࡣ࣒ࢸࢫࢩ

ࠋࡿࡍඹ᭷ࢆ㛵ಀᗓ┬㛫࡛ᙜヱሗࠊ

ࡑࠊࡣሙྜࡿࡀࡓࡲ┬ᗓࡢᩘ「ࡀ௳ࡢṇ⾜Ⅽࡢୖ✲◊ࠊ࠾࡞

ࡿࡅ࠾άື✲◊ࡿࢀࢃ⾜ࡾࡼ⨨ᥐࡣ㓄ศཪࡢ⟭ணࡢ┬ᙜヱᗓࡢ

ṇ⾜Ⅽࡀㄆᐃࡓࢀࡉㄽᩥᩘࡶ᭱ࡢከ࠸ᗓ┬ࠊࡀᢸᙜᗓ┬ࠊࡾ࡞

ᙜヱࠊ࡚ࡵࡲࡾྲྀࢆሗࡢ➼ᛂເไ㝈ᮇ㛫ࡓࡋỴᐃࡀ┬ᗓࡢᩘ「

ሗࢆඹ᭷ࠋࡿࡍ

㸦㸷㸧㛵ಀᗓ┬ࠊࡣ⾜ᨻᶵ㛵ࡢಖ᭷ࡿࡍಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡿࡍἲᚊᇶ

ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜ࢆ⌮⟶ࡧཬ࠸ᢅྲྀ࡞㐺ṇࡢಶேሗࡢ➼⪅✲◊ࡁ࡙

ࡽ┬ົࠊࡋᑐ➼ᨻἲே⾜❧⊃ࡿࡍ⟶ᡤࢆ㈝✲◊தⓗ➇ࠊ࠾࡞

⊂❧⾜ᨻἲே➼ࡢಖ᭷ࡿࡍಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡿࡍἲᚊ➼ᇶ࡙ࡁ

ྠᵝࡢᥐ⨨࠺⾜ࢆ᪨ࠊせㄳࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ

㸦㸯㸮㸧ᮏᣦ㔪ࡢࡑࠊࡣ㐠⏝≧ἣ➼ࢆ㋃࡚࠼ࡲᚲせᛂࡌぢ┤ࠊࡶࡍ

ᮏ㐃⤡ࠊࡣ࡚ࡋ⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ㆟ࡿࡅ࠾㆟ㄽ

ࠋࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᑐᛂ࡞ᚲせࡶᚋࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ➼
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10

                            (ู⾲㸯)

ṇ⏝ཬ䜃ṇ

ཷ⤥にಀる応ເไ

㝈の対㇟⪅（䠏䠊）

ṇ⏝の⛬ᗘ 応ເไ㝈ᮇ㛫

ṇ⏝を⾜䛳た

研究⪅ཬ䜃䛭れに

共ㅛ䛧た研究⪅

（䠏䠊（䠍））

䠍䠊ಶேの┈をᚓるための⚾的ὶ⏝ 䠍䠌ᖺ

䠎䠊

䠍䠊௨እ

䐟 社会䜈の影響䛜䛝䛟、

⾜Ⅽのᝏ㉁ᛶ䜒㧗い䛸ุ᩿

䛥れる䜒の

䠑ᖺ

䐠 䐟ཬ䜃䐡௨እの䜒の 䠎䡚䠐ᖺ

䐡 社会䜈の影響䛜ᑠ䛥䛟、

⾜Ⅽのᝏ㉁ᛶ䜒పい䛸ุ᩿

䛥れる䜒の

䠍ᖺ

ഇ䜚䛭のṇな

ᡭẁに䜘䜚競争的

研究費をཷ⤥䛧た

研究⪅ཬ䜃䛭れに

共ㅛ䛧た研究⪅

（䠏䠊（䠎））

䠑ᖺ

ṇ⏝に┤᥋関

䛧䛶いない䛜ၿ

⟶ὀព⩏ົに㐪

䛧䛶⏝を⾜䛳た

研究⪅

（䠏䠊（䠏））

ၿ⟶ὀព⩏ົ

を᭷䛩る研究

⪅の⩏ົ㐪

の⛬ᗘに応䛨、

ୖ㝈䠎ᖺ、ୗ㝈

䠍ᖺ

ͤ ௨ୗࡢሙྜࠊࡣᛂເไ㝈ࠊࡎࡉ⛉ࢆཝ㔜ὀពࢆ㏻▱ࠋࡿࡍ

࣭㸱㸬(㸯)ࠊ࡚࠸࠾♫ࡢᙳ㡪ࡀᑠࠊࡃࡉ⾜Ⅽࡢᝏ㉁ᛶࡶపุ᩿࠸

ሙྜ࡞ᑡ㢠ࡀṇ⏝㢠ࡘࠊࢀࡉ

࣭㸱㸬(㸱)ࠊ࡚࠸࠾♫ࡢᙳ㡪ࡀᑠࠊࡃࡉ⾜Ⅽࡢᝏ㉁ᛶࡶపุ᩿࠸

ሙྜࡓࢀࡉ
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10

                            (ู⾲㸯)

ṇ⏝ཬ䜃ṇ

ཷ⤥にಀる応ເไ

㝈の対㇟⪅（䠏䠊）

ṇ⏝の⛬ᗘ 応ເไ㝈ᮇ㛫

ṇ⏝を⾜䛳た

研究⪅ཬ䜃䛭れに

共ㅛ䛧た研究⪅

（䠏䠊（䠍））

䠍䠊ಶேの┈をᚓるための⚾的ὶ⏝ 䠍䠌ᖺ

䠎䠊

䠍䠊௨እ

䐟 社会䜈の影響䛜䛝䛟、

⾜Ⅽのᝏ㉁ᛶ䜒㧗い䛸ุ᩿

䛥れる䜒の

䠑ᖺ

䐠 䐟ཬ䜃䐡௨እの䜒の 䠎䡚䠐ᖺ

䐡 社会䜈の影響䛜ᑠ䛥䛟、

⾜Ⅽのᝏ㉁ᛶ䜒పい䛸ุ᩿

䛥れる䜒の

䠍ᖺ

ഇ䜚䛭のṇな

ᡭẁに䜘䜚競争的

研究費をཷ⤥䛧た

研究⪅ཬ䜃䛭れに

共ㅛ䛧た研究⪅

（䠏䠊（䠎））

䠑ᖺ

ṇ⏝に┤᥋関

䛧䛶いない䛜ၿ

⟶ὀព⩏ົに㐪

䛧䛶⏝を⾜䛳た

研究⪅

（䠏䠊（䠏））

ၿ⟶ὀព⩏ົ

を᭷䛩る研究

⪅の⩏ົ㐪

の⛬ᗘに応䛨、

ୖ㝈䠎ᖺ、ୗ㝈

䠍ᖺ

ͤ ௨ୗࡢሙྜࠊࡣᛂເไ㝈ࠊࡎࡉ⛉ࢆཝ㔜ὀពࢆ㏻▱ࠋࡿࡍ

࣭㸱㸬(㸯)ࠊ࡚࠸࠾♫ࡢᙳ㡪ࡀᑠࠊࡃࡉ⾜Ⅽࡢᝏ㉁ᛶࡶపุ᩿࠸

ሙྜ࡞ᑡ㢠ࡀṇ⏝㢠ࡘࠊࢀࡉ

࣭㸱㸬(㸱)ࠊ࡚࠸࠾♫ࡢᙳ㡪ࡀᑠࠊࡃࡉ⾜Ⅽࡢᝏ㉁ᛶࡶపุ᩿࠸

ሙྜࡓࢀࡉ

11

㸦ู⾲㸰㸧

ṇ⾜Ⅽにಀる応ເไ㝈の対㇟⪅

（䠐䠊）
ṇ⾜Ⅽの⛬ᗘ

応ເไ

㝈ᮇ㛫

ṇ⾜

Ⅽに関

䛧た

⪅（䠐䠊

（䠎））

䠍䠊研究のᙜึ䛛らṇ⾜

Ⅽを⾜う䛣䛸をពᅗ䛧䛶いた

ሙྜな䛹、≉にᝏ㉁な⪅

䠍䠌ᖺ

䠎䠊ṇ⾜

Ⅽ䛜䛒䛳た

研究にಀる

ㄽᩥ➼の

ⴭ⪅

ᙜヱㄽᩥ➼の

㈐௵を㈇うⴭ

⪅（┘ಟ㈐௵

⪅、௦⾲ᇳ➹

⪅ཪ䛿䛣れら

の䜒の䛸同➼

の㈐௵を㈇う

䛸ㄆᐃ䛥れた

䜒の）

ᙜヱ分野の研究の進展䜈

の影響䜔社会的影響䛜

䛝䛟、ཪ䛿⾜Ⅽのᝏ㉁ᛶ䛜

㧗い䛸ุ᩿䛥れる䜒の

䠑䡚䠓ᖺ

ᙜヱ分野の研究の進展䜈

の影響䜔社会的影響䛜ᑠ

䛥䛟、ཪ䛿⾜Ⅽのᝏ㉁ᛶ䛜

పい䛸ุ᩿䛥れる䜒の

䠏䡚䠑ᖺ

ୖグ௨እのⴭ

⪅
䠎䡚䠏ᖺ

䠏䠊䠍䠊ཬ䜃䠎䠊を㝖䛟ṇ⾜

Ⅽに関䛧た⪅
䠎䡚䠏ᖺ

ṇ⾜Ⅽに関䛧䛶いない䜒のの、

ṇ⾜Ⅽの䛒䛳た研究にಀるㄽᩥ➼の

㈐௵を㈇うⴭ⪅（┘ಟ㈐௵⪅、௦⾲ᇳ

➹⪅ཪ䛿䛣れらの⪅䛸同➼の㈐௵を

㈇う䛸ㄆᐃ䛥れた⪅）（䠐䠊（䠏））

ᙜヱ分野の研究の進展䜈

の影響䜔社会的影響䛜

䛝䛟、ཪ䛿⾜Ⅽのᝏ㉁ᛶ䛜

㧗い䛸ุ᩿䛥れる䜒の

䠎䡚䠏ᖺ

ᙜヱ分野の研究の進展䜈

の影響䜔社会的影響䛜ᑠ

䛥䛟、ཪ䛿⾜Ⅽのᝏ㉁ᛶ䛜

పい䛸ุ᩿䛥れる䜒の

䠍䡚䠎ᖺ
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ㄽᩥㅰ㎡➼㈝✲◊ࡿࡅ࠾ಀࡿయ⣔ⓗ␒ྕࡢグ㍕࡚࠸ࡘ 

                       ௧㸰ᖺ㸯᭶㸯㸲᪥ 

➇தⓗ◊✲㈝㛵ࡿࡍ㛵ಀᗓ┬㐃⤡⏦ࡏࢃྜࡋ 

㸯㸬㊃᪨ 

➨㸳ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬㸦ᖹᡂ �� ᖺ � ᭶㛶㆟Ỵᐃ㸧➼ࡢᨻᗓ᪉㔪ᇶ࡙ࠊࡁ

ᐈほⓗ᰿ᣐ㸦ࢫࣥࢹࣅ࢚㸧ᇶ࡙ࡃᨻ⟇ࡢ⏬❧㸦(%30㸧ࠊホ౯ࠊᨻ⟇ࡢ

ᫎ➼ࡀ⤌ྲྀࡓࡅྥ㐍ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ୰ࠊᨻᗓࡢண⟬࡛ᐇࡿࢀࡉᴗࡽ⏕

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡘ୍ࡢㄢ㢟࡞㔜せࡣど࣭ศᯒྍࡢᡂᯝࡿࢀࡉฟࡳ

◊✲㛤Ⓨ㛵㐃ࡢᴗࡳ⏕ࡽฟࡿࢀࡉᡂᯝࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢㄽᩥ✲◊ࠊࡣᐤ

ࡓࡋ◊✲㈨※ࡀㅰ㎡ሗ࡚ࡋグ㍕ࡀࡇࡿࢀࡉከࡢࡇࠊࡃㅰ㎡ሗࠊࡣ

ᴗࡳ⏕ࡽฟࡓࢀࡉᡂᯝྍࡢど࣭ศᯒ࠺⾜ࢆ㝿ࡢ᭷ຊ࡞ᡭẁࡾ࡞ᚓࡲࠋࡿ

࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡶࡇࡿࢀࡽࡵồࢆධຊࡢྕ␒ㄢ㢟ࡸᴗሗㄽᩥᢞ✏ࠊࡓ

➼⌮⟶ㄢ㢟ࠊࡋࢆྕ␒ㄢ㢟⮬⊃ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㒊ᴗ୍ࠊࡣ࡛≦⌧ࠋࡿ

ά⏝୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪉ࡢࡑࠊࡢᴗࠊࡣ࡚࠸ࡘㄽᩥ➼ࡢᡂᯝࡢグ㍕ࡘ

ࡀࢀグᦂ⾲ࡢᴗྡࡿࡅ࠾≀ᡂᯝࡢ➼ㄽᩥࠊࡇ࠸࡞༑ศ࡛ࡀὀពႏ㉳࡚࠸

ከࠊࡽ࡞ࡇ࠸ᡂᯝྍࡢど࣭ศᯒࠊ࡛ୖ࠺⾜ࢆಙ㢗ᛶࡢపୗࡸᡂᯝࡢ㐣

ᑠホ౯ࡀᠱᛕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

௨ୖࢆ㋃ࠊྛ࠼ࡲ ᴗㄽᩥࢆ㐺ษ⣣࡙࡚ࡅ◊✲ᡂᯝ࣭◊✲ືྥ➼ࡢ㛵

ಀࢆ᫂ྛࡢࢫ࣮࣋ࢫࣥࢹࣅ࢚ࠊࡋࡽᴗ�ྛᶵ㛵ࡢホ౯ࡸᨻ⟇❧➼ࡢཧ

ࠊࡶࡿࡍࢆྕ␒య⣔ⓗࡈ㈝✲◊ࠊࡵࡓࡿࡍ⏝ά࡚ࡋࡘ୍ࡢ⪄

ㄽᩥࡢㅰ㎡ࡸㄽᩥᢞ✏࡚࠸࠾య⣔ⓗ␒ྕࢆグ㍕࠺ࡼࡿࡍ࿘▱ᚭᗏࢆᅗࠋࡿ

㸰㸬ᑐ㇟ไᗘ 

 ➇தⓗ◊✲㈝ྛࡢไᗘ㸦ᴗ㸧ࠊࡋ���� ᖺᗘ௨㝆ᐇணᐃ࡛ࠊ␒ྕ

����ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ㡰ḟ㛤ጞࡽࡢࡶࡓࡁ࡛ࡢഛ‽ࡢ➼ ᖺᗘ௨๓ࡽᐇࢀࡉ

 ࠋࡿࡍ⬟ྍࢆࡇࡿࡍࢆྕ␒ࠊࡶ࡚࠸࠾ᴗࡿ࠸࡚

㸱㸬య⣔ⓗ␒ྕࡢ᪉ἲ 

㸦㸯㸧H�5DG H�5DGࠊ㸦௨ୗࢻ࣮ࢥᴗࡿ࠸࡚ࢀࡉⓏ㘓 ᴗࠋ࠺࠸ࢻ࣮ࢥ㸧

 ሙྜࡿࡍࢆྕ␒య⣔ⓗࡃࡋ᪂࡚ࡋ⏝ࢆ

㸦ϸ㸧�᱆ᩘࡢᏐ࣭ࢺࢵ࣋ࣇࣝ㸦ᩥᏐ㸧ࡾࡼಶูᴗ୍ࢆពⓗ≉

ᐃࡢࡑࠋࡿࡍࡇࡿࡍ㝿ୖࠊ᱆ࡾࡼ௨ୗࡢሗࢆࡾᙜ࡚ࠋࡿ 

ձ ᅜྡ㸦᪥ᮏ㸻㹈㹎㸧ࡢ≉ᐃ>ኚ᭦ྍ@㸸�᱆ 

ղH�5DG ᴗࢻ࣮ࢥ>ኚ᭦ྍ@㸸�᱆㸦ࠕ-ࠖ�� ᱆ᩘࡢᏐ㸧 
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体系的番号（ᵗ 桁）のイメージ

㸦㸰㸧H�5DG ᴗࢆࢻ࣮ࢥ⏝ࢆ➼ྕ␒ࡢ⮬⊃ࠊࡎࡏ⏝࡚ࡋ᪂ࡃࡋయ⣔ⓗ␒

 ሙྜࡿࡍࢆྕ

㸦ϸ㸧� ᱆ᩘࡢᏐ࣭ࢺࢵ࣋ࣇࣝ㸦ᩥᏐ㸧ࡾࡼಶูᴗ୍ࢆពⓗ≉

ᐃࡢࡑࠋࡿࡍࡇࡿࡍ㝿ୖࠊ᱆ࡾࡼ௨ୗࡢሗࢆࡾᙜ࡚ࠋࡿ 

ձ ᅜྡ㸦᪥ᮏ㸻㹈㹎㸧ࡢ≉ᐃ>ኚ᭦ྍ@㸸� ᱆ 

ղ ᴗࡢᐇᶵ㛵ࡢ≉ᐃ㸦ᢸᙜᗓ┬ཪࡣἲேࢆᐃ㸧>ኚ᭦ྍ@㸸� ᱆ 

㸦ᗓ┬ูࡢᶵ㛵ࢻ࣮ࢥ㸧 

 ෆ㛶ᗓ㸻㹁㸿ࠊ⥲ົ┬㸻㹋㹇ᩥࠊ 㒊⛉Ꮫ┬㸻㹋㹖ࠊཌ⏕ປാ┬㸻㹋㹆ࠊ 

㎰ᯘỈ⏘┬㸻㹋㸿ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬㸻㹋㹒ࠊᅜᅵ㏻┬㸻㹋㹊ࠊ 

⎔ቃ┬㸻㹋㹃ࠊ㜵⾨┬㸻㹋㹂 

ճ ᢸᙜ㒊ᒁ࣭ᴗࡢ≉ᐃ>� ᱆ࢆ⥔ᣢ࡚ࡋ㛵ಀᗓ┬࡛@㸸� ᱆ 

㸦Ϲ㸧ୖグࡢղࠊࡣ࡚࠸ࡘᴗࡢᢸᙜᗓ┬࣭㓄ศᶵ㛵ẖ୍ࠊពⓗ㸦㔜

 ࠋࡿࡍ㸧≉ᐃ࠺ࡼ࠸↓ࡀࡾ࡞

㸦Ϻ㸧ୖグࡢճࠊࡣ࡚࠸ࡘᴗࡢᢸᙜ㒊⨫࣭㓄ศᶵ㛵ẖ୍ࠊពⓗ㸦㔜

ྕ␒ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮⟶ᴗ࡛ྛ᪤ࠋ࠺⾜ࢆ⌮⟶㸧࣭࠺ࡼ࠸↓ࡀࡾ࡞

 ࠋ࠸࡞ࢃᵓࡶ࡚ࡋ⏝ࢆྕ␒ࡢࡑࡤࢀ࠶ࡀ➼

体系的番号（ᵗ 桁）のイメージ 

ࡋ࠺ࡼࡿࡁᐃ࡛≉ࢆಶูㄢ㢟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᐃ≉ࡢ㒊ᒁ࣭ᴗࠊ࠾࡞

��ࠊࡤ࠼ࠊࡤࢀࡅࡓ ᱆ᩘࡢᏐ࣭ࢺࢵ࣋ࣇࣝ㸦ᩥᏐ㸧ࡾࡼಶู

ᴗ୍ࢆពⓗ≉ᐃࠋ⬟ྍࡶࡇࡿࡍᖺ㸦� ᱆㸧ࡸಶูㄢ㢟㸦� ᱆㸧ࡿ࠸⏝ࢆ

 ࠋ࠸࡞ࢃᵓࡶ࡚ࡋኚ᭦࡚ࡌᛂᚲせࠊࡀࡿࡍ᥎ዡࢆࡇ

ձ ᅜྡ㸦᪥ᮏ㸻㹈㹎㸧ࡢ≉ᐃ>ኚ᭦ྍ@㸸� ᱆ 

ղ ᴗࡢᐇᶵ㛵ࡢ≉ᐃ㸦ᢸᙜᗓ┬ཪࡣἲேࢆᐃ㸧>ኚ᭦ྍ@㸸� ᱆ 
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 ᗓ┬ูࡢᶵ㛵ୖࠊࡣࢻ࣮ࢥグ㸦ϸ㸧ࡢղࠋࡾ࠾ࡢ 

ճ ᢸᙜ㒊ᒁ࣭ᴗࡢ≉ᐃ>� ᱆ࢆ⥔ᣢ࡚ࡋ㛵ಀᗓ┬࡛@㸸� ᱆ 

մ ᖺࡢ≉ᐃ>᥎ዡ@㸸� ᱆㸦ᴗࡢ㛤ጞᖺᗘࠊすᬺ㸧 

յಶูㄢ㢟ࡢ≉ᐃ>᥎ዡ@㸸� ᱆ 

体系的番号（15 桁）のイメージ 

㸦㸱㸧᪤ࢆྕ␒ᑟධ῭ࡢᴗࡢ⾜⌧ࠊࡣ᪉ἲࠋࡿࡍ 
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